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鋼船規則 CSR-B 編 ばら積貨物船のための共通構造規則 

1 章 一般原則 

1 節 適用 

1. 通則 

1.1 構造要件

1.1.1
本編の規定は，本会に船級登録する船舶であって 2006 年 4 月 1 日から 2015 年 6 月 30 日までの間に建造契約が行われ

たものに適用する。 

（注記）

『建造契約』とは，予定される船主と造船所との間で船舶を建造する契約が調印された日をいう。『建造契約』の

日に関する詳細については，IACS Procedural Requirement No.29 を参照すること。

1.1.2
本編の規定は，船の長さ LCSR-B が 90m 以上で，航路制限のない単船側構造及び二重船側構造のばら積貨物船の船体構造

に適用する。

ここで，ばら積貨物船とは，主として乾貨物をばら積みし自航する船舶であって，一般に，貨物区域の長さの範囲にわ

たり，一層の甲板，二重底，ビルジホッパタンク及びトップサイドタンクを有し，船側構造を単船側又は二重船側構造と

するものをいい，鉱石運搬船及び兼用船は除く。

ハイブリッド型ばら積貨物船については，1 つ以上の貨物倉においてビルジホッパタンク及びトップサイドタンクを有

する場合，本編の適用を受ける。この場合，ビルジホッパタンク若しくはトップサイドタンク又はその両方を有しない貨

物倉の構造部材強度についても，本編に規定する強度基準を満足しなければならない。

1.1.3
本編は，以下の特性を有するすべてのばら積貨物船に適用される船殻構造寸法，配置，溶接，構造詳細，材料及び艤装

品に対する IACS の要件を含む。

・  LCSR-B < 350m
・  LCSR-B/B > 5

・  B/D < 2.5
・ 6.0³BC  

1.1.4
本編の規定は，3 章 1 節の規定を満足する特性を有する鋼で溶接により建造される船体構造に適用する。本規定は，船

楼又は小倉口蓋のような船体構造の一部を，鋼以外の材料であって 3 章 1 節の規定を満足するものとする溶接構造の船舶

にも適用する。

1.1.5
船体材料が 1.1.4 に規定する材料と異なる船舶及び新設計又は一般的でない船体設計の船舶については，本編で採用さ

れた原則及び基準を基に，個々に検討しなければならない。

1.1.6
本編の適用において，考慮する構造用喫水は，指定乾舷に対応する喫水未満としてはならない。

1.1.7
構造寸法を 7 章に規定する直接強度計算手順と異なる計算手順により決定する場合，2 節に詳述する適切な資料を本会

に提出しなければならない。 
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1.2 揚貨設備に関する適用

1.2.1
船体構造の一体構造とみなされる揚貨設備の固定部分（例えば，クレーン本体，デリックブーム，ロープ，索具及び一

般的に取り外し可能な部品を除くクレーンポスト脚部，マスト，キングポスト，デリック基部等）であって船殻構造に直

接影響を及ぼす部分については，船体構造に恒久的に溶接固着される構造としなければならない。船体構造に組み込むマ

ストのシュラウドは，固定部分とみなす。

1.2.2
揚貨設備の固定部分及び船体構造への固着部については，当該設備を設備登録するか否かにかかわらず，揚貨設備規則

の関連規定によらなければならない。

1.2.3
固定の揚貨設備を支持する構造及び移動式の設備を支持するために取り付ける構造は，当該設備の操作によってそれら

に生じる付加荷重を考慮して設計しなければならない。

1.3 溶接施工方法に関する適用

1.3.1
本編の規定は，船体構造の溶接接続部の準備，溶接及び検査にも適用する。

船体構造の溶接接続部の準備，溶接及び検査に関する事項であって，本編に規定しないものについては，M 編の溶接

施工及び溶接資格に関する一般規定によらなければならない。 

2. 規則適用 

2.1 船舶部

2.1.1 一般

本編の適用にあたっては，船舶を次の 3 つの部分に分けて取り扱う。

・ 船首部

・ 中央部

・ 船尾部

2.1.2 船首部

船首部とは，次のような船首隔壁の前方に位置する構造をいう。

・ 船首倉構造

・ 船首材

上記に加え，次を含む。

・ 船首船底部の補強部

・ バウフレアの補強部

2.1.3 中央部

中央部とは，船首隔壁と船尾隔壁間に位置する構造をいう。船首船底部又はバウフレア部が船首隔壁の後方に伸びてい

る場合，それらは船首部として扱う。

2.1.4 船尾部

船尾部とは，船尾隔壁の後方に位置する構造をいう。

2.2 船体構造各部に対する規則適用

2.2.1
船体構造寸法については，表 1 に従い各章及び各節の規定を適用しなければならない。
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表 1 船体構造寸法に対して適用する章及び節 

部 適用する章及び節 

 一般規定 特別規定 

船首部 9 章 1 節 

中央部 

6 章

7 章

8 章 

船尾部 

1 章

2 章

3 章

4 章

5 章 
9 章（9 章 1 節及び 9 章 2 節を除く。）(1) 

11 章 
9 章 2 節 

備考：

(1) 2.3 参照 

2.3 船舶のその他の事項に対する規則適用

2.3.1
船舶のその他の部分の寸法については，表 2 に従い各章及び各節を適用しなければならない。

 
表 2 船舶のその他の部分の寸法に適用する章及び節 

項目 適用される章及び節 

機関室 9 章 3 節 

船楼及び甲板室 9 章 4 節 

ハッチカバー 9 章 5 節 

船体及び船楼の開口 9 章 6 節 

舵 10 章 1 節 

ブルワーク及びガードレール 10 章 2 節 

艤装 10 章 3 節 
 

3. 船級符号への付記 

3.1 追加の付記 BC-A，BC-B 及び BC-C

3.1.1
以下に示す規定は，1.1.2 に定義する船舶であって長さが 150m 以上のものに適用する。

3.1.2
ばら積貨物船には，次に掲げる記号のいずれか 1 つを船級符号に付記しなければならない。

a) BC-A 
BC-B に関する条件に追加して，最大喫水状態において特定の貨物倉が空倉であり，貨物密度 1.0t/m3 以上の乾貨物

をばら積み運送するように設計されたばら積貨物船 

b) BC-B 
BC-C に関する条件に追加して，全ての貨物倉に貨物密度 1.0t/m3 以上の乾貨物をばら積み運送するように設計され

たばら積貨物船 

c) BC-C 
貨物密度が 1.0t/m3 未満の乾貨物をばら積み運送するように設計されたばら積貨物船

3.1.3
設計時に適用する設計積付状態の結果として運航時に順守されるべき詳細な制限が規定される場合，次に掲げる事項を

船級符号に追加で付記する又は登録原簿に注記しなければならない。

・ BC-A 又は BC-B を付記する船舶において最大貨物密度を 3.0t/m3 未満とする場合，最大貨物密度（t/m3）を登録原

簿に注記する。（4 章 7 節 2.1 参照） 
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・ 船舶が 4 章 7 節 3.3 の条件に従って多港積荷又は揚荷状態に対する設計されていない場合，no MP を追加で付記す

る。 

・ BC-A を付記する船舶については，空倉とする貨物倉の許容される組合せを登録原簿に注記する。（4 章 7 節 2.1 参

照） 

3.2 追加の付記 GRAB [X]

3.2.1 適用

3.1.2 により BC-A 又は BC-B を付記する船舶については，追加に GRAB [X]を船級符号に付記しなければならない。こ

れらの船舶に対しては，12 章 1 節に規定する GRAB に対する要件の適用において，積荷のない状態におけるグラブ重量

[X]トンを 20 トン以上としなければならない。その他の船舶については，追加の付記は任意とする。

3.3 付記 CSR

3.3.1 適用

本編の規定に適合する船舶については，A 編 1.2 の規定による付記並びに 3.1 及び 3.2 に掲げる付記に加え，船級符号

に CSR を付記する。 
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2 節 適合確認 

1. 一般 

1.1 船舶の新造

1.1.1
船舶の新造において，2.に示す承認用に提出される図面及び書類は，船舶に指定される船級符号及び付記又は船の長

さに対応した関連基準を考慮し，本編の 1 章から 12 章に適用される規定を満足するものとしなければならない。

1.1.2
船舶が製造中登録検査を受ける場合，本会は次のことを行う。

・ 規則で要求され，提出される図面及び書類の承認

・ 船舶の建造中に使用される材料及び艤装品の設計の承認及び製造所における検査

・ 承認図面に関して，検査を実施する又は寸法及び構造が規則要求に適合していることを確認する適切な証拠を得

る。 

・  規則に規定される試験及び試運転に立会する。

・  船級符号「NS*」を表示する。

1.1.3
製造中登録検査を受ける船舶の建造に使用される材料及び艤装品については，本会が別に定める規則による。これら

の材料及び艤装品については，当該規則中の個々の事項によるものとし，原則として設計についての承認及び製造所に

おける検査を受けること。

1.1.4
船舶建造中において本会の関与する部分として，本会検査員は，以下のことを行う。

・ 規則に規定される船舶の部位の全体にわたり検査を実施する。

・ 規則で規定される場合，製造方法及び製造手順について検査する。

・ 規則に規定される事項について，本会が指示する事項について確認する。

・ 適用される場合又は必要と判断される場合，試験及び試運転に立会する。

1.2 就航後の船舶

1.2.1
就航後の船舶については，本編の 13 章の規定を満足しなければならない。 

2. 提出書類 

2.1 建造中登録検査を受ける船舶

2.1.1 承認用提出図面及び書類

本編の適用上，本会に提出すべき承認用図面及び書類を表 1 に示す。本会は，これに加えて，承認用又は情報として，

設計審査に必要と判断するその他の図面及び書類を要求することがある。

構造図面は，各部位の結合詳細を示し，かつ，一般的な製造方法，溶接方法及び熱処理を含む設計材料を示すもので

なければならない。11 章 2 節 1.4 を参照すること。
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表 1 承認用図面及び書類 

図面又は書類 含まれるべき情報 

中央横断面図

横断面図

外板展開図

甲板構造図及び側面図

二重底構造図

梁柱配置図

肋骨配置図

深水タンク及びバラストタンクの隔壁及び

制水隔壁図 

船級符号

主要目

最小バラスト喫水

フレーム心距

契約上の運航速度

貨物密度

甲板及び二重底の設計荷重

使用する材料のグレード

防食措置

甲板及び外板の開口並びにその補強

船底部及び船側部における平行部の境界

構造的補強部及び不連続部の詳細

ビルジキール（船体構造との結合詳細を含む） 

水密隔壁及び水密トンネル 開口及び閉鎖装置がある場合，開口及び閉鎖装置を含む 

船首構造  

船尾構造  

機関室構造

主機及びボイラの据付部 

主機の種類，出力及び回転数

機関及びボイラの質量及び重心位置 

船楼及び甲板室

機関室囲壁 

アルミニウム合金を使用する場合，その範囲及びその機械的性質 

ハッチカバー ハッチカバーの設計荷重

シール装置及び締付装置の配置，締付ボルトの種類及び位置

夏期満載喫水線及び船首端からハッチカバーまでの距離 

サイドスラスタがある場合，一般配置，

トンネル構造並びにトンネル及び船体構造

とスラスタの結合部 

 

ブルワーク及び放水口 乾舷甲板及び船楼甲板上のブルワーク及び放水口の配置及び寸法 

窓及び舷窓の配置図並びに構造詳細  

排水装置及び衛生装置  

舵及びラダーホーン(1) 最大前進速力 

船尾材，船尾柱又は船尾管

プロペラ軸及びシャフトブラケット 
 

水密戸の図面及び関連する制御装置系統図 制御装置

動力操作及び開閉指示回路に関する電気系統図 

暴露部の扉及びハッチ  

デリック及び揚貨設備

揚貨設備構造 

設計荷重（力及びモーメント）

船体構造との結合 

シーチェスト，スタビライザー階段部等  

ホーズパイプ  

マンホール配置図  

区画への交通及び脱出設備図  

通風装置図 各区画の用途及び通風装置の位置及び高さ 

タンク試験要領 各区画の試験方法

試験用パイプ高さ 

ローディングマニュアル及び積付計算機 4 章 7 節に定義する積付条件（4 章 8 節参照） 
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図面又は書類 含まれるべき情報 

艤装数計算書 計算のための幾何形状

艤装品リスト

鋼製ワイヤの製造及び破断荷重

合成繊維ロープの材料，構造，破断荷重及び伸び 

備考：

(1) 他の操舵装置又は推進装置（例えば，ノズル式操舵装置又は旋回式推進装置）を採用する場合，当該装置の配置及び構造

寸法を示す図面を提出しなければならない。旋回式推進装置に対しては，10 章 1 節 11 を参照すること。 

2.1.2 参考図面及び文書

本編の適用上，2.1.1 に示す図面及び資料に加え，以下の図面及び文書を参考として本会に提出しなければならない。

・ 一般配置図

・ タンク容積図であってすべてのタンク及び区画の容積及び重心位置を示すもの

・ 線図

・ 排水量曲線図

・ 軽荷重量曲線図

・ 入渠要領書

本編の規定に従って設計者が直接強度計算を実施する場合，上記に加え，これらに関する文書等を本会に提出しなけ

ればならない。（3.参照）

2.2 安全設備等に関する検査

2.2.1 承認用提出図面及び文書

2.1 に図面に加え，本会が別に定める規則に従い，必要な図面を承認用として本会に提出しなければならない。 

3. コンピュータプログラム 

3.1 一般

3.1.1
構造設計の自由度を高めるために，コンピュータプログラムを用いた直接強度計算を使用することができる。7 章参

照。このような解析の目的は，船体構造が本編の要件に適合していることを評価することにある。

3.2 汎用プログラム

3.2.1
コンピュータプログラムの選択は，現状で使用可能な技術に応じて自由に行うことができる。当該プログラムは，7

章又は 8 章で規定される構造モデル及び荷重条件を扱うことができるものとしなければならない。本会は，予め定めた

試験用例題による比較計算により，プログラムの確認を行うことがある。しかしながら，本会は，コンピュータプログ

ラムについて汎用的に有効な承認は行わない。

3.2.2
直接強度計算は，以下の分野で使用することができる。

・ 全体強度

・ 縦強度

・ 梁及び格子構造解析

・ 詳細構造強度

3.2.3
上述の計算において，コンピュータモデル，境界条件及び荷重条件は，本会が承認したものでなければならない。

入力及び出力を含む計算資料を，本会に提出しなければならない。審査において，必要に応じて，本会が独自の比較

計算を実施することがある。 

－7－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  1章  2節）



 

3 節 機能要件 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節は，以下の安全目的に適合するための，船舶の設計及び建造中に適合すべき機能に関連する要件を規定する。

1.2 設計寿命

1.2.1
適切に運航され，かつ，保守される場合，船舶は，その想定設計寿命において，安全で，かつ，環境に優しいものでな

ければならない。この時，設計寿命は，特に定める場合を除き，25 年を想定する。実際の船舶の寿命は，船舶の実際状

態及び保守の如何により，また，経年影響，特に疲労，塗膜劣化，腐食及び衰耗により，設計寿命より長くも短くもなる。

1.3 環境条件

1.3.1
船舶の構造設計は，設計寿命の間，北大西洋で想定される環境で運航されるとの想定に基づくものとしなければならな

い。従って，構造強度設計に関する基本原則において，統計的波浪頻度分布のような代表的な波浪条件を考慮する。

1.4 構造安全性

1.4.1
船舶は，構造崩壊並びにそれによる浸水及び水密性の喪失を原因とする船舶の全損の結果として生じる海上における人

命の安全及び海洋環境の汚染に対するリスクを最少に抑えるよう，建造者により設計及び建造され，その後，運航者によ

り運航及び保守されなければならない。

1.5 構造への交通性

1.5.1
船舶は，外観検査及び精密検査並びに板厚計測を行うためにすべての区画及び内部構造への適切な交通設備を備えるよ

うに設計され，かつ，建造されなければならない。

1.6 建造品質

1.6.1
目的として，船舶は，必要に応じて承認された資料を使用する管理された品質手順基準に従って建造されなければなら

ない。 

2. 機能要件 

2.1 一般

2.1.1
船体構造に関連する機能要件は，2.2 から 2.6 による。

2.2 構造強度

2.2.1
船舶は，非損傷時において，適切な積付状態に対し，設計寿命中の環境条件に耐えるよう設計されなければならない。

構造強度は，座屈及び降伏に対し十分なものであることが検証されなければならない。

最終強度計算は，最終ハルガーダ曲げ容量並びに板部材及び防撓材の最終強度を含むものでなければならない。 
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2.2.2
船舶は，合理的に予想される損傷状態，例えば，衝突，座礁又は浸水シナリオにおいて波浪及び内部荷重に耐えるため

に十分な余剰強度を有するよう設計されなければならない。

残存強度計算は，永久変形及び座屈後の挙動を考慮したハルガーダの最終強度までの余裕を考慮しなければならない。

2.2.3
船舶は，代表的な構造詳細が十分な疲労寿命を有するよう設計されなければならない。

2.3 塗装

2.3.1
塗装が要求される場合，塗装は，貨物倉，タンク，コファダム等の船舶の区画の申請された使用目的，材料及びその他

の防食措置，例えば，電気防食又は他の代替措置の適用と関連して選択されなければならない。防食塗装は，鋼材の下地

処理，塗料の選択，適用個所及び維持方法を考慮した製造者の仕様に従って，適用及び維持されるもので，SOLAS 条約，

旗国政府の規定及び船主の仕様を満足するものでなければならない。

2.4 腐食予備厚

2.4.1
構造強度計算で規定されるネット寸法に付加されるべき腐食予備厚は，運航寿命に対して適切なものでなければならな

い。腐食予備厚は，防食措置，例えば，塗装，電気防食又は代替措置に加え，それぞれの内部及び外部構造の使用目的及

び曝される腐食環境（例えば，海水，貨物又は腐食性蒸気）に基づき，指定されなければならない。

2.5 交通設備

2.5.1
内部検査，精密検査及び板厚計測を実施することが必要な船体構造については，当該部分に安全に交通できる手段を備

えなければならない。総トン数 20,000 トン以上のばら積貨物船の場合，当該交通設備は，交通設備に関する手引書に記

載されなければならない。SOLAS 条約 II-1 章 3-6 規則を参照すること。

2.6 建造品質手順

2.6.1
材料の製造，組み立て，結合及び溶接手順，鋼材の表面処理並びに塗装に関する仕様は，船舶建造品質手順に含まれな

ければならない。 

3. その他の法規 

3.1 国際法規

3.1.1
本編の適用を受ける船舶の設計者，建造者及び船主は以下の事項に注意すること。

船舶は，IMO で国際的に定められ，かつ，履行される複雑な規制の枠組みで設計，建造及び運航されなければならな

い。法規定は，救命設備，区画，復原性，防火及び消防設備等のような船舶の法規制の基準からなる。

これらの規定は，運航及び貨物積載に関する配置に影響し，それ故，船体構造設計に影響がある。

ばら積貨物船の強度に関連して通常適用される主要な国際規則は，以下のとおりである。

・ 海上人命安全条約（SOLAS）
・ 国際満載喫水線条約（ILLC）

3.2 国内法規

3.2.1
適用される旗国の国内法規を遵守しなければならない。 
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4. 工事 

4.1 製造者が満足すべき規定

4.1.1
製造工場は，材料，製造工程，構造要素等の適切な運用ができる適切な装置及び施設を備えなければならない。

製造工場は，適切な資格のある人材を配置しなければならない。すべての監督者及び管理者の名前及び責任範囲を，本

会に通知しなければならない。

4.2 品質管理

4.2.1
要求され，かつ，便宜な限りにおいて，製造者は，製造中及び製造完了後すべての船殻構造の構成部分を検査し，それ

らが完成していること，それらの寸法が正しく，かつ，製作技術が満足できるものであること並びに良好な造船技術の基

準に適合していることを確認しなければならない。

船殻構造の構成部分は，製造工場による検査及び修正の完了後，適切な個所について，通常は塗装されておらず，かつ，

検査のために適切な交通を備える状態で，本会検査員に示さなければならない。

検査員は，製造者によって適切に検査されていない構成部分を不合格とし，製造者による検査及び修正の完了後に再度

検査を申請することを要求することがある。 

5. 構造詳細 

5.1 製造文書の詳細

5.1.1
考慮する構成部分の品質及び機能に関連するすべての重要な詳細は，工作図などの製造文書に記載しなければならない。

当該文書は，関連する場合，寸法のみならず，表面状態（例えば，エッジや溶接線の仕上げ），検査及び許容に関する要

件並びに許容誤差のような必要とされる製造者の特別な手法を含むものとしなければならない。目的に応じて，使用され

る基準（作業標準又は国家規格等）を本会に提出しなければならない。溶接継手詳細については，11 章 2 節による。

製造文書の喪失又は不十分な詳細により，構成部分の品質又は機能が疑わしい場合，本会は，製造者に対して適切な改

善処置を提出するよう要求することがある。この処置は，図面承認時に要求されない場合であっても，補足的又は追加の

処置（例えば，補強）を含むことがある。

 

－10－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  1章  3節）



4 節 記号及び定義 

1. 主要な記号及び単位  

1.1
1.1.1
特に規定がない場合，本編で使用する一般的な記号及び単位は，表 1 による。

 
表 1 主要記号 

記号 意味 単位 

面積 m2 A 

防撓材及び主要支持部材の断面積 cm2 

B 船の幅（2.参照） m 

C 係数 - 

D 船の深さ（2.参照） m 

E ヤング率 N/mm2 

F 力及び集中荷重 kN 

ハルガーダの断面二次モーメント m4 I 

防撓材及び主要支持部材の断面二次モーメント cm4 

LCSR-B 船の長さ（2.参照） m 

M 曲げモーメント kN-m 

Q せん断力 kN 

S 主要支持部材の心距 m 

T 船の喫水（2.参照） m 

V 船速 knot 

Z ハルガーダ断面係数 m3 

a 加速度 m/s2 

防撓材付き板の幅 m b 

防撓材及び主要支持部材の面材の幅 mm 

g 重力加速度（2.参照） m/s2 

高さ m h 

防撓材及び主要支持部材のウェブ高さ mm 

k 材料係数（2.参照） - 
l  防撓材及び主要支持部材の長さ／スパン m 

m 質量 t 

n 項目の数  

p 圧力 kN/m2 

半径 mm r 

板部材の曲率又はビルジ半径 m 

s 防撓材の心距 m 

t 板厚 mm 

w 防撓材及び主要支持部材の断面係数 cm3 

x 船長方向軸に沿った X 座標（4.参照） m 

y 船幅方向軸に沿った Y 座標（4.参照） m 
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記号 意味 単位 

z 垂直方向軸に沿った Z 座標（4.参照） m 
g  安全係数 - 

d  撓み／変位 mm 
q  角度 deg 
x  Weibull 形状係数 - 
r  密度 t/m3 

s  縦曲げ応力 N/mm2 
t  せん断応力 N/mm2 

 

2. 記号 

2.1 船舶の主要データ

2.1.1
LCSR-B： 3.1 に定義する規則長さ（m）

LLL ： 3.2 に定義する乾舷用長さ（m）

LBP ： 垂線間長さ（m）（最も深い区画満載喫水線，即ち，適用される区画規定で許容される最大喫水に対応する喫水

線における垂線間で測定される船舶長さ） 

FPLL ： 乾舷用船首垂線。乾舷用船首乾舷垂線は長さ LLLの前方端とし，長さ LLLが測定される喫水上の船首材の前面に

一致するもの。 

APLL ： 乾舷用船尾垂線。乾舷用船尾垂線は長さ LLL の後方端とする。

B ： 3.4 で定義される船の幅（m）

D ： 3.5 で定義される深さ（m）

T ： 3.6 で定義される船の喫水（m）

TS ： 構造用喫水（m）で，最大喫水と同じものとする。（1 章 1 節 1.1.6 参照）

TB ： 4 章 7 節 2.2.1 に定義するノーマルバラスト状態での船体中央部における最小バラスト喫水（m）

TLC ： 考慮される積付状態での船体中央部における喫水（m） 
Δ ： 海水（密度 r  = 1.025 t/m3）中で喫水 T における型排水量（t） 

CB ： 方形係数 
BTL

C
BCSR

B
-

=
025.1

Δ  

V ： 最大前進速力（V）とは，最大プロペラ回転数（RPM）及びそれに対応する連続最大出力（MCR）の状態で，

計画最大喫水において，航海中に維持できるよう設計された船舶の最大速力をいい，単位をノット（knot）と

する。 

x，y，z ： 参照座標系に関する計算点の X，Y，Z 座標（m）

2.2 材料

2.2.1
E ： ヤング率（N/mm2）で以下の値とする。

   一般的な鋼： E = 2.06   105（N/mm2）

   ステンレス鋼： E = 1.95   105（N/mm2）

   アルミニウム合金： E = 7.00   104（N/mm2）

ReH ： 材料の最小降伏応力（N/mm2）

k ： 3 章 1 節で定義される材料係数 
u  ： ポアソン比。別に定める場合を除き，0.3 とする。 

Rm ： 材料の最終最小引張強さ（N/mm2）

RY ： 材料の公称降伏応力（N/mm2）で，別に定める場合を除き，235/k N/mm2 とする。 
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2.3 荷重

2.3.1
g ： 重力加速度で，9.81 m/s2 とする。 
r  ： 海水密度で，1.025 t/m3 とする。 

Lr  ： 積載される液体の密度（t/m3） 

Cr  ： 積載される乾貨物の貨物密度（t/m3） 

C ： 波のパラメータで，次式による。 

 mLm BCSR 30090 <£ - の場合： 
5.1

100
30075.10  

ø

ö
ç
è

æ -
-= -BCSRLC  

 mLm BCSR 350300 <£ - の場合： C = 10.75 

H ： タンクの高さ（m）で，タンク底部からタンク頂部（小さな倉口を除く。）までの垂直距離とする。

zTOP ： 基線からタンク頂部までの垂直距離（m）。バラストホールドについては，zTOPは基線から倉口縁材頂部までの

垂直距離（m）とする。 

Hl  ： 区画の長さ（m） 

MSW ： 考慮する船体横断面における設計静水中曲げモーメント（kN-m） 

 MSW = MSW,H （ホギング状態）

 MSW = MSW,S （サギング状態） 

MWV ： 考慮する船体横断面における波浪中縦曲げモーメント（kN-m） 

 MWV = MWV,H （ホギング状態）

 MWV = MWV,S （サギング状態） 

MWH ： 考慮する船体横断面における波浪中水平曲げモーメント（kN-m）

QSW ： 考慮する船体横断面における設計静水中せん断力（kN）
QWV ： 考慮する船体横断面における波浪せん断力（kN）

pS ： 静水圧（kN/m2）

pW ： 波浪変動圧（kN/m2）

pSF，pWF ： 浸水状態における静水圧と波浪変動圧（kN/m2） 

Xs  ： ハルガーダ直応力（N/mm2） 

ax,，ay，az ： X，Y，Z 方向の各加速度（m/s2）

TR ： ロール周期（s） 
q  ： ロール角（片振幅）（deg） 

TP ： ピッチ周期（s） 

F  ： ピッチ角（片振幅）（deg） 

kr ： ロール回転半径（m）

GM ： メタセンタ高さ（m） 
l  ： 波長（m） 

2.4 寸法

2.4.1 ハルガーダ寸法

IY ： 船体横断面の水平中立軸周りの断面二次モーメント（m4）

IZ ： 船体横断面の垂直中立軸周りの断面二次モーメント（m4）

ZAB，ZAD ： それぞれ船底及び甲板における断面係数（m3）

N ： 基線から船体横断面の水平中立軸までの垂直距離（m）

2.4.2 局所寸法

s ： 防撓材の心距（m）で，スパン中央において曲面の弦に沿って測る。

S ： 主要支持部材の心距（m）で，スパン中央において曲面の弦に沿って測る。 
l  ： 防撓材及び主要支持部材のスパン（m）で，曲面の弦に沿って測る。 

bl  ： ブラケット長さ（m） 

tC ： 腐食予備厚（mm）

hW ： 防撓材及び主要支持部材のウェブ高さ（mm） 
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tW ： 防撓材及び主要支持部材のネットウェブ厚さ（mm）

bf ： 防撓材及び主要支持部材の面材幅（mm）

tf ： 防撓材及び主要支持部材のネット面材厚さ（mm）

tp ： 防撓材及び主要支持部材が取り付けられる板（以下，「取り付け板」という。）のネット厚さ（mm）

bp ： 降伏強度評価における，防撓材及び主要支持部材の取り付け板の幅（m）

AS ： 板幅 s の取り付け板を含む防撓材又は主要支持部材のネット断面積（cm2）

ASh ： 防撓材及び主要支持部材のネットせん断面積（cm2）

I ： 防撓材及び主要支持部材の板に平行な中立軸周りのネット断面二次モーメント（cm4）（取り付け板を除く。）

Ip ： 防撓材及び主要支持部材の，板部材との接続箇所に関するネット断面極二次モーメント（cm4）

IW ： 防撓材及び主要支持部材の，板部材との接続箇所に関するネット慣性面積モーメント（cm6）

IS ： 板幅 s の取り付け板を含む防撓材及び主要支持部材の，板に平行な中立軸周りのネット断面二次モーメント

（cm4） 

Z ： 板幅 bp の取り付け板を含む防撓材及び主要支持部材のネット断面係数（cm3） 

3. 定義 

3.1 規則長さ

3.1.1
規則長さ LCSR-Bは，満載喫水線における船首材の前面から，舵柱のある船舶ではその後面まで，また，舵柱のない船舶

では舵頭材の中心までの距離（m）をいう。ただし，LCSR-B は，夏期満載喫水線における全長の 96%以上とするが，97%

を超える必要はない。

3.1.2
舵頭材のない船舶（例えば，旋回式推進装置を備える船舶）にあっては，規則長さ LCSR-Bは，満載喫水線における全長

の 97%とする。 

3.1.3
一般的でない船首又は船尾配置の船舶に規則長さ LCSR-Bについては，その都度検討する。

3.2 乾舷用長さ

3.2.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.3(1, a)）

乾舷用長さ LLLは，竜骨の上面から測った最小型深さの 85%の位置における喫水線上で，船首材の前面から舵頭材の中

心まで測った距離をいう。ただし，LLLは同喫水における全長の 96%以上としなければならない。

3.2.2 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.3(1, c)）

船首形状が，最小型深さの 85%の位置における喫水線より上方で船首形が凹入している場合，同喫水線における全長

の前端及び船首材の前面のいずれも，当該喫水線より上部にある凹入部の最後端となる位置における船首材の前面から下

ろした垂線と同喫水線との交点とする。（図 1 参照）

 
図 1 凹入した船首形状 

 

0.
85

D

全長の前端 (FP)  
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3.3 規則長さ LCSR-Bの端部及び船体中央

3.3.1 端部

規則長さ LCSR-Bの前端（FE）は，図 2 に示すように，船首材の前面から下ろした垂線と夏期満載喫水線が交差する点と

する。

規則長さ LCSR-Bの後端（AE）は，図 2 に示すように，長さの前端から船尾方向に距離 LCSR-Bの位置の垂線と喫水線が交

差する点とする。

 
図 2 船首尾端及び船体中央 

MidshipAE FE

L/2 L/2
L

T

 

3.3.2 船体中央

船体中央は，長さの前端から船尾方向に距離 0.5LCSR-Bの位置の垂線と喫水線が交差する点とする。

3.3.3 船の中央部

船の中央部とは，特に規定する場合を除き，中央部 0.4LCSR-B間をいう。

3.4 船の幅

3.4.1
船の幅 B（m）は，船体中央において暴露甲板下の船体最広部における型幅をいう。

3.5 深さ

3.5.1
深さ D（m）は，基線から最上層全通甲板の船側における甲板梁上面までの垂直距離をいい，船体中央断面において垂

直に測る。

3.6 喫水

3.6.1
喫水 T（m）は，基線から夏期満載喫水線までの垂直距離をいい，船体中央横断面において垂直に測る。

3.7 軽荷重量

3.7.1
軽荷重量（t）とは，貨物，燃料油，潤滑油，タンク内のバラスト及び清水，貯蔵物並びに乗組員及びその持ち物を除

く船舶の排水量をいう。

3.8 戴貨重量

3.8.1
戴貨重量（t）とは，密度 r  = 1.025 t/m3 の海水における夏期満載排水量と軽荷重量との差をいう。 

3.9 乾舷甲板

3.9.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.3(9)）

乾舷甲板とは，満載喫水線条約の Reg.3 に定義される。

3.10 隔壁甲板

3.10.1 （SOLAS Reg.II-1/2.5）

隔壁甲板とは，船首尾隔壁を除くその他の横置水密隔壁が達し，かつ，有効な構造の最上層の甲板をいう。

3.11 強力甲板

3.11.1
船の長さのある箇所における強力甲板とは，その箇所で外板が達する最上層の甲板をいう。

3.12 船楼

3.12.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.3(10,a)）

船楼とは，乾舷甲板上に設けられた上部に甲板を有する構造物のうち，船側から船側に達するもの又はその側板が船側

LCSR-B/2 LCSR-B/2 

LCSR-B 

－15－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  1章  4節）



外板から 0.04B を超えない位置にあるものをいう。

3.12.2 閉囲された船楼及び閉囲されない船楼

船楼とは，次のものをいう。

・ 閉囲された船楼： 

1) 9 章 4 節の規定を満足する船首隔壁，船側隔壁及び船尾隔壁により閉囲されるもの

2) 前端，側面及び船端のすべての開口に，有効な風雨密閉鎖装置を備えるもの 

・ 閉囲されない船楼： 閉囲された船楼ではないもの

3.13 船首楼

3.13.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.3(10, g)）

船首楼とは，船首垂線から船尾垂線の前方の位置までの船楼のことをいう。船首楼は，船首垂線より前方の部分も含む。

3.14 低船尾楼

3.14.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.3(10, i)）

低船尾楼とは，船尾垂線から前方に及ぶ船楼であって，一般的な船楼より低く，開口の無い前端隔壁（有効な丸窓及び

ボルトマンホールに取り付けられた非開放式舷窓）を有する（図 3 参照）。前端隔壁に扉及び出入口を備える場合，当該

船楼は船尾楼とみなさなければならない。

 
図 3 低船尾楼 

 

3.15 甲板室

3.15.1
甲板室とは，甲板を備える乾舷甲板上の構造物であって，船楼とは異なるものをいう。

3.16 トランク

3.16.1
トランクとは，甲板を備える甲板室と類似の構造物であって，下部に甲板を備えないものをいう。

3.17 制水隔壁

3.17.1
制水隔壁とは，タンク内の開口を有する又は部分的な隔壁をいう。

3.18 船楼の標準高さ

3.18.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.33）

船楼の標準高さは，表 2 による。

 
表 2 船楼の標準高さ 

標準高さ hs（m） 
乾舷長さ LLL（m） 

低船尾楼 全ての他の船楼 

90 < LLL <125 0.3 + 0.012LLL 1.05 + 0.01LLL 

LLL³125  1.80 2.30 
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3.19 A 型船舶及び B 型船舶

3.19.1 A 型船舶（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.27.1）

A 型船舶とは，次のものをいう。

・ 液体貨物のみをばら積運送するように設計されたもの

・ 鋼又はこれと同等の材料のガスケット付き水密カバーによって閉鎖される小さな出入口のみを備える暴露甲板に

より高度の水密保全性を有するもの 

・ 積付貨物区画の浸水率が低いもの

A 型船舶は，1966 年国際満載喫水線条約の規定に従う乾舷が指定されなければならない。

3.19.2 B 型船舶（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.27.5）

3.18.1 の A 型船舶に関する規定に該当しない全ての船舶は，B 型船舶とする。

B 型船舶は，1966 年国際満載喫水線条約の規定に従う乾舷が指定されなければならない。

3.19.3 B-60 型船舶（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.27.9）

B-60 型船舶とは，長さ 100m を超える B 型船舶であって，1966 年国際満載喫水線条約の規定に従い，当該船舶長さに

対応する B 表の値と A 表の値との差の最大 60%まで乾舷を減じたものをいう。

3.19.4 B-100 型船舶（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.27.10）

B-100 型船舶とは，長さ 100m を超える B 型船舶であって，1966 年国際満載喫水線条約の規定に従い，当該船舶長さに

対応する B 表の値と A 表の値との差の最大 100%まで乾舷を減じたものをいう。

3.20 第 1 位置及び第 2 位置

3.20.1 第 1 位置（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.13）

第 1 位置は次のようなものである。

・ 乾舷甲板及び低船尾楼甲板であって暴露しているもの

・ 暴露船楼甲板であって，竜骨の上面から測定された型深さの 85%にあたる喫水における船首材前面から 0.25LLLの

位置より前方の場所 

3.20.2 第 2 位置（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.13）

第 2 位置は次のようなものである。

・ 乾舷甲板の上方に標準船楼高さ一層分以上高い暴露船楼甲板であって，竜骨の上面から測定された型深さの 85%

にあたる喫水における船首材前面から 0.25LLL の位置より後方の場所 

・ 乾舷甲板の上方に標準船楼高さ二層分以上高い暴露船楼甲板であって，竜骨の上面から測定された型深さの 85%

にあたる喫水における船首材前面から 0.25LLL の位置より前方の場所 

3.21 単船側構造及び二重船側構造

3.21.1 単船側構造

単船側構造の貨物倉とは，内底板又はホッパタンクを設けた場合はホッパタンク斜板の上端から，上甲板又はトップサ

イドタンクを設けた場合はトップサイドタンク斜板の下端までの部分が船側外板で閉囲されているものをいう。

3.21.2 二重船側構造

二重船側構造の貨物倉とは，二重船側で閉囲されたものをいう。ホッパタンク及びトップサイドタンクを設けた場合，

それらは二重船側構造に含むものとする。

3.22 ビルジ

3.22.1 ビルジ外板

ビルジ外板とは船底外板と船側外板の間にある曲板であって，次のとおりとする。

・ 船体平行部の範囲内（図 4 参照）

 船底ビルジ部の下端の曲がり部における板の曲がり始める点から，船側外板ビルジ部の上端の曲がり部における板

の曲がりが終わる点まで 

・ 船体平行部の範囲外（図 5 参照）

 船底ビルジ部の下端の曲がり部における板の曲がり始める点から，次の点のうち，小さい方の点まで

 ・ 基線上あるいは当該局部中央線上 0.2D 上方の点

 ・ 船側外板ビルジ部の上端の曲がり部における板の曲がりが終わる点 
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図 4 船体平行部内におけるビルジ外板の範囲の例 

0.2D

彎曲部端点

彎曲部端点ビルジ外板

 

 
図 5 船体平行部外におけるビルジ外板の範囲の例 

彎曲部端点
ビルジ外板

0.2D

彎曲部端点

 
 

4. 参照座標系 

4.1
4.1.1
船舶の形状，動作，加速度及び荷重は，次の右手系座標系による（図 6 参照）

・ 原点 ： 船舶の対称縦平面，LCSR-Bの船尾端及び基準線周りの交差点

・ X 軸 ： 船首方向が正の縦軸

・ Y 軸 ： 左舷方向が正の横軸

・ Z 軸 ： 上方向が正の垂直軸

4.1.2
正回転は X，Y，Z 軸において反時計回り方向とする。

 
図 6 
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2 章 一般配置設計 

1 節 隔壁配置 

1. 横置水密隔壁の数及び配置 

1.1 水密隔壁の数

1.1.1 一般

全ての船舶は，1.1.2 の規定を満足することに加え，少なくとも次の横置水密隔壁を備えるものでなければならない。

・ 1 つの船首隔壁

・ 1 つの船尾隔壁

・ 中央に機関を備える船舶にあっては機関区域の境界を形成する 2 つの隔壁，船尾に機関を備える船舶にあっては機

関区域前方の隔壁。電気推進装置を備える船舶の場合，発電機室及び機関室の両区画は水密隔壁により閉囲されな

ければならない。

1.1.2 追加の隔壁

区画に関する要件に従うことが要求されない船舶における横置隔壁については，適切な間隔に配置し，かつ，表 1 に示

す数以上としなければならない。

 
表 1 隔壁の数 

長さ（m） 
船尾に機関を備える船舶に 

おける隔壁の数(1) 
他の船舶における隔壁の数 

10590 <£ -BCSRL  4 5 
120105 <£ -BCSRL  5 6 
145120 <£ -BCSRL  6 7 
165145 <£ -BCSRL  7 8 
190165 <£ -BCSRL  8 9 

190³-BCSRL  個船による 

備考：

(1) 船尾隔壁及び船尾側機関室隔壁は同じものとなる。 

 

2. 船首隔壁 

2.1 船首隔壁の配置

2.1.1 （SOLAS Ch.II-1, Part B-2, Reg.12）

船舶には，乾舷甲板まで水密である船首隔壁を設けなければならない。船首隔壁は，船首垂線 FPLLからの距離が 0.05LLL

又は 10m のいずれか短い方の距離以上，かつ，本会が適当と認める場合を除き，0.08LLL 又は 0.05LLL + 3m のいずれか長

い方の距離以下の位置に配置しなければならない。

2.1.2 （SOLAS Ch.II-1, Part B-2, Reg.12）

球状船首のように，船舶の喫水線の下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある場合については，2.1.1 に規定する

距離は，次の点のうち船首垂線からの距離が最小となる点から測るものとしなければならない。

・ 喫水線下で船首垂線の前方に張り出している部分の長さの中央にある点

・ 船首垂線から船舶の長さ LLLの 1.5%前方にある点

・ 船首垂線から 3m 前方にある点 
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2.1.3 （SOLAS Ch.II-1, Part B-2, Reg.12）

2.1.1 又は 2.1.2 に定める範囲内であれば，船首隔壁に階段部又は屈折部を設けることができる。船首隔壁には，戸，マ

ンホール，通気用ダクト又はその他の開口を設けてはならない。 

3. 船尾隔壁，機関区域隔壁及び船尾管 

3.1
3.1.1 一般

船尾管及びラダートランクを水密区画に配置するよう，船尾隔壁を設けなければならない。軸系の配置により船尾管を

水密区画に取り付けることが困難な場合は，代替構造に関して特別な配慮が払われなければならない。

3.1.2
船尾隔壁は，区画に関する船舶の安全の程度が低下しないことを条件に，隔壁甲板下でステップ形状にして差し支えな

い。

3.1.3
船尾管及び/又はラダートランクの設置が要求されない機器により動力を得る船舶及び/又は操舵される船舶における

船尾隔壁の配置については，特別な考慮が払われなければならない。

3.1.4
船尾隔壁は，夏季満載喫水線上 1 番目の甲板が船尾まで又は船尾肋板まで水密である場合には，当該甲板までとして差

し支えない。

3.1.5 船尾管（SOLAS Ch.II-1, Part B-2, Reg.12）

船尾管は，適当な容積の水密区画に取り付ける。本会が必要と認める場合，船尾管装置に損傷を生じた場合に海水が船

内に浸入する危険を最小限にとどめるために，その他の措置を要求することがある。 

4. タンク隔壁の数と配置 

4.1 液体貨物を運搬するための区画の隔壁

4.1.1
液体貨物を運搬するための区画の横置及び縦通水密隔壁の数及び配置は，当該船舶に適用される区画に関する要件を満

足するものとしなければならない。 

5. 横置水密隔壁の配置 

5.1 一般

5.1.1
一平面に水密隔壁を配置することができない場合，隔壁にステップを設けても差し支えない。この場合，隔壁のステッ

プを形成する甲板部分は水密とし，かつ，隔壁と同様の強度を備えるものとしなければならない。 

6. 水密隔壁の開口 

6.1 一般

6.1.1 （SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9 及び IMO 決議 A.684(17), Part B）

水密隔壁における開口の数は，船舶の設計及び固有の用途と矛盾しない範囲において最小限としなければならない。人

の交通，配管，通風，電線敷設等のために水密隔壁及び内部甲板に貫通を設けることが必要な場合については，水密保全

性を確保するための措置をとらなければならない。乾舷甲板より上方の開口にあっては，浸水拡大を容易に抑制すること

ができ，かつ，船舶の安全が損なわれるものでないことが証明される場合，その水密性について緩和を認めることがある。

6.1.2
区画甲板より下方の船首隔壁については，戸，マンホール，通風ダクト及びその他の開口を設けてはならない。 
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6.1.3
鉛及びその他熱に敏感な材料は，火災の際に当該材料の劣化が隔壁の水密性を損なう場合，水密区画隔壁を貫通する場

所に使用してはならない。

6.1.4
配管系の一部を形成しない弁は，水密区画隔壁に設けてはならない。

6.1.5
6.2 及び 6.3 での規定による戸又は他の閉鎖装置において，操作装置及び水密又は風雨密に関する規定は，表 2 による。 

 
表 2 戸 

滑り戸 ヒンジ式 

 船橋からの 

遠隔操作 

船橋での

開閉表示 
局所操作 

船橋からの 

遠隔操作 

船橋での

開閉表示 
局所操作 

ローリング式 

（甲板間の

貨物区域） 

航海中に

開放 
X       

通常

閉鎖(2) 
 X   X(3)   水密 

乾舷

甲板

下方 
閉鎖され

たまま(2) 
  X(4)(5)   X(4)(5) X(4)(5) 

航海中に 

開放 
X       

通常

閉鎖(2) 
 X   X   

風雨密 

又は

水密(1) 

乾舷

甲板

上方 
閉鎖され

たまま(2) 
     X(4)(5)  

備考： 

(1) 浸水時の最終平衡状態における喫水線より下方に戸が位置する場合，水密戸とすることが要求される。その他の場合，風雨密戸として

差し支えない。 

(2) 「航海中常時閉鎖」の標示を戸の両側に行なわなければならない。 

(3) 150m を超える A 型船舶及び乾舷を減じた B 型船舶については，戸の敷居が夏期満載喫水線より上方である場合，機関室及び操舵機

室間にヒンジ式水密戸を設けて差し支えない。 

(4) 航海開始前に閉鎖されなければならない。 

(5) 航海中に近づき得る場合，許可無しに開けることを防止する装置を設けなければならない。 

6.2 乾舷甲板より下方の水密隔壁における開口

6.2.1 航海中に使用される開口（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

内部開口における水密保全性を確保するために備える戸であって，航海中に使用されるものは，船橋から遠隔操作によ

り閉鎖することができ，かつ，水密隔壁の両側から局所操作することができる水密滑り戸としなければならない。操作場

所には戸の開閉を示す表示装置を，戸の閉鎖機構には可聴警報装置を，それぞれ備えなければならない。動力，制御装置

及び表示装置は，主動力が故障した場合においても作動し得るものとしなければならない。制御系統の故障の影響を最小

にするため，特別の注意を払わなければならない。動力滑り戸には，それぞれ独立した手動操作機構を備えなければなら

ない。当該動力滑り戸は，戸自体の両側から手動で開閉できるものとしなければならない。

6.2.2 航海中に通常は閉鎖される開口（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

内部開口における水密保全性を確保するために備える交通用の戸及びハッチカバーであって，航海中に通常は閉鎖され

ているものは，設置場所及び船橋に当該戸又はハッチカバーの開閉を示す表示装置を備えなければならない。当該戸又は

ハッチカバーには，それらを開放したままにしない旨を標示しなければならない。これらの戸及びハッチカバーは，当直
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仕官の許可により使用されるものとしなければならない。

6.2.3 大きな貨物区域における戸又はランプ（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

大きな貨物区域を内部で区画するために戸又はランプを取り付けることが必要であると本会が認める場合，十分な構造

の水密戸又はランプを当該貨物区域に取り付けることができる。これらの水密戸又はランプは，ヒンジ式，ローリング式

又は滑り式の戸又はランプとすることができるが，遠隔操作が可能なものとしてはならない。これらの水密戸又はランプ

は，出航前に閉鎖し，航行中は閉鎖状態に維持されなければならない。水密戸又はランプのうち航海中に近づき得るもの

については，許可無しに開けることを防止する装置を備えなければならない。

6.2.4 航海中は必ず閉鎖されている開口（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

内部開口における水密保全性を確保するために備えるその他の閉鎖装置であって，航海中は必ず閉鎖されているものに

は，航海中は必ず閉鎖状態に維持する旨を標示しなければならない。密接なボルトにより締め付けるカバーを備えるマン

ホールについては，標示を行う必要はない。

6.3 乾舷甲板より上方の隔壁における開口

6.3.1 一般

浸水時最終平衡状態における喫水線より下方に位置する浸水区画の境界における開口は，水密としなければならない。

復原力曲線が正の範囲内において水線下となる開口については，風雨密としなければならない。

6.3.2 航海中に使用される戸（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

航海中に使用される戸は，船橋から遠隔操作により閉鎖することができ，かつ，水密隔壁の両側から局所操作すること

ができる水密滑り戸としなければならない。操作場所には戸の開閉を示す表示装置を，戸の閉鎖機構には可聴警報装置を，

それぞれ備えなければならない。動力，制御装置及び表示装置は，主動力が故障した場合においても作動し得るものとし

なければならない。制御系統の故障の影響を最小にするため，特別の注意を払わなければならない。動力滑り戸には，そ

れぞれ独立した手動操作機構を備えなければならない。当該動力滑り戸は，戸自体の両側から手動で開閉できるものとし

なければならない。

6.3.3 航海中に通常は閉鎖される戸（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

航海中に通常は閉鎖される戸は，設置場所及び船橋に当該戸又はハッチカバーの開閉を示す表示装置を備えなければな

らない。当該戸又はハッチカバーには，それらを開放したままにしない旨を標示しなければならない。

6.3.4 航海中に必ず閉鎖されている開口（SOLAS Ch.II-1, Part B-1, Reg.25-9）

航海中は必ず閉鎖されている戸は，ヒンジ式水密戸としなければならない。これらの戸及び航海中は必ず閉鎖されてい

るその他の閉鎖装置には，航海中は必ず閉鎖状態に維持する旨を標示しなければならない。密接なボルトにより締め付け

るカバーを備えるマンホールについては，標示を行う必要はない。
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2 節 区画配置 

1. 定義 

1.1 コファダム

1.1.1
「コファダム」とは，両側の区画が境界を共有しないように配置される空所のことをいう。コファダムは，垂直又は水

平に配置されることがある。原則として，コファダムは，適切に検査，保守及び安全な避難ができるよう，適切な換気及

び十分な大きさを備えるものとしなければならない。

1.2 A 類機関区域

1.2.1 （SOLAS Ch.II-2, Part A, Reg.3.31）

「A 類機関区域」とは，次のいずれかのものが備えられる区画をいい，当該区画に至るトランクを含む。

・ 主推進のために使用される内燃機関

・ 主推進以外の用途に使用される合計出力 375kW 以上の内燃機関

・ 油だきボイラー又は燃料油装置 

2. コファダム 

2.1 コファダム配置

2.1.1
液体状の炭化水素（燃料油，潤滑油）用の区画と清水（飲料水，推進機関及びボイラー用の水）用の区画及び消火用泡

原液を積載するためのタンクとの間には，コファダムを設けなければならない。

2.1.2
潤滑油タンクと燃料油タンクを分離するコファダム及び消火用泡原液，清水又はボイラー水を積載するためのタンクと

潤滑油タンクを分離するコファダムについては，これらのタンクの特性及び寸法を考慮し，実行不可能又は適切でないと

本会が認める場合，コファダムを省略して差し支えない。この場合，次によらなければならない。

・ 隣接するタンクが共有する境界の板厚は，6 章 1 節により得られる板厚に対し，清水又はボイラー水を積載するタ

ンクの場合は 2mm，他の場合では 1mm，それぞれ加えなければならない。 

・ これらの境界を成す板の縁における隅肉溶接ののど厚の合計は，当該境界の板厚以上としなければならない。

・ 構造試験は，11 章 3 節の規定に関して，1m 増加させた水頭で実施しなければならない。

2.1.3
（削除）

2.1.4
二重底燃料油タンクと直上のタンクについては，二重底が船側部で高くなっている場合のように，内底板が燃料油によ

る圧力の影響を受けやすい場合に限り，コファダムを設けなければならない。

線接触については，タンクが接しているとはみなさない。

コファダムにより分離されない隣接するタンクについては，容易に検査できるように適切な寸法を有するものとしなけ

ればならない。 

3. 二重底 

3.1 一般

3.1.1 （SOLAS Ch.II-1, Part B, Reg.12-1）

実行可能で，かつ，船舶の設計及び固有の用途に矛盾しない限り，船首隔壁から船尾隔壁までの範囲には，二重底を設

けなければならない。 
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3.1.2 （SOLAS Ch.II-1, Part B, Reg.12-1）

二重底の設置が要求される場合，その深さは，3 章 6 節 6 の規定を満足するものでなければならず，内底は，船底を湾

曲部まで保護するように，船側まで達していなければならない。

3.1.3 （SOLAS Ch.II-1, Part B, Reg.12-1）

船倉の排水装置に関連して二重底に設ける小さなウェルは，必要以上に深いものであってはならない。ただし，船舶の

軸路の後端については，船底外板まで達するウェルを設けることができる。その他のウェルについては，この 3.1 の規定

を満足する二重底による保護と同程度の保護を与える措置が取られていると本会が認める場合，船底外板に達するものと

して差し支えない。

3.1.4 （SOLAS Ch.II-1, Part B, Reg.12-1）

液体の積載にのみ用いられる水密区画には，船底に損傷を受けても船舶の安全が損なわれないと本会が認める場合，二

重底を設けることを要しない。 

4. 船首隔壁前方の区画 

4.1 一般

4.1.1
船首隔壁の前方に位置する船首倉及び他の区画は，燃料油又は他の可燃性製品の積載のために使用してはならない。 

5. 最小船首高さ 

5.1 一般

5.1.1 （ILLC（決議 MSC.223(82)）Reg.39(1)）

船首高さ Fb（指定された夏期乾舷及び計画トリムに対応する喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線

上の垂直距離）は，次式による値以上としなければならない。 
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Fb ： 計算される最小船首高さ（mm）

T1 ： 最小型深さの 85%に相当する喫水（m）

Cwf ： LLL / 2 より前方の水線面積係数で，次式による値。 

BL
A

C
LL

wf
wf

2

=

 
Awf ： LLL / 2 より前方の喫水 T1 における水線面積（m2） 

木材乾舷が指定される船舶の場合，上記の算式の適用にあっては，夏期木材乾舷ではなく夏期乾舷を使用しなければな

らない。

5.1.2 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.39(2)）

5.1.1 に規定される船首高さがシアによって得られる場合には，そのシアは，船首垂線から少なくとも船舶の長さの 15%

後方の点まで達するものとしなければならない。規定される船首高さが船楼を設けることによって得られる場合には，こ

のような船楼は，船首材から始まり，船首垂線の後方少なくもと 0.07LLLの点まで達していなければならず，かつ，9 章 4

節の規定を満足しなければならない。

5.1.3 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.39(3)）

例外的な操船上の要件を満足するために 5.1.1 及び 5.1.2 の規定に適合できない船舶については，本会の適当と認めると

ころによる。

5.1.4 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.39 (4, a)）

船首楼の長さが 0.07LLL以上 0.15LLL未満であっても，船首楼の高さが船首垂線の後方 0.07LLLの位置から船首垂線の間

において標準船楼高さの半分以上である場合については，最小船首高さの規定において当該船首楼甲板のシアを考慮して

差し支えない。 
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5.1.5 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.39 (4, b)）

船首楼高さが標準船楼高さの半分未満である場合，認められる船首高さは次による。

a) 乾舷甲板に船首垂線の後方 0.15LLL の位置に達するシアが有る場合，船の中央における深さに等しい高さにおける

船首垂線の後方 0.15LLL の位置を始点とし，船首楼隔壁と甲板の交点を通り，かつ，船首垂線において船楼甲板の

高さを超えない放物線により決定する（図 1 参照）。ただし，図 1 中の高さ htの値が高さ hb の値より小さい場合，

船首高さの決定において，htを hb に置き換えて差し支えない。なお，一般的に htは次式により与えられる。 

t
b

LL
bt Z

x
LZh - 

ø

ö
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è

æ
=

2
15.0  

Zb ： 図 1 による

Zt ： 図 1 による

hf ： 船楼の標準高さの半分 

b) 乾舷甲板に船首垂線の後方 0.15LLL の位置に達しないシアが有る場合及びシアが無い場合については，船首垂線の

後方0.07LLLの位置の船首楼甲板の船側の点を通り船首垂線に達する基線に並行な直線により決定する（図 2参照）。 

 
図 1 乾舷甲板に船首垂線の後方 0.15LLLの位置に達するシアがある場合に認められる船首高さ 
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図 2 乾舷甲板に船首垂線の後方 0.15LLLの位置に達しないシアがある場合に認められる船首高さ 
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6. 軸路 

6.1 一般

6.1.1
軸路は水密としなければならない。 

7. 水密通風筒及びトランク 

7.1 一般

7.1.1 （SOLAS Ch.II-1, Part B, Reg.19.1）

水密通風筒及びトランクは少なくとも乾舷甲板まで達するものとしなければならない。 

8. 燃料油タンク 

8.1 一般

8.1.1 （SOLAS Ch.II-2, Part B, Reg.4.2）

燃料油の貯蔵，配分及び使用のためにとられる措置は，船舶及び乗船者の安全を確保するものとしなければならない。

8.1.2 （SOLAS Ch.II-2, Part B, Reg.4.2）

燃料油タンクは，実行可能な限り，船体の一部を形成するものでなければならず，A 類機関区域の外部に設けなければ

ならない。

二重底タンク以外の燃料油タンクを A 類機関区域内又は A 類機関区域に隣接して設ける必要がある場合には，当該燃

料油タンクの垂直面のうち少なくとも 1 つが A 類機関区域の境界に接するものとしなければならず，また，できる限り

二重底タンクと境界を共有することが望ましく，A 類機関区域と共有するタンク境界の面積を最小限にとどめなければな

らない。

二重底タンク以外の燃料油タンクが A 類機関区域内に設けられる場合には，当該燃料油タンクには引火点が 60℃以下

の燃料油を積載してはならない。

8.1.3 （SOLAS Ch.II-2, Part B, Reg.4.2）

燃料油タンクは，流失又は漏出した油が熱せられた物の表面と接触することにより危険を生じる恐れのある位置に設け

てはならない。

圧力によりポンプ，フィルター又はヒータから流出することのある油が熱せられた物の表面と接触することを防ぐため

の予防措置を講じなければならない。

本会が認める特別な措置が講じられない限り，ボイラー室の燃料油タンクは，ボイラーの直上又は高温になる区域の中

に設置してはならない。

8.1.4
貨物や石炭用の区画が，熱せられた液体を積載するコンテナに近接する場合，適切な防熱措置を施さなければならない。
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3 節 交通設備 

1. 一般 

1.0 適用

1.0.1 
本節は，総トン数 20,000 トン以上の船舶に適用する。

1.1 貨物区域及び他区域への交通設備

1.1.1 （SOLAS Ch.II-1/3-6.2.1（決議 MSC.151(78)））

各区画には，船舶の生涯にわたり，船体構造部材の全体及び精密検査並びに板厚測定が実施できるように交通設備を備

えなければならない。これらの交通設備は 1.3 及び 2.によらなければならない。

1.1.2 （SOLAS Ch.II-1/3-6.2.2（決議 MSC.151(78)））

固定交通設備が貨物の荷役又は揚貨時の通常の作業において，損傷を受けやすい場合又は固定交通設備を備えることが

実際的でない場合，本会は固定設備の代替として 2.に規定する移動式又は可搬式の交通設備を認めることがある。この場

合，当該交通設備の取り付け，吊り下げ又は支持のための手段は，船舶構造部分の恒久的な部分としなければならない。

全ての可搬式交通設備は，船舶乗務員により容易に使用状態にできるものでなければならない。

1.1.3 （SOLAS Ch.II-1/3-6.2.3（決議 MSC.151(78)））

全ての交通設備及びその船体構造への取り付け部分の構造及び材質は，本会が認めるものでなければならない。

1.2 貨物倉，貨物タンク，バラストタンク及び他の区画への安全交通

1.2.1 （SOLAS Ch.II-1/3-6.3.1（決議 MSC.151(78)）及び IACS UI SC191）

貨物区域内の貨物倉，コファダム，バラストタンク及び他の区画への安全な交通は，開放甲板から直接行うものとし，

これらの区画を完全に検査できるようにしなければならない。二重底又は船首バラストタンクへの安全交通については，

ポンプ室，ディープ・コファダム，パイプトンネル，貨物倉，二重船殻区画又はこれらと同様の区画であって油若しくは

危険な貨物を積載する計画のない場所から行うものとして差し支えない。

二重船側区域への交通については，トップサイドタンク若しくは二重底タンク又はその両方からするものとして差し支

えない。

1.2.2 （SOLAS Ch.II-1/3-6.3.2（決議 MSC.151(78)））

タンク及びタンク内の区画であって長さが 35m 以上のものは，少なくとも 2 組のアクセスハッチ及びはしごを，でき

る限り遠く離して備えなければならない。

長さが 35m 未満のタンクについては，少なくとも 1 組のアクセスハッチ及びはしごを備えなければならない。

1 つ以上の制水隔壁又は同様の構造物によって区画され，かつ，当該タンクの区画された一方の側から他の部分に容易

に交通できないタンクにあっては，少なくとも 2 組のハッチ及びはしごを備えなければならない。

1.2.3 （SOLAS Ch.II-1/3-6.3.3（決議 MSC.151(78)））

各貨物倉には，少なくとも 2 組以上の交通設備を，できる限り遠く離して備えなければならない。一般的に，これらの

交通設備は対角に配置されることが望ましい。例えば，1 組の交通設備を船首隔壁近傍の左舷に，もう 1 組を船尾隔壁近

傍の右舷に配置する。

1.3 一般技術仕様

1.3.1 （SOLAS Ch.II-1/3-6.5.1（決議 MSC.151(78)）及び IACS UI SC191）

水平面の開口，ハッチ又はマンホールを通じての交通については，開口の寸法は，自蔵式呼吸具及び防護装具を着用し

たものが支障無くいずれのはしごも昇降することができ，また，負傷者を当該場所の底部から引き上げることが容易とな

るような障害物の無い開口となるよう，十分なものとしなければならない。障害の無い開口の最小の大きさは，600mm
×600mm 以上としなければならない。また，角の丸みの半径は最大 100mm を超えてはならない。

構造解析の結果，開口周辺の応力を減少させなければならない場合，障害の無い開口の寸法を，角の丸み半径が最大

100mm の 600mm×600mm の障害のない開口と見合う大きなもの（例えば，角の丸み半径が 300mm の 600mm×800mm の

開口）とするような措置を講じなければならない。

貨物倉口を通じて貨物倉へ交通する場合，交通用のはしごの頂部は，可能な限り倉口縁材に近接するものとしなければ
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ならない。アクセスハッチの縁材の高さが 900mm を超える場合，交通用のはしごに連絡するように，縁材の外側にステ

ップを設けなければならない。

1.3.2 （SOLAS Ch.II-1/3-6.5.2（決議 MSC.151(78)）及び IACS UI SC191）

タンク内の船首尾方向及び船幅方向の移動のために制水隔壁，肋板，桁板及び特設肋板に設けられる垂直面の開口又は

マンホールを通じての交通については，障害物の無い開口の最小の大きさは，角の丸み半径が 300mm の 600mm×800mm

以上としなければならない。また，船底外板から当該開口までの高さは，格子又は他の足場が備えられない限り，600mm
を超えてはならない。

担架に乗せた負傷者を容易に避難させることができることを検証することを条件に，850mm×620mm の垂直開口（上

半分の幅が 600mm を超える一方で下半分の幅は 600mm 未満となる部分がある，全体の高さは 850mm 以上のもの）を，

角の丸み半径が 300mm の 600mm×800mm の開口の代替として設けることができる（図 1 参照）。

 
図 1 代替となる垂直開口 

 

2. 交通設備の技術要件 

2.1 定義（IMO Technical Provision, 2（決議 MSC.158(78)））

2.1.1 横木

横木とは，垂直はしごのステップ又は垂直面のステップをいう。

2.1.2 踏み板

踏み板とは，傾斜はしごのステップ又は垂直面の交通口のためのステップのことをいう。

2.1.3 はしごによる移動

傾斜はしごによる移動とは，傾斜はしご側板の実長のことをいう。

垂直はしごにおいて，傾斜はしごによる移動とは，踊り場間の距離である。

2.1.4 水平桁

水平桁とは，外板，横置隔壁又は縦通隔壁に取り付けられる防撓された水平板部材をいう。二重船側区画を形成するバ

ラストタンクであって幅が 5m 未満のものにおいては，船側外板又は縦通隔壁に取り付けられる縦通材又は防撓材に幅

600mm 以上の全長にわたる通路が設けられる場合，これらの水平板部材をストリンガーとみなし，縦通の固定交通設備

として認める。固定交通設備として使用する水平板部材の開口には，水平部材上又はそれぞれのトランスウェブへの安全

交通を阻害しないように手摺又は格子の蓋を設けなければならない。

2.1.5 垂直はしご

垂直はしごとは，傾斜角度が 70 度から 90 度までであるはしごのことをいう。はしごの横倒れは，2 度以下としなけれ

ばならない。

2.1.6 上部甲板支持構造

上部甲板支持構造とは，防撓材を含む甲板又は桁部材であって交通設備の上方に配置されているものをいう。

2.1.7 甲板下面下方の距離

甲板下面下方の距離とは，板の下面から下方の距離のことをいう。

2.1.8 クロスデッキ

クロスデッキとは，主甲板であって，倉口縁材より船体中心線側の範囲のことをいう。 
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2.2 固定交通設備

2.2.1 （IMO Technical Provision, 3.1 & 3.2（決議 MSC.158(78)））

二重底区画内のものを除く構造部材は，2.7 及び 2.13 に従って固定交通設備を備えなければならない。

固定交通設備は，十分な強度を有するものとし，同時に船体構造の全体強度に寄与するものであるよう，可能な限り船

体構造の一部としなければならない。

2.2.2 （IMO Technical Provision, 3.3（決議 MSC.158(78)）及び IACS UI SC191）

固定交通設備の一部として高所歩路が設けられる場合，高所歩路は少なくとも 600mm のクリア幅を有し，かつ，開放

された側に全長にわたる手摺を備えたものとすること。ただし，垂直部材のウェブを迂回する部分については，クリア幅

を 450mm として差し支えない。 

船舶がトリム及び横傾斜を生じていない状態にあるときに水平面から 5 度以上傾斜する交通設備の傾斜部分について

は，滑り防止措置が施されたものとしなければならない。

手摺は高さ 1,000mm とし，高さ 500mm の位置に中間レールを備える堅固な構造のものとしなければならない。手摺の

支柱の間隔は 3m を超えないものとしなければならない。

2.2.3 （IMO Technical Provision, 3.4（決議 MSC.158(78)））

固定交通設備及び垂直開口は，歩路，はしご又は踏み板等により船底から容易に交通可能なものとしなければならない。

踏み板は，足を横方向に支持するものとしなければならない。はしごの横木を垂直面に取り付ける場合，横木の中心と垂

直面との距離は，少なくとも 150mm としなければならない。マンホールの歩行面から高さが 600mm を超える場合，マン

ホールの両側に踊り場を設けるとともに踏み板及び取手を取り付け，交通が容易となるようにしなければならない。

2.3 はしごの構造

2.3.1 一般（IMO Technical Provision, 3.5（決議 MSC.158(78)））

固定傾斜はしごは，その傾斜角を 70 度未満としなければならない。当該傾斜はしごの表面から 750mm の範囲は，障害

物が無いようにしなければならない。ただし，開口部分については，障害物の無い範囲を 600mm として差し支えない。

通常 6m を超えない間隔で，適当な大きさの踊り場を設けなければならない。はしご及び手摺は，適切な強度と剛性を有

する鋼又はこれと同等の材料で造られたものとし，支柱によりタンクの構造部材にしっかりと取り付けられなければなら

ない。この時，支持の方法及び支柱の長さについては，有害な振動を発生しないように配慮しなければならない。貨物倉

内のはしごは，貨物荷役装置の接触による損傷に配慮して設計・配置されなければならない。

2.3.2 傾斜はしご（IMO Technical Provision, 3.6（決議 MSC.158(78)））

傾斜はしごの側板の間隔は，400mm 未満としてはならない。踏み板は等間隔に配置するものとし，その間隔は垂直距

離で 200mm から 300mm の間としなければならない。鋼構造のはしごとする場合，踏み板は，断面が 22mm×22mm 以上

の角棒 2 本から成るものとし，歩行面が水平となり，かつ，角棒の角が垂直上方となるように配置されたものとしなけれ

ばならない。これらの踏み板は，側板間に間隙を設けることなく両側連続溶接により取り付けられるものとしなければな

らない。すべての傾斜はしごには，踏み板上方の適切な高さに，堅固な構造の手摺が両側に備えられなければならない。

2.3.3 垂直はしご及び螺旋階段

（IMO Technical Provision, 3.7（決議 MSC.158(78)））

垂直はしご及び螺旋階段の幅及び構造については，国際又は国家規格によることが望ましい。

2.4 開口を通る交通

2.4.1 水平面の開口，ハッチ又はマンホールを通る交通

（IMO Technical Provision, 3.10（決議 MSC.158(78)））

水平面の開口，ハッチ又はマンホールを通じての交通については，障害物の無い開口の最小の大きさは，600mm×600mm
以上としなければならない。貨物倉口を通じて貨物倉へ交通する場合，交通用のはしごの頂部は，可能な限り倉口縁材に

近接するものとしなければならない。アクセスハッチの縁材の高さが 900mm を超える場合，交通用のはしごに連絡する

ように，縁材の外側にステップを設けなければならない。

2.4.2 垂直面の開口又はマンホールを通る交通

（IMO Technical Provision, 3.11（決議 MSC.158(78)））

タンク内の船首尾方向及び船幅方向の移動のために制水隔壁，肋板，桁板及び特設肋板に設けられる垂直面の開口又は

マンホールを通じての交通については，障害物の無い開口の最小の大きさは，600mm×800mm 以上としなければならな

い。また，船底外板から当該開口までの高さは，格子又は他の足場が備えられない限り，600mm を超えてはならない。 
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2.5 貨物倉及び他の区画への交通に使用されるはしご

2.5.1 一般（IMO Technical Provision, 3.13.1 & 3.13.2（決議 MSC.158(78)））

貨物倉及びその他の区画への交通に使用されるはしごは，次によらなければならない。

1) 隣接する甲板の上面間又は甲板と貨物倉底部の垂直距離が 6m を超えない場合，垂直はしご又は傾斜はしごのいず

れかとすること。 

2) 隣接する甲板の上面間又は甲板と貨物倉底部の垂直距離が 6m を超える場合，貨物倉の前部又は後部の一端は 1 組

の傾斜はしご又は傾斜はしご群としなければならない。ただし，貨物倉上部甲板支持構造の下面から下方 2.5m の

範囲及び貨物倉下部 6m の範囲については垂直はしごとして差し支えないが，いかなる場合も傾斜はしごの範囲の

垂直距離を 2.5m 未満としてはならない。

2.5.2 （IMO Technical Provision, 3.13.2（決議 MSC.158(78)））

貨物倉の他端の交通設備については，垂直距離が 6m を超えない間隔で踊り場を備え，かつ，踊り場で次のはしごに接

続するよう千鳥に配置された垂直はしご群として差し支えない。隣接する上下のはしごは，少なくとも当該はしごの幅の

分だけ，水平方向にオフセットすること。最上端となる入口部分であって，貨物倉に直接曝される部分については，貨物

倉上部甲板支持構造の下面から下方 2.5m の範囲を，踊り場に接続する垂直はしごとしなければならない。

2.5.3 （IMO Technical Provision, 3.13.3（決議 MSC.158(78)））

トップサイドタンクについては，甲板から当該タンクの縦通交通設備若しくはタンク入口直下の水平桁又は当該タンク

底板までの垂直距離が 6m 未満の場合，垂直はしごを使用して差し支えない。最上端となる甲板からの入口部分について

は，上部甲板支持構造の下面から下方 2.5m の範囲を垂直はしごとし，垂直距離で 2.5m 以内に当該タンクの縦通交通設備

もしくはタンク入口直下の水平桁又は当該タンク底板がない場合には踊り場を設け，踊り場で次のはしごに接続するよう

にしなければならない。

2.5.4 （IMO Technical Provision, 3.13.4（決議 MSC.158(78)））

2.5.3 で認められる場合を除き，甲板から入口直下の水平桁，水平桁間若しくは甲板又は水平桁から入口直下の区画底

板までの垂直距離が 6m を超える場合，タンク及び区画への交通は，傾斜はしご又は傾斜はしごの組み合わせとしなけれ

ばならない。

2.5.5 （IMO Technical Provision, 3.13.5（決議 MSC.158(78)））

2.5.4 の場合，最上端となる甲板からの入口部分については，上部甲板支持構造の下面から下方 2.5m の範囲を，踊り場

に接続する垂直はしごとし，傾斜はしごに連絡するものとしなければならない。傾斜はしごによる移動は，実長で 9m 以

下し，通常，垂直距離においても 6m 以下としなければならない。最下部 2.5m の範囲については垂直はしごとして差し

支えない。

2.5.6 （IMO Technical Provision, 3.13.6（決議 MSC.158(78)））

幅が 2.5m 未満の二重船側区画については，垂直距離が 6m を超えない間隔で踊り場を備え，かつ，踊り場で次のはし

ごに接続するよう千鳥に配置された垂直はしご群として差し支えない。隣接する上下のはしごは，少なくとも当該はしご

の幅の分だけ，水平方向にオフセットすること。

2.5.7 （IMO Technical Provision, 3.13.7（決議 MSC.158(78)））

傾斜はしごに代えて螺旋はしごを備えるものとして差し支えない。この場合，最上部 2.5m についても螺旋はしごとす

ることができ，垂直はしごに切り換える必要はない。

2.6 タンクへの交通に使用されるはしご

2.6.1 （IMO Technical Provision, 3.14（決議 MSC.158(78)））

タンクへの交通に供される垂直はしごの最上端となる甲板からの入口部分については，上部甲板支持構造の下面から下

方 2.5m の範囲は，踊り場に接続する垂直はしごとし，踊り場で次の垂直はしごに接続するようにすることが望ましい。

甲板支持構造の下方 1.6m から 3m の間に設けられた縦通又は船幅方向の固定交通設備に連絡する場合，垂直はしごの範

囲を甲板支持構造の下方 1.6m から 3m の間とすることができる。

2.7 貨物倉の甲板支持構造への交通

2.7.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.1（決議 MSC.158(78)））

クロスデッキ支持構造については，当該甲板の両舷及び中心線付近に交通可能な，固定交通設備を備えなければならな

い。

それぞれの交通設備は，貨物倉への交通設備から又は直接上甲板から交通可能なものとし，甲板の下方 1.6m から 3m

の高さに設けなければならない。 
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2.7.2 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.2（決議 MSC.158(78)））

クロスデッキの下方 1.6m から 3m の高さに，船幅方向に連続した固定交通設備を横置隔壁に設ける場合，2.7.1 に規定

する交通設備と同等と認められる。

2.7.3 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.3（決議 MSC.158(78)））

クロスデッキの支持構造部材のための固定交通設備への交通は，上部スツールを経由するものとして差し支えない。

2.7.4 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.4（決議 MSC.158(78)）及び IACS UI SC191）

横置隔壁にクロスデッキの全長及び全幅に亘る上部スツールを備え，その内部からクロスデッキ支持構造部材の全ての

防撓材及び板部材を監視でき，かつ，上甲板から交通可能となっている場合については，クロスデッキのための固定交通

設備は要求されない。

2.7.5 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.5（決議 MSC.158(78)））

二重底頂板からクロスデッキまでの垂直距離が 17m 以下の場合，上記の固定交通設備に代えて，クロスデッキの支持

構造への交通に移動式の交通設備を使用することとして差し支えない。

2.8 二重船側構造における二重船側タンクへの交通

2.8.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.8 & Tab 1,2.1（決議 MSC.158(78)））

ビルジホッパ部上部ナックルの上方の二重船側部については，次に従い固定交通設備を設けなければならない。

a) 最上部水平桁と甲板の垂直距離が 6m 以上の場合，甲板面の下方 1.6m から 3m の高さに，当該タンク全長にわたっ

て船舶の長さ方向に連続した固定交通設備（トランスウェブを通過して交通できる設備も含めること。）を 1 組設

けなければならない。また，当該タンクの前後端に，この交通設備へ交通するためのはしごを設けなければならな

い。 

b) 船舶の長さ方向に連続した固定交通設備。船体構造部材の一部とし，垂直距離が 6mを超えない間隔で設けること。

c) 板部材とする場合，実行可能な限り，横置隔壁の水平桁の位置に整合させて，設けなければならない。

2.9 単船側構造における貨物倉の垂直構造部材への交通

2.9.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.6（決議 MSC.158(78)））

すべての貨物倉に，当該貨物倉の倉内肋骨総数の少なくとも 25%にあたるもの（貨物倉全体にわたり左右舷に均等に

配置されたものとし，前後端の横置隔壁部分を含むものとすること。）が点検可能となるように，垂直方向に交通する固

定交通設備を備えなければならない。いかなる事情があっても，片舷に 3 組（前後端及び中央）以上の垂直方向に交通す

る固定交通設備を備えなければならない。また，隣接する倉内肋骨の間に設けられる垂直の固定交通設備は，両方の倉内

肋骨の点検のための交通設備とみなす。下部ホッパタンク斜板を利用して近接する部分については，可搬式の交通設備を

使用することとして差し支えない。

2.9.2 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.7（決議 MSC.158(78)））

2.9.1 の固定交通設備が備えられない倉内肋骨（上部肘板に至るまでの範囲）及び横置隔壁への交通については，上記

に加えて可搬式又は移動式の交通設備が使用されなければならない。

2.9.3 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.8（決議 MSC.158(78)））

上部肘板に至る倉内肋骨への交通については，2.9.1 で要求される固定交通設備に代えて，可搬式又は移動式交通設備

を使用するものとして差し支えない。この場合，これらの交通設備は，船上に装備され，ただちに使用可能なものとしな

ければならない。

2.9.4 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.9（決議 MSC.158(78)））

倉内肋骨への交通のための垂直はしごの幅は，横木間で少なくとも 300mm としなければならない。

2.9.5 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.10（決議 MSC.158(78)））

単船側構造の倉内肋骨の検査については，長さ 6m を超える垂直はしごとすることが認められる。

2.10 二重船側構造における貨物倉の垂直構造物への交通

2.10.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,1.11（決議 MSC.158(78)））

二重船側構造の場合，貨物倉表面の検査のために垂直はしごの設置は要求されない。この表面の検査は二重船側区画内

から行なわれる。

2.11 トップサイドバラストタンクへの交通

2.11.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.1（決議 MSC.158(78)））

高さが 6m 以上のトップサイドタンクについては，甲板下方 1.6m から 3m の高さに，船側外板特設肋骨に沿って，船舶

の長さ方向に連続した固定交通設備を 1 組備えなければならない。 
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2.11.2 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.2（決議 MSC.158(78)））

トランスリングのウェブに，当該タンク底部から 600mm 以内の高さに交通口が設けられておらず，かつ，当該タンク

の船側部及びタンク底部斜板部においてトランスリングのウェブの深さが 1m を超える場合にあっては，安全にトランス

リングのウェブを越えて交通できるように，踏み棒，取手を取り付けなければならない。

2.11.3 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.3（決議 MSC.158(78)））

トップサイドタンクの前後端部分及び中央部分に，タンク底部からタンク底部斜板と甲板口側桁の交差部にわたる固定

交通設備を備えなければならない。タンク内の底部斜板に縦通部材が取り付けられている場合，これをこの交通設備の一

部として使用しても差し支えない。

2.11.4 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.4（決議 MSC.158(78)））

高さが 6m 未満のトップサイドタンクについては，固定交通設備に代えて，Technical Provisions の 3.9 に規定される代

替設備又は可搬式の交通設備を使用することとして差し支えない。

2.12 ビルジホッパバラストタンクへの交通

2.12.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.5（決議 MSC.158(78)））

高さが 6m 以上のビルジホッパタンクについては，トランスリング開口の下方 1.2m 以上の位置に，船側外板特設肋骨

に沿って，船舶の長さ方向に連続した固定交通設備を 1 組備えなければならない。また，当該タンクへの交通設備に近接

して，この交通設備へ垂直方向に交通するためのはしごを設けなければならない。

代替措置として，構造上重要と識別された部分の検査が容易にできる場合，船舶の長さ方向に連続した固定交通設備を

トランスリングの開口の上方でウェブ板を貫通させ，頂板の下方 1.6m 以上の位置に設けることができる。サイズを大き

くした縦通助骨（少なくともクリア幅が 600mm）は，通路目的として使用することができる。

二重船側構造の場合にあっては，代替方法との組み合わせによりナックル部への交通ができる場合，船舶の長さ方向に

連続した固定交通設備は，ビルジナックル部から 6m 以内の位置に設けることとして差し支えない。

2.12.2 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.6（決議 MSC.158(78)））

トランスリングのウェブに，当該タンク底部から 600mm 以内の高さに交通口が設けられておらず，かつ，当該タンク

の船側部及びタンク底部斜板部においてトランスリングのウェブの深さが 1m を超える場合にあっては，安全にトランス

リングのウェブを越えて交通できるように，踏み棒，取手を取り付けなければならない。

2.12.3 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.7（決議 MSC.158(78)））

高さが 6m 未満のビルジホッパタンクについては，固定交通設備に代えて，Technical Provisions の 3.9 に規定される代

替設備又は可搬式の交通設備を使用することとして差し支えない。このような交通設備については，要求される場所にお

いて展開可能，かつ，容易に使用できるものであることが実証されなければならない。

2.13 船首倉への交通

2.13.1 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.9（決議 MSC.158(78)））

船首隔壁の船体中心線上の位置における高さが 6m 以上の船首倉については，甲板支持部材，水平桁，船首隔壁及び船

側外板構造といった重要部分に交通するための，適切な交通設備を設けなければならない。

2.13.2 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.9.1（決議 MSC.158(78)））

甲板又は上方に取り付けられている中間水平桁からの垂直距離が 6m を超えない水平桁が設けられている場合，可搬式

交通設備との組み合わせにおいて，適切な交通設備が設けられているものと認められる。

2.13.3 （IMO Technical Provision, Tab 2,2.9.2（決議 MSC.158(78)））

甲板と水平桁の間，水平桁間又は最下部水平桁とタンク底部の間の垂直距離が 6m 以上の場合，代替設備を設けなけれ

ばならない。 

3. 軸路 

3.1 一般

3.1.1
トンネルは，容易に軸に交通できるように十分な広さを有するものとしなければならない。

3.1.2
トンネルへの交通は，2 章 1 節 6 に規定する機関室船尾隔壁に備えられる水密戸によるものとしなければならない。ま

た，長さが 7m を超えるトンネルについては，水密通風筒の機能を果たす脱出用トンネルを，区画甲板まで備えなければ
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ならない。 

4. 操舵機室への交通 

4.1 一般

4.1.1
操舵機室は，容易に近づくことができ，かつ，実現可能な限り，機関区域から分離されたものとしなければならない。

4.1.2
操舵機及び制御装置の作業性を確保するよう，適切な措置が講じられなければならない。これらの措置は，油圧油が漏

出した際に適切な作業環境を確保するために，手摺及び格子の設置又は他の滑り止め表面の施工を含むものとしなければ

ならない。 
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3 章 構造設計の原則 

1 節 材料 

1. 一般 

1.1 材料規格

1.1.1
本節の規定は，K 編の規定に適合する材料特性を有する材料を用いる溶接構造の船舶に対するものである。

1.1.2
異なる規格の材料については，製造者，化学成分，機械的特性，溶接等の仕様書を承認のために提出される場合，本会

はその使用を認めることがある。

1.2 材料の試験

1.2.1
材料は，K 編の適用される規定に合致する試験を受けたものでなければならない。

1.3 製造方法

1.3.1
本節の規定は，溶接施工方法及びその他の冷間加工又は熱間加工方法が，IACS 統一規則 W シリーズに規定される適切

な溶接作業手順並びに M 編及び C 編の適用される規定に適合して実施されることを前提とする。特に以下の事項を前提

としている。

・ 母材及び溶接施工方法が，使用材料に対する制限内であること

・ 溶接前に余熱が要求される場合があること

・ 溶接又はその他の冷間加工又は熱間加工方法が，適切な熱処理後に実施される必要があること 

2. 船体構造用圧延鋼材 

2.1 一般

2.1.1
船舶の構造材料として使用される鋼材の機械的特性を表 1 に示す。

 
表 1 船体用圧延鋼材の機械的特性 

鋼材の種類 

（板厚 t が 100mm 以下の鋼材） 

最小降伏応力

ReH（N/mm2） 

引張強度 

Rm（N/mm2） 

A, B, D, E 235 400   520 

AH32, DH32, EH32, FH32 315 440   570 

AH36, DH36, EH36, FH36 355 490   630 

AH40, DH40, EH40, FH40 390 510   660 

2.1.2
船体構造に高張力鋼を使用する場合，その種類及び寸法とともに，使用個所及び使用範囲を示す図面を承認のために本

会に提出しなければならない。

2.1.3
表 1 に掲げる以外の高張力鋼の使用については，本会の適当と認めるところによる。 
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2.1.4
最小降伏応力 ReHが 235N/mm2 と異なる鋼材を使用する場合，2.2 に定義する材料係数 k を考慮して構造寸法を決定しな

ければならない。

2.1.5
船体構造に使用された鋼材の種類及びグレードを示す図面を船上に備えなければならない。表 1 に掲げるもの以外の鋼

材が使用される場合，それらの機械的特性及び化学成分のほか，施工上の要求事項又は推奨事項を，当該図面とともに船

上で利用できるようにしておかなければならない。

2.2 材料係数 k

2.2.1
特に規定する場合を除き，軟鋼及び高張力鋼の材料係数 k は，最小降伏応力 ReHに応じて表 2 に規定される値としなけ

ればならない。

最小降伏応力が表 2 に掲げる値の中間にある材料を使用する場合，材料係数 k は，線形補間により求める。

最小降伏強度が 390N/mm2 より高い鋼材については，本会の適当と認めるところによる。

 
表 2 材料係数 

最小降伏応力 ReH（N/mm2） 材料係数 k 

235 1.00 

315 0.78 

355 0.72 

390 0.68 

2.3 鋼材のグレード

2.3.1
種々の強度部材に使用される鋼材は，表 4-1 に規定する使用区分 I，II 及び III 並びにグレードに応じて，表 3 に規定す

るグレード以上のものとしなければならない。船の長さ LCSR-B が 150m 以上の船舶，250m 以上の船舶及び BC-A 船又は

BC-B 船に対する追加要件は，表 4-2 から表 4-4 による。 

表 4-1 から表 4-4 に規定されない強度部材については，一般に A 級鋼又は AH 級鋼とすることができる。

 
表 3 使用区分 I，II 及び III に対する鋼材のグレード 

使用区分 I II III 

図面板厚（mm） 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 

15£t  A AH A AH A AH 
2015 £< t  A AH A AH B AH 
2520 £< t  A AH B AH D DH 
3025 £< t  A AH D DH D DH 
3530 £< t  B AH D DH E EH 
4035 £< t  B AH D DH E EH 
5040 £< t  D DH E EH E EH 
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表 4-1 一般的な鋼材の使用区分及びグレード 

構造部材分類 使用区分及びグレード 

二次構造部材：

A1 縦通隔壁板であって，一次構造部材に属さないもの

A2 暴露甲板であって，一次構造部材又は特殊構造部材に属さ

ないもの 

A3 船側外板 

-中央部 0.4LCSR-B間は使用区分 I

-上記以外は A/AH 

一次構造部材：

B1 船底外板（キールを含む）

B2 強力甲板であって，特殊構造部材に属さないもの

B3 強力甲板上にある連続した縦強度部材で，ハッチコーミン

グを除く 

B4 縦通隔壁の最も上部の 1 条

B5 縦桁（ハッチサイドガーダー）及びトップサイドタンク斜

板の最も上部の 1 条 

-中央部 0.4LCSR-B間は使用区分 II

-上記以外は A/AH 

特殊構造部材：

C1 強力甲板の玄側厚板(1)

C2 強力甲板の梁上側板(1)

C3 二重船側の内殻板を除く，縦通隔壁と取り合う甲板の 1 条(1) 

-中央部 0.4LCSR-B間は使用区分 III

-上記を除く中央部 0.6LCSR-B間は使用区分 II

-上記以外は使用区分 I 

C5 強力甲板の倉口隅部 -中央部 0.6LCSR-B間は使用区分 III

-上記を除く貨物倉区域は使用区分 II 

C6 全幅にわたり二重底構造となっている LCSR-Bが 150m 未満の

船舶におけるビルジ外板(1) 
-中央部 0.6LCSR-B間は使用区分 II

-上記以外は使用区分 I 

C7 全幅にわたり二重底構造となっている LCSR-Bが 150m 未満の

船舶を除く，その他の船舶におけるビルジ外板(1) 

-中央部 0.4LCSR-B間は使用区分 III

-上記を除く中央部 0.6LCSR-B間は使用区分 II

-上記以外は使用区分 I 

C8 長さが 0.15LCSR-Bより長いハッチサイドコーミング

C9 ハッチサイドコーミングの端部肘板及び甲板室との取り合

い部(2) 

-中央部 0.4LCSR-B間は使用区分 III

-上記を除く中央部 0.6LCSR-B間は使用区分 II

-上記以外は使用区分 I

-ただし，D/DH 以上としなければならない。 

(1) 使用区分 III が要求される中央部 0.4LCSR-B間の一条は，船舶の設計の形状による制限がない場合，その幅を

800＋5LCSR-B（mm）以上としなければならない。ただし，1,800mm を超える必要はない。 

(2) 長さが 0.15LCSR-Bより長いハッチサイドコーミングを有するばら積貨物船に適用する。 

 
表 4-2 一層の強力甲板を有する，LCSR-Bが 150m 以上の船舶における最低鋼材グレード 

構造部材分類 使用区分及びグレード 

ハルガーダ強度に寄与する強力甲板 中央部 0.4LCSR-B間は B/AH 

強力甲板上にある連続した縦強度部材 中央部 0.4LCSR-B間は B/AH 

船底と強力甲板の間に連続的な内殻縦通隔壁を有しない船舶における，単船側外板 貨物倉区域は B/AH 
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表 4-3 LCSR-Bが 250m 以上の船舶における最低鋼材グレード 

構造部材分類 使用区分及びグレード 

強力甲板の玄側厚板(1) 中央部 0.4LCSR-B間は E/EH 

強力甲板の梁上側板(1) 中央部 0.4LCSR-B間は E/EH 

ビルジ外板(1) 中央部 0.4LCSR-B間は D/DH 

(1) 使用区分 III が要求される中央部 0.4LCSR-B間の一条は，船舶の設計の形状による制限がない場合，その幅を

800＋5LCSR-B（mm）以上としなければならない。ただし，1,800mm を超える必要はない。 

 
表 4-4 BC-A 船又は BC-B 船における最低鋼材グレード 

構造部材分類 使用区分及びグレード 

倉内肋骨の下部ブラケット(1), (2) D/DH 
船側外板とホッパタンク斜板又は内底板との交点から，上下にそれぞれ 0.125 l の

範囲に，その一部又は全部が含まれる船側外板(2) 
D/DH 

(1) 「下部ブラケット」とは，船側外板とホッパタンク斜板又は内底板との交点から，0.125 l 上方の範囲にある，

下部ブラケットのウェブ及び倉内肋骨のウェブをいう。 
(2) 倉内肋骨のスパン l は，支持構造間の距離とする。（3 章 6 節図 19 参照） 

2.3.2
船尾材，舵，ラダーホーン及びシャフトブラケットに使用される板部材は，原則として区分 II に対応する鋼材以上の

ものとしなければならない。応力の高い箇所（例えば，セミスペード型の舵の下部ピントル部やスペード型の舵の上部）

となる舵又は舵板については，区分 III としなければならない。

2.3.3
中央部 0.6LCSR-B間に内底板の一部として取り付けられる推進機関及び補機の台板は区分 I とする。その他の場合，少な

くとも A 又は AH 級鋼以上としなければならない。

2.3.4 （削除）

2.3.5
鋼材のグレードは，図面板厚に対応したものとしなければならない。

2.3.6
板部材又は形鋼であって表 3 に規定される板厚より大きな図面板厚とするものの鋼材のグレードについては，本会の適

当と認めるところによる。

2.3.7
2.3.8 に示すような特別な場合については，ハルガーダに沿った応力分布に関し，中央部 0.4LCSR-B 間に要求される使用

区分の適用範囲を拡張することがある。

2.3.8
強力鋼板，舷側厚板及び縦通隔壁の最上層の 1 条であって中央部 0.4LCSR-B間のものに要求される使用区分は，船尾楼の

前端及び船橋の端部にかかる場合，当該個所において十分な長さの範囲まで延長して適用しなければならない。

2.3.9
ガッタバーのように船体板部材の外側に溶接で取り付けられる 0.15LCSR-Bより長い圧延鋼材は，当該個所の船体板部材

と同一のグレードとしなければならない。

2.3.10
板厚方向に高応力が生じる個所において完全溶け込み溶接継ぎ手とする場合，個々の設計に応じて，ラメラティアのリ

スクを防止するように板厚方向に十分な延性を有する材料（Z 鋼）の使用を要求することがある。

2.4 低温大気に曝される構造

2.4.1
大気温度が低温となる海域を航行するよう設計された船舶の鋼材の使用区分は，2.4.2 から 2.4.6 の規定に適合するもの

としなければならない。

 

－37－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  3章  1節）



2.4.2
大気温度が-20℃以下となるような低温海域，例えば，冬季の北極海及び南極海を定期的に航行する船舶にあっては，

大気に暴露する構造の材料は，2.4.3 に定義する設計温度 tDに基づき選定されなければならない。

2.4.3
設計温度 tDは，運航海域における 1 日の平均気温の有義最低温度としなければならない。

・ 有義値とは，20 年間以上の観測期間による統計により得られる値とする。

・ 1 日の平均気温とは，日中と夜間を通じた 1 日の平均気温とする。

・ 最低温度とは，1 年間で最も低い温度とする。

図 1 に北極海に対する気温の定義を示す。

運航時期に制限がある場合，運航期間内の最低値を適用する。

2.4.4
最も低いバラスト喫水線（BWL）より上方にあり，大気に暴露する種々の構造部材の材料については，構造部材の分類

（二次構造部材，一次構造部材及び特殊構造部材）に応じ，表 5 に示される使用区分 I，II 及び III に応じた最低グレード

以上のものとしなければならない。大気に暴露しない構造部材及び最も低いバラスト喫水線より下方の構造部材の材料に

ついては，2.3 による。

 
図 1 気温の定義 
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表 5 低温に曝される構造の鋼材の使用区分 

使用区分 
構造部材の分類 

中央部 0.4LCSR-B間 中央部 0.4LCSR-B間以外 

二次構造部材 

暴露甲板 

バラスト喫水線より上方の船側外板 

バラスト喫水線より上方の横置隔壁 

I I 

一次構造部材 

強力甲板(1) 

強力甲板上の連続縦通部材。ハッチコーミングを除く 

バラスト喫水線より上方の縦通隔壁 

バラスト喫水線より上方のトップサイドタンク斜板 

II I 

特殊構造部材 

舷側厚板(2) 

梁上側板(2) 

強力甲板であって縦通隔壁と取り合う部分(3) 

連続するハッチサイドコーミング(4) 

III II 

備考：

(1) 大きな倉口の隅部における板部材は，特別に考慮されなければならない。高応力が生じる個所には，区分 III 又は E/EH

を適用しなければならない。 

(2) 長さが 250m を超える船舶の中央部 0.4LCSR-B間は，E/EH 以上としなければならない。

(3) 幅が 70m を超える船舶にあっては，少なくとも 3 条の強力甲板を区分 III としなければならない。

(4) D/DH 以上としなければならない。 

2.4.5
板厚及び設計温度に対応するそれぞれの使用区分の船体構造部材に対するグレードは，表 6，表 7 及び表 8 による。設

計温度が-55℃未満の場合，材料は，本会の適当と認めるところによる。

 
表 6 低温における使用区分 I の鋼材のグレード 

-20 / -25  C -26 / -35  C -36 / -45  C -45 / -55  C 図面板厚 

（mm） 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 

t   10 A AH B AH D DH D DH 

10 < t   15 B AH D DH D DH D DH 

15 < t   20 B AH D DH D DH E EH 

20 < t   25 D DH D DH D DH E EH 

25 < t   30 D DH D DH E EH E EH 

30 < t   35 D DH D DH E EH E EH 

35 < t   45 D DH E EH E EH - FH 

45 < t   50 E EH E EH - FH - FH 
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表 7 低温における使用区分 II の鋼材のグレード 

-20 / -25  C -26 / -35  C -36 / -45  C -45 / -55  C 図面板厚 

（mm） 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 

t   10 B AH D DH D DH E EH 

10 < t   20 D DH D DH E EH E EH 

20 < t   30 D DH E EH E EH - FH 

30 < t   40 E EH E EH - FH - FH 

40< t   45 E EH - FH - FH - - 

45 < t   50 E EH - FH - FH - - 

 
表 8 低温における使用区分 III の鋼材のグレード 

-20 / -25  C -26 / -35  C -36 / -45  C -45 / -55  C 図面板厚 

（mm） 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 軟鋼 高張力鋼 

t   10 D DH D DH E EH E EH 

10 < t   20 D DH E EH E EH - FH 

20 < t   25 E EH E EH - FH - FH 

25 < t   30 E EH E EH - FH - FH 

30 < t   40 E EH - FH - FH - - 

40 < t   45 E EH - FH - FH - - 

45 < t   50 - FH - FH - - - - 

2.4.6
区分 III 又は E/EH 若しくは F/FH とすることが要求される 1 条の板は，以下の算式以上の幅（m）としなければならな

い。ただし，1.8m を超える必要はない。 

b = 0.005LCSR-B + 0.8 

3. 鍛鋼品及び鋳鋼品 

3.1 一般

3.1.1
船体構造に使用する鍛鋼品及び鋳鋼品の機械的特性及び化学成分は，K 編の規定に適合したものでなければならない。

3.1.2
溶接される構造部材の鋼材は，本会が適当と認める機械的特性及び化学成分を有するものとしなければならない。

3.1.3
鋼材は，K 編の規定に従って試験されなければならない。

3.2 鍛鋼品

3.2.1
本会が適当と認める場合，鍛鋼品に代えて圧延鋼材を使用することができる。

この場合，当該圧延鋼材は，関連する品質及び試験について K 編の規定を満足することが要求される。

3.3 鋳鋼品

3.3.1
船首材，船尾骨材，舵，操舵装置及び甲板機器の一部として使用する鋳鋼品は，原則として，K 編の規定に従い，最小

引張強度が 400N/mm2 又は 440N/mm2 の溶接可能な炭素鋳鋼品及び炭素マンガン鋳鋼品とすること。

3.3.2
船体強度部材に寄与する主要な板部材への鋳鋼品の溶接については，本会の適当と認めるところによる。

これらの鋳鋼品に対して追加で機械的特性の付与及び試験の実施（特に，鋳鋼品が溶接される板部材の衝撃特性に対し

適切な衝撃特性を有すること及び非破壊試験の実施について）を要求することがある。 
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3.3.3
操舵機の鋳鋼品の高応力となる個所，特に，溶接により組み立てるもの及びキー溝無しで取り付けられるチラー又はロ

ータについては，内部構造の確認のために表面及び内部の非破壊試験を実施しなければならない。 

4. アルミニウム合金構造 

4.1 一般

4.1.1
アルミニウム合金材の特性は，K 編の規定に適合しなければならない。5000 系又は 6000 系のアルミニウム合金を使用

しなければならない。

4.1.2
使用温度が低い又は他の特別な仕様の構造の場合，使用されるアルミニウム合金材は，本会の適当と認めるところによ

る。

4.1.3
特に規定されない場合，アルミニウム合金材のヤング率は 70,000N/mm2，ポアソン比は 0.33 とする。

4.2 押出形材

4.2.1
一体の板材及び防撓材として成形されたものが押出形材として使用される。

4.2.2
一般的に，押出形材の使用は，甲板，隔壁，船楼及び甲板室に限定される。本会が認める場合，その他の個所に使用す

ることができる。

4.2.3
押出形材は，防撓材が主応力の方向と平行になるよう使用されることが望ましい。

4.2.4
押出形材と主要構造との接合については，特別に配慮しなければならない。

4.3 溶接継手の機械的特性

4.3.1
溶接入熱は，硬化手順により硬化されたアルミニウム合金材（質別が O 又は H111 以外の 5000 系アルニウム合金材）

又は熱処理により硬化されたアルミニウム合金材（6000 系アルミニウム合金材）の機械的特性を局所的に低下させる。

4.3.2
5000 系アルミニウム合金材の溶接特性は，一般に， O 又は H111 のものとする。より高い機械的特性を有することが

証明されている場合，それを考慮することができる。

4.3.3
6000 系アルミニウム合金材の溶接特性は，本会が承認したものとしなければならない。

4.4 材料係数 k

4.4.1
アルミニウム合金材の材料係数 k は，次式によらなければならない。 

lim/235 Rk ¢=  

limR¢  ： 溶接された状態における母材の最小降伏応力 2.0pR¢ （N/mm2）とする。ただし，溶接された状態におけ

る母材の最小引張強さ limR¢ （N/mm2）の 70%以下としなければならない。 

2.012.0 pp RR h=¢  

mm RR 2h=¢  

Rp0.2 ： 溶接されていない状態における母材の最小降伏応力（N/mm2）

Rm ： 溶接されていない状態における母材の最小引張強さ（N/mm2）

1h 及び 2h は，表 9 による。 

4.4.2
二種類の異なるアルミニウム合金を溶接する場合，寸法決定において考慮されるべき材料係数 k は，当該個所のアルミ

ニウム合金材の材料係数の大きい値のものとする。 
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表 9 溶接構造に使用されるアルミニウム合金材 

アルミニウム合金材 1h  2h  

硬化処理されないアルミニウム合金材（焼なまし  O 又は加工硬

化 H111 の 5000 系アルミニウム合金 
1 1 

硬化処理されたアルミニウム合金材（ O 又は H111 以外の 5000 系

アルミニウム合金材 
2.02.0 / pp RR¢  mm RR /'  

熱処理されたアルミニウム合金材（6000 系アルミニウム合金材）(1) 2.02.0 / pp RR¢  0.6 

備考：

(1) これらの数値が得られない場合，係数 1h は，表 10 に定義する冶金効果係数 b の値としなければならない。 

2.0pR¢  ： 溶接状態における母材の最小降伏応力（N/mm2） 

mR¢  ： 溶接状態における母材の最小引張強さ（N/mm2） 

 
表 10 アルミニウム合金材の冶金効果係数 b  

アルミニウム合金材 質別 グロス板厚（mm） b  

t   6 0.45 6005A（中実形材） T5 又は T6 

t > 6 0.40 

6005A（中空形材） T5 又は T6 全て 0.50 

6061（形材） T6 全て 0.53 

6082（形材） T6 全て 0.45 

 

5. その他の材料及び製品 

5.1 一般

5.1.1
鋳鉄（使用が認められる場合に限る）製の部品，銅及び銅合金製の製品，リベット，チェーン，クレーン，マスト，デ

リックポスト，デリック，関連部品及びワイヤロープのようなその他の材料及び製品については，K 編及び L 編の関連

する規定によらなければならない。

5.1.2
プラスチック又はその他の材料であって K 編に規定されないものの使用については，本会の適当と認めるところによ

る。このような場合，当該材料の使用の許諾に関する要件は，本会が承認したものとしなければならない。

5.1.3
溶接に使用される材料については，K 編及び M 編の規定に適合するものでなければならない。

5.2 鋳鉄品

5.2.1
ねずみ鋳鉄，可鍛鋳鉄又は球状黒鉛鋳鉄は，原則として，重要度が低く低応力の個所の製品にのみ許容される。

5.2.2
一般的な鋳鉄品は，窓又は舷窓に使用してはならない。適切な型式の高いグレードの鋳鉄品の使用については，本会の

適当と認めるところによる。
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2 節 ネット寸法手法 

記号 

tas_built ： 図面板厚（mm）。建造段階で使用される実際の板厚で，tvoluntary_addition がある場合，これを含む。

tC ： 腐食予備厚（mm）。3 章 3 節に定義する。

tgross_offered ： 申請グロス板厚（mm）。建造段階で使用される実際のグロス板厚で，腐食衰耗に対する船主による

追加余裕分 tvoluntary_addition がある場合，それを含まない。 

tgross_required ： 要求グロス板厚（mm）。要求ネット板厚に腐食予備厚 tCを加えたグロス板厚。

tnet_offered ： 申請ネット板厚（mm）。申請グロス板厚から腐食予備厚 tCを差し引いたネット板厚。

tnet_required ： 要求ネット板厚（mm）。本編の規定によるすべての構造強度要件を満足するネット板厚で，最も近

い 0.5mm 単位の値としたもの。 

tvoluntary_addition ： 任意追加板厚（mm）。腐食衰耗に対する追加余裕分として船主により任意で tC に追加される板厚。 

1. 一般原則 

1.1 一般

1.1.1
ネット寸法手法は，新造時から船舶の想定寿命まで構造強度規定を満足するために正しく維持されなければならないネ

ット寸法を明確に規定するものである。この手法は，船舶の就航中に生じるであろう腐食に対し付加される板厚とネット

板厚を明確に区別するものである。 

2. 適用基準 

2.1 一般

2.1.1
本編に規定する基準の適用により得られる寸法は，3.1 から 3.3 に記載するネット寸法である。即ち，荷重に耐えるた

めに要求される強度特性を有する板厚で，腐食予備厚及び船主による追加余裕分のような任意追加板厚を含まない。ただ

し，既に腐食予備寸法は含むが，船主による追加余裕分のような任意追加寸法は含まない，次の申請グロス寸法を除く。

・ 9 章 4 節に規定する船楼及び甲板室の寸法

・ 10 章 1 節に規定する舵構造の寸法

・ 鍛鋼品，鋳鋼品の大きな部品の寸法

2.1.2
要求される強度特性は，以下のとおり。

・ 主要支持部材を構成する部材を含む板部材の板厚

・ 防撓材の断面係数，せん断面積，断面二次モーメント及び局部板厚。主要支持部材の断面係数，せん断面積，断面

二次モーメント及び局部板厚も含む。 

・ ハルガーダの断面係数，断面二次モーメント及び断面一次モーメント

2.1.3
船舶は，少なくとも 3 章 3 節に規定する腐食予備厚をネット寸法に加えたグロス寸法で建造されなければならない。任

意追加板厚は，追加分として加えることができる。 
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3. ネット寸法手法 

3.1 ネット寸法の定義

3.1.1 要求板厚

要求グロス板厚 tgross_required は，次式のとおり，要求ネット板厚に 3 章 3 節に規定する腐食予備厚を加えることによって

得られる板厚以上としなければならない。 

tgross_required = tnet_required + tC 
3.1.2 申請板厚

申請グロス板厚 tgross_offered は，建造段階で使用されるグロス板厚で，次式のとおり，図面板厚から任意追加板厚を差し

引いた板厚とする。 

tgross_offered = tas_built   tvoluntary_addition 
3.1.3 板のネット板厚

申請ネット板厚 tnet_offered は，次式のとおり，申請グロス板厚から腐食予備厚 tCを差し引いた板厚とする。 

tnet_offered = tgross_offered   tC = tas_built   tvoluntary_addition 
3.1.4 防撓材のネット断面係数

ネット横断面寸法は，図 1 に示すように防撓材形状を構成する各要素の提案グロス板厚から腐食予備厚 tC を差し引い

たものにより算出されなければならない。

バルブプレートの場合，3 章 6 節 4.1.1 に規定するように等価な形鋼として考慮する。

ネット寸法特性は，ネット横断面寸法に対し算出されなければならない。

ハルガーダ応力及び二重底構造のような局部構造の局部曲げによる応力を反映して防撓材のネット強度特性を評価す

る場合，ハルガーダの断面性能及び構造の剛性は，考慮する構造の提案グロス板厚から 0.5tCを差し引いて得られる。

 
図 1 防撓材のネット寸法

 

斜線部分は腐食予備厚である。取り付け板においては，3.2 に示される腐食予備厚の半分ずつが，取り付け板の両面か

ら差し引かれる。 

tf 

hw 
tw 

bp 

tp 

bf 
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3.2 ネット寸法の考慮

3.2.1 ハルガーダの降伏強度評価

5 章 1 節に従いハルガーダの降伏強度評価を行う場合，考慮する構造部材のネット板厚は，提案グロス板厚から 0.5tC

を差し引いて得られたものとしなければならない。

3.2.2 ハルガーダの曲げモーメント及びせん断力による応力のような全体強度に関連する応力

5 章 1 節に従いハルガーダの曲げモーメント及びせん断力による応力を算出する場合，考慮する構造部材のネット板厚

は，提案グロス板厚から 0.5tCを差し引いて得られたものとしなければならない。

3.2.3 ハルガーダの座屈強度評価

6 章 3 節に従い座屈強度評価を行う場合，考慮する構造部材のネット板厚は，提案グロス板厚から tCを差し引いて得ら

れたものとしなければならない。

3.2.4 ハルガーダの縦曲げ最終強度評価

5 章 2 節に従いハルガーダの縦曲げ最終強度評価を行う場合，考慮する構造部材のネット板厚は，提案グロス板厚から

0.5tCを差し引いて得られたものとしなければならない。 

3.2.5 直接強度計算

7 章に従い応力評価を行う場合，評価される主要支持部材を構成する板部材のネット板厚は，提案グロス板厚から 0.5tC

を差し引いて得られたものとしなければならない。

6 章 3 節に従い座屈強度評価を行う場合，直接強度計算による応力算出に使用される主要支持部材を構成する板部材の

ネット板厚は，提案グロス板厚から tCを差し引いて得られたものとしなければならない。

3.2.6 疲労強度評価

8 章に従い疲労強度を行う場合，評価される構造部材のネット板厚は，提案グロス板厚から 0.5tC を差し引いて得られ

たものとしなければならない。

3.2.7 LCSR-Bが 150m 未満の船舶の主要支持部材の強度評価

6章 4節 2に従い，LCSR-Bが 150m未満の船舶の主要支持部材の強度評価を行う場合，考慮する構造部材のネット板厚は，

提案グロス板厚から tCを差引いて得られたものとしなければならない。

3.3 構造図面に記載する情報

3.3.1
構造図面には，各構造部材について，グロス寸法及び 13 章 2 節に規定する切替え板厚を記載しなければならない。

任意追加板厚が図面板厚に含まれている場合，それらを図面上に明確に記載しなければならない。
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3 節 腐食予備厚 

記号 

tC ： 1.2 に定義する腐食予備厚（mm）

tC1，tC2 ： 表 1 に定義する構造部材の片側に適用される腐食予備厚（mm）

treserve ： 13 章 2 節で定義する腐食余裕厚で，treserve = 0.5 とする。 

1. 腐食予備厚 

1.1 一般

1.1.1
本節に示す腐食予備厚の値は，5 節に要求される保護塗装要件と関連して適用しなければならない。

炭素鋼と異なる材料の腐食予備厚については，特別に配慮しなければならない。

1.2 腐食予備厚

1.2.1 鋼材の腐食予備厚

構造部材のそれぞれの側の腐食予備厚 tC1 又は tC2 については表 1 による。

構造部材の両側の合計腐食予備厚は，次式のとおり，0.5mm 単位の切り上げにより与えられる。 

tC = Roundup0.5 (tC1 + tC2) + treserve

区画内の内部材にあっては，合計腐食予備厚は，次式のとおり，0.5mm 単位の切り上げにより与えられる。

tC = Roundup0.5 (2tC1) + treserve

ここで，tC1 は，当該区画に曝される片側の腐食予備厚で，表 1 による。

構造部材に該当する腐食予備厚の値が 1 個より多い場合（例えば，貨物倉内の板部材であって下方のゾーンより上方に

達するもの），一般に当該部材に適用される最も厳しい腐食予備厚を適用しなければならない。

防撓材の腐食予備厚は，当該防撓材が板に取り付けられる位置において当該部材に与えられるものを適用しなければな

らない。

いかなる場合も，防撓材のウェブ及び面材を除き，合計腐食予備厚は 2mm 以上としなければならない。

1.2.2 アルミニウム合金の腐食予備厚

アルミニウム合金材の構造部材にあっては，腐食予備厚 tCは 0 とする。
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表 1 構造部材の片側の腐食予備厚 

腐食予備厚 tC1 又は tC2（mm） 

区画の種類 構造部材 
BC-A 又は BC-B を付記

する船舶であって長さ

150m 以上のもの 

それ以外の船舶 

タンク頂板から下方 3m まで(3) 2.0 主要支持

部材の面材 その他の箇所 1.5 

タンク頂板から下方 3m まで(3) 1.7 

バラスト

タンク 
上記以外(2) 

その他の箇所 1.2 

上部(4) 2.4 1.0 

下部スツールの斜板，垂直板及び頂板 5.2 2.6 横隔壁 

その他 3.0 1.5 

上部(4) 

単船側構造ばら積貨物船の倉内肋骨

上部ブラケットのウェブ及び面材 

1.8 1.0 

単船側構造ばら積貨物船の倉内肋骨

下部ブラケットのウェブ及び面材 
2.2 1.2 

その他 

その他 2.0 1.2 

木製内張有り 2.0 1.2 

貨物倉(1) 

ホ ッ パ 斜

板，内底板 木製内張無し 3.7 2.4 

水平部材及び暴露甲板(5) 1.7 
大気暴露 

水平部材以外 1.0 

海水暴露(7) 1.0 

燃料油タンク及び潤滑油(2) 0.7 

清水タンク 0.7 

空所(6) 
ボルト締めマンホールからのみ出入り可能な区画

等の通常は出入りしない区画，パイプトンネル等 
0.7 

ドライス

ペース 

甲板室内部，機関区域，倉庫区画，ポンプ室，操舵

機室等 
0.5 

上記以外の区画 0.5 

備考：

(1) 貨物倉は，貨物を積載するための区画で，バラスト水を積載することがある貨物倉を含む。

(2) バラストタンクと加熱する燃料油タンクの境界にある板部材の腐食予備厚については，0.7mm 加えなければならない。

(3) 暴露甲板をタンク頂板とするバラストタンクに適用する。

(4) 貨物倉の上部とは，トップサイドタンクと内殻又は船側との結合部より上部をいう。トップサイドタンクが無い場合，貨物

倉の高さの上部 1/3 の範囲とする。 

(5) 水平部材とは，水平面に対する角度が 20 度までの部材をいう。

(6) パイプトンネルにある外板の腐食予備厚は，バラストタンクとして考慮する。

(7) ノーマルバラスト状態の喫水線と構造用喫水線の間の船側外板については，0.5mm 加えなければならない。 
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4 節 限界状態 

1. 一般 

1.1 一般原則

1.1.1
表 1 に示す構造強度評価が，本編の要件に含まれる。

 
表 1 構造強度評価 

 降伏強度評価 座屈強度評価 最終強度評価 疲労強度評価 

防撓材 ü ü ü(1) ü(2) 局部

構造 面外圧を受ける板部材 ü ü ü(3)    

主要支持部材 ü ü ü ü(2) 

ハルガーダ ü ü(4) ü    

備考： üは，構造強度評価を実施することを示す。

(1) 防撓材の最終強度評価は，防撓材の座屈強度評価に含まれる。

(2) 防撓材及び主要支持部材の疲労強度評価については，これらの部材の結合部の疲労強度を評価する。

(3) 板部材の最終強度評価は，板部材の降伏強度評価に含まれる。

(4) ハルガーダ強度を受け持つ防撓材及び板部材の座屈強度評価は，ハルガーダの曲げ及びせん断による応力に対し実施される。 

1.1.2
浸水状態における船体構造の強度も評価しなければならない。

1.2 限界状態

1.2.1 使用限界状態 

使用限界状態は，通常の使用にかかわるもので，次を含む。

・ 構造の耐用寿命を減少させる又は構造部材の有効性若しくは外観に影響を及ぼす局部損傷を生じる状態

・ 構造部材の有効性若しくは外観又は艤装品の機能に影響を及ぼす許容できない変形を生じる状態

1.2.2 最終限界状態

最終限界状態は，最大荷重伝達容量，場合によっては，最大歪又は変形に対応するもので，次を含む。

・ 崩壊又は過度な変形により断面，部材又は接合部の最終荷重に到達する状態

・ 全体構造又は当該構造の一部が不安定になる状態

1.2.3 疲労限界状態

疲労限界状態は，繰り返し荷重による損傷の可能性に関連する。

1.2.4 事故限界状態

事故限界状態については，任意の 1 つの貨物倉が浸水するが他の区画への浸水の拡大は生じない状態を考慮しており，

次を含む。

・ ハルガーダの最大荷重伝達容量

・ 二重底構造の最大荷重伝達容量

・ 隔壁構造の最大荷重伝達容量

すべての貨物倉の構造部材については，防撓パネルの最終強度評価において，事故による一構造部材の単一の損傷が考

慮される。 
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2. 強度基準 

2.1 使用限界状態

2.1.1 ハルガーダ

ハルガーダーの降伏強度評価にあっては，応力は，超過確率 10-8 レベルの荷重に対応する。

2.1.2 板部材

主要支持部材を構成する板部材の降伏強度及び座屈強度評価にあっては，応力は，超過確率 10-8 レベルの荷重に対応す

る。

2.1.3 防撓材

防撓材の降伏強度評価にあっては，応力は，超過確率 10-8 レベルの荷重に対応する。

2.2 終局限界状態

2.2.1 ハルガーダ

ハルガーダの最終強度は，超過確率 10-8 レベルの最大縦曲げモーメントに耐え得るものとしなければならない。

2.2.2 板部材

板部材の防撓材又は主要支持部材により防撓されていない部分の最終強度は，超過確率 10-8 レベルの荷重に耐え得るも

のとしなければならない。

2.2.3 防撓材

防撓材の最終強度は，超過確率 10-8 レベルの荷重に耐え得るものとしなければならない。

2.3 疲労限界状態

2.3.1 構造詳細

防撓材と主要支持部材の結合個所のような代表的な詳細構造の疲労寿命は，超過確率 10-4 レベルの荷重により算定され

る。

2.4 事故限界状態

2.4.1 ハルガーダ

貨物倉が浸水した時のハルガーダの縦強度は，5 章 2 節に従って評価されなければならない。

2.4.2 二重底構造

貨物倉が浸水した時の二重底構造は，6 章 4 節に従って評価されなければならない。

2.4.3 隔壁構造

貨物倉が浸水した時の横隔壁構造は，6 章 1 節，2 節及び 3 節に従って評価されなければならない。 

3. 衝撃荷重に対する強度評価 

3.1 一般

3.1.1
船首船底スラミング，バウフレアスラミング，グラブ落下のような衝撃荷重に対する構造応答は，荷重の作用範囲，大

きさ及び構造形式に依存する。

3.1.2
格子構造を形成する構造部材，即ち，板部材の防撓材又は主要支持部材の間の防撓されていない部分及び防撓材が取り

付けられる板部材を含む防撓材の最終強度は，それらに作用する最大衝撃荷重に耐え得るものとしなければならない。
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5 節 防食措置 

1. 一般 

1.1 保護されるべき構造

1.1.1
すべての海水バラストタンク，貨物倉及びバラストホールドについては，それぞれ 1.2，1.3 及び 1.4 に従って防食措置

を施さなければならない。

1.1.2
乾舷用長さ LLLが 150m 以上の船舶における貨物区域範囲内の二重船側部にある空所については，1.2 に従って塗装しな

ければならない。

1.1.3
燃料油を積載する区画の内面については，防食塗装を施すことを要しない。

1.1.4
狭隘区画，特に，船首尾部の交通できないがために検査及び保守が容易に実施できない場所については，一般的に，有

効な防食性を有するものを充填しなければならない。

1.2 海水バラストタンク及び二重船側部の空所の保護

1.2.1
規則長さ LCSR-B が 90m 以上の船舶における専用バラストタンク（バラストホールドを除く）及び乾舷用長さ LLLが 150m

以上の船舶における貨物区域範囲内の二重船側部の空所については，有効な防食措置（ハードペイント又はそれと同等な

もの）を，製造者の推奨事項に従って施さなければならない。

塗装は，明るい色，即ち，さびを容易に識別でき，検査を容易とする色としなければならない。

適当であれば，2.に従って犠牲陽極を使用することもできる。

1.2.2 
IMO  Performance standard for protective coatings for ballast tanks and void spaces （以下，「海水バラストタンク等に対す

る IMO 塗装性能基準」という。）を強制化する SOLAS 条約 II-1 章 3-2 規則の改正が IMO により採択された 2006 年 12

月 8 日以降に建造契約が行われる船舶については，改正された SOLAS 条約により要求される内部区画の塗装は，海水バ

ラストタンク等に対する IMO 塗装性能基準の要件を満足しなければならない。2012 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われ

る船舶については，IACS 統一解釈 SC223 及び統一解釈 SC227 の規定に従い，海水バラストタンク等に対する IMO 塗装

性能基準を適用しなければならない。IACS 統一解釈 SC223 の適用において，主管庁を船級協会に読み替える。

IMO 決議 A.798(19)及び IACS 統一解釈 SC122 の規定により，塗料の選択，仕様及び検査計画を含む塗装システムの選

択は，建造開始に先立ち，本会と協議の上，建造者，塗装システム供給者及び船主の間で合意されたものとしなければな

らない。適用対象となる区画に対する塗装システムの仕様は文書化しなければならない。当該文書は，本会の検証を受け

なければならず，海水バラストタンク等に対する IMO 塗装性能基準を完全に満足するものとしなければならない。

建造者は，関連する表面処理及び施工方法を含む選択された塗装システムが製造工程及び製造方法と矛盾しないことを

実証しなければならない。

建造者は，塗装検査員が海水バラストタンク等に対する IMO 塗装性能基準で要求される適切な資格を備えることを実

証しなければならない。

本会検査員は，塗装施工の検証は行わず，規定された造船所の塗装手順に従っていることを証明する塗装検査員による

記録を書査する。

1.3 貨物倉区域の保護

1.3.1 塗装

積載する貨物に適した塗料の選定，特に貨物との適合性に関する選定は，造船所及び船主の責任である。

1.3.2 適用

ハッチコーミング及びハッチカバーの貨物倉内に面する表面及び暴露する表面のすべて並びに内底板，ビルジホッパタ

ンク斜板及び下部スツール斜板を除く貨物倉内のすべての表面（船側構造及び横置隔壁）については，有効な防食措置（エ
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ポキシ系又はこれと同等な塗料）を，製造者の推奨に従って施さなければならない。

船側構造及び横置隔壁については，1.3.3 及び 1.3.4 に従って塗装を施さなければならない。

1.3.3 塗装すべき船側構造

塗装すべき範囲は，次の部分の貨物倉内に面する表面とする。

・ 船側構造

・ トップサイドタンク斜板

・ ビルジホッパタンク斜板において，単船側構造の貨物倉の場合は倉内肋骨下部ブラケットの下端，二重船側構造の

貨物倉の場合はビルジホッパタンク斜板上端から下方 300mm の範囲 

これらの範囲を図 1 に示す。

1.3.4 塗装すべき横置隔壁

横置隔壁の塗装すべき範囲は，単船側構造の貨物倉の場合は倉内肋骨下部ブラケットの下方 300mm の高さ，二重船側

構造の貨物倉の場合はビルジホッパタンク斜板上端の下方 300mm の高さから上方となる全ての場所とする。

 
図 1 塗装すべき船側構造 

 

1.4 バラストホールドの保護

1.4.1 塗装

ハッチコーミング及びハッチカバーの貨物倉内に面する表面のすべて並びにバラストホールド内のすべての表面につ

いては，有効な防食措置（エポキシ系又はこれと同等な塗料）を，製造者の推奨に従って施さなければならない。 

2. 犠牲陽極 

2.1 一般

2.1.1
陽極は，鋼製の芯材を有するものとし，衰耗した場合においても残存するよう設計された陽極支持材により十分堅固に

取り付けなければならない。

鋼製の心材は，連続溶接で船体構造に取り付けなければならない。これに代えて，別構造の支持材に少なくとも 2 つの

ボルト及びナットにより取り付けることとして差し支えない。他の機械的締付手段を認めることがある。

2.1.2
陽極の端部における支持は，独立して挙動するような別々の場所に取り付けてはならない。 
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2.1.3
陽極の心材又は支持材が船体構造に溶接される場合，溶接は滑らかなものとしなければならない。 

3. 内張板による内底板の保護 

3.1 一般

3.1.1
内底板に内張り板を設ける場合，内張り板は，3.2 及び 3.3 の規定に適合しなければならない。

3.2 配置

3.2.1
ビルジ上及び内底板に設置される内張り板を構成する厚板は，保守を容易にするために容易に取り外しできるものとし

なければならない。

3.2.2
二重底に燃料油を積載する場合，内底板の内張り板は，ビルジに漏洩油を容易に排出できるようにするため，高さ 30mm

の当て木により内底板から離して設置しなければならない。

3.2.3
二重底に水を積載する場合，内底板の内張り板は，予め内底板上に施工される適切な保護材の上に設置しなければなら

ない。

3.2.4
造船所は，内張り板の付加物が内底板の水密性に影響を与えないように配慮しなければならない。

3.3 寸法

3.3.1
内張り板の板厚は，松材の場合，60mm 以上としなければならない。倉口直下にあっては，内張り板の板厚は，15mm

増しとしなければならない。肋板の間隔が大きい場合の内張り板の板厚については，本会の適当と認めるところによる。
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6 節 構造配置原則 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

bh ： 貨物倉口の幅（m） 

bl ： 端部ブラケットの遊縁の長さ（m） 

1. 適用 

別に規定される場合を除き，本節の規定は船楼及び甲板室を除く船体構造に適用する。貨物倉区域外の区域については，

追加の規定として 9 章 1 節から 3 節の規定を適用する。 

2. 一般原則 

2.1 定義

2.1.1 主要支持部材の心距

主要支持部材の心距（m）は，主要支持部材間の距離とする。

2.1.2 二次構造部材の心距

二次構造部材の心距（m）は，防撓材間の距離とする。

2.2 構造の連続性

2.2.1 一般

船体中央部から船首尾への寸法減少は，実行可能な限りなだらかなものとしなければならない。

構造形式の変化する箇所，主要支持部材又は防撓材の結合箇所，船首尾端部及び機関室の端部近傍並びに船楼端近傍に

ついては，構造の連続性に注意しなければならない。

2.2.2 縦通部材

縦通部材については，強度上の連続性を確保するよう配置しなければならない。

ハルガーダ縦強度に寄与する縦通部材は，船首尾に十分な距離の範囲まで連続性を確保しなければならない。

特に，貨物倉エリアにわたり配置される垂直及び水平の主要支持部材を含む縦通隔壁については，その連続性を貨物倉

エリアの外側まで確保しなければならない。スカーフィングブラケットにより確保してもよい。

2.2.3 主要支持部材

主要支持部材は，十分な強度の連続性を確保できるよう配置されなければならない。

高さ又は横断面の急激な変化は避けなければならない。

2.2.4 防撓材

ハルガーダ縦強度に寄与する防撓材については，一般に，主要支持部材との交差部において連続構造のものとしなけれ

ばならない。

2.2.5 板

荷重伝達方向における図面板厚の変化は，厚い方の板厚の 50%を超えてはならない。突合せ溶接の開先は，11 章 2 節

2.2 の規定によらなければならない。 

2.2.6 応力集中

構造不連続部において応力集中が生じ得る場合，応力集中の軽減に十分に配慮し，適切な補正又は補強を講じなければ

ならない。

開口は，可能な限り高応力個所を避けなければならない。

開口が配置される場合，開口の形状は，応力集中が許容限界内に収まるようにしなければならない。

開口は，滑らかな縁の丸みのある形のものとしなければならない。

溶接継手は，応力集中が生じ得る箇所から適切に離さなければならない。 
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2.3 高張力鋼との結合

2.3.1 高張力鋼との結合

異なる強度の鋼材を船殻構造に混合して使用する場合，高張力鋼に隣接する低強度の鋼に生じる応力に注意しなければ

ならない。

低強度の防撓材が高張力鋼の主要支持部材によって支持される場合，主要支持部材の剛性及び主要支持部材の変形によ

り防撓材に過度な応力が生じることを避けるための寸法について考慮しなければならない。

甲板構造及び船底構造に高張力鋼を使用する場合，強力甲板，船底外板又はビルジ外板に溶接される縦通構造部材であ

ってハルガーダ縦強度に寄与しないもの（ハッチサイドコーミング，ガッターバー，甲板開口部補強部材，ビルジキール

等）については，甲板構造又は船底構造と同じ強度の高張力鋼としなければならない。ハッチコーミング，桁材等のハル

ガーダ縦強度に寄与する主要支持部材のウェブに溶接される非連続の縦通部材についても，同様の規定が原則適用される。 

3. 板 

3.1 板部材の連続性

3.1.1 インサートプレート

板部材の局部的増厚は，一般的にインサートプレートを使用しなければならない。いかなる場合も，インサートプレー

トは，少なくともそれらが溶接される板と同じ品質（降伏強度及びグレード）の材料としなければならない。 

4. 防撓材 

4.1 防撓材の形状

4.1.1 バルブプレートの防撓材形状

バルブプレートの断面形状の性能は，正確な計算により求めなければならない。計算により求めることができない場合

には，平鋼の組立てによる断面と等価として扱うことができる。等価な組立鋼形状の寸法（mm）は，次式によらなけれ

ばならない。 

2
2.9

+
¢

-¢= w
ww

hhh  （mm） 

 
ø

ö
ç
è

æ -
¢

+¢= 2
7.6
w

wf
htb a  （mm） 

2
2.9

-
¢

= w
f

ht  （mm） 

wh¢ , wt¢  ： 図 1 に示すバルブプレートの高さとネット板厚 

a  ： 次式により算定される係数 

120£¢wh の場合 
3000

)120(1.1
2

wh¢-
+=a  

120>¢wh の場合 0.1=a  

 
図 1 防撓材の寸法 

 
バルブプレート   等価な組立鋼 
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4.2 防撓材のスパン

4.2.1 防撓材

防撓材のスパン l （m）については，図 2 に示す長さとしなければならない。曲がった防撓材にあっては，スパンは，

曲面の弦に沿って測る。

 
図 2 防撓材のスパン 

 

4.2.2 二重船殻内にある防撓材

二重船殻の内側にある防撓材のスパン l は，図 3 に示すように測る長さ（m）とする。ここでいう二重船殻とは，主要

支持部材のウェブが内殻及び外板の両方の板部材に結合しており，それらの板部材が主要支持部材のフランジの役目を果

たすようなものとする。

 
図 3 二重船殻内の防撓材のスパン 

 

4.2.3 支柱により支持される防撓材

120m 以上の船舶については，支柱により支持される防撓材の配置は認められない。

主要支持部材の中央部にある 1 つの支柱により支持される防撓材のスパン l は， 27.0 l としなければならない。 

主要支持部材間に 2 本の支柱がある場合，防撓材スパン l は 14.1 l と 27.0 l の大きい方の値としなければならない。 

1l 及び 2l はそれぞれ図 4 及び図 5 に定義するスパンとする。 

 
図 4 1 つの支柱がある一般防撓材のスパン 
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図 5 2 つの支柱がある防撓材のスパン 

 

4.3 取り付け板の有効幅

4.3.1 降伏強度評価における有効幅

防撓材の降伏強度評価におけるネット断面係数で考慮する当該防撓材が取り付けられる板部材（以下，「取り付け板」

という。）の有効幅 bp（m）は，次によらなければならない。

・ 取り付け板が防撓材の両側にある場合 
l2.0=pb  又は sbp =  のいずれか小さい方 

・ 取り付け板が防撓材の片側のみにある場合（例えば，開口周囲の防撓材） 
sbp 5.0=  又は l1.0=pb  のいずれか小さい方 

4.3.2 座屈強度評価における有効幅

防撓材の座屈強度評価における防撓材の取り付け板の有効幅は 6 章 3 節 5.に規定する。

4.4 防撓材の形状特性

4.4.1 一般

断面二次モーメント，断面係数，せん断面積，ウェブの細長比等の防撓材の形状特性については，3 章 2 節に定義する

ネット板厚に基づき算定しなければならない。

4.4.2 取り付け板と垂直でない防撓材

防撓材のネット断面係数については，取り付け板と平行な軸回りについて算定しなければならない。防撓材が取り付け

板と垂直でない場合，ネット断面係数は次式により算定することができる。 
asin0ww = （cm3） 

w0 ： 防撓材が取り付け板に垂直に取り付けられた場合の防撓材のネット断面係数 
a  ： 図 6 に示す防撓材のウェブと取り付け板の成す角度（deg）で，50 度以上としなければならない。a

が 50 度と 75 度の間にある場合に，本修正を適用しなければならない。 

 
図 6 防撓材のウェブと取り付け板の成す角度 

 

防撓材のウェブと取り付け板の成す角度が 50 度未満の場合，適切な間隔でトリッピングブラケットを設けなければな

らない。非対称の防撓材のウェブと取り付け板の角度が 50 度未満の場合については，図 7 に示すように，防撓材の面材

は防撓材のウェブと取り付け板の成す角度が大きい方の側に取り付けなければならない。
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図 7 角度が 50 度未満の場合の防撓材 

 

4.5 防撓材端部の固着

4.5.1 一般

防撓材を主要支持部材を貫通する連続構造としなければならない場合，適正な荷重伝達を確保するために，防撓材は主

要支持部材のウェブに適切に固着されなければならない。端部固着の例を図 8 から図 11 に示す。

 
図 8 (a) カラープレート無しとする貫通部 

(b) 縦通部材の船側における貫通部（防撓材を設ける場合）  

   
(a)   (b) 

 
図 9 カラープレートを設ける貫通部  

 
 

図 10 1 つの大きなカラープレートを設ける貫通部 

 
 

図 11 2 つの大きなカラープレートを設ける貫通部 
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4.5.2 防撓材の構造連続性

防撓材が主要支持部材の位置で連続しない場合，構造の連続性を確保するためにブラケットを設けなければならない。

この場合，ブラケットのネット断面係数とネット断面積は，防撓材のネット断面係数及びネット断面積以上としなければ

ならない。

ブラケットの最小ネット板厚は，防撓材のウェブに要求される板厚以上としなければならない。

以下に該当する場合，ブラケットは，曲縁を備えるもの又は溶接された面材で防撓されたものとしなければならない。

・ ブラケットのネット厚（mm）が 15 bl 未満の場合。この時， bl は端部ブラケット遊縁の長さ（m）とする。 

・ ブラケットの長腕が 800mm より大きい場合

曲縁部又は面材のネット断面積（cm2）は，少なくとも 10 bl 以上としなければならない。 

4.5.3 端部の固着

防撓材端部の固着は，主要支持部材により十分に支持されるものとしなければならない。一般的に，防撓材を支持する

防撓材又はブラケットを取り付けなければならない。

防撓材貫通箇所のスロットがカラープレートで補強される場合，カラープレートは主要支持部材と同じ材料としなけれ

ばならない。

防撓材を支持するブラケット又は防撓材は，構造の連続性に関し十分な断面積及び断面二次モーメントを備え，疲労強

度の観点から適切な形状のものとしなければならない。

防撓材を支持するためにブラケット又は防撓材が取り付けられない場合又は疲労強度を考慮した特別なスロット形状

とする場合については，スロット部について疲労強度評価を要求することがある。 

5. 主要支持部材 

5.1 一般

5.1.1
主要支持部材は，強度上の連続性を十分確保するような方法で配置しなければならない。高さ又は横断面の急激な変化

は避けなければならない。

5.1.2
主要支持部材の配置が，直接強度計算，疲労強度評価及び最終強度評価の結果に基づき適切になされていることが確認

される場合，主要支持部材は，それらの評価結果に基づき配置するものとして差し支えない。

5.2 防撓材の配置

5.2.1
主要支持部材のウェブのネット板厚を t（mm）とするとき，主要支持部材の高さ（mm）が 100t を超える場合には，一

般的に，主要支持部材のウェブを補強しなければならない。

原則として，主要支持部材のウェブの防撓材は 110t 以下の間隔で取り付けなければならない。

ウェブの防撓材及びブラケットのネット板厚（mm）は，次の算式により定まる値以上としなければならない。 

2015.03 Lt +=  

L2：船の長さ LCSR-B（m）。ただし 300m を超える場合は 300m とする。 

せん断応力又は圧縮応力が高くなると予想される場合，クロスタイ等の横式の主要支持部材の結合部の端部ブラケット

には，追加の防撓材を設けなければならない。これらの箇所に開口を設けてはならない。これらの箇所に設ける防撓材貫

通箇所のスロットについては，カラープレートで補強しなければならない。

防撓材が平鋼の場合，防撓材の深さは，原則防撓材長さの 1/12 より大きい値としなければならない。6 章 2 節 2.3.1 及

び 4.並びに 6 章 3 節 4.の規定を満足する場合には，防撓材の深さを防撓材長さの 1/12 よりも小さな値として差し支えな

い。

5.2.2
一般的に，以下の場所については，図 12 に示すように面材と溶接されるトリッピングブラケットを取り付けなければ

ならない。

・ 防撓材 4 本毎（ただし，4m を超えないこと。）

・ 端部ブラケットのトウ部

・ 面材の曲がり部 
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・ 集中荷重が作用する箇所

・ 断面の変化する近傍

対称な面材であって幅が 400mm を超える場合，上記トリッピングブラケットの位置の裏側にブラケットを設けなけれ

ばならない。

主要支持部材の面材の幅がいずれかの側で 180mm を超える場合，トリッピングブラケットは当該面材も支持する構造

としなければならない。

 
図 12 主要支持部材：防撓材の桁板貫通個所における桁板ウェブの防撓材 

 

 

5.2.3
トリッピングブラケットが 5.2.2 に示す間隔で配置される場合，ビルジホッパタンク及びトップサイドタンクのトラン

スリングのようなリング構造のものを除き，主要支持部材の面材幅は，ウェブの深さの 1/10 以上としなければならない。

5.2.4
トリッピングブラケットの腕の長さは，次式による値の大きい方の値以上としなければならない。 

d = 0.38b（m） 

t
sd t85.0= （m） 

b ： 図 12 に示すトリッピングブラケットの高さ（m）

st ： トリッピングブラケットの設置間隔（m）

t ： トリッピングブラケットのネット板厚（mm） 

5.2.5
ネット板厚が 10 bl （mm）未満のトリッピングブラケットは，曲縁を備えるもの又は溶接された面材により防撓された

ものとしなければならない。

曲縁部又は面材のネット断面積（cm2）は 7 bl 以上としなければならない。この時， bl （m）はブラケットの遊縁の長

さとする。

倒止め肘板の高さが 3m を超える場合，ブラケットの遊縁と平行に追加の防撓材を取り付けなければならない。

5.3 主要支持部材のスパン

5.3.1 定義

端部ブラケットを備えない主要支持部材のスパン l （m）については，当該部材の支持部間の長さとしなければならな

い。

端部ブラケットを備える主要支持部材のスパン l（m）については，図 13(a)に示すとおり，端部ブラケットの深さが当

該主要支持部材の深さの半分となる点の間の長さとする。

ただし，図 13(b)に示すように，遊縁が丸みを持ったブラケットが備えられ，主要支持部材の面材が当該ブラケットの

遊縁の面材と連続している場合，スパンは，端部ブラケットの深さが当該主要支持部材の深さの 1/4 となる点の間の長さ

とする。 
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図 13 主要支持部材のスパン 

d
d /2

l 

         

d /4

d

l 

 
(a)      (b) 

5.4 主要支持部材の有効幅

5.4.1 一般

降伏強度評価においてネット断面係数に考慮される主要支持部材の取り付け板の有効幅 bpは，4.3.1 の規定によらなけ

ればならない。

5.5 形状特性

5.5.1 一般

断面二次モーメント，断面係数，せん断面積，ウェブ板の細長比等の主要支持部材の形状特性については，3 章 2 節に

定義するネット板厚に基づき算定しなければならない。

5.6 ブラケットによる端部固着

5.6.1 一般

主要支持部材の端部が，隔壁，内底板等に固着される場合，全ての主要支持部材の端部固着は，隔壁，内底板等の反対

側に有効な支持部材を設け，バランスの取れたものとしなければならない。

トリッピングブラケットは，端部ブラケットの内端及び他の主要支持部材の固着箇所に，また，主要支持部材を有効に

支持する間隔で，支持構造部材のウェブに取り付けなければならない。

5.6.2 ブラケットの寸法

別に定める場合を除き，ブラケットの腕の長さは，一般に，主要支持部材のスパン長さの 1/8 以上としなければならな

い。両端のブラケットの腕の長さは，実行可能な限り等しいものとしなければならない。

端部ブラケットの高さは，主要支持部材の高さ以上としなければならない。端部ブラケットのウェブのネット板厚は，

主要支持部材のウェブの板厚以上としなければならない。

端部ブラケットの寸法は，一般に端部ブラケットを設けた主要支持部材の断面係数が，主要支持部材中央部における断

面係数以上となるようしなければならない。

端部ブラケットの面材の幅（mm）は， )1(50 +bl 以上としなければならない。 

さらに，面材のネット板厚は，ブラケットのウェブの板厚以上としなければならない。

端部ブラケットの防撓については，ウェブが十分な座屈強度を備えるよう設計しなければならない。

指針として，次の規定を適用することができる。

・ 長さ bl が 1.5m を超える場合，ブラケットのウェブは防撓されなければならない。 

・ ウェブ防撓材のネット断面積（cm2）は，16.5 l 以上としなければならない。この時， l は防撓材のスパン（m）と

する。 

・ ウェブ防撓材の横倒れ座屈を防止するために，倒れ止めの平鋼を取り付けなければならない。対称な面材の幅が

400mm を超える場合，平鋼の裏側に追加のブラケットを取り付けなければならない。 
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j j 

図 14 ブラケットの寸法 

腕の長さ

腕の長さ
（ブラケットの高さ）

lb

 

5.7 開口

5.7.1
防撓材の水切用開口については，可能な限り小さいものとし，丸みのある形状で縁は滑らかなものとしなければならな

い。

一般的に，開口の深さは，主要支持部材の深さの 50%以下としなければならない。

5.7.2
主要支持部材に軽目穴等の開口を設ける場合，開口は面材及び防撓材のスロット等の切欠きからの距離は等距離となる

位置に設け，開口の高さは一般にウェブ高さの 20%以下としなければならない。

遊縁が補強されない軽目穴を設ける場合，一般に，軽目穴の寸法及び位置は図 15 によらなければならない。

 
図 15  軽目穴の位置及び寸法 

 
jj ³££ adhd ,2/,4/          2/,3/ dhd ££j  

      （カラープレートが取り付けられない場合）

ブラケットに軽目穴を設ける場合，開口の周縁から肘板の遊縁までの距離が軽目穴の直径以上となるようにしなければ

ならない。

5.7.3
開口は，端部ブラケットの内端近くに設けてはならない。

5.7.4
主要支持部材のスパン中央，スパンの 0.5 倍の範囲においては，開口の長さは，隣接する開口までの距離以下としなけ

ればならない。

スパン端部においては，開口長さは隣接する開口までの距離の 25%以下としなければならない。

5.7.5
二重底に設けられるパイプトンネルのように主要支持部材のウェブに大きな開口がある場合，主要支持部材と等価のせ

ん断面積を評価することにより，その影響を考慮しなければならない。

等価ネットせん断面積（cm2）は，次の算式によらなければならない。 
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I1，I2 ： 図 16 に示す深いウェブ(1)及び(2)の板部材と平行な中立軸周りのネット断面二次モーメント（cm4）

（取り付け板を含む。） 

Ash1，Ash2： 深いウェブ(1)及び(2)のネットせん断面積（cm2）（防撓材の貫通のための開口がある場合，開口の

深さを減じたウェブ高さによる。） 
l  ： 深いウェブ(1)及び(2)のスパン（cm） 

 
図 16 主要支持部材のウェブの大開口 

 

6. 二重底構造 

6.1 一般

6.1.1 二重底の範囲（SOLAS, Ch.II-1, Part B, Reg.12-1）

船首隔壁から船尾隔壁までの範囲には，二重底を設けなければならない。

6.1.2 構造形式

長さが 120m を超える船舶にあっては，船底外板，内底板及びホッパタンクの斜板は，少なくとも貨物倉エリア内につ

いて，縦式構造としなければならない。肋板及び桁板の心距は，肋骨心距に左右されるが，6.3.3 及び 6.4.1 の絶対値によ

る規定（m）にもよらなければならない。

6.1.3 二重底高さ

二重底を設けることが要求される場合には，内底板は，船底を船体の湾曲部まで保護するように船側まで達するものと

し，いずれの位置においても A 編 2.1.47 に規定するキール線から垂直上方 h（m）に位置するキール線に平行な平面より

上方となるように配置しなければならない。ただし，いかなる場合も h は，0.76m 以上とする。また，2.0m を超えること

を要しない。 

20
Bh =  

二重底高さが変化する場合，一般に，二重底高さは，十分な長さをかけてなだらかに変化させなければならない。また，

内底板のナックルは，肋板位置としなければならない。

これが不可能な場合，ナックル部の前後にまたがって設ける半桁板，縦通ブラケット等の適切な縦通部材を配置しなけ

ればならない。

6.1.4 二重底構造の寸法

二重底構造の幅は，通常，図 17 による。ビルジホッパタンクがある場合，二重底構造の幅はホッパ内端間距離とする。
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図 17 二重底構造の幅 

 

6.1.5 入渠

船底構造は，船舶の入渠時に生じる荷重に耐え得る十分な強度を有するものとしなければならない。

実体肋板間に，中心線桁板と船底外板を連結するようドッキングブラケットを設ける場合，当該ブラケットは中心線桁

板に隣接する船底縦通肋骨に結合しなければならない。

6.1.6 強度の連続性

縦式構造から横式構造に構造形式が変わる場合，追加の桁板又は肋板を設け強度の連続性に配慮しなければならない。

このような構造形式の変化を中央部 0.6LCSR-B 間で行う場合，内底板については，一般に，傾斜板を用いて連続性を維持し

なければならない。

船底縦通肋骨及び内底縦通肋骨は，一般に，肋板を貫通する連続なものとしなければならない。

ホッパタンク斜板の下部 1 条のネット板厚及び降伏強度は，固着する内底板のネット板厚及び降伏強度以上のものとし

なければならない。

6.1.7 補強

船底構造については，主機及びスラスト台下のように集中荷重が作用する場合，局部的に補強しなければならない。

梁柱がある列，隔壁防撓材の端部ブラケットの内端及び隔壁下部スツール斜板の下部については，桁板及び肋板を配置

しなければならない。桁板又は肋板を配置しない場合，追加の主要支持部材又はブラケットを設け，適切に補強しなけれ

ばならない。

固定バラストを設ける場合，厳重に固定しなければならない。必要な場合，この目的のための中間肋板を設けること。

6.1.8 マンホール及び軽目穴

交通性及び換気を確保するために，通常，肋板及び桁板にはマンホール及び軽目穴を備えなければならない。

タンク頂板に設けるマンホールの数は，換気及び二重底構造のすべての箇所への容易な交通を確保するのに矛盾しない

範囲で最小限としなければならない。

梁柱足元直下の桁板及び肋板については，マンホールを設けてはならない。

6.1.9 空気口及び排水口

全ての肋板と桁板には，空気口及び排水口を設けなければならない。

空気口は内底板近くに，排水口は実行可能な範囲で船底外板近くに，それぞれ設けなければならない。

空気口及び排水口は，有効なバラスト水交換を実施のために，バラスト水の漲水及び堆積物の除去を容易にするよう設

計しなければならない。

6.1.10 タンク頂板の排水

タンク頂板から水を排水するために有効な措置を講じなければならない。排水のためのウェルを設ける場合，ウェルの

深さは，二重底高さの半分を超えるものとしてはならない。

6.1.11 当て板

測深棒による船底外板の損傷を防止するために，測深管直下には適切な厚板又は他の同等なものを備えなければならな

い。 
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6.1.12 ダクトキール

ダクトキールを設ける場合，中心線桁板は，一般的に 3m 以下の間隔にある 2 条の桁板として差し支えない。

肋板の位置にあたる構造については，2 つの桁板の十分な連続性を確保するものとしなければならない。

6.2 キール

6.2.1
キールの幅（m）は，次式による値以上としなければならない。

b = 0.8 + LCSR-B/200 
6.3 桁板

6.3.1 中心線桁板

中心線桁板は，貨物倉エリア内全長に亘り，かつ，実効可能な限り船首尾まで延長するものとし，船舶の全長に亘り構

造上の連続性を確保するものとしなければならない。

二重底区画に燃料油，清水又はバラスト水を積載する場合，中心線桁板は，他の水密桁板が船体中心線から 0.25B の範

囲にある場合又は船首尾のように狭隘タンクとなる場合を除き，水密構造としなければならない。

6.3.2 側桁板

側桁板は，貨物倉エリアの船体平行部全長に亘り，かつ，実行可能な限り貨物倉エリアから船首尾側に延長するものと

しなければならない。

6.3.3 心距

隣接する桁板の心距（m）は，一般的に，船底縦通肋骨又は内底縦通肋骨の心距の 5 倍又は 4.6m のいずれか小さい方

の値以下としなければならない。7 章に従う解析結果に応じ，より大きな心距とすることを認めることがある。

6.4 肋板

6.4.1 心距

肋板の心距（m）は，一般に，3.5m 又は設計者が設定する肋骨心距の 4 倍のいずれか小さい方の値以下としなければな

らない。7 章に従う解析結果に応じ，より大きな心距とすることを認めることがある。

6.4.2 横隔壁箇所の肋板

横隔壁に下部スツールを設ける場合，下部スツールの前後斜板直下には，実体肋板を設けなければならない。下部スツ

ールを設けない場合，立て式波形隔壁については前後の面材部分の直下に，平板隔壁については隔壁板直下に，実体肋板

を設けなければならない。

6.4.3 防撓材

肋板には，縦通防撓材の箇所のウェブに防撓材を設けなければならない。ウェブに防撓材を設けない場合，縦通防撓材

の貫通及び固着について疲労強度評価を実施しなければならない。

6.5 ビルジ外板及びビルジキール

6.5.1 ビルジ外板

ビルジ部分の縦通防撓材を省略する場合，実行可能な限りビルジ曲がり部近傍に縦通防撓材を設けなければならない。

6.5.2 ビルジキール

ビルジキールは外板に直接溶接してはならない。中間板を外板に取り付けなければならない。ビルジキールの端部は図

18 に示すとおりスニップとするか又は大きな曲率を有するものでなければならない。また，ビルジキールの端部は船内

側に設けられたビルジ部の横置防撓材の位置に配置し，中間板の端部についてはブロック継手の位置に配置してはならな

い。

ビルジキール及び中間板は，ビルジ外板と同じ降伏強度を有する鋼としなければならない。0.15LCSR-B より長いビルジ

キールは，ビルジ外板と同じグレードの鋼としなければならない。

中間板のネット板厚は，ビルジ外板と等しい板厚にしなければならない。ただし，一般に，15mm を超える板厚とする

必要は無い。

ビルジキールにスカラップを設けてはならない。
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図 18 ビルジキール配置の例 

 
 

7. 貨物区域内の二重船側構造 

7.1 適用

7.1.1
本規定は，縦式又は横式構造の二重船側構造に適用する。

横式構造の二重船側構造とは，水平桁で横式肋骨が支持される構造である。

縦式構造の二重船側構造とは，横桁で縦通肋骨が支持される構造である。

ホッパタンク及びトップサイドタンク内の船側は，一般に，縦式構造としなければならない。二重底構造及び甲板構造

をそれぞれ 6.1.2 及び 9.1.1 の規定に従い横式構造とすることが認められる場合，ホッパタンク及びトップサイドタンク内

の船側についても横式構造とすることができる。

7.2 設計原則

7.2.1
二重船側区画を空所とする場合，当該区画の境界を形成する構造部材については，構造上，6 章に従ってバラストタン

クとして設計しなければならない。この場合，設計上の空気管は，船側における乾舷甲板から 0.76m 上方まで導かれてい

るものとすること。

腐食予備厚については，空所として決定する。

7.3 構造配置

7.3.1 一般

二重船側構造は，二重船側内の横桁及び水平桁により完全に防撓されるものとしなければならない。

水平桁を含む内殻構造の連続性については，貨物倉エリア内及びその外側まで確保しなければならない。スカーフィン

グブラケットにより確保することができる。 

約 3h 最小
100mm 

約 1.5b 

h 

t

br   2t 
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7.3.2 主要支持部材の心距

横式構造の場合，横桁の心距は，一般に，肋骨心距の 3 倍以下としなければならない。

7 章に規定する貨物倉の主要支持部材に関する強度解析の結果に応じ，より大きな心距とすることを認めることがある。

安全交通に関する要件を満足する適切な他の構造部材を配置する場合を除き，二重船側部の水平桁の垂直距離は，6m
を超えてはならない。

7.3.3 主要支持部材の配置

横桁は，トップサイドタンク及びホッパタンク内のトランスリングと同一線上に配置しなければならない。ただし，ト

ップサイドタンクのトランスリングについてこれが実際的でない場合，トップサイドタンク内には，二重船側部の横桁と

同一線上に大きなブラケットを設けなければならない。

二重船側部内の横置隔壁は，貨物倉の横置隔壁と同一線上に配置しなければならない。

倉口端横桁の位置には，垂直主要支持部材を配置しなければならない。

特に規定する場合を除き，船首隔壁の後方，船首端から 0.2LCSR-Bの位置までの二重船側部については，船首倉の桁板と

同一線上に水平桁を設けなければならない。

7.3.4 横式防撓材

船側外板及び内殻の横式防撓材は，二重船側部について高さ方向に連続なもの又は端部ブラケットを備えるものとしな

ければならない。横式防撓材は，水平桁に有効に結合しなければならない。向かい合う船側横式防撓材と内殻横式防撓材

及びこれらを支持する水平桁は，防撓材の上端及び下端において，ブラケットにより固着しなければならない。

7.3.5 縦式防撓材

船側縦通肋骨及び内殻縦通肋骨は，貨物倉エリアの平行部の範囲内において連続なものとし，貨物倉内の横隔壁と同一

線上の横隔壁の箇所にはブラケットを備えるものとしなければならない。これらは，二重船側内の横桁と有効に固着しな

ければならない。貨物倉エリア内の平行部の外側の範囲においては，構造上の連続性について特に注意しなければならな

い。

7.3.6 舷側厚板

舷側厚板の幅（m）は，次の算式よる値以上としなければならない。 

b = 0.715 + 0.425LCSR-B / 100 
舷側厚板は，梁上側板に溶接されるもの又は丸型ガンネルのいずれとしても差し支えない。

丸型ガンネルとする場合，その半径は 17ts（mm）以上としなければならない。ここで tsは舷側厚板のネット厚さ（mm）

とする。

舷側厚板は梁上側板の隅肉溶接は，完全溶け込み溶接又は十分な開先を取った溶接としなければならない。

梁上側板に溶接される舷側厚板の上端縁は，角を滑らかに丸め，ノッチのないものとしなければならない。ブルワーク，

アイプレートのような取付け物は，船首尾部分を除き，舷側厚板の上端縁に直接溶接で取り付けてはならない。

丸型ガンネルのシーム溶接は，舷側厚板の最大ネット厚さの 5 倍以上の距離，曲がり部から離さなければならない。

船首尾部における船楼配置に関連する丸型ガンネルから梁上側板に溶接される舷側厚板への移行については，不連続と

ならないよう注意深く設計しなければならない。

7.3.7 板の継手

内殻板部材及び内底板が結合される箇所については，応力集中の原因とならないよう構造配置に注意しなければならな

い。

内殻材のナックル部については，ナックル部に沿って取り付ける防撓材又は同等なものにより適切に補強しなければな

らない。

内殻とホッパタンクの結合及び内底板とホッパタンクの結合については，主要支持部材により支持しなければならない。

7.4 縦式二重船側構造

7.4.1 一般

二重船側構造の途切れる箇所又は二重船側の幅が変化する箇所においては，強度上の適切な連続性を確保しなければな

らない。

7.5 横式二重船側構造

7.5.1 一般

船側横助骨及び内殻横肋骨については，支柱により連結しても差し支えない。一般に，支柱は，垂直なブラケットによ

り横肋骨と結合する。 
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8. 貨物区域内の単船側構造 

8.1 適用

8.1.1
本規定は，横式構造の単船側構造に適用する。

単船側構造が横桁（特設肋骨）又は水平桁で支持される場合については，これらの主要支持部材を二重船側構造内の主

要支持部材と看做し，7 章の規定を適用する。

8.2 一般配置

8.2.1
船側肋骨は，肋骨心距毎に配置しなければならない。

空気管が貨物倉内を通過する場合，機械的な損傷が生じないよう適切な手段により空気管を保護しなければならない。

8.3 船側肋骨

8.3.1 一般

肋骨は，上部及び下部ブラケットが一体の対称断面形状を有するものとし，ブラケット部のトウは滑らかな形状としな

ければならない。

船側肋骨の面材は，端部ブラケットとの結合箇所で，緩やかな曲線をなすものとし，ナックルとしてはならない。曲率

半径（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

Cf

f

tt
b

r
+

=
24.0

 

tC    ： 3 章 3 節に規定する腐食予備厚

bf，tf ： 曲面を有する面材の幅（mm）及びネット板厚（mm）。面材の端部はスニップ形状としなければ

ならない。 

長さが 190m 未満の船舶については，軟鋼の肋骨とする場合，当該肋骨は，別構造のブラケットを備える非対称断面の

ものとすることができる。ブラケットの面材又は曲縁部の両端部はスニップ形状としなければならない。また，ブラケッ

トのトウは滑らかな形状としなければならない。

肋骨の寸法を，図 19 に定義する。
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図 19 肋骨寸法 

 

 

8.4 上部及び下部ブラケット

8.4.1
ブラケットの面材又は曲縁部は，両端でスニップ形状としなければならない。

ブラケットのトウは滑らかな形状としなければならない。

倒れ止めブラケットの図面板厚は，それらが取り付けられる肋骨のウェブの図面板厚以上としなければならない。

8.4.2
下部及び上部ブラケットの寸法，特に高さ及び長さについては，図 20 に示す値以上としなければならない。
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図 20 上部ブラケット 

 

8.5 倒れ止めブラケット

8.5.1
最前部貨物倉及び BC-A を付記する船舶の全貨物倉において，非対称断面となる肋骨については，図 21 に示すとおり，

肋骨 2 本毎に 1 つの倒れ止めブラケットを設けなければならない。

倒れ止めブラケットの図面板厚は，それらが結合される肋骨のウェブの図面板厚以上としなければならない。

倒れ止めブラケットと肋骨及び倒れ止めブラケットと船側外板の固着については，両側連続溶接としなければならない。

 
図 21 最前部貨物倉の肋骨に取り付ける倒れ止めブラケット 

 

 

8.6 支持構造

8.6.1
肋骨下端部及び上端部の結合部における構造連続性については，図 22 に示すように，ホッパタンク内及びトップサイ

ドタンク内に取り付けられるブラケットにより確保しなければならない。

当該ブラケットは，5.6.2 に従い座屈に対して補強しなければならない。 
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図 22 下端部における支持構造の例 

 

 
 

9. 甲板構造 

9.1 適用

9.1.1
倉口側線外の甲板及びトップサイドタンク斜板は，縦式構造としなければならない。倉口側線内については，適切な構

造上の連続性が確保される場合，縦式構造以外の配置とすることができる。

9.2 一般配置

9.2.1
トップサイドタンク内の桁部材の心距は，一般的に，肋骨心距の 6 倍以下としなければならない。

7 章に規定する貨物倉区域の主要支持部材の強度解析の結果に応じ，より大きな心距とすることを認めることがある。

9.2.2
甲板支持構造は，主要支持部材に支持される縦式又は横式の防撓材からなるものとしなければならない。

9.2.3 倉口間の甲板

甲板口側線内において，クロスデッキ構造は，一般に，横式構造としなければならない。倉口端梁及び甲板口側線内甲

板梁は適切に桁で支持され，倉口側桁から船側に向って 2 番目の縦通部材まで延長されるものとしなければならない。こ

れが実行可能でない場合，縦通肋骨間防撓材を倉口側桁と 2 番目の縦通部材の間に設けなければならない。倉口端梁及び

甲板口側線内甲板梁を 2 番目の縦通部材まで延長することができない場合には，当該構造について，7 章の規定による直

接強度計算又は本会が適当と認める方法により強度評価を行わなければならない。

倉口間甲板の側部における強力甲板との接合は，中間の板厚の板の挿入により円滑なものとしなければならない。

9.2.4 トップサイドタンク構造

トップサイドタンク構造は，可能な限り機関区域まで延長し，徐々に無くなるようなものとしなければならない。

二重船側部横桁がトップサイドタンク内の横桁と同一平面に設けられない場合，二重船側部横桁と同一線上に大きなブ

ラケットを設けなければならない。 
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9.2.5 梁上側板

梁上側板の幅は，次の算式による値以上としなければならない。 

b = 0.35 + 0.5LCSR-B / 100 （m） 

丸型ガンネルが採用される場合，丸型ガンネルは，7.3.6 の規定を満足する曲率を有するものとしなければならない。

9.2.6
次の箇所については，部材を重ねて配置すること又は十分なスカーフ構造を備えることにより適切な強度の連続性を確

保しなければならない。

・ 段差のある強力甲板

・ 防撓方式が変化する箇所

9.2.7
甲板支持構造であって，甲板機械，クレーン，キングポスト及び曳航装置，係留装置等の装置の下部となる部分につい

ては，適切に補強しなければならない。

9.2.8
大きな集中荷重が作用する場所の下部には，一般に，梁柱又はその他の支持構造を設けなければならない。

9.2.9
甲板室と部分船楼の端部及び隅部については，適切な防撓材配置を検討すること。

9.2.10 倉口端横桁の甲板構造との結合

倉口端横桁の甲板構造との結合については，トップサイドタンク内部の追加の横桁又はブラケットを設けることにより

適切なものとしなければならない。

9.2.11 甲板の構造

甲板上の倉口又は他の開口については，隅部を丸くし，必要な場合，適切な応力緩和措置を講じなければならない。

9.3 縦式甲板構造

9.3.1 一般

貨物倉エリア内の船体平行部において，倉口側線内を除く強力甲板の縦通梁については，甲板横桁及び水密隔壁部にお

いて連続なものとしなければならない。貨物エリア内の船体平行部の外側となる縦通梁については，縦強度について適切

な連続性が確保される場合，その他の配置とすることができる。

縦通防撓材端部の結合については，十分な曲げ及びせん断強度を有するものとしなければならない。

9.4 横式甲板構造

9.4.1 一般

甲板構造を横式構造とする場合，横式甲板梁及び横式甲板防撓材は，肋骨心距毎に配置しなければならない。

横式甲板梁及び横式甲板防撓材は，船側構造又は船側肋骨にブラケットで結合しなければならない。

9.5 倉口支持構造

9.5.1
倉口には，補強された寸法の倉口側部縦桁及び倉口端横桁を設けなければならない。

9.5.2
倉口端横桁と特設肋骨は，確実に固着しなければならない。倉口端横桁は，トップサイドタンク内の横桁と同一線上に

配置しなければならない。

9.5.3
開口部においては，甲板縦桁により，ハッチサイドコーミングの強度上の連続性を確保しなければならない。

倉口隅部において，甲板下にハッチコーミングと同一線上に配置される甲板桁又はその延長部分と倉口端横桁は強度の

連続性を確保するために，有効に結合しなければならない。

9.5.4
グラブによる荷役又は揚貨を行うよう設計された貨物倉を有する船舶であって，船級符号への追加の付記 GRAB-[X]を

有する船舶にあっては，倉口側部縦桁（例えば，トップサイドタンクの上部）及び倉口端横桁並びにハッチコーミング上

部に半丸鋼を取り付ける等の適切な保護を講じることにより，倉口部のワイヤロープによる損傷を防止しなければならな

い。 
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9.6 強力甲板の開口

9.6.1 一般

強力甲板における開口は最小限とし，かつ，その他の開口及び有効な船楼の端部からは実行可能な限り距離をおくもの

としなければならない。開口は，実行可能な限り，倉口隅部，ハッチコーミング及び船側外板から離して設けなければな

らない。

9.6.2 小開口の配置

小開口は，一般に，図 23 に斜線部として示される範囲の外側に設けなければならない。斜線部は，以下のように定義

する。

・ 丸形ガンネルの曲げ部分及び船側外板

・ e は倉口側部から 0.25(B   b)の距離

・ c は b1.007.0 +l  又は 0.25b のうち，どちらか大きい方の値 

b ：当該倉口の幅（m）で船幅方向に計測する。（図 23 参照） 
l  ：倉口隅部におけるクロスデッキの幅（m）で，船長方向に計測する。（図 23 参照）

さらに，上記の範囲と開口間又は開口間同士の船幅方向の距離については，次の値以上としなければならない。

・ 図 23 に示す前記範囲と開口の間又は倉口と開口の間の船幅方向の距離

・ 円形開口の場合 g2 = 2a2

・ 楕円形開口の場合 g1 = a1

・ 図 24 に示す開口間の船幅方向の距離

・ 円形開口の場合 2(a1 + a2)

・ 楕円形開口の場合 1.5(a1 + a2) 

a1 ：楕円又は円形の開口の船幅方向の大きさ

a2 ：隣接する楕円又は円形の開口の船幅方向の大きさ

a3 ：隣接する楕円又は円形の開口の船長方向の大きさ 

・ 開口間の船長方向の距離は次の値以上としなければならない。

・ 円形開口同士の場合  (a1 + a2)

・ 楕円形開口同士の場合又は円形開口と同一線上の楕円形開口の場合 0.75(a1 + a2) 

開口配置がこれの要件を満足しない場合，5 章の規定による縦強度評価は，それらの開口を控除して行わなければなら

ない。

 
図 23 強力甲板における開口の位置 

 

－72－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  3章  6節）



9.6.3 倉口隅部

貨物倉エリア内に位置する倉口において，開口隅部を円形とする場合，一般に，倉口隅部には，後述する算式による板

厚以上のインサートプレートを備えなければならない。ハッチコーミングの下部に連続する甲板縦桁を設ける場合，倉口

隅部の曲率半径は，倉口幅の 5%以上としなければならない。

船幅方向に 2 つ以上の倉口を配置する場合の倉口隅部の曲率については，本会の適当と認めるところによる。

貨物倉エリア内に位置する倉口において，開口隅部が楕円形又は放物線形状で，かつ，その大きさを次の算式以上とす

る場合，一般的に，倉口隅部にインサートプレートを備える必要はない。

・ 船幅方向： 倉口幅の 1/20 又は 600mm のいずれか小さい方の値

・ 船首尾方向： 船幅方向の寸法の 2 倍

インサートプレートが要求される場合，そのネット板厚（mm）は，次の算式によらなければならない。ただし，t 未満

としてはならない。また，1.6t より大きい値とする必要はない。 
tbtINS )/4.08.0( l+= （mm） 

l  ： 倉口隅部におけるクロスデッキの幅（m）で，船長方向に計測する。（図 23 参照） 

b ： 当該倉口の幅（m）で船幅方向に計測する。（図 23 参照）

t ： 倉口側部における甲板のネット板厚（mm） 

最船首の倉口の前端及び最船尾の倉口の後端の隅部におけるインサートプレートの板厚は，隣接する甲板の板厚の 1.6

倍より大きなものとしなければならない。倉口隅部における応力が許容値より低いことが示される場合，その結果に基づ

き，より薄い板厚とすることを認めることがある。

インサートプレートが要求される場合，図 25 に示す配置において d1，d2，d3 及び d4 は縦通防撓材心距より大きなもの

としなければならない。

貨物倉エリア外に位置する倉口において，倉口隅部に設けるインサートプレートの板厚については，本会の適当と認め

るところによる。

長さ LCSR-B が 150m 以上のばら積貨物船においては，倉口隅部の半径，板厚及びインサートプレートの適用範囲は，7
章 2節及び 3 節に規定される座屈評価を含む直接強度評価及び 8章 5節に規定される倉口隅部の疲労評価により決定する

ことができる。
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図 24 強力甲板における楕円及び円形の開口 
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図 25 倉口隅部におけるインサートプレート 

 

 
 

10. 隔壁構造 

10.1 適用

10.1.1
本規定は，平板及び波形の縦通隔壁及び横置隔壁構造に適用する。

10.1.2
平板隔壁は水平又は垂直方向に防撓される。

水平防撓式の隔壁とは，立て桁及びそれに支持される水平防撓材により構成される。

垂直防撓式の隔壁とは，水平桁及びそれに支持される垂直防撓材により構成される。

10.2 一般

10.2.1
隔壁付き立て桁のウェブ高さは，隔壁底部から甲板まで漸次減じることができる。

10.2.2
船尾隔壁における船尾管取り付け部のネット板厚については，少なくとも他の部分の 1.6 倍としなければならない。

10.3 平板隔壁

10.3.1
隔壁が最上層の連続甲板まで達していない場合，当該隔壁の延長部は適切に補強しなければならない。

隔壁の甲板桁貫通箇所は補強しなければなければならない。

ホッパタンク及びトップサイドタンクの水密隔壁の垂直防撓材のウェブは，一般的に，内殻斜板の縦通防撓材のウェブ

と同一線上になるようにしなければならない。

縦通隔壁のナックル部近傍には主要支持部材を設けなければならない。ナックルと主要支持部材との距離については，

70mm 以下としなければならない。ナックルが垂直方向でない場合，ナックル部に取り付ける防撓材又は他の部材により

適切に補強しなければならない。

二重底には，平板横隔壁と同一線上に実体肋板を設けなければならない。

10.3.2 防撓材の端部固着

水密隔壁の縦通部材の貫通部は，水密としなければならない。

一般的に，防撓材の端部は，ブラケットにより固着しなければならない。船体形状等によりブラケットによる端部固着

とできない場合については，隣接する縦通部材間に設けるヘッダに固着しなければならない。さらにこれが不可能な場合

については，スニップ端として差し支えない。この場合，防撓材及び関連板部材の寸法は，端部固着状態等に応じて増減

しなければならない。

10.3.3 防撓材のスニップ端

水圧試験が要求される隔壁については，防撓材端部をスニップ端としてはならない。防撓材をスニップ端とする場合，

スニップ角度は 30 度以下とし，端部を可能な限り隔壁境界まで延長しなければならない。 
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10.3.4 防撓材のブラケット固着

防撓材をブラケット固着とする場合，図 26 及び図 27 に示す防撓材端部ブラケットの腕の長さは，次の値（mm）以上

としなければならない。

・ 腕の長さ a 
・ 水平防撓材のブラケット及び垂直防撓材の底部ブラケット： a = 100 l  

・ 垂直防撓材の上部ブラケット： a = 80 l  

・ 腕の長さ b は，次式による値のいずれか大きい方の値以上としなければならない。 

b = 80((w + 20)/t)0.5 
tpsb /la=  

l  ： 防撓材のスパン（m）で，支持部材間で計測する。 

w ： 防撓材のネット断面係数（cm3）

t ： ブラケットのネット板厚（mm）

p ： スパン中央で算出される設計圧力（kN/m2） 
a  ： 次に与える係数 

タンク隔壁： 9.4=a  

水密隔壁： 6.3=a  

防撓材とブラケットの接合は，結合部のネット断面係数が防撓材のネット断面係数以上となるようなものとしなければ

ならない。

 
図 26 平板隔壁の防撓材上端におけるブラケット 

 
 

図 27 平板隔壁の防撓材下端におけるブラケット 

 

10.4 波形隔壁

10.4.1 一般

長さが 190m 以上の船舶については，立て式波形構造とする水密横置隔壁には，下部スツール及び一般に甲板下に設け

る上部スツールを備えなければならない。長さが 190m 未満の船舶については，内底板から上甲板まで波形隔壁として差

し支えない。ただし，長さが 150m 以上 190m 未満の船舶については，7 章に規定される直接強度評価を適用し，評価基

準を満足しなければならない。 
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10.4.2 構造

波形隔壁の主要な寸法 a，R，c，d，t，j 及び sCは図 28 に定義される。 

曲げ半径は次の値以上としなければならない。 

R = 3.0t
ここで，t は波形隔壁の図面板厚（mm）とする。 

図 28 に示す波形隔壁の波形角度j は 55 度以上としなければならない。 

曲げが卓越する範囲において曲げが作用する軸と平行な方向の溶接を施工する場合については，溶接手順を提出し，本

会の承認を受けなければならない。

 
図 28 波形隔壁の寸法 

a
c

sC

tw

d

tf

o55³j
R

 

10.4.3 波形部の断面係数

波形部の断面係数（cm3）は，次式により求められる。 

310
6

)3( -
ú
û

ù
ê
ë

é +
= wf ctatd

w  

tf，tw ： 図 28 に示す波形部のネット板厚（mm）

d，a，c： 図 28 に示す波形隔壁の寸法（mm） 

隔壁端部においてウェブの連続性が確保できない場合，波形隔壁の断面係数（cm3）については，次式によらなければ

ならない。

w = 0.5atfd 10-3 

10.4.4 波形部のスパン

波形部のスパン Cl は図 29 に示す距離としなければならない。 

Cl の定義において，船体中心線における上甲板から上部スツール底板までの距離は次の値以下としなければならない。 

・ 一般に，波形部の深さの 3 倍

・ 方形スツールの場合，波形部の深さの 2 倍

10.4.5 構造配置

波形隔壁の強度上の連続性は，波形部の端部で確保されなければならない。

主要支持部材において波形隔壁が連続とならない場合，主要支持部材の両側において波形部の適正な連続性を確保する

よう注意を払わなければならない。

立て式波形横隔壁又は縦通隔壁を内底板に溶接する場合，肋板又は桁板を，波形隔壁フランジ部の各々の下部に配置し

なければならない。

一般に，立て式波形隔壁の境界構造に溶接されるフランジ部分の幅については，当該波形隔壁のフランジ部の標準的な

幅以上としなければならない。 
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図 29 波形スパン 

 

 

10.4.6 隔壁スツール

下部スツールには，スツール内部の二重底の縦通桁板又は肋板の箇所に，板部材又は桁部材を設けなければならない。

上部スツールを甲板横桁又は倉口端横桁と連結するように，肘板又は深いウェブを取り付けなければならない。

10.4.7 下部スツール

下部スツールを備える場合，下部スツールは，一般に，波形部の深さの 3 倍以上の高さを有するものとしなければなら

ない。

スツール側板に垂直防撓材を取り付ける場合，当該防撓材の端部は，スツールの上下端でブラケットにより固着しなけ

ればならない。

スツール頂板の縁から波形部フランジの表面までの距離 d については，図 30 によらなければならない。

スツール底部は，二重底桁板又は肋板と同一線上に設置するものとし，波形部の平均深さの 2.5 倍以上の幅を有するも

のとしなければならない。

波形隔壁を有効に支持するために，スツール内部には，二重底の縦通桁板又は肋板の箇所に，板部材を設けなければな

らない。スツール頂板の結合箇所においては，ブラケット及び板部材にスカラップを設けてはならない。

波形隔壁に下部スツールを設ける場合，波形隔壁の面材及びウェブとスツール頂板との溶接は，完全溶込み溶接としな
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ければならない。スツール側板とスツール頂板及び内底板との溶接，並びにスツール側板を支持する肋板と内底板との溶

接は，完全溶込み溶接又は十分な開先を取った溶接としなければならない。

 
図 30 スツール頂板の縁から波形フランジの表面までの許容距離 d 

 

10.4.8 上部スツール

上部スツールを備える場合，上部スツールは，一般的に，波形部の深さの 2 倍から 3 倍の高さとしなければならない。

方形スツールについては，一般的に，倉口側部の甲板縦桁の位置において甲板レベルから測る高さを，波形部の深さの 2

倍としなければならない。

横隔壁の上部スツールは，隣接する倉口端横桁との間に設けられる甲板縦桁又は深いブラケットにより適切に支持しな

ければならない。

上部スツール底板の幅は，一般的に，下部スツール頂板の幅と等しいものとしなければならない。方形でないスツール

の頂板は，波形部の深さの 2 倍以上の幅を有するものとしなければならない。

スツール側板に垂直防撓材を取り付ける場合，当該防撓材の端部は，スツールの上下端でブラケットにより固着しなけ

ればならない。

波形隔壁を有効に支持するために，スツールには，倉口端横桁又は甲板横桁に達する甲板縦桁の箇所に，板部材を設け

なければならない。

スツール底板の結合箇所においては，ブラケット及び板部材にスカラップを設けてはならない。

10.4.9 直線性

上部スツールを備えない場合，甲板部には，波形部のフランジと同一線上に補強された 2 本の横桁又は縦桁を設けなけ

ればならない。

下部スツールを備えない場合，内底板において，波形部のフランジは，これを支持する桁板又は肋板と同一線上に取り

付けられなければならない。

波形部と内底板の溶接及び肋板又は桁板と内底板の溶接については，完全溶け込み溶接としなければならない。二重底

肋板における内底板縦通肋骨の端部結合箇所のスロットについては，カラープレートで塞がなければならない。これらの

肋板又は桁板については，せん断に対して適切に設計された板部材により，互いを結合しなければならない。

スツール側板は，波形部のフランジと同一線上に配置しなければならない。下部スツール内の側板付き垂直防撓材及び

ブラケットは，これらの防撓部材間で適切な荷重伝達が行われるよう，内底板縦通肋骨等の二重底構造部材と同一線上に

配置しなければならない。

下部スツール側板は，内底板と下部スツール頂板の間でナックルを設けてはならない。

10.4.10 圧縮フランジの有効幅

波形隔壁の強度評価において圧縮場にあると考えられる波形部フランジの有効幅については，次の算式によらなければ

ならない。

bef = CEa（m） 

CE ： 次に示す係数 
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25.1>b の場合： 2
25.125.2

bb
-=EC  

25.1£b の場合： CE = 1.0 

b  ： 次に示す係数 

E
R

t
a eH

f

310=b  

a ： 波形部フランジ幅（図 28 参照）

tf ： フランジのネット板厚（mm） 

10.4.11 有効なシェダープレート

有効なシェダープレートとは，次の全てに合致するものをいう。

・ ナックル部がないこと

・ 11 章に従って波形部及び下部スツール頂板に溶接されること

・ 下縁を下部スツール側板と同一線上とし，最小傾斜角 45 度で取り付けられること

・ 波形部フランジに要求される板厚の 75%以上の板厚を備えること

・ 波形部フランジに要求されるもの以上の材料特性を備えること

10.4.12 有効なガセットプレート

有効なガセットプレートとは，次の全てに合致するものをいう。

・ 10.4.11 で要求される板厚，材料特性及び溶接固着に合致するシェダープレートと組み合わされること

・ フランジ幅の半分以上の高さを備えること

・ 下部スツール側板と同一線上に取り付けられること

・ 11 章 2 節に従って下部スツール頂板，波形部及びシェダープレートと溶接されること

・ 波形部フランジに要求されるもの以上の板厚及び材料特性を備えること

10.4.13 （削除）

 
図 31 （削除） 

 
図 32 （削除） 

 
図 33 （削除） 

 
図 34 （削除） 

 
図 35 （削除） 

10.4.14 （削除）

10.4.15 （削除）

10.5 非水密隔壁

10.5.1 梁柱として機能しない非水密隔壁

梁柱として機能しない非水密隔壁は，次に示す値以下の心距で垂直防撓材を設けなければならない。

・ 横置隔壁の場合： 0.9m

・ 縦通隔壁の場合： 肋骨心距の 2 倍。ただし，最大 1.5m とする。

隔壁付き防撓材のネット板厚（mm）は，次の算式により定まる値以上としなければならない。 

2015.03 Lt +=  

L2：船の長さ LCSR-B（m）。ただし 300m を超える場合は 300m とする。

隔壁付き防撓材が平鋼の場合，防撓材の深さは，原則防撓材の長さの 1/12 以上としなければならない。6 章 2 節 2.3.1
及び 4.並びに 6 章 3 節 4.の規定を満足する場合には，防撓材の深さを防撓材長さの 1/12 よりも小さな値として差し支え

ない。 
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10.5.2 梁柱として機能する非水密隔壁

梁柱として機能する非水密隔壁は，次に示す値以下の心距で垂直防撓材を設けなければならない。

・ 肋骨心距が 0.75m を超えない場合：肋骨心距の 2 倍

・ 肋骨心距が 0.75m を超える場合：肋骨心距

それぞれの垂直防撓材は，隔壁板のネット板厚の 35 倍又は当該防撓材の長さの 1/12 のいずれか小さい方の値の幅の隔

壁板を考慮して，支持する荷重に対し 6 章 2 節で適用される要件に適合しなければならない。

縦式構造の甲板を支持する非水密隔壁の場合，甲板横桁の箇所に垂直桁を設けなければならない。

10.6 トランク及びトンネルの水密隔壁

10.6.1 （SOLAS Ch.II-1, Part B, Reg.19.1）

トランク，トンネル，ダクトキール及び通風筒であって水密構造のものについては，対応する垂直方向の位置における

水密隔壁に要求されるものと等しい強度を備えるものとしなければならない。それらの水密を維持する手段及びそれらの

開口を閉鎖するため措置については，本会の適当と認めるところによる。 

11. 梁柱 

11.1 一般

11.1.1
梁柱は，実行可能な限り，同一の垂直線に取り付けなければならない。これが実行不可能な場合，梁柱に作用する荷重

を下方の支持部材への伝達する有効な手段を備えなければならない。

11.1.2
梁柱は，二重底桁板と同一線上に又は実行可能な限りその近くに配置し，梁柱の上部及び下部の構造は，荷重を効果的

に分配させるよう十分な強度のものとしなければならない。

内底板に取り付けられる梁柱を肋板と桁板の交差部に配置しない場合，梁柱下部には，部分肋板若しくは部分桁板又は

梁柱を支持するに適当な等価な構造を配置しなければならない。

11.1.3
タンク内に設ける梁柱は，中実又は開断面のものとしなければならない。爆発性ガスを生じる製品を積載する区画に設

ける梁柱は，開断面のものとしなければならない。

11.1.4 接合

梁柱の上端及び脚部は，必要に応じてダブリングプレート及びブラケットにより固定しなければならない。タンク内に

設ける梁柱のように，引張り荷重を受ける梁柱の場合，梁柱の上端及び脚部は，引張り荷重に耐え得るよう効果的に固着

するものとし，ダブリングプレートに代えてインサートプレートを設けなければならない。

一般的に，ダブリングプレートのネット板厚は，梁柱のネット板厚の 1.5 倍以上としなければならない。

梁柱の上端及び脚部は，連続溶接で固着しなければならない。 
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4 章 設計荷重 

1 節 一般 

1. 一般 

1.1
1.1.1
等価設計波手法は，静水中及び波浪中における板部材に垂直な面外荷重とハルガーダ荷重を含む設計荷重の設定に用い

られる。

1.1.2
静水圧並び貨物及びにバラストによる静圧は，静水中における面外荷重として考慮する。波浪変動圧並びに貨物及びバ

ラストの慣性による変動圧は，波浪中における面外荷重として考慮する。

1.1.3
静水中せん断力及び静水中曲げモーメント並びに波浪中せん断力，波浪中縦曲げモーメント及び波浪中水平曲げモーメ

ントは，ハルガーダ荷重として考慮する。

1.1.4
波浪中面外荷重及び波浪中ハルガーダ荷重による応力は，各等価設計波に対して定められた荷重組合せ係数を用いて組

合せなければならない。
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2 節 船体運動及び加速度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

a0 ：加速度パラメータで，次の算式による値。 

( )  
ø

ö

ç
ç

è

æ
-+-=

---
20

600344.247.058.1
BCSRBCSRBCSR

Bp LLL
Cfa  

TR ：2.1.1 に定義するロール周期（s） 
q  ：2.1.1 に定義するロール角（deg） 

TP ：2.2.1 に定義するピッチ周期（s） 

  ：2.2.1 に定義するピッチ角（deg） 

fp ：超過確率レベルに対応する係数で，次による。 

超過確率 10-8 に対応する強度評価に対して：1.0

超過確率 10-4 に対応する強度評価に対して：0.5 

 

1. 一般 

1.1
1.1.1
船体運動及び加速度は，周期的なものとする。この節の算式で規定する船体運動及び加速度の振幅は，振幅の山から谷

までの半分とする。

1.1.2
船舶の特性及び計画されている運航に基づき正当だと認められる場合においては，直接計算又は模型試験から得られた

船体運動及び加速度の値を，この節の算式に代わるものとして本会は認めることがある。一般的に，使用される船体運動

及び加速度の値は，超過確率レベル 10-8 又は 10-4 に対応したものとする。またこの場合，想定した長期波浪頻度分布及び

波スペクトルを含む模型試験結果又は数値計算結果を，承認のために本会に提出しなければならない。 

2. 船体絶対運動及び加速度  

2.1 ロール周期及びロール角 

2.1.1
ロール周期 TR（s）及びロール角 q （deg）は，次の算式による。 

GM
kT r

R
3.2

=  

( )
( )pq

75
025.025.19000

+

-
=

B
kfT bpR  

kb  = 1.2  ビルジキールを有さない船舶

 = 1.0  ビルジキールを有する船舶

kr ： 考慮する積付状態におけるロールの慣動半径（m）。krの値があらかじめ得られていない場合には，表 1
に示す算式によるものとして差し支えない。 

GM ： 考慮する積付状態におけるメタセンタ高さ（m）。GM の値があらかじめ得られていない場合には，表 1
に示している値によるものとして差し支えない。 
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表 1 kr及び GM の値 

積付状態 kr GM 

均等積状態及び隔倉積状態 0.35B 0.12B 
満載状態 

スチールコイル積載状態 0.42B 0.24B 

ノーマルバラスト状態 0.45B 0.33B 

ヘビーバラスト状態 0.40B 0.25B 

2.2 ピッチ周期及びピッチ角

2.2.1
ピッチ周期 TP（s）及びピッチ角  （deg）は，次式による。 

g
TP

pl2
=  

4
960

BBCSR
p C

V
L

f 
-

=  

BCSR
S

LC L
T
T

- 
ø

ö
çç
è

æ
+= 16.0l  

2.3 上下揺

2.3.1
上下揺による上下方向加速度 aheave（m/s2）は，次式による。

aheave = a0g 
2.4 左右揺

2.4.1
左右揺による左右方向加速度 asway（m/s2）は，次式による。

asway = 0.3a0g 
2.5 前後揺

2.5.1
前後揺による前後方向加速度 asurge（m/s2）は，次式による。

asurge = 0.2a0g 

3. 船体相対加速度 

3.1 一般

3.1.1
任意点における X，Y 及び Z 方向の加速度は，船体絶対運動により生じる加速度成分及び 2.1 から 2.5 までに規定する

加速度により構成される。

3.2 加速度

3.2.1
任意点における前後方向加速度，左右方向加速度及び上下方向加速度の基準値は，次の算式による。

・ 前後方向： 
xpitchXPsurgeXSXGX aCaC gCa ++= sin  

・ 左右方向： 
yrollYRswayYSYGY aCaCgCa ++= qsin

 
・ 上下方向： 

zpitchZPzrollZRheaveZHZ aCaCaCa ++=
 

ここで，CXG，CXS，CXP，CYG，CYS，CYR，CZH，CZR及び CZPは，4 章 4 節 2.2 に規定する荷重組合せ係数とする。

apitch x ： ピッチによる前後方向加速度（m/s2） 
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R
T

 a
P

xpitch

2
2

180  
ø

ö
çç
è

æ
=

pp  

aroll y ： ロールによる左右方向加速度（m/s2） 

R
T

a
R

yroll

2
2

180  
ø

ö
çç
è

æ
=

ppq  

aroll z ： ロールによる上下方向加速度（m/s2） 

y
T

a
R

zroll

2
2

180  
ø

ö
çç
è

æ
=

ppq  

apitch z ： ピッチによる上下方向加速度（m/s2） 

( )BCSR
P

zpitch Lx
T

 a -- 
ø

ö
çç
è

æ
= 45.02

180

2
pp  

ただし， ( )BCSRLx -- 45.0 が 0.2LCSR-B未満のときは，0.2LCSR-B とする。 

 
ø

ö
ç
è

æ +-=
2

,
24

min DTDzR LC  

x，y，z：1 章 4 節に定義する参照座標系における考慮している位置の X，Y，Z 座標（m） 
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3 節 ハルガーダ荷重 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

x ： 参照座標系における計算点の X 座標（m）

fp ： 4 章 2 節に規定する超過確率レベルに対応する係数

 

1. 一般 

1.1 曲げモーメント及びせん断力の符号の定義

1.1.1
本節において，曲げモーメント及びせん断力は絶対値を考慮しなければならない。曲げモーメント及びせん断力の符号

は 4 節の表 3 に従って考慮しなければならない。任意の船体横断面における縦曲げモーメント，水平曲げモーメント及び

せん断力の符号の定義については，図 1，即ち，以下による。

・ 縦曲げモーメント MSW及び MWV は，強力甲板に引張応力が生じる場合（ホギング曲げモーメント）を正とし，逆

の場合（サギング曲げモーメント）を負とする。 

・ 水平曲げモーメント MWHは右舷に引張応力が生じる場合を正とし，逆の場合を負とする。

・ せん断力 QSW 及び QWV は，考慮する船体横断面の前に上向き合力が作用し，考慮する船体横断面の後に下向き合

力が作用する場合を正とし，逆の場合を負とする。 

 
図 1 せん断力 QSW，QWV及び曲げモーメント MSW，MWV，MWHの符号の定義 

 

2. 静水荷重 

2.1 一般

2.1.1
一般に，個々の積付状態毎に静水中縦曲げモーメント及びせん断力を適用しなければならない。造船所は，4 章 7 節に

規定するそれぞれの積付状態について縦強度計算を本会に提出しなければならない。

静水中縦曲げモーメント及びせん断力の値は，ハルガーダ強度に関する上限値として取り扱わなければならない。

通常，静水中縦曲げモーメント MSW 及びせん断力 QSW の計算においては，出港時及び入港時における燃料油，清水及

び消費物の積載量に基づき，設計貨物積付状態及びバラスト状態を考慮しなければならない。航海中の任意の中間状態に

おいて消費物の積載量及び特性がより過酷な条件を与えると考えられる場合には，上記の出入港時の積付状態に加え，こ

のような中間状態についての縦強度計算を本会に提出しなければならない。また，航海中にバラストの漲水又は排水を計

(+) 

(+) 

(+) 

 

MSW，MWV 

MWH 

船尾 船首

船尾 船首

QSW，QWV 
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画する場合には，当該タンクの漲水又は排水の直前及び直後の状態についての縦強度計算を本会に提出しなければならな

い。承認された場合，このようなバラスト漲水又は排水をローディングマニュアルに記載する。

2.1.2 バラスト状態時に部分漲水とするバラストタンク

出入港時及び中間状態において，船首尾バラストタンク又はバラストタンクを部分漲水とするバラスト積付状態につい

ては，次の条件を満足しない限り，設計積付条件としてはならない。

・ 空の状態から満載状態までのすべての液面レベルにおいて許容設計応力を満足すること

・ BC-A 船又は BC-B 船の場合，空の状態から満載状態までのすべての液面レベルにおいて，5 章 1 節 2.1.3 に規定す

る浸水時のハルガーダ強度を満足すること。 

出入港状態及び 2.1.1 に規定する中間状態において，空の状態から満載状態までのすべての液面レベルにおいて上記条

件を満足していることを実証するために，部分漲水とするバラストタンクは，次の状態を検討しなければならない。

・ 空

・ 満載

・ 計画する液面レベルでの部分漲水

複数のタンクを同時に部分漲水状態とする場合にあっては，これらのタンクをそれぞれに空，満載及び計画する液面レ

ベルでの部分漲水とする全ての組合せを検討しなければならない。

2.1.3 貨物積載状態時に部分積付となるバラストタンク

貨物積載状態にあっては，2.1.2 における要件を船首尾バラストタンクのみに適用する。

2.1.4 シーケンシャル法によるバラスト水の交換

シーケンシャル法によりバラスト水を交換する場合にあっては，2.1.2 及び 2.1.3 の規定を考慮する必要はない。

2.2 静水中縦曲げモーメント

2.2.1
任意の船体横断面における設計静水中縦曲げモーメント MSW,H及び MSW,S は，2.1.1 に規定する積付状態において当該船

体横断面で算出される静水中縦曲げモーメントの，ホギング状態及びサギング状態それぞれの最大値とする。設計者が別

途与える場合には，より大きな値を考慮することができる。

2.2.2
設計初期段階において，任意の船体横断面における設計静水中曲げモーメントが設定されない場合には，図 2 に示す船

長方向分布を考慮して差し支えない。

図 2 中の MSW は，船体中央断面におけるホギング状態又はサギング状態での設計静水中縦曲げモーメントで，次の算

式による値以上としなければならない。

・ ホギング状態： MSW,H = 175CLCSR-B
2B(CB + 0.7)10-3   MWV,H

・ サギング状態： MSW,S = 175CLCSR-B
2B(CB + 0.7)10-3   MWV,S

ここで，MWV,H及び MWV,S は，3.1 に規定する波浪中縦曲げモーメント（kN-m）とする。

 
図 2 静水中曲げモーメントの分布 

0.2MSW

MSW

0.0 0.3 0.5 0.7 1.0
AE FE

x/L

静水中曲げモーメント

 

2.3 静水中せん断力

2.3.1
任意の船体横断面における設計静水中せん断力 QSW は，2.1.1 に規定する積付状態において当該船体横断面で算出され

るせん断力の，正負それぞれの最大値とする。設計者が別途与える場合には，より大きな値を考慮することができる。 

x/LCSR-B 
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2.4 浸水状態における静水中縦曲げモーメント及び静水中せん断力

2.4.1
浸水状態における静水中縦曲げモーメント MSW,F（ホギング状態及びサギング状態）及び静水中せん断力 QSW,F は，各

貨物倉が単独に最終平衡状態における喫水線まで浸水するシナリオを考慮して決定しなければならない。

このとき，二重船側内は浸水しないものと考えて差し支えない。また，貨物倉については，貨物倉のみが浸水するとい

う仮定による最終平衡状態における喫水線までの浸水を考えればよく，倉内が完全に浸水する状態を考慮する必要はない。

2.4.2
浸水した水の重量を計算するため，以下の仮定を設ける。

a) 空倉及び貨物積載倉の貨物上の空間の浸水率は 0.95 とする。

b) それぞれの積載貨物について適切な浸水率及び貨物密度を適用しなければならない。鉄鉱石に対して，最小浸水率

を 0.3 とし，ばら積貨物密度を 3.0t/m3 とする。セメントに対して，最小浸水率を 0.3 とし，ばら積貨物密度を 1.3t/m3

とする。ここで，ばら積み固形貨物の浸水率とは，貨物の総体積に対する，貨物の粒子，顆粒又はより大きな断片

間の海水が入り込むことのできる空隙の割合をいう。

梱包された貨物（例えば，鉄鋼製品など）に対しては，浸水率は 0 とし，ばら積貨物密度は貨物自身の実際の密度を用

いること。

2.4.3
ハルガーダの静水中縦曲げモーメント及び静水中せん断力において，浸水による影響を定量化するため，詳細な計算を

行わなければならない。船舶の設計条件とした積付状態を考慮するものとし，それぞれの積付状態について，各貨物倉が

単独に最終平衡状態における喫水線まで浸水した場合を考慮しなければならない。静水中縦曲げモーメント及び静水中せ

ん断力は，考慮する積付状態及び浸水貨物倉の全ての組合せに対して計算しなければならない。 

3. 波浪荷重 

3.1 波浪中縦曲げモーメント

3.1.1 非損傷状態

考慮する船体横断面における非損傷時の波浪中縦曲げモーメント（kN-m）は，次式による。

・ ホギング状態： MWV,H = 190FM fpCLCSR-B
2BCB 10-3

・ サギング状態： MWV,S = 110FM fpCLCSR-B
2B(CB + 0.7) 10-3 

FM ： 分布係数で，表 1 による値（図 3 参照） 

 
表 1 分布係数 FM 

船体横断面位置 分布係数 FM 

BCSRLx -<£ 4.00  
BCSRL

x
-

5.2  

BCSRBCSR LxL -- ££ 65.04.0  1.0 

BCSRBCSR LxL -- £<65.0   
ø

ö
çç
è

æ
-

-BCSRL
x186.2  

 
図 3 分布係数 FM 

 FM

x
L

FEAE
0.0 0.4 0.65 1.0

1.0

 

x/LCSR-B 
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3.1.2 浸水状態

考慮する船体横断面における浸水時の波浪中縦曲げモーメント（kN-m）は，次式による。 

MWV,F = 0.8MWV 
MWV ：3.1.1 の規定による。 

3.1.3 港内状態

考慮する船体横断面における港内状態の波浪中縦曲げモーメント（kN-m）は，次式による。 

MWV,P = 0.4MWV 
MWV ： 3.1.1 の規定による。 

3.2 波浪せん断力

3.2.1 非損傷状態

考慮する船体横断面における非損傷時の波浪せん断力（kN）は，次式による。 

QWV = 30FQ fpCLCSR-BB(CB + 0.7) 10-2 

FQ ： 正及び負のせん断力に対する分布係数で，表 2 による値（図 4 参照） 

 
表 2 分布係数 FQ 

 

 
図 4 分布係数 FQ 

 

3.2.2 浸水状態

考慮する船体横断面における浸水時の波浪せん断力（kN）は，次式による。 

QWV,F = 0.8QWV 
QWV：3.2.1 の規定による。 

3.2.3 港内状態

考慮する船体横断面における港内状態の波浪せん断力（kN）は，次式による。 

分布係数 FQ 
船体横断面位置 

正の波浪せん断力 負の波浪せん断力 

BCSRLx -<£ 2.00  
BCSRL

xA
-

6.4  
BCSRL

x

-

6.4  

BCSRBCSR LxL -- ££ 3.02.0  0.92A 0.92 

BCSRBCSR LxL -- << 4.03.0  7.04.0)72.9( + 
ø

ö
çç
è

æ
--

-BCSRL
xA  7.04.02.2 + 

ø

ö
çç
è

æ
-

-BCSRL
x

 

BCSRBCSR LxL -- ££ 6.04.0  0.7 0.7 

BCSRBCSR LxL -- << 7.06.0  7.06.03 + 
ø

ö
çç
è

æ
-

-BCSRL
x

 7.06.0)710( + 
ø

ö
çç
è

æ
--

-BCSRL
xA  

BCSRBCSR LxL -- ££ 85.07.0  1 A 

BCSRBCSR LxL -- £<85.0   
ø

ö
çç
è

æ
-

-BCSRL
x

167.6   
ø

ö
çç
è

æ
-

- BCSRL
xA 167.6  

備考： 
)7.0(110

190
+

=
B

B

C
CA  

 FQ        for negative wave shear force

x
L

FEAE
0.0 0.2 0.6 1.00.3 0.4 0.7 0.85

0.7

0.92190 CB

110 (CB+0.7)

x
L

FEAE
0.0 0.2 0.6 1.00.3 0.4 0.7 0.85

0.7

0.92
190 CB

110 (CB+0.7)

1.0

FQ               for positive wave shear forceFQ          負のせん断力の場合 FQ          正のせん断力の場合 

x/LCSR-B x/LCSR-B 
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QWV,P = 0.4QWV 
QWV：3.2.1 の規定による。 

3.3 波浪中水平曲げモーメント

3.3.1
考慮する船体横断面における波浪中水平曲げモーメント（kN-m）は，次式による。 

BLCBCSRpM
BCSR

WH CTCLfFLM 2

2000
3.0 -

-  
ø

ö
ç
è

æ +=  

FM ： 分布係数で，3.1.1 の規定による。 

3.4 波浪中捩りモーメント

3.4.1
考慮する船体横断面における波浪中捩りモーメント（kN-m）は，次式による。 

( )21 WTWTpWT MMfM +=  

1
2

1 4.0 TB
BCSR

WT FDCB
T

LCM -=  

MWT2 = 0.22CLCSR-BB2CBFT2 
FT1，FT2：分布係数で，次式による値。 

 
ø

ö
çç
è

æ
=

-BCSR
T L

xF p2sin1  

 
ø

ö
çç
è

æ
=

-BCSR
T L

xF p2
2 sin  
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4 節 荷重ケース 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

asurge，apitch x，asway，aroll y，aheave，aroll z，apitch z： 4 章 2 節の規定による加速度成分

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
この節に規定される荷重ケースは，以下に示す強度解析又は強度評価に用いなければならない。

・ 6 章 1 節，6 章 2 節及び 6 章 4 節に規定する板部材，防撓材及び主要支持部材の局部強度解析

・ 7 章に規定する構造部材の直接強度解析

・ 8 章に規定する構造詳細の疲労評価

1.1.2
局部強度解析及び直接強度解析に対して，2.に規定する荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 を考慮する。

1.2 等価設計波

1.2.1
構造部材に対し支配的と考えられる荷重成分の長期応答値に同等の応答値を発生させる規則波を等価設計波として設

定する。等価設計波は，以下の 4 つの規則波から構成される。

・ 向波状態で波浪中縦曲げモーメントが最大となる規則波（等価設計波 H）

・ 追波状態で波浪中縦曲げモーメントが最大となる規則波（等価設計波 F）

・ ロールが最大となる規則波（等価設計波 R）

・ 喫水線位置における波浪変動圧が最大となる規則波（等価設計波 P）

等価設計波 H 及び F における波の山の状態及び波の谷の状態の定義は，図 1 による。等価設計波 R 及び P における波

上側 Down の状態及び波上側 up の状態の定義は，図 2 による。

 
図 1 等価設計波 H 及び F に対する波の山の状態及び波の谷の状態の定義 

 
(a) 等価設計波 H の場合    (b) 等価設計波 F の場合 

 

AP FPAP FP

Wave crest Wave trough Waterline波の山の状態 波の谷の状態 喫水線 
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図 2 船体運動の定義 

Weather side Lee side

Weather side Lee side

 
波上側 Down の状態  波上側 up の状態 

 
船首 down の状態  船首 up の状態 

 

2. 荷重ケース 

2.1 一般

2.1.1
等価設計波に対応する荷重ケースは，表 1 による。対応するハルガーダ荷重及び船体運動は表 2 による。船体構造又は

貨物の積付が船体中心線に対して非対称となる場合には，横波状態に対応する荷重ケース R1，R2，P1 及び P2 において

は右舷を波上側とした場合についても強度評価を行なわなければならない。

 
表 1 荷重ケースの定義 

荷重ケース H1 H2 F1 F2 R1 R2 P1 P2 

等価設計波 H F R P 

波向 向波 追波 横波 横波 

最大縦曲げモーメント 最大縦曲げモーメント 最大ロール 最大波浪変動圧 
特性 

サギング ホギング サギング ホギング (+) (-) (+) (-) 

 
表 2 ハルガーダ荷重及び船体運動 

荷重ケース H1 H2 F1 F2 R1 R2 P1 P2 

縦曲げモーメント

及びせん断力 
考慮 考慮 - 考慮 

水平曲げモーメント - - 考慮 - 

上下揺 Down Up - - Down Up Down Up 
ピッチ 船首 down 船首 up - - - - - - 

ロール - - - - 右舷 up 右舷 down 右舷 up 右舷 down 

前後揺 船尾 船首 - - - - - - 

左右揺 - - - - - - 左舷 右舷 
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2.2 荷重組合せ係数

2.2.1
荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 に対して考慮すべきハルガーダ荷重及び加速度成分は，各成分の参

照値と表 3 に規定する荷重組合せ係数を乗じることより定めなければならない。

2.2.2
静水中曲げモーメントは，荷重組合せケースを用いて計算される波浪中のハルガーダ荷重に加えなければならない。

2.2.3
内部荷重は，甲板積載を含む積荷に誘起される静圧又は静力及び加速度に誘起され積荷に作用する慣性圧力又は慣性力

を考慮する。ここで，慣性圧力又は慣性力は荷重組合せ係数を用いて算出しなければならない。

 
表 3 荷重組合せ係数 

 
荷重組合せ

係数 
H1 H2 F1 F2 R1 R2 P1 P2 

MWV CWV -1 1 -1 1 0 0 
S

LC
T

T
-4.0  4.0-

S

LC
T

T  

QWV CQW
(1) -1 1 -1 1 0 0 

S

LC
T

T
-4.0  4.0-

S

LC
T

T  

MWH CWH 0 0 0 0 
S

LC
T

T
-2.1  2.1-

S

LC
T

T  0 0 

asurge CXS -0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 

apitch x CXP 1 -1 0 0 0 0 0 0 

gsin F  CXG 1 -1 0 0 0 0 0 0 

asway CYS 0 0 0 0 0 0 1 -1 

aroll y CYR 0 0 0 0 1 -1 0.3 -0.3 
gsin q  CYG 0 0 0 0 1 -1 0.3 -0.3 

aheave CZH 
S

LC
T

T6.0  
S

LC
T

T6.0-  0 0 
40

BCSRL -  
40

BCSRL --  1 -1 

aroll z CZR 0 0 0 0 1 -1 0.3 -0.3 

apitch z CZP 1 -1 0 0 0 0 0 0 

備考： 

(1) 表中の CQWとして規定する荷重組合せ係数は，船体中央断面より後方に対する値を示す。船体中央断面より前方については，

正負を逆にした値を用いること。 
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5 節 外圧 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

L2  ： 規則長さ（m）。ただし，LCSR-Bが 300m を超えるときは，300m とする。

C  ： 波に関する係数で，1 章 4 節 2.3.1 の規定による。 
l   ： 波長（m）で，4 章 5 節の 1.2.1 から 1.5.1 の規定による。 

fp  ： 超過確率レベルに対応する係数で，4 章 2 節の規定による。

TLCi  ： 考慮する積付状態において考慮する船体横断面における喫水（m）

Bi  ： 考慮する船体横断面の喫水位置における船の幅（m）

x，y，z ： 1 章 4 節に規定する参照座標系における考慮する位置の X，Y 及び Z の座標

 

1. 船側及び船底に作用する外圧 

1.1 一般

1.1.1
考慮する位置での圧力 p（kN/m2）は，次式によらなければならない。ただし，負の値としてはならない。 

p = pS + pW 
pS ： 1.2 に規定する静水圧

pW ： 1.3，1.4 及び 1.5 に規定する波浪変動圧で，1.6 に従って修正する。 

1.2 静水圧

1.2.1
静水中の喫水に対応する船体の任意の位置における静水圧 pS（kN/m2）は，各積付状態に対して，表 1 により定まる値

とする。

 
表 1 静水圧 pS 

考慮する位置 静水圧 pS（kN/m2） 
喫水線及び喫水線より下方の位置（ LCiTz £ ） )( zTg LCi -r  

喫水線より上方の位置（z > TLCi） 0 

 
図 1 静水圧 pS 

 

T LC
i

PS=rgTLCi

P
S=

rg
T LC

i
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1.3 波浪変動圧 ― 荷重ケース H1，H2，F1 及び F2

1.3.1
荷重ケース H1，H2，F1 及び F2 に対する喫水線より下方の船体の任意の位置における波浪変動圧（kN/m2）は，表 2

よる値としなければならない。pF2 の圧力分布を図 2 に示す。

 
表 2 荷重ケース H1，H2，F1 及び F2 対する波浪変動圧 

荷重ケース 波浪変動圧（kN/m2） 

H1 HFPH pkkp l-=1  

H2 HFPH pkkp l=2  

F1 pF1 =   pHF 

F2 pF2 = pHF 

 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
++

-+
=

-

- 1
21253

iLCiBCSR

BCSR
nlpHF B

y
T

z
L

LCffp l  

ただし， 0.1
2

£
iB
y

及び LciTz £ とする。 

fnl：非線形影響を考慮するための係数で，以下の値とする。 

超過確率 10-8 レベルに対し，fnl = 0.9

超過確率 10-4 レベルに対し，fnl = 1.0 

lk ：船の長さ方向の分布係数で，次式による。 
3

5.0
2

1121 -
  
ø

ö

çç
ç

è

æ
-+=

-BCSRB L
x

B
y

C
kl  （ 5.0/0.0 ££ -BCSRLx の場合） 

3

5.0
4

361 - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-+=

-BCSRB L
x

B
y

C
kl  （ 0.1/5.0 ££ -BCSRLx の場合） 

kp：船の長さ方向の位相差係数で，次式による 

満載積付状態でない積付状態における局部強度解析並びに直接強度解析及び疲労強度評価に対して： 

25.0
5.02

cos25.1 +- 
ø

ö
ç
ç
è

æ -
 
ø

ö
çç
è

æ
-=

-

-

S

LC

BCSR

BCSR

S

LC
p T

T
L

Lx
T
Tk

p
 

満載積付状態時の局部強度解析に対して：

kp = -1.0 
l ：波長（m）で，次式による。 

荷重ケース H1 及び H2 の場合： BCSR
S

LC L
T
T

- 
ø

ö
çç
è

æ
+= 16.0l  

荷重ケース F1 及び F2 の場合： BCSR
S

LC L
T
T

- 
ø

ö
çç
è

æ
+=

3
2

16.0l  

 
図 2 船体中央断面における波浪変動圧 pF2 の分布 
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1.4 波浪変動圧 ― 荷重ケース R1 及び R2

1.4.1
荷重ケース R1 及び R2 に対する喫水線より下方の船体の任意の位置における波浪変動圧 pR（kN/m2）は，次式による値

としなければならない。pR1 の圧力分布を図 3 に示す。 

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-+
+=

-

- 1
2125

88.0sin101 B
y

L
LCfyfp

BCSR

BCSR
pnlR

l
q  

pR2 =   pR1

fnl：非線形を考慮するための係数で，以下の値とする。 

超過確率 10-8 レベルに対し，fnl = 0.8

超過確率 10-4 レベルに対し，fnl = 1.0 
2

2 RTg
p

l =  

y：考慮する位置での Y 座標（m）で，波上側を正とする。 

 
図 3 船体中央断面における波浪変動圧 pR1 の分布 

 Weather side Lee side

 

1.5 波浪変動圧 ― 荷重ケース P1 及び P2

1.5.1
荷重ケース P1 及び P2 に対する喫水線及び喫水線より下方の船体の任意の位置における波浪変動圧 pP（kN/m2）は，表

3 による値としなければならない。pP1 の圧力分布を図 4 に示す。

 
表 3 荷重係数 P1 及び P2 に対する波浪変動圧 

波浪変動圧（kN/m2） 
荷重ケース 

波上側（左舷） 波下側（右舷） 

P1 pP1 = pP pP1 = pP /3 

P2 pP2 =   pP pP2 =   pP/3 

 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-+
=

-

-

B
y

T
z

L
LCffp

LCiBCSR

BCSR
nlpP

2
32

125
5.4

l
 

fnl：非線形影響を考慮するための係数で，以下の値とする。 

超過確率 10-8 レベルに対し，fnl = 0.65

超過確率 10-4 レベルに対し，fnl = 1.0 

BCSR
S

LC L
T
T

- 
ø

ö
çç
è

æ
+= 4.02.0l  

y：1.4.1 の規定による。 
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図 4 船体中央断面における波浪変動圧 pP1 の分布 
Weather side Lee side

 

1.6 波浪変動圧の修正

1.6.1
荷重ケース H1，H2，F2，R1，R2 及び P1 において，喫水線における波浪変動圧が正の値となる場合には，喫水線より

上方の波浪変動圧 pW,C（kN/m2）は，次式による値とする。（図 5 参照）

・ )(,, zTgpp LCiWLWCW -+= r  LCiWLCi ThzT +££  

・ pW,C = 0   LCiW Thz +³  

pW,WL：考慮する荷重ケースに対する喫水線における正の波浪変動圧 

g
p

h WLW
W r

,=  

1.6.2
荷重ケース H1，H2，F1，R1，R2 及び P2 において，喫水線における波浪変動圧が負の値となる場合には，喫水線より

下方の波浪変動圧 pW,C（kN/m2）は，次式による値とする。（図 5 参照） 
pW,C = pW ただし， )( LCiTzg -r 以上とする。 

pW ：考慮する荷重ケースに対する喫水線より下方における負の波浪変動圧 

 
図 5 波浪変動圧の修正 

 Weather side

PW,WL

hW = PW,WL/(rg)
PW,C

Hydrostatic
pressure

T LC
i

Weather side

Hydrodynamic
pressure

rgTLCi

PW,WL

PW,C

 
喫水線での波浪変動圧が正の値となる場合 喫水線での波浪変動圧が負の値となる場合 

2. 暴露甲板上の外圧 

2.1 一般

2.1.1
暴露甲板上の構造の局部寸法評価においては，暴露甲板の外圧を適用しなければならない。ただし，疲労強度評価にお

いては適用してはならない。暴露甲板にブレイクウォータを設置する場合であっても，ブレイクウォータの後方の暴露甲

板に対して，2.2 及び 2.3 に規定する外力の軽減は認められない。

2.2 荷重ケース H1，H2，F1 及び F2

2.2.1
荷重ケース H1，H2，F1 及び F2 に対して，暴露甲板の任意の位置における外圧 pD（kN/m2）は，次式による値としな
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ければならない。 

WD pp j=  

pW ：表 4 に示す算式により定まる値 
j  ：表 5 に規定される係数 

 
表 4 荷重ケース H1，H2，F1 及び F2 に対する暴露甲板上の圧力 

圧力 pW（kN/m2） 
位置 

LLL ³ 100 m LLL < 100 m 

0   xLL/LLL   0.75 34.3 14.9 + 0.195LLL 

0.75 < xLL/LLL < 1  
ø

ö
çç
è

æ
--++ 34))100(8.14(3.34

LL

LL
LL L

xLa  
LL

LL

LL

LLLL
L
x

L
xL 6.325

9
2.12 + 

ø

ö
çç
è

æ
-+  

備考：

a：係数で以下の値とする。 

B 型乾舷船舶に対して：a = 0.0726

B-60 型及び B-100 型乾舷船舶に対して：a = 0.356 

xLL：考慮する位置の X 座標で，乾舷長さ LLL の後端を基点とする。 

 
表 5 暴露甲板における圧力係数 

暴露甲板位置 j  

乾玄甲板 1.00 

船首楼甲板を含む船楼甲板 0.75 

第 1 層目甲板室 0.56 

第 2 層目甲板室 0.42 

第 3 層目甲板室 0.32 

第 4 層目甲板室 0.25 

第 5 層目甲板室 0.20 

第 6 層目甲板室 0.15 

第 7 層目及びそれより上方の甲板室 0.10 

2.3 荷重ケース R1，R2，P1 及び P2

2.3.1
荷重ケース R1，R2，P1 及び P2 に対して，暴露甲板の任意の位置における外圧 pD（kN/m2）は，次式による値としな

ければならない。 

WD pp j4.0=  

pW ： 荷重ケース R1，R2，P1 及び P2 における暴露甲板の船側位置での波浪変動圧で，考慮する位置の z

座標により 1.6 の規定に従って算出する。ただし，左舷及び右舷の船側における波浪変動圧 pW,Cのうち

大きい方の値より大きなものとし，かつ，正の値としなければならない。 
j  ： 表 5 に規定する係数 

2.4 暴露甲板上の積載物による荷重

2.4.1 分布荷重による圧力

暴露甲板上の積載物による分布荷重が作用する場合，この分布荷重による静的圧力 pS は，設計者により規定されなけ

ればならない。ただし，一般的に，いかなる場合も 10kN/m2 以上としなければならない。

分布荷重による合計圧力 p は，2.2 及び 2.3 に規定される圧力と同時に考慮することは要さず，次式による値のうち大

きい方の値としなければならない。 

p = pS + pW 
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p = pD 
pS：積載物の分布荷重による静的圧力

pW：積載物の分布荷重についての動的圧力（kN/m2）で，次式による。 

S
Z

W p
g

ap =  

aZ：考慮する荷重ケースにおける積載物の重心位置の上下加速度（m/s2）で，4 章 2 節 3.2 に規定により算

出される値。 

pD： 考慮する荷重ケースにおける暴露甲板の圧力で，2.2.1 及び 2.3.1 に規定による。 

2.4.2 積載物による集中荷重

暴露甲板上の積載物による集中荷重が作用する場合，この荷重による静的な力及び動的な力を考慮しなければならない。

この荷重による合力 F は，2.2 及び 2.3 に規定する圧力と同時に考慮することは要さず，次式による値としなければな

らない。 

F = FS + FW 
FS：集中荷重による静的な力（kN）で，次式による。 

FS = mU g 
FW：集中荷重による動的な力（kN）で，次式による。 

FW = mU aZ 
mU：積載物の質量（t）

aZ： 考慮する荷重ケースにおける積載物の重心位置の上下加速度（m/s2）で，4 章 2 節 3.2 に規定により算

出される値。 

3. 船楼及び甲板室の外圧 

3.1 暴露甲板

3.1.1
船楼及び甲板室の暴露甲板における外圧は，2.の規定によらなければならない。

3.2 暴露した操舵室の頂板

3.2.1
暴露した操舵室の頂板における面外圧力 p（kN/m2）は，12.5 未満としてはならない。

3.3 船楼の側面

3.3.1
船楼の側面における面外圧力（kN/m2）は，次式による。 

Tz
CcCfp BFpSI -+

+=
10

20)7.0(1.2  

fp：確率係数で，以下の値とする。 

板部材に対し，fp = 1.0

防撓材及び主要支持部材に対し，fp = 0.75 

cF：分布係数で，表 6 による 

 
表 6 分布係数 cF 

位置 cF 

2.00 <£
-BCSRL

x   
ø

ö
çç
è

æ
-+

-BCSRB L
x

C
2.050.1  

ただし，x/LCSR-B を 0.1 未満としてはならない。

2.0³
-BCSRL

x  1.0 
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3.4 船楼及び甲板室の端部隔壁

3.4.1
船楼端隔壁及び甲板室壁の寸法を定めるために考慮すべき面外圧力は，次の 2 つの算式による値のうち，大きい方の値

としなければならない。 

pA = nc[bC   (z   T)]

pA = pA min 
n ：表 7 に規定する係数で，層に応じて決定する。 

通常，深さ D に対応する最上層の連続甲板を最下層とする。ただし，実際の乾舷高さと国際満載喫

水線条約による表定乾舷高さ（修正されていない値）の差が 1 章 4 節 3.18.1 に規定する標準船楼高さ

を超える場合には，その層は第 2 層とし，その上の層を第 3 層として差し支えない。 

c ：係数で，次式による。ただし，機関室囲壁の暴露部分に対しては，c は 1.0 未満としてはならない。 

1

17.03.0
B
bc +=  

b1 ：考慮する位置における甲板室の幅

B1 ：考慮する位置の暴露甲板における最大船幅。ただし，b1/B1 は 0.25 未満としてはならない。

b ：係数で，表 8 による。

x ：考慮する隔壁の計算点の X 座標（m）。甲板室の側面については，甲板室を幾つかのほぼ等しい長さ

の部分に分割して考慮するものとし，x は考慮するそれぞれの部分の中心の X 座標としなければなら

ない。ただし，それぞれの部分の長さは 0.15LCSR-Bを超えてはならない。 

z ：防撓材のスパンの中央又は板の中心の Z 座標（m） 
l  ：スパン（m）で，船楼高さ又は甲板室高さとする。ただし，2.0m 未満としてはならない。 

pA min：最小面外圧力で，表 9 による。 

 
表 7 係数 n 

隔壁種類 位置 n 

最下層（第 1 層目） 12
20 2L

+  

第 2 層目 12
10 2L

+  保護されない前端壁 

第 3 層目及び

それより上方の層 15
5 2L

+  

保護された前端壁 すべての層 15
5 2L

+  

側面 すべての層 15
5 2L

+  

船体中央より後方 
2

2 8
100

7
L
xL

-+  

後端壁 
船体中央の前方 

2

2 4
100

5
L
xL

-+  
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表 8 係数 b 

隔壁位置 b 

45.0<
-BCSRL

x  

2

2.0

45.0
0.1

 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

+

-
+ -

B

BCSR

C
L

x

 

45.0³
-BCSRL

x  

2

2.0

45.0
5.10.1

 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

+

-
+ -

B

BCSR

C
L

x

 

備考：

CB：方形係数で， 8.06.0 ££ BC とする。 

 船体中央より前方にある後端壁の b を算定する場合，CB は 0.8 未満とする必要は無い。 

 
表 9 最小面外圧力 pA min 

 pA min（kN/m2） 

LCSR-B 第 1 層目の保護されない前端壁 その他(1) 

25090 £< -BCSRL  
10

25 BCSRL -+  
20

5.12 BCSRL -+  

250>-BCSRL  50 25 

  備考： 

 (1) 第 4 層目及びそれより上の層に対しては，pA minを 12.5kN/m2 としなければならない。 

4. 船首部の圧力 

4.1 船首フレア部の圧力

4.1.1
船首フレア部の補強に関して考慮すべき圧力（kN/m2）は，次式によらなければならない。 

pFB = K(pS + pW) 
pS，pW：ノーマルバラスト状態において，考慮する位置における静水圧及び荷重ケース H，F，R 及び P に

おける波浪変動圧のうち，最大の波浪変動圧。ただし，静水圧及び波浪変動圧の算出にあっては，TLCi

として 1 章 4 節 2.1.1 に規定するノーマルバラスト状態での船体中央部における最小バラスト喫水 TB

を考慮すること。 

K：係数で，次の算式で求まる値。ただし，1.0 未満としてはならない。 

( )
)10(

7.0201)7.0(42

6.02.0
2

2

B

BCSRB
B

BCSRFL Tz

L
x

C
CC

LVc
K -+

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
 
ø

ö
çç
è

æ
-++

+
=

-

-  

cFL ：係数で，次式による。 

cFL = 0.8（一般） 

asin09.12.1
4.0

-
=FLc （フレア角が 40 度を超える場合） 

ただし，荷重計算点におけるフレア角a は，考慮する横断面内において荷重計算点での垂線と船側

外板の接線のなす角度とする。（図 7 参照） 
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図 7 フレア角の定義 

 

4.2 設計船底スラミング圧

4.2.1
船首船底部の補強に関して考慮すべき船底スラミング圧（kN/m2）は，次式によらなければならない。

・ BCSRSLSL Lccp -= 1162   （LCSR-B £ 150m の場合） 

・ )002.03.1(1984 1 BCSRSLSL Lccp --=  （LCSR-B > 150m の場合） 

c1：係数で，次式による値。ただし，その値が 1.0 より大きい場合は 1.0 とする。 
2.0

1 5.66.3  
ø

ö
çç
è

æ
-=

-BCSR

BFP

L
Tc  

TBFP：最小設計バラスト喫水（m）で，ノーマルバラスト状態における船首垂線位置での喫水とする。シー

ケンシャル法によるバラスト水の交換を計画する場合，TBFPはバラスト水交換中の中間状態を考慮しな

ければならない。 

cSL：分布係数で，次式による。（図 6 参照） 

5.0£
-BCSRL

x
の場合：  cSL = 0 

25.05.0 c
L

x
BCSR

+£<
-

の場合： 
2

5.0

c
L

x

c BCSR
SL

-
= -  

22 65.05.0 c
L

xc
BCSR

+£<+
-

の場合： cSL = 1.0 

265.0 c
L

x
BCSR

+>
-

の場合：  
 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

-

-
+= -

235.0

1
15.0

c
L

x

c BCSR
SL  

c2：係数で，次式による値。ただしその値が 0.35 以上の場合 0.35 とする。 

2500
33.02

BCSR
B

LCc -+=  

 

z 

フレア角 

船側外板の

接線 

a 

C L TB 

荷重評価点 

考慮する横断面 x 
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図 6 分布係数 cSL 

cSL
1.0

0.5

1.00.5 0.6 0.7 0.8 0.9 x/L
0

 

4.2.2
船長の責任として，バラスト水交換中の気象条件及び船首垂線位置での喫水，特に TBFP よりも小さくなる状態に，注

意を払わなければならない。

上記要件及び喫水 TBFPを，操船マニュアルに明確に記載しなければならない。 

5. ハッチカバーの外圧 

5.1 一般

5.1.1
ハッチカバー上に貨物を積載する場合，考慮すべき圧力は 2.4 によらなければならない。

5.2 波浪外圧

5.2.1
ハッチカバーの任意の位置における圧力は，2.2.1 によらなければならない。このとき，j を 1.0 とする。ただし，倉口

が 1 章 4 節 3.18 に規定する標準船楼高さの一層分以上，乾舷甲板より高い位置にある場合，圧力 pWは 34.3kN/m2として

差し支えない。

 

x/LCSR-B 
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6 節 内圧及び力 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

Cr  ： ばら積貨物密度（t/m3）で，次による。

・ LCSR-Bが 150 m 以上の船舶については，表 1 による値。

・ LCSR-Bが 150 m 未満の船舶については，ローディングマニュアルに記載される貨物密度のうち，最大の値。 

 
表 1 ばら積貨物密度 

密度 
積付種類 

BC-A，BC-B BC-C 

上甲板の位置まで貨物を積載する場合 max(MH/VH, 1.0) 1.0 
上記以外 3.0(1) - 
(1) 特に指定する場合を除く。 

 
Lr  ： 積載する液体の密度（t/m3）。海水の場合は 1.025 とする。 

MH ： 計画最大満載喫水における均等積状態での貨物質量（t）

VH ： 倉口部を除く貨物倉容積（m3）

KC ： 係数で，次式による。 

内底板，ホッパタンク，横置隔壁，縦通隔壁，下部スツール，垂直な上部スツール，内殻板及び船側外板： 

aya 22 sin)sin1(cos -+=CK  

トップサイドタンク，上甲板及び垂直でない上部スツール： KC = 0 
a  ： 考慮するパネルの水平面に対する貨物倉に面しない側の傾斜角（deg） 
y  ： ばら積貨物中の液体が排出された状態における貨物の見かけ安息角（deg）。正確な評価値がない場合，以下

の値を用いて差し支えない。 
一般 ： o30=y  

鉄鉱石 ： o35=y  

セメント ： o25=y  

hC ： 内底板から貨物上面までの垂直距離（m）で，1.1.1 及び 1.1.2 の規定による。

hDB ： センターライン上での二重底高さ（m）

hLS ： 下部スツールの平均高さ（m）で，内底板から測る。

zTOP ： 船体が傾いていない状態における当該タンクの最高点の Z 座標（m）

zB0 ： オーバフロー管の上端の Z 座標（m）

aX ： 考慮する貨物倉又はタンクの重心における前後方向加速度（m/s2）で，4 章 2 節 3.2 の規定による。

aY ： 考慮する貨物倉又はタンクの重心における左右方向加速度（m/s2）で，4 章 2 節 3.2 の規定による。

aZ ： 考慮する貨物倉又はタンクの重心における上下方向加速度（m/s2）で，4 章 2 節 3.2 の規定による。

BH ： 貨物倉の平均幅（m）

bIB ： 内底の幅（m）（図 2 参照）

D1 ： 船体中央の船側における基線から乾舷甲板までの距離（m）

sC ： 波形隔壁の心距（m）で，3 章 6 節の図 28 による。

x，y，z ：1 章 4 節に定義される参照座標系に関する，考慮する位置の X，Y 及び Z 座標（m）。y は波上側に位置

する場合を正とする。 

xG，yG，zG ：1 章 4 節に定義される参照座標系に関する，考慮する貨物倉又はタンクの重心位置の X，Y 及び Z 座標（m）

dAP ： 区画上端から空気管上端までの距離（m）で，次式による。 

dAP = zB0 - zTOP 
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1. ばら積貨物による面外圧力 

1.1 ばら積貨物上面

1.1.1
ばら積貨物をハッチコーミング上端まで積載するようなばら積貨物密度の場合，ばら積貨物の上面は，等しい体積の貨

物を考慮する貨物倉の船側外板又は縦通隔壁で囲まれる部分の幅で積載した状態を仮定して決定する等価水平面とする。

左右及び前後において対称で，かつ，船側又は縦通隔壁が垂直な貨物倉において，ばら積貨物の等価水平面は，内底板

から次式による距離 hC（m）上方の位置として差し支えない。（図 1 参照） 

hC = hHPU + h0 

H

A
B
Sh =0  

H

HC
A

VSS
l

+= 0  

hHPU ： 図 1 に示す内底板からトップサイドタンクと船側外板又は縦通隔壁との交差部までの垂直距離（m）

S0 ： 考慮する貨物倉の横断面におけるトップサイドタンクと船側外板又は縦通隔壁との交差部を通る水平線

より上の面積（m2）で，図 1 に着色部として示す。 

VHC ：  ハッチコーミング部の体積（m3） 

 
図 1 hC，h0，hHPU及び S0 の定義 

hC

S0

hHPU

h0

hC

S0

hHPU

h0

 
単船側ばら積貨物船    二重船側ばら積貨物船 

1.1.2
ばら積貨物を貨物倉に上甲板の位置まで積載しないようなばら積貨物密度の場合，ばら積貨物の上面は，考慮する貨物

倉に CM r/ に等しい体積の貨物を，船体中心線上に BH/2 の幅の水平面を有し，かつ，船側では安息角の半分と等しい傾

斜角を有する形状で積載したと仮定して決定する表面とする。

左右及び前後において対称で，かつ，船側又は縦通隔壁が垂直な貨物倉において，ばら積貨物の上面は，内底板から次

式による距離 hC（m）上方の位置として差し支えない。（図 2 参照） 

hC = hHPL + h1 + h2

hHPL ： 図 2 に示す内底板からホッパタンクと船側外板又は縦通隔壁との交差部までの垂直距離（m）。 

ホッパタンクがない場合は，hHPL を 0 とする。 

h1 ： 次式による垂直距離（図 2 参照） 

HH

TS
HHPL

H

IBH

HHC B
VBh

B
bB

B
Mh

ll
+-

+
-=

2
tan

16
3

21
y

r
 

M ： 考慮する貨物倉に積載する貨物質量（t）で，4 章 7 節の規定による。

VTS ： 考慮する貨物倉の長さ Hl 範囲内にある横置隔壁底部スツールの体積（m3）。ただし，横置隔壁を通るホ

ッパタンク部分の体積は含めないものとする。 

h2 ： y の値に応じて定まるばら貨物の上面位置で，次式による。 

4
0 HBy ££ の場合： 

2
tan

42
yHBh = （m） 

24
HH ByB

££ の場合： 
2

tan
22

y
 
ø

ö
ç
è

æ -= yBh H （m） 
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図 2 hC，h1，h2 及び hHPLの定義 

 Shape of bulk cargo surface for strength assessment

bIB

BH /2

y /2

hC

h2

h1

hHPL

zC

y /2

hC

h2

h1

hHPL

BH /2

bIB
 

単船側ばら積貨物船    二重船側ばら積貨物船 

非対称又は船側若しくは縦通隔壁が垂直でない貨物倉について局部強度評価を行なう場合には，ばら積貨物密度が

M/VHのばら積貨物を上甲板の位置まで積載するものとして差し支えない。

1.2 静水中における粒状貨物による圧力

1.2.1
静水中における粒状貨物による圧力 pCS（kN/m2）は，次式による。 

)( zhhgKp DBCCCCS -+= r  

1.3 粒状貨物による慣性圧力

1.3.1
粒状貨物の慣性圧力 pCW（kN/m2）は，各荷重ケースに対して次式による。

・ 荷重ケース H： )]()(25.0[ zhhaKxxap DBCZCGXCCW -++-= r  

・ 荷重ケース F： pCW = 0
・ 荷重ケース R 及び P： )]()(25.0[ zhhaKyyap DBCZCGYCCW -++-= r  

(x   xG)は，6 章に規定する局部強度評価及び 8 章に規定する縦通防撓材の疲労強度評価において，荷重ケース H1 の場

合には 0.25 Hl ，荷重ケース H2 の場合には-0.25 Hl としなければならない。 

合計圧力( pCS + pCW )は負の値としてはならない。

1.4 粒状貨物によるせん断荷重

1.4.1
垂直方向に働く全荷重を推定するため，ビルジホッパタンク斜板及び下部スツール斜板に平行に働く粒状貨物によるせ

ん断荷重を考慮しなければならない。

静水中において斜板に平行に働く粒状貨物によるせん断荷重 pCS-S（kN/m2）は，内底板に向かって正として，次式によ

る。 

a
r

tan
))(1( zhhKgp DBCC

CSCS
-+-

=-  

波浪中において斜板に平行に働く粒状貨物によるせん断荷重 pCW-S（kN/m2）は，内底板に向かって正として，次式によ

る。

・ 荷重ケース H，R 及び P： 
a

r
tan

))(1( zhhKap DBCC
ZCSCW

-+-
=-  

・ 荷重ケース F：  pCW-S = 0

1.4.2
船長方向及び船幅方向の全体的な荷重を評価するために，内底板に働く粒状貨物によるせん断荷重を考えなければなら

ない。

波浪中において船長方向に働く粒状貨物によるせん断荷重 pCW-S（kN/m2）は，船首方向を正として，次式による。

・ 荷重ケース H： CXCSCW hap r75.0=- o 

・ 荷重ケース F，R 及び P： pCW-S = 0 
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波浪中において船幅方向に働く粒状貨物によるせん断荷重 pCW-S（kN/m2）は，波上側方向を正として，次式による。

・ 荷重ケース R 及び P： CYCSCW hap r75.0=-  

・ 荷重ケース H 及び F： pCW-S = 0 

2. 液体による面外圧 

2.1 静水中における液体による圧力

2.1.1
静水中における液体による圧力 pBS（kN/m2）は，次の 2 つの算式による値のうち，大きな方のものとする。 

)5.0( APTOPLBS dzzgp +-= r  

PVTOPLBS Pzzgp 100)( +-= r  

PPV ： 考慮する安全弁の設定圧力（bar） 

局部強度評価において，pBS を 25 kN/m2 未満としてはならない。

2.1.2
フロースルー法によるバラスト水の交換についての検討にあたっては，局部強度評価及び 7 章に規定する直接強度解析

における静圧力 pBS は，次式による値以上としなければならない。 
25)( ++-= APTOPLBS dzzgp r  

配管及びポンプの設計により，より高い圧力が生じ得る場合には，追加の検討を要求することがある。

2.1.3
疲労強度評価において，静水中における液体による圧力 pBS（kN/m2）は，次式による。 

)( zzgp TOPLBS -= r  

pBS が負の場合，pBS は 0 とする。考慮する荷重評価点が燃料油，その他の油又は清水タンクに位置する場合，液体はタ

ンク半分の高さまで積載しているものと想定し、zTOPは船体のトリム及び横傾斜が無い状態の液体表面の z 座標とする。

2.2 液体による慣性圧力

2.2.1
液体による慣性圧力 pBW（kN/m2）は，各荷重ケースに応じて，次式による。フロースルー法によるバラスト水の交換

についての検討にあたっては，局部強度評価及び直接強度解析において，バラスト水の慣性圧力を考慮してはならない。

・ 荷重ケース H： )]()([ BXTOPZLBW xxazzap -+-= r  

(x   xB)は，6 章に規定する局部強度評価及び 8 章に規定する縦通防撓材の疲労強度評価において，荷重ケース H1
の場合には 0.75 Hl ，荷重ケース H2 の場合には-0.75 Hl としなければならない。 

・ 荷重ケース F： pBW = 0
・ 荷重ケース R 及び P： )]()([ BYBZLBW yyazzap -+-= r  

xB ： 船首が下向きとなる場合はタンク後端，船首が上向きとなる場合はタンク前端の X 座標（m）（図 3 参照）

yB ： 波上側 down の場合は最も波下側のタンク上端，波上側 up の場合は最も波上側のタンク上端の Y 座標（m）

（図 3 参照） 

zB ： 次の位置の Z 座標（m） 

満載区画： タンク上端

バラストホールド： ハッチコーミング頂部 
参照点 B は，垂直軸と加速度ベクトル A のなす角がj となるよう回転させた状態における最も高い位置の点とする。

（図 3 参照）j は次式による。 

・ 荷重ケース H1 及び H2：  
ø

ö
ç
ç
è

æ

+F
= -

Z

X

ag
a

cos
tan 1j  

・ 荷重ケース R1 (P1)及び R2 (P2)：  
ø

ö
ç
ç
è

æ

+
= -

Z

Y

ag
a
q

j
cos

tan 1  

q  ： ロール角（deg）で，4 章 2 節 2.1.1 の規定による。 

F  ： ピッチ角（deg）で，4 章 2 節 2.2.1 の規定による。 

合計圧力( pBS + pBW )は負の値としてはならない。
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図 3 xB及び yBの定義 
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3. 浸水時における面外圧力及び力 

3.1 適用

3.1.1
浸水状態において，考慮すべき面外圧力は以下による。

・ 一般： 3.2 の規定

・ 波型横置隔壁： 3.3 の規定

・ 二重底： 3.4 の規定

3.2 一般

3.2.1
内底板及び船側外板を除く液体を積載しない区画の境界を構成する板に働く圧力 pF（kN/m2）は，次式によらなければ

ならない。ただし，いかなる場合も gd0 未満としてはならない。 

)(6.01 zz
g

agp F
Z

F - 
ø

ö
çç
è

æ
+= r  

zF ： 考慮する横断面での船側における乾舷甲板の Z 座標（m）。損傷時復原性の検討結果が利用できる場合

には，乾舷甲板に代えて最も深い最終平衡喫水線を用いて差し支えない。本会が必要と認める場合，中

間状態における詳細な検討を要求することがある。 

d0 ： 距離（m）で，次式による。 
d0 = 0.02LCSR-B （ mLm BCSR 12090 <£ - ） 

d0 = 2.4  （ mL BCSR 120³- ） 

 

－107－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  4章  6節）



3.3 立て式波型横置隔壁

3.3.1 適用

それぞれの貨物倉について，単独で浸水した状態を考慮しなければならない。

3.3.2 一般

それぞれの隔壁に働くものとして考慮すべき荷重は，貨物による荷重と隣接倉が浸水した場合の浸水による荷重の組合

せとしなければならない。また，いかなる場合も，浸水による圧力のみの場合についても考慮しなければならない。

波形隔壁の寸法確認にあたっては，ローディングマニュアルに含まれる次の積付状態において，積載倉及び空倉がそれ

ぞれ単独浸水した場合を考慮し，貨物による荷重と隣接倉が浸水した場合の浸水による荷重のもっとも厳しい組合せを用

いなければならない。

・ 均等積状態

・ 不均等積状態

本項において「均等積状態」とは，貨物倉の積付率が，ばら積貨物密度の違いを考慮した上で，最も大きい貨物倉にお

ける値と小さい貨物倉おける値の比で 1.2 を超えないように積み付けた状態とする。

最終的に均等積状態とする多港積付け又は均等積状態からの多港荷揚げの過程で生じる不均等の部分積付状態につい

ては，本要件において不均等積状態とみなす必要は無い。

貨物倉に対して特に設計制限荷重を設定する場合には，ローディングマニュアル中に記載される設計者が設定した積付

状態に，設計制限荷重を明記しなければならない。

本項において，ばら積貨物ではなく梱包された貨物を積載する貨物倉については，空倉とみなさなければならない。

不均等積態で鉄鉱石又はばら積密度が 1.78 t/m3 以上の貨物を積載する船舶以外にあっては，貨物倉内に積載できる最大

貨物質量を船体中心線上の上甲板レベルまで貨物を積載するものとして，波形隔壁に作用する圧力及び力を求めなければ

ならない。

3.3.3 浸水水位

浸水水位 zFは，船体のトリム及び横傾斜が無い状態における，基線からの垂直距離で，次に示す値とする。

・ 一般 

・ 最前端貨物倉の後部横置隔壁： D1

・ その他の隔壁： 0.9D1

ばら積密度が 1.78 t/m3 未満の貨物を不均等積載する船舶に対しては，次の値とすることができる。

・ 最前端貨物倉の後部横置隔壁： 0.95D1

・ その他の隔壁： 0.85D1 

・ 載貨重量 50,000t 未満の B 型乾舷を有する船舶 

・ 最前端貨物倉の後部横置隔壁： 0.95D1

・ その他の隔壁： 0.85D1

ばら積密度が 1.78 t/m3 未満の貨物を不均等積載する船舶に対しては，次の値とすることができる。

・ 最前端貨物倉の後部横置隔壁： 0.9D1

・ その他の隔壁： 0.8D1

3.3.4 非浸水状態におけるばら積貨物積載倉の波形隔壁に作用する圧力及び力

波形隔壁の各点にかかる圧力（kN/m2）は，次式によらなければならない。 

 
ø
ö

ç
è
æ --+=

2
45tan)( 2 yr zhhgp DBCCB  

波形隔壁に作用する力（kN）は，次式によらなければならない。 

 
ø
ö

ç
è
æ -

-
=

2
45tan

2
)( 2
2 yr LSC

CCB
hhgsF  

3.3.5 浸水状態におけるばら積貨物積載倉の波形隔壁に作用する圧力及び力

zF及び hC（それぞれ 3.3.3 及び 1.1 を参照）の関係により，次の 2 ケースを考慮しなければならない。

・ DBCF hhz +³ の場合 

基線からの高さが zFの位置と hC + hDBの位置の間の点において隔壁が受ける圧力（kN/m2）は，次式によらなけれ

ばならない。 
)(, zzgp FFB -= r  
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基線からの高さが hC + hDBの位置より低い点おいて隔壁が受ける圧力（kN/m2）は，次式によらなければならない。 

( )[ ] ( )  
ø
ö

ç
è
æ --+--+-=

2
45tan1)( 2

,
yrrr zhhgpermzzgp DBCCFFB

 
ここで，perm は貨物の浸水率で，鉄鉱石，石炭及びセメントに対して 0.3 とする。

波形隔壁に作用する力（kN）は，次式によらなければならない。 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

+--
+

--
= )(

2
)()(

2
)( ,

2

, LSC
LEFBDBCFDBCF

CFB hh
phhzghhzgsF

r
r  

ここで，(pB,F)LEは，波形隔壁下端部における圧力 pB,Fとする。 

・ zF < hC + hDBの場合 

基線からの高さが zFの位置と hC + hDBの位置の間の点において隔壁が受ける圧力（kN/m2）は，次式によらなけれ

ばならない。 

 
ø
ö

ç
è
æ --+=

2
45tan)( 2

,
yr zhhgp DBCCFB  

基線からの高さが zFより低い位置の点において隔壁が受ける圧力（kN/m2）は，次式によらなければならない。 

[ ]  
ø
ö

ç
è
æ -----++-=

2
45tan))(1()()( 2

,
yrrr gzzpermzhhzzgp FDBCCFFB  

ここで，perm は貨物の浸水率で，鉄鉱石，石炭及びセメントに対して 0.3 とする。

波形隔壁に作用する力（kN）は，次式による。 

ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê

ë

é

--
+ 

ø
ö

ç
è
æ --+

+

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø
ö

ç
è
æ -

-+
=

)(
2

)(
2

45tan)(

2
45tan

2
)(

,
2

2
2

,

LSDBF

LEFBFDBCC

C

FDBC
CCFB

hhz
pzhhg

s

zhhgsF

yr

yr

 

ここで，(pB,F)LEは，波形隔壁下端部における圧力 pB,Fとする。 

3.3.6 浸水状態における空倉の波形隔壁に作用する圧力及び力

隔壁の各点における浸水による静水圧（kN/m2）は，次式によらなければならない。 
)( zzgp FF -= r  

波形隔壁に作用する力（kN）は，次式によらなければならない。 

2
)( 2

LSDBF
CF

hhzgsF --
= r  

3.3.7 考慮すべき圧力及び合力

均等積状態及び不均等積状態に対して算定される考慮すべき圧力及び合力は次式によらなければならない。

・ 均等積状態 

p = pB,F   0.8pB

F = FB,F   0.8pB 
pB ： 3.3.4 による

pB,F ： 3.3.5 による

FB ： 3.3.4 による

FB,F ： 3.3.5 による 

・ 不均等積状態 

p = pB,F

F = FB,F 
pB,F ： 3.3.5 による

FB,F ： 3.3.5 による 
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3.4 二重底

3.4.1 適用

本項おいては，各貨物倉がそれぞれ単独に浸水した場合を検討しなければならない。

3.4.2 一般

二重底に作用する荷重は，外部海水圧及び貨物による荷重と当該二重底が属する貨物倉の浸水による荷重の組合せを考

慮しなければならない。

ローディングマニュアルに記載されている次の積付状態について，貨物による荷重と浸水荷重の最も厳しい組合せを考

慮しなければならない。

・ 均等積状態

・ 不均等積状態

・ 梱包された貨物を積載する状態（スチールコイル等）

許容貨物積載量の算出にあたっては，各積付状態に対して，最大のばら積貨物密度を考慮しなければならない。

3.4.3 浸水水位

浸水水位 zFは，船体のトリム及び横傾斜が無い状態における，基線からの垂直距離で，次に示す値とする。

・ 載貨重量 50,000t 未満の B 型乾舷を有する船舶 

・ 最前端貨物倉の後部横置隔壁： 0.95D1

・ その他の隔壁：   0.85D1 

・ その他の船舶 

・ 最前端貨物倉の後部横置隔壁： D1

・ その他の隔壁：   0.9D1 

4. 水圧試験時の圧力 

4.1 静水圧力

4.1.1
水圧試験が要求される板部材及び防撓材に作用する圧力（kN/m2）は，次式による。 

pST = 10(zST   z)
zST ： 試験水頭高さ（m）で，表 2 による値。 
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表 2 試験水頭高さ 

試験する区画又は構造 試験水頭高さ（m） 

二重底タンク 次の値のうち，大きい方の値：

zST = zTOP + dAP

zST = zml 

ホッパサイドタンク，トップサイドタンク，

二重船側タンク，液体を積載する船首尾倉，

コファダム 

次の値のうち，大きい方の値：

zST = zTOP + dAP

zST = zTOP + 2.4 

タンク隔壁，深水タンク，燃料油タンク 次の値のうち，大きい方の値：

zST = zTOP + dAP

zST = zTOP + 2.4

zST = zTOP + 10pPV 

バラストを漲水する貨物倉 次の値のうち，大きい方の値：

zST = zTOP + dAP

zST = zh + 0.9 

液体を積載しない船首尾倉 次の値のうち，大きい方の値：

zST = zF

zST = zml 

乾舷甲板より下方の水密戸 zST = zfd 

船首隔壁より後方にあるチェーンロッカ zST = zTOP 

独立タンク 次の値のうち，大きい方の値：

zST = zTOP + dAP

zST = zTOP + 0.9 

バラストダクト バラストポンプの最大圧力に対応する

試験水頭高さ 

備考： 

zml ： 船側位置における隔壁甲板の Z 座標（m）

zh ： ハッチコーミング上端の Z 座標（m）

zF ： 3.2.1 の規定による

zfd ： 乾舷甲板の Z 座標（m）

pPV ： 安全弁の設定圧力（bar） 
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7 節 積付状態 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

MH ： 計画最大満載喫水まで貨物を積載する均等積付状態において，個々の貨物倉に積載される貨物質量（t）

MFull ： 見掛け貨物密度（均等積付状態の貨物質量を貨物倉容積で除した値で，1.0 t/m3 以上とする）の貨物をハッチコ

ーミング上端まで積載したときの貨物質量（t）。ただし，いずれの場合も MH以上とする。 
)0.1,/max( HHFullFull VMVM  =  

MHD ： 計画最大満載喫水まで貨物を積載し，かつ，特定の貨物倉が空倉となる積付状態において，個々の貨物倉に積

載し得る最大貨物質量（t） 

VFull ： ハッチコーミングで囲まれた部分の容積を含む貨物倉容積（m3）

VH ： 貨物倉容積（m3）で，4 章 6 節の規定による

THB ： 最も深いバラスト状態の喫水（m）

 

1. 適用 

1.1 LCSR-Bが 150 m 未満の船舶

1.1.1
5 章 1 節に規定するハルガーダ強度評価並びに 6 章に規定する板，防撓材及び主要支持部材の局部強度評価においては，

ローディングマニュアル，中央横断面図又は設計者が別に規定するその他のものに規定される最も厳しい積付状態を考慮

しなければならない。

1.2 LCSR-Bが 150 m 以上の船舶

1.2.1
LCSR-Bが 150m 以上の船舶にあっては，2.から 4.までの規定を適用しなければならない。

1.2.2
2.から 4.の要件は，ここで規定するもの以外のその他の積付状態をローディングマニュアルに記載することを妨げるも

のではない。そのような積付状態については，別途計算書を提出しなければならない。また，要求されるローディングマ

ニュアル及び積付計算機を代替するものではない。

1.2.3
最大満載喫水は，夏期満載喫水としなければならない。

1.2.4
2.に掲げる積付状態は，5 章 1 節に規定する縦強度評価，6 章に規定する局部強度評価，7 章に規定される直接強度評価

において考慮しなければならない。また，バラストタンクの容量及び配置の決定並びに復原性の検討においても考慮され

なければならない。3.に掲げる積付状態は，局部強度評価において考慮されなければならない。また，4.に掲げる積付状

態は，直接強度評価において考慮されなければならない。

1.2.5
実際の運航における積付状態は，ローディングマニュアルに記載される設計積付状態と異なるものとすることができる。

ただし，当該積付状態は，ローディングマニュアル及び積付計算機で規定する縦強度及び局部強度並びに適用される復原

性要件を超えるものであってはならない。 
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2. 一般 

2.1 設計積付状態 ― 一般

2.1.1
貨物倉の最大貨物質量の決定にあたっては，50%の消耗品を積載し，かつ，最大喫水まで貨物を積載した状態を考慮し

なければならない。

2.1.2 BC-C 船

最大喫水となる状態であって，全ての貨物倉にハッチ部まで貨物を均等に積載し，かつ，全てのバラストタンクを空と

する積付状態を考慮しなければならない。

2.1.3 BC-B 船

BC-C 船に対する要件に加え，最大喫水となる状態であって，全ての貨物倉に貨物密度が 3.0t/m3 の貨物を同じ積付率（貨

物質量を貨物倉容積で除した値）で積載し，かつ，全てのバラストタンクは空とする積付状態を考慮しなければならない。

この設計積付状態において，適用するばら積貨物密度を 3.0 t/m3 未満とする場合には，船舶への積載が許容される最大

貨物密度を，{maximum cargo density x.y t/m3}として登録原簿に注記しなければならない。

2.1.4 BC-A 船

BC-B 船に対する要件に加え，最大喫水となる状態であって，特定の貨物倉を空倉とし，全ての積付倉にばら積貨物密

度が 3.0 t/m3 の貨物を同じ積付率（貨物質量を貨物倉容積で除した値）で積載し，かつ，全てのバラストタンクは空とす

る積付状態を，少なくとも一組は考慮しなければならない。

空倉となる貨物倉の組合せについては，{holds a, b,   may be empty}として登録原簿に注記しなければならない。

この設計積付状態において，適用するばら積貨物密度を 3.0 t/m3 未満とする場合には，船舶への積載が許容される最大

貨物密度を，{holds a, b,   may be empty with maximum cargo density x.y t/m3}として登録原簿に注記しなければならない。

2.2 バラスト状態

2.2.1 バラストタンクの容量及び配置

ばら積貨物船には，以下に規定するバラスト状態を達成できるよう，十分な容量のバラストタンクを配置しなければな

らない。

・ ノーマルバラスト状態 

ノーマルバラスト状態は，貨物を積載しないバラスト状態であって，以下の条件を満足するものとする。

・ バラストタンクは，満載，部分積載又は空とする。バラストタンクが部分積載とする場合には，4 章 3 節の条

件を満たさなければならない。 

・ 海上においてバラスト水を漲水することができる貨物倉（以下，「バラスト兼用倉」という。）を備える場合

であっても，当該貨物倉は空としなければならない。 

・ プロペラは完全に没水しなければならない。

・ 船尾トリムとしなければならない。ただし，トリムは垂線間長さ LBPの 1.5%を超えてはならない。

プロペラの没水率及びトリムの算定においては，船首尾垂線位置における喫水を用いて差し支えない。 

・ ヘビーバラスト状態  

ヘビーバラスト状態は，貨物を積載しないバラスト状態であって，以下の条件を満足するものとする。

・ バラストタンクは，満載，部分積載又は空とする。バラストタンクが部分積載とする場合には，4 章 3 節の条

件を満たさなければならない。 

・ バラスト兼用倉を備える場合，少なくともその一つにバラスト水を満載しなければならない。

・ プロペラ没水率 I/D を 60%以上としなければならない。この時，I 及び D は次による。 

I = プロペラの中心線から水線までの距離

D = プロペラの直径 

・ 船尾トリムとしなければならない。ただし，トリムは垂線間長さ LBPの 1.5%を超えてはならない。

・ 船首における喫水は，垂線間長さ LBPの 3%以上としなければならない。ただし，8m を超える必要はない。

2.2.2 強度要件

ばら積貨物船は，次に規定する強度要件を満たさなければならない。

・ ノーマルバラスト状態 
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・ 船首船底部の構造は，2.2.1 に規定するノーマルバラスト状態時の最小船首喫水におけるスラミング衝撃圧に

対して，十分な強度を有すること。 

・ 2.2.1 に示すノーマルバラスト状態時において，4 章 3 節に規定する縦強度要件を満足しなければならない。

・ さらに，全てのバラストタンクを満載とした状態において，4 章 3 節に規定する縦強度要件を満足しなければ

ならない。 

・ ヘビーバラスト状態 

・ 2.2.1 に規定するヘビーバラスト状態時において，4 章 3 節に規定する縦強度要件を満足しなければならない。

・ さらに，全てのバラストタンク及び，バラスト兼用倉を備える場合にはその 1 つを満載とした状態において，

4 章 3 節に規定する縦強度要件を満足しなければならない。 

・ 2 つ以上のバラスト兼用倉を備える場合であって，ヘビーバラスト状態を達成するために同時にバラスト水を

漲水することを計画していない場合には，縦強度評価においてこのような状態を考慮する必要はない。任意の

バラスト兼用倉が使用可能であるような検討がなされない限り，バラスト兼用倉の指定及び他のバラスト兼用

倉使用に対するすべての制約を，ローディングマニュアルに記載しなければならない。 

2.3 出港状態及び入港状態

2.3.1
別段の規定がない限り，2.1 及び 2.2 に規定する各設計積付状態に対し，以下の出港状態及び入港状態を考慮しなけれ

ばならない。

出港状態 ： 燃料タンク 95%以上。他の消耗品 100%

入港状態 ： 消耗品 10% 

3. 局部強度に対する設計積付状態 

3.1 定義

3.1.1
ある 1 つの貨物倉又は隣接する 2 つの積付倉における，最大許容積載質量及び最小必要積載質量は，二重底に働く荷重

差に関連する。二重底に働く荷重差は，喫水，貨物倉内の貨物質量並びに二重底タンク内の燃料及びバラスト水の質量に

よる値とする。

3.2 一般要件

3.2.1
全ての貨物倉は，最大喫水において，MFull の貨物質量を積載することができるものとしなければならない。この時，

当該貨物倉下の二重底タンクは，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの場合は空とする。

3.2.2
全ての貨物倉は，最大喫水において，任意の貨物倉に MHの 50%の貨物質量を積載することができるものとしなければ

ならない。この時，当該貨物倉下の全ての二重底タンクは空とする。

3.2.3
全ての貨物倉は，最も深いバラスト状態の喫水において，空倉とすることができるものとしなければならない。この時，

当該貨物倉下の全ての二重底タンクは空とする。

3.3 {no MP}を付記する場合を除き適用する要件

3.3.1
全ての貨物倉は，最大喫水の 67%にあたる喫水において，MFull の貨物質量を積載することができるものとしなければ

ならない。この時，当該貨物倉下の二重底タンクは，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの場合は空とする。

3.3.2
全ての貨物倉は，最大喫水の 83%にあたる喫水において，空倉とすることができるものとしなければならない。この

時，当該貨物倉下の全ての二重底タンクは空とする。

3.3.3
最大喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する 2 つの貨物倉に MFullの貨物質量を積載することができるもの

としなければならない。この時，当該貨物倉下の二重底タンクは，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの場合は空

とする。バラスト水を積載する兼用倉の隣接倉に貨物を積載する状態を標準状態として計画する場合には，これらの貨物
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倉下の二重底タンクの質量は，上記と同様に，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの場合は空とする。

3.3.4
最大喫水の 75%にあたる喫水においてに，任意の隣接する 2 つの貨物倉を空倉とすることができるものとしなければ

ならない。この時，当該貨物倉下の全ての二重底タンクは，空とする

3.4 BC-A 船に適用する追加の状態

3.4.1
満載状態において空倉とする貨物倉は，最大喫水において，空倉とすることができるものとしなければならない。この

時，当該貨物倉下の全ての二重底タンクは空とする。

3.4.2
高密度貨物を積載する貨物倉は，最大喫水において，MHD + 0.1MHの貨物質量を積載することができるものとしなけれ

ばならない。この時，当該貨物倉下の二重底タンクは，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの場合は空とする。

実際の運航における最大許容貨物質量は，MHDを超えてはならない。

3.4.3
隣接する 2 つの貨物倉に貨物を積載し，その両側の貨物倉を空倉とするような標準状態を計画する場合には，最大喫水

において，積付倉に MBlock + 0.1MHの貨物質量を積載できるものとしなければならない。この時，MBlock は当該積付状態に

おける最大貨物質量（t）とする。また，当該貨物倉下の二重底タンクは，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの

場合は空とする。

実際の運航における最大許容貨物質量は，MBlock を超えてはならない。

3.5 バラスト兼用倉に適用する追加の積付状態

3.5.1
バラスト水を漲水するよう設計される貨物倉（バラスト兼用倉）は，ヘビーバラスト状態における最小喫水において，

バラスト水をハッチ部まで 100%漲水できるものとしなければならない。この時，当該兼用倉下の全ての二重底タンクは

満載とする。トップサイドタンク，ホッパタンク及び二重底タンクと隣接する兼用倉に対しては，当該兼用倉に 100%漲

水し，トップサイドタンク，ホッパタンク及び二重底内タンクを空とした状態においても，強度要件を満足するものとし

なければならない。

3.6 港湾における荷役及び揚貨状態に適用する追加の積付状態

3.6.1
全ての貨物倉は，最大喫水の 67%にあたる喫水において，最大貨物質量を積載できるものとしなければならない。

3.6.2
最大喫水の 67%にあたる喫水において，任意の隣接する二つの貨物倉に MFullの貨物質量を積載できるものとしなけれ

ばならない。この時，当該貨物倉下の二重底タンクは，燃料タンクの場合は満載，バラストタンクの場合は空とする。

3.6.3
港内荷役状態における最大許容積載質量は，航海中の最大喫水における最大許容積載質量の 15%にあたる質量の分だ

け増加させて差し支えない。ただし，航海中の最大喫水における最大許容積載質量を超えてはならない。最小必要積載質

量については，同量だけ減ずることができる。

3.7 マスチャート

3.7.1
ローディングマニュアル及び積付計算機は，航海状態及び港内荷役状態における喫水に応じた最大許容積載質量及び最

小必要積載質量を示す貨物倉質量線図（マスチャート）を含むものとしなければならない。

マスチャートは，3.2 から 3.6（3.5.1 を除く）に規定する局部強度評価用の設計積付状態及び 4 章付録 1 に規定する手

法に基づいて作成しなければならない。

3.7.2
設計積付状態において規定する喫水以外においては，最大許容積載質量及び最小必要質量を船底に作用する浮力の変化

に応じて調整しなければならない。浮力の変化は，各喫水における水線面積を用いて計算しなければならない。

ローディングマニュアル及び積付計算機は，個々の貨物倉及び任意の隣接する 2 つの貨物倉に対するマスチャートを含

むものとしなければならない。 
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4. 直接強度解析のための設計荷重条件 

4.1 積付状態

4.1.1
2.及び 3.に規定に従い，有限要素法を用いた貨物倉モデルの直接強度評価において考慮しなければならない積付状態は，

追加の付記によるばら積貨物船の種類に応じ，それぞれ表 1 による。

4.1.2
表 1 に含まれていない積付状態をローディングマニュアルに記載する場合，これらの積付状態を別途考慮しなければな

らない。

 
表 1 各追加の付記に対して適用する積付状態 

BC- 
BC-, 

(no MP) No. 積付状態 参照 

A B C A B C 

1 均等積状態 3.2.1 x x x x x x 

2 スラック積状態 3.2.2 x x x x x x 

3 ノーマルバラスト状態 3.2.3 x x x x x x 

         

4 多港積荷・揚荷状態 -1 3.3.1 x x x    

5 多港積荷・揚荷状態 -2 3.3.2 x x x    

6 多港積荷・揚荷状態 -3 3.3.3 x x x    

7 多港積荷・揚荷状態 -4 3.3.4 x x x    

         

8 隔倉積状態 3.4.1 & .2 x   x   

9 ブロック積状態 3.4.3 x   x   

         

10 ヘビーバラスト状態 3.5.1 x x x x x x 

         

11 港内荷役状態 -1 3.6.1    x x x 

12 港内荷役状態 -2 3.6.2    x x x 

4.2 静水中縦曲げモーメント及びせん断力

4.2.1
表 1 に規定するそれぞれの積付状態において，4 節に規定する荷重ケースを考慮しなければならない。積付状態及び荷

重ケースの組合せに対して，表 2 に規定する静水中縦曲げモーメント及び表 3 に規定する静水中せん断力を考慮しなけれ

ばならない。

4.2.2
ローディングマニュアルに記載される積付状態における静水中縦曲げモーメント及びせん断力が，表 2 に規定する値よ

り大きくなる場合には，ローディングマニュアルから得られる値を用いなければならない。

4.3 適用

4.3.1
せん断力解析を含む直接強度解析においては，少なくとも 4 章付録 2 に規定する荷重条件を考慮しなければならない。

4.3.2
疲労強度評価で考慮すべき標準積付状態は 4 章付録 3 による。 
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表 2 静水中縦曲げモーメント 

積付状態 

スラック積状態 多港積荷・揚荷状態 

隔倉積状態 ブロック積状態 

 

均等積状態 

ノーマルバラスト状態 最も深いバラスト状態 

ヘビーバラスト状態 

（兼用倉） 
港内荷役状態 

H1 0.5MSW,S 0 MSW,S MSW,S 

H2 0.5MSW,H MSW,H MSW,H 0 

F1 0.5MSW,S 0 MSW,S MSW,S 

F2 0.5MSW,H MSW,H MSW,H 0 

0.5MSW,S 0 MSW,S MSW,S 
R1 

0.5MSW,H MSW,H MSW,H 0 

0.5MSW,S 0 MSW,S MSW,S 
R2 

0.5MSW,H MSW,H MSW,H 0 

P1 0.5MSW,S 0 MSW,S MSW,S 

P2 0.5MSW,H MSW,H MSW,H 0 

--- 

MSW,P,S 

荷
重
ケ
ー
ス

 

Static ---  
MSW,P,H 

備考：

MSW,H ：許容静水中縦曲げモーメント（ホギング状態）

MSW,S ：許容静水中縦曲げモーメント（サギング状態）

MSW,P,H ：港内状態における許容静水中縦曲げモーメント（ホギング状態）

MSW,P,S ：港内状態における許容静水中縦曲げモーメント（サギング状態） 

 
表 3 静水中せん断力 

積付状態  

均等積状態 
隔倉積状態 

（BC-A） 

多港積荷・

揚荷状態 

（BC-B 及び BC-C） 

ヘビーバラスト状態 

（バラスト兼用倉） 

ヘビーバラスト状態

（バラスト兼用倉以外の

貨物倉） 

H1 --- QSW QSW QSW --- 

H2 --- QSW QSW QSW --- 

F1 --- QSW QSW QSW --- 

荷
重
ケ
ー
ス

 

F2 --- QSW QSW QSW --- 

備考：

QSW ：考慮する横置隔壁位置での許容静水中せん断力 
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8 節 ローディングマニュアル及び積付計算機 

1. 一般 

1.1 全ての船舶

全ての船舶には，本会が承認したローディングマニュアル及び積付計算機を備えなければならない。

積付計算機は，それぞれの船舶に専用で搭載する設備であり，積付計算機の計算結果は，当該積付計算機の承認の前提

となった船舶にのみ適用することができる。

積付計算機は，ローディングマニュアルを代替するものではない。

1.2 LCSR-Bが 150 m 以上の船舶

BC-A 船，BC-B 船及び BC-C 船は，本節の該当する要件に従って本会が承認したローディングマニュアル及び積付計算

機を備えなければならない。

荷役／荷揚げ手順は，5.の規定による。 

2. ローディングマニュアル 

2.1 定義

2.1.1 全ての船舶

ローディングマニュアルには，次の事項を記載しなければならない。

・ 船舶の設計の前提となる積付状態並びに静水中曲げモーメント及びせん断力の許容値。また，バラスト交換手順及

び入渠時手順により規定される積付状態をローディングマニュアルに含めなければならない。 

・ それぞれの積付状態における静水中曲げモーメント及び静水中せん断力

・ ハッチカバー，甲板，二重底構造等に対する局部的な許容荷重

2.1.2 LCSR-Bが 150 m 以上の船舶

BC-A 船，BC-B 船及び BC-C 船のローディングマニュアルには，2.1.1 に規定する事項に加え，次の事項を記載しなけれ

ばならない。

・ 5 章 1 節に規定する貨物倉浸水時の静水中曲げモーメント及びせん断力並びにそれらの許容値

・ 満載喫水において空倉とすることが可能な貨物倉及びその組み合わせ。満載喫水において，いかなる貨物倉も空倉

状態とすることが許容されない場合には，その旨を明確に記載しなければならない。 

・ 各貨物倉の中央における喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積載

質量 

・ 隣接する 2 つの貨物倉の平均喫水に応じた隣接する貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積

載質量。この時，平均喫水とは，それぞれの貨物倉の中央における喫水の平均値とする。 

・ ばら積貨物以外の貨物について，貨物の種類及びその最大許容積載質量。

・ 甲板及びハッチカバー上の最大許容積載質量。甲板及びハッチカバー上に貨物を積載することが認められていない

場合には，その旨を明確に記載しなければならない。 

・ バラスト注排水の最大容量。荷役計画が，このバラスト注排水の許容能力に基づき作成され，荷役する港と合意さ

れなければならない旨の注意事項も記載する。 

2.2 承認条件

2.2.1 全ての船舶

ローディングマニュアルは，船舶の完工時のデータに基づくものとしなければならない。ローディングマニュアルには，

適切に出港状態及び入港状態を設定した設計積付状態（貨物積付状態及びバラスト状態）を記載しなければならない。船

体寸法の承認は，これらの設計積付状態に基づくものとしなければならない。

船舶の主要データの変更を伴う改造が行われる場合，新たに本会が承認したローディングマニュアルを備えなければな

らない。 
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2.2.2 LCSR-Bが 150 m 以上の船舶

BC-A 船，BC-B 船及び BC-C 船のローディングマニュアルには，2.2.1 に規定する事項に加え，適切に出港状態及び入港

状態を設定した次に掲げる積付状態を記載しなければならない。

・ ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最大喫水となる均等積状態

・ 不均等積状態を計画する場合，ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最

大喫水となる不均等積状態 

・ バラスト状態。ただし，トップサイドタンク，ビルジホッパタンク及び二重底タンクに隣接するバラスト兼用倉を

備える船舶にあっては，当該兼用倉に 100%漲水し，トップサイドタンク，ホッパタンク及び二重底内タンクを空

とした状態においても，強度要件を満足するものとしなければならない。 

・ 積載燃料を制限して最大喫水まで貨物を積載した短期航海積付状態

・ 多港荷役及び多港荷揚積付状態

・ 甲板上に貨物を積載する場合，当該積付状態

・ 均等積付状態，部分積付状態及び不均等積付状態に対して，貨物の荷役開始から最大積載質量となるまでの荷役及

び最大積載質量の貨物を積載した状態から空倉となるまでの荷揚げに関する標準手順。当該手順は，貨物の荷役速

度，バラスト注排水の容量及び船体強度上の許容値にも配慮して作成しなければならない。指針として，荷役手順

一覧の書式例を表 1 に示す。 

・  洋上でのバラスト交換を行う場合，その標準的な手順

2.3 言語

ローディングマニュアルは，船長の理解できる言語で作成しなければならない。その言語が英語でない場合には，英語

の翻訳を付さなければならない。 

3. 積付計算機 

3.1 定義

3.1.1 全ての船舶

積付計算機は，アナログ又はデジタルの機器で，貨物積付状態及びバラスト積付状態のすべてについて，当該船舶の規

定された算出点における静水中縦曲げモーメント及び静水中せん断力を容易に算出でき，かつ，規定された許容値を超え

ないことを迅速に確認できるものでなければならない。

3.1.2 LCSR-Bが 150 m 以上の船舶

BC-A 船，BC-B 船及び BC-C 船に備える積付計算機は，3.1.1 に規定するデジタルシステムで，本会が承認したものとし

なければならない。3.1.1 の規定に加えて，積付計算機は，次のことが許容値以内であることが確認できなければならな

い。

・ 各貨物倉の中央における喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積載

質量 

・ 隣接する 2 つの貨物倉の平均喫水に応じた隣接する貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積

載質量 

・ 貨物倉浸水時の静水中曲げモーメント及び静水中せん断力

3.2 承認条件

3.2.1 全ての船舶

積付計算機の承認にあたっては，次の事項を行わなければならない。

・ 本会が必要と認める場合には，型式の検証

・ 計算に使用される本船の完工時のデータの検証

・ 算出点の数及び位置の許諾

・ 算出点における許容値の許諾

・ 同意された試験条件下で，積付計算機の船上への適切な設置及び操作の確認，また操作マニュアルのコピーが船上

にあるかの確認

3.2.2 LCSR-Bが 150 m 以上の船舶

BC-A 船，BC-B 船及び BC-C 船に備える積付計算機については，3.2.1 に規定する事項に加えて，次の事項のうち適当な
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ものも行わなければならない。

・ 全ての算出点における許容ハルガーダ縦曲げモーメントの許諾

・ 全ての算出点における許容ハルガーダせん断力の許諾

・ 各貨物倉の中央における喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積載

質量の許諾 

・ 隣接する 2 つの貨物倉の喫水に応じた隣接する貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積載質

量の許諾

3.2.3
船舶の主要データの変更を伴う改造が行われる場合，これに基づき修正の上，本会の承認を受けなければならない。

3.2.4
積付計算機には，常に操作マニュアルを備えなければならない。

操作マニュアル及び積付計算機の出力は，使用者が理解できる言語によるものとしなければならない。その言語が英語

でない場合，英語の翻訳を付さなければならない。

3.2.5
積付計算機の動作は，船舶に搭載後，認められた試験用積付状態について検証されなければならない。この時，認めら

れた試験用積付状態及び機器の操作マニュアルが船上にあることを確認しなければならない。 

4. 年次検査及び定期検査 

4.1 一般

4.1.1
各年次検査及び定期検査においては，承認されたローディングマニュアルが船上にあるかどうかを確認しなければなら

ない。

4.1.2
船長は，定期的に，試験用積付状態を使って積付計算機の精度を確認しなければならない。

4.1.3
各定期検査においては，検査員が立会いの下に上記試験を行わなければならない。 

5. 荷役／荷揚げの手順 

5.1 一般

5.1.1
標準荷役／荷揚げ手順は，荷役／荷揚げ速度，バラスト注排水の容量及び船体強度上の許容値に配慮して作成しなけれ

ばならない。

5.1.2
建造者は，標準荷役／荷揚げ手順を本会に提出し，承認を受けなければならない。

5.1.3
標準荷役手順は，次の事項を含むものとしなければならない。

・ ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最大喫水となる不均等積状態

・ ばら積貨物密度が小さい貨物の場合及び大きい貨物の場合のそれぞれについて，最大喫水となる均等積状態

・ 積載燃料を制限して最大喫水まで貨物を積載した短期航海積付状態

・ 多港荷役及び多港荷揚積付状態

・ 甲板上に貨物を積載する積付状態

・ ブロック積状態

5.1.4
荷役／荷揚げ手順は，特定の港のもの又は標準的なものとして差し支えない。

5.1.5
手順は，貨物の荷役開始から最大積載質量を積載した状態まで，ステップ毎に構築しなければならない。ここで，1 ス
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テップとは，荷役設備が異なる貨物倉の荷役のために移動する時とする。各ステップに関する資料を作成し，本会に提出

しなければならない。縦強度に加えて，各貨物倉の局部強度を考慮しなければならない。

5.1.6
各積付状態について，全てのステップの一覧を含むものとしなければならない。一覧は，例えば，以下に示す各ステッ

プの主要な情報を含むものとしなければならない。

・ 各ステップ間にそれぞれの貨物倉に積載する貨物質量

・ 各ステップ間にそれぞれのバラストタンクから排出するバラスト質量

・ 各ステップの終了時の最大静水中曲げモーメント及び静水中せん断力

・ 各ステップの終了時のトリム及び喫水
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付録 1  マスチャート 

記号 

本付録に規定されない記号については，1 章 4 節による。

h ： 船体中心線上における内底板から上甲板の最下点までの垂直距離（m）

ha ： ブロック積状態における後方の貨物倉での船体中心線上における内底板から上甲板の最下点までの垂直

距離（m） 

hf ： ブロック積状態における前方の貨物倉での船体中心線上における内底板から上甲板の最下点までの垂直

距離（m） 

MH ： 4 章 7 節の規定による

MFull ： 4 章 7 節の規定による

MHD ： 4 章 7 節の規定による

MD ： それぞれの貨物倉における最大貨物質量（t）
MBLK ： ローディングマニュアルに記載されるブロック積状態による貨物倉の最大貨物質量（t）
THB ： 4 章 7 節の規定による

Ti ： 貨物倉の長さ Hl の中央における積付状態 i での喫水（m） 

VH ： 4 章 6 節の規定による

Vf , Va ： それぞれ前方及び後方の貨物倉の体積（m3）で，倉口部を除く。

Tmin ： 0.75TS 又は隣接する 2 つの貨物倉を空倉とするバラスト状態における喫水のうち，大きい方の値（m）

S ： 隣接する 2 つの貨物倉における質量の合計

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本付録の規定は，LCSR-Bが 150m 以上の船舶に適用する。

1.1.2
本付録は，次の事項を決定するために用いる手順を示す。

・ 各貨物倉の中央における喫水の変化に応じた当該貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積載

質量 

・ 隣接する 2 つの貨物倉の平均喫水に応じた隣接する貨物倉及び二重底積載物の最大許容積載質量及び最小必要積

載質量

1.1.3
計算結果を，ローディングマニュアルに記載しなければならない。また，ローディングマニュアルには，設計審査によ

り得られる単独の貨物倉及び隣接する 2 つの貨物倉の構造用喫水における最大許容積載質量も記載しなければならない。

1.1.4
ローディングマニュアルには，各貨物倉の最大許容積載質量及び最小必要積載質量を用いる場合の注意事項として，次

を記載しなければならない。

スチールコイル又は重量物等の二重底の局部強度に影響を及ぼすような貨物であって，ローディングマニュアルに記載

されていないものを積載する場合には，最大許容積載質量及び最小必要積載質量については別途考慮する必要がある。 
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2. 単独貨物倉の最大及び最小積載質量 

2.1 単独貨物倉の最大許容及び最小必要積載質量

2.1.1 一般

航海時における単独貨物倉の許容積載質量曲線については，2.1.2 から 2.1.5 の規定による。ただし，船体構造の検討に

おいて 4 章 7 節 3.7.1 に規定する積付状態よりも厳しい状態を考慮する場合には，最小必要積載質量及び最大許容積載質

量は当該積付状態を考慮したものとすることができる。

2.1.2 {No MP}を付記しない BC-A 船

・ 積付倉の場合 

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

h
TTVMMTW is

HHHDi
)(025.11.0)(max

-
-+=  

ただし，Wmax(Ti)はいかなる場合も MHD以下とする。

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT 83.0£ の場合： Wmin(Ti) = 0 

SiS TTT £<83.0 の場合： 
h

TTVTW Si
Hi

)83.0(025.1)(min
-

=  

・ 最大喫水で空倉とする貨物倉の場合 

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

SiS TTT <£67.0 の場合： Wmax(Ti) = MFull 

Ti < 0.67TS の場合： 
h

TTVMTW iS
HFulli

)67.0(025.1)(max
-

-=  

喫水 Ti の変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT £ の場合： Wmin(Ti) = 0 

{No MP}を付記しない BC-A 船における積付倉及び最大喫水で空倉とする貨物倉の許容積載質量曲線の例を図 1 に示す。

 
図 1 単独貨物倉の最大許容及び最小必要積載質量（{No MP}を付記しない BC-A 船の例） 
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0.67TS TS Draught

0.15MFull
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0  
(a) 積付倉 (b) 最大喫水で空倉とする貨物倉 

2.1.3 {No MP}を付記する BC-A 船

・ 積付倉 

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，2.1.2 の規定による。

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

HBi TT £ の場合： Wmin(Ti) = 0 

SiHB TTT £< の場合： 
h
TT

VTW HBi
Hi

)
min

(
025.1)(

-
=  

又は 
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iS TT ³ の場合： 0)(025.15.0)(min ³
-

-=
h

TTVMTW iS
HHi  

・ 最大喫水で空倉とする貨物倉の場合 

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

h
TTVMTW iS

HFulli
)(025.1)(max

-
-=  

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

iS TT ³ の場合： 0)(min =iTW  

{No MP}を付記する BC-A 船における貨物倉の許容積載質量曲線の例を図 2 に示す。

 
図 2 単独貨物倉の最大許容及び最小必要積載質量（{No MP}を付記する BC-A 船の例） 
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(a) 積付倉 (b) 最大喫水で空倉とする貨物倉 

2.1.4 {No MP}を付記しない BC-B 船及び BC-C 船

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT ££67.0 の場合： Wmax(Ti) = MFull 

Ti < 0.67TS の場合： 
h

TTVMTW iS
HFulli

)67.0(025.1)(max
-

-=  

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT 83.0£ の場合： Wmin(Ti) = 0 

SiS TTT £<83.0 の場合： 
h

TTVTW Si
Hi

)83.0(025.1)(min
-

=  

{No MP}を付記しない BC-B 船及び BC-C 船における貨物倉の許容積載質量曲線の例を図 3 に示す。

 
図 3 単独貨物倉の最大許容及び最小必要積載質量 

（{No MP}を付記しない BC-B 船及び BC-B 船の例） 
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C
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2.1.5 {No MP}を付記する BC-B 船及び BC-C 船

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

h
TTVMTW iS

HFulli
)(025.1)(max

-
-=  
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喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

HBi TT £ の場合： Wmin(Ti) = 0 

SiHB TTT £< の場合： 
h
TTVTW HBi

Hi
)(025.1)(min

-
=  

又は 

iS TT ³ の場合： 
h

TTVMTW iS
HHi

)(025.15.0)(min
-

-=  

ただし Wmin(Ti) ≧ 0 

{No MP}を付記する BC-B 船又は BC-C 船における貨物倉の許容積載質量曲線の例を図 4 に示す。

 
図 4 単独貨物倉の最大許容及び最小必要積載質量（{No MP}を付記する BC-B 船及び BC-C 船の例） 
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2.2 港内状態における単独貨物倉の最大許容及び最小必要積載質量

2.2.1 一般

港内状態における単独貨物倉の許容積載質量は 2.2.2 の規定による。ただし，船体構造の検討において 4 章 7 節 3.7.1
に規定する積付状態よりも厳しい状態を考慮する場合には，最小必要積載質量及び最大許容積載質量は当該積付状態を考

慮したものとすることができる。

2.2.2 全ての船舶

港内荷役状態における各喫水における最大許容積載質量及び最小必要積載質量は，航海状態における最大許容積載質量

又は最小必要積載質量に対し，当該貨物倉の計画満載喫水における最大許容積載質量の 15%にあたる質量の分をそれぞ

れ増加又は減少させることができる。ただし，各貨物倉において，計画満載喫水における当該貨物倉単独の最大許容積載

質量を超えてはならない。

2.2.3 {No MP}を付記しない BC-A 船

積付倉において，港内状態における，喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，2.1.2 の規定に加え，

次式による。 

Si TT 67.0³ の場合： HDi MTW =)(max  

Si TT 67.0< の場合： 
h

TTVMMTW iS
HHHDi

)67.0(025.11.0)(max
-

-+=  

2.2.4 {No MP}を付記する BC-A 船

最大喫水において空倉とする貨物倉において，港内状態における，喫水 Ti の変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)

（t）は，2.1.3 の規定に加え，次式による。 

SiS TTT 67.0³³ の場合： Fulli MTW =)(max  

Si TT 67.0< の場合 ： 
h

TTVMTW iS
HFulli

)67.0(025.1)(max
-

-=  

2.2.5 {No MP}を付記する BC-B 船及び BC-C 船

港内状態における，喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，2.1.5 の規定に加え，次式による。 

SiS TTT 67.0³³ の場合： Fulli MTW =)(max  

Si TT 67.0< の場合 ： 
h

TTVMTW iS
HFulli

)67.0(025.1)(max
-

-=  
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3. 隣接する 2 つの貨物倉での最大及び最小積載質量 

3.1 隣接する 2 つの貨物倉での最大許容及び最小必要積載質量

3.1.1 一般

航海状態における隣接する 2 つの貨物倉での許容積載質量は 3.1.2 及び 3.1.3 の規定による。ただし，船体構造の検討に

おいて 4 章 7 節 3.7.1 に規定する積付状態よりも厳しい状態を考慮する場合には，最小必要積載質量及び最大許容積載質

量は当該積付状態を考慮したものとすることができる。

3.1.2 {No MP}を付記しない，ブロック積状態を計画する BC-A 船

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次の算式により求まる値のうち，大きい方の値。 

å - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-+= )(025.1)1.0()(max iS

a

a

f

f
HBLKi TT

h
V

h
V

MMTW  

又は 

å - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= )67.0(025.1)(max iS

a

a

f

f
Fulli TT

h
V

h
V

MTW  

ただし，Wmax(Ti)はいかなる場合もS MBLK以下とする。

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT 75.0£ の場合： 0)(min =iTW  

SiS TTT 75.0>³ の場合： )75.0(025.1)(min Si
a

a

f

f TT
h
V

h
V

TiW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+=  

3.1.2bis {No MP}を付記する，ブロック積状態を計画する BC-A 船

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

å - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-+= )(025.1)1.0()(max iS

a

a

f

f
HBLKi TT

h
V

h
V

MMTW  

ただし，Wmax(Ti)はいかなる場合もS MBLK以下とする。

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT 75.0£ の場合： 0)(min =iTW  

SiS TTT 75.0>³ の場合： )(025.1)(min HBi
a

a

f

f
i TT

h
V

h
V

TW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+=  

ブロック積状態を計画する BC-A 船における貨物倉の許容積載質量曲線の例を図 5 に示す。

 
図 5 2 つの貨物倉での最大許容及び最小必要積載質量 

（ブロック積状態を計画する BC-A 船の例） 
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(a) {No MP}を付記しない場合 (b) {No MP}を付記する場合 

3.1.3 （削除）

3.1.4 {No MP}を付記しない，ブロック積状態を計画しない BC-A 船並びに BC-B 船及び BC-C 船

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 
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SiS TTT 67.0³³ の場合： å= Fulli MTW )(max  

Si TT 67.0< の場合： )67.0(025.1)(max iS
a

a

f

f
Fulli TT

h
V

h
V

MTW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= å  

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT 75.0£ の場合： 0)(min =iTW  

SiS TTT 75.0>³ の場合： )75.0(025.1)(min Si
a

a

f

f
i TT

h
V

h
V

TW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+=  

3.1.5 {No MP}を付記する，ブロック積状態を計画しない BC-A 船並びに BC-B 船及び BC-C 船

喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，次式による。 

Si TT < の場合： )(025.1)(max iS
a

a

f

f
Fulli TT

h
V

h
V

MTW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= å  

喫水 Tiの変化に応じた最小必要積載質量 Wmin(Ti)（t）は，次式による。 

HBi TT £ の場合： 0)(min =iTW  

HBiS TTT >³ の場合： )(025.1)(min HBi
a

a

f

f
i TT

h
V

h
V

TW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+=  

ブロック積状態を計画しない BC-A 船並びに BC-B 船及び BC-C 船における貨物倉の許容積載質量曲線の例を図 6 に示

す。

 
図 6 2 つの貨物倉での最大許容及び最小必要積載質量 

（ブロック積状態を計画しない BC-A 船並びに BC-B 船及び BC-C 船の例） 
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(a) {No MP}を付記しない場合 (b) {No MP}を付記する場合 

3.2 港内状態における隣接する 2 つの貨物倉での最大許容及び最小必要積載質量

3.2.1 一般

港内状態における隣接する 2 つの貨物倉での許容積載質量は 3.2.2 の規定による。ただし，船体構造の検討において 4

章 7 節 3.7.1 に規定する積付状態よりも厳しい状態を考慮する場合には，最小必要積載質量及び最大許容積載質量は当該

積付状態を考慮したものとすることができる。

3.2.2 全ての船舶

港内荷役状態における各喫水における最大許容積載質量及び最小必要積載質量は，航海状態における最大許容積載質量

又は最小必要積載質量に対し，当該貨物倉の計画満載喫水における最大許容積載質量の 15%にあたる質量の分をそれぞ

れ増加又は減少させることができる。ただし，各貨物倉において，計画満載喫水における当該貨物倉単独の最大許容積載

質量を超えてはならない。

3.2.3 {No MP}を付記する，ブロック積状態を計画する BC-A 船

港内状態における，喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，3.1.2bis の規定に加え，次式による。 

)67.0(025.1)(max iS
a

a

f

f
Fulli TT

h
V

h
V

MTW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= å  

å£ BLKi MTW )(max  
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3.2.4 {No MP}を付記する，ブロック積状態を計画しない BC-A 船並びに BC-B 船及び BC-C 船

港内状態における，喫水 Tiの変化に応じた最大許容積載質量 Wmax(Ti)（t）は，3.1.5 の規定に加え，次式による。 

SiS TTT 67.0³³ の場合： å= Fulli MTW )(max  

Si TT 67.0< の場合： )67.0(025.1)(max iS
a

a

f

f
Fulli TT

h
V

h
V

MTW - 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-= å  
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1）

 
T H

B(
m

in
) 

 

M
SW

,S
 

0 
M

SW
,S

 
 

11
),1

2)
 

 

R
1 

R
1 

 
 

 

14
 

ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト
状

態
 

T H
B(

m
in

) 

 

0 
M

SW
,S

 
 

 
11

), 
12

), 
13

) 
 

--
- 

--
- 

 
 

 

15
 

港
内
状
態

 -
2 

（
3.

6.
2）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

3)
, 1

4)
, 1

5)
 

 

--
- 

--
- 

 
 

 

16
 

港
内
状
態

 -
2 

（
3.

6.
2）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

3)
, 1

4)
, 1

5)
 

 

a)
 
番
号
は

4
章

7
節

に
規
定
さ
れ
る
積
付
状
態
と
対
応
す
る
。

b)
 

M
SW

,H
, M

SW
,S

 
：
航
海
状
態
に
お
け
る
ホ
ギ

ン
グ
状
態
及
び
サ
ギ
ン
グ
状
態
に
対
応
す
る
許
容
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 
M

SW
,P

,H
, M

SW
,P

,S
 
：
港
内
状
態
に
お
け
る
ホ
ギ
ン
グ
状
態
及
び
サ
ギ
ン
グ
状
態
に
対
応
す
る
許
容
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 

M
Fu

ll 

M
H

D
+ 

0.
1M

H
 

M
H

D
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 

 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 
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注
記

1)
 
こ
の

2
つ
の
積
付
状
態
は
，
貨
物
密
度
が

3.
0 

t/m
3
の
貨
物
を

M
Fu

ll
積
載
し
た
積
付
状
態
を
考
慮
す
る
こ

と
で
代
替
で
き
る
。

2)
 
指
定
の
な
い
場
合
は
，
貨
物
密
度
は

3.
0 

t/m
3
と
す
る
。

3)
 

M
H
/V

H
 又

は
1.

0 
t/m

3
の
う
ち
，
大
き
い
方
の
値
を
用
い
る
こ
と
。

4)
 
バ
ラ
ス
ト
兼
用
倉
が
な
い
場
合
に
は
，
ノ
ー
マ

ル
バ
ラ
ス
ト
状
態
で
は

M
SW

,S
 =

 0
と
す
る
。

5)
 
バ
ラ
ス
ト
兼
用
倉
を
適
切
に
配
置
す
る
。

6)
 

{n
o 

M
P}

が
付
記
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
，
考
慮
し
な
く
て
よ
い
。

7)
 
せ
ん
断
力
評
価
で
は
，
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
を

(0
.8

 M
SW

 +
 0

.6
5C

W
VM

W
V)
に
減
じ
，
最
大
せ
ん
断
力

(Q
SW

 +
 Q

W
V)
を
考
慮
す

る
。

8)
 
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ
る
場
合
の
み
考
慮
す
る
。

9)
 

M
BL

K 
：
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ

る
設
計
積
付
状
態
中
で
の
最
大
貨
物
質
量

10
) 
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
は
，
計
画
値
で
は

な
く
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ
る
実
際
の
値
を
用
い
る
。

11
) 
バ
ラ
ス
ト
兼
用
倉
が
隔
倉
積
状
態
で
空
倉
と
な

る
場
合
の
み
考
慮
す
る
。

12
) 
ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト
状
態
に
お
け
る
最
小
喫
水
を

用
い
る
。

13
) 
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
明
確
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
考
慮
し
な
く
て
よ
い
。

14
) 

{n
o 

M
P}

が
付
記
さ
れ
る
船
舶
の
み
考
慮
す
る
。

15
) 
海
水
圧
及
び
内
圧
は
静
荷
重
を
考
慮
す
る
。

 

 
表

2 
BC

-A
船
で
隔
倉
積
状
態
に
お
い
て
空
倉
と
な
る
貨
物
倉
の
せ
ん
断
力
評
価
の
た
め
の
標
準
積
付
状
態
（
中
央
貨
物
倉
を
空
倉
と
す
る
）

 

荷
重
ケ
ー
ス
（
設
計
波
）

 

静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 b)
 

 
積
付
状
態

 a)
 

喫
水

 
  

  
  

  
  
参
考
図

  
  

  
  

  
  

 後
  

  
 中

央
  

  
 前

 

静
水
中
せ
ん
断
力

 

注
記

 

（
表

1
の
注
記

に
よ
る
）

 

F2
 

 
 

 

0.
8M

SW
,H

 
 

 
 

10
SF

 
隔
倉
積
状
態

 

（
3.

4.
1）

 
T S

 
 

Q
SW

 
 

 
 

2)
, 7

) 

H
1 

 
 

 

0.
8M

SW
,S

 
 

 
 

13
SF

 

ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト

状
態

（
3.

5.
1）

 
T H

B(
m

in
) 

 

Q
SW

 
 

 
 

7)
, 1

1)
, 1

2)
 

a)
 
番
号
は

4
章

7
節

に
規
定
さ
れ
る
積
付
状
態
と
対
応
す
る
。

b)
 

M
SW

,H
, M

SW
,S
：
航
海
状
態
に
お
け
る
ホ
ギ
ン
グ
状
態
及
び
サ
ギ
ン
グ
状
態
に
対
応
す
る
許
容
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 

M
H

D
+ 

0.
1M

H
 

M
H

D
+ 

0.
1M

H
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表
3 

BC
-A

船
で
隔
倉
積
状
態
に
お
い
て
積
付
倉
と
な
る
貨
物
倉
を
考
慮
す
る
場
合
の
標
準
積
付
状
態
（
中
央
貨
物
倉
を
積
付
倉
と
す
る
）

 

荷
重
ケ
ー
ス
（
設
計
波
）

 
 

積
付
状
態

 a)
 

喫
水

 
  

  
  

  
参
考
図

  
  

  
  

  
  

 後
  

  
 中

央
  

  
 前

 
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 b)
 

注
記

 

P1
 

 
 

 
1 

満
載
状
態

（
2.

1.
3）

 
T S

 

 

0.
5M

SW
,S

 
 

 
 

1)
, 2

) 

P1
 

 
 

 
2 

満
載
状
態

（
3.

2.
1）

 
T S

 

 

0.
5M

SW
,S

 
 

 
 

1)
, 3

) 

P1
 

 
 

 
3 

ス
ラ
ッ
ク
積
状
態

 

（
3.

2.
2）

 
T S

 

 

0 
 

 
 

3)
 

R
1 

R
1 

P1
 

 
4 

最
大
バ
ラ
ス
ト

喫
水
状
態

（
3.

2.
3）

 
T H

B 

 

M
SW

,H
 

M
SW

,S
 

M
SW

,S
 

 
4)

, 5
) 

F2
 

P1
 

 
 

5 

多
港
積
荷
・

揚
荷
状
態

 -
2 

（
3.

3.
2）

 
0.

83
T S

 

 

M
SW

,H
 

M
SW

,S
 

 
 

3)
, 6

) 

P1
 

 
 

 
6 

多
港
積
荷
・

揚
荷
状
態

 -
3 

（
3.

3.
3）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,S
 

 
 

 
3)

, 6
) 

P1
 

 
 

 
7 

多
港
積
荷
・

揚
荷
状
態

 -
3 

（
3.

3.
3）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,S
 

 
 

 
3)

, 6
) 

F2
 

R
1 

R
1 

P1
 

8 

多
港
積
荷
・

揚
荷
状
態

 -
4 

（
3.

3.
4）

 
0.

75
T S

 

 

M
SW

,H
 

M
SW

,H
 

M
SW

,S
 

M
SW

,S
 

3)
, 6

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

M
H
 

M
H
 

M
H
 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 

M
Fu

ll 

M
Fu

ll 
50

%
M

H
 

M
Fu

ll 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 

M
Fu

ll 
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荷
重
ケ
ー
ス
（
設
計
波
）

 
 

積
付
状
態

 a)
 

喫
水

 
  

  
  

  
参
考
図

  
  

  
  

  
  

 後
  

  
 中

央
  

  
 前

 
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 b)
 

注
記

 

F2
 

R
1 

R
1 

P1
 

9 

多
港
積
荷
・

揚
荷
状
態

 -
4 

（
3.

3.
4）

 
0.

75
T S

 

 

M
SW

,H
 

M
SW

,H
 

M
SW

,S
 

M
SW

,S
 

3)
, 6

) 

F2
 

P1
 

 
 

10
 

隔
倉
積
状
態

 

（
3.

4.
2）

 
T S

 

 

M
SW

,H
 

0 
 

 
2)

 

H
1 

F2
 

P1
 

 
11

 
ブ
ロ
ッ
ク
積
状
態

 

（
3.

4.
3）

 
T S

 

 

M
SW

,S
 

M
SW

,H
 

M
SW

,S
 

 
2)

, 8
), 

9)
, 1

0)
 

H
1 

F2
 

P1
 

 
12

 
ブ
ロ
ッ
ク
積
状
態

 

（
3.

4.
3）

 
T S

 

 

M
SW

,S
 

M
SW

,H
 

M
SW

,S
 

 
2)

, 8
), 

9)
, 1

0)
 

H
1 

R
1 

R
1 

 
13

 

ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト

状
態

（
3.

5.
1）

 
T H

B(
m

in
) 

 

M
SW

,S
 

0 
M

SW
,S

 
 

11
),1

2)
 

R
1 

R
1 

 
 

14
 

ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト

状
態

 
T H

B(
m

in
) 

 

0 
M

SW
,S

 
 

 
11

), 
12

), 
13

) 

--
- 

--
- 

 
 

15
 

港
内
状
態

 -
1 

（
3.

6.
1）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

2)
, 1

5)
 

--
- 

--
- 

 
 

16
 

港
内
状
態

 -
1 

（
3.

6.
1）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

3)
, 1

4)
, 1

5)
 

--
- 

--
- 

 
 

17
 

港
内
状
態

 -
1 

（
3.

6.
1）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

3)
, 1

4)
, 1

5)
 

M
Fu

ll 

M
Fu

ll 

M
H

D
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
BL

K
+ 

0.
1M

H
 

M
Fu

ll 

M
H

D
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荷
重
ケ
ー
ス
（
設
計
波
）

 
 

積
付
状
態

 a)
 

喫
水

 
  

  
  

  
参
考
図

  
  

  
  

  
  

 後
  

  
 中

央
  

  
 前

 
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 b)
 

注
記

 

--
- 

--
- 

 
 

18
 

港
内
状
態

 -
2 

（
3.

6.
2）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

3)
, 1

4)
, 1

5)
 

--
- 

--
- 

 
 

19
 

港
内
状
態

 -
2 

（
3.

6.
2）

 
0.

67
T S

 

 

M
SW

,P
,H

 
M

SW
,P

,S
 

 
 

3)
, 1

4)
, 1

5)
 

a)
 
番
号
は

4
章

7
節

に
規
定
さ
れ
る
積
付
状
態
と
対
応
す
る
。

b)
 

M
SW

,H
, M

SW
,S

 
：
航
海
状
態
に
お
け
る
ホ
ギ
ン
グ
状
態
及
び
サ
ギ
ン
グ
状
態
に
対
応
す
る
許
容
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 
M

SW
,P

,H
, M

SW
,P

,S
 

：
港
内
状
態
に
お
け
る

ホ
ギ
ン
グ
状
態
及
び
サ
ギ
ン
グ
状
態
に
対
応
す
る
許
容
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

注
記

1)
 
こ
の

2
つ
の
積
付
状
態
は
，
貨
物
密
度
が

3.
0 

t/m
3
の
貨
物
を

M
Fu

ll
積
載
し
た
積
付
状
態
を
考
慮
す
る
こ

と
で
代
替
で
き
る
。

2)
 
指
定
の
な
い
場
合
は
，
貨
物
密
度
は

3.
0 

t/m
3
と
す
る
。

3)
 

M
H
/V

H
 又

は
1.

0 
t/m

3
の
う
ち
，
大
き
い
方
の
値
を
用
い
る
こ
と
。

4)
 
バ
ラ
ス
ト
兼
用
倉
が
な
い
場
合
に
は
，
ノ
ー
マ

ル
バ
ラ
ス
ト
状
態
で
は

M
SW

,S
 =

 0
と
す
る
。

5)
 
バ
ラ
ス
ト
兼
用
倉
を
適
切
に
配
置
す
る
。

6)
 

{n
o 

M
P}

が
付
記
さ
れ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
，
考
慮
し
な
く
て
よ
い
。

7)
 
せ
ん
断
力
評
価
で
は
，
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
を

(0
.8

M
SW

 +
 0

.6
5C

W
VM

W
V)
に
減
じ
，
最
大
せ
ん
断
力

(Q
SW

 +
 Q

W
V)
を
考
慮
す
る
。

8)
 
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ
る
場
合
の
み
考
慮
す
る
。

9)
 

M
BL

K 
：
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ

る
設
計
積
付
状
態
中
で
の
最
大
貨
物
質
量

10
) 
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
は
，
計
画
値
で
は

な
く
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ
る
実
際
の
値
を
用
い
る
。

11
) 
バ
ラ
ス
ト
兼
用
倉
が
隔
倉
積
状
態
で
積
付
倉
と

な
る
場
合
の
み
考
慮
す
る
。

12
) 
ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト
状
態
に
お
け
る
最
小
喫
水
を

用
い
る
。

13
) 
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
明
確
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
考
慮
し
な
く
て
よ
い
。

14
) 

{n
o 

M
P}

が
付
記
さ
れ
る
船
舶
の
み
考
慮
す
る
。

15
) 
海
水
圧
及
び
内
圧
は
静
荷
重
を
考
慮
す
る
。

 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 

M
Fu

ll 
M

Fu
ll 
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表
4 

BC
-A

船
で
隔
倉
積
状
態
に
お
い
て
積
付
倉
と
な
る
貨
物
倉
の
せ
ん
断
力
評
価
の
た
め
の
標
準
積
付
状
態
（
中
央
貨
物
倉
が
積
付
倉
と
す
る
）

 

荷
重
ケ
ー
ス
（
設
計
波
）

 

静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 b)
 

 
積
付
状
態

 a)
 

喫
水

 
  

  
  

  
参
考
図

  
  

  
  

  
  

 後
  

  
 中

央
  

  
 前

 

静
水
中
せ
ん
断
力

 

注
記

 

（
表

3
の
注
記

に
よ
る
）

 

F2
 

 
 

 

0.
8M

SW
,H

 
 

 
 

10
SF

 
隔
倉
積
状
態

 

（
3.

4.
2）

 
T S

 

 

Q
SW

 
 

 
 

2)
, 7

) 

H
1 

 
 

 

0.
8M

SW
,S

 
 

 
 

13
SF

 

ヘ
ビ
ー
バ
ラ
ス
ト

状
態

（
3.

5.
1）

 
T H

B(
m

in
) 

 

Q
SW

 
 

 
 

7)
, 1

1)
, 1

2)
 

a)
 
番
号
は

4
章

7
節

に
規
定
さ
れ
る
積
付
状
態
と
対
応
す
る
。

b)
 

M
SW

,H
, M

SW
,S

 ：
航
海
状
態
に
お
け
る
ホ
ギ
ン
グ
状
態
及
び
サ
ギ
ン
グ
状
態
に
対
応
す
る
許
容
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 

M
H

D
+ 

0.
1M

H
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表
5 

BC
-B

船
及
び

BC
-C

船
の
標
準
積
付
状
態

 

荷
重
ケ
ー
ス
（
設
計
波
）

 
 

積
付
状
態

 a)
 

喫
水

 
  

  
  

  
 参

考
図

  
  

  
  

  
  

 後
  

  
 中

央
  

  
 前

 
静
水
中
縦
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

 b)
 

注
記

 

P1
 

 
 

 
1 

満
載
状
態

（
2.

1.
3）

 
T S

 

 

0.
5M

SW
,S

 
 

 
 

1)
, 2

), 
3)

 

P1
 

 
 

 
2 

満
載
状
態

（
3.

2.
1）

 
T S

 

 

0.
5M

SW
,S

 
 

 
 

2)
, 4

) 

P1
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5 章 ハルガーダ強度 

1 節 降伏強度評価 

記号 

本節で規定されない記号については，1 章 4 節による。

MSW ： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態の静水中縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節 2.2 の規

定による。

 ホギング状態 ： MSW = MSW,H

 サギング状態 ： MSW = MSW,S

MWV ： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態の波浪縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節 3.1 の規定

による。 

MSW,F ： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態の静水中縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節による。

MWV,F ： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態の波浪縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節による。

MWV,P ： 考慮する船体横断面の位置における港内状態の波浪縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節による。

MWH ： 考慮する船体横断面の位置における波浪水平曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節 3.3 の規定による。

QSW ： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態の静水中せん断力（kN）で，4 章 3 節 2.3 の規定による。

QWV ： 考慮する船体横断面の位置における非損傷状態の波浪せん断力（kN）で，4 章 3 節 3.2 の規定による。

QSW,F ： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態の静水中せん断力（kN）で，4 章 3 節による。

QWV,F ： 考慮する船体横断面の位置における浸水状態の波浪せん断力（kN）で，4 章 3 節による。

QWV,P ： 考慮する船体横断面の位置における港内状態の波浪せん断力（kN）で，4 章 3 節による。

k ： 材料係数で，1 章 4 節 2.2.1 の規定による。

x ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，計算点の x 座標（m）。

z ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，計算点の z 座標（m）。

N ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，1.2 に定義する船体横断面の水平中性軸の z 座標（m）。

VD ： 垂直距離（m）で，1.4.2 の規定による。

IY ： 考慮する船体横断面の水平中性軸に対する断面二次モーメント（m4）で，1.5 により算出する。

IZ ： 考慮している船体横断面の垂直中性軸に対する断面二次モーメント（m4）で，1.5 により算出する。

S ： 考慮する船体横断面の断面一次モーメント（m3）で，1.6 により算出する。

ZA ： 考慮する船体横断面のネット断面係数（m3）で，1.4.1 により算出する。

ZAB，ZAD ： 船底及び甲板におけるネット断面係数（m3）で，1.4.2 により算出する。

C ： 係数で，1 章 4 節 2.3.1 の規定による。 
ALL,1s  ： 許容直応力（N/mm2）で，3.1.1 の規定による。 

ALL,1t  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，3.2.1 の規定による。 

r  ： 海水密度で，1.025 t/m3 とする。 

 

1. 船体横断面の強度特性 

1.1 一般

1.1.1
本規定は，4 章 3 節に規定する荷重に関連して，2.から 5.に規定する強度評価に使用される船体横断面の強度特性の算

出に関する規準を規定する。 
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1.2 船体横断面

1.2.1 一般

船体横断面は，ハルガーダ強度に寄与する構造部材，即ち，1.2.2 から 1.2.9 までの規定を考慮し，1.3 に定義する強力

甲板下の全ての縦通部材によって構成されるものとして考慮しなければならない。

次に示す強度評価に使用するハルガーダ強度特性については，これらの部材の寸法は，申請グロス寸法から 0.5tc を差

し引いた申請ネット寸法で考慮しなければならない。（3 章 2 節参照）

・ 2.から 5.に示す降伏強度評価

・ 5 章 2 節に規定する縦曲げ最終強度評価

・ 6 章に規定する板部材，防撓材及び主要支持部材の強度評価を行なうためのハルガーダ応力の算出

1.2.2 連続したトランク及び連続した縦通ハッチコーミング

連続したトランク及び連続した縦通ハッチコーミングが，縦通隔壁又は主要支持部材により有効に支持される構造の場

合には，縦通部材に含めることができる。

1.2.3 甲板上に溶接された縦通防撓材及び縦桁

甲板上（1.2.2 の規定により縦通部材に含めるトランクの頂部甲板を含む。）に溶接される縦通防撓材及び縦桁は，船

体横断面に含めなければならない。

1.2.4 縦通隔壁に支持される倉口間縦桁部材

縦通隔壁で有効に支持される縦桁が倉口間にある場合，これらの縦桁の横断面は，船体横断面に含めなければならない。

1.2.5 立て波形縦通隔壁

立て波形縦通隔壁は，船体横断面に含めてはならない。

1.2.6 鋼以外の材料の構造部材

ハルガーダ強度に寄与する部材をヤング率 2.06 105（N/mm2）の鋼以外の材料とする場合，船体横断面に含めることが

できる鋼と等価な断面積（m2）は，次式による。 

MSE AEA 51006.2  
=  

AM ： 考慮する部材の断面積（m2） 

1.2.7 大開口

大開口とは次による。

・ 長さ 2.5m 又は幅 1.2m を超える楕円形

・ 直径 0.9m を超える円形

大開口及びスカラップ溶接を適用する場合のスカラップは，常に船体横断面の断面積から控除しなければならない。

1.2.8 小開口

強力甲板又は船底部の同一断面にある 1.2.7 に示す大開口以外の小開口は，次式を満足する場合，船体横断面に含む断

面積から控除する必要はない。 
( )å å-£ bBbS 06.0   

å Sb  ： 考慮する横断面における強力甲板又は船底部にある小開口の幅の総和（m）で，図 1 に示すように決

定する。 

åb  ： 考慮する横断面における大開口の幅の総和（m）で，図 1 に示すように決定する。 

小開口の幅の総和å Sb が上記の条件を満足しない場合，上記を超過する幅の分については，船体横断面から控除しな

ければならない。

 

－144－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  5章  1節）



図 1 å Sb 及びåb の計算 

 

1.2.9 軽目孔，排水口及び単独のスカラップ

縦通材にある軽目孔，排水口及び単独のスカラップは，それらの高さが 0.25hw未満で，かつ，75mm 以下の場合には，

その高さ分を差し引く必要はない。ここで，hwはウェブ高さ（mm）とする。

それ他の場合，上記を超過する分を断面積から控除するか，又は，これに見合った補強をしなければならない。

1.3 強力甲板

1.3.1
強力甲板とは，一般に，最上層全通甲板とする。

船楼又は甲板室がハルガーダ強度に寄与する場合，強力甲板は，船楼甲板又は甲板室の最上層の甲板とする。

1.3.2
船体中央部 0.4LCSR-B内の長さが 0.15LCSR-B以上の船楼については，一般にハルガーダ強度に寄与するものとみなす。

その他の船楼又は甲板室のハルガーダ強度への寄与については，ハルガーダ強度への関与の割合を評価するために，そ

の都度評定しなければならない。

1.4 断面係数

1.4.1
船体横断面の断面係数（m3）は，次式による。 

Nz
IZ Y

A -
=  

1.4.2
船底及び甲板における断面係数（m3）は，次式による。

・ 船底 ： ZAB = IY / N
・ 甲板 ： ZAD = IY / VD 

VD ： 垂直距離（m）で，以下による。 

・ 一般： 

VD = zD   N
zD ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，船側における強力甲板の z 座標（m）で，1.3 の規

定による。 

・ 1.2.2 に規定する IYの計算に，連続したトランク又はハッチコーミングを考慮する場合： 

( ) Nz
B
yNzV D

T
TD -³ 

ø

ö
ç
è

æ +-= 2.09.0  

yT及び zT ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，連続するトランク又はハッチコーミング頂部

の y 座標（m）及び z 座標（m）で，VDの値を最大にする点について測らなければな

らない。 

・ 1.2.3 に規定する IYに，強力甲板上に溶接される縦通防撓材又は縦桁を算入する場合，VDは，連続す

るトランク又はハッチコーミングに対する上記算式により算定しなければならない。この場合，yT

及び zTは，1 章 4 節 4 で定義する座標系における，縦通防撓材又は縦桁の頂部の y 座標（m）及び z
座標（m）とする。 
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1.5 断面二次モーメント

1.5.1
断面二次モーメント IY及び IZ（m4）は，1.2 に規定する船体横断面の各水平中性軸及び垂直中性軸に対して算定する。

1.6 断面一次モーメント

1.6.1
船の中央における基線上の高さ z における断面一次モーメント S（m3）は，1.2 に規定する船体横断面において，高さ z

より上方に位置する部分の水平中性軸に対する断面一次モーメントとする。 

2. ハルガーダ応力 

2.1 直応力

2.1.1 一般

1.2.6 の規定により船体横断面に含める構造部材のうち，ヤング率 E が 2.06 105（N/mm2）である鋼以外の材料の部分に

おける直応力は，次式による。 

S
E

151
1006.2

ss
 

=  

S1s ： 考慮する構造部材の直応力（N/mm2）で，1.2.6 に規定する等価な断面積 ASEを有する構造部材を考慮し，

2.1.2 及び 2.1.3 により算定する。 

2.1.2 縦曲げモーメントにより生じる直応力

縦曲げモーメントにより生じる直応力（N/mm2）は次式による。

・ zVDより下方の船体横断面の任意点。この時，zVD = VD + N とする。 
3

1 10-+
=

A

WVSW
Z

MMs  

・ 船底 ： 3
1 10-+

=
AB

WVSW
Z

MMs  

・ 甲板 ： 3
1 10-+

=
AD

WVSW
Z

MMs  

2.1.3 BC-A 船及び BC-B 船の浸水状態における直応力

BC-A 船及び BC-B 船については，2.1.2 の規定に加え，本規定を適用する。

4 章 3 節に規定する浸水状態における直応力（N/mm2）は，次式によらなければならない。 
3,,

1 10-+
=

A

FWVFSW

Z
MM

s  

2.2 せん断応力

2.2.1 一般

非損傷状態におけるせん断力 QSW及び QWVにより生じるせん断応力，また，BC-A 船及び BC-B 船については浸水状態

におけるせん断力 QSW,F及び QWV,Fにより生じるせん断応力は，通常，直接解析により求めなければならない。

せん断力を組み合わせる際，非損傷状態におけるせん断力 QSW 及び QWV の符号を同じにしなければならない。浸水状

態におけるせん断力 QSW,F及び QWV,Fについても同様としなければならない。

2.2.2 に従い，せん断力修正 cQ を考慮しなければならない。せん断力修正は，構造モデルの最前部貨物倉の前端部及

び最後部貨物倉の後端部については考慮する必要はない。

代替手法として，非損傷状態におけるせん断力 QSW及び QWVにより生じるせん断応力，また，BC-A 船及び BC-B 船に

ついては浸水状態におけるせん断力 QSW,F及び QWV,Fにより生じるせん断応力については，2.2.2 及び 2.2.3 にそれぞれ規定

する簡易手法によることができる。

2.2.2 せん断力により生じるせん断応力の簡易計算手法

考慮する位置における，せん断力により生じるせん断応力（N/mm2）は，次式による。 

( ) det
tI

SQQQ
Y

CWVSW D-+=1  

t ： 船側外板及び内殻板の最小ネット板厚（mm）で，表 1 による。 
d  ： せん断分布係数で，表 1 による。 
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( )
SW

SW
SW Q

QQ == sgne  

CQD  ： 考慮する横断面のせん断力修正で，考慮する貨物倉の横隔壁前後においてそれぞれ考慮する。適用

可能な場合，二重底縦桁により横隔壁に伝達される荷重の割合を考慮する。（図 2 参照）

・ 隔倉積状態及びヘビーバラスト状態のような不均等積状態を計画する船舶で不均等積状態の

場合： 

mhLC
HH

C T
lB

MQ ,ra -=D  

・ その他の船舶又は上記の船舶で均等積状態の場合： 
0=D CQ  

0

0

00

2
b
l

blg
j

a
+

=  

0

055.138.1
b
l

+=j  ただし，3.7 を超える場合，3.7 とすること。 

00 ,bl  ： 考慮する貨物倉内の二重底の平坦部分の長さ及び幅（m）で， 0b は貨物倉中央部での値とする。 

Hl  ： 考慮する貨物倉の長さ（m）で，横隔壁深さの中間点での値とする。 

HB  ： 考慮する貨物倉の中央部における船幅（m）で，二重底高さでの値とする。 

M  ： 考慮する断面における質量（t）。 

・ 考慮する不均等積状態で，隣接する貨物倉に積載する場合： 

貨物倉の総質量及びホッパ斜板及び縦通隔壁箇所の側桁間にある二重底タンク内の，バラスト

の質量を含まなければならない。 

・ その他の場合： 

貨物倉の総質量 
mhLCT ,  ： 喫水（m）で，考慮する貨物倉の中央部の船体横断面において，基線から考慮している積付状態に

おける喫水線まで，垂直に測る。 

 
図 2 せん断力修正 CQ  

 
備考： 

FCQ _D  ： 積付倉のせん断力修正 

ECQ _D  ： 空倉のせん断力修正 

 

4 章 3 節の規定によるせん断力 

D Q
C_E 

積付倉 空倉 

修正後のせん断力 

水密隔壁 水密隔壁 

水密隔壁 

D Q 
C_F 
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表 1 せん断力により生じるせん断応力 

船型 位置 t（mm） d  

単船側構造 船側外板 tS 0.5 

船側外板 tS )1(5.0 f-  
二重船側構造 

内殻 tIS f5.0  

備考：

tS，tIS ： 船側外板及び内殻板の最小ネット板厚（mm）。

tSM，tISM： 船側外板及び内殻板の平均ネット板厚（mm）。平均板厚は，船側外板及び内殻の i 番目の条板の長さを il ， 

ネット板厚を tiとする場合， ( ) åå iii t ll により計算される。 

f  ： 修正係数で，次の算式による。 

SM

ISM
t
t

25.0275.0 +=f  

2.2.3 BC-A 船及び BC-B 船の浸水状態におけるせん断応力

BC-A 船及び BC-B 船については，2.2.1 及び 2.2.2 の規定に加え，本規定を適用する。

計算箇所における，4 章 3 節に規定する浸水状態におけるせん断応力（N/mm2）は，次式によらなければならない。 

( ) det
tI

SQ QQ
Y

CFWVFSW -+= ,,1  

( )
FSW

FSW
FSW Q

Q
Q

,

,
,sgn ==e  

CQ  ： 2.2.2 の規定により算出するせん断力修正で，貨物質量 M には考慮する貨物倉に浸水した水の質量を含

むものとしなければならない。また考慮する喫水 TLC,mh は，最終平衡状態における喫水線までとしなけ

ればならない。 

t ： 船側外板のネット板厚（mm）。 

3. 評価基準 

3.1 直応力

3.1.1
2.1.2 の規定，また，適用される場合は 2.1.3 の規定により算定される直応力 1s が，次式に適合することを確認しなけ

ればならない。 
ALL,11 ss £  

ALL,1s  ： 次式による許容直応力（N/mm2）。 

1.0£
-BCSRL

x
の場合 ：  

kALL
130

,1 =s  

3.01.0 <<
-BCSRL

x
の場合 ： 

2

,1 3.01500190
 
ø

ö
çç
è

æ
--=

-BCSR
ALL L

x
kk

s  

7.03.0 ££
-BCSRL

x
の場合 ： 

kALL
190

,1 =s  

9.07.0 <<
-BCSRL

x
の場合 ： 

2

,1 7.01500190
 
ø

ö
çç
è

æ
--=

-BCSR
ALL L

x
kk

s  

9.0³
-BCSRL

x
の場合 ：  

kALL
130

,1 =s  

3.2 せん断応力

3.2.1
2.2.1 又は 2.2.2 の規定，また，適用される場合は 2.2.3 の規定により算定されるせん断応力 1t が，次式に適合すること

を確認しなければならない。 
ALL,11 tt £  
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ALL,1t  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，次式による。 

kALL
120

,1 =t  

4. 断面係数及び断面二次モーメント 

4.1 一般

4.1.1
次の 4.2 から 4.5 の要件は，3.に示す評価基準を満たす最小ネット断面係数及びハルガーダの十分な剛性を確保するた

めに必要な船体中央部のネット断面二次モーメントを規定する。

4.1.2
材料係数 k は，1.に規定するハルガーダ強度に寄与する船底構造部材及び甲板構造部材に使用される材料について決定

しなければならない。

高張力鋼に対する材料係数を使用する場合，4.5 の規定を適用する。

4.2 船体中央部 0.4LCSR-B間の断面係数

4.2.1
船体中央部のネット断面係数 ZAB及び ZADは，次式による値（m3）以上としなければならない。

・ ZR,MIN = 0.9CLCSR-B
2B(CB + 0.7)k10-6

4.2.2
上記に加え，中央部 0.4LCSR-B間のネット断面係数 ZAB及び ZADは，次式による値（m3）以上としなければならない。

・ 3

,1
10-+

=
ALL

WVSW
R

MMZ
s

 

BC-A 船及び BC-B 船については，上記に加え，次式による値以上としなければならない。 

・ 3

,1

,, 10-+
=

ALL

FWVFSW
R

MM
Z

s
 

4.2.3
1.2.8に規定する小開口の合計幅å Sb を船体横断面の断面積から控除する場合，4.2.1及び 4.2.2に規定するZR及びZR,MIN

値を 3%減じることができる。

4.2.4
中央部 0.4LCSR-B間については，4.2.1 に規定する断面係数に基づくハルガーダ強度に寄与する構造部材（1.参照）の寸法

を維持しなければならない。

4.3 船体中央部 0.4LCSR-B間以外の断面係数

4.3.1
船体中央部 0.4LCSR-B間以外のネット断面係数 ZAB及び ZADは，次式による値（m3）以上としなければならない。

・ 3

,1
10-+

=
ALL

WVSW
R

MMZ
s

 

BC-A 船及び BC-B 船については，上記に加え，次式による値以上としなければならない。 

・ 3

,1

,, 10-+
=

ALL

FWVFSW
R

MM
Z

s
 

4.3.2
中央部 0.4LCSR-B間以外の場所におけるハルガーダ強度に寄与する構造部材（1.参照）の寸法については，9 章 1 節及び

9 章 2 節に規定する船首尾部分の局部強度評価で要求される最小値まで徐々に減じることができる。 

4.4 船体中央部の断面二次モーメント

4.4.1
水平中性軸回りのネット断面二次モーメント（m4）は，次式による値以上としなければならない。

・ 2'
, 103 -

-= BCSRMINRYR LZI  
'

,MINRZ ： 4.2.1 の規定において，k = 1 として算定される中央断面の要求ネット断面係数 ZR,MIN（m3）とする。 
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4.5 高張力鋼の使用範囲

4.5.1
高張力鋼の材料係数を，4.2 又は 4.3 の規定による船底及び甲板における要求断面係数の算定に使用する場合，少なく

とも次式による垂直距離の範囲内にあるハルガーダ強度に寄与するすべての部材（1.参照）については，使用する材料係

数に応じた高張力鋼としなければならない。

・ 船底における断面係数に対しては，基線から上方に次式による値の範囲 

D
DB

ALLB
HB z

k
V

11

,11

ss
ss

+

-
=  

・ 甲板における断面係数に対しては，船体横断面の中性軸より距離 VD（1.4.2 参照）上方に位置する水平線から下方

に次式による値の範囲 

( )D
DB

ALLD
HD VN

k
V +

+

-
=

11

,11

ss
ss

 

B1s ， D1s  ： 2.1 により算定される船底及び甲板における直応力（N/mm2） 

zD ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，1.3 に規定する強力甲板の z 座標（m） 

4.5.2
本編の規定において強度上の目的により要求される場合，高張力鋼は，船体中央部 0.4LCSR-B間の長さの範囲にわたり使

用しなければならない。 

5. 許容静水中縦曲げモーメント及びせん断力 

5.1 非損傷状態における許容静水中縦曲げモーメント及びせん断力

5.1.1 許容静水中縦曲げモーメント

非損傷状態における，任意の船体横断面位置でのホギング又はサギング状態の許容静水中縦曲げモーメントは，4.2 及

び 4.3 の規定による船体横断面の断面係数計算において考慮した MSWの値とする。 

船体横断面に構造上の不連続箇所がある場合，許容静水中縦曲げモーメントの分布については，その都度検討する。

5.1.2 許容静水中せん断力－直接計算

せん断応力を 2.2.1 の規定に基づき直接計算により算定する場合，非損傷状態における任意の船体横断面位置での正及

び負の許容静水中せん断力（kN）は，次式による。 

WVTP QQQ -= e  

( )SWQsgn=e  

QT ： ネット船体横断面におけるせん断応力が最も高くなる点に，せん断応力 k/120=t （N/mm2）を生じさせ

るせん断力（kN）で，2.2.2 の規定により従ってせん断修正 CQ を考慮する。 

造船所が希望する場合，より小さい許容静水中せん断力とすることができる。

5.1.3 許容静水中せん断力 簡易計算

せん断応力を 2.2.2 に規定する簡易計算により算定する場合，非損傷状態における任意の船体横断面位置での正及び負

の許容静水中せん断力（kN）は，次式による。 

WVC
Y

P QQ 
S

tI
k

Q - 
ø

ö
ç
è

æ +=
d

e 120  

( )SWQsgn=e  

d  ： せん断分布係数で，表 1 による。 

t ： 船側外板及び内殻板の最小ネット板厚（mm）で，表 1 による。 

CQD  ： 2.2.2 の規定によるせん断力修正で，横隔壁前後においてそれぞれ考慮する。 

造船所が希望する場合，より小さい許容静水中せん断力とすることができる。

5.2 港内状態における許容静水中縦曲げモーメント及びせん断力

5.2.1 許容静水中縦曲げモーメント

港内状態における任意の船体横断面位置でのホギング又はサギング状態の許容静水中縦曲げモーメント（kN-m）は，

次式による。 

MP,P = MSW + MWV   MWV,P 
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造船所が希望する場合，より小さい許容静水中せん断力とすることができる。

5.2.2 許容静水中せん断力

港内状態における任意の船体横断面位置での正及び負の許容静水中せん断力（kN）は，次式による。 
PWVWVPPP QQQQ ,, -+= e  

( )SWQsgn=e  

QP ： 許容静水中せん断力（kN-m）で，5.1.3 による。

造船所が希望する場合，より小さい許容静水中せん断力とすることができる。

5.3 浸水状態における許容静水中縦曲げモーメント及びせん断力

5.3.1 許容静水中縦曲げモーメント

浸水状態における任意の船体横断面位置でのホギング又はサギング状態の許容静水中縦曲げモーメント（kN-m）は，

4.2 及び 4.3 の規定による船体横断面の断面係数計算において考慮した MSW,Fの値とする。 

船体横断面に構造上の不連続箇所がある場合，許容静水中縦曲げモーメントの分布については，その都度検討する。

5.3.2 許容静水中せん断力 直接計算

せん断応力を 2.2.1 の規定に基づき直接計算により算定する場合，浸水状態における任意の船体横断面位置での正及び

負の許容静水中せん断力（kN）は，次式による。 

FWVTFP QQQ ,, -= e  
( )FSWQ ,sgn=e  

QT ： ネット船体横断面におけるせん断応力が最も高くなる点に，せん断応力 k/120=t （N/mm2）を生じさせ

るせん断力（kN）で，2.2.2 の規定により従ってせん断修正 CQ を考慮する。 

5.3.3 許容静水中せん断力 簡易計算

せん断応力を 2.2.2 に規定する簡易計算により算定する場合，浸水状態における任意の船体横断面位置での正及び負の

許容静水中せん断力（kN）は，次式による。 

FWVC
Y

FP QQ 
S

tI
k

Q ,,
120

- 
ø

ö
ç
è

æ +=
d

e  

( )SWQsgn=e  

d  ： せん断分布係数で，表 1 による。 

t ： 船側外板及び内殻板の最小ネット板厚（mm）で，表 1 による。 

CQ  ： 2.2.2 の規定により算出するせん断力修正で，貨物質量 M には考慮する貨物倉に浸水した水の質量を

含むものとしなければならない。また考慮する喫水 TLCは，最終平衡状態における喫水線までとしな

ければならない。 
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2 節 ハルガーダの最終強度評価 

1. 適用 

1.1 一般

1.1.1
本節の規定は LCSR-B が 150m 以上の船舶に適用する。 

2. ハルガーダの最終強度評価 

2.1 ハルガーダ荷重

2.1.1 曲げモーメント

ハルガーダの最終強度評価に用いるサギング及びホギング状態での縦曲げモーメント M は，非損傷状態，浸水状態及

び港内状態についてそれぞれ次式によらなければならない。 

WVWSW MMM g+=  

MSW，MSW,F，MSW,P： 考慮する船体横断面におけるサギング及びホギング状態での静水中縦曲げモーメント

（kN-m）。それぞれ非損傷状態（MSW），浸水状態（MSW,F）及び港内状態（MSW,P）にお

ける値とする。 

MWV，MWV,F，MWV,P： 考慮する船体横断面におけるサギング及びホギング状態での波浪縦曲げモーメント

（kN-m）で，4 章 3 節による。それぞれ非損傷状態（MWV），浸水状態（MWV,F）及び港

内状態（MWV,P）における値とする。 

Wg  ： 波浪縦曲げモーメントに対する安全係数で，1.2 とする。 

2.2 縦曲げモーメント

2.2.1 c-M 曲線 

ホギング及びサギング状態での船体横断面のハルガーダの最終強度容量については，考慮する船体横断面の曲率 c に

対する縦曲げモーメント容量 M を示す曲線の最大値とする。（図 1 参照）

曲率 c はホギング状態で正，サギング状態で負とする。 

M- c 曲線は，付録 1 に示す基準に従い，増分反復解法により求めなければならない。 

 
図 1 M- c 曲線 

M

MUH

MUS

ホギング状態

サギング状態

-cF
cF

c
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2.2.2 船体横断面

船体横断面に含める部材は，船体縦強度に寄与するとみなされる全ての要素とする。各部材寸法については，3 章 2 節

3.2.4 に規定する申請ネット寸法を考慮する。 

2.3 ハルガーダの最終強度の評価

2.3.1
任意の船体横断面位置におけるハルガーダ最終強度は，次式を満足しなければならない。 

R

UMM
g

£  

MU ： 考慮する船体横断面におけるハルガーダの最終強度容量（kN-m）で，申請グロス寸法から 0.5tCを控除

した申請ネット寸法により算定する。

ホギング状態： MU = MUH

サギング状態： MU = MUS 

MUH ： ホギング状態でのハルガーダの最終強度容量（kN-m）で，2.2.1 の規定による。

MUS ： サギング状態でのハルガーダの最終強度容量（kN-m）で，2.2.1 の規定による。

M ： 非損傷状態，浸水状態及び港内状態における縦曲げモーメント（kN-m）で，2.1.1 の規定による。 

Rg  ： 安全係数で，1.10 とする。 
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付録 1 ハルガーダ最終強度 

記号 

本付録に規定されない記号については，1 章 4 節による。

IY ： 考慮する船体横断面の水平中性軸に対する断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5.1 の規定による。

ZAB，ZAD ： 船底及び甲板における断面係数（m3）で，5 章 1 節 1.4.2 の規定による。

ReHs ： 考慮する防撓材における材料の最小降伏応力（N/mm2）。

ReHp ： 考慮する板における材料の最小降伏応力（N/mm2）。

AS ： 取り付け板を除く，防撓材のネット断面積（cm2）。

Ap ： 取り付け板のネット断面積（cm2）。

 

1. ハルガーダの最終強度評価 

1.1 概説

1.1.1
本付録は，2.1 に規定する簡易的な増分反復解法により， c-M 曲線及びハルガーダの最終強度容量 MU を算定するた

めの基準を示す。 

2. M‐ 曲線の計算基準 

2.1 増分反復法に基づく簡易計算

2.1.1 手順概略 
c-M 曲線は，増分反復法による簡易計算で求めなければならない。評価手順の概要は図 1 による。 

この手法において，ハルガーダの最終強度容量 MU は，船体横断面の曲率 c に対する縦曲げモーメント容量 M を示す

曲線の最大値と規定される。（5 章 2 節 図 1 参照）この曲線は，増分反復法により求めなければならない。

増分法の各ステップにおいては，負荷された曲率 ic の影響として船体横断面に作用する縦曲げモーメント Miを求める。 

各ステップにおける ic の値は，前ステップ 1-ic の値に曲率の増加分 cD を加えることにより求めなければならない。こ

の曲率の増加は，水平中性軸に対する船体横断面の回転角の増加に対応する。

この回転角の増加は，各構造部材の位置に応じたひずみ e を生じさせる。ホギング状態において中性軸より上方の部材

については引張り，下方の部材については圧縮となる。サギング状態はその反対となる。

ひずみ e により各部材に生じる応力 s は，各部材の非線形弾塑性領域を考慮した応力－ひずみ曲線により求めなけれ

ばならない。

応力－ひずみ関係は非線形であるため，船体横断面を構成する全ての部材に生じる応力分布が各ステップに対し中性軸

位置を決定する。船体横断面の全ての部材に作用する応力が平衡状態となるように繰り返し計算することで，考慮してい

るステップにおける中性軸の位置が求められる。

中性軸の位置が決定され船体横断面の各部材に作用する応力分布が求まれば，各要素に応力の増加分を加えることによ

り，考慮しているステップで，曲率 ic に関して求められた新たな中性軸に対する船体横断面の縦曲げモーメント Miを求

めなければならない。

増分反復法の手順概略を以下に示す。（図 1 も参照すること。）

Step 1 船体横断面を構成する全ての縦強度部材を防撓パネル要素に分割する。

Step 2 全ての要素に対して，応力－ひずみ関係を表 1 により決定する。

Step 3 第 1 ステップにおける曲率 c 及び中性軸の初期値を次式で定める（曲率は強力甲板において降伏応力の 1%に

相当する応力を生じさせるものとする）。 

Nz
E

R

D

eH

-
=D=

01.0
1 cc  
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zD ： 1 章 4 節 4 に定義する座標系における，強力甲板の船側位置での z 座標（m） 
Step 4 各要素について，相当ひずみ ( )NAii zz -= ce 及び相当応力 is を求める。 

Step 5 船体横断面で作用している応力が平衡状態となるようにすることで，各増分ステップでの中性軸位置 zNA_curを

決定する。 

å å= jjii AA ss  

（i 番目の要素は圧縮状態，j 番目の要素は引張り状態とする。） 

Step 6 次式により，全ての要素の寄与分を加えた相当縦曲げモーメントを求める。 

å -= )( _ curNAiiUiU zzAM s  

Step 7 新たに求めた縦曲げモーメントと，前ステップでの縦曲げモーメントを比較する。 c-M 関係における傾きが

負の固定値より小さい値であれば繰返し計算を終了し，最大値 MU を決定する。傾きが正である場合には曲率

を cD だけ増加して Step 4 の手順に戻り計算を繰返す。 
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図 1 c-M 曲線の評価手順の概要 

 
スタート

第1ステップ
ci-1 = 0

中性軸位置の算出 Ni-1=0

曲率増分
ci = ci-1 + Dc

各要素について，ひずみ e に対する
相当応力s を計算

応力状態 F が均衡状態となるように

新しい中性軸位置Niを算出

F = d 1

中性軸位置の確認

| Ni - Ni-1 | < d 2

各要素において，
応力変化分を考慮した曲率ciに対応する

相当縦曲げモーメントMiを算出

c > cF

終了

Yes

Yes

Yes

No

No

No

d 1, d 2 = 許容値で0とする。

s - e 関係

M-c 曲線

Ni-1 = Ni

ci-1 = ci

各要素について，
曲率ci および中性軸位置Ni-1に対する

相当ひずみ e を計算

 

2.1.2 仮定

2.1.1 に規定する手法を適用する場合，一般に，以下の仮定を考慮しなければならない。

・ ハルガーダ最終強度は，隣り合う 2 つの横桁間における船体横断面について計算する。

・ 各増分ステップにおいて曲率が増加しても，船体横断面は平面で保持される。

・ 船体横断面を構成する構造部材は，弾塑性挙動を示すものとして取り扱う。

・ 船体横断面は一組の要素に分割され，互いに独立した挙動を示す。 

これらの要素は以下による。 
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・ 横式の防撓パネル又はパネルに付く防撓材で，その挙動は 2.2.1 による。

・ 板部材が交差することによりできるハードコーナーで，その挙動は 2.2.2 による。 
・ 反復法では，各曲率 ic における船体横断面位置での縦曲げモーメント Miは，各要素に作用する応力s による寄与

を足し合わせることにより算出される。応力 s は，要素のひずみ e に対応しており，各要素について応力－ひず

み曲線から得られる曲率の増分毎に求めなければならない。

応力－ひずみ曲線は，要素の崩壊挙動を考慮し，2.2 に規定される算式により求めなければならない。応力 s は，

考慮している各応力－ひずみ曲線から求められる値のうち，最小値が与えられる。 
・ ホギング及びサギング状態において，要求される曲率が次式で得られる Fc （m-1）となるまで繰り返し計算を行な

う。 

Y

Y
F EI

M003.0 =c  

MY ： 次の MY1 及び MY2 のうちの小さい方の値（kN-m）。 

MY1 = 103 ReH ZAB

MY2 = 103 ReH ZAD 
Fc の値が， c-M 曲線のピークを評価するために十分でない場合には，要求曲率が縦曲げモーメントの最大値を評価

できるようになるまで，各ステップを繰返して計算を行なう。

2.1.3 船体横断面のモデル化

船体横断面は，ハルガーダ最終強度に寄与する構造部材によって構成されると考えなければならない。端部をスニップ

端とした防撓材については，ハルガーダ強度に寄与しないことに注意した上で，仮想的にモデル化する。構造部材は防撓

材要素，防撓パネル要素又はハードコーナー要素に分類される。船底縦桁又は船側縦桁のウェブを含むパネルは，防撓パ

ネル要素，防撓材要素の取り付け板又はハードコーナー要素に分類される。

パネルは以下の 2 種類に分類される。 

・ 長辺が縦方向にある，縦式の防撓パネル

・ 長辺が縦方向と垂直な方向にある，横式の防撓パネル 

ハードコーナー要素

ハードコーナー要素は，船体横断面を構成するより強固な要素であり，通常，弾塑性の損傷モード（材料の降伏）によ

り崩壊する。ハードコーナー要素は一般に，同一平面に無い 2 つの板により構成される。板の交差点からハードコーナー

要素の範囲は，横式防撓パネルの場合 20tp，縦式防撓パネルの場合 0.5s とする。 

tp：パネルの申請グロス板厚

s：隣接する縦式防撓材の心距 

ビルジ要素，舷側厚板及び梁上側板からなる要素，縦桁と甲板の結合部及び大型縦桁における面材及び桁の結合部など

が典型的なハードコーナーである。

防撓材要素

防撓材要素は防撓材と取り付け板から構成される。

取り付け板の幅は一般に以下の通り

・ 防撓材の両側が縦式防撓パネルである場合，防撓材の平均心距とする

・ 防撓材の片側が縦式防撓パネルで，他方が横式防撓パネルである場合，縦式防撓パネルの幅とする（図 6 参照）

防撓パネル要素

防撓材要素間，ハードコーナー要素間，又は防撓材要素及びハードコーナー要素の間のパネルを横式防撓パネルとして

取り扱う（図 6 参照）
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図 6 取り付け板及びハードコーナー要素の幅 

     

船体横断面のモデル化の典型的な例を図 7 及び図 8 に図示する。

前述の原則に関わらず，上甲板，舷側厚板及び甲板口側桁のモデル化には，本図を適用する。

 
図 7 取り付け板及びハードコーナー要素の幅 

 

 

s 1 s 2 s 3

s 2 - (s 1+ s 3 )/2 

s 2 s 3

防撓材要素 

s 4 

s /2 

防撓パネル要素

ハードコーナー要素 

（縦式防撓

パネル） 

（縦式防撓パネル） 
（横式防撓
パネル）

（縦式防撓 

パネル）

（横式防撓パネル） 

- 

1 

4
- - s s s /2

2 1 3 

2 s =Min(20tp,s /2) 

: 防撓材要素 

：ハードコーナー要素 

s4 /2 
s4 

s6 / 2 

s6 / 2 

s7 / 2 

s7 / 2 

s4 /2 

s6 

s7 

s8 / 2 

s8 / 2 

s8 

s1 / 2 s1 / 2 s2 / 2 s2 / 2 s3 / 2 s3 / 2 

3 s s 2 s 1
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図 8 船体横断面の防撓パネル要素，防撓材要素及びハードコーナー要素の配置例 

 
（備考）

(1) 図 9 に示すようなナックル部の場合，30 度以上の角度を持つナックル部に隣接するパネルはハードコーナー

として定義される。ハードコーナー片側の範囲は，ナックル部より，横式パネルの場合 20 tp，縦式パネルの

場合 0.5 s とする。 

(2) 板部材が不連続な縦式防撓材により防撓される場合，不連続な防撓材は板部材を異なるパネル要素に分割する

ものとしてのみ考慮する。 

(3) 防撓パネル要素に開口が設けられた場合，開口は 5 章 1 節 1.2.7，1.2.8 及び 1.2.9 の規定に基づき取り扱う。

(4) 取り付け板が異なる板厚又は最小降伏応力の鋼材から成る場合，次式により平均化された板厚又は最小降伏応

力を用いて計算すること。 

s
ststt 2211 +

=  

ts
stRstR

R eHpeHp
eHp

222111 +
=  

ReH1，ReH2，t1，t2，s1，s2 及び s は図 10 による。 

ハードコーナー要素 

防撓パネル要素 

20tp 

20tp 

防撓材要素 
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図 9 ナックル部を伴う板 

 
 

図 10 異なる板厚及び最小降伏応力を持つ要素 

 

2.2 応力－ひずみ曲線

2.2.1 防撓パネル要素及び防撓材要素

船体横断面を構成する防撓パネル要素及び防撓材要素は，表 1 に規定する崩壊モードのいずれか 1 つに従い崩壊する。

・ 板部材が不連続な縦式防撓材により防撓される場合，不連続な縦式防撓材を考慮して，要素の応力は 2.2.3から 2.2.7
の規定に基づき取り扱う。ハルガーダ最終強度を評価するための全荷重の計算においては不連続な縦式防撓材の面

積を 0 とする。 

・ 防撓パネル要素に開口が設けられた場合，ハルガーダ最終強度を評価するための全荷重の計算においては，防撓パ

ネル要素の考慮する面積は，パネルから開口面積を控除して得られる。開口の考慮は，5 章 1 節 1.2.7 から 1.2.9 の

規定による。 

・ 防撓パネル要素において，応力－ひずみ曲線の圧縮荷重を受ける場合のパネル有効幅は，パネル全幅として取り扱

う。すなわち，パネルの有効幅は他の板との交差部又は縦式防撓材までであり，ハードコーナー要素端部又は防撓

材要素の取り付け板からではない。ハルガーダ最終強度を評価するための全荷重の計算においては，防撓パネル要

素の面積は防撓材要素又はハードコーナー要素及びハードコーナー要素の間とする。 

 
表 1 防撓パネル要素及び防撓材要素の崩壊モード 

要素 崩壊モード 応力－ひずみ曲線 

引張り荷重を受ける防撓パネ

ル要素又は防撓材要素 

弾塑性崩壊 2.2.3 

圧縮荷重を受ける防撓材要素 梁柱座屈

捩れ座屈

フランジタイプの防撓材ウェブの局部座屈

平鋼タイプの防撓材ウェブの局部座屈 

2.2.4
2.2.5

2.2.6
2.2.7 

圧縮荷重を受ける防撓パネル

要素 

板の座屈 2.2.8 

 

a 

ナックル部 

s1 s2 
s 

 t2 
  
t1 

ReHp2 ReHp1 
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2.2.2 ハードコーナー要素

引張荷重を受けるハードコーナー及び圧縮荷重を受けるハードコーナーに対して，応力－ひずみ曲線は，2.2.3 の規定

によらなければならない。

2.2.3 弾塑性崩壊

船体横断面を構成する部材の弾塑性崩壊に対する応力－ひずみ曲線 es - は，次式によらなければならない。このとき，

正のひずみ（圧縮）及び負のひずみ（引張り）のどちらも考慮する。（図 2 参照） 

eHA R=s  

R eHA ： 考慮する要素の等価最小降伏応力（N/mm2）で，次式による。 

    
sp

seHspeHp
eHA AA

ARAR
R

+

+
=  

 ： 端部関数で，次式による。 
 = -1（ e < -1 の場合） 

 = e （ 11 ££- e の場合） 

 = 1（ e > 1 の場合） 

e ： 相対ひずみで，次式による。 

Y

E
e
ee =  

Ee ： 考慮する要素のひずみ 

Ye ： 降伏応力における要素のひずみで，次式による。 

E
ReHA

Y =e  

 
図 2 弾塑性崩壊に対する応力－ひずみ曲線 es -  

 

2.2.4 梁柱座屈

船体横断面を構成する部材のうち，縦通防撓材の梁柱座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -1CR は，次式により求めなけ

ればならない。（図 3 参照） 

pS

pES
CCR AA

AA
 

+

+
= 11 ss  

  ： 端部関数で，2.2.3 の規定による。 

1Cs  ： 限界応力（N/mm2）で，次式による。 

es
21
eHB

E
R

£ の場合： 
e

ss 1
1

E
C =  

es
21
eHB

E
R

> の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-=

1
1 4

1
E

eHB
eHBC

R
R

s
e

s  

ReHB ： 考慮する要素の等価最小降伏応力（N/mm2）で，次式による。 

-ReHA 

ReHA 

e 

s 
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sEspEpE

sEseHspEpEeHp
eHB lAlA

lARlAR
R

+

+
=

1

1  

ApE1 ： 有効面積（cm2）で，次式による。

   pEpE tbA 11 10=  

lpE ： 取り付け板の幅 bE1 を含む，防撓材の中性軸から，取り付け板底部までの距離（mm）。

lsE ： 取り付け板の幅 bE1 を含む，防撓材の中性軸から，防撓材頂部までの距離（mm）。 
e  ： 相対ひずみで，2.2.3 の規定による。 

1Es  ： オイラーの座屈応力（N/mm2）で，次式による。 

4
2

2
1 10-=

lA
IE
E

E
E ps  

IE ： 防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）で，防撓材の取り付け板の幅は bE1 とする。

bE1 ： 防撓材の取り付け板の有効幅（m）で，次式による。 

0.1>Eb の場合： 
E

E
sb

b
=1  

0.1£Eb の場合： bE1 = s 

E
R

t
s eHp

p
E

e
b 310=  

ApE  ：有効幅 bEの取り付け板のネット断面積（cm2）で，次式による。 
pEpE tbA 10=  

bE ： 防撓材の取り付け板の有効幅（m）で，次式による。 

25.1>Eb の場合： sb
EE

E  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 2

25.125.2
bb

 

25.1£Eb の場合： bE = s 

 
図 3 梁柱座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -1CR  

e

sCR1

sC1

 

2.2.5 捩れ座屈

船体横断面を構成する部材のうち，防撓材の捩れ座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -2CR は，次の算式により求められ

る（図 4 参照）。 

ps

CPpCs
CR AA

AA
 

+

+
=

ss
s 2

2  

  ： 端部関数で，2.2.3 の規定による。

 C2 ： 限界応力（N/mm2）で，次の算式による。 

es
22
eHs

E
R

£ の場合：
e

ss 2
2

E
C =  

es
22
eHs

E
R

> の場合： 

 
ø

ö
çç
è

æ
-=

2
2 4

1
E

eHs
eHsC

R
R

s
e

s  

 E2 ： オイラーの捩り座屈応力（N/mm2）で，6 章 3 節 4.3 の規定による。

  ： 相対ひずみで，2.2.3 の規定による。 
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 CP ： 防撓材の取り付け板における取り付け板単独の座屈応力（N/mm2）で，次の算式による。 

25.1>Eb の場合： eHp
EE

CP R 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 2

25.125.2
bb

s  

25.1£Eb の場合： eHpCP R=s  

 E ： 係数で，2.2.4 の規定による。 

 
図 4 捩れ座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -2CR  

e

sCR2

sC2

 

2.2.6 面材のある防撓材ウェブの局部座屈

船体横断面を構成する部材のうち，面材のある防撓材ウェブの局部座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -3CR は，次式に

よらなければならない。 

ffwwp

eHsffwweeHppE
CR tbthst

RtbthRtb
 

++

++
= 3

3

3 10
)(10

s  

  ： 端部関数で 2.2.3 の規定による。 

bE ： 防撓材の取り付け板の有効幅（m）で，2.2.4 の規定による。

hwe ： ウェブの有効高さ（mm）で，次式による。 

25.1>wb の場合： w
ww

we hh  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-= 2

25.125.2
bb

 

25.1£wb の場合： hwe = hw 

wb  ： 係数で，次式による。 

E
R

t
h eHs

w

w
w

eb =  

e  ： 相対ひずみで，2.2.3 の規定による。 

2.2.7 平鋼タイプの防撓材ウェブの局部座屈

船体横断面を構成する部材のうち，平鋼タイプの防撓材ウェブの局部座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -4CR は，次

式によらなければならない。（図 5 参照） 

sp

CsCPp
CR AA

AA
 

+

+
= 4

4
ss

s  

  ： 端部関数で 2.2.3 の規定による。

CPs  ： 防撓材の取り付け板における取り付け板単独の座屈応力（N/mm2）で，2.2.5 の規定による。 

4Cs  ： 限界応力（N/mm2）で，次式による。 

es
24
eHs

E
R

£ の場合： 
e

ss 4
4

E
C =  

es
24
eHs

E
R

> の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-=

4
4 4

1
E

eHs
eHsC

RR
s

e
s  

4Es  ： オイラーの局部座屈応力（N/mm2）で，次式による。 
2

4 160000  
ø

ö
çç
è

æ
=

w

w
E h

ts  

e  ： 相対ひずみで，2.2.3 の規定による。 
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図 5 ウェブの局部座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -4CR  

e

sCR4

sC4

 

2.2.8 板の座屈

船体横断面を構成する部材のうち，横方向に防撓された板の座屈に対する応力－ひずみ曲線 es -5CR は，次式によらな

ければならない。 

ï
ï
î

ïï
í

ì

ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø
ö

ç
è
æ -+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
-

= 2

22
5 1111.025.125.2min

EEE
eHp

eHp

CR ss R

 R

bbb

s

ll

 

  ： 端部関数で 2.2.3 の規定による。 

E
R

t
s eHp

p
E

e
b 310=  

s ： 板の幅（m）で，防撓材の心距とする。 
l  ： 板の長辺方向の長さ（m）。 
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6 章 船体構造寸法 

1 節 板部材 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

IY ： 船体横断面の水平中性軸に関するネット断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5 の規定による。すべて

の構造部材について，申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で計算する。 

IZ ： 船体横断面の垂直中性軸に関するネット断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5 の規定による。すべて

の構造部材について，申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で計算する。 

N ： 1 章 4 節 4 に定義する参照座標系におけるネット船体横断面の重心位置の z 座標（m）。ネット船体横断面

は，5 章 1節 1.2 の規定に従い，すべての構造部材について申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で考慮する。 

t ： 板部材のネット板厚（mm）

pS，pW ： 静水圧及び波浪変動圧（kN/m2）で，3.1.2 の規定による。

pF ： 浸水状態での荷重（kN/m2）で 3.1.3 の規定による。

pT ： 水圧試験状態での荷重（kN/m2）で，3.1.4 の規定による。

Xs  ： 直応力（N/mm2）で 3.1.5 の規定による。 

l  ： パネルの長辺の長さ（m）で，曲面の弦に沿って測った長さとする。 

s ： パネルの短辺の長さ（m）で， l の中央位置で曲面の弦に沿って測った長さとする。 

ca ： パネルのアスペクト比に対する係数で次式による。ただし，1.0 を超える場合，1.0 としなければならない。 

ll

ssca 69.033.0121.1
2

- 
ø

ö
ç
è

æ+=  

cr ： パネルの曲率に対する係数で次式による。ただし，0.4 未満となる場合，0.4 としなければならない。 

r
scr 5.01-=  

r ： 曲率半径（m）

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，面外圧及び，ハルガーダ縦強度に寄与するものについてはハルガーダ直応力に対する板部材強度評価に

適用する。

上記に加え，6 章 3 節の規定に従い，板部材及び防撓パネルの座屈強度評価を行なわなければならない。

1.2 ネット板厚

1.2.1
本節で考慮するすべての板厚は，3 章 2 節の規定によるネット板厚とし，いかなる腐食予備厚も含まないものとする。

グロス板厚については 3 章 2 節 3.の規定による。

1.2.2
各板部材のネット板厚（mm）は，考慮する板部材において，1.5.1 に規定する荷重評価点（表 1 参照）で算出する板厚

のうち，最大のネット板厚とする。考慮すべき形状は，荷重評価点における基本板パネルの形状としなければならない。 
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1.3 荷重の組合せ

1.3.1 外板

外板に対する静水圧及び変動圧は，次に掲げる荷重をそれぞれ単独で考慮しなければならない。

・ 静水圧及び波浪変動圧

・ 外板に隣接する区画の積載物による静的及び動的圧力。外板に隣接する区画に液体を積載する場合には，外板に作

用する静水圧及び波浪変動圧は，当該区画の静的及び動的圧力を減じたものとしなければならない。

1.3.2 外板以外の板部材

隣接する区画の境界となる板部材に考慮すべき静的及び動的圧力は，2 つの区画にそれぞれ作用する圧力を別々に考慮

しなければならない。

1.4 パネル

1.4.1
基本板パネル（EPP：以下，単に「パネル」という。）は，防撓材間で防撓されていない板の最小要素とする。

1.5 荷重評価点

1.5.1
別に規定する場合を除き，面外圧とハルガーダ応力は，次に掲げる荷重評価点で算出しなければならない。

・ 縦式構造にあっては，垂直パネルについては表 1 に示すパネルの最下点，水平パネルについては板要素内で y 座標

が最小となる点とする。 

・ 横式構造にあっては，垂直パネルについては表 1 に示すパネルの最下点又は条板の最下点，水平パネルについては

板要素内で y 座標が最小となる点とする。 

 
表 1 荷重評価点 

縦式構造板部材 横式構造板部材 

×

×

×

EPP1

EPP2

EPP3

考
慮

す
る

板
部

材

LCP3

LCP2

LCP1

荷重評価点 (LCP)×
 

×

×

×

EPP1

EPP2

EPP3

考
慮

す
る

板
部

材

LCP3

LCP2

LCP1

荷重評価点 (LCP)×
 

 

2. 一般規定 

2.1 波形隔壁

2.1.1
別に規定する場合を除き，波形隔壁のネット板厚（mm）は，a 及び c を図 1 のように定める場合，a 又は c の大きい方

の値と等しい防撓心距 s の板部材に対する値以上としなければならない。
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図 1 波形隔壁 
a

c
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tw

d

tf

o55³j
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2.2 最小ネット板厚

2.2.1
板部材のネット板厚は，表 2 による値以上としなければならない。

また，貨物倉において，ノーマルバラスト状態の喫水線から構造用喫水 TS より上方 0.25TS（ただし，2.2m 以上とする）

の位置までの船側外板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 
( )

eH

S

R
BT

st
25.0

)7.0(28 +=
 

 
表 2 最小ネット板厚 

部材 最小ネット板厚（mm） 

平板竜骨 7.5 + 0.03LCSR-B 

船底外板，内底板 5.5 + 0.03LCSR-B 

強力甲板，トランク 4.5 + 0.02LCSR-B 

船側外板，ビルジ外板 0.85LCSR-B
 1/2 

内殻板，ビルジホッパタンク斜板及びトップサイドタンク斜板 0.7LCSR-B
 1/2 

水密横置隔壁，水密縦通隔壁 0.6LCSR-B 1/2 

制水隔壁 6.5 

居住区の甲板 5.0 

2.3 ビルジ外板

2.3.1
縦式構造のビルジ外板のネット板厚（mm）は，3.2 の規定による値以上としなければならない。

2.3.2
横式構造のビルジ外板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

( )[ ] 5.06.04.076.0 kRsppt bWS +=  

R ： ビルジ半径（m）

sb ： 実体肋板，船底横桁又はビルジ部横置ブラケットの心距（m） 

2.3.3
ビルジ外板のネット板厚は，隣接する 2m の範囲の船底外板又は船側外板のいずれか大きい方のネット板厚以上としな

ければならない。

2.4 平板竜骨

2.4.1
平板竜骨のネット板厚は，隣接する 2m の範囲の船底外板のネット板厚以上としなければならない。

2.5 舷側厚板

2.5.1 角型ガンネル

溶接加工による舷側厚板のネット板厚は，隣接する 2m の範囲の船側外板のネット板厚以上としなければならない。高

張力鋼を使用する場合には，材料係数による修正を行なって差し支えない。 
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2.5.2 丸型ガンネル

曲げ加工による舷側厚板のネット板厚は，隣接する甲板のネット板厚以上としなければならない。

2.5.3 有効な船楼の端部の舷側板のネット板厚

有効な船楼の端部が船体中央部 0.5LCSR-B間にある場合，当該船楼端部の舷側厚板については，船楼端部から前方及び後

方にそれぞれ凡そ船幅の 1/6 の範囲について，ネット板厚を増さなければならない。

このネット板厚の増分は，通常の舷側厚板に対するネット板厚要求値の 40%（ただし，4.5mm を上回る必要は無い。）

以上としなければならない。

船楼の端部が中央部 0.5LCSR-B間より前方又は後方にある場合には，上記ネット板厚の増分については，通常の船側外板

に対するネット板厚要求値の 30%（ただし，2.5mm を上回る必要は無い。）に減じて差し支えない。

2.5.4 有効でない船楼の端部の舷側厚板のネット板厚

有効でない船楼の端部が船体中央部 0.6LCSR-B 間にある場合，当該船楼端部の舷側厚板については，船楼端部から前方及

び後方にそれぞれ凡そ船幅の 1/6 の範囲について，ネット板厚を増さなければならない。

このネット板厚の増分は，通常の舷側厚板に対するネット板厚要求値の 15%（ただし，4.5mm を上回る必要は無い。）

以上としなければならない。

2.6 梁上側板

2.6.1 一般

梁上側板のネット板厚は，隣接する甲板のネット板厚以上としなければならない。

2.6.2 長い船楼の端部の梁上側板のネット板厚

長い船楼の端部が船体中央部 0.5LCSR-B間にある場合，当該船楼端部の梁上側板については，船楼端部から前方及び後方

にそれぞれ凡そ船幅の 1/6 の範囲について，ネット板厚を増さなければならない。

このネット板厚の増分は，通常の甲板に対するネット板厚要求値の 40%（ただし，4.5mm を上回る必要は無い。）以上

としなければならない。

船楼の端部が中央部 0.5LCSR-B間より前方又は後方にある場合には，上記ネット板厚の増分については，通常の甲板に対

するネット板厚要求値の 30%（ただし，2.5mm を上回る必要は無い。）に減じて差し支えない。

2.6.3 短い船楼の端部の梁上側板のネット板厚

短い船楼の端部が船体中央部 0.6LCSR-B間にある場合，当該船楼端部の梁上側板については，船楼端部から前方及び後方

にそれぞれ凡そ船幅の 1/6 の範囲について，ネット板厚を増さなければならない。

このネット板厚の増分は，通常の甲板に対するネット板厚要求値の 15%（ただし，4.5mm を上回る必要は無い。）以上

としなければならない。

2.7 スチールコイルを積載する船舶の内底板

2.7.1 一般

スチールコイルを積載する船舶の内底板，ビルジホッパ斜板及び内殻板のネット板厚は，2.7.2 から 2.7.4 の規定を満足

しなければならない。

本 2.7 の規定は，スチールコイルの標準的な固縛手段として図 2 のような積載状態を想定している。

2.7.1 bis1   加速度

加速度の計算においては，次式による重心の座標を用いなければならない。

xG-sc ： 後方水密隔壁から 0.75 l H前方の位置（貨物倉の中央位置が，規則長さ LCSR-Bの後端（AE）より 0.45LCSR-B

の位置よりも前方にある場合） 
xG-sc ： 前方水密隔壁から 0.75 l H後方の位置（貨物倉の中央位置が，規則長さ LCSR-Bの後端（AE）より 0.45LCSR-B

の位置よりも後方にある場合） 

4
h

scG
By e=-  

( )
22

311 1
sc

DBscG
dnhz

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

-++=-  

e  ： 左舷を考慮する場合：1.0 

   右舷を考慮する場合：-1.0

Bh ： 貨物倉の中央位置におけるビルジホッパ斜板と船側外板又は内殻板の接合部の高さでの貨物倉の幅（m）

dsc ： スチールコイルの直径（m） 
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hDB ： 二重底の高さ（m） 
l H ： 貨物倉の長さ（m） 

垂直方向の加速度 aZ（m/s2）は，4 章 2 節 3.2 で規定される算式により計算しなければならない。ロールによる接線方

向の加速度 aR（m/s2）は，次式により計算しなければならない。 

22
_

2
2

180
Ry

T
a SCG

R
R + 

ø

ö
çç
è

æ
=

ppq  

 ，TR及び R： 4 章 2 節 3.2 の規定による。 

2.7.2 内底板

縦式構造の内底板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 
( ) ( )( ){ }

YP

zZRZP

R
FaCCgKt

l
q +F

=
coscos

1  

K1 ： 係数で，次式による値とする。 

( )
( )2

22
2

2
2

1 22'2
'73.07.1

Ks
KsKsK
ll

lll

+
---

=  

aZ ： 上下方向加速度（m/s2）で，2.7.1 bis1 の規定による。

  ： 4 章 2 節 2.2 に定義するピッチ角（deg）

  ： 4 章 2 節 2.1 に定義するロール角（deg）
CZP，CZR ： 4 章 4 節 2.2 に定義する荷重組合せ係数

F ： 力（kg）で，次式による。 

102 £n 及び 53 £n の場合：
3

21

n
nWnKF S=  

102 >n 又は 53 >n の場合：
S

S WnKF
l

l
1=  

Pl  ： 係数で，表 6 による。 

KS ： 係数で，次の値とする。 

KS = 1.4 ：スチールコイルを一段積みにし，キーコイルを用いて固縛する場合

KS = 1.0 ：その他の場合 

W ： スチールコイル 1 個あたりの質量（kg）
n1 ： スチールコイルの積付段数

n2 ： パネル 1 枚あたりの荷重点の数（図 3 及び図 4 参照）で， 53 £n の場合，n2 は n3 及び Sll / の値に応じ，

 表 3 により定まる値とする。 

n3 ： 1 個あたりのスチールコイルを支えるダンネージの条数 

Sl  ： スチールコイルの幅（m） 

K2 ： 係数で，次式による値とする。 

33.2'137.1
222

2 + 
ø
ö

ç
è
æ - 

ø
ö

ç
è
æ+ 

ø
ö

ç
è
æ+-=

l

ll

ll s
ssK  

l¢  ： パネル 1 枚あたりの両端荷重点間の船長方向の距離（m）で， 102 £n 及び 53 £n の場合，l¢ は l ， Sl ， 2n

及び 3n の値に応じ，表 4 により定まる値とする。 

2.7.3 ビルジホッパ斜板及び内殻板

縦式構造のビルジホッパ斜板及び内殻板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

Ry
Fa

Kt
p

hopper

l
'

1=  

K1 ： 2.7.2 の規定による。 

hq  ： 内底板とビルジホッパ斜板又は内殻板がなす角度（deg） 

hswayYSXGYGhh
scG

RYRhopper aCCCg
R

y
aCa qqqq sin)cos()cos(tansin _1 +F-+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
--= -  

aR ： 接線方向の加速度（m/s2）で，2.7.1 bis1 の規定による。

asway ： 左右揺による横方向加速度（m/s2）で，4 章 2 節 2.4 の規定による。 
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CXG,CYS,CYR,CYG： 4 章 4 節 2.2 に定義する荷重組合せ係数

yG_sc ： 横方向の重心（m）で，2.7.1 bis1 の規定による。

R ： 係数（m）で，4 章 2 節 3.2.1 の規定による。 

F¢  ： 力（kg）で，次式による。 

102 £n 及び 53 £n の場合：
3

2

n
CWnF k=¢  

102 >n 又は 53 >n の場合：
S

kWCF
l

l
='  

Pl  ： 係数で，表 6 の規定による 

W, n2, n3,  ,   ： 2.7.2 の規定による。

Ck ： 係数で，次の値とする。 

Ck = 3.2： スチールコイルを二段以上積むか，又は一段積みでキーコイルをビルジホッパ斜板若しくは

内殻板から二個目又は三個目に配置する場合 

Ck = 2.0： その他の場合 

2.7.4 （削除）

 
図 2 スチールコイルの固縛 

 

 
 

図 3 スチールコイルの積付状態（n2=4, n3 =3 の例） 

スチールコイル

肋板

内底板

船底外板
n2及び は表3
及び表4による

l¢

ダンネージ
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図 4 スチールコイルの積付状態（n2=3, n3 =3 の例） 

肋板
内底板

船底外板

スチールコイルダンネージ

l¢

 

 
表 3 パネル 1 枚に作用する荷重点の数 

n2 n3 = 2 n3 = 3 n3 = 4 n3 = 5 

1 5.00 £<
Sl

l  33.00 £<
Sl

l  25.00 £<
Sl

l  2.00 £<
Sl

l  

2 2.15.0 £<
Sl

l  67.033.0 £<
Sl

l  5.025.0 £<
Sl

l  4.02.0 £<
Sl

l  

3 7.12.1 £<
Sl

l  2.167.0 £<
Sl

l  75.05.0 £<
Sl

l  6.04.0 £<
Sl

l  

4 4.27.1 £<
Sl

l  53.12.1 £<
Sl

l  2.175.0 £<
Sl

l  8.06.0 £<
Sl

l  

5 9.24.2 £<
Sl

l  87.153.1 £<
Sl

l  45.12.1 £<
Sl

l  2.18.0 £<
Sl

l  

6 6.39.2 £<
Sl

l  4.287.1 £<
Sl

l  7.145.1 £<
Sl

l  4.12.1 £<
Sl

l  

7 1.46.3 £<
Sl

l  73.24.2 £<
Sl

l  95.17.1 £<
Sl

l  6.14.1 £<
Sl

l

 

8 8.41.4 £<
Sl

l

 
07.373.2 £<

Sl

l

 
4.295.1 £<

Sl

l

 
8.16.1 £<

Sl

l  

9 3.58.4 £<
Sl

l  6.307.3 £<
Sl

l  65.24.2 £<
Sl

l  0.28.1 £<
Sl

l  

10 0.63.5 £<
Sl

l  93.36.3 £<
Sl

l  9.265.2 £<
Sl

l  4.20.2 £<
Sl

l  
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表 4 荷重点間の距離 

n3 n2 
2 3 4 5 

1 ダンネージの実際の幅 

2 0.5 Sl  0.33 Sl  0.25 Sl  0.2 Sl  

3 1.2 Sl  0.67 Sl  0.50 Sl  0.4 Sl  

4 1.7 Sl  1.20 Sl  0.75 Sl  0.6 Sl  

5 2.4 Sl  1.53 Sl  1.20 Sl  0.8 Sl  

6 2.9 Sl  1.87 Sl  1.45 Sl  1.2 Sl  

7 3.6 Sl  2.40 Sl  1.70 Sl  1.4 Sl  

8 4.1 Sl  2.73 Sl  1.95 Sl  1.6 Sl  

9 4.8 Sl  3.07 Sl  2.40 Sl  1.8 Sl  

10 5.3 Sl  3.60 Sl  2.65 Sl  2.0 Sl  

 

3. 面外荷重を受ける板部材の強度評価 

3.1 荷重モデル

3.1.1 一般

非損傷状態において海水，貨物及びバラストによって生じる静的及び動的圧力は，考慮する板部材の場所及び接する区

画の種類に応じて検討しなければならない。

船底外板及び船側外板を除く部材で，液体を積載しない区画の境界を構成する板部材については，浸水状態における面

外圧に対する検討も行なわなければならない。

波浪による面外圧力及びハルガーダ荷重については，4 章 4 節に規定する 10-8 レベルの超過確率に対応する，互いに独

立した荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 を考慮しなければならない。

3.1.2 非損傷状態における面外圧力

非損傷状態における面外圧力は，静的及び動的圧力からなる。

静的圧力 pS は，次の圧力を含む。

・ 4 章 5 節 1.に規定する静水圧

・ 4 章 6 節に規定する貨物及びバラストによる静的圧力

動的圧力 pWは，荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 に対してそれぞれ次の圧力を含む。

・ 4 章 5 節 1.に規定する変動圧

・ 4 章 6 節に規定する貨物及びバラストによる動的圧力

3.1.3 浸水状態における面外圧力

浸水状態における面外圧力 pFは，4 章 6 節 3.2.1 の規定による。

3.1.4 水圧試験状態における面外圧力

水圧試験状態における面外圧力 pTは，次式による。

・ pT = pST - pS （船底外板及び船側外板の場合）

・ pT = pST  （その他の場合） 

pST ： 水圧試験時の圧力で 4 章 6 節 4.の規定による。

pS ： 次に規定する圧力。 

・ 船舶が浮いている状態で水圧試験を行なう場合，設計者が定める試験時の喫水 T1 について，4 章 5
節 1.に規定する静水圧を考慮しなければならない。 

・ 船舶が浮いていない状態で試験を行なう場合，pS = 0 とする。 

3.1.5 直応力

縦強度に寄与するとみなされる板部材の強度評価の際に考慮すべき直応力 Xs （N/mm2）は，サギング及びホギングの

それぞれの状態において，次式による値の最大値とする。 
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MSW  ： 許容静水中縦曲げモーメント（kN-m）で，考慮する状態に応じてホギング状態又はサギング状態

を考慮する。 

MWV  ： 波浪縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節の規定による。考慮する状態に応じてホギング状態又

はサギング状態を考慮する。 

MWH  ： 水平曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節の規定による。

CSW  ： 荷重の組合せ係数で，表 5 による値

CWV，CWH ： 4 章 4 節 2.2 に規定する組合せ係数で，表 5 による値 

 
表 5 組合せ係数 CSW，CWV及び CWH 

LC ホギング状態 サギング状態 

 CSW CWV CWH CSW CWV CWH 

H1 非適用 -1 -1 0 

H2 1 1 0 非適用 

F1 非適用 -1 -1 0 

F2 1 1 0 非適用 

R1 1 0 1.2   TLC / TS -1 0 1.2   TLC / TS 

R2 1 0  1.2 + TLC / TS -1 0  1.2 + TLC / TS 

P1 1 0.4   TLC / TS 0 -1 0.4   TLC / TS 0 

P2 1  0.4 + TLC / TS 0 -1  0.4 + TLC / TS 0 

3.2 板厚

3.2.1 非損傷状態

面外荷重を受ける板部材のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

YP

WS
ra R

ppscct
l

+
= 8.15  

Pl  ： 係数で，表 6 による値とする。 

 
表 6 係数 Pl  

板部材 係数 Pl  

縦式構造 
Y

X
R
s

45.095.0 -  ただし，いかなる場合も 0.9 以下とする。 

縦強度に寄与すると

みなされる板部材 

横式構造 
Y

X
R
s

90.095.0 -  ただし，いかなる場合も 0.9 以下とする。 

それ以外の板部材 0.9 
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3.2.2 浸水状態に対するネット板厚（立て式波形横隔壁を除く）

船底外板，船側外板及び立て式波形横隔壁を除く部材で，液体を積載しない区画の境界を構成する板部材については，

浸水状態に対する検討を行なわなければならない。

浸水状態に対するネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

YP

F
ra R

pscct
al

8.15=  

Pl  ： 係数で，表 6 による値で，浸水状態における Xs を考慮して決定しなければならない。 

a  ： 係数で，以下の規定による。 

a  = 0.95 （船首隔壁の場合） 

a  = 1.15 （その他の水密隔壁の場合） 

3.2.3 浸水状態に対する立て式波形横隔壁のネット板厚

浸水状態に対する立て式波形横隔壁のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

eHR
pst 05.19.14=  

p ： 圧力 pF又は p（kN/m2）で，それぞれ 4 章 6 節 3.3.6 又は 3.3.7 の規定による。

s ： 板幅（m）で，波形フランジ又はウェブの幅のうち，大きな方の値。 

溶接構造の波形横隔壁で面材及びウェブの板厚が異なる場合，以下の規定によらなければならない。

・ 板幅の狭い方の板部材のネット板厚 tNは，次式による値以上としなければならない。 

eH
N R

pst 05.19.14=   

s ： 狭い方の板部材の板幅（m）。 

・ 板幅の広い方の板部材のネット板厚 tWは，次式による値のうち，大きい方の値以上としなければならない。 

eH
W R

pst 05.19.14=  

2
2462

NP
eH

W t
R

pst -=  

tNP ： 板幅の狭い方の板部材の実際のネット板厚（mm）で，上記算式においては，次式による値以下としなけ

 ればならない。 

eH
NP R

pst 05.19.14=
 

s ： 板幅（m）で，波形フランジ又はウェブの幅のうち，大きな方の値。 

波形隔壁下部のネット板厚は，内底板（下部スツールがない場合）又は下部スツール頂部から 0.15lC 以上の距離の範

囲まで維持しなければならない。ここで，lCは 3 章 6 節 10.4.4 に規定する波形隔壁のスパン（m）とする。波形隔壁下部

のネット板厚は 3.2.1，2 節 3.6.1，3.6.2 及び 3 節 6 の規定を満足しなければならない。

波形隔壁中央部のネット板厚は，甲板（上部スツールがない場合）又は上部スツール底板から 0.3lC以下の距離の範囲

まで維持しなければならない。波形隔壁中央部のネット板厚は 3.2.1，2 節 3.6.1 及び 3.6.2 の規定を満足しなければならな

い。
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図 5 波形隔壁の各部 

 

3.2.3 bis1 スツールのネット板厚

下部スツール頂板のネット板厚及び材料は，3.2.3 の規定により直上の隔壁板に要求されるもの以上としなければなら

ない。

垂直又は傾斜したスツール側板において，スツール頂板から波形部のフランジ幅に等しい深さ以内にある部分のネット

板厚及び材料については，3.2.3 の規定により波形部下端におけるフランジに要求されるもの以上としなければならない。

上部スツール底板のネット板厚及び材料は，3.2.3 の規定により要求される直下の隔壁板の板厚及び材料と等しいもの

としなければならない。スツール側板の下部板厚は，同じ材料を使用する場合，3.2.3 の規定により隔壁板の上部に要求

される板厚の 80%以上としなければならない。

上部スツール及び下部スツールのネット板厚は，3.2.1，3.2.2 及び 3.2.4 の規定により要求されるネット板厚以上としな

ければならない。

3.2.3 bis2 波形隔壁を支持する肋板のネット板厚

波形隔壁が内底板に直接設置される場合，波形隔壁を支持する肋板及びパイプトンネルの板厚及び材料は，3.2.3 の規

定により波形部のフランジに要求されるもの以上としなければならない。下部スツールを備える場合，スツールを支持す

る肋板の板厚は，3.2.2 の規定によりスツール側板に要求されるもの以上としなければならない。

3.2.4 水圧試験状態

4 章 6 節 4.に規定する区画又は構造の板部材については，水圧試験状態を考慮しなくてはならない。

水圧試験状態に対するネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

Y

T
ra R

pscct
05.1

8.15=  

 

上部 0.3lC 

中央部 

下部 0.15lC 

上部 0.3lC 

中央部 

下部 0.15lC 

lC lC 
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2 節 防撓材 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

L2 ： 船の長さ LCSR-B（m）。ただし，300m を超える場合は 300m とする。

IY ： 船体横断面の水平中性軸に関するネット断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5 の規定による。すべて

の構造部材について，申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で計算する。 

IZ ： 船体横断面の垂直中性軸に関するネット断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5 の規定による。すべて

の構造部材について，申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で計算する。 

N ： 1 章 4 節 4 に定義する参照座標系におけるネット船体横断面の重心位置の z 座標（m）。ネット船体横断面

は，5章 1節 1.2の規定に従い，すべての構造部材について申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で考慮する。 

pS，pW ： 静水圧及び波浪変動圧（kN/m2）で，3.1.2 の規定による。

pF ： 浸水状態での圧力（kN/m2）で 3.1.3 の規定による。

pT ： 水圧試験状態での圧力（kN/m2）で，3.1.4 の規定による。

Xs  ： 直応力（N/mm2）で 3.1.5 の規定による。 

s ： 防撓材の心距（m）で，スパン中央において曲面の弦に沿って測った長さとする。 
l  ： 防撓材のスパン（m）で，支持部材間を曲面の弦に沿って測った長さとする。（3 章 6 節 4.2 参照）

hw ： 防撓材のウェブの高さ（mm）

tw ： 防撓材のウェブのネット板厚（mm）

bf ： 防撓材の面材の幅（mm）

tf ： 防撓材の面材のネット板厚（mm）

bp ： 降伏強度評価で考慮する防撓材を取り付ける板（以下，「取り付け板」という。）の幅（m）で，3 章 6 節

4.3 の規定による。 

w ： 幅 bp の取り付け板を含む防撓材のネット断面係数（cm3）で，3 章 6 節 4.4 の規定による。

Ash ： せん断面積（cm2）で，3 章 6 節 4.4 の規定による。

m ： 係数で，次の規定による値 

m = 10 （垂直防撓材の場合）

m = 12 （その他の防撓材の場合） 

at  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，次式による値 

3
Y

a
R

=t  

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，面外圧及び，縦強度に寄与するものについてはハルガーダ直応力に対する防撓材の降伏強度評価に適用

する。

集中荷重のような特別な荷重を受ける防撓材についても降伏強度評価を行なわなければならない。

上記に加え，6 章 3 節の規定に従い，防撓材の座屈強度評価を行なわなければならない。

1.2 ネット寸法

1.2.1
本節で考慮するすべての部材寸法は，3 章 2 節に規定にするネット寸法とし，いかなる腐食予備厚も含まないものとす

る。 
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グロス寸法については，3 章 2 節 3 の規定による。

1.3 荷重組合せ

1.3.1 外板部材の要素

静水圧及び変動圧は，次に掲げる荷重をそれぞれ単独で考慮しなければならない。

・ 静水圧と波浪変動圧

・ 外板に隣接する区画の積載物による静的及び動的圧力。外板に隣接する区画に液体を積載する場合には，外板に作

用する静水圧及び波浪変動圧は，当該区画の静的及び動的圧力を減じたものとしなければならない。

1.3.2 外板部材以外の要素

隣接する区画の境界となる要素に考慮すべき静的及び動的圧力は，2 つの区画にそれぞれ作用する圧力を別々に考慮し

なければならない。

1.4 荷重評価点

1.4.1 水平防撓材

別に規定する場合を除き，面外圧力及びハルガーダ応力は，考慮する防撓材のスパン中央での値を考慮しなければなら

ない。

1.4.2 垂直防撓材

面外圧力 p は，スパン中央での値と次式による値のうち，大きい方の値を考慮しなければならない。

・ 垂直防撓材の上端部が，圧力が 0 となる最下方の高さよりも低い位置にある場合 

2
LU ppp +

=  

・ 垂直防撓材の上端部が，圧力が 0 となる最下方の高さよりも高い位置にある場合（図 1 参照） 

2
1 Lpp
l

l
=  

1l  ： 垂直防撓材の下端部から圧力が 0 となる最下方の位置までの距離（m） 

pU，pL ： スパン l の防撓材の上端部及び下端部での面外圧力（kN/m2） 

 
図 1 垂直防撓材に作用する面外圧力 

 
 

2. 一般規定 

2.1 （削除）

2.1.1 （削除）

 
図 2 （削除） 
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2.2 防撓材のウェブのネット板厚

2.2.1 単船側構造のばら積貨物船の倉内肋骨以外の防撓材のウェブの最小ネット板厚

防撓材のウェブの最小ネット板厚（mm）は，次式による値のうち大きい方の値以上としなければならない。

・ t = 3.0 + 0.015L2

・ 考慮している防撓材の取り付け板の，6 章 1 節の規定によるネット要求板厚の 40%

2.2.2 単船側構造のばら積貨物船の倉内肋骨の最小ネット板厚

貨物倉内の倉内肋骨のウェブのネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 
( )BCSRMIN Lt -+= 03.0775.0 a  

a  ： 係数で，次の規定による。 

a  = 1.15 ： 最前端貨物倉内の倉内肋骨の場合 

a  = 1.00 ： その他の貨物倉内の倉内肋骨の場合 

2.2.3 防撓材のウェブの最大ネット板厚

防撓材のウェブのネット板厚（mm）は，考慮している防撓材の取り付け板の，申請ネット板厚の 2 倍以下としなけれ

ばならない。

2.3 防撓材のネット寸法

2.3.1 平鋼

平鋼の防撓材のネット寸法は，次の規定を満足しなければならない。（図 3 参照） 

k
t
h

w

w 20£  

 
図 3 平鋼のネット寸法 

tw

h w

 

2.3.2 T 型鋼

T 型鋼の防撓材のネット寸法は，次の規定を満足しなければならない。（図 4 参照） 

k
t
h

w

w 65£  

k
t
b

f

f 33£  

6
ww

ff
thtb ³  
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図 4 T 型鋼のネット寸法 

twh w

tf

bf  

2.3.3 山型鋼

山型鋼の防撓材のネット寸法は，次の規定を満足しなければならない。（図 5 参照） 

k
t
h

w

w 55£  

k
t
b

f

f 5.16£  

6
ww

ff
thtb ³  

 
図 5 山型鋼のネット寸法 

tw

bf

tf

h w

 

2.4 支材

2.4.1
防撓材同士を連結する支材のネット断面積 ASR（cm2）及び支材に直交する軸に関する最小ネット断面二次モーメント

ISR（cm4）は，次式による値以上としなければならない。 

20
lspA SR

SR =  

( )
( )21

2
21

2.47
75.0

SRSRASR

SRASRSRSR
SR ppsA

AppsI
+-

+
=

l

ll
 

pSR ： 圧力（kN/m2）で，次の 2 つの算式による値のうち，大きい方の値。 

pSR = 0.5(pSR1 + pSR2)

pSR = pSR3 
pSR1 ： 支材のある区画の一方の外側から支材に作用する外圧（kN/m2）

pSR2 ： 支材のある区画のもう一方の外側から支材に作用する外圧（kN/m2）

pSR3 ： 支材のある区画で支材のスパン中央部に作用する内圧（kN/m2） 
l  ： 支材を取り付ける防撓材のスパンで，3 章 6 節 4.2.3 の規定による。 

SRl  ： 支材の長さ（m） 
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AASR ： 支材の実際のネット断面積（cm2） 

2.5 スチールコイルを積載する船舶の縦通防撓材

2.5.1 一般

本 2.5 の規定は，6 章 1 節 図 2 に示すように，ダンネージ上にスチールコイルを積載する船舶の内底板，ビルジホッパ

斜板及び内殻板に取り付ける防撓材に適用する。

2.5.2 内底板付き防撓材

内底板付き防撓材のネット断面係数 w （cm3）及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上としなければな

らない。 
( ){ }

YS

ZZRZP

R
FaCCgKw

l
q

8
)cos()cos(

3
+F

=  

( ){ } 310
sin

)cos()cos(5 -+F
=

ft
q

a

ZZRZP
sh

FaCCgA  

K3 ： 表 1 による係数で，n2 が 10 より大きい場合，K3 は 2l/3 とする。

Za  ： 上下方向加速度（m/s2）で，6 章 1 節 2.7.1 bis1 の規定による。 

  ： 4 章 2 節 2.2 の規定によるピッチ角（deg）

  ： 4 章 2 節 2.1 の規定によるロール角（deg）
CZP, CZR： 4 章 4 節 2.2 の規定による荷重組合せ係数 

F  ： 力（kg）で，6 章 1 節 2.7.2 の規定による。 

Sl  ： 係数で，表 3 による。 

f  ： 角度（deg）で，3.2.3 の規定による。 

2.5.3 ビルジホッパ斜板付き防撓材及び内殻板付き防撓材

ビルジホッパ斜板付き防撓材及び内殻板付き防撓材のネット断面係数 w （cm3）及びネットせん断面積 shA （cm2）は，

次式による値以上としなければならない。 

YS

hopper

R
Fa

Kw
l8

'
3=  

310
sin

'5 -=
fta

hopper
sh

Fa
A  

K3 ： 表 1 による係数で，K3 が 10 より大きい場合，K3 は 2l/3 とする。 

hq  ： 内底板とビルジホッパ斜板又は内殻板がなす角度（deg） 

ahopper ： 加速度（m/s2）で，6 章 1 節 2.7.3 の規定による。 

F ¢  ： 力（kg）で，6 章 1 節 2.7.3 の規定による。 

Sl  ： 係数で，表 3 による。 

f  ： 3.2.3 の規定による。 

l¢  ： パネル 1 枚における両端荷重点間の船長方向の距離（m）。 

2.5.4 （削除）

 
表 1 係数 K 

n2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K3 l  
l

l
l

2'
-  

l

l
l

3
2 2'

-  
l

l
l

9
5 2'

-  
l

l
l

2

2'
-  

l

l
l

15
7 2'

-  
l

l
l

9
4 2'

-  
l

l
l

7
3 2'

-  
l

l
l

12
5 2'

-  
l

l
l

27
11 2'

-  

2.6 救命いかだ又は救命艇の進水装置が取り付けられる箇所の甲板防撓材

2.6.1
甲板防撓材の寸法は，直接計算により求めなければならない。

2.6.2
進水装置による荷重は，進水装置の安全使用荷重に相当するものでなければならない。

2.6.3
組合せ応力（N/mm2）は，次の 2 つの算式による値のうち，小さい方の値以下としなければならない。 
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eHR
235
100

 又は mR
235
54  

Rm ： 防撓材材料の引張強度（N/mm2） 

3. 降伏強度評価 

3.1 荷重モデル

3.1.1 一般

非損傷状態において海水，貨物及びバラストによって生じる静的及び動的圧力は，考慮する防撓材の位置及び隣接する

区画の種類に応じて検討しなければならない。

船底外板及び船側外板を除く，液体を積載しない区画の境界を構成する板部材に取り付ける防撓材については，浸水状

態における面外圧に対する検討も行なわなければならない。

波浪による面外圧力及びハルガーダ荷重については，4 章 4 節に規定する 10-8 レベルの超過確率に対応する，互いに独

立した荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 を考慮しなければならない。

3.1.2 非損傷状態における面外圧力

非損傷状態における面外圧力は，静的及び動的圧力からなる。

静的圧力 pS は，次の圧力を含む。

・ 4 章 5 節 1.に規定する静水圧

・ 4 章 6 節に規定する貨物及びバラストによる静的圧力

動的圧力 pWは，荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 に対してそれぞれ次の圧力を含む。 

・ 4 章 5 節 1.に規定する変動圧

・ 4 章 6 節に規定する貨物及びバラストによる動的圧力

3.1.3 浸水状態における面外圧力

浸水状態における面外圧力 pFは，4 章 6 節 3.2.1 の規定による。

3.1.4 水圧試験状態における面外圧力

水圧試験状態における面外圧力 pTは，次式による。

・ pT = pST   pS（船底外板及び船側外板の場合）

・ pT = pST （その他の板部材の場合） 

pST ： 水圧試験時の圧力で，4 章 6 節 4.の規定による。

pS ： 次に規定する圧力。 

・ 船舶が浮いている状態で水圧試験を行なう場合，設計者が定める試験時の喫水 T1 について，4 章 5 節

1.に規定する静水圧を考慮しなければならない。 

・ 船舶が浮いていない状態で試験を行なう場合，pS = 0 とする。 

3.1.5 直応力

縦強度に寄与するとみなされる防撓材の強度評価の際に考慮すべき直応力 Xs （N/mm2）は，サギング及びホギングの

それぞれの状態において，次式による値の最大値とする。 

( ) ( ) 310-

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
--+-= y

I
MCNz

I
MCNz

I
MC

Z

WH
WH

Y

WV
WV

Y

SW
SWXs  

MSW ： 許容静水中縦曲げモーメント（kN-m）で，考慮する状態に応じてホギング状態又はサギング状態を考慮

する。 

MWV ： 波浪縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節の規定による。考慮する状態に応じてホギング状態又はサ

ギング状態を考慮する。 

MWH ： 水平曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節の規定による。

CSW ： 荷重の組合せ係数で，表 2 による値

CWV，CWH ： 4 章 4 節 2.2 に規定する組合せ係数で，表 2 による値 
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表 2 組合せ係数 CSW，CWV及び CWH 

LC ホギング状態 サギング状態 

 CSW CWV CWH CSW CWV CWH 

H1 非適用 -1 -1 0 

H2 1 1 0 非適用 

F1 非適用 -1 -1 0 

F2 1 1 0 非適用 

R1 1 0 1.2   TLC / TS -1 0 1.2   TLC / TS 

R2 1 0  1.2 + TLC / TS -1 0  1.2 + TLC / TS 

P1 1 0.4   TLC / TS 0 -1 0.4   TLC / TS 0 

P2 1  0.4 + TLC / TS 0 -1  0.4 + TLC / TS 0 

3.2 防撓材の強度基準（単船側構造のばら積貨物船の倉内肋骨を除く）

3.2.1 境界条件

本 3.2 の規定は，両端が固定端とみなされる防撓材に適用する。

これと異なる境界条件の防撓材の降伏強度評価については，その都度検討しなければならない。

3.2.2 同一寸法の防撓材群

同一寸法の防撓材を複数本取り付ける場合には，これらの防撓材に対する 3.2.3 から 3.2.7 に規定する最小ネット断面係

数については，それぞれの防撓材に要求される断面係数の平均値とすることができる。ただし，上記最小ネット断面係数

は，個々の防撓材に対する要求断面係数の最大値の 90%以上としなければならない。

最小ネットせん断面積についても同様に取り扱う。

3.2.3 非損傷状態での防撓材の断面係数及びせん断面積

面外圧力を受ける防撓材のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上としなけ

ればならない。 
( ) 3

2
10

YS

WS

Rm
sppw

l
l+

=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

Sl  ： 係数で，表 3 による値 

f  ： 防撓材のウェブと防撓材を取り付ける板部材との成す角度（deg）で，防撓材のスパン中央での値とする。

f が 75 度未満の場合は修正する。 

 
表 3 係数 Sl  

防撓材 係数 Sl  

縦強度に寄与するとみなされる

縦通防撓材  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

Y

X

R
s85.00.12.1  ただし，いかなる場合も 0.9 以下とする 

その他の防撓材 0.9 
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3.2.4 LCSR-Bが 150m 未満の船舶のバラスト兼用倉の波形横隔壁のネット断面係数

LCSR-Bが 150m 未満の船舶のバラスト兼用倉にある波形横隔壁の，面外圧力に対するネット断面係数 w（cm3）は，次式

による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10

YS

CWS

Rm
sppKw

l
l+

=  

K ： 係数で，端部支持条件に応じて表 4 及び表 5 により定まる値とする。dH < 2.5d0 となる場合には，波形隔

壁の 1/2 ピッチあたりの断面係数及び内底板位置での下部スツールの断面係数を算定しなければならない。 

sC ： 波形隔壁の 1/2 ピッチの幅（m）で，3 章 6 節図 28 の規定による。

l  ： 支持部材間の距離（m）で，図 6 による。 

Sl  ： 係数で，表 3 による値 

波形隔壁のネット断面係数を計算する場合，圧縮場となる波形部のフランジにおける有効幅は，3 章 6 節 10.4.10 の規

定によらなければならない。

 
表 4 05.2 ddH ³ での K の値 

上端部の支持条件 

桁で支持 甲板に固着 スツールに固着 

1.25 1.00 0.83 

 
表 5 dH < 2.5d0 での K の値 

上端部の支持条件 
断面係数 

桁で支持 甲板に固着 スツールに固着 

波形横隔壁 0.83 0.71 0.65 

スツール下部 0.83 1.25 1.13 

 
図 6 l の測り方 

dH dH

l

eA

d0

( )BdAe 2/1 0-=

B

05.2 ddH ³ 05.2 ddH <

l

eA

d0

B

 

3.2.5 浸水状態に対する防撓材のネット断面係数及びネットせん断面積（貨物倉を区画する立て式波形横置隔壁を除

く）

立て式波形横置隔壁を除く防撓材の，浸水状態に対するネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，

次式による値以上としなければならない。 
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3
2

10
16 YS

F

R
spw

al
l

=  

fat sin
5

a

F
sh

spA l
=  

Sl ， f  ： 3.2.3 の規定による値。 Sl の算定にあたっては， Xs を浸水状態での値としなければならない。 

a  ： 係数で，次の規定による。ただし，いずれの場合も Sal は 1 以下とする。 

0.95 （船首隔壁付の防撓材の場合）

1.15 （その他の水密隔壁付の防撓材の場合） 

3.2.6  （削除）

3.2.7 水圧試験状態に対する防撓材のネット断面係数及びネットせん断面積

水圧試験状態に対する防撓材のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上とし

なければならない。 

3
2

10
05.1 Y

T

mR
spw l

=  

ft sin05.1
5

a

T
sh

spA l
=  

f  ： 3.2.3 の規定による。 

3.3 単船側構造のばら積貨物船の倉内肋骨に対する強度基準

3.3.1 倉内肋骨のネット断面係数及びネットせん断面積

面外荷重を受ける倉内肋骨のスパン中央部におけるネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，次

式による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10125.1

YS

WS
m Rm

sppw
l

a l+
=  

( )
 
ø

ö
ç
è

æ -+
=

l

lll B

a

WS
Ssh

sppA 2
sin

51.1
ft

a  

ma  ： 係数で，次の規定による。

0.42 （BC-A 船の場合）

0.36 （その他の船舶の場合） 

Sl  ： 係数で，0.9 とする。 

l  ： 倉内肋骨のスパンで，3 章 6 節の図 19 による。ただし，いかなる場合も 0.25D 以上とする。 

Sa  ： 係数で次の規定による。

1.1 （BC-A 船で隔倉積状態で空倉とする貨物倉内の倉内肋骨の場合）

1.0 （その他の倉内肋骨の場合） 

Bl  ： 倉内肋骨の下部ブラケットの長さ（m）で，図 7 の規定による。 

pS，pW： 静水圧及び波浪変動圧（kN/m2）で，1.3 及び 1.4.2 の規定に基づき計算される。 

また，ヘビーバラスト状態でバラストを積載する貨物倉内の倉内肋骨のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面

積 Ash（cm2）は，倉内肋骨の全長に亘って，3.2.3 の規定を満足しなければならない。ただし，lは両端のブラケットを考

慮に入れた，3 章 6 節 4.2 の規定による倉内肋骨のスパンとする。
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図 7 倉内肋骨の下部ブラケットの長さ 
 

db : 肋骨ウェブの深さ

lB : 下部ブラケットの長さ lB 

db 
断面 b) 

断面 a) 

 

3.3.2 追加要件

最前部貨物倉内の船首隔壁から数えて 3 本目までの倉内肋骨については，3.3.1 の規定によるほか，ネット断面二次モ

ーメント（cm4）は次式による値以上としなければならない。 
( )

n
ppI WS

4
18.0 l+

=  

l  ： 倉内肋骨のスパン（m） 

n ： 船首隔壁から数えた考慮する倉内肋骨までの肋骨本数で，1，2，3 のいずれかの値。 

本規定により難い場合，船首隔壁から倉内肋骨であってその上端及び下端がトップサイドタンク内及びビルジホッパタ

ンク内に設けられる横桁により支持されるものにわたり，水平桁のような支持部材を取り付け，最前部貨物倉と船首タン

ク内桁との構造上の連続性を確保しなければならない。

3.3.3 倉内肋骨の下部ブラケット

3 章 6 節の図 19 に規定する下部ブラケットの位置において，下部ブラケット又は一体型下部ブラケットの船側外板を

考慮したネット断面係数は，前 3.3.1 の規定による倉内肋骨のスパン中央部で要求されるネット断面係数の 2 倍以上とし

なければならない。

また，ヘビーバラスト状態でバラストを積載する貨物倉内の下部ブラケットの位置において，ネット断面係数 w（cm3）

は 3.2.3 及び 3.3.1 の規定によるネット断面係数の大きい方の値の 2 倍以上としなければならない。 

下部ブラケットのネット板厚 tLB（mm）は，倉内肋骨のウェブのネット板厚に 1.5mm 加えたもの以上としなければなら

ない。

また，下部ブラケットのネット板厚 tLB（mm）は，次式を満足しなければならない。

・ 左右対称な断面を有する倉内肋骨 ： k
t
h

LB

LB 87£  

・ 左右非対称な断面を有する倉内肋骨 ： k
t
h

LB

LB 73£  

ここで，倉内肋骨下部ブラケットのウェブ深さ hLBは，ビルジホッパタンクの斜板と船側外板との交点から下部ブラケ

ットの面材に対して垂直に計測することができる。（3 章 6 節の図 22 参照）

前 3.3.2 の規定により寸法を増加している船首隔壁から数えて 3 本目までの倉内肋骨については，倉内肋骨下部ブラケ

ットのネット板厚 tLBが倉内肋骨のウェブのネット板厚 twの 1.73 倍より大きい場合，tLBは次式による t'LBとすることがで

きる。 

( ) 3
12'

LBwLB ttt =  

tw ： 3.3.1 の規定によるせん断面積 Ash に対応するネット板厚（mm） 

面材の張り出し幅は，面材のネット板厚の 12k0.5 倍を超えてはならない。

3.3.4 倉内肋骨の上部ブラケット

3 章 6 節の図 19 に規定する上部ブラケットの位置において，上部ブラケット又は一体型上部ブラケットの船側外板を

考慮したネット断面係数は，前 3.3.1 の規定による倉内肋骨のスパン中央部で要求されるネット断面係数の 2 倍以上とし

なければならない。

また，ヘビーバラスト状態でバラストを積載する貨物倉内の上部ブラケットの位置において，ネット断面係数 w（cm3）

は 3.2.3 及び 3.3.1 の規定によるネット断面係数の大きい方の値の 2 倍以上としなければならない。 
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上部ブラケットのネット板厚 tUB（mm）は，倉内肋骨のウェブのネット板厚以上としなければならない。

3.4 倉内肋骨の上下端の固着

3.4.1
次に掲げる防撓材の断面係数は，倉内肋骨上端及び下端の固着部において，それぞれ次式を満足しなければならない。

（3 章 6 節の図 22 参照）

・ 倉内肋骨下端のカウンターブラケットを支持する船側外板及びビルジホッパ斜板の縦通防撓材

・ 倉内肋骨上端のカウンターブラケットを支持する船側外板及びトップサイドタンク斜板の縦通防撓材 
( )å +

³
n Y

WS
Tii R

ppdw
16

2
1

2lla  

n ： 船側外板及びビルジホッパ斜板において倉内肋骨下部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材の本

数又は船側外板及びトップサイドタンク斜板において倉内肋骨の上部カウンターブラケットを支持する

縦通防撓材の本数。 

wi ： 船側外板付き縦通防撓材及びビルジホッパタンク又はトップサイドタンク斜板付き縦通防撓材のうち，倉

内肋骨の上部又は下部カウンターブラケットを支持する i 番目の縦通防撓材のネット断面係数（cm3） 

di ： i 番目の縦通防撓材の，船側外板とビルジホッパタンク又はトップサイドタンク斜板の交点からの距離

（m） 

1l  ： ビルジホッパタンク又はトップサイドタンク内の横桁の心距（m） 

RY ： 船側外板付き縦通防撓材及びビルジホッパタンク又はトップサイドタンク斜板付き縦通防撓材のうち，倉

内肋骨の上部又は下部カウンターブラケットを支持するものの最小等価降伏応力（N/mm2） 

Ta  ： 係数で，次の値。 

150 （倉内肋骨下部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材の場合）

75  （倉内肋骨上部カウンターブラケットを支持する縦通防撓材の場合） 
l  ： 倉内肋骨のスパン（m）で，3.3.1 の規定による。

pS，pW ： 倉内肋骨にかかる静水圧及び波浪変動圧（kN/m2） 

3.4.2
倉内肋骨上部又は下部カウンターブラケットとそれを支持する i 番目の縦通防撓材との固着部のネット面積 Ai（cm2）

は，次式による値以上としなければならない。 

i

bkti
i k

kswA
lg,

2
1

4.0
l

=  

wi ： 船側外板付き縦通防撓材及びビルジホッパタンク又はトップサイドタンク斜板付き縦通防撓材のうち，

倉内肋骨の上部又は下部カウンターブラケットを支持する i 番目の縦通防撓材のネット断面係数（cm3） 

1l  ： 3.4.1 の規定による。 

kbkt ： ブラケットの材質に応じた材料係数

klg,i ： i 番目の縦通防撓材の材質に応じた材料係数

s ： 倉内肋骨心距（m） 

3.5 連続梁の強度基準

3.5.1 強度基準

3.5.2の規定による連続梁の最大直応力s 及びせん断応力 t は，各状態において表 6の規定を満足しなければならない。 

 
表 6 連続梁の強度評価 

状態 非損傷状態 浸水状態 水圧試験状態 

直応力 YS Rls £  YS Rals £  YR05.1£s  

せん断応力 att £  aatt £  att 05.1£  

備考： 

Sl  ： 係数で，3.2.3 の規定による。 

a  ： 係数で，3.2.5 の規定による。 
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3.5.2 連続梁

連続梁の最大直応力s 及びせん断応力 t は，直接計算により求めなければならない。この場合，次の事項を考慮しなけ

ればならない。

・ 静的及び動的圧力並びに力の分布

・ 中間支持部材（板，桁等）の数及び位置

・ 防撓材端部及び中間支持部材端部の固着条件

・ 連続梁の形状特性

3.6 浸水状態に対する貨物倉間の水密波形横隔壁の寸法

3.6.1 水密波形横隔壁の曲げ強度及びせん断強度

水密波形横隔壁の曲げ強度及びせん断強度は，次式を満足しなければならない。 
310

95.0
5.0

eH
MLE R

MWW ³+  

2
eHR

£t  

M ： 波形横隔壁の設計上の曲げモーメント（kN-m）で，次式による値 

M = FlC / 8 
F ： 作用する力 FF又は F（kN）で，それぞれ 4 章 6 節 3.3.6 又は 3.3.7 の規定による。

lC ： 波形横隔壁のスパン（m）で，3.6.2 の規定による。

WLE ： 波形横隔壁の下端部におけるネット断面係数（cm3）で，3.6.2 の規定による。ただし，いかなる場合

も次式による値を超えてはならない。 

3
2

, 10
5.0

 
ø

ö
ç
ç
è

æ -
+=

eH

GCGG
GMLE R

pshQhWW  

WG ： 波形横隔壁の 1/2 ピッチ分のネット断面係数（cm3）で，3.6.2 の規定による。ただし，シェダープレー

ト又はガセットプレートが設けられている場合，それらの最上部での値とする。 

Q ： 波形横隔壁の下端部におけるせん断力（kN）で，次の算式による値。 
FQ 8.0=  

hG ： シェダープレート又はガセットプレートの高さ（m）（図 11 から図 15 参照）

pG ： シェダープレート又はガセットプレート高さの中間点における圧力 pF又は p（kN/m2）で，それぞれ 4
章 6 節 3.3.6 又は 3.3.7 の規定による。 

sC ： 波形横隔壁の心距（m）で，3 章 6 節 図 28 による。

WM ： 波形横隔壁のスパン中央におけるネット断面係数（cm3）で，3.6.2 の規定による。ただし，WLEの 1.15

倍以下とする。 

  ： 波形横隔壁に働くせん断応力（N/mm2）で，次の算式による値。 

shA
Q10=t  

Ash ： 波形横隔壁のせん断面積（cm2）で，次による。 

波形隔壁のウェブとフランジの傾きを考慮して，せん断面積を減少しなければならない。一般に減

少せん断面積は，ウェブとフランジのなす角度を  として，ウェブ断面積に sin( )を乗じて得られる。 

波形部の断面係数は，3.6.2 の規定により計算しなければならない。

1 節図 5 に定義する隔壁上部の断面係数については，本項及び 1 節 3.2.1 の規定に基づく中央部における要求値の 75％

以上としなければならない。異なる降伏強度の材料を使用する場合，要求値を補正すること。

3.6.2 波形部下端におけるネット断面係数

a) 波形部下端（図 11 から図 15 参照）におけるネット断面係数は，圧縮場となるフランジの有効フランジ幅 efb を 3

章 6 節 10.4.10 に示す値以下として算出しなければならない。 

b) ブラケットにより支持されないウェブ 

e)の場合を除き，波形部のウェブの下部がスツール頂板（又は内底板）下のブラケットにより支持されない場合，

波形部の断面係数は波形ウェブの 30％を有効として算出しなければならない。 

c) 有効なシェダープレート 

図 11 及び図 12 に示すように 3 章 6 節 10.4.11 に定義する有効なシェダープレートを備える場合，波形部下端（図
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11 及び図 12 の断面①）の断面係数を算出する際は，フランジ部の面積を，次の算式による値だけ増加させて差し

支えない。 

SHfSH ttaI 5.2=    ただし， Fta5.2 より大きい値としてはならない。 

a ： 波形部フランジの幅（m）（3 章 6 節図 28 参照）

tSH： シェダープレートのネット板厚（mm）

tf ： フランジのネット板厚（mm） 

d) 有効なガセットプレート 

図 13 から図 15 に示すように 3 章 6 節 10.4.12 に定義する有効なガセットプレートを備える場合，波形部下端（図

13 から図 15 の断面①）の断面係数を算出する際は，フランジ部の面積を，次の算式による値だけ増加させて差し

支えない。 
fGG thI 7=  

hG ： ガセットプレートの高さ（m）。（図 13 から図 15 参照） ただし，計算上は GUS)7/10( 以下と

すること。 

SGU ： ガセットプレートの幅（m）

tf  ： フランジのネット板厚（mm） 

e) 傾斜するスツール頂板 

水平面との角度が 45 度以上傾斜しているスツール頂板に波形部のウェブを溶接する場合，波形部の断面係数は，

波形部のウェブがすべて有効として算出して差し支えない。角度が 45 度未満の場合，ウェブの有効性は，角度が

0 度の場合を 30%，角度が 45 度の場合を 100%として線形補間によるものとして差し支えない。

有効なガセットプレートを備える場合，波形部の断面係数を算出する際は，フランジ部の面積を，d)で規定するよ

うに増加して差し支えない。シェダープレートだけを備える場合は，面積を増加させてはならない。 

3.6.3 上部及び下部スツールの防撓材

上部及び下部スツールの防撓材のネット断面係数は，次式及び 3.2.5 の規定による値以上としなければならない。 

3
2

10
16 Ys R

psw
al

l
=  

p ： 圧力（kN/m2）で，4 章 6 節 3.3.7 の規定による。

 及び  S：3.2.5 の規定による。 

 
図 11 対称なシェダープレート 

シェダー
プレート

①

下部
スツール

hG
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図 12 非対称なシェダープレート 

hG

シェダー
プレート

①

下部
スツール

 

 
図 13 対称なガセット及びシェダープレート 

hG

下部
スツール

ガセット
プレート

①

 

 

－189－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  6章  2節）



図 14 非対称なガセット及びシェダープレート 

hG

ガセット
プレート

①

下部
スツール

 

 
図 15 非対称なガセット／シェダープレート（傾斜するスツール頂板の場合） 

①

下部
スツール

hG =
=

 

 

4. 主要支持部材付き防撓材 

4.1 ネット寸法

4.1.1
主要支持部材のウェブ防撓材を，ウェブを貫通する防撓材の面材に溶接する場合，ウェブ防撓材のネット断面積（cm2）

はウェブの高さの中間の位置で次式による値以上としなければならない。 
lpskA 11.0=  

k1 ： ウェブとウェブを貫通する防撓材の固着部係数で，次による。 

0.30  ： カラープレートを取り付けない場合（3 章 6 節の図 8 参照）

0.225  ： カラープレートを取り付ける場合（3 章 6 節の図 9 参照）

0.20  ： 1 枚又は 2 枚の大きなカラープレートを取り付ける場合（3 章 6 節の図 10 及び図 11 参照） 

p ： ウェブを貫通する防撓材に作用する圧力（kN/m2） 
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4.1.2
水密でない主要支持部材に取り付けるウェブ防撓材のネット断面係数（cm3）は，次式による値以上としなければなら

ない。 
225.2 StSsw =  

s ： ウェブ防撓材の長さ（m）

t ： 主要支持部材のウェブのネット板厚（mm）

SS ： ウェブ防撓材の心距（m） 

4.1.3 ウェブ防撓材の端部固着

主要支持部材のウェブ防撓材を防撓材の面材に溶接する場合，バラストタンクの主要支持部材に取り付けるウェブ防撓

材の端部における応力（N/mm2）は，ブラケットが取り付けられない場合，次式を満足しなければならない。 
175£s  

q
ss

cos
 KKK stifflongicon=  

Kcon ： 応力集中係数を考慮した係数で，次の値とする。（図 8 参照） 

Kcon = 3.5 （二重底内又は二重船側内のウェブ防撓材の場合）

Kcon = 4.0 （その他のウェブ防撓材の場合） 

Klongi ： 縦通部材の断面形状の違いによる係数で，次の値とする。 

Klongi = 1.0 （左右対称な断面を有する防撓材の場合）

Klongi = 1.3 （左右非対称な断面を有する防撓材の場合） 

Kstiff ： ウェブ防撓材端部の詳細構造の違いによる係数で，次の値とする。（図 9 参照） 

Kstiff = 1.0 （標準タイプ）

Kstiff = 0.8 （標準タイプより疲労強度を向上させた形状の場合） 
q  ： ウェブ防撓材の取り付け角度（deg）で，図 10 による。 

s ： 縦通部材より伝わるウェブ防撓材端部に発生する応力振幅で，次式による。 

( ) ( )[ ] 02211 //'322.0
2

sww AAAh
W

++
=D

ll
s  

W ： 変動荷重（N）で次式による。 
( )spsW 5.01000 -= l  

p ： ウェブ防撓材のある区画の液体による最大慣性圧力（kN/m2）で，4 章 6 節 2.2.1 の規定において超過確

率レベル 10-4 に対応して防撓材のスパン中央で計算される値 
l  ： 縦通部材のスパン（m） 

s ： 縦通部材の心距（m）

As0，Aw1，Aw2： 図 10 に規定する寸法（mm2）

1l ， 2l ： 図 10 に規定する寸法（mm） 

h' ： 次式による値（mm） 

h' = hS + h0' 
hS ： ウェブ防撓材端部で主要支持部材と接合されていない部分の長さ（mm）（図 10 参照）

h0' ： 次式による値（mm） 
h0' = 0.636b' （ 150'£b の場合） 

h0' = 0.216b' + 63 （150 < b'の場合） 

b' ： ウェブ防撓材端部の最小幅（mm）（図 10 参照） 
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図 8 主要支持部材に取り付けられるウェブ防撓材の例 

 
図 9 ウェブ防撓材端部の形状の例 

 

b'

b s

b'

b s

標準タイプ

b'

b s

標準タイプより疲労強度を向上
させた形状
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図 10 主要支持部材貫通部のパラメータ 

 
備考：

ts： ウェブ防撓材のネット板厚（mm）

tw： カラープレートのネット板厚（mm） 
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3 節 防撓材及び防撓パネルの座屈及び最終強度 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

本節では，圧縮応力及びせん断応力を正，引張応力を負とする。

a ： 一般に部分パネルの長辺方向の長さ（mm），又は表 2 における応力状態 3 から 10 における部分パネル側部の

長さ 

b ： 一般に部分パネルの短辺方向の長さ（mm），又は表 2 における応力状態 3 から 10 における部分パネル側部の

長さ 
a  ： パネルのアスペクト比で，次による。 

b
a

=a  

n ： 部分パネル又は集合パネルの幅方向に含まれるパネルの数（図 1 参照）

 
図 1 パネルの配置 

n 
·b

b

a

am

b m

部分パネル基本要素パネル

縦通防撓材
横防撓材

x

y

縦通防撓材：長さaの方向に付く防撓材
横防撓材 ：長さbの方向に付く防撓材  

 
t ： ネット板厚（mm） 

ns  ： ハルガーダ曲げにより生じる直応力（N/mm2） 

SFt  ： 2.1.3 に規定するせん断力により生じるせん断応力（N/mm2） 

xs  ： x 方向の膜応力（N/mm2） 

ys  ： y 方向の膜応力（N/mm2） 

t  ： xy 平面のせん断応力（N/mm2）

l  ： 細長比の参照次数で，次式による。 

e

eH

K
R

s
l =  

K ： 座屈係数で，表 2 及び表 3 による。

es  ： 参照応力で，次式による。 

応力状態 1 及び 2 において， 
2

9.0  
ø
ö

ç
è
æ

¢
=

b
tEes  

応力状態 3 から 10 において， 
2

9.0  
ø
ö

ç
è
æ=

b
tEes  
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b' ： パネルの短辺（mm） 
y  ： 端部応力比で，次式による。 

12 ssy  / =  

1s  ： 最大圧縮応力 

2s  ： 最小圧縮応力又は引張応力 

S ： 安全係数で，次による 

S = 1.0 ： 以下に該当しない構造部材

S = 1.1 ： ハッチカバー，据付台のように専ら局部荷重を受ける構造部材

S = 1.15 ： ハッチコーミング，トップサイドタンク斜板，ビルジホッパ斜板，内底板，内殻板，単船側構造

船舶の船側外板並びに横隔壁の上部及び下部スツールの縦通防撓材及び横式防撓材の曲げ座屈に対する最

終強度を 4.2 の規定により評価する場合 

アルミニウム合金の場合，安全係数はそれぞれの値に 0.1 を加えた値とする。 

F1 ： 表 1 によるパネル端部の長辺上にある防撓材の境界条件に関する修正係数。パネル端部の 2 つの長辺方向にあ

る防撓材の固着条件が異なる場合，適切な修正係数 F1 の最小値とする。 

 
表 1 修正係数 F1 

固着条件 F1
(2) 防撓材の種類 

両端スニップの防撓材 1.00  

1.05 平鋼 

1.10 バルブプレート 

1.21 山型鋼及び T 型鋼 

両端が隣接する部材に

有効に固着されている

防撓材(1) 

1.30 剛性の高い主要支持部材（例：二重底横桁） 

(1) 直接計算により正確な値を求めることができる。

(2) 両端における防撓材が異なる場合の F1 は，それぞれの値の平均値を用いな

ければならない。 

 

1. 一般 

1.1
1.1.1
本節の規定は，圧縮応力，せん断応力及び面外荷重を受ける構造部材の座屈強度評価に適用する。

1.1.2
以下の規定に従い座屈強度評価を行わなければならない。

a) 4 章 4 節に規定する非損傷状態での全ての荷重ケースに対し，次に示す構造部材又は構造要素は，2，3 及び 4 の規

定による。

・ 船体横断面解析におけるパネル及び防撓材

・ 7 章で要求される直接強度計算においてモデル化されたパネル 

b) 浸水状態において，次の構造部材は，6 の規定による。 

・ 立て式波形水密横隔壁

1.1.3
パネルの境界条件は単純支持としなければならない。境界条件が単純支持と異なる場合，表 2 の 3，4 及び 7 から 10

の応力状態のうち，適切な境界条件を適用することができる。 
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2. 適用 

2.1 船体横断面解析における応力

2.1.1 一般

考慮する船体横断面を構成する構造部材については，以下に示す応力及び荷重の組合せにおいて，座屈強度評価を行わ

なければならない。

・ 2.1.2 に規定する，ハルガーダ曲げにより生じる直応力 ns  

・ 2.1.3 に規定する，せん断応力 SFt  

・ 部材に作用する非損傷状態での面外圧力

面外圧力及びハルガーダ荷重については，4 章 4 節に規定する 10-8 レベルの超過確率に対応する，互いに独立した荷重

ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 を考慮しなければならない。

2.1.2 直応力 ns  

それぞれのパネル及び防撓材に対し，2.1.1 に規定する各荷重ケースにおいて考慮すべき直応力 ns は，6 章 1 節 3.1.5

及び 6 章 2 節 3.1.5 の規定により考慮する構造部材について算定する最大圧縮応力とする。

横式の防撓材にあっては，2.1.1 に規定する各荷重ケースにおける直応力 ns は，防撓材の各端部での最大圧縮応力とす

る。

2.1.3 せん断応力

2.1.1 に規定する各荷重ケースにおいて考慮すべきせん断応力 SFt （kN）は，以下のせん断力により生じるせん断応力

とする。 

Q = QSW + CQW QWV

QSW ： 非損傷状態に対する船体横断面位置の設計静水中せん断力で，4 章 3 節 2.3 の規定による。

QWV ： 非損傷状態に対する船体横断面位置の波浪せん断力で，4 章 3 節 3.2 の規定による。

CQW  ： 4 章 4 節の表 3 に示す荷重組合せ係数 

設計の初期段階において設計静水中せん断力（kN）が定まっていない場合，設計静水中せん断力は，次式によること

ができる。

QSW0 = 30 C LCSR-B B (CB + 0.7)10-2 
2.1.4 面外圧力

湾曲パネル及び防撓材について，座屈強度検討において考慮すべき面外圧力は，それぞれ 6 章 1 節 3.1 及び 6 章 2 節 3.1

による。

湾曲パネルの荷重評価点は，板に沿って測った長さの中間点とする。

防撓材の荷重評価点は，6 章 2 節 1.4 による。

2.2 適用

2.2.1
座屈強度基準及び最終強度基準の適用は付録 1 による。
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表 2 平面パネルの座屈係数及び軽減係数 

応力状態 
端部応力比 

y  

アスペクト比 

b
a=a  座屈係数 K 軽減係数 k  

01 ³³y  1.1
4.8

+
=

y
K  

10 ->> y  ( )yy 1026.663.7 --=K  

1

 

������ ��������

�� ��

� �

1-£y  

1³a  

( ) 975.51 2  -= yK  

cll £ の場合： 1=xk  

cll > の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-= 2

22.01
ll

k cx  

( ) 25.112.025.1 £-= yc  

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-+=

c
c

c
88.011

2
l  

01 ³³y  1³a  ( )1.1
1.211

2

21 + 
ø

ö
çç
è

æ
+=

ya
FK  

5.11 ££ a  

( )

( )ú
û

ù
--

ê
ê
ë

é +
  
ø

ö
çç
è

æ
+=

y
a
y

y
a

109.13

1.1
11.21

1

2

2

21FK
 

10 ->> y  

5.1>a  

( )

(
ú
û

ù
  
ø

ö
-+

+-

ê
ê
ë

é +
 
ø

ö
çç
è

æ
+=

y
a

a
a
y

y
a

106.8

87.187.5

1.1
11.211

2

2
2

2

21FK

 

( )
4

131 ya -
££  

2

1
1975.5  

ø

ö
ç
è

æ -
=

a
yFK  

2

 
��

�

����

����
��

�

�����

1-£y  
( )

4
13 ya -

>  

ú
ú
û

ù
+ 

ø

ö
ç
è

æ -
+

ê
ê
ë

é
  

ø

ö
ç
è

æ -
=

87.115375.0

9675.3
1

4

2

1

a
y

a
yFK

 

( )
 
ø

ö
ç
ç
è

æ -+
-= 2

21
ll

k RHFRcy  

( ) 25.112.025.1 £-= yc  

cll < の場合：  
ø

ö
ç
è

æ -=
c

R ll 1  

cll ³ の場合： R = 0.22 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-+=

c
c

c
88.011

2
l  

0
1

91.01 12 ³
 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ -
-= c

K

F
pl

 

5.022 -= llp ，ただし 31 2 ££ pl と

する。

ys が一様圧縮応力の場合： c1 = 1 

ys が曲げによる応力の場合 

（一般）： 01 1
1 ³ 

ø

ö
ç
è

æ -=
a
Fc  

ys が浸水時における曲げによる 

応力の場合（水密隔壁）： c1 = 0 

R
TTc

H ³
 
ø
ö

ç
è
æ -+

-=
4

2
2

ll  

3
1

15
14

++=
l

lT  

01 ³³y  
13

1425.04 2

+

  
ø

ö
çç
è

æ
+

=
y

aK  

3 

������

��

��������

��

� �

10 ->> y  

0>a  
( )

( )yy

y
a
42.315

1
1

425.04 2

--

+ 
ø

ö
çç
è

æ
+=K  

4 

��������

��������

��

� � 11 -³³y  0>a  2
31425.0 2

y
a

-
 
ø

ö
çç
è

æ
+=K  

7.0£l の場合： 1=xk  

 

7.0>l の場合：
51.0

1
2 +

=
l

kx  
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表 2 平面パネルの座屈係数及び軽減係数（続き） 

応力状態 
端部応力比 

y  

アスペクト比 

b
a=a

 
座屈係数 K 軽減係数 k  

 3tKK =  

1³a  ú
û

ù
ê
ë

é
+= 2

434.5
a

tK  

5 
�

�

�

� �

������

� - 

10 << a  ú
û

ù
ê
ë

é
+= 2

34.54
a

tK  

6 
�	

� �

� ��

�

������

� �

-  

K = K' r 
3' tKK =  

r： 修正係数で次式による。 

 
ø

ö
ç
è

æ - 
ø

ö
ç
è

æ -=
b

d
a

dr ba 11  

ただし 7.0£
a

da 及び 

7.0£
b

da とする。 

84.0£l の場合： 1=tk  

 

84.0>l の場合： 
l

kt
84.0

=  

64.1³a  K = 1.28 
7 

������

�

�� ��

� - 

64.1<a  
2

2 13.056.01 a
a

++=K  

7.0£l の場合： 1=xk  

7.0>l の場合： 
51.0

1
2 +

=
l

kx  

3
2

³a  K = 6.97 8 

������

�

�� ��

� - 

3
2

<a  2
2 55.21 a

a
++=K  

4³a  K = 4 

14 >> a  
4

3
474.24 ú

û

ù
ê
ë

é -
+=

aK  

9 

������

� �

����

- 

1£a  
2

2 67.007.24 a
a

++=K  

4³a  K = 6.97 

14 >> a  
4

3
41.397.6 ú

û

ù
ê
ë

é -
+=

aK  

10 

������

�

�� ��

� - 

1£a  
2

2 407.24 a
a

++=K  

83.0£l の場合： 1=xk  

 

83.0>l の場合： ú
û

ù
ê
ë

é
-= 2

22.0113.1
ll

kx  

境界条件        - - - - -  自由

       単純支持

      固定 
備考：表 2 に示す応力状態は，一般的なものである。応力（ xs ， ys ）は局部座標系で考慮しなければならない。 
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表 3 2500/ £tR *1 の湾曲パネルの座屈係数及び軽減係数 

応力状態 
アスペクト比 

b / R 
座屈係数 K 軽減係数 k  

1a 



�

��

�
��

 

t
R

R
b 63.1£  35.0

175.0)(3
b

Rt
Rt
bK +=  

1b 



�

�

��

����
�����


�

����

������	��
����
����
����
�������  

t
R

R
b 63.1>  

22

2

2
25.23.0  

ø

ö
ç
ç
è

æ
+=

bt
R

R
bK  

4.0£l の場合： 1=xk *2 

2.14.0 £< l の場合： lk 686.0274.1 -=x  

2.1>l の場合： 2
65.0

l
k =x  

t
R

R
b 5.0£  

Rt
bK

2

3
21+=  

2 



�

��

�

��  t
R

R
b 5.0>  

Rt
b

R
t

R
b

Rt
bK

2

2

4.0

3267.0

³

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-=

 

25.0£l の場合： 1=yk *2 

125.0 £< l の場合： lk 933.0233.1 -=y  

5.11 £< l の場合： 3/3.0 lk =y  

5.1>l の場合： 2/2.0 lk =y  

t
R

R
b

£  23.06.0
b
Rt

b
Rt

Rt
bK -+

 
=  

3 

��



�

�

��

 
t
R

R
b

>  
22

2

2
291.03.0  

ø

ö
ç
ç
è

æ
+=

bt
R

R
bK  

応力状態 1a による 

t
R

R
b 7.8£  

3tKK =  
5.0

5.15.1

367.03.28
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+=

tR
bKt  

4 



�

�

�

 

t
R

R
b 7.8>  

RtR
bK

2
28.0=t  

4.0£l の場合： 1=tk  

2.14.0 £< l の場合： lkt 686.0274.1 -=  

2.1>l の場合： 2
65.0

l
kt =  

境界条件   - - - - -  自由

       単純支持

      固定 

*1 曲率の大きなパネルの軽減係数 k は，平面に展開した状態に対して求まる値未満としてはならない。 

*2 ビルジ外板のようにパネルが部分パネル又は集合パネルに含まれる場合，軽減係数 k は次による値として差

し支えない。

応力状態 1b の場合： 0.18.0
2 £=

l
kx    応力状態 2 の場合： 0.165.0

2 £=
l

k y  
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3. パネルに対する評価基準 

3.1 板部材

3.1.1 一般

パネルのネット板厚は，パネル幅の 0.01 倍以上としなければならない。

船体横断面解析におけるパネルは，3.1.2 の規定により評価しなければならない。この場合，応力の組み合わせは，次

に示す 2 つの状態を考慮しなければならない。

・ 状態 1： 2.1.2 による直応力の 100%及び 2.1.3 によるせん断応力の 70%

・ 状態 2： 2.1.2 による直応力の 70%及び 2.1.3 によるせん断応力の 100%

直接強度計算におけるパネルは，3.2 の規定により評価しなければならない。

3.1.2 船体横断面解析におけるパネルの評価

各パネルは，2.1 に規定する荷重状態において，次の基準を満足しなければならない。

・ 縦式構造の場合 

状態 1（ nx ss = 及び SFtt 7.0= ）： 0.1
3

31

£ 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
e

eH

e

eHx

x

R
S

R
S

tk
t

k
s

 

状態 2（ nx ss 7.0= 及び SFtt = ）： 0.1
3

31

£ 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
e

eH

e

eHx

x

R
S

R
S

tk
t

k
s

 

・ 横式構造の場合 

状態 1（ ny ss = 及び SFtt 7.0= ）： 0.1
3

32

£ 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+

  
 

ø

ö

çç
ç

è

æ e

eH

e

eHy

y

R
S

R

S

tk
t

k

s
 

状態 2（ ny ss 7.0= 及び SFtt = ）： 0.1
3

32

£ 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+

  
 

ø

ö

çç
ç

è

æ e

eH

e

eHy

y

R
S

R

S

tk
t

k

s
 

また，上記算式の各項は，1.0 未満としなければならない。

軽減係数 xk 及び yk は表 2 及び表 3 による。 

係数 e1，e2 及び e3 は表 4 による。e3 の算出にあっては，縦式構造の場合には 1=yk とし，横式構造の場合には 1=xk

としなければならない。

3.2 直接強度計算におけるパネル

3.2.1 一般

各パネルの座屈強度については，3.2.2 の規定による応力状態に応じて，3.の規定により評価しなければならない。

この場合，考慮するパネルの座屈係数及び軽減係数は，3.2.2 の規定により，表 2 に示す適切な応力状態について算定

しなければいけない。

3.2.2 応力

座屈応力は，4 章 7 節に規定する積付状態に対し，端部応力比y を含み，表 2 及び表 3 並びに 7 章の規定により決定し

なければならない。

3.2.3 ポアソン効果

間接法又は直接法により導かれた応力は，座屈強度評価において，ポアソン効果による影響を考慮して軽減しなければ

ならない。間接法における修正は，局部荷重による応力にハルガーダ応力を加えた後に行わなければならない。

応力 *
xs 及び *

ys が共に圧縮応力である場合，次式により修正しなければならない。 

( ) 91.03.0 **
yxx sss -=  

( ) 91.03.0 **
xyy sss -=  

*
xs ， *

ys  ： ポアソン効果を含む応力 
** 3.0 xy ss < の場合： 0=ys 及び *

xx ss =  
** 3.0 yx ss < の場合： 0=xs 及び *

yy ss =  
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3.2.4 評価基準

各パネルにおいて，2.1 に規定する荷重による応力は，次の基準を満足しなければならない。 

0.1
3

3

2

221

£ 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+ 

ø

ö

ç
ç

è

æ
-

  
 

ø

ö

çç
ç

è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
e

eHeH

yx
e

eHy

y
e

eHx

x

R
S

R

S
B

R

S

R
S

tk
tss

k

s

k
s

 

また，圧縮応力 xs 及び ys 並びにせん断応力 t は，それぞれ次式を満足しなければならない。 

0.1
1

£ 
ø

ö
çç
è

æ
e

eHx

x
R

S
k

s
 

0.1
2

£
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
e

eHy

y

R
S

k

s
 

0.1
3

3

£ 
ø

ö

ç
ç

è

æ
e

eHR
S

tk
t

 

軽減係数 xk ， yk 及び tk は表 2 及び表 3 による。ただし，次によること。 

0£xs （引張応力）の場合： xk = 1.0 
0£ys （引張応力）の場合： yk = 1.0 

係数 e1，e2，e3 及び係数 B は，表 4 による。

 
表 4 係数 e1，e2，e3 及び係数 B 

指数部の係数 e1，e2 及び e3 

並びに係数 B 

パネル 

平面                  曲面 

e1 
41 xk+  1.25 

e2 
41 yk+  1.25 

e3 
21 tkkk yx+  2.0 

B 
（ xs 及び ys が正（圧縮応力）の場合） 

( )5yxkk  0 

B 
（ xs 又は ys が負（引張応力）の場合） 1 - 

3.3 ウェブ及びフランジ

3.3.1
桁部材のウェブ及びフランジであって防撓されないものについては，当該ウェブ及びフランジのパネルの座屈強度を，

3.1 の規定により評価しなければならない。 

4. 部分パネル及び集合パネル 

4.1 縦通防撓材及び横式防撓材

4.1.1
船体横断面解析で，部分パネル及び集合パネルに付く縦通防撓材及び横式防撓材は 4.2 及び 4.3 の規定を満足しなけれ

ばならない。

4.2 面外座屈における最終強度

4.2.1 評価基準

縦通防撓材及び横式防撓材は，次式を満足しなければならない。 

1£
+ S

ReH

ba ss  

as  ： 防撓材の軸方向に一様分布する圧縮応力（N/mm2）で，次による。

縦通防撓材の場合： na ss =  
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横式防撓材の場合： 0=as  

bs  ： 防撓材に作用する曲げ応力（N/mm2）で，4.2.2 の規定による。ただし，4.2.2 の適用においては， nx ss =

及び SFtt = とする。 

4.2.2 曲げ応力 bs  

防撓材に作用する曲げ応力 bs （N/mm2）は，次式による。 

3
10

10st
b

W
MM +

=s  

M0 ： 次式から得られる防撓材の変形 w により生じる曲げモーメント（N-mm） 

Zf

Z
Ki pc

wpFM
-

=0  ただし，(cf   pZ) > 0 とする。 

M1 ： 次式から得られる面外荷重 p により生じる曲げモーメント（N-mm） 

縦通防撓材の場合： 3

2

1
1024  

=
pbaM  

横式防撓材の場合： 
( )

3

2

1
108 Sc
nbpbM =  通常，n = 1 とする。 

Wst ： 5 に規定する有効幅の板部材を含む防撓材のネット断面係数（cm3）で，次による。 

・ 面外荷重が防撓材に作用する場合 

面外荷重が防撓材側から作用する場合には，Wstは面材側のネット断面係数とする。

面外荷重が防撓材の反対側から作用する場合には，Wstは取り付け板側のネット断面係数とする。

両端がスニップとなる防撓材にあっては，Wst は取り付け板側のネット断面係数とする。ただし，M1

が M0 よりも大きく，かつ，面外荷重が防撓材側から作用する場合には，Wstは面材側のネット断面係

数とする。 

・ 面外荷重が防撓材に作用しない場合 

Wstは，面材側及び取り付け板側のネット断面係数のうち，小さい方の値とする。

両端がスニップとなる防撓材にあっては，Wst は取り付け板側のネット断面係数とする。 

cS ： 横式防撓材の境界条件に応じた値で，次による。 

単純支持された防撓材の場合： cS = 1.0

部分拘束された防撓材の場合： cS = 2.0 

p ： 6 章 2 節 1.4 に規定する荷重評価位置に対し 4 章 5 節及び 4 章 6 節により算定される面外荷重（kN/m2）

FKi ： 防撓材の理想化した座屈力（N）で，次による。 

縦通防撓材の場合： 4
2

2
10xKix EI

a
F p

=  

横式防撓材の場合： 
( )

4
2

2
10yKiy EI

bn
F

 
=

p  

Ix，Iy ： 5 に規定する有効幅の取り付け板を含む縦通防撓材及び横式防撓材のネット断面二次モーメント（cm4）

で，次の規定を満足しなければならない。 

4

3

1012  
³

btI x  

4

3

1012  
³

atI y  

pz ： xs ， ys 及び t による公称面外荷重（N/mm2）で，次の算式による。 

縦通防撓材の場合：  
ø

ö

ç
ç

è

æ
++ 

ø

ö
ç
è

æ= 22 1

2
tsps yyxl

a
zx c

a
b

b
tp  

横式防撓材の場合：  
ø

ö

ç
ç

è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
è

æ+= 212 1

2
tpss

a

y
yxlx

a
zy at

A
nb
ac

b
tp  

 
ø

ö
çç
è

æ

 
+=

a

x
xxl tb

A
1ss  

ta ： 防撓材の取り付け板のネット板厚（mm） 
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cx，cy ： 防撓材の軸方向に垂直で，長さ方向に分布する応力に対する係数で，次式による。 
10 ££ y の場合 ： ( )y+15.0  

0<y の場合 ： 
y-1
5.0  

Ax，Ay ： 防撓材の取り付け板を含まない縦通防撓材及び横式防撓材のネット断面積（mm2） 

02
2

2
1

1 ³
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
  
ø

ö
çç
è

æ
+-=

b
m

a
mERt eHtt  

m1 及び m2 は係数で，次による。

・ 縦通防撓材の場合 

0.2³
b
a

の場合： m1 = 1.47 m2 = 0.49 

0.2<
b
a

の場合： m1 = 1.96 m2 = 0.37 

・ 横式防撓材の場合 

5.0³
nb
a

の場合： m1 = 0.37 22
96.1

n
m =  

5.0<
nb
a

の場合： m1 = 0.49 22
47.1

n
m =  

w ： 以下の算式による値 
一般：w = w0 + w1

両端がスニップとなる防撓材で，面外荷重が防撓材側から作用する場合：

w = |w0 - w1| 
w0 ： 初期不整量（mm）で，次による。 

縦通防撓材の場合：  
ø

ö
ç
è

æ= 10,
250

,
250

min0
baw  

横式防撓材の場合：  
ø

ö
ç
è

æ= 10,
250

,
250

min0
nbaw  

両端スニップの防撓材にあっては，w0 は，防撓材の取り付け板の中央から当該部材の有効幅分を含む防撓

材の中性軸までの距離以上としなければならない。 

w1 ： 面外荷重 p による防撓材スパン中央部の変形量（mm）。一様分布荷重の場合，w1 は，次式で計算する

ことができる。 

縦通防撓材の場合： 
xEI

pbaw 7

4

1
10384  

=  

横式防撓材の場合： 
( )

27

4

1
10384

5

SycEI
nbapw

 
=  

cf ： 防撓材による弾性支持（N/mm2）で，次の算式により定まる値。  

・ 縦通防撓材の場合 

( )pxKixf c
a

Fc += 12

2p  

xa

x
px

c
bt

I
c

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

 

+

=

1101291.0
1

1

3

4
 

cxa ： 係数で，次式による。 

ba 2³ の場合： 
22

2 ú
û

ù
ê
ë

é +=
a
b

b
acxa  

ba 2< の場合： 
22

2
1

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø

ö
ç
è

æ+=
b
acxa  
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・ 横式防撓材の場合 

( )
( )pyKiySf c

bn
Fcc +

 
= 12

2p  

ya

y
py

c

bt

I
c

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
-

 

+

=

1
1012

91.0

1

1

3

4
 

cya ： 係数で，次式による。 

anb 2³ の場合： 
22

2 ú
û

ù
ê
ë

é +=
nb

a
a

nbcya  

anb 2< の場合： 
22

2
1

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø

ö
ç
è

æ+=
a

nbcya  

4.2.3 面外荷重が作用しない縦通防撓材及び横式防撓材の基準

4.2.1 の規定の適用上，面外荷重が作用しない縦通防撓材及び横式防撓材（いずれも両端がスニップとなる防撓材を除

く）のネット断面二次モーメント Ix 及び Iy（cm4）は，次式による値以上としなければならない。 

・ 縦通防撓材の場合： 
 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

+
-

=
E

a

S
R

hwapI
x

eH

wzx
x 2

2
0

42

2

10 psp
 

・ 横式防撓材の場合： 
( ) ( )

 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

+
-

=
E

nb

S
R

hwnbp
I

y
eH

wzy
y 2

2
0

42

2

10 psp
 

4.3 捩り座屈

4.3.1 縦通防撓材

縦通防撓材は次の基準を満足しなければならない。 

0.1£
eHT

x
R

S
k

s  

Tk  ： 係数で，次による。 

2.0£Tl の場合： 0.1=Tk  

2.0>Tl の場合： 
22

1

T
T

  l
k

-+
=  

( )( )22.021.015.0 TT ll +-+=  

Tl  ： 細長比の参照次数で，次式による。 

KiT

eH
T

R
s

l =  

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+= T

P
KiT I

a
I

I
E 385.010

2

22
eps w  （N/mm2） 

IP ： 図 2 に示す点 C における防撓材のネット断面極二次モーメント（cm4）で，表 5 による。

IT ： 防撓材のサンブナンのねじり抵抗モーメント（cm4）で，表 5 による。

wI  ： 図 2 に示す点 C における防撓材のネット慣性面積モーメント（cm6）で，表 5 による。  

e  ： 固着度に関する係数で，次による。 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

+= -

33
4

4
3

3
4

4
3

101

w

w
w t

h
t
bI

a

p

e  

Aw ： ウェブのネット断面積（mm2）で，次式による。 

Aw = hw tw 
Af ： 面材のネット断面積（mm2）で，次式による。 
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Af = bf tf 

2
f

wf
t

he +=  （mm） 

 
図 2 防撓材の寸法 

 

 
 

表 5 慣性モーメント 

断面 IP IT Iw 

平鋼 4

3

103  
wwth

  
ø

ö
çç
è

æ
-

 w

www
h
tth

63.01
103 4

3
 6

33

1036  
wwth

 

球平鋼，山形鋼 

又は T 形鋼 
42

2
10

3
-

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+ ff

ww eAhA  

 
ø

ö
çç
è

æ
-

 w

www
h
tth

63.01
103 4

3
 

+ 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

 f

fff

b
ttb

63.01
103 4

3
 

球平鋼，山形鋼の場合： 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ

+

+

 wf

wffff

AA
AAbeA 6.2

1012 6

22
 

T 形鋼の場合： 

6

23

1012  
fff etb

 

4.3.2 横式防撓材

軸圧縮応力が作用し，かつ，縦通防撓材に支持されない横式防撓材にあっては，4.3.1 の規定に準拠しなければならな

い。 

5. 有効幅 

5.1 防撓材

5.1.1
防撓材を取り付ける板（取り付け板）の有効幅は，次式による値とする。（図 1 参照）

・ 縦通防撓材の場合： ( )sbb sxm kk ,min=  
・ 横式防撓材の場合： ( )saa sym kk ,min=  

0056.04422.00673.00035.0
23

- 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+ 

ø

ö
ç
ç
è

æ
- 

ø

ö
ç
ç
è

æ
=

sss
effeffeff

s
lll

k  ただし，1.0 以下とする。 

s ： 防撓材心距（mm） 
effl ： 次の規定による値。 

・ 縦通防撓材の場合 
防撓材の両端が単純支持の場合 ： effl  = a 

防撓材の両端が固定の場合 ： effl  = 0.6 a 

・ 横式防撓材の場合 
防撓材の両端が単純支持の場合： effl  = b 

防撓材の両端が固定の場合： effl  = 0.6b 
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5.2 主要支持部材

防撓材を取り付ける主要支持部材の，防撓材のフランジとしての有効幅 '
me は，次の a)又は b)の規定によることができ

る。 

e ： 主要支持部材が支持する板の幅（mm）で，隣接する支持されない部分の中央間距離とする。

em ： 主要支持部材の取り付け板の有効幅（mm）で，荷重の種類に応じて表 6 による値。ただし，取り付け板

の有効幅が片側のみの場合又は非対称の面材の場合は別途検討しなければならない。 

em1 ： 主要支持部材に等分布荷重が作用する場合又は集中荷重が等間隔で 6 箇所以上作用する場合に適用され

る値。 

em2 ： 主要支持部材に集中荷重が 3 箇所以下作用する場合に適用される値。 

a) 主要支持部材のウェブに平行に防撓する場合（図 3 参照） 

b < em 

mm nbe ='  

n ： 有効幅 emに含まれる防撓材心距 b の数で，次式で算定する整数。 

 
ø

ö
ç
è

æ=
b

en mint  

 
図 3 ウェブに平行に防撓する場合 

��

�

�� ��

� � � �

���

�

�
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��
��

�

� �
��

�
���

�

 

b) 主要支持部材のウェブに垂直に防撓する場合（図 4 参照） 

mea ³  

mmm enae <='  

a
en m7.2=  ただし，1.0 以下とすること。 

meb ³ 又は a < emの場合，b と a をそれぞれ置き換えて求まる値とする。 
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図 4 ウェブに垂直に防撓する場合 
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表 6 板部材の有効幅 

e/l  0 1 2 3 4 5 6 7 8³  

em1 /e 0 0.36 0.64 0.82 0.91 0.96 0.98 1.00 1.0 

em2 /e 0 0.20 0.37 0.52 0.65 0.75 0.84 0.89 0.9 

e/l が表の中間にあるときは，補間法により決定する。 

l ： 曲げモーメント曲線図において，0 となる 2 点間の距離。単純支持の主要支持

部材の場合，支持されないスパンの距離とし，両端固定の主要支持部材では支

持されないスパンの 0.6 倍の距離とする。 

 

6. 浸水状態における立て式波形横置隔壁 

6.1 一般

6.1.1 波形隔壁のウェブのせん断座屈強度評価

6 章 2 節 3.6.1 により算定されるせん断応力t は，次式を満足しなければならない。 

Ctt £  

Ct  ： 限界座屈応力（N/mm2）で，次式による値。 

32
eH

E
R

£t の場合： EC tt =  

32
eH

E
R

>t の場合：  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-=

E

eHeH
C

RR
t

t
34

1
3

 

Et  ： オイラーのせん断座屈応力（N/mm2）で，次式による値。 
2

310
9.0  

ø

ö
çç
è

æ
=

c
tEk W

tEt  

kt ： 係数で，6.34 とする。

tW ： 波形隔壁のウェブのネット板厚（mm）

c ： 波形隔壁のウェブの幅（m）で，3 章 6 節図 28 による。 
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4 節 主要支持部材 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

L2 ： 船の長さ LCSR-B（m）。ただし，その値が 300m を超える場合は 300m とする。

IY ： 船体横断面の水平中性軸に関するネット断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5 の規定による。すべ

ての構造部材について，申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で計算する。 

IZ ： 船体横断面の垂直中性軸に関するネット断面二次モーメント（m4）で，5 章 1 節 1.5 の規定による。すべ

ての構造部材について，申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で計算する。 

N ： 1 章 4 節 4 に定義する参照座標系におけるネット船体横断面の重心位置の z 座標（m）。ネット船体横断面

は，5 章 1節 1.2 の規定に従い，すべての構造部材について申請グロス板厚から 0.5tC減じた板厚で考慮する。 

pS，pW ： 静水圧及び波浪変動圧（kN/m2）で，2.1.2 の規定による。

Xs  ： 直応力（N/mm2）で 2.1.5 の規定による。 

s ： 主要支持部材の心距（m）

l  ： 主要支持部材のスパン（m）で，当該部材を支持する部材間の距離とする。（3 章 6 節 5.3 参照） 

hw ： ウェブ高さ（mm）

tw ： ウェブのネット板厚（mm）

bf ： 面材の幅（mm）

tf ： 面材のネット板厚（mm）

bp ： 主要支持部材を取り付ける板（取り付け板）の，降伏強度評価において考慮する幅（m）で，3 章 6 節 4.3

により算定する。 

w ： 幅 bp の取り付け板を含む主要支持部材のネット断面係数（cm3）で，3 章 6 節 4.4 の規定により算定する。

Ash ： ネットせん断面積（cm2）で，3 章 6 節 5.5 の規定により算定する。

m ： 係数で，10 とする。 

at  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，次式による値 

at  = 0.4 RY 

k ： 材料係数で，1 章 4 節 2.2.1 に規定する値

x，y，z ： 評価している点の 1 章 4 節に規定する参照座標系での X，Y 及び Z 座標（m）

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，面外圧又は，縦強度に寄与する部材にあってはハルガーダ直応力に対する梁柱及び主要支持部材の強度

評価に適用する。

集中荷重を受ける部材に対しても，降伏強度評価を行わなければならない。

1.2 LCSR-Bが 150m 未満の船舶の主要支持部材

1.2.1
船の長さ LCSR-Bが 150m 未満の船舶の主要支持部材については，2 及び 4 に規定により強度評価を行わなければならな

い。

1.2.2
1.2.1 の規定に関わらず，主要支持部材の強度評価は，本会が適当と認める直接強度計算手法により実施することがで

きる。 
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1.3 LCSR-Bが 150m 以上の船舶の主要支持部材

1.3.1
船の長さ LCSR-Bが 150m 以上の船舶の主要支持部材については，7 章に規定する直接強度計算により強度評価を行い，

かつ 4.の規定を満足しなければならない。BC-A 船及び BC-B 船の主要支持部材にあっては，3.の規定を満足しなければな

らない。

1.4 ネット寸法

1.4.1
本節で規定するすべての寸法は，3 章 2 節によるネット板厚とし，いかなる腐食予備厚も含まないものとする。

グロス板厚については 3 章 2 節 3 による。

1.5 主要支持部材のウェブの最小ネット板厚

1.5.1
主要支持部材のウェブのネット板厚は， 26.0 L （mm）以上としなければならない。 

1.6 主要支持部材の浸水状態における評価

1.6.1 一般

主要支持部材の浸水状態における評価は，5.の規定によらなければならない。 

2. LCSR-Bが 150m 未満の船舶の主要支持部材の寸法 

2.1 荷重モデル

2.1.1 一般

非損傷状態において海水，貨物及びバラストによって生じる静的及び動的圧力は，考慮する主要支持部材の場所及び隣

接する区画の種類に応じて検討しなければならない。

波浪による面外圧力及びハルガーダ荷重については，4 章 4 節に規定する 10-8 レベルの超過確率に対応する，互いに独

立した荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 を考慮しなければならない。

2.1.2 非損傷状態における面外圧力

非損傷状態における面外圧力は，静的及び動的圧力からなる。

静的圧力 pS は，次の圧力を含む。

・ 4 章 5 節 1.に規定する静水圧

・ 4 章 6 節に規定する貨物及びバラストによる静的圧力

動的圧力 pWは，荷重ケース H1，H2，F1，F2，R1，R2，P1 及び P2 に対してそれぞれ次の圧力を含む。

・ 4 章 5 節 1.に規定する変動圧

・ 4 章 6 節に規定する貨物及びバラストによる動的圧力

2.1.3 外板

外板に対する静水圧及び変動圧は，次に掲げる面外圧力をそれぞれ単独で考慮しなければならない。

・ 静水圧及び波浪変動圧

・ 外板に隣接する区画の積載物による静的及び動的圧力

ただし，外板に隣接する区画に液体を積載しない場合には，外水圧のみを考慮しなければならない。

2.1.4 外板以外の部材

隣接する区画の境界となる板部材に考慮すべき静的及び動的圧力は，2 つの区画にそれぞれ作用する圧力を別々に考慮

しなければならない。

2.1.5 直応力

縦強度に寄与するとみなされる主要支持部材の強度評価の際に考慮すべき直応力 Xs （N/mm2）は，サギング及びホギ

ングのそれぞれの状態において，次式による値の最大値とする。 

( ) ( ) 310-

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
--+-= y

I
MCNz

I
MCNz

I
MC

Z

WH
WH

Y

WV
WV

Y

SW
SWXs  

MSW ： 許容静水中縦曲げモーメント（kN-m）で，考慮する状態に応じてホギング状態又はサギング状態を考慮

する。 

MWV ： 波浪縦曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節の規定による。考慮する状態に応じてホギング状態又はサ
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ギング状態を考慮する。 

MWH ： 水平曲げモーメント（kN-m）で，4 章 3 節の規定による。

CSW ： 荷重の組合せ係数で，表 1 による値。

CWV，CWH ： 4 章 4 節 2.2 に規定する組合せ係数で，表 1 による値。 

 
表 1 組合せ係数 CSW，CWV及び CWH 

LC ホギング状態 サギング状態 

 CSW CWV CWH CSW CWV CWH 

H1 非適用 -1 -1 0 

H2 1 1 0 非適用 

F1 非適用 -1 -1 0 

F2 1 1 0 非適用 

R1 1 0 1.2   TLC / TS -1 0 1.2   TLC / TS 

R2 1 0  1.2 + TLC / TS -1 0  1.2 + TLC / TS 

P1 1 0.4   TLC / TS 0 -1 0.4   TLC / TS 0 

P2 1  0.4 + TLC / TS 0 -1  0.4 + TLC / TS 0 

2.2 中心線桁板及び側桁板

2.2.1 ネットウェブ板厚

二重底内の中心線桁板及び側桁板のネット板厚（mm）は，次の t1 から t3 による値のうち，最も大きいもの以上としな

ければならない。 

( ) ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

 
ø

ö
çç
è

æ
-

-

-
=

2

10
11 41

DBa

c

B
y

dd
xxpS

Ct
t

 

3 1'
1

22

2 75.1 t
C
aHt at

=  

k
aCt 1

3
¢¢

=  

cxx -  ： 各貨物倉の中央から考慮する位置までの船の長さ方向の距離（m）。ただし， DBl25.0 未満のときは

DBl25.0 とする。 

p ： 二重底に作用する圧力差（kN/m2）で，次式による値 
( ) ( )BMWBMSIBWIBS ppppp ,,,, +-+=  

pS, IB ： 内底板に作用する貨物及びバラストにより生じる静圧（kN/m2）で，4 章 6 節の規定による。考慮する貨

物倉の二重底中央部での値とする。 

pW, IB ： 内底板に作用する貨物及びバラストにより生じる動的圧力（kN/m2）で，4 章 6 節の規定による。考慮す

る貨物倉の二重底中央部での値とする。 

pS,BM： 船底外板に作用する海水及びバラストにより生じる静圧（kN/m2）で，4 章 6 節の規定による。考慮する

貨物倉の二重底中央部での値とする。 

PW,BM： 船底外板に作用する海水及びバラストにより生じる変動圧（kN/m2）で，4 章 6 節の規定による。考慮す

る貨物倉の二重底中央部での値とする。 

S ： 考慮する中心線桁板又は側桁板と当該桁板に隣接する桁板との距離（m）で，左右両側の桁板までの距

離の平均値とする。 

d0 ： 考慮する中心線桁板又は側桁板の深さ（m）

d1 ： 考慮する位置における開口の深さ（m）

DBl  ： 二重底長さ（m）。なお，横置隔壁が下部スツールを備える場合， DBl は当該スツール下部内端間距離
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として差し支えない。 

xc ： 考慮する二重底中央部の，1 章 4 節に定義する参照座標系における x 座標（m）。

BDB ： 中央部における二重底の幅（m）で，ビルジホッパ内端間の距離とする。（図 3 参照）

C1 ： DBDBB l/ の値に応じ，表 2 により定まる係数。 DBDBB l/ が表の中間にあるときは補間法により定める。 

a ： 考慮する位置における桁板の深さ（m）。ただし，桁板に水平防撓材を設ける場合，a は，当該防撓材と

船底外板若しくは内底板間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1 ： 中心線桁板又は側桁板の垂直防撓材又は肋板の心距（m）

1C¢  ： S1 / a の値に応じ，表 3 により定まる係数。S1 / a が表の中間にあるときは補間法により定める。 

H ： 次式による値 

(a) 桁板に補強されない開口を設ける場合： 
a
f5.01+=H  

(b) 前(a)以外の場合は，1.0 とする。 
f  ： 開口の長径（m） 

a  ： a と S1 のうち大きい方の値（m）

1C ¢¢  ： S1 / a の値に応じ，表 4 により定まる係数。S1 / a が表の中間にあるときは補間法により定める。 

 
表 2 係数 C1 

DBDBB l/  0.4以下 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6以上 

C1 0.5 0.71 0.83 0.88 0.95 0.98 1.00 

 
表 3 係数 1C¢  

a
S1  0.3  

以下 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 

1.4  
以上 

1C¢  64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

 
表 4 係数 1C ¢¢  

a
S1  0.3

以下 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 

1.6
以上 

中心線桁板 4.4 5.4 6.3 7.1 7.7 8.2 8.6 8.9 9.3 9.6 9.7 
1C ¢¢  

側桁板 3.6 4.4 5.1 5.8 6.3 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.0 

2.3 実体肋板

2.3.1 ネットウェブ板厚

二重底内部の実体肋板のネット板厚（mm）は，次の t1 から t3 による値のうち，最も大きいもの以上としなければなら

ない。 

( ) ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

 
ø

ö
çç
è
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ø

ö
ç
ç
è
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2

DB
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DBa

DB xx
B

y
dd

pSBCt
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3 1
2

22

2 75.1 t
C
aHt a

¢
=

t
 

k
St 2

3
5.8

=  

cxx -  ： 各貨物倉の中央から考慮する位置までの船の長さ方向の距離（m）。ただし， DBl25.0 未満のときは

DBl25.0 とする。 

y ： 考慮する肋板において，船体中心線から考慮する位置までの船幅方向の距離（m）。ただし， y が

4/DBB¢ 未満のとき， y は 4/DBB¢ とする。 
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S ： 実体肋板の心距（m）

d0 ： 考慮する位置における実体肋板の深さ（m）

d1 ： 考慮する位置における開口の深さ（m）

DBB¢  ： 考慮する肋板の内底板上面での二重底の幅（m）で，ビルジホッパ内端間の距離。 

C2 ： DBDBB l/ の値に応じ，表 5 により定まる係数。 DBDBB l/ が表の中間にあるときは補間法により定める。 

p，BDB，xc， DBl  ： 2.2.1 の規定による。 

a ： 考慮する位置における肋板の深さ（m）。ただし，肋板に水平防撓材を設ける場合，a は，当該防撓材と

船底外板若しくは内底板間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1 ： 実体肋板の垂直防撓材又は二重底縦桁の心距（m）

2C¢  ： S1 / d0 の値に応じ，表 6 により定まる係数。S1 / d0 が表の中間にあるときは補間法により定める。 

H ： 次式による値 

a) 肋板に補強された開口を設ける場合又は開口が無い場合 

1) 補強されないスロットを設ける場合 

0.10.4
1

2 -=
S
dH  

ただし，1.0 未満としてはならない。 

2) 補強されたスロットを設ける場合は，1.0 とする。 

b) 肋板に補強されない開口を設ける場合 

1) 補強されないスロットを設ける場合 

0.10.45.01
1

2

0
- 

ø

ö
çç
è

æ
+=

S
d

d
H f  

ただし，
0

5.01
d
f

+ 未満としてはならない。 

2) 補強されたスロットを設ける場合 

0
5.01

d
H f

+=  

d2 ： 補強されていないスロットの深さ（m）で，肋板の上下に設置されるもののうち，大きい方の値とする。

f  ： 開口の長径（m） 

S2 ： S1 と a の小さい方の値（m） 

 
表 5 係数 C2 

DB

DBB
l

 0.4 以下 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 以上 

C2 0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.37 0.34 

 
表 6 係数 2C¢  

S1 / d0 
0.3
以下 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 
1.4
以上 

2C¢  64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

2.4 二重船側構造の船側縦桁

2.4.1 ネットウェブ板厚

二重船側構造の船側縦桁のネット板厚（mm）は，次の t1 から t3 による値のうち，最も大きいもの以上としなければな

らない。 

( ) a

c

dd
xxpS

Ct
t10

31 -

-
=
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cxx -  ： 各貨物倉の中央から考慮する位置までの船の長さ方向の距離（m）。ただし， DSl25.0 未満のときは

DSl25.0 とする。 

p ： 二重船側部における圧力差（kN/m2）で，次式による値 
( ) ( )LBWLBSSSWSSS ppppp ,,,, +-+=  

pS,SS ： 船側外板に作用する海水及びバラストにより生じる静圧（kN/m2）で，4 章 5 節及び 4 章 6 節の規定によ

る。荷重はビルジホッパ上端部で二重船側の長さ DSl の中央部での値とする。 

pW,SS ： 船側外板に作用する海水及びバラストにより生じる変動圧（kN/m2）で，4 章 5 節及び 4 章 6 節の規定に

よる。荷重はビルジホッパ上端部で二重船側の長さ DSl の中央部での値とする。 

pS,LB ： 縦通隔壁に作用するバラストにより生じる静圧（kN/m2）で，4 章 6 節の規定による。荷重はビルジホッ

パ上端部で二重船側の長さ DSl の中央部での値とする。 

pW,LB ： 縦通隔壁に作用するバラストにより生じる変動圧（kN/m2）で，4 章 6 節の規定による。荷重はビルジホ

ッパ上端部で二重船側の長さ DSl の中央部での値とする。 

S ： 船側縦桁が支持する部分の幅（m）

d0 ： 船側縦桁の深さ（m）

d1 ： 考慮する位置における開口の深さ（m）

xc ： 考慮する二重船側の，1 章 4 節に定義する参照座標系における x 座標（m）。

DSl  ： 考慮する二重船側内の横置隔壁間の距離（m） 

hDS ： 考慮する二重船側の高さ（m）で，ビルジホッパ上端とトップサイドタンク下端の間の距離

C3 ： DSDSh l/ の値に応じ，表 7 により定まる係数。 DSDSh l/ が表の中間にあるときは補間法により定める。 

a ： 考慮する位置における船側縦桁の深さ（m）。ただし，縦桁板に縦通防撓材を設ける場合，a は，当該防

撓材と船側外板若しくは縦通隔壁間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1 ： 船側縦桁の船幅方向に設ける防撓材の心距（m）

3C¢  ： S1 / a の値に応じ，表 8 により定まる係数。S1 / a が表の中間にあるときは補間法により定める。 

H ： 次式による値 

(a) 桁板に補強されない開口を設ける場合： 
a
f5.01+=H  

(b) 前(a)以外の場合は，1.0 とする。 
f  ： 開口の長径（m） 

a  ： a と S1 のうちの大きい方の値（m） 

S2 ： a と S1 のうちの小さい方の値（m） 

 
表 7 係数 C3 

DS

DSh
l

 0.5
以下 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 
1.3
以上 

C3 0.16 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.47 0.50 0.54 

 
表 8 係数 3C¢  

a
S1  0.3

以下 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 

1.4 
以上 

3C¢  64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 
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2.5 二重船側構造の船側横桁

2.5.1 ネットウェブ板厚

二重船側構造の船側横桁のネット板厚（mm）は，次の t1 から t3 による値のうち，最も大きいもの以上としなければな

らない。 

( )  
ø

ö
çç
è

æ -
-

-
=

DS

BH

a

DS

h
zz

dd
pShCt 75.11

10
41 t

 

3 1
4

22

2 75.1 t
C
aHt a

¢
=

t
 

k
St 2

3
5.8

=  

z   zBH ： 各貨物倉のビルジホッパ上端から考慮する位置までの船の深さ方向の距離（m）。ただし，0.4hDS を

超えるときは 0.4hDS とする。 

S ： 船側横桁が支持する部分の幅（m）

d0 ： 船側横桁の深さ（m）

d1 ： 考慮する位置における開口の深さ（m）

C4 ： DSDSh l/ の値に応じ，表 9 により定まる係数。 DSDSh l/ が表の中間にあるときは補間法により定める。 

zBH ： ビルジホッパ上端の，1 章 4 節に定義する参照座標系における z 座標（m）

p，hDS， DSl  ： 2.4.1 の規定による。 

a ： 考慮する位置における船側横桁の深さ（m）。ただし，横桁板に垂直防撓材を設ける場合，a は，当該防

撓材と船側外板若しくは縦通隔壁間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1 ： 船側横桁の水平防撓材の心距（m） 

4C¢  ： S1 / a の値に応じ，表 10 により定まる係数。S1 / a が表の中間にあるときは補間法により定める。 

H ： 次式による値 

(a) 桁板に補強されない開口を設ける場合： 
a
f5.01+=H  

(b) 前(a)以外の場合は，1.0 とする。 
f  ： 開口の長径（m） 

a  ： a と S1 のうちの大きい方の値（m） 

S2 ： a と S1 のうちの小さい方の値（m） 

 
表 9 係数 C4 

DS

DSh
l

 0.5
以下 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 11 1.2 
1.3
以上 

C4 0.62 0.61 0.59 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.41 

 
表 10 係数 4C¢  

a
S1  0.3

以下 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 

1.4
以上 

4C¢  64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

2.6 ビルジホッパタンク及びトップサイドタンク内の主要支持部材

2.6.1 荷重評価位置

水平部材に対しては，特に規定する場合を除き，考慮する主要支持部材のスパン中央位置での荷重を考慮しなければな

らない。

垂直部材に対しては，考慮する主要支持部材のスパン中央での値と，次式による値のうち，大きい方の値を考慮しなけ

ればならない。

・ 垂直部材上端の位置が，圧力が 0 となる点より下方にある場合： 
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2
LU ppp +

=  

・ 垂直部材上端の位置が，圧力が 0 となる点より上方にある場合（図 1 参照）： 

2
1 Lpp
l

l
=  

1l  ： 垂直部材下端と荷重が 0 となる位置までの距離（m） 

pU，pL ： 垂直部材上下端部における面外荷重（kN/m2） 

 
図 1 垂直部材の荷重 

 

2.6.2 境界条件

本 2.6 の規定は，両端が固定端とみなされる主要支持部材に適用する。

これと異なる境界条件の主要支持部材の降伏強度評価については，その都度検討しなければならない。

2.6.3 ネット断面係数及びネットせん断面積

面外圧力が作用する主要支持部材のネット断面係数 w（cm3），ネットせん断面積 Ash（cm2）及びネットウェブ板厚 tw

（mm）は，それぞれ次式による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10

YS

WS

Rm
sppw

l
l+

=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

3

5
410

75.1 sh
aw

w A
C

ht t
=  

Sl  ： 係数で，表 11 による値 

f  ： 主要支持部材のウェブと当該支持部材を取り付ける板部材が成す角度（deg）で，当該支持部材のスパン

中央での値とする。 f が 75 度未満の場合は修正しなければならない。 

C5 ： s1 / d0 の値に応じ，表 12 により定まる値。s1 / d0 が表の中間にあるときは補間法により定める。

s1 ： ウェブ防撓材又はウェブに設けるトリッピングブラケットの心距（m）

d0 ： 板部材に平行なウェブ防撓材の心距（m） 

 
表 11 係数 Sl  

主要支持部材 係数 Sl  

船体縦強度に寄与するとみなされる縦通部材  
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

Y

X
R
s85.00.11.1  いずれの場合も 0.8 以下とする 

その他の部材 0.8 
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表 12 係数 C5 

s1/d0 0.3 以下 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.5 2.0 以上 

C5 60.0 40.0 26.8 20.0 16.4 14.4 13.0 12.3 11.1 10.2 

 

3. BC-A 船及び BC-B 船の主要支持部材に対する追加要件 

3.1 浸水時の二重底強度評価

3.1.1 二重底のせん断容量

二重底のせん断容量は，次に示す肋板及び桁板の両端部におけるせん断容量の合計として算定しなければならない。

・ 両舷のビルジホッパに達するすべての肋板。ただし，横置隔壁下部スツール又はスツールを備えない場合は横置隔

壁に隣接する 2 つの肋板（図 2 参照）については，半分の強度として評価する。肋板のせん断強度は 3.1.2 の規定

による。 

・ 横置隔壁下部スツール又はスツールを備えない場合は横置隔壁の直下に達するすべての二重底桁板。桁板のせん断

強度は 3.1.3 の規定による。 

貨物倉端部において，桁板又は肋板が境界となるスツール直下の肋板又はビルジホッパ内端の桁板に達していない場合

には，それらの強度は，境界まで達している端部のみで評価しなければならない。

考慮すべき肋板及び桁板は，ビルジホッパ及びスツール（スツールを備えない場合は横置隔壁）で囲まれる範囲内にあ

るものとしなければならない。ビルジホッパ内端の側桁板及び内底板とスツール（スツールのない場合は横置隔壁）の接

合部直下の肋板は含まない。

二重底の形状又は構造的配置が前述の前提に適さない場合には，二重底のせん断容量は，7 章に規定する直接強度計算

により算定しなければならない。

3.1.2 肋板のせん断強度

肋板のせん断強度（kN）は，次式によらなければならない。

・ ビルジホッパ内端の桁板に接する肋板パネル 
3

1
1 10-=

h
t A

ff AS  

・ 桁板と肋板で囲まれた区画の一部（以下，単に「ベイ」という。）であって最も船側側の場所に開口を設ける肋板

のパネル 
3

2
,2 10-=

h
t A

hff AS  

Af ： ビルジホッパに接する部分における肋板パネルのネット断面積（mm2）

Af, h ： 最も船側のベイに開口を設ける場合の，開口部における肋板パネルのネット断面積（mm2）

At  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，次式による値のうち，小さい方の値。 

 
( ) 8.0

6.0

/
645.0

N

eH
A ts

R
=t  

 
3

eH
A

R
=t  

tN ： 肋板のネット板厚（mm）

s ： 考慮するパネルの防撓材の心距（m） 

1h  ： 係数で，1.1 とする。 

2h  ： 係数で，1.2 とする。ただし，本会が適当と認める補強を行う場合，1.1 までその値を減じることができる。 

3.1.3 桁板のせん断強度

桁板のせん断強度（kN）は，次式によらなければならない。

・ スツール（スツールを備えない場合は横置隔壁）直下の肋板に接する桁板パネル 
3

1
1 10-=

h
t A

gg AS  

・ 最も前方又は後方のベイに開口を設ける桁板のパネル 
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3

2
,2 10-=

h
t A

hgg AS  

Ag ： スツール（スツールを備えない場合は横置隔壁）に接する桁板のネット断面積（mm2）

Ag, h ： 最も前方又は後方のベイに開口を設ける場合の，開口部における桁板のネット断面積（mm2）

At  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，3.1.2 の規定による。ただし，tNは桁板のネット板厚と置き換える。 

1h  ： 係数で，1.1 とする。 

2h  ： 係数で，1.15 とする。ただし，本会が適当と認める補強を行う場合，1.1 までその値を減じることができ

る。 

3.1.4 許容貨物積載重量

許容貨物積載重量 W は，次式によらなければならない。 

F
VW C

1r=  

F ： 1.1 とする。ただし，鋼材等では，1.05 とする。

V ： 高さ hBまで平均して積付けた状態における貨物の占める体積（m3）

hB ： 貨物の積付け高さ（m）で，次式による値 

g
Xh
C

B r
=  

X ： 次式による値（kN/m2） 

・ ばら積貨物の場合，次式による値のうち，小さい方の値 
( )

( )11

1.0 1

-+

--+
=

perm

hDzgZX

C

FF

r
r

r  

( )permhDzgZX FF --+= 11.0r  

・ 鋼材等の場合 
( )

C

FF hDzgZX

r
r

r

-

--+
=

1

1.0 1  

D1 ： 船の深さ（m）で，基線から船側における乾舷甲板までの距離とする。

hF ： 考慮する点における浸水水頭（m）で，船体のトリム及び横傾斜がない状態おいて，計算点から貨物倉

の浸水深さ zF（m）までの垂直距離とする。 

zF ： 貨物倉の浸水深さ（m）で，4 章 6 節 3.4.3 の規定による。

perm ： 浸水率で，0.3 を超える必要はない。

Z ： 次式により与えられる値のうち，小さい方の値（kN/m2） 

HDB

H
A

CZ
,

=  

EDB

E
A

CZ
,

=  

CH ： 二重底のせん断容量（kN）で，3.1.1 の規定による。肋板に対しては，3.1.2 に規定するせん断強度 Sf1と

Sf2 のうち，小さい方の値を考慮する。桁板に対しては 3.1.3 に規定するせん断強度 Sg1 と Sg2 のうち，小さい

方の値を考慮する。 

CE ： 二重底のせん断容量（kN）で，3.1.1 の規定による。肋板に対しては，3.1.2 に規定するせん断強度 Sf1考

慮し，桁板に対しては 3.1.3 に規定するせん断強度 Sg1 と Sg2 のうち，小さい方の値を考慮する。 

å
=

=
n

i
iDBiHDB BSA

1
,,  

( )å
=

-=
n

i
DBiEDB sBSA

1
,  

n ： スツール（スツールがない場合は横置隔壁）間の肋板の数

Si ： i 番目の肋板が支持する面積の幅（m）

BDB, i ： 次式による値（m） 

Sf1 < Sf2 の場合： BDB, i = BDB   s （3.1.2 参照） 
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Sf1 ³ Sf2 の場合： BDB, i = BDB, h （3.1.2 参照） 

BDB ： ビルジホッパ間の二重底の幅（m）（図 3 参照）

BDB, h ： 2 つの開口間の距離（m）（図 3 参照）

s ： ビルジホッパに隣接する内底板縦通材の心距（m） 

 
図 2 肋板及び桁板の算入部材 

 
 

図 3 BDB及び BDB,h の取り方 

 
 

4. 梁柱 

4.1 圧縮荷重が作用する梁柱の座屈強度

4.1.1 一般

梁柱に作用する圧縮応力は，4.1.2 の規定による限界コラム座屈応力以下としなければならない。

4.1.2 限界コラム座屈応力

限界コラム座屈応力（N/mm2）は，次式によらなければならない。 

21
eH

E
R

£s の場合： 1EcB ss =  

21
eH

E
R

>s の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-=

14
1

E

eH
eHcB

RR
s

s  

1Es  ： オイラーのコラム座屈応力（N/mm2）で，次式による。 

( )
4

2
2

1 10-=
flA
IEE ps  

I ： 梁柱の最小ネット断面二次モーメント（cm4）

A ： 梁柱のネット断面積（cm2）

f ： 係数で，表 13 による。 
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表 13 係数 f 

梁柱の境界条件 f 

両端固定 

 

0.5 

一方が固定で，もう一方はヒンジ 

 

2
2  

両端ヒンジ 

 

1.0 

 

5. 主要支持部材の浸水状態における評価 

5.1 主要支持部材の浸水状態におけるネット断面係数及びネットせん断面積

5.1.1
浸水状態における主要支持部材のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，それぞれ次の算式に

よる値以上としなければならない。 

3
2

10
16 YS

F

R
spw

al
l

=  

fat sin
5

a

F
sh

spA l
=  

a  ： 係数で，次による値

0.95（船首隔壁付の主要支持部材）

1.15（その他の水密区画の境界付の主要支持部材） 

Sl  ： 係数で，6 章 4 節表 11 による値。ただし， Xs は浸水状態での値とする。 

Fp  ： 浸水状態における圧力（kN/m2）で，4 章 6 節 3.2.1 の規定による。 
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付録 1  座屈及び最終強度 

1. 6 章 3 節の適用 

1.1  一般

1.1.1 一様でないせん断応力

一様でないせん断応力がパネル幅 b に作用する場合，次の 2 つの値のうち，大きい方の値をせん断応力としなければな

らない。

・ せん断応力 t の平均値 
・ max5.0 t  

1.1.2 パネル内での板厚変化

パネル幅 b の範囲内で板厚が変化する場合，パネルサイズが 'ba  ，板厚を薄い方の板厚 t1 とするの等価パネルを用い

て座屈評価を行なうことができる。

等価パネルの幅 b'は次式により求まる値とする。 
5.1

2

1
21

'
 
ø

ö
çç
è

æ
+=

t
tbbb  

b1： 薄い方の板厚 t1 の個所の幅

b2： 厚い方の板厚 t2 の個所の幅 

 
図 1 板厚の変化 

�� ��

�

�� ��

 

1.1.3 開口を設ける肋板及び桁板の評価

開口を設ける肋板及び桁板の評価は，次による。

(a) 図 2 のように板要素を複数のパネルに分割する。

(b) パネル及び(a)に従い細分化したパネルについて，次に掲げる境界条件で評価する。 

・ 1 から 4 の細分化したパネルの場合：4 辺支持とする（6 章 3 節の表 2 における応力状態 1 及び 2 を適用する。）

・ 5 及び 6 のパネルの場合：3 辺を支持とし，残りの 1 辺を自由とする（6 章 3 節の表 2 における応力状態 3 を

適用する。） 
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図 2 開口を有する桁板のパネル 
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1.2 船体横断面解析への適用

1.2.1 理想化したパネル

パネルの座屈強度は，6 章 3 節 2.1 に規定する応力状態において，6 章 3 節 3 の規定に従って評価しなければならない。

平面パネル及び湾曲パネルの座屈係数及び軽減係数は，それぞれ 6 章 3 節の表 2 及び表 3 に規定する。

座屈係数及び軽減係数を 6 章 3 節の表 2 により定める場合，応力状態及び板の防撓形式に応じて次の状態を考慮しなけ

ればならない。

・ 圧縮応力の場合 

・ 縦式構造に対する応力状態 1 の場合： 
X 方向に作用する膜応力 xs を 6 章 3 節 2.1.2 に規定する直応力 ns とする。 

・ 横式構造に対する応力状態 2 の場合： 
Y 方向に作用する膜応力 ys を 6 章 3 節 2.1.2 に規定する直応力 ns とする。アスペクト比a を算定する場合，a

が 1 以上となるように考慮するパネルの寸法 a 及び b の値を入れ替える。 

・ せん断応力の場合 

・ 応力状態 5 の場合： 
せん断応力 t を 6 章 3 節 2.1.3 に規定する SFt とする。 

 
図 3 パネルの理想化 
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1.2.2 防撓材

部分パネル及び集合パネル（6 章 3 節の図 1 参照）の縦通防撓材及び横式防撓材については，6 章 3 節 2.1 の荷重状態

について，6 章 3 節 4 の規定及び次の条件により座屈強度評価を行わなければならない。

・ xs を，6 章 3 節 2.1.2 に規定する ns とする。 
・ 0=ys とする。 

防撓材を取り付ける板（取り付け板）の有効幅については，6 章 3 節 5 の規定によらなければならない。考慮する防撓
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材のスパン中央での応力又は隣接するパネルにおける最大圧縮応力の半分のうち，いずれか大きい方の応力が一様に作用

すると仮定しなければならない。

1.2.3 主要支持部材に平行に防撓材を取り付ける場合

主要支持部材の取り付け板有効幅については，6 章 3 節 5.2 の規定によらなければならない。

主要支持部材の取り付け板に防撓材を当該部材ウェブに平行に取付ける場合，主要支持部材の座屈強度は，取り付け板

に付く防撓材の断面二次モーメントを考慮した断面二次モーメント Ix に対して評価しなければならない。（6 章 3 節の図

3 参照） 

1.2.4 主要支持部材に垂直に防撓材を取付ける場合

主要支持部材の取り付け板の有効幅については，6 章 3 節 5.2 の規定によらなければならない。

主要支持部材の取り付け板に防撓材を当該部材のウェブに垂直に取付ける場合，主要支持部材の座屈強度は，取り付け

板の有効幅を考慮した断面二次モーメント Ix に対して評価しなければならない。（6 章 3 節の図 4 参照）

1.3 直接強度計算への適用

1.3.1 パネルの長さ方向に一様でない圧縮応力が作用する場合

荷重を受けないパネルの辺における圧縮応力が一様でない場合（例えば，曲げを受ける縦桁等の場合），圧縮応力は，

当該パネル辺において最も大きい圧縮応力が作用する方のパネル辺から b/2 の位置での応力としなければならない。（図

4 参照）ただし，長辺方向に沿って作用する圧縮応力の平均値以上としなければならない。

 
図 4 長辺 a に沿って一様でない圧縮応力が作用する場合 

 

 

1.3.2 矩形でないパネルの座屈応力計算

(a) 四辺形パネル 

図 5 に示すように，いびつな形状のパネル（原型パネル）を完全に囲む矩形パネルを検討し，その矩形の面積が最

小となる矩形パネルを考慮する。更に，このパネルを，アスペクト比及び図心が変化しないように原型パネルと同

じ面積となるまで縮小する。以上により，長辺 a，短辺 b の最終的な矩形パネルを決定する。 

 
図 5 矩形でないパネルの矩形パネルへの近似法 

�

�

 
 原型パネル

 原型パネルを完全に囲む矩形パネル

 最小面積となる矩形パネル

 最終的な矩形パネル 
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(b) 台形パネル 

上底及び下底の平均値を a とし，原型パネルの高さを b とする矩形パネルとする。 

 
図 6 台形パネルの矩形パネルへの近似法 

�

�  

(c) 直角三角形パネル 

三角パネルは，直角を成す 2 辺をそれぞれ 5.0 倍し，面積及びアスペクト比が同じとなる矩形パネルとする。（図

7 参照） 

 
図 7 直角三角形パネルの矩形パネルへの近似法 
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(d) 三角形パネル 

直角三角形以外の三角形パネルは前(a)の規定による。

1.3.3 船側外板の座屈評価

垂直方向に防撓される船側外板の座屈強度評価については，以下の状態を考慮しなければならない。

・ パネルの長辺方向の圧縮応力及びせん断応力がパネルの高さ方向において一様な場合 

・ 6 章 3 節の表 2 に規定する応力状態 1，2 及び 5 を適用しなければならない。

・ 水平応力に対して， ( )21,ssy f= とする。 

・ 垂直応力に対して， 0.1=y とする。 

・ 板厚は，パネルの最小板厚とする。 

・ パネルの長辺方向の圧縮応力，短辺方向の圧縮応力及びせん断応力がパネルの高さ方向に分布する場合，次の応力

状態をそれぞれ評価しなければならない。

a) パネルの長辺方向の圧縮応力のみ作用する場合 
・ パネルの寸法は bb  （アスペクト比 1.0）とする。 
・ 0.1=y とする。 

・ 座屈評価は，パネルに作用する最大圧縮応力に対して行わなければならない。 

b) パネルの長辺方向の圧縮応力とせん断応力が作用する場合 
・ パネルの寸法は bb  2 （アスペクト比 2.0）とする。 
・ 0.1=y とする。 

・ 次の 2 つの応力組合せを考慮しなければならない。 

・ パネルに作用する最大圧縮応力並びに最大圧縮応力が作用する個所におけるせん断応力及び直応力

・ パネルに作用する最大せん断応力並びに最大せん断力応力が作用する個所における圧縮応力及び直

応力 

・ 考慮する板厚は，それぞれ最大圧縮応力又は最大せん断応力が生じる位置における値とする。 

c) 分布する直応力並びにパネルの長辺方向の圧縮応力及びせん断応力が作用する場合 
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・ 実際のパネルのサイズとしなければならない。（ ( )baf ,=a ） 

・ 縁応力比y は直応力に対するものとしなければならない。 

・ 圧縮応力及びせん断応力については，それぞれの平均値を用いなければならない。

・ 板厚は，パネルの最小板厚とする。 

1.3.4 波形隔壁の座屈評価

波形隔壁の面材部のパネルは，波形に平行な直応力を考慮して座屈評価を行わなければならない。波型隔壁のウェブ部

のパネルは，直応力及びせん断応力を組合せた応力を考慮して座屈評価を行わなければならない。

パネルの幅 b は図 8 に規定する値としなければならない。

 
図 8 波形隔壁の b の測り方 

b

面材 ウェブ

 

a) 面材の評価 

・ 6 章 3 節の表 2 に規定する応力状態 1 を適用しなければならない。

・ 考慮するパネルのサイズは bb  （ 1=a ）とする。 
・ 0.1=y とする。 

・ パネルに作用する最大垂直応力を考慮しなければならない。

・ 考慮する板厚は，最大の垂直応力が生じる位置における値とする。 

b) ウェブの評価 

・ 6 章 3 節の表 2 に規定する応力状態 1 及び 5 を適用しなければならない。

・ 考慮するパネルのサイズは bb  2 （ 2=a ）とする。 
・ 0.1=y とする。 

・ 次の 2 つの応力組合せを考慮しなければならない。 

・ パネルに作用する最大圧縮応力並びに最大圧縮応力が作用する位置におけるせん断応力及び直応力

・ パネルに作用する最大せん断応力並びに最大せん断応力が作用する位置における圧縮応力及び直応力 

・ 考慮する板厚は，それぞれ最大圧縮応力又は最大せん断応力が生じる位置における値とする。 
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7 章 直接強度評価 

1 節 主要支持部材の直接強度評価 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
長さが 150m 以上のばら積貨物船の主要支持部材については，三次元有限要素解析に基づく直接強度評価を適用しなけ

ればならない。

1.1.2
本章には，以下の 3 種類の有限要素解析手順を規定する。また，直接強度評価のための，有限要素解析手順のフローチ

ャートを図 1 に示す。

(a) 2 節に従って実施する貨物倉有限要素解析（第 1 段階）。貨物倉構造における主要支持部材の強度評価を行う。

(b) 3 節に従って実施する詳細応力評価（第 2 段階）。詳細メッシュを用いて高応力域周辺部における強度評価を行う。

(c) 4 節に従って実施するホットスポット応力解析（第 3 段階）。疲労強度評価のために極詳細メッシュ要素を用いて

応力集中部におけるホットスポット応力を計算する。 

1.2 計算プログラム

1.2.1
有限要素計算に使用するコンピュータプログラムは，意図する解析に適したものでなければならない。認知されていな

いプログラムにあっては，解析に先立ってその信頼性を証明する資料を提出し，本会の確認を得なければならない。

1.3 解析結果の提出

1.3.1
以下の情報を含む直接強度評価に関する詳細な報告書を提出しなければならない。

a) 解析に使用された図面のリスト（版と日付を含むもの。）

b) 構造モデル作成の原則及び実構造との差の詳細

c) 構造モデル図

d) 構造モデルに用いられた材料特性，板厚及び剛性

e) 境界条件の詳細

f) 計算した全ての積付条件

g) 適用した荷重のデータ

h) 変位量の要約と変形図

i) 応力値の要約と応力図

j) 座屈評価の結果

k) 基準に適合することを示す評価結果一覧表

l) 使用した有限要素計算プログラムの名称（バージョンと日付を含む。）

1.4 ネット寸法

1.4.1
直接強度評価は，3 章 2 節に示すネット寸法評価に基づき行わなければならない。

1.5 適用荷重

1.5.1 設計荷重

直接強度解析は，疲労強度評価に際して 10-4 レベルの設計荷重を適用する場合を除き，4 章で与える 10-8 レベルの設計

荷重を適用して実行しなければならない。静荷重及び変動荷重の最も厳しくなる組合せを三次元有限要素モデルに適用し

なければならない。 
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1.5.2 構造モデルの自重

構造モデルの自重の影響は静的荷重において考慮しなければならないが，動的荷重においては考慮しないものとする。

鋼材の密度は 7.85（t/m3）を標準とする。

1.5.3 積付状態

三次元有限要素解析においては，4 章 7 節に規定する積付状態を考慮する。

 
図 1 有限要素解析のフローチャート 

 

 

  

直接強度評価   

積付状態（ 4 章 7 節）   

境界条件   

ハルガ ーダ荷重  

貨物倉構造全体の   
有限要素解析   

設計荷重（ 4 章）   

腐食予備厚（ 3 章 3 節）   

降伏強度評価   

座屈強度評価   

疲労強度評価

（ 4 節及び 8 章）  

高応力域周辺部に 
おける詳細解析   

応力集中部における 
極詳細解析   

  ばら積貨物船≧150 m 
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2 節 貨物倉構造全体の有限要素解析 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

MSW ： 設計静水中縦曲げモーメントで，4 章 7 節の表 2 による。

MWV ： ホギングまたはサギング状態における波浪縦曲げモーメントで，4 章 3 節 3.1.1 による。

MWH ： 波浪水平曲げモーメントで，4 章 3 節 3.3.1 による。

QSW ： 考慮している横隔壁の位置における許容静水中せん断力で，4 章 7 節の表 3 による。

QWV ： 波浪せん断力で，4 章 3 節 3.2.1 による。

CWV，CWH： 荷重組合せ係数で，4 章 4 節の表 3 による。

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節は，船体中央部の貨物倉全体を対象とした構造解析の手法について規定する。

1.1.2
貨物倉構造全体の有限要素解析は，適用した静的及び動的荷重下において以下に示す評価基準を満すことを確認するた

めに実施する。

a) ハルガーダと主要支持部材における応力レベル

b) 主要支持部材の座屈強度

c) 主要支持部材のたわみ 

2. 解析モデル 

2.1 有限要素モデルの範囲

2.1.1
船長方向のモデル化範囲は，3 つの貨物倉及び 4 つの横隔壁を含まなければならない。モデル両端の横隔壁にスツール

がある場合には，これを含める。モデル両端は垂直断面とし，その断面に含まれるいかなる横部材も含まなければならな

い。モデル化範囲の詳細を付録 1 に示す。

2.1.2
左右非対称な波浪荷重を受けることを考慮し，左右両舷をモデル化しなければならない。

2.1.3
全ての主要支持部材をモデル化する。これらには，内殻，外殻，二重底内の縦桁及び肋板，横又は垂直桁，船側横桁，

縦通隔壁及び横隔壁などが含まれる。これらの部材の全ての板と防撓材をモデル化する。

2.2 有限要素モデルの作成

2.2.1
2.1.3 で示す全ての主要部材（板及び防撓材）を有限要素にモデル化しなければならない。

2.2.2
有限要素の境界は可能な限り実構造の防撓様式と一致させ，防撓材間のパネル形状が正しく再現できるものとしなけれ

ばならない。

2.2.3
各構造部材の剛性は，その部材に対し適切な要素を用いて正しく表現されたものでなければならない。要素の選択は，

原則として以下による。 

－227－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  7章  2節）



 

(1) 防撓材は，軸剛性，ねじり剛性，二軸のせん断及び曲げ剛性を持つ梁要素又は棒要素でモデル化しなければならな

い。ただし，軸剛性のみを有し，断面積が長さ方向で一定であるロッド要素は，主要支持部材のウェブ付防撓材や

面材に用いることができる。 

(2) 板部材は，二軸及び面内剛性に加え，面外曲げ剛性を持つシェル要素でモデル化しなければならない。ただし，二

軸及び面内剛性のみ有するメンブレン要素は，面外圧を受けない板部材に用いることができる。

シェル及びメンブレン要素は，図 1 に示すような四角形又は三角形要素とし，可能な限り四角形要素を用いてモデ

ル化する。特に，スツールや肘板の結合部並びに開口周辺などの高応力域や大きな応力勾配が予想される部位にお

いては，三角形要素の使用を避けること。 

 
図 1 線形四角形及び三角形のシェル要素及びメンブレン要素 

 

(3) 防撓パネルは，パネルの剛性を適切に表現できる二次元異方性要素でモデル化して差し支えない。

2.2.4
二次元異方性要素を用いない場合：

・ メッシュサイズは，縦通防撓材又は横肋骨の代表的な心距以下としなければならない。

・ 防撓材は，ロッド要素，梁要素又は棒要素のいずれかを用いてモデル化しなければならない。

・ 主要支持部材は，少なくともウェブの深さ方向に 3 分割しなければならない。ホッパータンク及びトップサイドタ

ンク内の主要横支持部材のウェブの深さが防撓材心距より小さい場合，主要支持部材の深さ方向に 2 分割として差

し支えない。 

・ 倉内肋骨とその端部ブラケットは，ウェブをシェル要素とし，面材をシェル要素，梁要素又はロッド要素でモデル

化しなければならない。倉内肋骨のウェブは，深さ方向に分割する必要はない。 

・ 要素のアスペクト比は，1：4 を超えてはならない。

典型的なメッシュ分割の例を付録 1 に示す

2.2.5
防撓パネルに二次元異方性要素を用いる場合：

・ 二重底の縦桁や肋板のような部材に対し，要素高さを二重底高さと同じとする。

・ 防撓材が 2 つの二次元異方性要素間の境界に沿って位置する場合には，防撓材を梁要素又はロッド要素を用いてモ

デル化するか，あるいは防撓材を挟む二次元異方性要素に防撓材の剛性を反映させモデル化しなければならない。 

・ 防撓材が二次元異方性要素とメンブレン要素又はシェル要素間の境界に沿って位置する場合には，防撓材を梁要素

又はロッド要素を用いてモデル化しなければならない。 

・ 防撓材が 2 つのメンブレン要素又はシェル要素間の境界に沿って位置する場合には，防撓材をロッド要素もしくは

梁要素を用いてモデル化しなければならない。 

・ 二重底及び二重船側構造の主要支持部材は，ウェブの深さ方向に 1 分割する。

・ 二重船側構造でない場合，少なくとも 3 つに 1 つの倉内肋骨とその端部ブラケットは，ウェブに対してはシェル要

素を，フランジに対してはシェル要素又は梁要素を用いてモデル化しなければならない。 

・ 要素のアスペクト比は，1：2 を超えてはならない。

2.3 境界条件

2.3.1
有限要素モデルの両端には，表 1 及び表 2 に従った支持条件を与える。モデル両端の断面に位置する縦通部材上の節点

は，表 1 に示すように，中心線上の中性軸における独立した節点と剛体結合されなければならない。両端の独立した節点

は，表 2 に示すように固定しなければならない。
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表 1 モデル両端における剛体結合条件 

並進成分 回転成分 モデルの両端における縦通

部材の節点 x 方向 y 方向 z 方向 x 軸 y 軸 z 軸 

全ての縦通部材 RL RL RL - - - 

RL は独立した節点と関連する自由度と剛体結合されることを意味する。 

 
表 2 独立した節点の支持条件 

並進成分 回転成分 
独立した節点の位置 

x 方向 y 方向 z 方向 x 軸 y 軸 z 軸 

モデル後端の独立した節点 - 固定 固定 固定 - - 

モデル前端の独立した節点 固定 固定 固定 固定 - - 

2.4 荷重条件

2.4.1 一般

4 章 付録 2 に示される積付状態と荷重ケースを組合せた荷重条件は，通常のデザインの船舶に必須の条件として考慮

しなければならない。

2.5 ハルガーダ荷重の考慮

2.5.1 一般

各荷重条件は，それに対応するハルガーダ荷重を組み合わせなければならない。各荷重ケースに対し 4 章 4 節において

規定される組合せ係数を用い，波浪縦曲げ及び水平曲げモーメント並びに波浪垂直せん断力を考慮しなければならない。

2.5.2 曲げモーメント解析

曲げモーメント解析のケースを 4 章 7 節の表 2 に示す。このうち，少なくとも 4 章 付録 2 に示す荷重条件を解析しな

ければならない。

曲げモーメント解析においては，有限要素解析モデルの中央貨物倉の中央で生じる縦曲げモーメント及びせん断力を，

4 章 7 節の表 2 及び 4 章 付録 2 に規定する静水中縦曲げモーメントを考慮し，表 3 に基づき求められる目標値に一致さ

せなければならない。

 
表 3 曲げモーメント解析のための目標値 

ハルガーダ荷重の種類 静水成分 波浪成分 考慮する位置 

縦曲げモーメント MSW CWV MWV 中央貨物倉の中央 

垂直せん断力 0 0 中央貨物倉の中央 

水平曲げモーメント - CWH MWH 中央貨物倉の中央 

水平せん断力 - 0 中央貨物倉の中央 

2.5.3 せん断力解析

せん断力解析のケースを 4 章 7 節の表 3 に示す。このうち，少なくとも 4 章 付録 2 に示す荷重条件を解析しなければ

ならない。

垂直せん断力解析においては，有限要素解析モデルの中央貨物倉のいずれかの横置隔壁位置に生じる縦曲げモーメント

及び垂直せん断力を，4 章 7 節の表 2，4 章 7 節の表 3 及び 4 章 付録 2 に規定するに静水中縦曲げモーメント及びせん断

力を考慮し表 4 に基づき求められる目標値に一致させなければならない。

 

－229－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  7章  2節）



 

表 4 垂直せん断力解析のための目標値 

ハルガーダ荷重の種類 静水成分 波浪成分 考慮する位置 

縦曲げモーメント 0.8MSW 0.65CWV MWV 中央貨物倉の横置隔壁 

垂直せん断力 QSW QWV 中央貨物倉の横置隔壁 

水平曲げモーメント - 0 中央貨物倉の横置隔壁 

水平せん断力 - 0 中央貨物倉の横置隔壁 

2.5.4 局部荷重の影響

モデルに局部荷重を負荷したときに生じるハルガーダせん断力及び曲げモーメントは，梁理論を用いて計算される。

モデル両端の反力並びに局部荷重によって生じるせん断力及び曲げモーメントは次の算式で与えられる。 
( )

aftfore

i
afti

foreV xx

zfxx
R

-

-
-=
å

_  å +=
i

foreViaftV RzfR __  

( )
aftfore

i
afti

foreH xx

yfxx
R

-

-
-=
å

_  å +=
i

foreHiaftH RyfR __  

( ) å-=
i

iaftVFEMV zfRxQ __  ただし，xi < x 

( ) å+=
i

iaftHFEMH yfRxQ __  ただし，xi < x 

( ) ( ) ( )å ---=
i

iiaftVaftFEMV zfxxRxxxM __  ただし，xi < x 

( ) ( ) ( )å -+-=
i

iiaftHaftFEMH yfxxRxxxM __  ただし，xi < x 

xaft ： モデル後端支持の位置

xfore ： モデル前端支持の位置

x ： 考慮している位置

RV_aft，RV_fore，RH_aft，RH_fore： モデル両端における垂直及び水平反力

QV_FEM，QH_FEM，MV_FEM，MH_FEM： 局部荷重をモデルに負荷した際に生じる垂直及び水平のせん断力及び曲げ

モーメント。QV_FEM，MV_FEM 及び MH_FEM の符号の定義は，4 章 3 節の規定による。反力の符号の定義につ

いては，正のせん断力を生じさせる場合を正とする。 

if  ： 節点 i に作用する荷重であって，全ての局部荷重を考慮したもの 

xi ： 節点 i の船長方向座標 

2.5.5 ハルガーダ荷重の考慮方法

曲げモーメント解析において，主要支持部材の評価でハルガーダ荷重を考慮するために，以下の 2 つの等価な方法を用

いることができる。

a) ハルガーダ荷重を直接有限要素モデルに加える（直接法）。

b) 局部荷重を用いた解析結果にハルガーダ応力を重ね合わせる（間接法）。

せん断力解析においては直接法を用いなければならない。

2.5.6 直接法

直接法においては，ハルガーダ荷重の影響は三次元有限要素モデルで直接考慮される。2.5.2 及び 2.5.3 に規定するハル

ガーダ荷重並びに 2.5.4 に規定する局部荷重によるハルガーダ荷重を考慮するため，モデル両端に強制モーメントを付加

する必要がある。

考慮位置におけるせん断力を目標値に一致させるため，以下の算式によって定まる 1 組の強制モーメントをモデルの両

端に付加する。 
( ) ( ) ( )[ ]eqFEMVeqTV

aftfore
SFforeYSFaftY xQxQ

xx
MM ______ 2

-
-

==  

( ) ( ) ( )[ ]eqFEMHeqTH
aftfore

SFforeZSFaftZ xQxQ
xx

MM ______ 2
-

-
==  

考慮位置における曲げモーメントを目標値に一致させるため，別のもう 1 組の強制モーメントをモデルの両端に付加す

る。 
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( ) ( )
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-

-
---=-= 12________

aftfore

afteq
SFaftYeqFEMVeqTVBMforeYBMaftY xx

xx
MxMxMMM  

( ) ( )
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-

-
---=-= 12________

aftfore

afteq
SFaftZeqFEMHeqTHBMforeZBMaftZ xx

xx
MxMxMMM  

xeq ： ハルガーダ目標値の考慮位置。

QV_FEM，QH_FEM，MV_FEM，MH_FEM： 2.5.4 による。

QV_T，QH_T，MV_T，MH_T： 表 3 及び表 4 に規定する，xeq におけるハルガーダ目標値。QV_T，MV_T及び MH_Tの符

号の定義は，4 章 3 節の規定による。 

MY_aft_SF，MY_fore_SF，MY_aft_BM，MY_fore_BM： せん断力及びモーメントを制御するためにモデル両端に付加する強制

モーメントで，y 軸において時計回りを正とする。MY_aft_SF，MY_fore_SF，MY_aft_BM及び MY_fore_BMの符号の定義

は FE モデルの座標系による。その他の曲げモーメント，せん断力及び反力の座標の定義は，4 章 3 節の規

定による。 

MZ_aft_SF，MZ_fore_SF，MZ_aft_BM，MZ_fore_BM： 水平せん断力及びモーメントを制御するためにモデル両端に付加する

強制モーメントで，z 軸において時計回りを正とする。MZ_aft_SF，MZ_fore_SF，MZ_aft_BM及び MZ_fore_BMの符号の

定義は FE モデルの座標系による。その他の曲げモーメント，せん断力及び反力の座標の定義は，4 章 3 節

の規定による。 

これらの強制モーメントは，次のいずれかの方法によってモデル端部に付加する：

・ 荷重の合計が 0 で，かつ，モーメントの合計が強制モーメントと等しくなるような分布荷重をモデルの端部断面に

作用させる。当該分布荷重は，表 1 に従って境界条件が与えられている縦通部材の節点に付加し，その形状は薄肉

梁理論を用いて決定する。 

・ 2.3.1 に規定する独立節点に集中モーメントを付加する。

2.5.7 間接法

間接法による曲げモーメント解析では，解析から得られた各縦通部材の縦方向の応力に，次の算式から得られる応力を

重ね合わせなければならない。せん断力解析は 2.5.6 に従って行なわなければならない。 

y
I

M

Nz
I

M

Z

TH

Y

TV
SIM

__ -

-

=s  

MV_T，MH_T：考慮している断面における，縦曲げ及び水平曲げモーメントの目標値であって，局部荷重により次

のように修正される。

MV_T = MSW + CWV MWV   MV_FEM

MH_T = CWH MWH   MH_FEM 
IY ： 水平中性軸に関する垂直断面二次モーメントで，3 章 2 節 3.2.1 に従い計算される。

IZ ： 水平断面二次モーメントで，3 章 2 節 3.2.1 に従い計算される。

N ： 5 章 1 節で定義する船体横断面の中性軸の Z 座標。

y ： 要素の Y 座標。

z ： 要素の Z 座標。 

3. 強度基準 

3.1 一般

3.1.1 評価対象貨物倉

3 ホールド（1 + 1 + 1）モデルのうち，横隔壁を含む中央ホールドの全主要支持部材を強度評価の対象としなければな

らない。

3.1.2
構造解析の結果は，降伏強度，座屈強度及び支持部材の変形量の基準を満たさなければならない。 
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3.2 降伏強度評価

3.2.1 参照応力

参照応力は，2.5.4 又は 2.5.5 に従いハルガーダ荷重を考慮した有限要素解析において，面要素（シェル要素又はメンブ

レン要素）に対しては要素の中心位置におけるミーゼスの等価応力，線要素（棒要素，梁要素又はロッド要素）に対して

は軸応力とする。

開口部の影響が有限要素モデルにおいて考慮されていない場合，開口部箇所の要素の参照応力は，ウェブ高さと開口部

の高さの比に比例するせん断応力を調整して適切に修正しなければならない。

考慮する要素が 2.2.4 又は 2.2.5 に規定する標準メッシュサイズより小さい場合，参照応力は，標準メッシュサイズ範囲

内における複数要素の平均応力より求めて差し支えない。

3.2.2 等価応力

ミーゼスの等価応力は次の算式による。 
222 3 xyyyxxeq tsssss ++ -=  

xs ， ys  ： 要素直応力（N/mm2）。 

xyt  ： 要素せん断応力（N/mm2）。 

間接法においては，2.5.7 に規定する応力 SIMs を縦曲げ応力成分に重ね合わせなければならない。 

3.2.3 許容応力

2.2.4 に規定する，異方性要素を含まない有限要素モデルにおいては，参照応力は 235/k を超えてはならない。ここで，

k は 3 章 1 節に規定する材料定数とする。 

2.2.5 に規定する，異方性要素を含む有限要素モデルにおいては，参照応力は 205/k を超えてはならない。ここで，k は
3 章 1 節に規定する材料定数とする。 

3.3 座屈及び最終強度評価

3.3.1 一般

座屈及び最終強度評価は，6 章 3 節に従い，主要支持部材におけるパネルに適用しなければならない。

3.3.2 パネルの応力

各パネルの応力は次の手順に従い求めなければならない。

(1) 要素分割形状がパネル形状と異なる場合には，パネルに生じる応力 xs ， ys 及び t は，周囲のメッシュの応力を外

挿又は内挿し，もしくは付録 2 に示す変位法により算出しなければならない。 

(2) 直接法及び間接法によって得られる応力はポアソン効果を含むため，座屈評価に際し修正しなければならない。修

正は局部荷重及び全体荷重を足し合わせた後，行わなければならない。
*
xs 及び *

ys が共に圧縮応力の場合，応力修正は次の算式による。 

( ) 91.03.0 **
yxx sss -=  

( ) 91.03.0 **
xyy sss -=  

圧縮応力が ** 3.0 xy ss < を満たすとき： 0=ys 及び *
xx ss =  

圧縮応力が ** 3.0 yx ss < を満たすとき： 0=xs 及び *
yy ss =  

ここで， *
xs 及び *

ys はポアソン効果を含む応力 

(3) 図 2 に示すような適切な線形近似により，考慮する座屈強度評価パネル端部沿った応力分布を決定する。

(4) 端部応力比y を 6 章 3 節に従い計算する。 
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図 2 座屈評価に用いるパネルに生じる応力 

yxsx* 

sx* 

yxsx* 

sx* 

sy* yysy* 

sy* yysy* 

t 
t 

t 
t 

 

 

3.3.3 境界条件

6 章 3 節の表 2 に示す座屈荷重ケース 1，2，5 又は 6 を，応力分布や開口形状にしたがって座屈強度が評価されるパネ

ルに適用しなければならない。

実際の境界条件が単純支持とは大きく異なる場合には，6 章 3 節の表 2 に示す他の座屈荷重ケースを適用することがで

きる。

3.3.4 安全率

板の座屈及び最終強度評価における安全率は 1.0 とする。

3.4 主要支持部材のたわみ

有限要素解析から得られる，船底外板の相対変位（mm）は以下の基準を超えてはならない。 

150max
il

£d  

maxd ： 最大相対変位（mm）で，次の算式による。ただし，二次変形を含まないものとする。 

( )21max ,max BB ddd =  

ただし，δB1 及びδB2 は図 3 による。 

il  ： 二重底の平坦部の幅又は長さのうち，短い方（mm） 
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図 3 相対変位の定義 
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3 節 詳細応力評価 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節では，主要支持部材の高応力域における詳細メッシュを用いた詳細な応力評価の手順について規定する。

2 節の貨物倉全体の構造解析に使用される構造モデルが，2 節 2.2.4 の規定に従う場合であって，表 1 に示す箇所の参照

応力が 2 節 3.2.3 に規定する許容応力の 95%（二次元異方性要素を用いない場合）又は 85%（二次元異方性要素を用いる

場合）を超え，100%以下の場合には，当該箇所の応力を詳細メッシュ解析により再評価しなければならない。 

2. 解析モデル 

2.1 詳細メッシュ分割の範囲

2.1.1
2 節の貨物倉全体の構造解析に使用される構造モデルが，2 節 2.2.4 の規定に従う場合であって，表 1 に示す箇所の参照

応力が 2 節 3.2.3 に規定する許容応力の 95%を超える場合には，当該箇所の応力を詳細メッシュ解析により再評価しなけ

ればならない。

2.1.2
2 節の貨物倉全体の構造解析に使用される構造モデルが，2 節 2.2.5 の規定に従う場合にあっては，以下に示す全ての高

応力箇所を詳細メッシュ解析により再評価しなければならない。

・ 参照応力が 2 節 3.2.3 に規定する許容応力の 85%を超えている箇所

・ 表 1 に示す，主要支持部材の細部

・ 表 1 に示す，評価対象貨物倉の横隔壁の細部
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表 1 詳細解析実施対象部位 

構造部材 対象箇所 詳細 対象位置の例示 

二重船側構造の主

要横支持部材のう

ち最も応力の高い

箇所 

以下に示す構造に配置さ

れる横部材について，最も

応力の高い箇所を詳細に

メッシュ分割しなくては

ならない

二重底

ホッパタンク

二重船側

トップサイドタンク 
 

主要支持部材 

単船側構造の主要

横支持部材のうち

最も応力の高い箇

所 

以下に示す構造に配置さ

れる横部材について，最も

応力の高い箇所を詳細に

メッシュ分割しなくては

ならない

二重底

ホッパタンク

トップサイドタンク

倉内肋骨端部ブラケット

とホッパタンク及びトッ

プサイドタンクの結合部 

 

波形隔壁板と下部

スツールの結合部

のうち最も応力の

高い箇所 

下部スツールの桁板を含

む，応力の高い要素を詳細

にメッシュ分割しなくて

はならない 

 横置隔壁と

下部スツール 

下部スツールと内

底板の結合部のう

ち最も応力の高い

箇所 

応力の高い要素を詳細に

メッシュ分割しなくては

ならない 
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構造部材 対象箇所 詳細 対象位置の例示 

内底板及びビル

ジホッパ斜板の

結合部並びにそ

の支持部材 

内底板とビルジホ

ッパ斜板の結合部

のうち最も応力の

高い箇所 

以下に示す各部材につい

て，最も応力の高い箇所を

詳細にメッシュ分割しな

くてはならない

二重底

ビルジホッパ斜板

肋板

縦桁 
 

甲板 

最も応力の大きい

ハッチコーナー部

の甲板 

応力の高い要素を詳細に

メッシュ分割しなくては

ならない 

 

2.2 詳細メッシュ

2.2.1
以下に示すいずれかの方法を用いて，詳細メッシュ解析モデルを作成する。

・ 7 章 2 節に基づき作成した貨物倉全体の構造解析モデルに，詳細メッシュ領域を直接埋め込む方法（図 1 参照）

・ 部分構造モデルにより，詳細メッシュ領域の応力を評価する方法

 
図 1 詳細メッシュを埋め込んだ例 

 

2.3 モデル化

2.3.1 要素タイプ

各構造部材は 2 節 2.2.3 に従い，適切な要素を用いてモデル化しなければならない。異方性要素を詳細メッシュ領域に

用いてはならない。 
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2.3.2 メッシュサイズ

メッシュサイズは，防撓材心距の 4 等分を標準とする。例えば，防撓材スペースが 800mm の場合，詳細メッシュ領域

におけるメッシュサイズはおよそ 200×200mm とする。

これに加え，主要支持部材のウェブ及び単船側ばら積貨物船における倉内肋骨のウェブは，深さ方向に少なくとも三分

割しなければならない。

要素のアスペクト比は 3 を超えてはならない。四角形要素の内角は可能な限り直角とする。直角とならない場合であっ

ても，45 度から 135 度までの角度としなければならない。

2.3.3 部分構造モデルの範囲

部分構造モデルの最小範囲として，少なくとも隣接する主要支持部材の位置までモデル境界を延長すること。（図 2
参照） 

図 2 部分構造モデルの境界 

Model boundaries corresponding
to supporting member locations

 

 

2.4 荷重条件

2.4.1
2 節に示す貨物倉構造全体の三次元有限要素解析において付加された荷重条件のうち，2.1 に規定される基準を超える

応力を生じさせるものを，詳細応力評価において考慮しなければならない。

2.5 境界条件

2.5.1
2 節 2.3.1 に規定する境界条件を，詳細メッシュ領域が埋め込まれた貨物倉構造モデルに適用しなければならない。

2.5.2
部分構造モデルの場合，2 節の貨物倉全体解析から得られた節点力又は節点変位を付加しなければならない。節点力が

与えられる場合には，部分構造モデルの境界に位置する主要支持部材をモデル化しなければならない。節点変位が与えら

れ，かつ，部分モデルに新たな節点が追加される場合，その追加節点に与えられる節点変位は適切な内挿法を用いて決定

しなければならない。 

3. 評価基準 

3.1 許容応力

3.1.1
詳細メッシュ領域において，平面要素のミーゼス等価応力あるいは線要素の軸応力が 280/k を超えてはならない。ここ

で，k は 3 章 1 節で定義される材料定数とする。

要素サイズが 2.3.2 に定義するサイズより著しく小さい場合，この基準は 2.3.2 で定義する要素サイズと等しい面積に含

まれる要素の平均応力に対して適用することができる。

 

モデル境界が隣接主要支持部材

の位置と一致する 
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4 節 疲労強度評価のためのホットスポット応力解析 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節は，8 章 1 節の表 1 に示す箇所に対する疲労強度評価に用いるホットスポット応力を，有限要素法を用いて求める

手順について規定する。

1.1.2
ホットスポット応力解析においては，2.2 に規定する積付状態と荷重ケースを考慮しなければならない。 

2. 解析モデル 

2.1 モデル化

2.1.1
疲労強度評価に用いるホットスポット応力は，図 1 に示すような，疲労強度評価を行う箇所を極詳細メッシュに分割し

た貨物倉全体モデルを用いて求めることができる。あるいは，3 節 2 に規定する手法と同様な部分構造モデルを用いた方

法でも，ホットスポット応力を求めることが可能である。

2.1.2
ホットスポット位置から全方位に少なくとも 1/4 フレームスペース以内の箇所においては，極詳細メッシュを用いてモ

デル化しなければならない。極詳細メッシュ領域のメッシュサイズは評価箇所におけるネット板厚と同程度とし，アスペ

クト比は可能な限り 1 とする。

2.1.3
要素サイズは図 2 に示すように，遷移域を通じて極詳細メッシュから詳細メッシュへと徐々に変化させなくてはならな

い。

遷移域に存在する，ブラケット，防撓材，縦通部材及びトランスリングの面材などを含む全ての構造部材は，曲げ及び

膜特性を持つシェル要素を用いてモデル化しなければならない。溶接ビード形状はモデル化する必要はない。
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図 1 極詳細メッシュの例 

 
(a) 極詳細メッシュを埋め込んだ貨物倉全体構造モデル 

 
 

 
(b) ビルジホッパーナックル部 

 
 

 
(c) 倉内肋骨の端部   (d) 縦通防撓材の肋板貫通部 
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詳細メッシュ域 

詳細メッシュ域 

極詳細メッシュ域 

図 2 要素サイズの遷移域 

 

2.2 荷重条件

2.2.1
8 章 1 節の表 2 及び 4 章付録 3 に示す荷重条件を考慮しなければならない。

2.2.2
設計荷重は，超過確率を 10-4 とする荷重を用いなければならない。

2.3 境界条件

2.3.1
2 節 2.3.1 で規定される境界条件を，極詳細メッシュを含む貨物倉全体モデル又は部分構造モデルの元となる全体モデ

ルに適用しなければならない。部分構造モデルを用いる場合，全体モデルから得られた節点変位及び節点力を，部分構造

モデルに適用しなければならない。 

3. ホットスポット応力 

3.1 定義

3.1.1
ホットスポット応力は，ホットスポット位置表面における構造幾何的応力として定義する。

3.1.2
間接法によって得られたホットスポット応力は，8 章 3 節 2.2 及び 3.2 に従い修正されなければならない。

3.2 ホットスポット応力の評価

3.2.1
ホットスポット応力は，極詳細メッシュにおける応力を線形外挿して求める。図 3 及び図 4 に示すような場合には，ネ

ット板厚の 0.5 倍及び 1.5 倍の位置における表面応力から線形外挿して，ホットスポット応力を求める。

想定される疲労き裂に対し 45°より大きい角度を持つ主応力を，ホットスポット応力として考慮しなければならない。

 

  
遷移域 
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図 3 板の交差部におけるホットスポット応力の定義 

ホットスポット応力

板厚 t

0.5t

1.5t  
 

図 4 板と肘板端部の交差部におけるホットスポット応力の定義 

 

ホットスポット応力

板厚 t

1.5t
0.5t

 

3.2.2
3.2.1 より求まる板の交差部におけるホットスポット応力は，実際のホットスポット位置と想定したホットスポット位

置の違い，及び 2 枚の板の交差角度 q （0°から 90°にとる）に起因する応力勾配の相違を考慮した，修正係数 l を乗じ

て修正しなければならない。 

・ 平板同士の溶接交差部： ( ) q
q

q
l

<
£

î
í
ì

--
=

75
75

:
:

15752.08.0
8.0

 

・ 平板と曲板の溶接交差部（例えば曲げ加工型のビルジナックル部）： 7.0=l  

3.2.3
溶接部以外のホットスポット応力又は遊縁に沿って算定されるホットスポット応力は，図 5 に示すように，連続した 2

つの要素の主応力を外挿することによって求める。
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図 5 遊縁におけるホットスポット応力の定義 

自由端

主応力

外挿

ホットスポット応力

 

3.3 ビルジホッパーナックル部における簡易手法

3.3.1
ビルジナックル部において，ホットスポット応力 hotspots は，公称応力 nominals に 3.3.3 で定義される応力集中係数 Kgl

を乗じて求めてもよい。 
nominalglhotspot K ss =  

3.3.2
ホットスポット位置における公称応力は，図 6 に示すように，ホットスポット位置からフレームスペースの 1.5 倍と 2.5

倍の位置における膜応力を外挿することによって決定しなくてはならない。

 
図 6 ビルジホッパーナックル部における公称応力の定義 

1.5 ﾌﾚｰﾑｽﾍﾟｰｽ

2.5 ﾌﾚｰﾑｽﾍﾟｰｽ

●： 公称応力
○： 応力値
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3.3.3
ビルジホッパーナックル部における構造的応力集中係数 Kglは次の算式による。 

Kgl = K0 K1 K2 K3 K4

K0 ： 考慮している構造部材の寸法による応力集中係数で，表 1 による。

K1 ： ナックル部の結合タイプによる修正係数で，表 2 による。

K2 ： ウェブの板厚増加の有無に関する修正係数で，表 2 による。ただし，板厚増加がない場合，1.0 とする。

K3 ： 水平ガセットもしくは縦リブ（図 7 参照）の有無に関する修正係数で，表 2 による。ただし，水平ガセ

ットや縦リブがない場合，1.0 とする。 

K4 ： 横リブ（図 8 参照）の有無に関する修正係数で，表 2 による。ただし，横リブがない場合，1.0 とする。 

 
表 1 応力集中係数 K0

ビルジホッパー斜板の水平面に対する傾斜角 q （度） 有限要素モデル 

のネット板厚（mm） 40 45 50 90 

16 3.0 3.2 3.4 4.2 

18 2.9 3.1 3.3 4.0 

20 2.8 3.0 3.2 3.8 

22 2.7 2.9 3.1 3.6 

24 2.6 2.8 3.0 3.5 

26 2.6 2.7 2.9 3.4 

28 2.5 2.7 2.8 3.3 

30 2.4 2.6 2.7 3.2 

備考：

表中の値の代わりに，次の算式で K0 を求めることができる。 
( )

( )( )q
qq

0028.02.00
5.0

0033.015.114.0
+
-

=
t

K  

 
表 2 修正係数 

ナックル部のタイプ K1 K2 K3 K4 

溶接型 1.7 0.9 

曲げ加工型 1.75; R/t < 4 

2.80; R/t > 8 

0.90 0.85; R/t < 4 

0.55; R/t > 8 

0.90 

備考：

(1) 84 ££ tR
の間は線形内挿法を適用する。“R”は曲げ加工部の曲率半径を，“t”は板厚を

それぞれ指す。 

(2) 修正係数 K2 を用いる場合，R 部の曲げ変形を効果的に抑えるように部材を配置しなければ

ならない。 

(3) ウェブの増厚は内底板の板厚に基づくこととする。 
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図 7 水平ガセットもしくは縦リブの挿入例 

 

 
図 8 横リブの挿入例 

約500mm
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付録 1 有限要素モデルの船長方向範囲 

1. 船長方向範囲 

解析には中央部の貨物倉を評価対象とする 3 ホールド長さの有限要素モデルを用いる。

3 ホールド長さの有限要素モデルは，評価位置である中央部の貨物倉において，境界条件の影響が最小となる。

 
図 1 有限要素モデルの船長方向範囲 

 

 
図 2 有限要素モデルの例 

 
 

（評価対象貨物倉） 
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2. 要素分割例 

 
図 3 船体横断面の要素分割例 

 

s

s

s

s ： 縦通防撓材の心距
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付録 2 有限要素解析における変位法による座屈強度評価 

記号 

本付録で規定されない記号については，1 章 4 節による。

a ： パネルの長辺。

b ： パネルの短辺。

x ： パネルの長辺 a に沿った方向で，縦方向とする。

y ： パネルの短辺 b に沿った方向で，横方向とする。

C ： 次の算式による係数。 

( )212 n-
=

EC  （4 節点座屈パネルの場合） 

( )214 n-
=

EC  （8 節点座屈パネルの場合） 

v ： ポアソン比。

m ： 修正係数で，次の算式による。 

m = 1   v 

 

1. 概説 

1.1
1.1.1
本付録は，有限要素解析から単位パネルの座屈応力と端部応力比を求める手法を示す。以下，この手法を「変位法」と

呼ぶ。 

2. 変位法 

2.1 一般

2.1.1
一般的に，有限要素の要素と座屈パネルは一致しないが，座屈パネルの節点を有限要素上に配置して，これらの節点変

位を有限要素解析から求めることは可能である。

変位に関する演算においては，常に変位の数値を全ての桁数まで用いなければならない。

2.1.2 4 節点及び 8 節点パネル

単位パネルのアスペクト比が 3 より小さい場合又は単位パネルの長辺における長辺方向の応力変化が小さい場合，4 節

点パネルを用いてもよい。それ以外の場合，8 節点パネルを用いなければならない。

2.1.3 節点変位の計算

座屈パネルの節点変位は，以下のいずれかの方法により計算することができる。

・ 座屈パネルの節点が有限要素モデルの節点と一致する場合，有限要素モデルの変位をそのまま用いる。

・ 座屈パネルの節点が有限要素モデルの平面応力要素の境界線上に位置する場合，要素節点の変位を内挿して座屈パ

ネルの節点変位を求める。 

・ 座屈パネルの節点が有限要素の内部に位置する場合，要素の全ての節点を用い，変位を二次関数で内挿して座屈パ

ネルの節点変位を求める。

2.1.4 局部座標系への変換

有限要素モデルの全体座標系から座屈パネルの局部座標系への節点変位の変換は，次の算式による。 
( ) [ ]( )guu l=  

(u) ： 局部座標系における変位ベクトル。 
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(ug) ： 全体座標系における変位ベクトル。 
[ ]l  ： 変換マトリックス（2×3）で，2 つの座標系のなす角度の方向余弦。 

2.2 座屈応力及び端部応力比の計算

2.2.1
単位パネルの四隅における変位を用いて，パネル内の所定の位置における応力を計算する。4 節点座屈パネルにおいて

これらの点は同一であるが，8 節点座屈パネルの場合には変位点と応力出力点が異なる。図 1 及び図 2 に示すように座標

系と番号を定めるものとする。

単位パネルの四隅における応力は，6 章 3 節による座屈強度評価においてそのまま用いることができる。7 章に規定さ

れるように，有限要素解析の座屈強度評価において考慮しなくてはならない座屈荷重ケースは，6 章 3 節の表 2 における

荷重ケース 1，2 及び 5，並びに 6 章 3 節の表 3 における荷重ケース 1a，1b，2 及び 4 である。特別な場合には，他の座

屈荷重ケースを手計算によって座屈強度評価に用いてもよい。

2.2.2
4 節点座屈パネルに対する応力変位関係（圧縮応力を正とする）（図 1 参照）

 
図 1 4 節点座屈パネル 

uj 
 ix 

vj 
 iy 

1 

3 

2 

4 

a 

b 

 

 

単位パネルの四隅の変位から，これらの節点の応力は次の算式より求まる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø

ö

çç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

--
--
--

--
--
--

--
--

--
--
--

--

-=

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø

ö

çç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

4

4

3

3

2

2

1

1

4

*
4

*
4

3

*
3

*
3

2

*
2

*
2

1

*
1

*
1

///0000/
/2/20/200/20
/2/20/200/20
/0//0/00

0/2/2/2/2000
0/2/2/2/2000
000////0
00/20/2/20/2
00/20/2/20/2
0/00/0//
/20000/2/2/2
/20000/2/2/2

v
u
v
u
v
u
v
u

ambmambm
baavb
bvaab
amambmbm

abavb
abvab

bmambmam
bbava
bvbaa

bmamambm
bavba
bvaba

C

y

x

y

x

y

x

y

x

n
n

n
n

n
n

n
n

t

s
s
t

s
s
t

s
s
t

s
s

 

( )*
4

*
4

*
41

*
1

*
1 ),,,,,,( stsstss =T

yxyx L ：要素応力ベクトル 

)(),,,,( 4411 uvuvu T =L ：局部節点変位ベクトル 
*
xs 及び *

ys が共に圧縮応力の場合，応力 xs 及び ys は以下の修正によって求める。 

91.0/)3.0( **
yxx sss -=  

91.0/)3.0( **
xyy sss -=  

圧縮応力が ** < xy ss 3.0 を満たす場合： 0=ys 及び *
xx ss =  

圧縮応力が ** < yx ss 3.0 を満たす場合： 0=xs 及び *
yy ss =  
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この場合，応力ベクトルは，次式で表される。 
( ) T

yxyx ),,,,,,( 444111 tsstsss L=  

各座屈荷重ケースに対する座屈応力及び端部応力比は，以下によって与えられる。

・ LC1： 縦方向圧縮 

 
ø

ö
ç
è

æ ++
=

2
,

2
max 3241 xxxx

l
ssss

s  

( )xxxxl 32412
1 sssss +-+-=D  

llx sss D+= 5.0  

xlx ssy /1 D-=  

・ LC2： 横方向圧縮 

å
=

=
4

1
25.0

i
iyt ss  

( )yyyyt 32412
1 sssss ++--=D  

tty sss D+= 5.0  

yty ssy /1 D-=  

・ LC5： せん断 

4
4321 ttttt +++

=  

2.2.3 8 節点座屈パネル

8 節点座屈パネルに対する応力変位関係（圧縮応力を正とする）（図 2 参照）

 
図 2 8 節点座屈パネル 

(a) 変位節点 

 

uj 

vj 

a 

3 

2 

b 

5 

7 8 

1 

4 

6 

 
(b) 応力節点 

 

 ix 

 iy 

a 

1 

3 

2 

4 

b 

5 

6 
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単位パネルの四隅の変位から，これらの節点及び中間節点の応力は次の算式より求まる。 
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--
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--
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ç
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3
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2

2
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1

6

*
6

*
6

5

*
5

*
5

4

*
4

*
4

3

*
3

*
3

2

*
2

*
2

1

*
1

*
1

/6//6/0/0/00000000
/2/12/2/12/20/2000000000
/2/12/2/12/20/2000000000

0/0//6//6/00000000
/20/20/2/12/2/1200000000
/20/20/2/12/2/1200000000
/60000000/6/200000/2

0/12000000/4/120000/40
0/12000000/4/120000/40
00/60000000/6/20/200
000/12000000/4/12/4000
000/12000000/4/12/4000
0000/6000000/2/6/200
00000/120000/40/4/1200
00000/120000/40/4/1200
000000/600/20000/6/2
0000000/12/400000/4/12
0000000/12/400000/4/12

v
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v
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v
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v
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v
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v
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bababb
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( ) T

yxyx ),,,,,,( 6
*
6

*
61

*
1

*
1

* tsstsss L=
：要素応力ベクトル 

( ) T
yxyx vuvuu ),,,,( 8811 L=

：局部節点変位ベクトル 
*
xs 及び *

ys が共に圧縮応力の場合，応力 xs 及び ys は以下の修正によって求める。 

91.0/)3.0(

91.0/)3.0(
**

**

xyy

yxx

sss

sss

-=

-=

 
圧縮応力が ** 3.0 xy ss < を満たす場合： 0=ys 及び *

xx ss =  

圧縮応力が ** 3.0 yx ss < を満たす場合： 0=xs 及び *
yy ss =  

この場合，応力ベクトルは次式で表される。 
( ) T

yxyx ),,,,,,( 666111 tsstsss L=
 

各座屈荷重ケースに対する座屈応力及び端部応力比は以下によって与えられる。

・ LC1： 縦方向圧縮 

 
ø

ö
ç
è

æ +++
=

2
,

2
,

2
max 325641 xxxxxx

l
ssssss

s  

( )xxxxxxl 2365143
1 sssssss -+-+-=D  

llx sss D+= 5.0  

xlx ssy /1 D-=  

・ LC2： 横方向圧縮 

å
=

=
6

16
1

i
iyt ss  

( )yyyyt 32412
1 sssss ++--=D  

tty sss D+= 5.0  

yty ssy /1 D-=  

・ LC5： せん断 

þ
ý
ü

î
í
ì ++++++

=
4

,
4

max 65326541 tttttttt
t  

 

－251－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  7章  付録2）



8 章 構造詳細の疲労評価 

1 節 通則 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本章の規定は，長さ LCSR-B が 150m 以上の船舶に適用するもので，北大西洋を 25 年間航行することを想定している。

1.1.2
本章の規定は，波浪荷重の変動により生じる疲労評価に適用する。振動により生じる疲労，低サイクル荷重又はスラミ

ングなどの衝撃荷重による疲労評価については，本章では取り扱わない。

1.1.3
本章の規定は，最小降伏応力が 400N/mm2 未満の鋼材を用いる場合に適用する。

1.2 ネット寸法

1.2.1
本章で扱う全ての寸法及び応力は，3 章 2 節に規定するネット寸法とする。

1.3 対象部材

1.3.1
貨物倉エリア内の表 1 に示すすべての部材の継手及び部位について，疲労強度評価を行わなければならない。

 
表 1 疲労強度評価部材及び部位 

部材 詳細 

下部スツール斜板又は垂直板との継手 
内底板 

ホッパタンク斜板との継手 

二重船殻縦通隔壁板 ホッパタンク斜板との継手 

下部スツール斜板との継手 
横置隔壁板 

上部スツール斜板との継手 

単船側ばら積貨物船の倉内肋骨 上部及び下部ウィングタンクとの継手 

ウェブフレーム及び横隔壁における縦通防撓材との継手 
二重船側区画内の防撓材 

水平桁又は類似の部材における垂直防撓材との継手 

上部及び下部ウィングタンクにおける防撓材 横桁部材及び横隔壁における縦通防撓材との継手 

二重底における防撓材 肋板及び下部スツール又は横隔壁部の肋板における縦通防撓

材との継手 

ハッチコーナー ハッチコーナーの縁部 

 

2. 定義 

2.1 ホットスポット

2.1.1
ホットスポットとは，疲労き裂が発生する可能性がある箇所をいう。 
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2.2 公称応力

2.2.1
公称応力とは，構造体の幾何学的形状の影響を考慮した構造要素内の応力で，構造的不連続部と溶接部の存在による応

力集中を無視した応力とする。

公称応力は 7章 4節に規定する貨物倉全体を対象とした有限要素解析又は 4節に規定する簡易的な手法で得なければな

らない。

2.3 ホットスポット応力

2.3.1
ホットスポット応力は，ホットスポット位置での局部応力として定義する。ホットスポット応力は，溶接部の影響を除

く，継ぎ手の幾何学的形状による構造的不連続部の影響が考慮される。

ホットスポット応力は，7 章 4 節に規定する詳細有限要素解析により得るか又は 4 節に規定する応力集中係数を公称応

力に乗じて得なければならない。

2.4 ノッチ応力

2.4.1
ノッチ応力は，溶接部の存在と構造的幾何学形状による応力集中を考慮した溶接止端部でのピーク応力として定義する。

ノッチ応力はホットスポット応力に 2 節 2.3.1 の表 1 に規定する疲労ノッチ係数を乗じて得なければならない。 

3. 積付 

3.1 積付状態

3.1.1
考慮すべき積付状態は，船の種類に応じ表 2 による。4 章付録 3 に示す標準積付状態を考慮しなければならない。

 
表 2 積付状態 

満載状態 バラスト状態 
船の種類 

均等積付 隔倉積付 ノーマルバラスト ヘビーバラスト 

BC-A ü ü ü ü 

BC-B ü - ü ü 

BC-C ü - ü ü 

3.2 荷重ケース

3.2.1 荷重ケース

それぞれの積付状態に対し，考慮すべき荷重ケースは 4 章 4 節 2 に定義されるように，以下の荷重ケースとする。

(a) 等価設計波 H に相当する H1 及び H2 （向い波）

(b) 等価設計波 F に相当する F1 及び F2 （追い波）

(c) 等価設計波 R に相当する R1 及び R2 （横波）

(d) 等価設計波 P に相当する P1 及び P2 （横波）

3.2.2
ハッチコーナー部の疲労評価では，4 章 3 節 3.4 に規定する波浪捩りモーメントを考慮した斜め波のみを考慮しなけれ

ばならない。

3.2.3 支配的な荷重ケース

上述した荷重ケースとそれぞれの積付状態における上述の荷重ケースのうち，応力範囲が最大となる支配的な荷重ケー

スとする。
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2 節 疲労強度評価 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

i ： 4 章 4 節に規定する荷重ケースの H ， F ， R 及び P を示す添字。 i1  は荷重ケース H1 ， F1 ， R1 

及び P1 を示し，また， i2  は荷重ケース H2 ， F2 ， R2 及び P2 を示す。 

(k) ： 1 節の表 2 に定義する積付状態の「均等積付」，「隔倉積付」，「ノーマルバラスト」，「ヘビーバラスト」

を示す添字。 
)(, kiWsD  ： 積付状態 (k) で荷重ケース i におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）。 

)(, kimeans  ： 積付状態 (k) で荷重ケース i における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）。 

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節は，本章の疲労強度評価のための線形累積被害度の計算手順を示す。

1.1.2
疲労強度は，等価ホットスポット応力範囲に疲労ノッチ係数を乗じて得られる等価ノッチ応力範囲に基づき評価される。

1.1.3
主要部材，縦通防撓材の継手部及びハッチコーナーのホットスポット応力範囲及びホットスポット平均応力は，3 節，

4 節及び 5 節によりそれぞれ評価されなければならない。 

1.1.4 主要部材と縦通防撓材の継手部

支配的な荷重ケース及び“状態 1”の積付状態は，それぞれ 2.1 及び 2.2 で求められる。2.3.2 の規定による等価ホット

スポット応力範囲は，3 節又は 4 節で求められる各積付状態における支配的な荷重ケースでのホットスポット応力範囲を

用いて計算しなければならない。

1.1.5 ハッチコーナー

2.3.2 の規定による等価ホットスポット応力範囲は，5 節で求められるホットスポット応力範囲を用いて計算しなければ

ならない。 

2. 等価ノッチ応力範囲 

2.1 支配的な荷重ケース

2.1.1
疲労評価におけるそれぞれの積付状態での支配的な荷重ケース I は，1 節 3.2.1 に規定する荷重ケース H ， F ， R 

及び P のうち検討部材に対する組合せ応力範囲が最大となる荷重ケースとする。 
{ })(,)(, max kiW

i
kIW ss D=D  

)(, kiWsD  ： 3 節 2.1.1，2.2.1 又は 4 節 2.3.1 において定義される組合せホットスポット応力範囲（N/mm2）。 

I ： 積付状態 (k) における支配的な荷重ケースを示す添字。 

2.2 「状態 1」の積付状態

2.2.1
「状態 1」は，1 節の表 2 に規定する積付状態である「均等積付」，「隔倉積付」，「ノーマルバラスト」，「ヘビーバラス

ト」において，以下の式で計算される検討部材の引張応力が最大となる積付状態である。 

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì D

+=
2

max )(,
)(,1max,

kIW
kImean

k

s
ss  
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)(, kImeans  ： 2.1.1 に定義する積付状態 (k) での支配的な荷重ケースにおける構造的ホットスポット平均応力

（N/mm2）。 
)(, kIWsD  ： 2.1.1 に定義する積付状態 (k) での支配的な荷重ケースにおけるホットスポット応力範囲（N/mm2）。 

2.2.2
2.2.1 に従った「状態 1」の決定後は，その状態に対応する積付状態は，添字“j”を 1 にしなくてはならない。

2.3 等価ノッチ応力範囲

2.3.1 等価ノッチ応力範囲

各積付状態に対する等価ノッチ応力範囲（N/mm2）は次の算式による。 
jequivfjeq K ,, ss D=D  

jequiv,sD  ： 2.3.2 より得られる積付状態 j における等価ホットスポット応力範囲（N/mm2） 

Kf ： 表 1 に規定する疲労ノッチ係数  
 

表 1 疲労ノッチ係数 

対象 
溶接部グラインディング 

処理を施さない場合 

溶接部グラインディング 

処理を施す場合 

（防撓材及び角回し溶接*1 に対し

ては適用不可） 

突合せ溶接継手 1.25 1.10 

隅肉溶接継手 1.30 1.15 *2 

非溶接部 1.00 - 

備考：

*1 角回し溶接とは，隅肉溶接の延長として，部材端部を囲む溶接をいう。

*2 十分な開先を取った溶接又は完全溶け込み溶接にのみ適用される。 

グラインディング処理を施す箇所においては，品質の判断基準と同様に，グラインディングの範囲，表面の滑らか

さ，処理後の溶接形状並びにグラインディングの施工者の技量を含む全ての詳細を本会に提出し，承認を得なけれ

ばならない。

グラインディング処理は回転式の研磨装置を使用し，溶接止端部のきずを除去するために板の表面より深くまで処

理することが望ましい。また，グラインディング処理を施す箇所には，効果的な腐食防止対策を講じなければなら

ない。

溶接部グラインディング処理を施す場合は，目視可能なアンダカットが溶接止端部にある場合，その底部から少な

くとも 0.5mm の深さまで板の表面を処理することを含めて，溶接止端部が滑らかにくぼんだ形状にすること。い

かなる溝の深さも最小限にとどめなければならない。また，原則として 1mm 以内とすること。

いかなる場合もグラインディング深さは 2mm 又はグロス板厚の 7%のいずれか小さい方の値未満とすること。ホッ

トスポット位置の各側において，グラインディング処理の範囲はロンジスペースの 0.5 倍，もしくはフレームスペ

ースの 0.5 倍までとしなければならない。 

2.3.2 等価ホットスポット応力範囲

各積付状態に対する等価ホットスポット応力範囲（N/mm2）は次の算式による。 
jWjmeanjequiv f ,,, ss D=D  

fmean, j ： 平均応力に対する修正係数で，次による。 

・ ハッチコーナーに対して： fmean, j = 0.77

・ 主要部材及び縦通防撓材の継手部に対し，各状態“j”に対応する修正係数は次による： 

( )
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ

D
-

+=
-

25.0

,

,
4

, 4
10ln

2
1,0max,4.0max

jW

jm
jmeanf

s
s

 

l,ms  ： 状態 1 における局部ホットスポット平均応力で，次の算式による。 
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eHW R5.26.0 1, ³Ds の場合： 1,1, 18.0 Wm ss D-=  

eHW R5.26.0 1, <Ds の場合で， 

1,1,6.0 meanreseHW R sss -->D の場合： 1,1, 6.0 WeHm R ss D-=  

1,1,6.0 meanreseHW R sss --£D の場合： resmeanm sss += 1,1,  

jm,s  ： 状態 j における局部ホットスポット平均応力で，次の算式による。 

eHjW R³D ,24.0 s の場合： jWjjm ,)1(, 18.0 ss D-=¹  

eHjW R<D ,24.0 s の場合で， 

jmeanmeanmeHjW R ,1,1,,24.0 ssss +-+>D
の場合： jWeHjjm R ,)1(, 24.0 ss D+-=¹  

jmeanmeanmeHjW R ,1,1,,24.0 ssss +-+£D
の場合： jmeanmeanmjjm ,1,1,)1(, ssss +-=¹  

jmean,s  ： 状態 j における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）。 

ress  ： 残留応力（N/mm2）で，次による。 
・ 防撓材端部継手部に対して： ress  = 0.25 ReH  
・ 非溶接部及び主要支持部材（十字継手又は突合せ溶接継手）に対して： ress  = 0 

3. 疲労被害度計算 

3.1 等価ノッチ応力範囲の修正

3.1.1
等価ノッチ応力範囲は次の算式により修正しなければならない。 

jeqthickmaterialcoatjE fff ,, ss D=D  

fcoat ： 腐食環境に対する修正係数で，次による。 

fcoat = 1.05 ：バラストタンク及び燃料油タンクに対して

fcoat = 1.03 ：粒状乾貨物倉及び空所に対して 

fmaterial ： 材料に対する修正係数で，次の算式による。 

eH
material R

f
+

=
965

1200  

fthick ： 板厚に対する修正係数で，ハッチコーナー，平鋼及び球平型鋼では 1.0 とし，これら以外の箇所につい

ては次による。 

22³t の場合 
25.0

22
 
ø
ö

ç
è
æ=

tfthick  mm 

t < 22 の場合 fthick = 1.0  mm 

t ： 検討部材のネット板厚で，防撓材の場合には面材のネット板厚（mm）。 
jeq,sD ： 2.3.1 で定義される等価ノッチ応力範囲（N/mm2）。 

3.2 長期応力範囲分布

3.2.1
組合せノッチ応力範囲の長期分布の累積確率密度関数は，以下に示す 2 母数ワイブル分布とする。 

( )
ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ

D
--= R

jE
NxxF lnexp1)(

,

x

s
 

x  ： ワイブル形状パラメータで，1.0 とする。 

NR ： 繰返し数で，104 とする。 

3.3 基本的な疲労被害度

3.3.1
各積付条件に対する疲労被害度は，次式による。 

( ) ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø

ö
çç
è

æ
++ 

ø

ö
çç
è

æ
+= - vvv 

N

 
K
N

D
R

jELj
j ,17,14

ln
3

4

4
,

x
g

x
sa x

x  

K ： S-N 線図に関するパラメータで，1.014×1015 とする。 
ja  ： 係数で，ハッチコーナーに対しては 1.0 とし，主要部材及び縦通防撓材の継手部に対しては，積付状態
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に応じて表 2 に規定する値とする。 

NL ： 船舶の設計寿命に対する繰返し総数で，次式による。 

BCSR

L
L L

TN
-

=
log4

85.0  

TL ： 船舶の寿命の 25 年に相当する設計寿命（秒）で，7.884×108（秒）とする。 

R
jE

N
 

v ln3.100

,

x

s  
ø

ö
ç
ç
è

æ
=  

( ) 及び ( )g は，それぞれ第 2 種不完全ガンマ関数及び第 1 種不完全ガンマ関数とする。 

 
表 2 積付状態に応じた係数 ja  

 積付状態 BC-A BC-B，BC-C 

均等積付状態 0.6 0.7 

隔倉積付状態 0.1 --- 

ノーマルバラスト状態 0.15 0.15 
mL    BCSR 200<-  

ヘビーバラスト状態 0.15 0.15 

均等積付状態 0.25 0.5 

隔倉積付状態 0.25 --- 

ノーマルバラスト状態 0.2 0.2 
mL     BCSR 200³-  

ヘビーバラスト状態 0.3 0.3 
 

4. 疲労強度基準 

4.1 累積疲労被害度

4.1.1
組合せ等価応力で計算された累積疲労被害度 D は，以下の評価基準を満足しなければならない。 

0.1£= å
j

jDD  

Dj ： 各積付状態 j における疲労被害度 
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3 節 主要部材の応力評価 

記号 

本節で定義されていない記号は，1 章 4 節を参照すること。

i ： 4 章 4 節に規定する荷重ケースの H ， F ， R 及び P を示す添字。 i1 は荷重ケース H1 ， F1 ， R1 

及び P1 を示し，また， i2 は荷重ケース H2 ， F2 ， R2 及び P2 を示す。 

(k) ： 1 節の表 2 に定義する積付状態の 均等積付 ， 隔倉積付 ， ノーマルバラスト ， ヘビーバラスト を示

す添字。 
)(, kiWsD  ： 積付状態 (k) で荷重ケース i におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）。 

)(, kimeans  ： 積付状態 (k) で荷重ケース i における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）。 

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
主要部材のホットスポット応力範囲及び構造的ホットスポット平均応力は，7 章 4 節の規定及び本節の規定により評価

しなければならない。 

2. ホットスポット応力範囲 

2.1 直接法による応力範囲

2.1.1
積付状態 (k) の荷重ケース i におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）は，次の算式による。 

)(2,)(1,)(, kiWkiWkiW sss -=D  

)(1, kiWs ， )(2, kiWs  ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，7 章 4 節に規定する詳細有限要素モデ

ルを用いた直接法により得られるホットスポット応力（N/mm2）。 

2.2 間接法による応力範囲

2.2.1 ホットスポット応力範囲

積付状態 (k) の荷重ケース i におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）は，次の算式による。 

( ) ( ))(2,)(2,)(1,)(1,)(, kiLWkiGWkiLWkiGWkiW sssss +-+=D  

)(1, kiLWs ， )(2, kiLWs  ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，7 章 4 節に規定する詳細有限要素モ

デルを用いた間接法により得られる局部荷重に基づくホットスポット応力（N/mm2）。 
)(1, kiGWs ， )(2, kiGWs  ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，2.2.2 に基づき得られる縦曲げモー

メントによるホットスポット応力。（N/mm2）。 

2.2.2 縦曲げモーメントよる応力

積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 におけるハルガーダホットスポット応力（N/mm2）は，次の算式による。 
( )2,1)(,,,,)(, =-= jCC kWHjiWHjiWVjiWVkjiGW sss  

CWV, i1，CWV, i2，CWH, i1，CWH, i2 ： 4 章 4 節 2.2 に規定する，各荷重ケースに対する組合せ荷重係数 
1,iWVs  ： 波浪縦曲げモーメントにより生じる，サギング状態における公称ハルガーダ応力（N/mm2）。 

( ) 3,
1, 10--

=
Y

SWV
iWV I

NzM
s  

2,iWVs  ： 波浪縦曲げモーメントにより生じる，ホギング状態における公称ハルガーダ応力。（N/mm2）。 
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( ) 3,
2, 10--

=
Y

HWV
iWV I

NzM
s  

MWV, H，MWV, S ： 4 章 3 節 3.1.1 に規定する，ホギング及びサギング状態における波浪縦曲げモーメント（kN-m）

で，fp = 0.5 とする。 

N ： 5 章 1 節に規定する，基線から水平中性軸までの垂直距離（m）。

z ： 基線から検討位置までの垂直距離（m）。 
)(, kWHs  ： 波浪水平曲げモーメントにより生じる，公称ハルガーダ応力（N/mm2）。 

3)(,
)(, 10-=

Z

kWH
kWH I

yM
s  

MWH, (k)： 4 章 3 節 3.3.1 に規定する，積付条件 (k) における波浪水平曲げモーメント（kN-m）で，fp = 0.5 とする。 

y ： 船体横断面の垂直中性軸から検討位置までの距離（m）で，左舷を正，右舷を負とする。 

IY，IZ ： 5 章 1 節に規定する，水平軸中性及び垂直中性軸における，船体横断面のネット慣性モーメント（m4） 

3. ホットスポット平均応力 

3.1 直接法による平均応力

3.1.1
積付状態 (k) の荷重ケース i における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）は，次の算式による。 

2
)(2,)(1,

)(,
kiWkiW

kimean
ss

s
+

=  

3.2 間接法による平均応力

3.2.1 ホットスポット平均応力

積付状態 (k) で荷重ケース i における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）は，次の算式による。 

2
)(2,)(1,

)(,)(,
kiLWkiLW

kGSkimean
ss

ss
+

+=  

),(kGSs  ： 積付状態 (k) において，3.2.2 に基づき得られる静水中縦曲げモーメントによるホットスポット平均応

力（N/mm2）。 
)(1, kiLWs ， )(2, kiLWs  ： 2.2.1 の規定による。 

3.2.2 静水中縦曲げモーメントによる応力

積付状態 (k) における静水中縦曲げモーメントによるホットスポット応力（N/mm2）は，次の算式による。 
( ) 3)(,

)(, 10--
=

Y

kS
kGS I

NzM
s  

MS, (k) ： 4 章 3 節 2.2 に規定する積付状態による，静水中縦曲げモーメント（kN-m）。設計静水中縦曲げモーメ

ントを初期設計の段階で定められない場合，各積付状態における次の算式によることができる。

均等積み： ( ) SSWMSS MFM ,1, 5.0-=  

隔倉積み： ( ) HSWMSS MFM ,2, =  

ノーマルバラスト： ( ) HSWMSS MFM ,3, =  

ヘビーバラスト ：

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

î

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

í

ì

£< 
ø

ö
çç
è

æ
-

£< 
ø

ö
çç
è

æ
-

£< 
ø

ö
çç
è

æ
--

£< 
ø

ö
çç
è

æ
--

£< 
ø

ö
çç
è

æ
-

£<

=

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

-
-

BCSRBCSRHSW
BCSR

BCSRBCSRHSW
BCSR

BCSRBCSRSSW
BCSR

BCSRBCSRSSW
BCSR

BCSRBCSRHSW
BCSR

BCSRHSW
BCSR

S

LxLM
L

x

LxLM
L

x

LxLM
L

x

LxLM
L

x

LxLM
L

x

LxM
L

x

M

85.0;166.2

85.07.0;7.066.2

7.05.0;7.05.3

5.03.0;3.05.3

3.015.0;3.066.2

15.00;66.2

,

,

,

,

,

,

)4(,  
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MSW, H，MSW, S ： ホギング及びサギング状態における許容静水中縦曲げモーメント（kN-m）。

FMS ： 4 章 3 節の図 2 による分布係数。 
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4 節 防撓材の応力評価 

記号 

本節で規定されない記号については，1 章 4 節による。

i ： 4 章 4 節に規定する荷重ケースの H ， F ， R 及び P を示す添字。 i1 は荷重ケース H1 ， F1 ， R1 

及び P1 を示し，また， i2 は荷重ケース H2 ， F2 ， R2 及び P2 を示す。 

(k) ： 1 節の表 2 に定義する積付状態の 均等積付 ， 隔倉積付 ， ノーマルバラスト ， ヘビーバラスト を示

す添字。 
)(, kiW s  ： 積付状態 (k) で荷重ケース i におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）。 

)(, kimeans  ： 積付状態 (k) で荷重ケース i における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）。 

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
縦通防撓材のホットスポット応力範囲及び構造的ホットスポット平均応力は，本節の規定により評価しなければならな

い。

1.1.2
縦通防撓材のホットスポット応力範囲及び構造的ホットスポット平均応力は，防撓材端部継手部の構造タイプ及び次の

位置を考慮して，防撓材の面材で評価しなければならない。

(1) 相対変位による追加のホットスポット応力を考慮しなくて差し支えない，貨物倉の横隔壁又はスツール部にない横

桁又は肋板。縦通防撓材端部継手は表 1 で定義される。横桁又は肋板が水密の場合，表 1 で規定する Kgl及び Kgh

の代わりに，表 2 で規定する Kgl及び Kgh を考慮しなければならない。 

(2) 相対変位による追加のホットスポット応力を考慮しなければならない，貨物倉の横隔壁又はスツール部における横

桁又は肋板。縦通防撓材端部継手は表 2 で定義される。貨物倉の横隔壁又はスツール部における横桁又は肋板が水

密でない場合，表 2 で規定する Kgl及び Kgh の代わりに，表 1 で規定する Kgl及び Kgh を考慮しなければならない。 

2. ホットスポット応力範囲 

2.1 直接法による応力範囲

2.1.1
各積付状態の各荷重ケース H ， F ， R 及び P におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）は，3 節 2.1 により得ら

れる。

2.2 間接法による応力範囲

2.2.1
各積付状態の各荷重ケース H ， F ， R 及び P におけるホットスポット応力範囲（N/mm2）は，3 節 2.2 により得ら

れる。

2.3 簡易手法による応力範囲

2.3.1 ホットスポット応力範囲

積付状態 (k) の荷重ケース i における変動荷重によるホットスポット応力範囲（N/mm2）は，次式により算定しなけれ

ばならない。 
( ) ( ))(2,)(2,2)(2,1)(2,)(1,)(1,2)(1,1)(1,)(, kidkiWkiWkiGWkidkiWkiWkiGWkiW sssssssss +-+-+-+=D  

)(1, kiGWs ， )(2, kiGWs  ： 2.3.2 に規定する，縦曲げモーメントによる応力 
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)(1,1 kiWs ， )(2,1 kiWs  ： 防撓材側に圧力が負荷される場合における波浪変動圧又は慣性圧力による応力

 )(, kijLWs ， )(, kijCWs 及び )(, kijLCWs で，考慮している状態に応じて定まる。 

)(1,2 kiWs ， )(2,2 kiWs  ： 防撓材の反対側に圧力が負荷される場合における波浪変動圧又は慣性圧力による応

  力 )(, kijLWs ， )(, kijCWs 及び )(, kijLCWs で，考慮している状態に応じて定まる。 

)(1, kiLWs ， )(2, kiLWs  ： 2.3.3 に規定する，波浪外圧による応力 

)(1, kiCWs ， )(2, kiCWs  ： 2.3.4 に規定する，液体貨物荷重による応力 

)(1, kiLCWs ， )(2, kiLCWs  ： 2.3.5 に規定する，粒状乾貨物荷重による応力 

)(1, kids ， )(2, kids  ： 2.3.6 に規定する，スツール部における肋板又は横隔壁の相対変位による応力 

2.3.2 縦曲げモーメントによる応力

積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 におけるハルガーダホットスポット応力（N/mm2）は，次式により算定しなけ

ればならない。 
( ) ( )2,1)(,,,,)(, =-= jCCK kWHjiWHjiWVjiWVghkjiGW sss  

Kgh ： 公称ハルガーダ応力に対する幾何学的応力集中係数で，1.1.2(1) 及び 1.1.2(2) に規定する縦通防撓材端

 部継手に対して，それぞれ表 1 及び表 2 で定義する。応力集中係数は有限要素解析により直接評価して

 差し支えない。 

CWV, i1，CWV, i2，CWH, i1，CWH, i2 ： 4 章 4 節 2.2 に規定する，各荷重ケースに対する組合せ荷重係数 
1,iWVs ， 2,iWVs ， )(, kWHs  ： 3 節 2.2.2 に規定する，公称ハルガーダ応力（N/mm2） 

2.3.3 波浪外圧による応力

積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 における，波浪外力によるホットスポット応力（N/mm2）は，次式により算定

しなければならない。 

( )2,110
12

66
1

3
2

2
2

)(,

)(, =
 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+-

= j
w

xx
spKK ff

kjiCWsgl

kjiLW

ll
l

s  

ïî

ï
í
ì

³-

<
=

ïî

ï
í
ì

³

<
=

5.0;)12(

5.0;0

5.0;

5.0;2

)(2,)(2,)(2,

)(2,
)(2,

)(1,)(1,

)(1,)(1,)(1,
)(1,

kiNEkiWkiNE

kiNE
kiCW

kiNEkiW

kiNEkiWkiNE
kiCW

CpC
C

p

Cp
CpC

p

 

pW, i j(k) ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 における，fp = 0.5 の場合の波浪変動圧（kN/m2）で，4 章 5 節

1.3，1.4 及び 1.5 の規定による。検討部材の位置が水線より上部にある場合，波浪変動圧は水線上の

圧力とする。 

Kgl ： 面外荷重に対する幾何学的応力集中係数で，1.1.2(1) 及び 1.1.2(2) に規定する縦通防撓材端部継手に

対して，それぞれ表 1 及び表 2 で定義する。応力集中係数は有限要素解析により直接評価して差し支

えない。 

Ks ： 防撓材形状による幾何学的応力集中係数で，次式による。 

 
( ) 3

22

1011
2

1 -

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø

ö
çç
è

æ
+-

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
+=

a

b

fb

f
s w

w
b
b

w
bat

K  

a，b ： 図 1 に規定する，面材の偏心量（mm）。山形鋼に対しては， b はウェブのネット板厚の半分とする。

tf，bf ： 図 1 に規定する，面材の板厚及び幅（mm）。

wa，wb ： 防撓材の取り付け板を除いた，A 及び B における防撓材の Z 軸と平行な中性軸に関するネット断面

係数（cm3）（図 1 参照） 

 

－262－

（2015 鋼船規則  CSR-B編  8章  4節）



図 1 防撓材断面のパラメータ 
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CNE, i j(k) ：積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 における，波浪外力範囲の非線形性に対する修正係数で，

次式による。 

縦通防撓材がある個所の z 座標が，
g

p
Tz

WLkijW
kLC r

),(,
)( -> の場合： 

( )
ú
ú
ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê
ê
ê

ë

é

  
 
 
 
 

ø

ö

çç
ç
ç
ç
ç

è

æ

-

+-
-=

-

5.2

5.2
1),(,

),(,
)(

)(,

5.0ln

exp

g

p
g

p
Tz

C
WLkijW

WLkijW
kLC

kijNE

r

r  

縦通防撓材がある個所の z 座標が，
g

p
Tz

WLkijW
kLC r

),(,
)( -£ の場合： 

CNE,ij(k) = 1.0 
TLC(k) ： 考慮している積付状態 (k) における喫水（m）

pW, i j(k), WL ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 における水線での波浪変動圧（kN/m2）

z ： 検討位置の z 座標（m）

s ： 防撓材間隔（m） 
l  ： 図 2 に示す防撓材の長さ（m）。長さは防撓材の深さの半分に等しい防撓材の面材の位置からブラケッ

ト終端までの距離とする。 
xf ： 長さ l の終点からホットスポットまでの最小距離（m）（図 2 参照）。 

w ： 考慮している防撓材のネット断面係数（cm3）。断面係数 w は次の算式で得られる防撓材の取り付け板

の有効幅 se（m）を考慮して求めなくてはならない。 

( )
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図 2 縦通防撓材のホットスポット位置及び長さ 
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2.3.4  液体貨物荷重による応力

積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 における液体貨物荷重によるホットスポット応力（N/mm2）は，次式により算

定しなければならない。 

( )2,110
12

66
1

3
2

2
2

)(,)(,

)(, =
 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+-

= j
w

xx
spCKK ff

kjiBWkjiNIsgl

kjiCW

ll
l

s    

pBW, i j(k) ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，4 章 6 節 2.2 に規定する，fp = 0.5 の場合の液体

貨物による慣性圧力（kN/m2）。考慮する荷重評価点が燃料油，その他の油又は清水タンクに位

置する場合，タンク頂板付縦通防撓材においては慣性圧力を考慮しない。考慮する部材が，トリ

ム及び横傾斜が無い状態において液体表面より上にある場合，慣性圧力は液体表面での圧力とし

なければならない。 

CNI, i j(k) ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，液体貨物による慣性圧力範囲の非線形性に対

する修正係数で，次式による。 

縦通防撓材がある個所の z 座標が，
g

p
zz SFkjiBW

SF r
),(,

-> の場合： 
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縦通防撓材がある個所の z 座標が，
g

p
zz SFkjiBW

SF r
),(,

-£ の場合： 

0.1)(, =kijNIC  

zSF ： 液体表面の z 座標（m）。一般的には 4 章 6 節で規定する zTOPとする。考慮する荷重評価点が燃料油，

その他の油又は清水タンクに位置する場合，タンク半分の高さまでの距離とする。 

z ： 検討位置の z 座標（m）

pBW, i j(k), SF ： 積付状態 (k) で荷重ケース i1 及び i2 において，液体表面における液体貨物による慣性圧力

（kN/m2）。4 章 6 節 2.2.1 による慣性圧力の計算上，参照点の x 及び y 座標はタンク頂板に代わ

り液体表面とする。 

Kgl，Ks： 2.3.3 に規定する応力集中係数 

2.3.5 粒状乾貨物荷重による応力

積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，粒状乾貨物荷重によるホットスポット応力（N/mm2）は，次式によ

り算定しなければならない。 
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pCW, i j(k) ：積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，4 章 6 節 1.3 に規定する，fp = 0.5 の場合の粒状乾貨

物による慣性圧力（kN/m2）。ただし，ばら積貨物密度 Cr は 4 章付録 3 の規定による。 

2.3.6 横隔壁又はスツール部における肋板又は横隔壁の相対変位による応力

1.1.2(2)に規定する縦通防撓材端部継手に対して，積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，スツール部におけ

る肋板又は横隔壁と隣接する横桁又は肋板との間の取り付け板に垂直な方向の相対変位による追加のホットスポット応

力（N/mm2）は，次式により算定しなければならない。 
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)(,)(,

)(,)(,
)(, fKK

aKK

kijfdAfdAkijfdFfdF

kijadAadAkijadFadF
kijd ss

ss
s  (j = 1, 2) 

a，f   ： 表 2 に示す，検討位置を示す添字。 

A，F ： 表 2 に示す，相対変位が生じる横桁又は肋板の，前方（ F ）及び後方（ A ）という方向を示す添字。

（図 3 参照） 
)(, kijadF -s ， )(, kijadA-s ， )(, kijfdF -s ， )(, kijfdA-s  ：積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，スツール部

における肋板又は横隔壁と前方( F ) 及び後方( A )にある横桁又は肋板の間の相対変位による a 及

び f  における追加の応力（N/mm2）。 
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)(, kijFd ， )(, kijAd ： 積付状態 (k) の荷重ケース i1 及び i2 において，スツール部における肋板又は横隔壁と前方

（ F ）及び後方（ A ）にある横桁又は肋板の間の取り付け板に垂直な方向の相対変位（mm）

（図 3 参照） 
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(a) スツール部における肋板を貫通する縦通防撓材 

相対変位は，スツールの前方（ F ）及び後方（ A ）にある肋板で計測する，スツール

基部での防撓材端部継手を通る線に対する縦通防撓材の相対変位として規定される。 

(b) (a)以外の縦通防撓材 

相対変位は，横隔壁の前方（ F ）及び後方（ A ）にある肋板で計測する，元の位置に

対する縦通防撓材の相対変位として規定される。評価点において，相対変位による縦通

防撓材の面材における応力が引張りとなる場合，相対変位の符号を正とする。 

 
図 3 相対変位の定義（船側縦通肋骨の例） 

 

 
IF，IA ： 前方（ F ）及び後方（ A ）の縦通防撓材のネット慣性モーメント（cm4）

KdF-a，KdA-a，KdF-f，KdA-f ：表 2 に定義する，横隔壁と前方（ F ）及び後方（ A ）の横桁又はスツール部におけ

る肋板との間の相対変位による a 及び f  での防撓材端部継手部の応力集中係数。検

討する端部の詳細形状が表 2 に定義されていない場合，応力集中を有限要素解析によ

り直接評価することができる。 

Fl ， Al  ： 図 2 に示す，前方（ F ）及び後方（ A ）での縦通防撓材の長さ（m） 

xfF，xfA ： Fl 及び Al の終点からホットスポットまでの最小距離（m）（図 2 参照） 

3. ホットスポット平均応力 

3.1 直接法による平均応力

3.1.1
各積付状態における，直接法による構造的ホットスポット平均応力は 3 節 3.1 の規定により得られる（N/mm2）。

3.2 間接法による平均応力

3.2.1
各積付状態における，間接法による構造的ホットスポット平均応力は 3 節 3.2 の規定により得られる（N/mm2）。

3.3 簡易手法による平均応力

3.3.1 ホットスポット平均応力

荷重ケース i に関わらず，積付状態 (k) における構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）は，次式により算定しなけ

ればならない。 
)(,)(,2)(,1)(,)(, kdSkSkSkGSkmean sssss +-+=  

)(, kGSs  ： 3.3.2 に規定する，静水中縦曲げモーメントによる応力 

)(,1 kSs  ： 防撓材と同じ側に静圧が作用した時の応力で，3.3.3 から 3.3.5 に規定する応力を考慮している状

態に応じて定まる。 

)(,2 kSs  ： 防撓材と反対側に静圧が作用した時の応力で，3.3.3 から 3.3.5 に規定する応力を考慮している状

態に応じて定まる。 
)(, kdSs  ： 3.3.6 に規定する，静水中における横隔壁の相対変位による応力 

  

Trans.   T.BHD   Trans.   

a f 

   

d A d F 

横桁  横桁   横隔壁 

前方 
  

後方 
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3.3.2 静水中縦曲げモーメントによる応力

積付状態 (k) における静水中縦曲げモーメントによるホットスポット応力（N/mm2）は，次式により算定しなければな

らない。 
( ) 3)(,

)(, 10--
=

Y

kS
ghkGS I

NzM
Ks  

MS, (k) ： 3 節 3.2.2 に規定する，静水中縦曲げモーメント（kN-m） 

3.3.3 静水外圧及び波浪変動圧による応力

積付状態 (k) における，静水外圧及び波浪変動圧によるホットスポット応力（N/mm2）は，次式により算定しなければ

ならない。 
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pS, (k)   ： 4 章 5 節 1.2 に規定する，積付状態 (k) における静水外圧（kN/m2）

pCW , i j(k) ： 積付状態 (k) の荷重ケース (i1) 及び (i2) において，2.3.3 に規定する，fp=0.5 の場合の修正波浪外圧

（kN/m2） 

i  ： 2 節 2.1.1 に規定する荷重ケースを示す添字。ただし，平均応力を計算する場合は， I を用いなけれ

ばならない。 

3.3.4 液体貨物の静圧による応力

積付状態 (k) における，液体貨物の静圧による構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）は，次式により算定しなけれ

ばならない。 
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pCS ,(k) ： 4 章 6 節 2.1 に規定する，積付状態 (k) における液体貨物の静圧（kN/m2） 

考慮する荷重評価点が燃料油，その他の油又は清水タンクに位置する場合，4 章 6 節に規定する dAP及び PPVは 0 とし，

4 章 6 節 2.1 に規定する zTOPは，2.3.4 に規定する zSFとしなければならない。 

3.3.5 粒状乾貨物の静圧による応力

積付状態 (k) における，粒状乾貨物の静圧による構造的ホットスポット平均応力（N/mm2）は，次式により算定しなけ

ればならない。 
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pCS,(k) ： 4 章 6 節 1.2 に規定する，積付状態 (k) における粒状乾貨物の静圧（kN/m2） 

3.3.6 静水中における横置隔壁の相対変位による応力

積付状態 (k) における，横置隔壁と隣接する横桁又は肋板の間の横方向の相対変位によるホットスポット平均応力

（N/mm2）は，次式により算定しなければならない。 
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)(, kadSF -s ， )(, kadSA-s ， )(, kfdSF -s ， )(, kfdSA-s  ： 積付状態 (k) における，横置隔壁と前方（ F ）及び後方

（ A ）の横桁又は肋板との間の横方向の相対変位による a 及び f  での応力（N/mm2）。 
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)(, kSFd ， )(, kSAd  ： 積付状態 (k) における，横隔壁と前方（ F ）及び後方（ A ）の横桁又は肋板との間の静水

中における横方向の静水中相対変位。 

 
表 1 横隔壁及びスツール部の肋板以外の，横桁及び肋板での非水密防撓材端部継手の 

応力集中係数 

 
応力集中係数 

構造タイプ 評価点 
ブラケット

サイズ Kgl Kgh 

1 

fa

ForeAft
dw

 

a ----- 1.65 1.1 

dw £ d<1.5dw 1.55 1.1 

2 

fa

ForeAft
dw

d
 

a 

1.5dw £ d 1.5 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.5 1.1 

3 

fa

 

a 

1.5dw £ d 1.45 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.4 1.1 

4 

fa

ForeAft
dw

d
 

f 

1.5dw £ d 1.4 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.35 1.1 
5 

fa

ForeAft
dw

d
 

f 

1.5dw £ d 1.35 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.15 1.05 
6   

fa

ForeAft
dw

d d
 

A F 

 

a 

1.5dw £ d 1.1 1.05 

A 

A F 

F 

A F 

F A 

A F 
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表 1 横隔壁及びスツール部の肋板以外の，横桁及び肋板での非水密防撓材端部継手の 

応力集中係数（続き） 

 
応力集中係数 

構造タイプ 評価点 
ブラケット

サイズ Kgl Kgh 

dw £ d<1.5dw 1.15 1.05 7 

a f a 
1.5dw £ d 1.1 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.1 
8 

fa

ForeAft
dw

d d

a 

1.5dw £ d 1.05 1.05 

9 

fa

 

a d £ 2h 1.45 1.1 

10 

fa

 

a d £ 2.5h 1.35 1.1 

a 1.15 1.1 
11 

fa

 
f 

d1 £ 2h 
及び 

h £ d2 1.85 1.1 

a 1.15 1.1 
12 

fa

 
f 

d1 £ 2.5h
及び 

h £ d2 1.35 1.1 

a 1.1 1.1 
13 

fa

 

f 

d1 £ 2h 
及び 

h £ d2 2.05 1.1 

a 1.1 1.1 
14 

fa

 
f 

d1 £ 2.5h
及び 

h £ d2 1.8 1.1 

 

A F 

A F 

A 

A F 

A 

A F 

A F 

A F 

トリッピ
ングブラ
ケット 

トリッピ

ングブラ

ケット 

 

トリッピ

ングブラ

ケット 

 

トリッピ

ングブラ

ケット

 

トリッピ

ングブラ

ケット

 

トリッピ

ングブラ

ケット 

 

F 

F 

d h 

h 

h 

h 

h 

d1 d2 

d2 

d1 d2 

d2 d1 

h d 

d1 
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表 2 横隔壁及びスツール部における肋板での水密防撓材端部継手の応力集中係数 

 
応力集中係数 

構造タイプ 評価点 
ブラケット

サイズ Kgl Kgh KdF KdA 

a ----- 1.5 1.1 1.15 1.5 
1 

 

f ----- 1.1 1.05 1.55 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.45 1.1 1.15 1.4 
a 

1.5dw £ d 1.4 1.05 1.15 1.35 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.05 1.15 1.1 

2 

fa

ForeAft
dw

d
 

f 
1.5dw £ d 1.05 1.05 1.1 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.4 1.1 1.1 1.35 
a 

1.5dw £ d 1.35 1.05 1.05 1.3 

dw £ d<1.5dw 1.05 1.05 1.1 1.05 

3 

fa

 
f 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.05 1.05 1.25 
a 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.2 

dw £ d<1.5dw 1.3 1.1 1.35 1.05 

4 

fa

ForeAft
dw

d
 

f 
1.5dw £ d 1.3 1.05 1.3 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.05 1.05 1.2 
a 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.15 

dw £ d<1.5dw 1.3 1.1 1.55 1.1 

5 

fa

ForeAft
dw

d
 

f 
1.5dw £ d 1.3 1.05 1.5 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.05 1.05 1.1 
a 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.05 1.05 1.1 1.05 

6 

fa

ForeAft
dw

d d
 

f 
1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.05 

A F 

A F 

A F 

A F 

A F 

A F
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表 2 横隔壁及びスツール部における肋板での水密防撓材端部継手の応力集中係数（続き） 
 

応力集中係数 
構造タイプ 評価点 

ブラケット

サイズ Kgl Kgh KdF KdA 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.05 1.05 1.2 
a 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.15 

dw<d<1.5dw 1.05 1.05 1.05 1.05 

7 

 
f 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.05 

dw £ d<1.5dw 1.1 1.1 1.05 1.15 
a 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.1 

dw £ d<1.5dw 1.05 1.05 1.1 1.05 

8 

 
f 

1.5dw £ d 1.05 1.05 1.05 1.05 

a 1.4 1.05 1.05 1.75 
9 

fa

ForeAft

dh

 
f 

d £ 2h 

1.6 1.05 1.7 1.05 

a 1.3 1.05 1.05 1.75 
10 

fa

 
f 

d £ 2.5h 

1.55 1.05 1.3 1.05 

a 1.1 1.05 1.05 1.2 
11 

fa

ForeAft

d
1 hd

2

 
f 

d1 £ 2h 
及び 

h £ d2 1.75 1.05 1.4 1.05 

a 1.1 1.05 1.05 1.2 
12 

fa

 
f 

d1 £ 2.5h
及び 

h £ d2 1.3 1.05 1.05 1.05 

a 1.05 1.05 1.05 1.15 
13 

fa

 
f 

d1 £ 2h 
及び 

h £ d2 1.95 1.05 1.55 1.05 

a 1.05 1.05 1.05 1.15 
14 

fa

 
f 

d1 £ 2.5h
及び 

h £ d2 1.7 1.05 1.15 1.05 

 

A F 

A F 

A F 

A F 

A 

A F 

A F 

A F 

トリッピ

ングブラ

ケット 

トリッピ

ングブラ

ケット

 

トリッピ

ングブラ

ケット

 

トリッピ

ングブラ

ケット 

トリッピ

ングブラ

ケット

 

トリッピ

ングブラ

ケット

 

F 

 h 

h 

h 

h 

h d 

d h 

d1 d2 

d1 

d1 

d1 

d2 

d2 

d2 
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5 節 ハッチコーナーの応力評価 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
ハッチコーナーのホットスポット応力範囲及び構造的ホットスポット平均応力は，簡易手法を基に，本節の規定により

評価する。 

2. 公称応力範囲 

2.1 波浪捩りモーメントによる公称応力範囲

2.1.1
波浪捩りモーメントによる，クロスデッキの曲げによって生じる公称応力範囲（N/mm2）は，次式により算定しなけれ

ばならない。 

Q

H
LSWT W

QBFF 
1000

2
=s  

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

+
=

Q

H

Q

sH

EA
B

EI
bB

uQ
6.2

12
)³(

1000  

u ： ハッチコーナーの船長方向変位（m）で，次式による。 

DOCEI
Mu

T

WT w
1000

2.31
=  

DOC ： 甲板開口係数で，次式による。 

å
=

= n

i
iHiH

C

BL

BLDOC

1
,,

 

MWT ： 4 章 3 節 3.4.1 に規定する，fp = 0.5 の場合の最大波浪捩りモーメント（kN-m）

FS ： 応力修正係数で，FS = 5

FL ： ハッチコーナーの船長方向位置に対する修正係数で，次式による。 

85.0/57.0 ££ -BCSRLx の場合：
BCSR

L L
xF

-

= 75.1  

x / LCSR-B < 0.57 及び x / LCSR-B > 0.85 の場合： FL = 1.0 

BH ： ハッチの幅（m）

WQ ： 上部スツールを含むハッチコーナー近傍のクロスデッキの Z 軸に関する断面係数（m3）（図 2 参照）

IQ ： 上部スツールを含むハッチコーナー近傍のクロスデッキの Z 軸に関する断面二次モーメント（m4）

（図 2 参照） 

AQ ： 上部スツールを含むハッチコーナー近傍のクロスデッキ全断面の有効せん断面積（m2）（図 2 参照）。

有効せん断面積の計算においては，防撓材は無視でき，板要素のみの考慮で差し支えない。 

bS ： ハッチによる開口を除く，片舷における甲板の幅（m）。

IT ： 横隔壁上部及び下部スツールを除いた，クロスデッキ領域内における船舶の横断面の慣性捩りモー

メント（m4）（図 1 参照） 
w  ： 考慮する断面の形状により定まる値で，ITと同じ断面において，ハッチコーナーの Y 及び Z 位置で計

算される。（m2）（図 1 参照）付録 1 に従って計算してもよい。 

LC ： 貨物倉区域の長さ（m）で，船首隔壁から機関室前端隔壁までの距離

BH,i ： i 番目のハッチの幅（m）

LH,i ： i 番目のハッチの長さ（m） 
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n ： ハッチの数 

 
図 1 IT及びw の決定のための断面 

Z

Y

ωを決定する
ハッチコーナー位置

 
 

図 2 AQ，WQ及び IQを決定する際に考慮する要素 

�

�

 

2.2 公称平均応力

2.2.1
静水中縦曲げモーメントによるクロスデッキの平均応力は 0 とする。 

3. ホットスポット応力 

3.1 ホットスポット応力範囲

3.1.1
ホットスポット応力範囲（N/mm2）は次の算式による： 

WTghW K ss D=D  

Kgh ： ハッチコーナーの応力集中係数で，次の算式による。ただし，1.0 以上とする。 
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ra ： ハッチコーナーの長径（m）

rb ： ハッチコーナーの短径（ハッチコーナーの形状が円弧であれば，rb は ra と等しくなる）（m） 

CDl  ： クロスデッキの船長方向長さ（m） 

b ： ハッチサイドから船側までの距離（m） 
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付録 1 捩りに対する横断面形状 

1. 計算式 

1.1 捩り関数   

1.1.1
閉じたセルの全ての箇所に対し，以下の幾何学的特性及び比を算定しなければならない。 

))((
2
1

ikkiy yyzzA -+=  

22 )()( ikik zzyy -+-=l  

tt
s l

=  

 
図 1 

�
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�
� �� ��

��
�� ��

 

次の 3 つの演算法を，横断面の種類に応じて適用することができる。

A ： 図 2 に示す非対称開口横断面

 
図 2 A タイプの横断面 
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B ： 図 3 に示す部分的に閉じたセル（共有壁を持たない閉じたセル）の対称横断面

 
図 3 B タイプの横断面 
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この場合，捩り関数は各セルに対し計算することができる。 

å

å
=F

0

0
0

2

Cell

Cell
y

t
s
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 ； 
å

å
=F

2

2
2

2

Cell

Cell
y

t
s

A

 

C ： 図 4 に示す，複数の閉じたセル（共有壁を持つ閉じたセル）の対称横断面

 
図 4 C タイプの横断面 

 
 

この場合，各セル i に対する捩り関数は，共有壁を考慮した次の線形方程式を解くことにより求めることが

できる。 

01
0

0 2 Cell
WallCommonCell

A
t
s

t
s

= 
ø

ö
ç
è

æF+F å  

10
1

1 2 Cell
WallCommonCell

A
t
s

t
s

= 
ø

ö
ç
è

æF+F å  

この方程式から捩り関数 0 及び 1 を求めることができる。 

1.2 座標系及び移動座標系 s

1.2.1
二次元直交座標系を用いる。参照位置 O（座標系の原点）の選択は自由であるが，対称横断面の場合，横断面の対称線

上に定めるのが計算上便利である。移動座標系 s は，閉じた断面形状を有する対称線の交差部，例えば，内殻横断面の場

合，図 2 から図 4 において“0”と表示されている，船底外板又は内底板と中心線との交点から対称横断面内を移動する。

移動座標系 s の移動方向は，閉じた構造の積分方向と同様，代数学上の符号及び捩り関数に対する各方程式の座標系を考

慮しなければならない。

1.3 横断面各部に対する断面特性の計算

1.3.1 
iw ： 当該計算の直前に計算した部分的なセル又は分岐点の kw で，次式による。（計算の最初では 0 とする） 

i

i
ikkiik t

zyzy l
F--+= ww  ：ただし，

i

i
t
l

F は閉じたセル内の値 

22 )()( ikik zzyy -+-=l  

主線 

第一副線 

第二副線 
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           合計 
tA l=          å A  

( )kiy zzAS += 2         å yS  

( )kiz yyAS += 2         å zS  

( )ki
AS www += 2         å wS  

( )22
3 kkiiy zzzzAI ++=         å yI  

( )22
3 kkiiZ yyyyAI ++=        å yI  

( ) ( )[ ]ikikikyz zyyzyyAI +++= 226       å yzI  

( )22
3 kkii

AI wwwww ++=        å wI  

( ) ( )[ ]ikikiky yyyyAI www +++= 226       å yIw  

( ) ( )[ ]ikikikz zzzzAI www +++= 226       å zIw  

33 tst l=          å  3ts  

1.4 横断面全体の断面特性の計算

 
非対称横断面 対称横断面（断面の半分のみモデル化） 

A = å A  A = å A2  

ys = 
å
å

A
Sz  ys = 

å
å

A
Sz  

zs = 
å
å

A
Sy  zs = 

å
å

A
Sy  

Iy = å å- 2
sy AzI  Iy = ( )å å- 22 sy AzI  

Iz = å å- 2
sz AyI  Iz = ( )å å- 22 sz AyI  

Iyz = å å- ssyz zAyI   

IT = ( )å å+
iCell

iyi Ast 2
3

3
 IT = ( )

ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é
+å å

iCell
iyi Ast

2
3

2
3

 

0w  = 
å
å

A
Sw   

yIw  = å å- 0ww sy AyI  yIw  = å yIw2  

zIw  = å å- 0ww sz AzI   

yM = 2
yzzy

yzyzz

III

IIII

-

- ww   

zM = 2
yzzy

yyyzz

III

IIII

-

- ww  zM = 
z

y

I
Iw-  

wI  = zMyM IyIzAI www w -+- åå 2
0  wI  = yM IzI ww +å2  

Iy，Iz，Iyzは重心に関して計算される。

Sx，Sy， wS ， wI ， yIw 及び zIw はせん断中心 M に関して計算される。 

w は，せん断中心 M に関して変換しなければならない。A タイプの横断面に対して， 0w は 1.3 に定義する iw 及び kw を

加えなくてはならない。

B タイプ及び C タイプの横断面に対して， w は次の算式による。 

iMi yz =w  
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0w  ： 1.3 の kw の算式による計算において選ばれた座標系（O）の中心に対して計算される値。 
w  ： 付録 1 の規定により求まる値で，せん断中心 M に対し変換された値とする。 

yM，zM ： せん断中心 M と座標系 B の中心の間の距離。 
w の変換値は，1.3 により求めた 0w に w を加えることで得られる。 

w に対する変換値は，横断面の対称線上の交点で 0 としなければならない（船体横断面では中心線上）。 

ラインタイプ（横断面のある部分の数）を決定することで，その部分の計算順序を与え，それにより移動座標系 s の方

向も定まる 

2. 単船側構造の横断面に対する計算例 

2.1 横断面のデータ

2.1.1
横断面を図 5 に示す。図 5 において黒塗りされた節点の座標は表 1 に与えられる。板厚及び図 5 において丸印で示され

た線分は表 2 に与えられる。

 
表 1 横断面における節点座標 

節点番号 Y 座標 Z 座標 

0 0.00 0.00 

1 14.42 0.00 

2 16.13 1.72 

3 16.13 6.11 

4 11.70 1.68 

5 0.00 1.68 

6 16.13 14.15 

7 16.13 19.6 

8 7.50 20.25 

9 7.50 19.63 

10 0.00 20.25 

2.2 捩り関数  の決定 

2.2.1
第一段階では，閉じたセルごとに捩り関数  を決定するための線形方程式を作成しなければならない。横断面及びセ

ルを図 5 に示す。
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図 5 単船側構造の横断面 
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表 2 横断面の線分の寸法と節点 

線分番号 節点 i 節点 k yi zi yk zk 長さ 板厚 

1 0 1 0.00 0.00 14.42 0.00 14.42 0.017 

2 1 2 14.42 0.00 16.13 1.72 2.43 0.017 

3 2 3 16.13 1.72 16.13 6.11 4.39 0.018 

4 3 4 16.13 6.11 11.70 1.68 6.26 0.019 

5 4 5 11.70 1.68 0.00 1.68 11.70 0.021 

6 3 6 16.13 6.11 16.13 14.15 8.04 0.018 

7 6 7 16.13 14.15 16.13 19.6 5.45 0.021 

8 7 8 16.13 19.60 7.50 20.25 8.65 0.024 

9 8 9 7.50 20.25 7.50 19.63 0.62 0.024 

10 9 6 7.50 19.63 16.13 14.15 10.22 0.015 

11 8 10 7.50 20.25 0.00 20.25 7.50 0.012 

横断面の 4 つのセルを考慮する際（図 5 における四角印），捩り関数  を求める方程式は，回転方向を考慮し，次の

通りとなる。捩り関数 i の回転方向は，方程式を作成するために全ての i と同じ方向としなければならない。 
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行列の係数は次式より求めることができる。 

81.5331
12
75002

24
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15
102332

18
80402
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117002

1
=

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+
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48.1327
24

8654
24

620
21

5450
15

10223

2
=+++=å t

s
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36.707
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76.1773
19
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セルの面積は次式より求めることができる。 
90.104272.260222

1
=  =å A  m2 

38.5219.2622
2

= =å A  m2 

38.522
3

=å A  m2 

76.14144.35222
4

=  =å A  m2 

これらの計算結果より，係数行列は次の通りとなる。 

76.14134.424376.1773
38.5248.132736.707
38.5248.132736.707
90.104276.177336.70736.70781.5331

41

31

21

4321

=+-
=+-
=+-
=---

  
  

  
    

 

この方程式の解は次のようになる。 
3018.01 = 
2003.02 =  

2003.03 =  

1596.04 =  

2.3 線分特性の決定

2.3.1
第二段階では，1.3 に与えられる算式に従い kw を決定する。移動座標系 s は図 5 に示す点 0 から 0=iw として始まり，

1，2，3，4 及び点 5 と順番に通る。項 ( )ii t l は線分 1 から 3（点 0 から点 3 まで）に対して ( )3...13...14 t l として計算さ

れ，線分 4 及び 5 に対して，当該線分がセル 4 及び 1 の壁を共有しているため，この項は ( )( )5...45...414 t  l- となる。こ

の項の符号は，捩り関数の回転方向及び積分方向による。

線分 6 に対し， iw は点 3 及び ( ) ( )661 t t ii ll = における値にしなければならない。移動座標系 s は点 6 から 7，8 及

び点 9 を通り，点 6 に戻る。セル 2 とセル 1 における共有壁は，捩り関数  を含む項において考慮されなければならな

い。点 8 及び 10 における線分 11 において， iw は点 8 での値にしなければならない。 

線分の他の特性は 1.3 に与えられる算式によって求めることができる。

2.4 横断面特性の決定

2.4.1
線分特性を足し合わせた後，1.4 に従い横断面特性を求める。

Sector coordinate は，1.4 に従いせん断中心に関して変換しなくてはならない。

表 3 に示す計算結果により，Sector coordinate が求められる。
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表 3 図 5 に示す横断面に対する Sector coordinate 

点 i iO,w  iwD  iw  

0 0.00 0.00 0.00 

1 -135.97 84.99 -50.98 

2 -134.04 95.07 -38.97 

3 -102.32 95.07 -7.25 

4 -99.49 68.96 -30.53 

5 -0.06 0.00 -0.06 

6 -108.20 95.07 -13.13 

7 -72.30 95.07 22.77 

8 35.07 44.21 79.27 

9 33.08 44.21 77.28 

10 -2.75 0.00 -2.75 

2.5 注釈

2.5.1
単船側構造の貨物倉に対し，船体横断面は通常 4 つのセルに単純化できる（計算例で示したように，セル 1 が貨物倉，

セル 2 及びセル 3 がウイングタンク，セル 4 がホッパタンク及び二重底タンク）。一方，二重船側構造の貨物倉に対して

は，船体横断面は 2 つの閉じたセルに単純化できる（セル 1 が貨物倉，セル 2 が二重殻）。線要素の板厚が変化する場合，

等価板厚は次の算式による： 

å
=

+   ++   ++
= k

i
i

kkii
eq

ttttt

1

2211

l

llll
 

単純化により，w の値が横断面と中心線上の交点で 0 とならない場合がある。単純化した横断面に対するw の値及び

断面二次捩りモーメント ITの相違は，通常の場合，元の横断面による値と比べ 3%以下である。
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9 章 その他の構造 

1 節 船首部 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

L2 ： 船の長さ LCSR-B（m）。ただし，その値が 300m を超える場合は 300m とする。

TB ： ノーマルバラスト状態における，最小バラスト喫水（m）

k ： 材料係数で 3 章 1 節 2.2 による。

m ： 係数で，次による。 

m = 10 （垂直防撓材及び垂直主要支持部材の場合）

m = 12 （その他の防撓材及び主要支持部材の場合） 

at  ： 許容せん断応力（N/mm2）で，次式による。 

3
Y

a
R

=t  

s ： 防撓材及び主要支持部材の心距（m）で，スパンの中央において曲面の弦に沿って測った長さとする。 
l  ： 防撓材及び主要支持部材のスパン（m）で，支持部材間を曲面の弦に沿って測った長さとする。 

（3 章 6 節 4.2 及び 5.3 参照） 

ca ： 板部材のアスペクト比で次式による。ただし 1.0 より大きい場合は 1.0 とする。 

ll

ssca 69.033.0121.1
2

- 
ø
ö

ç
è
æ+=  

cr ： パネルの曲率に関する係数で次式による。ただし，0.4 より小さい場合は 0.4 とする。 

r
scr 5.01-=  

r ： 曲率半径（m）

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本章の規定は，以下の構造に適用する。

・ 以下に示すような船首隔壁より前方に位置する構造 

・ 船首構造

・ 船首材 

・ 船首船底補強部

・ 船首フレア部の補強部

1.1.2
液体貨物を積載しない区画の境界を形成する船首構造であって，外板以外のものについては，浸水時の面外圧力に対す

る検討を行わなければならない。これらの寸法は，6 章の関連基準により決定しなければならない。

1.2 ネット寸法

1.2.1
本節で考慮するすべての板厚は 3 章 2 節の規定によるネット板厚とし，いかなる腐食予備厚も含まないものとする。グ

ロス板厚については 3 章 2 節 3 の規定によらなければならない。 
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2. 配置 

2.1 構造配置

2.1.1 一般

船底外板，船側外板，甲板及び内底板の寸法は，特に規定する場合を除き，船首部方向に漸減させることができる。

急激な断面の変形を避けるために，主要縦通部材の構造連続性に特別な注意を払わなければならない。

プラットホーム，甲板，水平リング又は船側縦桁のような船首倉内の構造は，船首倉直後の貨物倉の構造との接合にお

いて連続性を考慮したものとしなければならない。

内殻構造の終端が船首隔壁位置となる場合，ブラケットなどの適切な構造により船首隔壁前部の構造との構造連続性を

確保しなければならない。

甲板，船底及び船側外板に付く縦通防撓材は，可能な限り前方部まで延長しなければならない。

全ての船側肋骨とタンク境界に付く防撓材は，連続させるか又は端部にブラケットを設けるかしなければならない。

船首垂線から後方 0.15LCSR-B間において，構造連続性を確保するために設けるブラケットは，曲縁を有するブラケット

としなければならない。

2.1.2 タンク内構造

船首部をタンクとして使用する場合，タンク内の桁材は曲縁とするか若しくはその内縁に面材を取り付けなければなら

ない。船首隔壁に取り付けられる桁材は，荷重が適切に伝達できる効果的なものとしなければならない。

2.2 トリッピングブラケット

2.2.1
船首倉又は船首隔壁より前方に位置するタンクであって横式構造のものにおいては，桁部材，甲板又はプラットホーム

間の船側肋骨に，垂直距離で 2.6（m）を超えない間隔でトリッピングブラケットを取り付けなければならない（図 1 参

照）

トリッピングブラケットの図面板厚は，これを取り付ける船側肋骨のウェブの図面寸法の板厚以上としなければならな

い。

 
図 1 トリッピングブラケット 

 
2.3 肋板及び桁

2.3.1
中心線隔壁を設けない場合には，中心線縦桁を設けなければならない。

一般に，中心線における肋板及び中心線縦桁の最小深さは，最船首部貨物倉における二重底の要求高さ以上としなけれ

ばならない。

2.3.2 実体肋板

横式構造の場合，実体肋板を各フレームスペースに設けなければならない。

縦式構造の場合，実体肋板の心距は，3.5（m）と横肋骨の心距の 4 倍の値のうち小さい方の値以下としなければならな

い。

上記にかかわらず，本会が適当と認める有限要素法解析により検証を行う場合には，実体肋板の心距を上記の値より大

きなものとすることができる。 
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2.3.3 船底縦桁

横式構造の場合，船底縦桁の心距は 2.5（m）以下としなければならない。

縦式構造の場合，船底縦桁の心距は 3.5（m）以下としなければならない。

上記にかかわらず，本会が適当と認める有限要素法解析により検証を行う場合には，船底縦桁の心距を上記の値より大

きなものとすることができる。 

3. 荷重モデル 

3.1 荷重評価点

3.1.1
別に規定する場合を除き，面外圧力は，以下に規定する荷重評価点について算出しなければならない。

・ 板部材の場合： 6 章 1 節 1.5
・ 防撓材の場合： 6 章 2 節 1.4
3.2 船首部の荷重

3.2.1 非損傷状態における面外圧力

船首部に対する圧力は，次式によらなければならない。 

pS + pW （kN/m2）

pS，pW ： 静水圧及び 4 章 5 節の波浪変動圧，又は 4 章 6 節 2.の各荷重ケース H，F，R 及び P における液

体による静水圧力及び慣性圧力 

3.2.2 水圧試験状態における面外圧力

水圧試験状態における面外圧力 pTは，次式による。

・ pT = pST   pS （船底外板及び船側外板の場合）

・ pT = pST  （その他の場合） 

pST ： 水圧試験時の圧力で 4 章 6 節 4.の規定による。

pS ： 次に規定する圧力。 

・ 船舶が浮いている状態で水圧試験を行なう場合，設計者が定める試験時の喫水 T1 について，4 章 5

節 1.に規定する静水圧を考慮しなければならない。 

・ 船舶が浮いていない状態で試験を行なう場合，pS = 0 とする。 

3.2.3 外板

静水圧及び変動圧は，次に掲げる面外圧力をそれぞれ単独で考慮しなければならない。

・ 静水圧と波浪変動圧

・ 外板に隣接する区画に積載された乾貨物による静圧及び変動圧。外板に隣接する区画に液体を積載する場合には，

外板に作用する静水圧及び波浪変動圧は，当該区画の静的及び動的圧力を減じたものとしなければならない。 

3.2.4 外板部材以外の要素

隣接する区画の境界となる要素に考慮すべき静的及び動的圧力は，2 つの区画にそれぞれ作用する圧力を別々に考慮し

なければならない。

3.3 船首フレア部の圧力

3.3.1
船首フレア部の圧力 pFB（kN/m2）は，4 章 5 節 4.1 の規定によらなければならない。

3.4 船首船底におけるスラミング荷重

3.4.1
船首船底部におけるスラミング荷重 pSL（kN/m2）は，4 章 5 節 4.2 の規定によらなければならない。 

4. 寸法 

4.1 船首フレア部

4.1.1
船尾から 0.9LCSR-Bの箇所より前方に位置し，かつ，ノーマルバラスト喫水より上方に位置する箇所の船首フレア部は，
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4.2 から 4.4 の規定に適合しなければならない。 

4.2 板厚

4.2.1
ネット板厚は表 1 及び表 2 による値以上としなければならない。

 
表 1 最小ネット板厚

最小ネット板厚（mm） 

船底外板 5.5 + 0.03LCSR-B 

船側外板 0.85LCSR-B
1/2 

内底板 5.5 + 0.03LCSR-B 

強力甲板 4.5+ 0.02LCSR-B 

プラットホーム及び制水隔壁 6.5 

水密横置隔壁，水密縦通隔壁 0.6LCSR-B
1/2 

 
表 2 ネット板厚

ネット板厚（mm） 

非浸水状態 
Y

WS
ra R

ppscct
9.0

8.15
+

=  

船首フレア部 
Y

FB
ra R

pscct
9.0

8.15=  

水圧試験状態 
Y

T
ra R

pscct
05.1

8.15=  

4.3 防撓材

4.3.1 一般

本 4.3 の規定は，両端が固定端とみなされる防撓材に適用する。これと異なる境界条件の防撓材の降伏強度評価につい

ては，その都度検討しなければならない。

4.3.2
防撓材のネット寸法は，6 章 2 節 2.3 の規定を満足しなければならない。

4.3.3
防撓材のウェブのネット板厚（mm）は，次の規定による値のうち大きい方の値以上としなければならない。

・ t = 3.0 + 0.015L2

・ 考慮している防撓材の取り付け板の，4.2 及び 5.2 の規定によるネット要求板厚の 40（%）の値

防撓材のネット寸法は，6 章 2 節 2.2.2 及び 2.3 の規定によらなければならない。

4.3.4
単一スパンの防撓材のネット寸法は表 3 の算式による値以上としなければならない。
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表 3 単一スパンの防撓材のネット寸法 

防撓材の種類 ネット断面係数 w（cm3） ネットせん断面積 Ash（cm2） 

面外圧力を受ける防撓材 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

船首フレア部の防撓材 3
2

10
9.0 Y

FB
mR
spw l

=  ft sin
5

a

FB
sh

spA l
=  

水圧試験時に水圧を受ける防撓材 
3

2
10

05.1 Y

T
mR
spw l

=  ft sin05.1
5

a

T
sh

spA l
=  

備考： 
f ： 防撓材の支点間距離の中央におけるウェブと防撓材が取り付けられる板部材との角度（deg）で，75 度未満の場合に

は修正しなければならない。 

4.3.5
マルチスパンの防撓材の最大直応力s とせん断応力 t は，表 4 に示す基準を満足しなければならない。 

マルチスパンの防撓材の最大直応力s とせん断応力 t は，次のことを考慮して直接強度計算により決定しなければなら

ない。

・ 静水圧及び波浪変動圧及び力の分布

・ 中間支持部材（甲板，ガーダーなど）の数と位置

・ 防撓材端部及び中間支持部材端部の固着条件

・ スパン中間における防撓材の形状特性

 
表 4 マルチスパンの防撓材の評価基準 

条件 非浸水状態 水圧試験状態 

直応力 YR9.0£s  YR05.1£s  

せん断応力 att £  att 05.1£  

4.4 主要支持部材

4.4.1 最小板厚

主要支持部材のウェブのネット板厚（mm）は次式による値以上としなければならない。 

27.0 Lt =  

4.4.2 船側横桁

船側横桁のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 ASh（cm2）は次式による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

船側横桁を船首フレア部に設ける場合，船側横桁のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 ASh（cm2）は，次

式による値と上記算式による値の大きい方の値以上としなければならない。 

3
2

10
9.0 Y

FB
mR
spw l

=  

ft sin
5

a

FB
sh

spA l
=  

4.4.3 船側縦桁

船側縦桁のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 ASh（cm2）は次式による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  
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船側縦桁を船首フレア部に設ける場合，船側縦桁のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 ASh（cm2）は，次

式による値及び上記算式による値の大きい方の値以上としなければならない。 

3
2

10
9.0 Y

FB
mR
spw l

=  

ft sin
5

a

FB
sh

spA l
=  

4.4.4 甲板桁部材

甲板桁部材のネット寸法は，表 5 により定まる値以上の値としなければならない。設計荷重は，3.2 に規定する非損傷

状態及び水圧試験状態を考慮する。複雑な構造を有する甲板構造にあっては，本会が適当と認める手法により寸法を求め

て差し支えない。

 
表 5 甲板桁部材のネット寸法 

状態 ネット断面係数 w（cm3） ネットせん断面積 Ash（cm2） 

非損傷状態 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

水圧試験状態 
3

2
10

05.1 Y

T
mR
spw l

=  ft sin05.1
5

a

T
sh

spA l
=  

備考：

f ： 防撓材の支点間距離の中央におけるウェブと防撓材が取り付けられる板部材との角度（deg）で，75 度未

満の場合には修正しなければならない。 

5. 船首船底補強 

5.1 適用

5.1.1
船首船底補強部は，船首垂線より後方 BCSRLV -2.0 の箇所より前方にある船底部分であって，基線から 0.05TB又は 0.3m

のいずれか小さい方の高さまでの範囲とする。

5.2 船底外板

5.2.1
船首船底外板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

eH

SLs
ra R

pCsCCt 8.15=  

Cs ： 衝撃荷重が作用する面積に関する係数で次式による。 

Cs = 1.0 （防撓材間に，中間縦通防撓材がない場合）

Cs = 1.3 （防撓材間に，中間縦通防撓材がある場合） 

5.2.2
船底勾配がある船舶にあっては，船底補強部の範囲は少なくともビルジ外板までとしなければならい。

5.3 防撓材

5.3.1
船首船底部における横式防撓材及び縦通防撓材のネット断面係数（cm3）は，次式による値以上としなければならない。 

3
2

10
16 eH

SLS

R
spCw l

=  

CS ： 5.2.1 の規定による係数 

5.3.2
船首船底部における横式防撓材と縦通防撓材のせん断面積（cm2）は次の算式による値以上としなければならない。 

( )
fsin

5.035

eH

SL
R

sspA -
=

l
 

ただし，溶接結合部は，少なくとも上記算式による値の 2 倍以上の値としなければならない。 
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5.4 主要支持部材

5.4.1 縦桁

船首船底部における縦桁のネット板厚（mm）は，船倉内の位置に応じて規定される，次の t1，t2，t3 の値のうち，最大

となる値以上としなければならない。 

( ) a

SLA
dd
Spct

t10
1 2 -

=
l  

3 1
1

22

2 75.1 t
C
aHt a
¢

 =
t

 

k
aCt 1

3
¢¢

=  

cA ： 係数で次式による値。ただし， 0.13.0 ££ Ac とする。 

cA = 3/A 
A ： 当該構造において縦桁により囲まれる荷重が作用する範囲（m2）で，次式による 

lSA =  

pSL ： 3.4 の規定による。（kN/mm2）

S ： 考慮する中心線桁板又は側桁板の心距（m） 
l  ： 考慮する肋板間の中心線桁板又は側桁板のスパン（m） 

d0 ： 考慮する中心線桁板の高さ又は側桁板の高さ（m）

d1 ： 考慮する位置における開口の深さ（m）

H ： 次式による値 

(a) 桁板に補強されない開口を設ける場合： 
a
f5.01+=H  

(b) (a)以外の場合： H = 1.0 
f  ： 開口の直径（m） 

a  ： a と S1 のうち大きい方の値（m） 

a ： 考慮する位置における桁板の深さ（m）。ただし，桁板に水平防撓材を設ける場合，a は，当該防撓材と

船底外板若しくは内底板間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S1 ： 垂直防撓材又は肋板の心距（m） 

1C¢  ： S1/a の値に応じ，表 6 により定まる係数。S1/a が中間にあるときは，補間法により定める。 

1C ¢¢  ： S1/a の値に応じ，表 7 により定まる係数。S1/a が中間にあるときは，補間法により定める。 

 
表 6 係数 1C¢  

a
S1  0.3

以下 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 

1.4
以上 

1C¢  64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 

 
表 7 係数 1C ¢¢  

a
S1  0.3 

以下 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 

1.6
以上 

中心線桁板 4.4 5.4 6.3 7.1 7.7 8.2 8.6 8.9 9.3 9.6 9.7 
1C ¢¢  

側桁板 3.6 4.4 5.1 5.8 6.3 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.0 

5.4.2 肋板

船首船底部における肋板のネット板厚（mm）は，船倉内の位置に応じて規定される，次の t1，t2，t3 の値のうち，最大

となる値以上としなければならない。 

( ) a

SLA
dd
Spct

t10
1 2 -

=
l  
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3 1
2

22

2 75.1 t
C
aHt a
¢

 =
t

 

k
St 2

3
5.8

=  

cA ： 係数で次式による値，ただし 0.13.0 ££ Ac  

cA = 3/A 
A ： 当該構造において縦桁により囲まれる荷重が作用する範囲（m2）で，次式による 

lSA =  

pSL ： 3.4 の規定による

S ： 考慮する肋板の心距（m） 
l  ： 考慮する中心線桁板又は側桁板間の肋板のスパン（m） 

d0 ： 考慮する位置における肋板の深さ（m）

d1 ： 考慮する位置における開口の深さ（m）

H ： 次式による値 

a) 実体肋板に補強された開口を設ける場合又は開口が無い場合 

1) 補強されないスロットを設ける場合： 

0.10.4
1

2 -=
S
dH  

ただし，1.0 未満としてはならない。 

2) 補強されたスロットを設ける場合は，H = 1.0 とする。 

b) 実体肋板に補強されない開口を設ける場合 

1) 補強されないスロットを設ける場合： 

0.10.45.01
1

2

0
- 

ø

ö
çç
è

æ
+=

S
d

d
H f  

ただし，
0

5.01
d
f

+ 以上の値とする 

2) 補強されたスロットを設ける場合： 

0
5.01

d
H f

+=  

d2 ： 補強されていないスロット深さ（m）で，肋板の上下に設置されるもののうち，大きい方の値とする。

S1 ： 垂直防撓材又は桁板の心距（m） 
f  ： 開口の長径（m） 

a ： 考慮する位置における実体肋板の深さ（m）。ただし，肋板に水平防撓材を設ける場合，a は，当該防撓

材と船底外板若しくは内底板間の距離（m）又は当該防撓材間の距離（m）とする。 

S2 ： S1 と a のうち小さい方の値（m） 

2C¢  ： S1/d0 の値に応じ，表 8 により定まる係数。S1/d0 が中間にあるときは，補間法により定める。 

 
表 8 係数 2C¢  

S1/d0 
0.3
以下 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 
1.4
以上 

2C¢  64 38 25 19 15 12 10 9 8 7 
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6. 船首材 

6.1 棒鋼船首材

6.1.1
満載喫水線下における棒鋼船首材のグロス断面積（cm2）は，次式による値以上としなければならない。 

Ab = 1.25LCSR-B 

6.1.2
満載喫水線より上方の棒鋼船首材の断面積は，上端に向かって 0.75Ab まで減じても差し支えない。

6.2 鋼板船首材及び球状船首

6.2.1
グロス板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。ただし， k22 より大きな値とする必要はない。 

( )( ) kLst BCSRB 608.04.06.0 ++= -  

sB ： 水平桁，水平ブラケット又はこれと同等の水平防撓部材の心距（m）

グロス板厚は，4.2の規定によるネット板厚に3章 3節に規定する腐食予備厚 tCを加えた値以上としなければならない。

防撓材の寸法は，4.3 の規定により定めなければならない。

6.2.2
満載喫水線より 0.6m 上方の位置から T + C の位置までの範囲において，板厚を 0.8t まで漸次減らしても差し支えない。

ここで，t は 6.2.1 の規定によるグロス板厚とする。

6.2.3
鋼板船首材及び球状船首は，水平ブラケット又は防撓材により補強しなければならない。 

7. 船首楼 

7.1 一般

7.1.1
閉囲された船首楼を乾舷甲板上に設けなければならない。

船首楼の後端壁は，最船首貨物倉の前端隔壁直上又はそれより後方に配置しなければならない。（図 2 参照）

ただし，倉口蓋の開閉のため，船首楼後端壁を最前端貨物倉の前端隔壁直上又はそれよりも後方に位置に配置できない

場合であって船首材前面から船首楼後端壁までの水平長さが 1 章 4 節 3.2 に規定する船の乾舷用長さ（LLL）の 7%以上で

ある場合に限り，船首楼後端壁を最前端貨物倉の前端隔壁より前方に配置することができる。

 
図 2 船首楼 
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7.1.2
船首楼高さは，次に定める値以上とすること。

・ 1 章 4 節 3.18 に規定する船楼の標準高さ

・ HC + 0.5 m，HCは最船首貨物倉（例えば No.1 貨物倉）の倉口縁材高さ

7.1.3
9 章 5 節 6.2.2 に規定する最船首貨物倉の前端ハッチコーミングの荷重及び 9 章 5 節 7.3.8 に規定する最船首貨物倉ハッ

チカバー前端の荷重を減じる場合には，船首楼甲板は，その後端と前端ハッチコーミングまでの距離 Fl が次式による以

下になるように設けなければならない。 

CFF HH -= 5l  

7.1.4
船首楼甲板上には，ハッチコーミング及びハッチカバーを保護する目的でブレイクウォータを設けてはならない。その

他の目的により設ける場合にあっては，ブレイクウォータは，その後端から船首楼甲板後端までの距離が o20tan/BH 以

上となるように設けなければならない。ここで，HBはブレイクウォータの高さ（m）。（図 2 参照）
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2 節 船尾部 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

L1 ： 船の長さ LCSR-B（m）で，200m を超える場合は 200m とする。

L2 ： 船の長さ LCSR-B（m）で，300m を超える場合は 300m とする。

k ： 材料係数で 3 章 1 節 2.2 の規定による

zTOP ： タンク頂部の z 座標（m）

m ： 係数で次の値 

m = 10 （垂直防撓材及び垂直主要支持部材の場合）

m = 12 （その他の防撓材及び主要支持部材の場合） 

at  ： 許容せん断応力（N/mm2）で次式による。 

3
Y

a
R

=t  

s ： 防撓材及び主要支持部材の心距（m）で，スパン中央において曲面の弦に沿って測った長さとする。

l  ： 防撓材及び主要支持部材のスパン（m）で，支持部材間を曲面の弦に沿って測った長さとする。 

（3 章 6 節 4.2 及び 5.3 参照） 

ca ： 板部材のアスペクト比で次式による。ただし 1.0 より大きい場合は 1.0 とする。 

ll

ssca 69.033.0121.1
2

- 
ø

ö
ç
è

æ+=  

cr ： パネルの曲率に関する係数で次式による。ただし，0.4 より小さい場合は 0.4 とする。 

r
scr 5.01-=  

r ： 曲率半径（m）

 

1. 一般 

1.1 序

1.1.1
本章の規定は，船尾隔壁より後方の構造及び船尾船底補強部に適用する。

1.1.2
液体貨物を積載しない区画の境界を形成する船尾構造であって，外板以外のものについては，浸水時の面外圧力に対す

る検討を行わなければならない。これらの寸法は，6 章の関連基準により決定しなければならない。

1.2 船尾部と船尾隔壁前方の構造との結合

1.2.1 部材寸法の変化

船尾部の部材寸法と船尾隔壁より前方の部材寸法との差が滑らかになるように，部材寸法を適切に変化させなければな

らない。この場合，部材寸法が変化する箇所の寸法は，船尾部に対する寸法規定及び船尾隔壁より前方に対する寸法規定

のいずれも満足するものとしなければならない。

1.3 ネット寸法

1.3.1
本節で規定するすべての板厚は，3 章 2 節の規定によるネット板厚とし，いかなる腐食予備厚も含まないものとする。

グロス板厚については 3 章 2 節 3 の規定によらなければならない。 
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2. 荷重モデル 

2.1 荷重評価点

2.1.1
別に規定する場合を除き，面外圧力は，以下に規定する荷重評価点について算出しなければならない。

・ 板部材の場合： 6 章 1 節 1.5
・ 防撓材の場合： 6 章 2 節 1.4

2.2 荷重

2.2.1 非浸水状態における面外圧力

船尾部に対する面外圧力は，次式によらなければならない。

pS + pW （kN/m2）

pS，pW ： 静水圧及び 4 章 5 節の波浪変動圧，又は 4 章 6 節 2.の各荷重ケース H，F，R 及び P における液

体による静水圧力及び慣性圧力 

2.2.2 水圧試験状態におけるの面外圧力

水圧試験状態における面外圧力 pTは，次式による。

・ pT = pST   pS （船底外板及び船側外板の場合）

・ pT = pST  （その他の場合） 

pST ： 水圧試験時の圧力で 4 章 6 節 4.の規定による。

pS ： 次に規定する圧力。 

・ 船舶が浮いている状態で水圧試験を行なう場合，設計者が定める試験時の喫水 T1 について，4 章 5
節 1.に規定する静水圧を考慮しなければならない。 

・ 船舶が浮いていない状態で試験を行なう場合，pS = 0 とする。 

2.2.3 外板

静水圧及び変動圧は，次に掲げる面外圧力をそれぞれ単独で考慮しなければならない。

・ 静水圧と波浪変動圧

・ 外板に隣接する区画に積載された乾貨物による静圧及び変動圧。外板に隣接する区画に液体を積載する場合には，

外板に作用する静水圧及び波浪変動圧は，当該区画の静的及び動的圧力を減じたものとしなければならない。 

2.2.4 外板部材以外の要素

隣接する区画の境界となる要素に考慮すべき静的及び動的圧力は，2 つの区画にそれぞれ作用する圧力を別々に考慮し

なければならない。 

3. 船尾倉 

3.1 配置

3.1.1 一般

一般に，船尾倉は，横式構造とする。

3.1.2 肋板

実体肋板を各フレームスペースに設けなければならない。

肋板の高さは，船体形状を考慮の上，適切なものとしなければならない。船尾管が取り付けられる場所については，肋

板を少なくとも船尾管の上方まで延長しなければならない。船体形状により肋板を船尾管の上方まで延長できない場合，

船尾管の上方の船側肋骨間に，適度な深さを備え，かつ，上縁及び下縁を防撓材で補強した補強板を取り付けなければな

らない。

舵柱，プロペラ柱及びラダーホーンのある箇所及びそれらの近傍においては，肋板を船尾倉頂部まで延長し，本会が適

当と認める板厚に増厚しなければならない。

肋板には，800mm を超えない心距で防撓材を設けなければならない。

3.1.3 船側肋骨

船側肋骨は満載喫水線より上方に位置する甲板まで延長しなければならない。 
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船側肋骨は次の構造方式のいずれかの構造により支持しなければならない。

・ 開口を有する非水密プラットホームであって，プラットホーム面の面積の 10%以上の面積を備えるもの

・ 甲板横桁に固着される船側桁部材によって支持される船側縦桁

3.1.4 プラットホーム及び船側縦桁

船尾倉内のプラットホーム及び船側縦桁は，当該構造の前方にある構造と同一直線上に配置しなければならない。

船体形状及び交通性の確保のために上記配置が達成できない場合，ブラケットにより船尾部の構造と当該構造の前方に

ある構造との連続性を確保しなければならない。

船尾倉が，船側を縦式構造とする機関区域と隣接する場合，船尾倉内の船側縦桁にブラケットを設けなければならない。

3.1.5 縦通隔壁

一般に，船尾部上部には，船体中心線上に，各フレームスペースで防撓された非水密の縦通隔壁を設けなければならな

い。

船尾張出しが大きい場合又は水密隔壁若しくは制水隔壁により分割される区間の最大幅が 20m を超える場合には，追

加の縦通制水隔壁を要求することがある。 

4. 寸法 

4.1 板

4.1.1
板部材のネット板厚は，表 1 及び表 2 による値以上としなければならない。

 
表 1 最小ネット板厚

最小ネット板厚（mm） 

船底外板 5.5 + 0.03 LCSR-B 

船側及びトランサム 0.85 LCSR-B
 1/2 

内底板 5.5 + 0.03 LCSR-B 

強力甲板 4.5 + 0.02 LCSR-B 

プラットホーム及び制水隔壁 6.5 

水密横置隔壁，水密縦通隔壁 0.6LCSR-B
1/2 

 
表 2 ネット板厚

ネット板厚（mm） 

非浸水状態 
Y

WS
ra R

ppscct
9.0

8.15
+

=  

水圧試験状態 
Y

T
ra R

pscct
05.1

8.15=  

4.2 防撓材

4.2.1 一般

本 4.2 の規定は，両端が固定端とみなされる防撓材に適用する。これと異なる境界条件の防撓材の降伏強度評価につい

ては，その都度検討しなければならない。

4.2.2
防撓材のネット寸法は，6 章 2 節 2.3 の規定を満足しなければならない。

4.2.3
防撓材のウェブのネット板厚（mm）は，次の規定による値のうち大きい方の値以上としなければならない。

・ t = 3.0 + 0.015L2

・ 考慮している防撓材の取り付け板の，4.1 の規定によるネット要求板厚の 40（%）の値 
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防撓材のネット寸法は，6 章 2 節 2.2.2 及び 2.3 の規定によらなければならない。

4.2.4
単一スパンの防撓材のネット寸法は表 3 の算式による値以上としなければならない。

 
表 3 単一スパンの防撓材のネット寸法 

防撓材の種類 ネット断面係数 w（cm3） ネットせん断面積 Ash（cm2） 

面外圧力を受ける防撓材 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

水圧試験時に水圧を受ける防撓材 3
2

10
05.1 Y

T
mR
spw l

=  ft sin05.1
5

a

T
sh

spA l
=  

備考： 

f ： 防撓材の支点間距離の中央におけるウェブと防撓材が取り付けられる板部材との角度（deg）で，75 度未満の

場合には修正しなければならない。 

4.2.5
マルチスパンの防撓材の最大直応力s とせん断応力 t は，表 4 に示す基準を満足しなければならない。 

マルチスパンの防撓材の最大直応力s とせん断応力 t は，次のことを考慮して直接強度計算により決定しなければなら

ない。

・ 静水圧及び波浪変動圧及び力の分布

・ 中間支持部材（甲板，ガーダーなど）の数と位置

・ 防撓材端部及び中間支持部材端部の固着条件

・ スパン中間における防撓材の形状特性

 
表 4 マルチスパンの防撓材の評価基準 

条件 非損傷状態 水圧試験状態 

直応力 YR9.0£s  YR05.1£s  

せん断応力 att £  att 05.1£  

4.3 主要支持部材

4.3.1 肋板

肋板のネット板厚（mm）は次式による値以上としなければならない。 

27.0 Lt =  

4.3.2 船側横桁

船側横桁のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 ASh（cm2）は次式による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

4.3.3 船側縦桁

船側縦桁のネット断面係数 w（cm3）及びネットせん断面積 ASh（cm2）は次式による値以上としなければならない。 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

4.3.4 甲板桁部材

甲板桁部材のネット寸法は，表 5 により定まる値以上の値としなければならない。設計荷重は，2.2 に規定する非損傷

状態及び水圧試験状態を考慮する。複雑な構造を有する甲板構造にあっては，直接強度計算により寸法を求めて差し支え
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ない。

 
表 5 甲板桁部材のネット寸法 

状態 ネット断面係数 w（cm3） ネットせん断面積 Ash（cm2） 

非損傷状態 
( ) 3

2
10

9.0 Y

WS
mR

sppw l+
=  

( )
ft sin

5

a

WS
sh

sppA l+
=  

水圧試験状態 3
2

10
05.1 Y

T
mR
spw l

=  ft sin05.1
5

a

T
sh

spA l
=  

備考： 

f ： 防撓材の支点間距離の中央におけるウェブと防撓材が取り付けられる板部材との角度

（deg）で，75 度未満の場合には修正しなければならない。 

5. 船殻構造とラダーホーンの結合 

5.1 船尾構造とラダーホーンとの結合

5.1.1 一般

本 5.1 の規定は，オープンタイプの船尾骨材をラダーホーンに取り付ける場合の船尾構造とラダーホーンの結合部に適

用する。

5.1.2 ラダーホーン

ラダーホーンは，溶接及び検査のための交通を十分に確保できるように設計されなければならない。

10 章 1 節 9.2 の規定に適合するラダーホーンの寸法は，ラダーホーンの結合箇所より船内側において，漸次減じること

ができる。

スロット溶接による結合は認められない。

5.1.3 船殻構造

ラダーホーンと外板の交点と船尾倉頂部との間において，ラダーホーンを支持する船殻構造の垂直範囲は，10 章 1 節

9.2.6 及び 9.2.7 の規定によらなければならない。 

外板，肋板，プラットホーム，船側縦桁のようなラダーホーンに接する構造部材，中心線隔壁及びその他構造の板厚は，

ラダーホーンの寸法に合わせて適切に増厚しなければならない。

5.2 船尾倉上方の構造配置

5.2.1 船側横桁

ラダーホーンを取り付ける箇所においては，甲板梁と固着する船側横桁を，船尾倉の頂板を形成するプラットホームと

暴露甲板との間に設けなければならない。

船側横桁の心距は，次の値以下としなければならない。

・ ラダーホーン箇所では，2 フレームスペース

・ ラダーホーンの前後部では，4 フレームスペース

・ 船尾隔壁近傍では，6 フレームスペース

船側横桁の端部にはブラケットを設けなければならない。また，船尾楼を備える場合，船尾楼内にも船側横桁を配置し

なければならない。船尾楼を備えない場合，暴露甲板下方の船側横桁の寸法は，4.3.2 に規定する寸法を適切に増さなけ

ればならない。

5.2.2 船側縦桁

船尾倉頂部から暴露甲板までの高さが 2.6（m）より高く，かつ船側構造が横式構造の場合，1 つ以上の船側縦桁を設け

なければならない。船側縦桁は，当該構造より前方の構造に整合させることが望ましい。 

6. 船尾骨材 

6.1 一般

6.1.1
船尾骨材は，鋳鋼品若しくは鍛鋼品であって中空断面を有するもの又は圧延鋼材を組み立てたものとする。 
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6.1.2
鋳鋼及び組立船尾骨材は，適切な間隔で水平板により補強しなければならない。

鋳造品にあっては，急激な断面の変化を避けなければならない。また，すべての断面は，適切な丸みを設けなければな

らない。

6.2 結合

6.2.1 船殻構造との結合

船尾骨材は船尾構造に適切に取り付け，船尾骨材の下部は，竜骨と有効に結合するために，プロペラ柱の前方へ 1500+6 
LCSR-B（mm）以上延長しなければならない。ただし，船尾隔壁を超えて延長する必要はない。 

船尾骨材と結合する外板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

t = 8.5 + 0.045 LCSR-B 
6.2.2 竜骨との結合

船尾骨材の下部の板厚は，棒鋼竜骨又は平板竜骨の板厚まで，漸次減じることができる。平板竜骨に取り付けられる場

合，船尾骨材の下部は，平板竜骨と有効に結合できるよう設計しなければならない。

6.2.3 トランサム内の肋板との結合

舵柱及びプロペラ柱は，二重底高さ以上の高さを持ち，かつ，ネット板厚（mm）が次式による値以上のトランサム内

の肋板と結合しなければならない。 

t = 9 + 0.023L1 
6.2.4 中心線縦桁との結合

鋳鋼製の船尾骨材にあっては，船尾骨の下部は，中心線縦桁との結合のために，可能な限り縦通のウェブを設けなけれ

ばならない。

6.3 プロペラ柱

6.3.1 グロス寸法

6.3.2 から 6.3.4 に規定するすべての部材寸法は，腐食予備分を含むグロス寸法とする。（3 章 2 節参照）

6.3.2 プロペラ柱のグロス寸法

プロペラ柱のグロス寸法は，一軸船に対しては表 6，二軸船に対しては表 7 にそれぞれ規定する値以上としなければな

らない。

プロペラ柱断面の長さ方向の軸周りの断面係数を，表 6 又は表 7 によるプロペラ柱の寸法を用いて算定した値以上とす

る場合，上記とは異なるプロペラ柱の寸法及び寸法比とすることができる。

6.3.3 プロペラボス下部の断面係数

ソールピースの無いプロペラ柱とする場合，プロペラ柱の断面係数は，プロペラボス下方において，表 6 又は表 7 によ

り算出した寸法の 85%まで漸次減じることができる。

ただし，プロペラ柱の板厚は表 6 又は表 7 の算式による値以上としなければならない。

6.3.4 組み立て式プロペラ柱とプロペラボスとの溶接

組み立て式プロペラ柱とプロペラボスとの溶接は 11 章 2 節の規定によらなければならない。

6.4 プロペラボス

6.4.1
一軸船において，プロペラ柱を含むプロペラボスの板厚は，長方形断面を有する方形プロペラ柱に対して 6.3.2 に規定

する寸法  b  の 60%以上としなければならない。
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表 6 一軸船の場合のプロペラ柱のグロス寸法 

プロペラ柱の

グロス寸法（mm） 

組み立て式プロペラ柱

 

 
 

鋳造製のプロペラ柱

 

 

方形断面を有する，鋳造又は

鍛製のプロペラ柱 

 

a 50 LCSR-B
 1/2 33 LCSR-B

 1/2 2562.710 --BCSRL  

b 35 LCSR-B
 1/2 23 LCSR-B

 1/2 1646.410 --BCSRL  

t1
(1) 2.5 LCSR-B

 1/2 Max(3.2 LCSR-B
 1/2, 19) - 

t2
(1) - max(4.4 LCSR-B

 1/2, 19) - 

tD 1.3 LCSR-B
 1/2 2.0 LCSR-B

 1/2 - 

R - 50 LCSR-B
 1/2 - 

備考：

(1) プロペラ柱の板厚 t1及び t2は，0.05 LCSR-B + 9.5（mm）以上としなければならない 

 
表 7 二軸船の場合のプロペラ柱のグロス寸法 

プロペラ柱の

グロス寸法（mm） 

組み立て式プロペラ柱

 

 

鋳造製のプロペラ柱

 

 

方形断面を有する，鋳造又は

鍛製のプロペラ柱

 

 

a 25 LCSR-B
 1/2 12.5 LCSR-B

 1/2 2.4 LCSR-B
 +6 

b 25 LCSR-B
 1/2 25 LCSR-B

 1/2 0.8 LCSR-B
 +2 

t1
(1) 2.5 LCSR-B

 1/2 2.5 LCSR-B
 1/2 - 

t2
(1) 3.2 LCSR-B

 1/2 3.2 LCSR-B
 1/2 - 

t3 - 4.4 LCSR-B
 1/2 - 

tD 1.3 LCSR-B
 1/2 2.0 LCSR-B

 1/2 - 

備考：

(1) プロペラ柱の板厚 t1，t2，t3 は，0.05 LCSR-B + 9.5（mm）以上としなければならない。 

6.5 船尾管

6.5.1 船尾管

船尾管の板厚は本会の適当と認めるところによる。ただし，いかなる場合でも，船尾骨材に隣接する船側外板の厚さ未

満としてはならない。

船尾管と船尾骨材に隣接する外板に使用する材料が異なる場合には，船尾管の厚さは少なくとも外板の厚さと同等にし

なければならない。
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3 節 機関区域 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

k ： 材料係数で，3 章 1 節 2.2 の規定による。

P ： 機関の連続最大出力（kW）

nr ： 毎分回転数で，連続最大出力 P における値

LE ： 機関をボルトにより台座に据え付けるために必要な台板の有効長さ（m）で，機関製造者により規定される。

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，機関室構造の一般的な強度要件である構造配置及び寸法に適用する。これらの規定は，造船所が遵守し

なければならない機関製造者による要件に代わるものではない。

1.2 寸法

1.2.1 ネット寸法

3 章 2 節に規定するように，本節で規定するすべての板厚は，ネット板厚とし，いかなる腐食予備厚も含まないものと

する。

グロス板厚については 3 章 2 節 3.1 の規定による。

1.2.2 一般

本節において別に規定する場合を除き，機関室内の板部材，防撓材及び主要支持部材の寸法は，6 章の関連基準によら

なければならない。

最小板厚の要件については，本節の規定を適用する。

1.2.3 主要支持部材

主要支持部材の配置及び寸法は，本節の規定に代えて，直接強度計算により決定することができる。この場合，設計者

は，本会の承認を得るために必要な資料を提出しなければならない。

本会が必要と認める場合，直接強度計算を要求する場合がある。

1.3 機関室とその前後に位置する構造物との結合部

1.3.1 部材寸法の変化

機関室内の部材寸法とその前後部における部材寸法との差が滑らかになるように，部材寸法を適切に変化させなければ

ならない。この場合，部材寸法が変化する箇所の寸法は，機関室内に対する寸法規定及びその前後部に対する寸法規定の

いずれも満足するものとしなければならない。

1.3.2 機関室と貨物区域間の遷移域

機関室と最船尾貨物倉間における遷移域においては，フラット，甲板，水平リング又は貨物倉に接続する船側縦桁のよ

うな機関室内の主要縦通部材，並びに機関室内に接続する縦通隔壁（内殻板，ビルジホッパタンク及びトップサイドタン

ク）に対し，構造の連続性を考慮しなければならない。

これらの構造部材が，貨物倉の横隔壁前後部で縦通部材と同一直線上に位置する場合，構造の連続性は，トップサイド

タンク及びビルジホッパタンク又は機関室内に設ける適切なブラケットにより達成されなければならない。

1.3.3 甲板の不連続性

機関室内で甲板が断続する場合，甲板の連続性は，船側に設けられる水平のブラケットによって確保されなければなら

ない。 
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2. 二重底 

2.1 配置

2.1.1 一般

機関室が船尾倉の直前にある場合，一般に，二重底は横式構造としなければならない。それ以外の場合，横式又は縦式

構造のいずれとしても差し支えない。

2.1.2 二重底高さ

機関室の位置に関わらず，中心線における二重底高さは，3 章 6 節 6.1 に規定する値以上としなければならない。主機

台の形式及び高さに応じて，この高さを上記より高くしなければならないことがある。

機関室が特に大きい場合及び最も低いバラスト喫水と満載喫水との差が大きい場合，造船所は上記高さを増やさなけれ

ばならない。

機関室の二重底高さが隣接区域の二重底高さと異なる場合，船長方向の十分な範囲にわたって内底板に傾斜をつけるこ

とにより，縦通部材の構造的連続性を確保しなければならない。傾斜した内底板のナックル部には，肋板を設けなければ

ならない。

2.1.3 中心線桁板

一般に，中心線桁板に開口を設けてはならない。二重底への交通及びメンテナンスのためにどうしても必要な場合，中

心線桁板にマンホール用の開口を設けることを認める。この場合，当該開口箇所は，局部的に補強しなければならない。

2.1.4 側桁板

二重底構造の剛性を十分なものとするために，側桁板の数を，隣接区域より増やさなければならない。側桁板は，機関

室に隣接する区域内のいずれかの船底縦通防撓材と連続させ，一般に，その心距を縦通防撓材の心距の 3 倍以下とし，い

かなる場合も 3m を超えてはならない。

2.1.5 主機台箇所の側桁板

主機台箇所には，側桁板を追加しなければならない。

主機台箇所に設ける側桁板は，機関室の全長にわたって延長しなければならない。

船底縦桁は，船底形状を考慮して可能な限り延長させ，その両端については，肋板及び横式の主要支持部材により支持

しなければならない。

機関室の前部隔壁の前部において，一般に，桁板は少なくとも 3 フレームスペースの長さを使って滑らかにし，船殻構

造に有効に結合されなければならない。

2.1.6 縦式構造二重底における肋板

二重底を縦式構造とする場合，肋板の心距は次の値以下としなければならない。

・ 主機及びスラスト受台箇所では 1 肋骨心距。

・ 機関室の他の区域において 2 肋骨心距。

他の重要な機関設備の設置箇所には，追加の肋板を設けなければならない。

2.1.7 横式構造の二重底の肋板

横式構造の二重底には，肋板をフレームスペースごとに設けなければならない。ボイラの支持台又は他の重要な機関設

備の設置箇所には，追加の肋板を設けなければならない。

2.1.8 肋板の防撓材

3 章 6 節の規定に加え，肋板には，約 1m 以内の間隔で，両端部をスニップとする防撓材を設けなければならない。

防撓材の断面係数は 6 章 2 節 4.1.2 に規定する値の 1.2 倍以上としなければならない。

2.1.9 マンホール及びウェル

台近傍及び隣接区域に位置する肋板のマンホールの個数及び寸法は，二重底への交通及びメンテナンスに必要な最小限

のものとしなければならない。

マンホールの深さは，一般にそれが設けられる肋板の深さの40%以下としなければならない。マンホールは，深さ750mm

未満，幅約 400mm としなければならない。

一般に，マンホールの縁は面材で補強しなければならない。面材で補強できない場合，マンホールの両側に平鋼を取り

つけて補強しなければならない。

機関室の後部隔壁近傍に位置するウェル周辺の内底板に，取り外し式の多孔板を有するマンホールを取り付けなければ
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ならない。

排水路は，排水路の後端に位置するウェルに通じるよう配置されなければならない。

2.2 最小板厚

2.2.1
内底板，肋板及び桁部材のウェブのネット板厚は，表１に示す値以上としなければならない。

 
表 1 二重底の内底板，肋板及び桁部材のウェブの最小ネット板厚 

部材 最小板厚（mm） 

内底板 
6.6 + 0.024LCSR-B

本会が必要と認める場合，主機台及びスラスト受台付近の内底板の増厚を

要求することがある。 

縁板 0.9 LCSR-B
 1/2 + 1 

中心線桁 1.55 LCSR-B
 1/3 + 3.5 

肋板及び側桁 1.7 LCSR-B
 1/3 +1 

ダクトキールを構成する縦桁 0.8 LCSR-B
 1/2 + 2.5，中心線桁板の要求値以上とする。 

 

3. 船側 

3.1 配置

3.1.1 一般

一般に，機関室の船側の構造形式は，隣接区域における船側の構造形式と同一にしなければならない。

3.1.2 機関室内の船体縦式構造の範囲

機関室を船尾に備える船舶であって，船側を縦式構造とする場合，縦通部材は，機関室の全長にわたって延長すること

が望ましい。

縦通部材が，機関室の前部隔壁から後方に，機関室長さの少なくとも 0.3 倍の長さの範囲まで縦通部材を延ばさなけれ

ばならない。この場合，縦式構造と横式構造との間の急激な構造的不連続を避けなければならない。

3.1.3 船側横桁

船側横桁は，肋板と同一線上に配置しなければならない。船側横桁は，機関室囲壁の前端及び後端の箇所に配置するこ

とが望ましい。

縦式構造における船側横桁の心距は，4 フレームスペース以下としなければならない。

横式構造における船側横桁の心距は，5 フレームスペース以下としなければならない。この場合，船側横桁のウェブ高

さ及び断面係数は，隣接する船側肋骨のそれぞれ 2 倍及び 4 倍以上としなければならない。

防撓材の寸法を本会が適当と認める値まで増加する場合，船側横桁の心距を上記より大きい値とすることができる。 

4. プラットホーム 

4.1 配置

4.1.1 一般

機関室におけるプラットホームの位置及び範囲は，隣接船殻構造区域内のプラットホーム及び船側縦桁と構造の連続性

を保つとともに，船側縦通肋骨とも構造の連続性が保てるよう配置しなければならない。

4.1.2 プラットホームの横桁

一般に，プラットホームの横桁は，船側又は縦通隔壁の横桁に隣接して設けなければならない。縦式構造のプラットホ

ームにあっては，プラットホームの横桁の心距は 4 フレームスペース以下としなければならない。 
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4.2 最小板厚

4.2.1
プラットホームのネット板厚は 6.5mm 以上としなければならない。 

5. 梁柱 

5.1 配置

5.1.1 一般

機関室の梁柱は，機関及び上部船楼から伝達される集中荷重並びに主機及び補機の位置の両方を考慮して配置しなけれ

ばならない。

5.1.2 梁柱

梁柱は，次に掲げる位置に設けなければならない。

・ 機関室囲壁隅部及びプラットホームの大開口隅部。当該箇所に設ける代わりに，2 本の梁柱を開口端部の中心線上

に 1 本ずつ取付けてもよい。 

・ プラットホーム横桁と縦桁との交差部

・ 船楼の横及び縦通隔壁近傍

通常，梁柱には，その両端にブラケットを取付けなくてはならない。

5.1.3 梁柱隔壁

一般に，上甲板直下の甲板間に取付けられる梁柱として機能する隔壁（以下，「梁柱隔壁」という。）は，船楼内の耐

荷隔壁近傍に配置しなければならない。

縦通する梁柱隔壁は，機関室の前部及び後部の隣接区域内の主要縦通船殻構造と連続性を確保しなければならない。

梁柱隔壁の寸法は，6.3 に規定する機関室囲壁隔壁に対する寸法以上としなければならない。 

6. 機関室囲壁 

6.1 配置

6.1.1 防撓材の心距

縦通隔壁及び横置隔壁には，次の規定する心距で防撓材を配置しなければならない。

・ 縦通隔壁： フレームスペース

・ 横置隔壁： 約 750mm
波浪荷重が作用する囲壁部分に設ける防撓材の配置間隔については，本会の適当と認めることによる。

6.2 開口

6.2.1 一般

6節 6の規定に適合する全ての機関室開口は，最も高い開放甲板まで鋼製の囲壁で閉囲されなければならない。囲壁は，

甲板梁及び縦桁の両端にある梁柱により補強されなければならない。

大きな開口を有する場合，甲板梁の連続性を保つためのクロスタイの設置を要求することがある。

採光及び換気用の天窓には，次の値以上の高さを有するコーミングを設けなければならない。

・ 第 1 位置の場合： 900 mm

・ 第 2 位置の場合： 760 mm
6.2.2 戸

囲壁へ交通するための戸は，6 節 6.2 の規定に適合しなければならない。

6.3 寸法

6.3.1 板部材及び防撓材

板部材及び防撓材のネット寸法は，9 章 4 節の規定により求めた寸法以上としなければならない。

6.3.2 最小板厚

隔壁のネット板厚は次の規定による値以上としなければならない。

・ 貨物倉に隣接する隔壁：  5.5 mm

・ 居住区画に隣接する隔壁： 4 mm 
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7. 主機台 

7.1 配置

7.1.1 一般

据付台（主機台及びスラスト受台）の寸法は，機関の重量及び出力並びに推進装置によって伝達される静荷重及び変動

荷重に対し十分なものとしなければならない。

7.1.2 台支持構造

据付台を支持する横及び縦部材は，それぞれ肋板及び二重底又は単底の桁板と同一直線上に設けなければならない。そ

れらの部材は，不連続性を避けるよう配置されなければならない。また，継手の溶接並びに検査及びメンテナンスのため

に十分な交通性を確保するよう配置されなければならない。

7.1.3 二重底構造と一体化した据付台

高出力内燃機関又はタービンが据え付けられる場合，据付台は二重底構造と一体化したものとしなければならない。据

付台の台板を支える桁は，二重底の桁板と同一直線上に配置し，スラスト受台用桁を構成するために船尾に延長しなけれ

ばならない。

据付台箇所の桁板は，台板から船底外板まで連続させなければならない。

7.1.4 二重底より上方にある据付台

据付台が二重底板より上方に位置する場合，据付台箇所の桁板は，一般に，船体の中心及び船側の両方へ向けて延長す

る面材付ブラケットをフレームスペースごとに設けなければならない。

二重底板より上方にある据付台の延長は，台板ボルト取付けのための十分な空間を確保するものとするが，可能な限り

制限しなければならない。ボルト穴は，それらが台構造に影響を与えないよう配置されなければならない。

7.1.5 単底構造における据付台

機関室内に単底構造を有する船舶では，据付台を肋板より上方に配置し，また，肋板及び据付台の下方に位置する桁に

十分に固着しなければならない。

7.1.6 機関台に隣接する桁の数

少なくとも 2 条の桁板を主機関台箇所に設けなければならない。

次の 3 つの条件を満足する場合のみ，1 条の桁板とすることができる。 

LCSR-B < 150 m
P < 7100 kW

P < 2.3 nr LE 
7.2 最小寸法

7.2.1
内燃機関台箇所の構造部材のネット寸法は表 2 の算式より算定しなければならない。ただし，機関特性及び機関室配置

等を考慮した，台板の許容剛性に関する情報が提供される場合，機関製造者により台板のネット断面積を決定して差し支

えない。
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表 2 機関台箇所の構造部材の最小寸法 

対象寸法 最小寸法 

台板のネット断面積（cm2） 
Er Ln

P7040 +  

台板のネット板厚（mm） 2 条以上の桁板に支持される台板 

Er Ln
P175240 +  

1 条の桁板に支持される台板 

Er Ln
P1752405 ++  

機関台箇所の桁板のウェブのネット板厚の総計（mm） 2 条以上の桁板に支持される台板 

Er Ln
P215320 +  

1 条の桁板に支持される台板 

Er Ln
P6595 +  

機関台箇所の肋板のウェブのネット板厚（mm） 

Er Ln
P4055 +  
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4 節 船楼及び甲板室 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

L2  ： 船の長さ LCSR-B（m）。ただし，300m を超える場合は 300m とする。

pD  ： 甲板に作用する面外圧力（kN/m2）で，3.2.1 の規定による。

pSI  ： 船楼の側部に作用する面外圧力（kN/m2）で，3.2.3 の規定による。

k  ： 材料係数で 3 章 1 節 2.2 の規定による。

s  ： 防撓材の心距（m）で，スパン中央において曲面の弦に沿って測った長さとする。

l  ： 防撓材のスパン（m）で，支持部材間を測った長さとする。（3 章 6 節 4.2 参照）

c  ： 係数で，次の規定による。 

両端又は片端が単純支持の梁，桁板及び横部材の場合： c = 0.75 

上記以外の場合： c = 0.55 

ma  ： 係数で次式による。 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø
ö

ç
è
æ-=

2

4204.0
ll

ssma ，ただし， 1£
l

s
とする。 

 

1. 一般 

1.1 定義

1.1.1 船楼

船楼の定義は 1 章 4 節 3.12.1 による。

1.1.2 甲板室

甲板室の定義は 1 章 4 節 3.15.1 による。

1.1.3 長い甲板室

長い甲板室とは，中央部 0.4 LCSR-B間の甲板室であって，その長さが 0.2 LCSR-Bを超えるものをいう。長い甲板室の強度

については，特別に考慮しなければならない。

1.1.4 短い甲板室

短い甲板室とは，1.1.3 の規定する甲板室以外の甲板室のことをいう。

1.1.5 有効でない船楼

本節においては，中央部 0.4 LCSR-B間の前後の船楼又は 0.15 LCSR-Bより短い全ての船楼は，有効でない船楼とする。

1.1.6 防熱された煙突

防熱された煙突の寸法については，甲板室の規定によらなければならない。

1.1.7 有効な船楼

有効な船楼とは，1.1.5 に規定する定義に該当しない船楼をいう。

1.2 グロス寸法

1.2.1
4.及び 5.で考慮するすべての部材寸法については，腐食予備寸法を含むグロス寸法とする。（3 章 2 節参照） 
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2. 配置 

2.1 船楼端部の補強

2.1.1
中央部 0.4LCSR-B間に位置する船楼端隔壁箇所における，船側外板から 0.1B までの位置にある強力甲板，玄側厚板及び

船楼側部の外板のグロス板厚は，表 1 の規定する割合で増厚しなければならない。

増厚する範囲は，船楼後端隔壁から 4 フレームスペース後方の位置から船楼前端隔壁から 4 フレームスペース前方の位

置までとしなければならない。

 
表 1 補強の割合 

船楼の種類 強力甲板及び玄側厚板 船楼側部の外板 

有効な船楼 30 % 20 % 

有効でない船楼 20 % 10 % 

2.1.2
中央部 0.6LCSR-B間の強力甲板下にある桁板は，縦壁と一直線上となるよう取り付けなければならない。取り付ける範囲

は，縦壁の端から少なくとも 3 フレームスペース分の箇所まで延長しなければならない。

桁板と縦壁の重なる箇所の長さは，少なくとも 2 フレームスペース分としなければならない。

2.2 防撓部材の取り付け

2.2.1 甲板梁の取り付け

甲板の横置梁は，3 章 6 節の規定を満足するブラケットにより船側肋骨に固着しなければならない。

縦通壁又は縦桁を横切る甲板梁は，縦通壁の防撓材又は縦桁のウェブにブラケットを取り付けることなく溶接すること

ができる。

2.2.2 甲板縦桁及び横桁の取り付け

隔壁における縦桁端部は，縦曲げモーメント及びせん断力が有効に伝達できる十分な寸法としなければならない。桁部

材の下方の隔壁防撓材は，十分に桁部材を支持できる寸法としなければならない。

面材は 3 章 6 節の規定によるトリッピングブラケットで防撓しなければならない。断面が左右対称となる桁部材にあっ

てはウェブの両側にトリッピングブラケットを交互に設けなければならない。

2.2.3 船楼肋骨の端部の取り付け

船楼肋骨はその下方の特設肋骨又は甲板に固着しなければならない。端部の取り付けは，図 1 による。

 
図 1 船楼肋骨の端部の取り付け 

 

2.3 船楼及び甲板室の横部材

2.3.1
船楼及び甲板室の横部材は，隔壁端部，特設肋骨，船室の鋼製壁及び囲壁等の配置又は，他の適切な方法により波を考

慮して，十分な寸法としなければならない。

2.4 閉囲船楼に設ける開口

2.4.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg. 12(1)）

閉囲された船楼の端部隔壁のすべての出入り口は，枠を有する風雨密戸を恒久的に隔壁に取り付け，かつ，隔壁全体の

構造が開口のない隔壁と同等の強度を有するよう防撓され，かつ，配置されなければならない。これらの戸は，隔壁の両
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側から操作することができるものとしなければならない。

2.4.2 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg. 12(3)）

閉囲された船楼の端部における隔壁の出入口の敷居の甲板上面上の高さは，少なくとも 380mm としなければならない。

2.4.3
船楼甲板及び乾玄甲板上の甲板室（昇降口周りの甲板室）のすべての開口は，有効な風雨密閉鎖装置で保護しなければ

ならない。 

3. 荷重モデル 

3.1 荷重評価点

3.1.1
別に規定する場合を除き，面外圧力は，以下に規定する荷重評価点について算出しなければならない。

・ 板部材の場合： 6 章 1 節 1.5
・ 防撓材及び主要支持部材の場合： 6 章 2 節 1.4

3.2 荷重

3.2.1 甲板荷重

船楼及び甲板室に対する面外圧力 pD（kN/m2）は，次によらなければならない。

・ 暴露甲板の場合，4 章 5 節 2.1 の規定による外圧 pD

・ 非暴露甲板の場合，5kN/m2

3.2.2 暴露した操舵室頂部の荷重

暴露した操舵室頂部に対する面外圧力 p（kN/m2）は，4 章 5 節 3.2 の規定により算定しなければならない。

3.2.3 船楼側部外板の荷重

船楼側部外板に対する面外圧力 pSI（kN/m2）は，4 章 5 節 3.3 の規定により算定しなければならない。 

4. 寸法 

4.1 有効でない船楼の側部外板

4.1.1
有効でない船楼の側部外板のグロス板厚（mm）は，次の 2 つの算式による値のうちの大きい方の値以上としなければ

ならない。 
5.121.1 += SIkpst  

BCSRkLt -= 8.0  

4.2 有効でない船楼の甲板

4.2.1
有効でない船楼の甲板のグロス板厚（mm）は，次の 2 つの算式による値のうちの大きい方の値以上としなければなら

ない。 
5.121.1 += Dkpst  

( ) kLt BCSR-+= 02.05.5  

ただし，LCSR-Bが 200 m を超える場合は，LCSR-Bの値は 200 m とする。 

4.2.2
乾玄甲板上の有効でない船楼の上部に船楼が追加して配置される場合，有効でない船楼の甲板のグロス板厚は，4.2.1

のよる板厚を 10%減じた値として差し支えない。

4.2.3
甲板が被覆材で保護されている場合には，4.2.1 及び 4.2.2 に規定する船楼甲板のグロス板厚を 1.5 mm 減じた値として

差し支えない。ただし，いかなる場合も 5 mm 以上としなければならない。

木材以外の被覆材が用いられる場合，被覆材は鋼甲板に無害のものでなければならない。

被覆材は甲板に有効に張らなければならない。 
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4.3 甲板梁及び甲板を支持する構造部材

4.3.1 甲板の横置梁及び縦通防撓材

甲板の横置梁及び縦通防撓材の断面係数 w（cm3）及びせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上としなければなら

ない。 
2lsckpw D=  

( ) lskpmA Dash 817.0105.0 -=  

4.3.2 甲板縦桁及び横桁

甲板縦桁及び甲板横桁の断面係数 w（cm3）及びせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上としなければならない。 
2leckpw D=

lekpA Dsh 05.0=  

e ： 荷重が作用する範囲の幅で，隣接する支持されない両板の中央の点を結ぶ距離（m） 
桁深さは 25/l 以上としなければならない。桁に連続する甲板梁を通すためにスロットを設ける場合，桁のウェブ深さ

は少なくとも甲板梁の深さの 1.5 倍にしなければならない。

桁の断面係数が長さ方向に一様でない場合，支持材の位置では大きい寸法のものとし，小さい方の寸法の箇所まで滑ら

かに減じなければならない。

4.4 船楼肋骨

4.4.1 断面係数及びせん断面積

船楼肋骨の断面係数 w（cm3）及びせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上としなければならない。 
255.0 lskpw SI=  

( ) lskpmA SIash 817.0105.0 -=  

4.4.2
肋骨が縦式構造の甲板に支持されている場合には，特設肋骨間に取り付けられる肋骨は，隣接する縦通防撓材とブラケ

ットで固着しなければならない。ブラケットの寸法は，肋骨の断面係数に基づき，3 章 6 節の規定により算定しなければ

ならない。

4.4.3
船楼上に追加して配置された船楼又は甲板室下方の肋骨の寸法は，本会が必要と認める場合，補強しなければならない。

4.5 短い甲板室の甲板

4.5.1 板

短い甲板室の暴露甲板の板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 
5.18 += kst  

被覆材により保護されている短い甲板室の暴露甲板及び甲板室内の甲板にあっては，グロス板厚を 1.5 mm 減じた値と

して差し支えない。ただし，いかなる場合も 5mm 以上としなければならない。

4.5.2 甲板梁

甲板梁及び甲板を支持する構造部材の寸法は，4.3 の規定により算定しなければならない。 

5. 船楼及び甲板室の端部隔壁 

5.1 適用

5.1.1
5.2 及び 5.3 の規定は，船楼及び甲板室の端部隔壁であって，9 章 6 節に規定する開口及び居住区を保護するものに適用

する。

5.2 荷重

5.2.1
設計荷重 pA（kN/m2）は 4 章 5 節 3.4 の規定により算定しなければならない。

5.3 寸法

5.3.1 防撓材

防撓材の断面係数 w（cm3）は，次式による値以上としなければならない。 
235.0 lskpw A=  
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最下層（第 1 層目）の防撓材のウェブが甲板に適切に溶接されなければならない。端部が他の固着方法の場合には，特

別に考慮しなければならない。

甲板室側部の防撓材の断面係数は，当該防撓材の心距及びスパンを，直下にある甲板の船側肋骨と同じとした場合にお

ける断面係数を超える必要はない。

5.3.2 板厚

グロス板厚（mm）は次の算式による値のうち，最大の値以上としなければならない。 
5.19.0 += Akpst  

kLt   
ø

ö
çç
è

æ
+=

100
0.5 2

min  （最下層の場合） 

kLt   
ø

ö
çç
è

æ
+=

100
0.4 2

min  （最下層以外の場合，ただし 5.0 mm 以上とする。） 
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5 節 ハッチカバー 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

pS ： 4.1 に規定する静水圧（kN/m2）

pW ： 4.1 に規定する波浪変動圧（kN/m2）

pC ： 6.2 に規定するハッチコーミングに作用する圧力（kN/m2）

FS，FW ： 係数で，次による。 

バラスト兼用倉のハッチカバーに作用するバラスト荷重の場合： 

 FS = 0 及び FW = 0.9 

その他の場合： FS = 1.0 及び FW = 1.0 

s ： 考慮するパネルの短辺の長さ（m）

l ： 考慮するパネルの長辺の長さ（m）

bP ： 3.に規定する防撓材又は主要支持部材を取り付けた板の有効幅（m）

w ： 防撓材及び主要支持部材のネット断面係数（cm3）で，有効幅 bPの板を含む。

ASh ： 3 章 2 節の規定により算出する防撓材及び主要支持部材のネットせん断面積（cm2）

m ： 防撓材及び主要支持部材の境界条件に関する係数で，次による。 

防撓材又は主要支持部材において両端が単純支持の場合又は一端が支持で他端が固定の場合：m = 8

防撓材又は主要支持部材において両端が固定の場合：m = 12 

tC ： 1.4 に規定する腐食予備厚（mm）

sa，ta ： 1.5 に規定する許容応力（N/mm2） 

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の 1.から 8.の規定は，1 章 4 節 3.20 に規定する第 1 位置及び第 2 位置の暴露甲板に設置する鋼製ハッチカバーに適

用する。

9.の規定は，船の長さの前端から 0.25LCSR-B位置より前方の暴露甲板に設置される小型のハッチカバーに適用する。

1.2 材料

1.2.1 鋼

5.に規定する算式は，鋼製ハッチカバーに適用する。

鋼製ハッチカバーの構造に使用する材料については，K 編の規定によるものとしなければならない。

1.2.2 その他の材料

鋼以外の材料については，個々の事例において，鋼製ハッチカバーと同等の強度及び剛性を備えることが確認される場

合，その使用を認めることがある。

1.3 ネット寸法

1.3.1
本節におけるすべての構造寸法は，別に規定する場合を除き，ネット寸法とし，いかなる腐食予備厚も含まないものと

する。

5.3 及び 5.4 による応力 s 及び t の算出においては，ネット寸法を用いなければならない。

グロス寸法は 3 章 2 節により決定する。

腐食予備厚は 1.4 による。 
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1.4 腐食予備厚

1.4.1 腐食予備厚

鋼製ハッチカバーの板部材及び内部構造材において考慮すべき腐食予備厚は，表 1 による値とする。

ハッチコーミング及びハッチコーミングステイの腐食予備厚については，3 章 3 節による。

 
表 1 鋼製ハッチカバーの腐食予備厚 tC  

腐食予備厚 tC（mm） 

単板構造のハッチカバーの板部材及び内部構造材 2.0 

二重張構造のハッチカバーの頂板及び底板 2.0 

二重張構造のハッチカバーの内部構造材 1.5 

1.5 許容応力

1.5.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.15(6) & 16(5)）

許容応力sa 及びta（N/mm2）は表 2 によらなければならない。

 
表 2 許容応力（N/mm2） 

ハッチカバーの種類 考慮する荷重 sa（N/mm2） ta（N/mm2） 

風雨密ハッチカバー 0.80 ReH 0.46 ReH 

ポンツーンハッチカバー 
4 章 5 節 5.2.1 に規定する外圧 

0.68 ReH 0.39 ReH 

風雨密ハッチカバー

及びポンツーンハッチカバー 

4 章 5 節 5.1.1 及び 4 章 6 節 2
に規定するその他の荷重 

0.90 ReH 0.51 ReH 

 

2. 配置 

2.1 ハッチコーミングの高さ

2.1.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.14(1, 1)）

ハッチコーミングの甲板上の高さは次の値以上としなければならない。

・ 第 1 位置： 600 mm

・ 第 2 位置： 450 mm
2.1.2 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.14(1, 2)）

ガスケット及び締付け装置を備えるハッチカバーにより閉鎖するもので，いかなる海象条件においても船舶の安全性を

損ねることが無いと本会が認める場合にあっては，第 1 位置及び第 2 位置のハッチコーミングの高さを 2.1.1 に規定する

値より減じるか又はコーミングを省略するかして差し支えない。

この場合，ガスケット，締付け装置の配置及び排水設備については，本会の適当と認めることによる。

2.1.3
締付け装置の種類にかかわらず，閉囲された船楼内に設けるハッチコーミングについては，コーミング高さを減じるか

又はコーミングを省略して差し支えない。

2.2 ハッチカバー

2.2.1
暴露甲板上のハッチカバーは風雨密としなければならない。

閉囲された船楼内に設けるハッチカバーは風雨密とする必要は無いが，バラストタンク，燃料油タンク及びその他のタ

ンクに設けるハッチカバーは水密としなければならない。

2.2.2
ハッチカバーの防撓材及び桁部材は，実際的な場合，ハッチカバー全長及び全幅にわたり連続構造としなければならな

い。これが実際的でない場合については，防撓材端部はスニップ固着としてはならず，十分に荷重を伝達できる配置とし

なければならない。 
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2.2.3
防撓材に平行な桁部材の心距は，支点間距離の 1/3 以下としなければならない。

2.2.4
桁部材の支点間距離が 3.0m を超える場合，当該桁部材の面材の幅はウェブの深さの 40%以上としなければならない。

ただし，有効なトリッピングブラケットを設ける場合については，これを支点とみなして差し支えない。

面材の張り出し幅は，面材のグロス板厚の 15 倍以下としなければならない。

2.2.5
ハッチカバー上に貨物を積載する場合，積載貨物による船長方向及び船幅方向の荷重に対してハッチカバーの移動を防

止する効果的な移動防止装置を設けなければならない。この移動防止装置は，ハッチコーミングのブラケット上に配置し

なければならない。

2.2.6
蓋板の支材は，その支面の幅を 65mm 以上としなければならない。

2.3 ハッチコーミング

2.3.1
コーミング，防撓材及びブラケットは，ハッチカバー上の貨物による荷重と同様に，ハッチカバーの固縛及び開閉のた

めに必要な締付け装置及び開閉装置による局所荷重に対しても耐え得る構造としなければならない。

2.3.2
前方にある倉口においては，船首側のハッチエンドコーミングの強度及び締付け装置の寸法については，特別の考慮を

払わなければならない。

2.3.3
ハッチサイドコーミングは，少なくとも倉口端横桁の位置まで延ばさなければならない。

・ ハッチサイドコーミングを連続した甲板縦桁の直上に取り付けない場合，ハッチサイドコーミングの下端は倉口部

を超えて少なくとも 2 フレームスペース分延長しなければならない。 

・ 連続した甲板縦桁の一部となるハッチサイドコーミングの寸法は，6 章 4 節の規定によらなければならない。

2.3.4
甲板下のハッチエンドコーミングの同一面内にウェブフレーム又は同等の構造を設けなければならない。ハッチエンド

コーミングの直下には倉口端横桁を設け，当該横桁をウェブフレームに固着しなければならない。

2.4 小倉口

2.4.1
小倉口のハッチコーミングの高さは，第 1 位置で 600mm 以上，第 2 位置で 450mm 以上としなければならない。

ガスケット及び締付けボルトにより風雨密を確保するヒンジ式ハッチカバーを備える場合，ハッチコーミングについて

は，コーミングの高さを減じるか又はコーミングを省略するかして差し支えない。

2.4.2
小倉口のハッチカバーは，鋼製の風雨密を確保できるもので，一般的にヒンジ式のものとし，貨物倉口のハッチカバー

に要求されるものと同等の強度を備えるものとしなければならない。

いかなる海象条件においても風雨密性を維持できるよう，締付け装置を取り付け，ハッチカバーの縁を補強しなければ

ならない。

ハッチカバーの両側に，それぞれ少なくとも 1 つの締付け装置を設けなければならない。小型の円形コーミングの場合，

ヒンジを締付け装置とみなして差し支えない。

2.4.3
暴露甲板上にある貨物倉へのアクセスハッチについては，閉囲された船楼により保護される場合を除き，風雨密の金属

製ハッチカバーを備えなければならない。船首楼甲板上のアクセスハッチであってトランクにより貨物倉に通じるものに

ついても，同様としなければならない。

2.4.4
コファダム及びバラストタンクへのアクセスは，十分な数のボルトにより締め付ける水密ハッチカバーにより閉鎖され

るマンホールを介して行わなければならない。

2.4.5
特別に設計されたハッチカバーについては，本会の適当と認めるところによる。 
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3. 有効幅 

3.1 防撓材

3.1.1
防撓材を取り付ける板について，防撓材の強度確認において考慮すべき有効幅（m）は次式によらなければならない。

・ 板部材が防撓材の両側まである場合 
sbP =  

・ 板部材が防撓材の片側しかない場合 
sbP 5.0=  

3.2 桁部材

3.2.1
桁部材を取り付ける板について，単独の梁又は骨組構造モデルによる解析する桁部材の降伏及び座屈評価において考慮

すべき有効幅（m）は，次式によらなければならない。

・ 板部材が桁部材の両側まである場合 
2,1, PPP bbb +=  

・ 板部材が桁部材の片側しかない場合 
1,PP bb =  

( )1,1, ,165.0min PPP Sb l=  

( )2,2, ,165.0min PPP Sb l=  

lp  ： 考慮する桁部材のスパン（m）

SP,1，SP,2 ： 考慮する桁部材と隣接する桁部材間の距離の 1/2 の距離（m） 

梁又は骨組構造解析を用いる場合，防撓材を桁部材のフランジ面積に含めてはならない。 

4. 荷重モデル 

4.1 面外圧力及び荷重

4.1.1 一般

ハッチカバーに作用する面外圧力及び荷重は 4.1.2 から 4.1.6 によらなければならない。

ヒンジにより 2 枚以上のカバーパネルを結合する場合，各々のパネルを別々に考慮しなければならない。

暴露甲板に設けるハッチカバーは，いかなる場合も 4.1.2 に規定する海水圧を考慮しなければならない。

ハッチカバー上に均質な貨物，特別な貨物又はコンテナを積載する場合については，4.1.3 から 4.1.6 に規定する圧力及

び荷重を，海水圧とは分けて考慮しなければならない。

4.1.2 海水圧

静水圧及び波浪変動圧は次によらなければならない。

・ 静水圧： 0=Sp  

・ 4 章 5 節 5.2 に規定する波浪変動圧 pW 

4.1.3 バラスト水による内圧

バラスト水による内圧は 4 章 6 節 2.によらなければならい。

4.1.4 均質な貨物による圧力

ハッチカバー上に均質な貨物を積載する場合，貨物による静的圧力及び動的圧力は 4 章 5 節 2.4.1 によらなければなら

ない。

4.1.5 特別な貨物による圧力

航海中，一時的に海水を保持することのある特別な貨物（パイプ等）をハッチカバー上に積載する場合，これらによる

面外圧力及び荷重については，本会の適当と認めるところによる。

4.1.6 コンテナによる荷重

ハッチカバー上にコンテナを積載する場合，コンテナによる集中荷重については，本会の適当と認めるところによる。

4.2 荷重算出点

4.2.1 波浪外圧 
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各々のハッチカバーについて考慮すべき波浪による面外圧力は，当該ハッチカバーの船長方向における中央の点に対し

て算出しなければならない。

4.2.2 波浪外圧以外の面外圧力 

波浪による面外圧力以外の面外圧力については，次に規定する点に対して算出しなければならない。

・ 板部材については，板パネル要素の図面中心の位置

・ 防撓材及び桁部材については，スパン中央

ハッチカバー底面に作用する動的面外圧力を考慮する場合，次に規定する点に対して算出しなければならない。

・ 船長方向： ハッチカバーの船長方向における中央

・ 横方向： 甲板口側線

・ 垂直方向： バラストによる水圧に対して，倉口縁材頂部

 

5. 強度評価 

5.1 一般

5.1.1 適用

ハッチカバーの強度評価は，均等荷重が作用する，桁部材が 1 方向に配置される構造又は縦桁及び横桁による格子構造

の矩形のハッチカバーに適用する。

格子構造のハッチカバーの場合，桁部材の応力は骨組構造解析又は有限要素法解析により決定しなければならない。

集中荷重による応力については，5.4.4 の基準により評価しなければならない。

5.1.2 コンテナを積載するハッチカバー

コンテナを積載するハッチカバーの寸法については，本会の適当と認めるところによる。

5.1.3 特別な貨物を積載するハッチカバー

特別な貨物を積載するハッチカバーについては，防撓材及び桁部材は，一般に，防撓材配置及び貨物による慣性力を考

慮した直接強度計算により評価しなければならない。特別な貨物による応力は，5.4.4 の基準により評価しなければなら

ない。

5.1.4 小倉口のハッチカバー

小倉口のハッチカバーのグロス板厚は 8mm 以上としなければならない。開口の長さ又は幅が 0.6m を超える場合，本会

の適当と認めるところにより，適度に板厚を増厚するか又は十分な防撓材を取り付けするかしなければならない。

5.2 板部材

5.2.1 ネット板厚

鋼製ハッチカバー頂板のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

eH

WWSS
p R

pFpF
sFt

95.0
8.15

+
=  

Fp ： 係数で次による。 
 桁部材を取り付ける板部材において， 8.0<ass の場合： 5.1=pF  

 桁部材を取り付ける板部材において， 8.0³ass  の場合： apF ss9.1=  

s ： 桁部材を取り付ける板部材に生じる直応力（N/mm2）で，5.4.3 の規定により算出したもの又は骨組構造

解析若しくは有限要素法解析により決定したもの。 

5.2.2 最小ネット板厚（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.16(5, c)）

5.2.1 に加え，ハッチカバーの頂板を形成する板部材のネット板厚（mm）については，次のうち大きい方の値以上とし

なければならない。 

6
10

=
=

t
st  

5.2.3 座屈限界応力評価

防撓材に平行な主要支持部材の曲げによるハッチカバー頂板における圧縮応力sは，次式を満足するものとしなければ

ならない。 

1
88.0

CS
ss £  
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S ： 6 章 3 節に規定する安全係数

sC1 ： 座屈限界応力（N/mm2）で次による。 

21
eH

E
R

£s の場合： 11 EC ss =  

21
eH

E
R

>s の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-=

1
1 4

1
E

eH
eHC

R
R

s
s  

2

1 1000
6.3  

ø
ö

ç
è
æ=

s
tEEs  

t ： パネルのネット板厚（mm） 

防撓材に直交する主要支持部材の曲げによるハッチカバー頂板における圧縮応力sは，次式を満足するものとしなけれ

ばならない。 

2
88.0

CS
ss £  

S ： 6 章 3 節に規定する安全係数

sC2 ： 座屈限界応力（N/mm2）で次による。 

22
eH

E
R

£s の場合： 22 EC ss =  

22
eH

E
R

>s の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-=

2
2 4

1
E

eH
eHC

RR
s

s   

2

2 1000
9.0  

ø

ö
çç
è

æ
=

s
E s

tEms  

m ： 係数で次式による。 

1.1
1.21

22

+ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é
 
ø

ö
çç
è

æ
+=

ys

sscm
l

 

t ： パネルのネット板厚（mm）

ss ： パネルの短辺の長さ（m）

ls ： パネルの長辺の長さ（m）

Y ： 考慮するパネルに作用する圧縮応力の最小値を最大値で除した値

c ：  係数で次の値 

c = 1.3 （主要支持部材により防撓されている場合）

c = 1.21 （アングル又は T 型の防撓材により防撓されている場合）

c = 1.1 （バルブプレートにより防撓されている場合）

c = 1.05 （平鋼により防撓されている場合）

c = 1.30 （U 型の防撓材により防撓されている場合。ただし非線形有限要素法により座屈強度を検

証し，本会に適当と認められた場合，2.0 を超えない範囲で，より高い c 値として差し支えない。）

両端における防撓材が異なる場合の c は，それぞれの値の平均値を用いなければならない。 

シェル要素でモデル化し有限要素法解析を行う場合，ハッチカバー頂板に生じる二軸圧縮応力は，6 章 3 節の要件を満

足しなければならない。

5.3 防撓材

5.3.1
平鋼の防撓材については，次式を満足しなければならない。 

eHw

w

Rt
h 23515£  

5.3.2 ウェブの最小ネット板厚

防撓材のウェブのネット板厚（mm）は，4mm 以上としなければならない。

5.3.3 ネット断面係数及びネットせん断面積

面外圧力に対する防撓材のネット断面係数 w（cm3） 及びネットせん断面積 Ash（cm2）は，次式による値以上としなけ

ればならない。 
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3
2

10)(

a

sWWSS

m
spFpFw

s
l+

=  

a

sWWSS
sh

spFpFA
t

l)(5 +
=  

ls ： 防撓材のスパン（m）で，桁部材の心距又は桁部材と縁部における支持点との距離とする。すべての防

撓材の両端にブラケットを取り付ける場合は，それぞれのブラケットについて，最も小さいブラケット

の腕の長さの 2/3（ただし，減じる前のスパンの 10%以下とすること。）だけスパンを減じて差し支え

ない。 

5.3.4 座屈限界応力評価

防撓材に平行な桁部材の曲げによる防撓材を取り付ける板部材における圧縮応力sは，次式を満足するものとしなけれ

ばならない。 

CSS
ss 88.0

£  

S ： 安全率で，6 章 3 節の規定による。

sCS ： 座屈限界応力（N/mm2）で次による。 

2
eH

ES
R

£s の場合： ESCS ss =  

2
eH

ES
R

>s の場合：  
ø

ö
çç
è

æ
-=

ES

eH
eHCS

RR
s

s
4

1  

( )43 ,min EEES sss =  

23 001.0
lA

EIa
E =s  

Ia ： 防撓材心距に等しい幅をもつ防撓材を取り付ける板部材を含む防撓材のネット断面二次モーメント

（cm4） 

A ： 防撓材心距に等しい幅をもつ防撓材を取り付ける板部材を含む防撓材のネット断面積（cm2）

l ： 防撓材のスパン（m） 

p

t

p

w
E I

IE
m
Km

I
IE 385.0

10 2
2

24

2

4 + 
ø
ö

ç
è
æ +=

l

ps  

6
4

4
10

wIE
CK

p
l

=  

m ： 半波数で，次表による。 

 

 0 < K < 4 4 < K < 36 36 < K < 144 (m-1)2 m2 < K £ m2 (m+1)2 

m 1 2 3 m 

 
Iw ： 板部材との接続箇所に関する慣性面積モーメント（cm6）で，次式による値とする。 

6
33

10
36

-= ww
w

th
I  （防撓材が平鋼の場合） 

6
23

10
12

-= wff
w

hbt
I  （防撓材が T 型の場合） 

( ) ( )[ ] 622
2

23

10342
12

-+++
+

= wfwwwfff
wf

wf
w hbthhbbt

hb

hb
I  （防撓材がアングル材又はバルブプレートの

場合） 

Ip ： 板部材との接続箇所に関する断面極二次モーメント（cm4）で，次式による値とする。 

4
3

10
3

-= ww
t

thI  （防撓材が平鋼の場合） 

42
3

10
3

-
 
ø

ö
ç
ç
è

æ
+= ffw

ww
p tbhthI  （防撓材が面材付きの場合） 

It ： 防撓材を取り付ける板部材を含まない防撓材自身に関するサンブナンのねじり抵抗モーメント（cm4） 
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で，次式による値とする。 

4
3

10
3

-= ww
t

thI  （防撓材が平鋼の場合） 

433 1063.01
3
1 -

ú
ú
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ù

ê
ê
ë

é

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
-+=

f

f
ffwwt b

t
tbthI  （防撓材が面材付きの場合） 

bf，tf ： 防撓材の面材の幅及びネット板厚（mm）

s ： 防撓材の心距（m）

C ： ハッチカバー頂板によるバネ定数で，次の値とする。 

3

3

3

3

10

1000
33.1

13

-

 
ø

ö

ç
ç

è

æ
+

=

w

pwp

pp

ts
thk

s

tEk
C  

ppk h-= 1  

ただし，kp は負の値としないこと。なお，面材付き防撓材にあっては，0.1 未満とする必要はない。 

1E
p s

sh =  

1Es  ： 5.2.3 の規定による 

tp ： ハッチカバー頂板パネルのネット板厚（mm） 

5.4 主要支持部材

5.4.1 適用

5.4.3 から 5.4.5 の要件は，梁モデルによる解析を行う桁部材に適用する。

梁モデルによる解析を適用できない格子状に配置される桁部材については，5.4.4 に規定する基準を用い，直接計算に

より評価しなければならない。

5.4.2 ウェブの最小ネット板厚

主要支持部材のウェブのネット板厚（mm）は，6mm 以上としなければならない。

5.4.3 梁モデル解析における直応力及びせん断応力

5.1.1 の規定により，骨組解析又は有限要素法解析による強度評価を行わない場合，桁部材の最大直応力s 及び最大せ

ん断応力t は次式によらなければならない。 

3
2

10)(
mW

pFpFs mWWSS l+
=s  

sh

mWWSS

A
pFpFs l)(5 +

=t  

lm ： 桁部材のスパン 

5.4.4 評価基準

5.4.3 により算出した又は骨組解析若しくは有限要素法解析により決定した直応力s及びせん断応力t は，次式を満足し

なければならない。 

ass £  

att £  

5.4.5 撓み制限（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg. 15(6) & 16(5, b)）
桁部材のネット断面二次モーメントは，海水圧に対して桁部材の垂直方向の撓み量が maxlm を超えないようなものと

しなければならない。 

m ： 係数で次による: 
0056.0=m  （風雨密ハッチカバーの場合） 

0044.0=m  （ポンツーンハッチカバーの場合） 

lmax ： 桁部材の最大スパン（m） 

5.4.6 桁部材のウェブの座屈限界応力評価

5.4.3 により算出する又は骨組解析若しくは有限要素法にて決定する桁部材のウェブのせん断応力t は，次式を満足し

なければならない。 

CS
tt 88.0

£  
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S ： 安全率で，6 章 3 節の規定による。

tC ： せん断座屈限界応力（N/mm2）で，次による。 

32
eH

E
R

£t の場合： EC tt =  

32
eH

E
R

>t の場合： 
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ç
è
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34

1
3

  

2
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1000
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ø

ö
çç
è

æ
=

d
t

Ek npr
tEt  

2

0.435.5  
ø
ö

ç
è
æ+=

d
akt  

tpr,n ： 桁部材のウェブのネット板厚（mm）

a ： 桁部材のウェブパネルの長辺長さ（m）。

d ： 桁部材のウェブパネルの短辺長さ（m） 

防撓材に平行な桁部材におけるせん断応力tCは，実際のパネルの方向を考慮して算出しなければならない。

防撓材に直交する桁部材又は通常の防撓材を取り付けないハッチカバーの場合，せん断応力tC の決定において，一辺

の長さが d の正方形パネルを想定しなければならない。この時，d は桁部材のウェブパネルの短辺の長さ（m）とする。

この場合，当該パネルの両端において算出されるせん断応力の平均値を平均せん断応力tとして考慮しなければならない。

5.4.7
桁部材のウェブの座屈防止用防撓材は，次式を満足しなければならない。 

eHw

w

Rt
h 23515£  

5.5 断面形状が変化する防撓材及び桁部材

5.5.1
断面形状が変化する防撓材及び桁部材のネット断面係数は，次式による値以上としなければならない。 

CSww =  

CSww  
ø

ö
çç
è

æ
+

--
+=

4.07
8.02.31

y
ya  

wCS ： 5.4.4 に規定する判定基準を満足するネット断面係数（cm3）

a ： 係数で次による。 

0

1

l

l
=a  

y ： 係数で次による。 

0

1

w
w

=y  

l1 ： 断面形状が変化する部分の長さ（m）（図 1 参照）

l0 ： スパン（m）で，端部の支持点間の距離とする。（図 1 参照）

w1 ： 端部におけるネット断面係数（cm3）（図 1 参照）

w0 ： 中央部におけるネット断面係数（cm3）（図 1 参照） 

上記に加え，断面形状が変化する防撓材及び桁部材のネット断面二次モーメント（cm4）は，次式による値以上としな

ければならない。 

CSII =  

CSII
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ù
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+=

j
ja
32.0

181 3  

ICS ： 5.4.5 の規定を満足するネット断面二次モーメント（cm4） 

j ： 係数で次による 

0

1

I
I

=j  

1I  ： 端部におけるネット断面二次モーメント（cm4）（図 1 参照） 
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0I  ： 中央部におけるネット断面二次モーメント（cm4）（図 1 参照） 

本算式の適用は，断面形状が連続的かつなだらかに変化する桁部材及び防撓材に限る。

 
図 1 断面形状が変化する防撓材 

 
 

6. ハッチコーミング 

6.1 防撓構造

6.1.1
ハッチコーミングには，その全幅，全長にわたり防撓材を取り付けなければならない。

6.1.2
ハッチコーミングの上縁には，ハッチカバーの閉鎖装置の設置に適当な形状を備える防撓材を取り付けなければならな

い。

倉口覆布を使用するハッチカバーであってハッチコーミングの長さが 3m を超える場合又は高さが 600mm を超える場

合については，ハッチコーミングの全周，上縁から約 250mm 下方の位置に，形鋼又はバルブプレートを取り付けなけれ

ばならない。形鋼及びバルブプレートの水平部分の幅は 180mm 以上としなければならない。

6.1.3
倉口覆布を使用するハッチカバーの場合，ハッチコーミングには 3m を超えない間隔でブラケット又はステイを配置し

なければならない。

ハッチコーミングの高さが 900mm を超える場合，追加の補強を要求することがある。

ただし，保護されるハッチコーミングについては，斟酌することがある。

6.1.4
2 つの倉口が近接している場合，強度の連続性を維持するために，二つのハッチサイドコーミングを連続させる甲板下

防撓材を取り付けなければならない。

倉口端部において肋骨心距の 2 倍，倉口端を超えて肋骨心距の 9 倍の長さ方向の範囲について，同様の防撓材を取り付

けなければならない。

場合によっては，甲板上においてハッチコーミングの連続性を維持することを要求することがある。

6.1.5
金属製の水密ハッチカバーを取り付ける場合，風雨密の場合と同等の強度を備える他の配置として差し支えない。

6.2 荷重モデル

6.2.1
ハッチコーミングに作用する面外圧力 pc は 6.2.2 及び 6.2.3 による。

6.2.2
最船首貨物倉のハッチコーミングに作用する波浪による面外圧力 pc（kN/m2）は，次によらなければならない。

・ pc = 220： 1 節 7.1 に適合する船首楼が設置されている場合

・ pc = 290： 上記以外の場合

6.2.3
最船首貨物倉以外のハッチコーミングに作用する波浪による面外圧力 pc（kN/m2）は，次によらなければならない。

・ pc = 220 
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6.2.4
液体貨物を積載する貨物倉において，ハッチコーミングに適用すべき液体による内圧は，4 章 6 節により決定しなけれ

ばならない。

6.3 構造寸法

6.3.1 板部材

ハッチコーミングの板部材のネット板厚（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

eH

c

R
p

st
95.0

98.15=  

t = 9.5 
6.3.2 防撓材

ハッチコーミング付き防撓材のネット断面係数（cm3）は次式による値以上としなければならない。 

eHp

c

Rmc
sp

w
3210

21.1
l

=  

m ： 係数で次による 

m = 16 （一般）

m = 12 （コーミング隅部においてスニップ端としている防撓材） 

cp ： 防撓材の塑性断面係数を弾性断面係数で除した値。各断面係数の算定にあたっては，当該防撓材を取り

付ける板部材を含むものとするが，その幅は 40t（mm）としなければならない。この時，t は板部材の

ネット板厚とする。

各断面係数を算定しない場合，1.16 として差し支えない。 

6.3.3 ハッチコーミングステイ

ハッチコーミングステイであって面材を甲板に溶接する設計のもの又は面材の端部をスニップとしブラケットを取り

付ける設計のもの（図 2 及び 図 3 参照）については，ステイの甲板との接合部におけるネット断面係数 w（cm3）及びネ

ット板厚 tw（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

eH

CcC

R
Hpsw

9.1
1032

=  

eH

CcC
w Rh

Hpst
5.0

103

=  

HC ： ステイの高さ（m）

sC ： ステイの心距（m）

h ： 甲板との接合部におけるステイの深さ（mm） 

 
図 2  ハッチコーミングのステイ（例 1）  図 3  ハッチコーミングのステイ（例 2） 

  

ハッチコーミングステイのネット断面係数の算定にあたっては，当該ステイの面材が甲板に完全溶け込み溶接され，か

つ，伝達された応力を支持する適切な甲板下構造を備える場合に限り，面材の面積を考慮して差し支えない。

例えば図 4 及び図 5 に示すような前記以外の設計とする場合，骨組解析又は有限要素法解析により応力を決定し，高応

力部分を評価しなければならない。応力は次式を満足しなければならない。 
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eHR95.0£s  

eHR5.0£t  

図 4  ハッチコーミングのステイ（例 3）  図 5  ハッチコーミングのステイ（例 4） 

  

6.3.4 構造詳細

ハッチカバーに作用する圧力をハッチコーミングに伝達し，ハッチコーミングを通じて甲板下構造に伝達するために，

ハッチコーミング局部詳細の設計は，本節の要件を満足しなければならない。

ハッチコーミング及びその支持構造部材については，ハッチカバーからの船長方向，船幅方向及び上下方向の荷重に対

し適切に補強しなければならない。

甲板下構造部材の直応力s及びせん断応力t（N/mm2）については，次式を満足しなければならない。 

eHR95.0£s  

eHR5.0£t  

特に規定しない場合，溶接継手及び材料については，M 編の規定を満足しなければならない。

甲板とステイウエブとの溶接は両面連続溶接とし，溶接のど厚は 0.44tw以上としなければならない。この時，twはステ

イウエブのグロス板厚とする。

ステイウエブの甲板との固着部のトウ部は，両側に十分な開先を取った溶接とし，その溶接長さはステイの幅の 15%

以上としなければならない。

6.3.5 小倉口のハッチコーミング

小倉口のハッチコーミングのグロス板厚は，次の値のいずれか小さい方の値以上としなければならない。

・ 開口側線より船体中心線側の甲板に対するグロス板厚で，当該位置において，防撓材の心距をコーミングの高さ又

はコーミング防撓材間の距離のいずれか小さい方の値として算出したもの 

・ 10 mm
ハッチコーミングの形状が適当な剛性を確保するものでない場合，ハッチコーミングであって高さが 0.8m を超えるも

の又は開口部の長さ若しくは幅が 1.2m を超えるものについては，適切に補強しなければならない。 

7. 締付け装置 

7.1 風雨密性

7.1.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg. 16(1)）

暴露甲板に設置するハッチカバーは，十分な数のガスケット及び締付け装置により風雨密を確保するものとしなければ

ならない。

風雨密は，倉口覆布により確保しても差し支えない。

7.1.2
一般的に，ハッチカバーの側面には最低 2 つの締付け装置を設けなければならない。 
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7.2 ガスケット

7.2.1
ハッチカバーの自重及びハッチカバー上に積載する貨物重量は，船体運動による慣性力を含め，鋼構造により船体構造

に伝達しなければならない。

荷重の伝達は，ハッチカバーの側板及び端板と船体構造の連続した鋼構造と鋼構造の接触によるものとしても，ベアリ

ングパッドによるものとしても差し支えない。

7.2.2
ハッチカバーの風雨密性については，連続する弾性材料のガスケットを圧縮することにより確保しなければならない。

ハッチカバーパネル同士の間にも同様のシール装置を取り付けなければならない。

圧縮用に平鋼又は形鋼を取り付ける場合，これらの部材は，ガスケットとの接合面に十分な丸みを有するもので，耐食

性材料で製作されたものとしなければならない。

7.2.3
ガスケット及び締付け装置は，ハッチカバーと船体構造又は相互のハッチカバー間の相対移動が生じても，十分に風雨

密性を維持するものとしなければならない。

必要であれば，相対移動量を制限する適切な装置を備えなければならない。

7.2.4
ガスケットの材質は，船舶に生じ得る全ての環境条件に対して適当なもので，運送する貨物への適合性を備えるものと

しなければならない。

ガスケットの材質及び形状の選定にあたっては，ハッチカバーの種類，締付け装置の配置及びハッチカバーと船体構造

の間で想定される相対移動量の組み合わせを考慮しなければならない。

ガスケットは，ハッチカバーに適切に固定しなければならない。

7.2.5
ガスケットに接触するハッチコーミング及びハッチカバーの鋼製部分は，鋭利な形状を有するものとしてはならない。

7.2.6
メタルタッチ構造とする場合，ハッチカバーと船体構造は接地しなければならない。必要であれば，この目的のために

特別な接地のための手段を講じなければならない。

7.3 締付け装置及び移動防止装置

7.3.1 一般

ハッチカバーは，ハッチコーミング及びハッチカバーパネル間に適切な間隔で配置する適当な手段（ボルト，くさび又

は同様のもの）を用いて適切に固縛しなければならない。

締付け装置及び移動防止装置は，容易に脱落しないよう適当な手段により取り付けなければならない。

上記によるほか，全てのハッチカバー，特にハッチカバー上に貨物を積載するものには，船体運動による水平方向の移

動に対して効果的に固縛しなければならない。

船首尾においては垂直方向の加速度が重力加速度を超える場合があるので，7.3.5 から 7.3.7 による締付け装置の寸法決

定に際しては，加速度によるハッチカバーの浮き上がり力を考慮しなければならない。

ハッチコーミング及び支持構造は，ハッチカバーからの荷重に対して十分な構造としなければならない。

特別なシール装置を備えるハッチカバー，防熱されるハッチカバー，コーミングを備えないハッチカバー及びハッチコ

ーミングの高さを減じるハッチカバー（2.1 参照）については，本会の適当と認めるところによる。

ハッチカバー上にコンテナを積載する場合，締付け装置の寸法はコンテナにより作用する可能性がある垂直方向上向き

の荷重を考慮して決定しなければならない。

7.3.2 配置

締付け装置及び移動防止装置は，ハッチカバーとハッチコーミング及び隣接するハッチカバー間のガスケットが十分圧

縮されるように配置しなければならない。

締付け装置及び移動防止装置の配置及び間隔は，ハッチカバーの種類及び大きさに応じ，締付け装置間のハッチカバー

コーミングの剛性を考慮の上，十分な風雨密性を確保するよう決定しなければならない。

ハッチカバーパネル連結部には，荷重が作用しているパネルと作用していないパネル間で過大な相対変形が生じること

を防止するために，垂直方向のガイドを取り付けなければならない。

移動防止装置の設置場所は，ハッチカバー及び船体構造の損傷を防止するため，ハッチカバーと船体構造との相対移動
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量を許容するものとしなければならない。移動防止装置の数はできる限り少なくすること。

7.3.3 締付け装置の間隔

締付け装置の間隔は，一般に 6m を超えるものとしてはならない。

7.3.4 構造

海水が甲板に到達する可能性が極めて低いと認められる場合，締付け装置の寸法を減じることができる。

締付け装置は十分な構造を備えるもので，ハッチコーミング，甲板及びハッチカバーにしっかりと取り付けなければな

らない。各々のハッチカバーにおいて，それぞれの締付け装置は，概ね同様の強度特性を持つものとしなければならない。

7.3.5 締付け装置の断面積

各々の締付け装置のネット断面積（cm2）は，次式による値以上としなければならない。 
a

 
ø

ö
çç
è

æ
=

eH
S R

SA 2354.1  

SS ： 締付け装置間の距離（m）

a ： 係数で次による 
235>eHR  N/mm2 の場合： 75.0=a  

235£eHR  N/mm2 の場合： 0.1=a  

上記の計算において ReHは 0.7Rm以下としなければならない。

ハッチカバーとハッチコーミングの間及びハッチカバーパネルの連結部分においては，風雨密確保に必要なパッキンの

線圧力を締付け装置により維持しなければならない。ガスケットに作用する線圧力が，5N/mm を超える場合には，締付

け装置に用いるボルト又はロッドのネット断面積 A は，線圧力の増加に比例して求まる値以上としなければならない。

ガスケットの線圧力を，明示しなければならない。

不均一な幅のハッチカバーにおいて特に大きな応力が生じる締付け装置については，締付け装置のネット断面積は直接

計算により決定しなければならない。

7.3.6 縁部におけるハッチカバーの断面二次モーメント

ハッチカバー縁部の剛性は，締付け装置のシール圧力を十分に維持するものとしなければならない。

ハッチカバー縁部の断面二次モーメント（cm4）は，次式による値以上としなければならない。 
46 SL Sp=I  

pL ： ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。ただし，5N/mm 未満の場合は 5N/mm とする。

SS ： 締付け装置間の距離（m） 

7.3.7 ロッド又はボルトの径

倉口面積が 5m2 を超える場合には，締付け装置のボルト又はロッドの径は 19mm 未満としてはならない。

7.3.8 移動防止装置

ハッチカバーは，船幅方向に作用する 175 kN/m2 の圧力に対し，移動防止装置により十分に固縛しなければならない。

最船首貨物倉以外のハッチカバーは，ハッチカバー前端に作用する船尾方向への 175 kN/m2 の圧力に対し，移動防止装

置により十分に固縛しなければならない。

最船首貨物倉のハッチカバーは，ハッチカバー前端に作用する船尾方向への 230 kN/m2 の圧力に対し，移動防止装置に

より十分に固縛しなければならない。ただし，1 節 7.1 の規定に適合する船首楼を設置する場合，圧力を 175 kN/m2 まで

軽減することができる。

許容等価応力は，移動防止装置及び当該装置の支持部材並びに当該装置の取付け溶接部分（のど厚で計算すること）に

おいて，0.8ReH以下としなければならない。

7.4 倉口覆布

7.4.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.15 (11)）

ハッチカバーの風雨密を倉口覆布にて確保する場合，少なくとも 2 層の倉口覆布を備えなければならない。

倉口覆布は，黄麻を含まない防水性のもので，十分な強度並びに大気中の成分及び気温の変化に耐性を備えるものとし

なければならない。

植物性繊維で形成される覆布用布地の防水加工前の質量は，次による値以上としなければならない。

・ 0.65 kg/m2 （タールによる防水加工をするもの）

・ 0.60 kg/m2 （化学物質による防水加工をするもの）

・ 0.55 kg/m2 （油性物質による防水加工をするもの） 
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強度，防水性並びに高温及び低温に対しての耐性に関して植物性繊維製の倉口覆布に要求されるものと同等の基準を満

たす場合，植物性繊維製の倉口覆布に代えて，合成繊維又はプラスチック製薄板の倉口覆布の使用を認めることがある。

7.5 クリート

7.5.1
締付装置としてロッドクリートを用いる場合，弾力性を有するワッシャ又はクッションを組み入れなければならない。

7.5.2
油圧式締付装置は，油圧系統に異常があった場合においても，機械的に締付け状態を保持できるものとしなければなら

ない。

7.6 くさび

7.6.1 くさび（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.15(10)）

くさびは硬質の木製とし，一般に長さ 200mm 以下，幅 50mm 以下のものとしなければならない。

くさびは，一般に 6 分の 1 以下の勾配のものとし，厚さは 13mm 以上としなければならない。 

8. 排水設備 

8.1 配置

8.1.1
ガスケットの船内側には，ガッタバーを設けるか又はハッチコーミングを上方に延長させるなどによる，排水のための

手段を設けなければならない。

8.1.2
排水口は，排水溝の端部に設けなければならない。また，排水口は，逆止弁又は同等のもの等の外部からの水の流入を

効果的に防止する手段を備えなければならない。

8.1.3
ハッチカバーパネル間の連結部には，ガスケットの上部に排水のための手段を設け，かつ，ガスケットの下部に排水溝

を設けなければならない。

8.1.4
ハッチカバーと船体構造間が連続メタルタッチ構造の場合には，メタルタッチ構造とガスケットの間にも排水設備を設

けなければならない。 

9. 船首部暴露甲板の小倉口 

9.1 適用

9.1.1
本 9.の規定は，船の長さの船首端から 0.25LCSR-Bの箇所より前方の暴露甲板に設置される小倉口で，小倉口設置位置に

おける暴露甲板の高さが夏期満載喫水線上 0.1LCSR-B又は 22m のいずれか小さい方の値より小さいものに適用する。

ここでいう小倉口は，甲板下部の区画に通じるように設計され，風雨密又は水密に閉鎖する倉口で，開口の大きさが一

般に 2.5m2 以下であるものとする。

9.1.2
緊急脱出用に設計される小倉口については，9.4.1 a)及び b)，9.4.3 並びに 9.5.1 を除き，本節の規定に適合しなければな

らない。

9.2 強度要件

9.2.1
方形のハッチカバーの板厚，防撓材配置及び寸法は，表 4 及び図 6 による値以上としなければならない。

防撓材を設ける場合，その位置は，9.3.1 に規定するメタルタッチ部の位置と一致させなければならない。（図 6 参照）

一次防撓材は，連続構造としなければならない。

すべての防撓材は，カバー内縁部の防撓材に溶接しなければならない。（図 7 参照）

9.2.2
方形の倉口のコーミングの上縁部は，上縁から 170mm ないし 190mm の間で適当な形鋼により水平方向に補強しなけれ
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ばならない。

9.2.3
円形又は同様の形状のハッチカバーに対する板厚及び補強は，5.2 によらなければならない。

9.2.4
鋼以外の材料で製作するハッチカバーの寸法は，鋼で製作するハッチカバーと同等な強度を備えるものとしなければな

らない。

9.3 風雨密性

9.3.1
ハッチカバーには，弾性材料のガスケットを設けなければならない。このガスケットは，設計圧縮力でメタルタッチと

なるように設計し，締付装置が緩むか又は外れるかの原因となる青波によりガスケットに過度の圧縮力が作用することを

防ぐよう設計しなければならない。メタルタッチ部は，図 6 に示すように各締付装置の近くに配置し，圧縮力に耐え得る

十分な容量を備えるものとしなければならない。

 
表 3 船首部甲板の鋼製小型ハッチカバーに対するグロス寸法 

一次防撓材 二次防撓材 呼び寸法

（mm   mm） 

カバー板厚

（mm） 平鋼（mm   mm）；数量 

630   630 8 - - 

630   830 8 100   8 ； 1 - 

830   630 8 100   8 ； 1 - 

830   830 8 100   10 ； 1 - 

1030   1030 8 120   12 ； 1 80   8 ； 2 

1330   1330 8 150   12 ； 2 100   10 ； 2 

9.4 主締付装置

9.4.1
船首部暴露甲板に位置する倉口には，次に示す方法を用いた機構によりハッチカバーを適切な位置に締め付け，風雨密

にできる主締付装置を設けなければならない。

a) フォーク（止め金）を締め付けるちょうナット

b) クイックアクティングクリート

c) セントラルロッキングディバイス

くさび座とクリップハンドルによる締め付けは，認められない。

9.4.2
主締付装置は，いかなる道具も利用せずに 1 人の人間の力により設計圧縮力を得られるように設計及び製造しなければ

ならない。

9.4.3
ちょうナットを用いる主締付方法においては，フォーク（止め金）は，堅固な設計とすること。フォークは，上方に曲

げるか，自由端の表面を盛り上げるか又は同様な方法により使用中にちょうナットが外れる危険性を最小とするように設

計しなければならない。防撓されない鋼製フォークの板厚は，16mm 以上としなければならない。配置の例を図 7 に示す。

9.4.4
最船首貨物倉の前方の暴露甲板に位置するハッチカバーでは，ヒンジは，青波の作用する向きがカバーを閉鎖させるよ

う取り付けなければならない。このことは，通常，ヒンジを前端部に取り付けることを意味する。

9.4.5
最船首貨物倉及びその直後の貨物倉の間のような貨物倉口間に位置する倉口においては，ヒンジは，横方向及び船首か

ら 45 度の方向の青波に対して実行可能な保護を与えるよう，前端部又は外側端部に取り付けなければならない。 

9.5 補助締付装置

9.5.1
小倉口には，主締付装置が緩むか又は外れた場合でも，ハッチカバーを適切な位置に保つことができるように，例えば，
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スライディングボルト，掛金又はゆるく取りつけたバッキングバー等の方法による独立した補助締付装置を設けなければ

ならない。補助締付装置は，ハッチカバーのヒンジの反対側に設けなければならない。

 
図 6 防撓材の配置 
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図 7 主締付装置の例 
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 1) ちょうナット

 2) トグルボルト

 3) トグルボルトピン

 4) トグルボルトピン中心

 5) フォークプレート

 6) ハッチカバー

 7) ガスケット

 8) ハッチコーミング

 9) メタルタッチのためにトグルボルト付ブラケットに溶接された当板

 10) 防撓材

 11) 内縁部防撓材 
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6 節 船体及び船楼の開口配置 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

p ： 3.3.2 に規定する窓ガラスに対する圧力（kN/m2） 

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，9 章 5 節の規定を適用する倉口を除く船体及び船楼の開口配置に適用する。

1.2 定義

1.2.1 標準船楼高さ

標準船楼高さは 1 章 4 節による。

1.2.2 標準舷弧（シヤー）

標準舷弧（シヤー）は国際満載喫水線条約に基づき規定されるものとする。

1.2.3 風波に曝される範囲

風波に曝される範囲とは，船楼及び船側からの距離が 0.04B 以下の箇所にある甲板室の境界のことをいう。

1.2.4 風波に曝されない範囲

風波に曝されない範囲とは，船側からの距離が 0.04B を超える箇所にある甲板室の境界のことをいう。 

2. 外部開口 

2.1 一般

2.1.1 （SOLAS Reg.II-1/25-10.1）

損傷分析において浸水しないと仮定する区画であって，損傷時の最終平衡状態における喫水線より下方となるものに通

じる全ての外部開口は，水密としなければならない。

2.1.2 （SOLAS Reg.II-1/25-10.2）

2.1.1 の規定に従って水密とすることが要求される外部開口は，十分な強度を有するものとし，また，貨物倉のハッチ

カバーを除き，船橋に表示器を取り付けなければならない。

2.1.3
避難設備の乗艇場所と軽荷状態における喫水線との間にある外板には，舷側諸口，窓又は舷窓のような恒久的な開口及

び一時的な開口を設けてはならない。R 編の関連規定に適合する場合，固定式の窓又は舷窓を設けることができる。

2.1.4 （SOLAS Reg.II-1/25-10.5）

外部開口の水密保全性を確保するため，航海中常時閉鎖されるその他の閉鎖装置は，それぞれの閉鎖装置に，閉鎖状態

に保たなければならない旨の標示を取り付けなければならない。ボルトにより緊密に締め付ける蓋を備えるマンホールに

ついては，標示を取り付ける必要はない。

2.2 舷門，貨物口及び載炭口

2.2.1 （SOLAS Reg.II-1/17-1, 17.10.1 & 17.10.2 及び ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.21(2)）

乾舷甲板より下方にある舷門，貨物口及び載炭口は，十分な強度を有するものとしなければならない。これらは，船舶

の出航前に確実に閉鎖し，閉鎖状態に維持されなければならない。これらの開口は，いかなる場合も当該開口の下縁が最

も深い区画喫水線より下方となることの無いよう配置しなければならない。

本会が特に認める場合を除き，開口の下縁は，最も深い喫水線の上縁より少なくとも 230mm 上方に最も低い点がある
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船側における乾舷甲板に平行な線より下方としてはならない。 

3. 舷窓，窓及び天窓 

3.1 一般

3.1.1 適用

3.1 から 3.4 までの規定は，海象状態又は悪天候の影響に曝される位置にある採光及び給気用の舷窓及び角窓に適用す

る。

3.1.2 舷窓の定義（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(2)）

舷窓とは，面積が 0.16 m2 以下の円形口又は楕円口のことをいう。面積が 0.16 m2 を超える円形口又は楕円口は，窓とし

て取り扱わなければならない。

3.1.3 窓の定義（ILLC（決議 MSC.143(77)） Reg.23(3)）

窓とは，一般に方形の開口でその角に窓の大きさに応じた丸みを備えるものであって，認められた国家規格又は国際規

格に従うもの及び面積が 0.16 m2 を超える円形口又は楕円口のことをいう。

3.1.4 外板における開口の数（SOLAS Reg.II-1/17-1& Reg.II-1/17.1）

外板の開口の数は，船舶の設計及び固有の用途に適合する範囲において，できる限り少なくしなければならない。

3.1.5 材料及び寸法（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(1)）

ガラス，内蓋及び暴風雨カバーを含め，舷窓及び窓は，認められた国家規格若しくは国際規格に従って承認された設計

及び適切な構造のもの又はこれと同等のものとしなければならない。

非金属材料の窓枠は使用してはならない。乾舷甲板より下方の舷窓には，通常の鋳鉄を使用してはならない。

3.1.6 閉鎖装置（SOLAS Reg.II-1/17-1& Reg.II-1/17.2）

外板の開口の閉鎖装置の配置及び実効性は，その開口の目的及び位置に適合するものとしなければならず，また，その

設置位置は，一般に，本会が認めるものとしなければならない。

3.1.7 舷窓の開口（SOLAS Reg.II-1/17-1& Reg.II-1/17.3.2）

乾舷甲板より下方に位置する舷窓については，船長の許可無しに開けることを有効に防止するような構造のものとしな

ければならない。

3.2 開口配置

3.2.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)） Reg.23(5)）

舷窓は，その下縁が，船側における乾舷甲板に平行な線であってその最も低い点が夏期満載喫水線（木材乾舷を指定す

る場合，夏期木材満載喫水線とする。）より 0.025B 又は 0.5m のうちいずれか大きい方の距離だけ上方にあるものより下

方に位置するように設けてはならない。

3.2.2 海面から 1.4 + 0.025B（m）の位置より下方の舷窓

（SOLAS Reg.II-1/17-1, 17.3.3.1 & 17.3.3.3）

甲板間のいずれかの舷窓の下縁が，船側における乾舷甲板に平行な線であってその最も低い点が船舶の出港の際の水面

より 1.4 + 0.025B（m）上方にあるものより下方に位置する場合には，当該甲板間の全ての舷窓は，船舶の出港前に水密

に閉鎖して施錠するものとし，次の港に着く前に開けてはならない。本規定の適用にあたり，可能な場合，淡水について

適当に斟酌することができる。

最高区画満載喫水線で浮いている場合に，そのいずれかの舷窓が上記規定の適用を受ける位置にある船舶については，

本会は限界平均喫水を指示することがある。この限界平均喫水は，当該舷窓が，船側における乾舷甲板に平行な線分であ

ってその最も低い点が限界平均喫水線より 1.4 + 0.025B（m）上方にあるものより上方となる喫水とする。限界平均喫水

で浮いている船舶においては，舷窓を閉鎖して施錠することなく出港すること及び次の港までの航海中に船長の責任で海

上において舷窓を開けることが認められる。国際満載喫水線条約に定める熱帯においては，その限界喫水を 0.3m だけ増

加させることができる。

3.2.3 貨物区域（SOLAS Reg.II-1/17-1& Reg.II-1/17.6.1 to 17.6.3）

専ら貨物又は石炭の運送に充てる区画には舷窓を設けてはならない。ただし，交互に貨物又は乗客の運送に充てる区画

については，舷窓を設けて差し支えない。この場合，船長の許可無しに舷窓又は内蓋を開けることを有効に防止するよう

な構造のものとしなければならない。 
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3.2.4 固定式の舷窓（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(6)）

損傷時復原性要件の適用を受ける船舶にあっては，要求される損傷状態において，任意の中間段階及び最終平衡状態で

舷窓が冠水する場合，これらの舷窓は固定式としなければならない。

3.2.5 マンホール及び平甲板口（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.18(1)）

第 1 位置及び第 2 位置又は閉囲船楼以外の船楼内に設けるマンホール及び平甲板口は，水密に作られた堅固なカバーに

より閉鎖しなければならない。密に配置したボルトにより固定する場合を除き，カバーは恒久的に取り付けられたものと

しなければならない。

3.2.6 自動通風用舷窓（SOLAS Reg.II-1/17-1& Reg.II-1/17.7）

乾舷甲板より下方の外板に取り付ける自動通風用舷窓については，本会の適当と認めるところによる。

3.2.7 窓の配置（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(7)）

乾舷甲板より下方の場所，閉囲された船楼の第一層目の端部隔壁及び側壁並びに第一層目の甲板室であって復原性計算

において浮力とみなすもの又は下方に通じる開口を保護するものには，窓を設けてはならない。

3.2.8 天窓（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(12)）

固定式天窓又は開閉式天窓は，舷窓及び窓に対して要求されると同様に，大きさ及び位置に対して適切なガラス厚を有

するものとしなければならない。天窓ガラスは，いかなる場所に設置する場合であっても，機械的損傷から保護されるも

のとし，かつ，第 1 位置又は第 2 位置に設置する場合には，恒久的に取り付けられた堅固な内蓋又はストームカバーを備

えるものとしなければならない 。

3.3 ガラス

3.3.1 一般

一般的に特別な型の枠を備える強化ガラスは，認められた国家規格若しくは国際規格に適合したもの又はこれと同等の

ものを使用しなければならない。板ガラスの使用については，本会の適当と認めるところによる。

3.3.2 設計荷重

設計荷重は，9 章 4 節の適当な規定に基づき決定しなければならない。

3.3.3 材料

強化ガラスは，舷窓については ISO1095，窓については ISO3254 に，それぞれよるものとしなければならない。

3.3.4 舷窓における強化ガラス厚

舷窓における強化ガラスは，次式による値以上としなければならない。 

pdt
358

=  

d ： 舷窓直径（mm） 

3.3.5 角窓における強化ガラス厚

角窓における強化ガラス厚は，次式による値以上としなければならない。 

p
bt b

200
=  

b  ： 表 1 による係数。a/b の値が中間となる場合， b の値は線形補間によらなければならない。 

a ： 窓の長辺の長さ（mm）

b ： 窓の短辺の長さ（mm） 

 
表 1 係数 b  

a/b b  

1.0 0.284 

1.5 0.475 

2.0 0.608 

2.5 0.684 

3.0 0.716 

3.5 0.734 

³ 4.0 0.750 
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特に荒天に曝されることの多い前方隔壁においては，角窓の大きさの制限及び増厚したガラスの使用の両方を要求する

ことがある。

3.4 内蓋の配置

3.4.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(4)）

次の場所に位置する舷窓には，ヒンジ止めの内蓋を備えなければならない。

・ 乾舷甲板より下方の場所

・ 閉囲された船楼の第 1 層の場所

・ 乾舷甲板上第 1 層目の甲板室であって下方の場所に通じる保護されない開口を有するもの又は復原性計算におい

て浮力として考慮するもの

内蓋は，乾舷甲板より下方に取り付ける場合には水密に，乾舷甲板より上方に取り付ける場合には風雨密に閉鎖できる

ものとしなければならない。

3.4.2 第 2 層の側部にある開口（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(8)）

下方に通じる開口を保護する船楼及び復原性計算において浮力として考慮する船楼においては，第 2 層の側部に設ける

舷窓及び窓は，風雨密に閉鎖しかつ固定できる効果的なヒンジ止めの内蓋を備えるものとしなければならない。

3.4.3 船側からセットインした第 2 層の側部に設ける開口

（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(9) & 23(10)）

船側からセットインした第2層の側部隔壁であって3.4.1に掲げる場所への直接交通を保護するものの舷窓及び窓には，

ヒンジ止めの内蓋を設けなければならない。当該窓の外側に近接可能な場合，窓の外側に恒久的に取り付けたストームカ

バーであって風雨密に閉鎖しかつ固定できる承認された設計で堅固な構造のものとして差し支えない。

第 2 層以上の居室の隔壁及び戸であって，舷窓及び窓と下方の場所又は復原性計算において浮力として考慮する第 2

層の場所を隔てるものについては，舷窓又は窓に取り付ける内蓋又はストームカバーに代わるものとして差し支えない。 

（備考 1）

認められた規格に基づく内蓋は，窓又は舷窓の内側に取り付ける，一方，内蓋と同等の仕様をもつストームカバー

は，窓の外側に近接することが可能な場合に，窓の外側に取り付けるもので，ヒンジ式又は取り外し式として差し

支えない。

3.4.4 高さが標準船楼高さ未満の船楼上の甲板室

（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.23(11)）

低船尾楼甲板上又はその高さが標準船楼高さより低い船楼甲板上の甲板室は，当該船楼の高さが低船尾楼の標準高さ以

上の場合，内蓋に関連する規定に限り，第 2 層とみなして差し支えない。

3.4.5 甲板室により保護される開口

船楼甲板に設ける開口又は乾舷甲板上の甲板室であって下方の場所若しくは閉囲された船楼に通じるものの頂部に設

ける開口が，甲板室により保護される場合，内部仕切りで閉囲されていない階段に直接交通する舷窓に限り内蓋を取り付

けなければならない。 

4. 排出口 

4.1 排出口の配置

4.1.1 吸入口及び排出口（SOLAS Reg.II-1/17-1 & Reg.II-1/17.9.1）

外板に取り付ける吸入口及び排出口には，船内への不慮の浸水を防止するための効果的な装置を，近づき得る位置に取

り付けなければならない。

4.1.2 灰捨て筒，ごみ捨て筒等の船内の開口

（SOLAS Reg.II-1/17-1, 17.11.1 & 17.11.2）

灰捨て筒，ごみ捨て筒等の船内の開口には，効果的な蓋を取り付けなければならない。

上記の開口が乾舷甲板の下方にある場合，その蓋は水密とし，また，最高区画満載喫水線より上方の容易に近づき得る

位置に，筒に自動逆止弁を取り付けなければならい。筒を使用しない時は，蓋及び弁は確実に閉鎖しておかなければなら

い。 
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4.2 ごみ捨て筒の配置

4.2.1 喫水線より上の船内端（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.22-1(1, b)）

船内端は，指定された夏期乾舷に対応する喫水において，それぞれの舷において 8.5 度横傾斜したときに形成される水

線より上方に位置しなければならない。ただし，夏期満載喫水線から少なくとも 1000mm 上方に位置しなければならない。

船内端が夏期満載喫水線から 0.01LLLの線より上方に位置し，かつ，就航状態において船内側の仕切り弁に常に近付き得

ることを条件に，その仕切り弁は乾舷甲板上の位置から操作可能とする必要はない。

4.2.2 喫水線より下の船内端（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.22-1(4)）

100m 以上の船舶において，ごみ捨て筒の船内端が，損傷時の最も深い喫水線の下方に位置する場合には，次の規定を

満たさなければならない。

・ 船内端のヒンジ式の蓋又は弁は水密としなければならない。

・ 弁は，最高区画喫水線より上方であり容易に近付き得る位置に設けるねじ締め逆止弁としなければならない。

・ ねじ締め逆止弁は，乾舷甲板より上方から操作可能なものとし，開閉指示器を備えるものとしなければならない。

また，当該弁の制御装置には，「使用時以外は閉鎖すること」と標示しなければならない。

4.2.3 仕切り弁（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.22-1(1, a)）

ごみ捨て筒については，乾舷甲板上の場所から積極的に閉鎖することができる逆止弁の代替として，筒の使用場所で操

作可能な 2 個の仕切弁とすることができる。ただし，2 個の仕切弁のうち低い位置にあるものは，乾舷甲板上方の位置か

ら操作可能なものとし，2 つの仕切弁にインターロック装置を設けなければならない。

2 個の仕切弁の距離は，インターロック装置が円滑に作動するよう適切なものとしなければならない。

4.2.4 ヒンジ式蓋及び排出フラップ（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.22-1(1, c)）

4.2.3 に規定する 2 個の仕切り弁の設置に代えて，筒の船内端にヒンジ式風雨密蓋を設け，排出フラップと併用するこ

ととして差し支えない。

この場合，ホッパ蓋が閉鎖されていない限り排出フラップの操作ができないよう，インターロック装置を設けなければ

ならない。

4.2.5 仕切弁及びヒンジ式蓋への標示（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.22-1(3)）

仕切弁及びヒンジ式の蓋の制御装置には，「使用時以外は閉鎖すること」と標示しなければならない。

4.3 ごみ捨て筒の寸法

4.3.1 材料

筒は鋼製のものとしなければならない。その他これと同等の材料と使う場合は，本会の適当と認めるところによる。

4.3.2 筒の板厚

蓋を含む筒の板厚は，表 2 による値以上としなければならない。

 
表 2 ごみ捨て筒の板厚 

外径 d（mm） 板厚（mm） 

d £ 80 7.0 

80 < d < 180 7.0 + 0.03(d - 80) 

180 £ d £ 220 10.0 + 0.063(d - 180) 

d > 220 12.5 

 

5. 放水口 

5.1 一般設備

5.1.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(1, a) & Reg.3(15)）

乾舷甲板又は船楼甲板の暴露部のブルワークがウェルを形成する場合，甲板から迅速に放水及び排水するための十分な

手段を講じなければならない。

ウェルとは，暴露甲板上において水が滞留することのある全ての場所をいう。ウェルは四辺を甲板構造によって境界さ

れている甲板エリアとみなされる。それらの配置によっては，三辺又は二辺のみが境界されている場合もウェルとみなす。 
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5.1.2 放水口の面積（ILLC（決議 MSC.143(77)） Reg.24）

乾舷甲板上に位置するブルワークにおける放水口の面積は，表 3 による値以上としなければならない。

 
表 3 乾舷甲板上に位置するブルワークの放水口の面積 

船型 放水口の面積 A（m2） 適用する規定 

B-100 型船舶 0.33lB hB 5.5.2 

B-60 型船舶 0.25lB hB 5.5.1 

乾舷計算に含めるトランクを備える船舶又は幅

が 0.6B 以上のトランクを備える船舶 
0.33lB hB 5.3.1 

乾舷計算に含めないトランクを備える船舶又は

連続する若しくは実質的に連続するハッチコー

ミングを備える船舶 

A2 5.3.1 

連続しないハッチコーミングを備える船舶 A3 5.3.2 

船楼に対して AS 5.4.2 開口のある構造を有する船舶 

ウェルに対して AW 5.4.3 

その他の船舶 A1 5.2.1 

備考：

lB： 片舷のウェルにおけるブルワークの長さ（m）

hB： ウェルにおけるブルワークの平均高さ（m） 

5.1.3 放水口の配置（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(5)）

舷弧のある船舶の場合，要求される放水口の面積のうち 2/3 は，舷弧の最低点に近いウェルの半分に配置しなければな

らない。

要求される放水口の面積のうち 1/3 は，ウェルの残り部分の長さに均等に配置しなければならない。

乾舷甲板又は船楼甲板の暴露部に舷弧がない又はほとんどない場合，放水口は，その面積をウェルに沿って均等に配置

しなければならない。

ただし，船楼側部から十分に離さない限り，船楼端近傍にはブルワークに大きな諸口を設けてはならない。

5.1.4 放水口の位置（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(5) & 24(6)）

放水口の下縁は，可能な限り甲板に近付けなければならない。

ブルワークの全ての開口は，約 230mm の間隔に配置する棒によって保護しなければならない。

5.1.5 放水口の閉鎖（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(6)）

放水口にシャッター又は閉鎖装置を取り付ける場合，ごみ詰まりを防ぐために十分なすき間を設けなければならない。

ヒンジは，耐食性の材料の軸針又は軸受けを有するものとしなければならない。シャッターに固定装置を設ける場合，そ

の装置は，承認された構造のものとしなければならない。

5.2 トランク又は倉口に隣接しないウェルの放水口の面積

5.2.1 放水口の面積（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(1, b & c)）

ウェル部分の舷弧が標準のものであるか又は標準より大きいものである場合，各ウェルにおける各舷の放水口の面積

（m2）は表 4 による値以上としなければならない。

舷弧を有しない船舶については。上記規定の面積を 50 パーセント増さなければならない。舷弧が標準より小さい場合

には，この増加率は，線形補間法によって求めなければならない。
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表 4 トランク又は倉口に隣接しないウェルの放水口の面積 

位置 放水口の面積 A1（m2） 

 lB £ 20 lB > 20 

乾舷甲板又は船尾楼甲板 0.7 + 0.035lB + AC 0.07lB  + AC 

船楼甲板 0.35 + 0.0175lB + 0.5AC 0.035lB + 0.5AC 

備考：

lB： ウェル部分のブルワーク長さ（m）。ただし，0.7LLL より大きな値とする必要はない。

AC： 面積（m2）で次式による。 

hB > 1.2 の場合  ( )2.1
25

-= B
B

c hA l
 

0.9   hB   1.2 の場合 0=cA  

hB < 0.9 の場合  ( )9.0
25

-= B
B

c hA l
 

hB： ブルワークの平均高さ（m） 

5.2.2 幅が 0.8B 以上の甲板室の最小放水口面積

（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(1, d)）

幅が 0.8B 以上の甲板室を船体中央部に配置し，かつ船側の通路の幅が 1.5m 未満の平甲板船の場合には，放水口の面積

は，甲板室の前後で 2 つのウェルを形成するものとみなして計算しなければならない。また各ウェルの放水口の面積は表

4 によらなければならない。この時，lBは考慮するウェルの実際の長さとしなければならない。 

5.2.3 仕切り隔壁の最小放水口面積（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(1, e)）

甲板室の前後において船の全幅にわたる仕切り隔壁が設ける場合には，甲板室の幅に関係なく，暴露甲板はその前後で

2 つのウェルを形成するものとみなし，それぞれにおける放水面積は，5.1.2 の規定によらなければならない。 

5.3 トランク又は倉口に隣接するウェルの放水口面積

5.3.1 トランク又は倉口縁材に隣接する放水口面積

（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(2)）

乾舷計算に含めない連続するトランク又は船楼間で連続する若しくは実質的に連続するハッチサイドコーミングを有

する船舶の場合，放水口面積（m2）は表 5 に規定する値以上としなければならない。

 
表 5 連続するトランク又は倉口に隣接するウェルの放水口面積 

倉口又はトランクの幅 BH（m） 放水口面積 A2（m2） 

BH £ 0.4B 0.2lB hB 

0.4B < BH < 0.75B BB
H h

B
B

lú
û

ù
ê
ë

é
-- )4.0(286.02.0  

BH ³ 0.75B 0.1lB hB 

備考：

lB： 片舷のウェルにおけるブルワーク長さ（m）

hB： ウェルにおけるブルワークの平均高さ（m） 

幅が 0.6B 以上で乾舷計算に含める連続するトランクを有する船舶及び乾舷甲板の暴露部の長さの少なくとも半分以上

にわたりオープンレールを設けない船舶の場合には，トランクに隣接するウェルの放水口の面積は，ブルワークの全面積

の 33%以上としなければならない。 

5.3.2 連続しないトランク又はハッチコーミングの放水口面積（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(3)）

考慮するウェルの全長にわたり，連続しないトランク，ハッチコーミング又は甲板室により，船舶の甲板上の自由な水

の流れが阻害される場合には，ウェルにおけるブルワークの放水口の面積は，表 6 による値以上としなければならない。
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表 6 連続しないトランク又は倉口に隣接するウェルにおける放水口面積 

水が流れる面積 fP（m2） 放水口面積 A3（m2） 

fP £ A1 A2 

A1 < fP < A2 A1 + A2 - fP 

fP ³ A2 A1 

備考：

fP： 甲板上の放水口面積で，倉口間又は倉口と船楼若しくは甲板室間の

間隙の実際のブルワークの高さまでの範囲のネット面積とする。 

A1： 表 4 による放水口面積（m2）

A2： 表 5 による放水口面積（m2） 

5.4 船楼内の開放区域における放水口面積

5.4.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(4)）

乾舷甲板又は船楼甲板上に，一端又は両端が開放甲板上のブルワークにより形成されるウェルに開口する船楼を有する

船舶においては，船楼内の開放区域から水を放出するための十分な設備を備えなければならない。

5.4.2 閉囲されない船楼の放水口面積（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24(4)）

閉囲されない船楼に対する放水口の各舷における面積は，次式による値以上としなければならない。 

 
ø

ö
çç
è

æ

ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é

 
ø

ö
çç
è

æ
-=

wT

s

t

W
SHS h

hbCAA
ll

l

2
1 0

2

1  

lT ： ウェル全長（m）で，次式による。 

SWT lll +=  

lW ： ブルワークがウェルを形成する部分のブルワークの長さ（m）

lS ： 閉囲されない船楼の長さ（m）

A1 ： ウェルの長さlT に対して表 4 に規定する放水口の面積（m2）。ただし，表 4 の適用において AC は 0

としなければならない。  

CSH ： 舷弧に関する係数で次式による。 

CSH = 1.0 （標準又は標準以上の舷弧を有する場合）

CSH = 1.5 （舷弧が無い場合） 

b0 ： 閉囲されない船楼の船楼端隔壁部における開口の幅（m）

hS ： 1.2.1 による船楼の標準高さ（m）

hW ： 乾舷甲板からウェル甲板までの高さ（m） 

5.4.3 閉囲されないウェルの放水口の面積（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.24 (4)）

船側における閉囲されないウェルの放水口の各舷における面積（m2）は，次式による値以上としなければならない。 

 
ø

ö
çç
è

æ
=

W

S
SHW h

h
cAA

21  

A1 ： 表 4 に規定する，長さlWのウェルに対する放水口の面積（m2）

cSH，hS，hW，lWは 5.4.2 の規定による 

上記規定による放水口の面積 AS 及び AWは，閉囲されない船楼により覆われる開放区域の側部又は閉囲されないウェル

の側部に沿って両舷に配置しなければならない。

5.5 B-100 型船舶及び B-60 型船舶の乾舷甲板のブルワークにおける放水口の面積

5.5.1 B-60 型船舶の放水口の設備

B-60 型船舶にあっては，乾舷甲板のブルワークの下方部分に，ブルワークの全面積の 25%以上の面積の放水口を設け

なければならない。

舷側厚板の上端はできるだけ低くしなければならない。

5.5.2 トランクを有する B-100 型船舶の放水口の設備

B-100 型船舶において，トランクを備える乾舷甲板の暴露部には，少なくともその長さの半分以上の長さに，オープン
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レールを設けなければならない。

これに代えて連続するブルワークを取り付ける場合，乾舷甲板のブルワークの下方部分に，ウェルを形成する部分のブ

ルワークの全面積の 33%以上の放水口を設けなければならない。 

6. 機関室口 

6.1 機関室の天窓

6.1.1
第 1 位置又は第 2 位置における機関室の天窓は，適切な枠を設け，甲板に強固に取り付け，十分な強度を備える鋼製囲

壁で閉囲しなければならない。他の構造物により当該囲壁が保護されない場合，囲壁の強度は本会の適当と認めるところ

による。

6.2 閉鎖装置

6.2.1 機関室囲壁（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.17(1) & 12(1)）

第 1 位置又は第 2 位置における機関区域の開口には，恒久的かつ強固に隔壁に取り付けた鋼又はこれと同等の材料の戸

を設けなければならない。また，これらの開口は，全体の構造が開口の無い隔壁と同等の強さを有するよう，枠を付け，

防撓し，取り付け，閉鎖したときに風雨密を確保できるものとしなければならない。これらの戸は，両側から操作するこ

とができるものとし，通常，波浪荷重に対する追加の保護をするよう外側に開くものとしなければならない。

これらの囲壁に設けるその他の開口については，適切な位置に常設的に取り付けられる同等の蓋を備えるものとしなけ

ればならない。

6.2.2 戸の敷居高さ（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.17(1 & 2)）

戸の敷居の高さは，次の値以上としなければならない。

・ 第 1 位置において甲板上 600mm
・ 第 2 位置において甲板上 380mm

・ その他の場合において 230mm
6.2.3 二重扉（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.17(1 & 2)）

他の構造により保護されない囲壁の開口については，その船舶の乾舷が国際満載喫水線第 28 規則の表 B による値未満

である場合，二重扉（内扉と外扉）を設けなければならない。

内扉については 230mm，外扉については 600mm 以上の敷居を設けなければならない。

6.2.4 ボイラ室通風口（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.17(5)）

ボイラ室通風口には，鋼又はこれと同等の材料で製作する蓋を適切な位置に恒久的に取り付け，風雨密としなければな

らない。

6.3 コーミング

6.3.1 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.17(3)）

乾舷甲板及び船楼甲板の暴露部に設けるボイラ室通風口，煙突及び機関室通風筒の縁材の甲板上の高さは，妥当，かつ，

実行可能な限り高くしなければならない。

一般に，機関区域に通じる通風筒及び要求される場合は非常用発電機室に通じる通風筒の縁材の高さは，8.1.3 の規定

に従うものとしなければならない。ただし，風雨密の閉鎖装置を取り付ける必要はない。

6.3.2 （ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.17(4)）

船型又は配置により上記規定を適用できない場合，閉鎖装置を閉鎖した時にも機器への給気を確保できる適当な設備を

備える場合，8.1.2 の規定による風雨密の閉鎖装置を取り付け，機関区域又は非常用発電機室通風筒の縁材の高さを減じ

ることを認める場合がある。 
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7. 昇降口 

7.1 一般

7.1.1 乾舷甲板の開口（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.18(2)）

倉口，機関室口，マンホール，平甲板口を除く乾舷甲板の開口は，閉囲された船楼，又はこれと同等の強さ及び風雨密

性を有する甲板室若しくは昇降口により保護しなければならない。

7.1.2 船楼の開口（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.18(2)）

暴露する船楼甲板の開口及び乾舷甲板上の甲板室頂部における開口であって，乾舷甲板下の場所又は閉囲された船楼内

の場所に通じるものは，有効な甲板室又は昇降口室により保護しなければならない。

7.1.3 高さが標準船楼高さに満たない船楼の開口

（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.18(3)）

低船尾楼甲板上又はその高さが標準船楼高さ未満かつ低船尾楼の標準高さ以上の船楼上に位置する甲板室頂部の開口

には，適切な閉鎖装置を設けなければならない。ただし，甲板室の高さを標準船楼高さ以上とする場合，その閉鎖装置は

有効な甲板室又は昇降口により保護する必要は無い。標準船楼高さに満たない高さの甲板室上にある甲板室の頂部の開口

についても同様に取り扱って差し支えない。

7.2 寸法

7.2.1
閉鎖された場所に通じる開口を保護する暴露甲板上の昇降口は，鋼製のものとし，堅固に甲板に取り付け，適切な寸法

のものとしなければならない。

7.3 閉鎖装置

7.3.1 戸（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.18(2)）

甲板室及び乾舷甲板下又は閉囲された船楼内の場所に通ずる昇降口室の戸口には，風雨密の戸を備えなければならない。

これらの戸は，鋼製とし，両側から操作することができ，一般に，波浪衝撃に対する追加の保護を与えるために外側に開

くものとしなければならない。

甲板室内の階段が，風雨密の戸を有する適切な構造の昇降口で閉囲する場合には，甲板室外側の戸を風雨密とする必要

はない。

閉鎖装置が風雨密でない場合には，甲板の開口内部は暴露部（例えば，開放甲板に位置する）と扱わなければならない。

7.3.2 敷居の高さ（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.18(4 to 6)）

昇降口室の戸口の敷居の高さは次の値以上としなければならない。

・ 第 1 位置において 600mm
・ 第 2 位置において 380mm

乾舷甲板からの交通に代えて上部からの交通を備える場合には，船楼橋又は船尾楼の敷居の高さは，380mm としなけ

ればならない。本規定は乾舷甲板上にある甲板室にも適用する。

上部の場所からの交通を備えない場合，乾舷甲板上にある甲板室の敷居の高さは 600mm としなければならない。 

8. 通風筒 

8.1 閉鎖装置

8.1.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.19(4)）

通風用の開口荷は，鋼製又はこれと同等の材料で製作する効果的な風雨密閉鎖装置を取り付けなければならない。

8.1.2 閉鎖装置の免除（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.19(3)）

コーミングの高さが次の値を超える通風筒については，本会が特に要求しない場合，閉鎖装置を備える必要はない。

・ 第 1 位置において甲板上 4.5m

・ 第 2 位置において甲板上 2.3m
8.1.3 長さが 100m 以下の船舶の閉鎖装置（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.19(4)）

長さが 100m 以下の船舶にあっては，通風筒のコーミングに，閉鎖装置を常設的に取り付けなければならない。 
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8.1.4 長さが 100m を超える船舶の閉鎖装置

（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg.19(4)）

長さが 100m を越える船舶において閉鎖装置が常設的に取り付けない場合には，閉鎖装置は，これを取り付ける通風筒

の近くに格納しなければならない。

8.1.5 機関区域及び非常用発電室の通風筒

如何なる天候条件においても，次を確保しなければならない。

・ 連続する機関区域の通風

・ 必要に応じて，非常用発電室の緊急時の通風

上記の場所に通じる通風筒は，8.1.2 の規定に適合しなければならない。即ち，それらの開口は閉鎖設備を要求されな

い箇所とする。

8.1.6 機関区域及び非常用発電室のコーミングの高さ

船型及び配置により，8.1.5 の規定が適用できない場合，ドレンを取り付けた分離機のような，閉鎖した時にも機器へ

の給気を確保できる適当な装置を備えることを条件に，8.1.1，8.1.3，8.1.4 の規定による風雨密閉鎖装置を取り付け，機

関区域及び非常用発電室の縁材の高さを減じることができる。

8.1.7 船外に通じる又は閉囲された船楼を貫通する通風筒の閉鎖装置

船側の外側に通じる又は船楼を貫通する通風筒の閉鎖装置は，本会の認めるところによる。これらの通風筒の高さが乾

舷甲板上で 4.5m を超える場合には，排水設備及び有効なバッフル装置を取り付けることにより，閉鎖装置を省略して差

し支えない。

8.2 コーミング

8.2.1 一般（ILLC（決議 MSC.143(77)）Reg. 19(1 & 2)）

第 1 位置又は第 2 位置の通風筒であって乾舷甲板下又は閉囲された船楼甲板下の場所に通じるものは，鋼又はこれと同

等の材料で堅固に製作し，かつ，甲板に効果的に取り付けるコーミングを備えなければならない。閉囲された船楼以外の

船楼を貫通する通風筒は，乾舷甲板上に鋼又はこれと同等の材料で堅固に製作したコーミングを備えなければならない。

8.2.2 寸法

暴露部のコーミングの寸法は，表 7 による値以上としなければならない。

暴露部に位置する場合又は浮力計算への適合に要する場合，コーミングの高さは本会の適当と認める値まで増加させな

ければならない。

 
表 7 コーミングの寸法 

項目 寸法 

甲板上のコーミングの高さ（mm） 第 1 位置において： h = 900

第 2 位置において： h = 760 

コーミングの板厚（mm）(1) t = 5.5 + 0.01 dV

ただし，7.5 £ t £ 10.0 

支持 h > 900（mm）の場合，コーミングを防撓する

か又は支柱により支持すること。 

備考：

dV：通風筒の外径（mm）

(1) 通風筒の高さが h を超える場合には，h の位置より上方のコーミングの板厚を漸次減じて

差し支えない。ただし，6.5（mm）以上とすること。 
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9. タンククリーニング用の開口 

9.1 一般

9.1.1
アレージ用開口及びバッタワースハッチは，閉囲区間に配置してはならない。 
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10 章 船体艤装 

1 節 舵及び操船装置 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。

CR ： 舵力（N）

QR ： 舵トルク（N-m）

A ： 舵可動部の面積（m2）で，舵の中央を通る垂直面への投影面積とする。

  ノズル舵については，A はノズル投影面積の 1.35 倍以上としなければならない。

At ： 舵可動部の面積 A にラダーホーンの投影面積を加えた面積（m2）

Af ： 舵頭材の中心線より前方に位置する舵可動部の面積（m2）

b ： 舵可動部面積の平均高さ（m）

c ： 舵可動部面積の平均幅（m）。図 1 参照 

L  ： 舵面積 Atのアスペクト比で，次式による値。 

tA
b 2

=L  

 
図 1 舵の寸法 
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0V  ： 1 章 4 節に定義する船の最大前進速力（knots）。最大前進速度が 10knots より小さい場合， 0V は次の値とする。 

3
)20( 0

min
+

=
VV  （knots） 

aV  ： 船舶の最大後進速力（knots）で，0.5 0V 以上とする。後進速力が大きい場合，舵力及び舵トルクについては，

舵角の関数として特別に評価することを要求することがある。後進状態における舵角の制限が規定されない場

合については，係数 2k は，表 1 で後進状態に対して与える値以上としなければならい。 
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1. 一般 

1.1 操船装置

1.1.1
操船装置は，舵及び操舵装置，更には制御装置といった，船を操船するために必要な全ての機器を含む。

1.1.2
本節は，舵頭材，カップリング，舵ベアリング及び舵本体を扱う。操舵装置については，D 編の規定による。

1.1.3
操舵機室は，容易に人の出入りができ，かつ，可能な限り機関区域から分離しなければならない。 

（備考）

操舵機室内の磁気コンパスの設置場所については，安全設備規則 4 編 2.1.1 によらなければならない。 

1.2 構造詳細

1.2.1
舵頭材上部にラダーキャリアを取り付ける等，ベアリングに過大な圧力を生じることなく舵本体の重量を支持する効果

的な手段を備えなければならない。ラダーキャリア近傍の船体構造は，適切に補強しなければならない。

1.2.2
舵の跳ね上がりを防止するために適切な措置を講じなければならない。

1.2.3
舵板構造と舵頭材固着部の鍛鋼又は鋳鋼製の一体型部品との接合部については，当該部分において過度の応力集中を避

けるよう適切に設計しなければならない。

1.2.4
操舵機室への浸水及びラダーキャリアからの潤滑材の流出を防止するため，ラダートランクを水密構造とするか又は最

も深い喫水線より上方にパッキンを設置しなければならない。ラダートランク頂部が最も深い喫水線よりも下方となる場

合，2 つの別々のスタッフィングボックスを備えなければならない。

1.3 （削除）

1.4 材料

1.4.1
舵頭材，ピントル，カップリングボルト等の材料は，K 編の規定に適合したものとしなければならない。

1.4.2
一般的に，最小降伏応力 ReH が 200N/mm2 未満の材料，最小引張強さが 400N/mm2 未満の材料又は最小引張強さが

900N/mm2 を超える材料については，舵頭材，ピントル，キー及びボルトに使用してはならない。本節の規定は，最小降

伏応力が 235N/mm2 である材料に基づいている。ReH が 235N/mm2 と異なる材料を使用する場合については，材料係数 kr

を次のように決定しなければならない。 
75.0

235
 
ø

ö
çç
è

æ
=

eH
r R

k  （ eHR ＞235N/mm2 の場合） 

eH
r R

k 235
=   （ £eHR 235N/mm2 の場合） 

ReH ： 使用する材料の最小降伏応力（N/mm2）。ReH は，0.7Rm 又は 450N/mm2 の小さい方の値以下としなけ

ればならない。 

1.4.3
ReH が 235N/mm2 を超える材料の使用により舵頭材の直径が顕著に減少する場合，事前に舵頭材の弾性変形の影響に関

する評価を行うことを要求することがある。ベアリング縁部において過度の応力が生じることを避けるため，大きな変形

の発生を避けることが望ましい。

1.4.4
5.1 に規定する許容応力は，一般強度鋼に適用する。高張力鋼を使用する場合，個々の事例において，より高い許容応

力を用いることができる。 
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2. 舵力及び舵トルク 

2.1 通常の舵における舵力及び舵トルク

2.1.1
舵力（N）は，次式により決定しなければならない。 

tR AVC kkkk 321
2132=  （N） 

V  ： 前進状態については 0V  

 ： 後進状態については aV  

1k  ： アスペクト比 L による係数で，次式による値。ただし， L は 2 より大きな値とする必要はない。 

( ) 3/21 += Lk  

2k  ： 舵型及び舵外形による係数で表 1 による。 

 
表 1 係数κ2 

2k  舵外形／舵型 

前進状態 後進状態 

NACA-00 シリーズ 1.10 0.80 

フラットサイド形 1.10 0.90 

混合形（例えば，HSVA） 1.21 0.90 

中空形 1.35 0.90 

ハイリフト型 1.70 特別に考慮すること。本

会が適当と認めるデー

タが無い場合：1.30 

フィッシュテール 1.40 0.80 

単板舵 1.00 1.00 

 
3k  ： 舵配置に関する係数 

3k  = 0.80 （プロペラ後流外にある舵） 

3k  = 1.00 （その他の位置。プロペラ後流内にある舵も含む。） 

3k  = 1.15 （プロペラノズル後方の舵） 

tk  ： プロペラ後流内にある舵の場合は 1.0 とする。スラスト係数 thC が 1.0 を超える場合，個々の事例に

おいて tk の値を増減することがある。 

2.1.2
舵トルクは，次式により決定しなければならない。 

rCQ RR =  （N-m） 

r  ： 舵力中心から舵頭材中心までの距離（m）で，次式による。ただし，前進状態に対しては 0.1c 未満と

してはならない。 
)( bckcr -= a  （m） 

a  ： 次に掲げる値とする。 

a  = 0.33 （前進状態） 

a  = 0.66  （後進状態，一般） 

a  = 0.75  （後進状態，中空形） 

ただし，ラダーホーン等の固定構造に隠れる部分については次の値とする。 
a  = 0.25 （前進状態） 

a  = 0.55 （後進状態）

ハイリフト型舵については，a を特別に考慮する。本会が適当と認めるデータが無い場合，前進状

態においてa  = 0.40 とする。 
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bck  ： バランスに関する係数で次式による。ただし，不平衡舵においては 0.08 とすること。 

A
A

k f
bc =  

2.1.3
操舵装置の選択及び操作においては，舵型及び舵外形を考慮すること。

2.2 切り欠きを有する形状の舵（セミスペード型舵）における舵力及び舵トルク

2.2.1
舵全体の舵力 RC については，2.1.1 に従って算出しなければならない。舵トルク及び舵の強度を決定する基となる舵面

積上の圧力分布については，次により決定しなければならない。

・ 舵面積は， 1A 及び 2A の二つの長方形又は台形に分ける。（図 2 参照） 

・ 各部分に生じる力（N）は次式による。 

A
ACC RR

1
1 =  （N） 

A
ACC RR

2
2 =  （N） 

2.2.2
各部分に生じるトルクは次式によらなければならない。 

111 rCQ RR =  （N-m） 

222 rCQ RR =  （N-m） 

)( 111 bkcr -= a  （m）

)( 222 bkcr -= a  （m） 

1

1
1 A

A
k f

b =  

2

2
2 A

A
k f

b =  

ff AA 21 ,  ： 図 2 参照 

1

1
1 b

Ac =  

2

2
2 b

Ac =  

21 ,bb  ： 1A 及び 2A 部分のそれぞれの平均高さ（図 2 参照） 

 
図 2 1A 及び 2A 部分の面積 

A2f

A1f

A2

A1

c2

b 2
b 1

c1

 
2.2.3
全体の舵トルク（N-m）は，次式による値のうち大きな方の値としなければならない。 

21 RRR QQQ +=  （N-m） 

min2,1min rCQ RR =  （N-m） 

)(1.0
2211min2,1 AcAc

A
r +=  （m） 
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3. 舵頭材の寸法 

3.1 舵頭材の直径

3.1.1
舵トルクを伝達するための舵頭材の直径は，次の値以上としなければならない。 

32.4 rRt kQD  =  （mm） 

RQ  ： 2.1.2，2.2.2 及び 2.2.3 の規定による。 

上記要求値に対応する捩り応力は，次式のとおり。 

r
t k

68
=t  （N/mm2） 

rk  ： 1.4.2 及び 1.4.3 の規定による。 

3.1.2
操舵機，停止装置及び固定装置の決定に際しては，3.1.1 による舵頭材の直径を考慮すること。

3.1.3
機械式操舵機の場合，補助操舵装置からの捩りモーメントの伝達のみに使用する舵頭材上部の直径については， tD9.0

として差し支えない。補助チラーを取り付ける四角形部分の一辺の長さは tD77.0 以上，高さは tD8.0 以上としなければな

らない。

3.1.4
舵頭材は，軸が横移動しないよう固定しなければならない。軸クリアランスの許容角度は，操舵機の構造及びベアリン

グによって決まる。

3.2 舵頭材の補強

3.2.1
舵頭材に舵トルクに加え曲げ応力が生じる舵については，舵頭材の直径を適切に増さなければならない。この場合，カ

ップリングの寸法決定の際に，舵頭材の直径の増大を考慮すること。

増径した舵頭材において，曲げ及び捩りによる等価応力（N/mm2）は，次の値以下としなければならない。 

r
bv k

1183 22 £+= tss  

bs  ： 曲げ応力（N/mm2）で次式による。 

3
1

2.10
D

Mb
b =s  

bM  ： 頸部ベアリングにおける曲げモーメント（N-m） 

t  ： 捩り応力（N/mm2）で次式による。 

3
1

1.5
D

QR=t  

1D  ： 舵頭材の直径（cm）で，次式による。 

6

2

1 3
411.0  

ø

ö
çç
è

æ
+=

R

b
t Q

MDD  

RQ  ： 2.1.2，2.2.2 及び 2.2.3 の規定による。 

tD  ： 3.1.1 の規定による。 

（備考）

ダブルピストン式操舵機を用いる場合，操舵機から舵頭材に追加の曲げモーメントが伝達されることがある。この

場合，舵頭材の直径を決定する際に追加の曲げモーメントを考慮しなければならない。 

3.3 解析

3.3.1 一般

舵及び舵頭材から成る舵モデルにおける曲げモーメント，せん断力及び支持力については，図 3 から図 7 に示す舵型に

応じ，3.3.2 及び 3.3.3 により算出しなければならない。
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3.3.2 解析データ 

10l ， 20l ， 30l ， 40l ， 50l  ： 舵モデルにおける個々の部分の長さ（m） 

10I ， 20I ， 30I ， 40I ， 50I  ： それぞれ部分の断面二次モーメント（cm4） 

シューピースにより支持する舵において，長さ 20l は舵本体の下端縁とシューピース中央との距離とし， 20I は底部ピ

ントルの断面二次モーメントとする。

舵本体に対する荷重（kN/m）（一般） 

3
10 10 

=
l

R
R

Cp  

セミスペード型舵に対する荷重（kN/m） 

3
10

2
10 10 

=
l

R
R

C
p  

3
20

1
20 10 

=
l

R
R

Cp  

21,, RRR CCC  ： 2.1 及び 2.2 の規定による 

Z ： シューピース又はラダーホーンでの支持に関するバネ定数 

シューピース支持（図 3 参照） 3
50

5018.6
l

IZ =  （kN/m） 

ラダーホーン支持（図 4 参照） 
tb ff

Z
+

=
1

 （kN/m） 

bf  ： 支持中心に単位荷重 1kN が作用する場合のラダーホーンの単位変位量（m/kN） 

8
3

10
3

3.1

n
b EI

df =  （m/kN） 

n
b I

df
3

21.0=  （m/kN）（鋼構造に対する参考値） 

nI  ： d/2 におけるラダーホーンの x 軸周りの断面二次モーメント（cm4）（図 4 参照） 

tf  ： 単位捩りモーメントによるラダーホーンの単位変位量（m/kN） 

t
t GJ

def
2

=  （m/kN） 

28

2

1014.3

/

T

ii
t

F

tude
f

 
= å  （m/kN）（鋼構造の場合） 

G ： せん断弾性係数（kN/m2）で，鋼構造の場合は次の値。 
71092.7  =G  

tJ  ： 慣性捩りモーメント（m4） 

TF  ： ラダーホーンの平均断面積（m2） 

iu  ： 平均断面積部においてラダーホーン断面を形成する個々の板の幅（mm） 

it  ： 幅 iu の板の板厚（mm） 

e，d ： ラダーホーンに関する距離（m）で図 4 による。 

122211 ,, KKK  ： 舵又は舵頭材を 2 点で弾性支持するラダーホーン（図 5）について計算されたラダーホーン

の追従定数。2 点の弾性支持については，次式による水平変位 iy に関して定義する。 

下部ラダーホーンベアリング： 1222121 BKBKy --=  

上部ラダーホーンベアリング： 1122112 BKBKy --=  

21 , yy  ： 下部及び上部ラダーホーンベアリングにおける各々の水平変位（m） 

B1，B2 ： 下部及び上部ラダーホーンベアリングにおける各々の水平支持力（kN） 

122211 ,, KKK  ： 次式による値（m/kN） 

thh GJ
e

EJ
K ll 2

1

3

11 3
3.1 + =  

( )
thhh GJ

e
EJ
d

EJ
K llll 2

1

2

1

3

12 23
3.1 +

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
+=  
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( ) ( ) ( )
thhhhh GJ
de

EJ
d

EJ
d

EJ
d

EJ
K

2

2

3

1

2

1

2

1

3

22 33
3.1 +

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
+

-
+

-
+=

llllll  

d ： 図 5 に規定するラダーホーンの高さ（m）で，ラダーホーン上端（曲率が変化する点）からラダー

ホーン下部ピントルの中心線まで下向きに測る。 

  ： 図 5 に規定する長さ（m）で，ラダーホーン上端（曲率が変化する点）からラダーホーン上部ピン

トルの中心線まで下向きに測る。 0=l の場合，この部分を中空断面と想定すれば，上記算式は 1

点弾性支持のラダーホーンに関するばね定数 Z に収束する。 

e ： 図 5 で規定するラダーホーンの捩りに関するてこの長さ（m）で，z = d/2 の位置でとる値とする。 

hJ1  ： ラダーホーン上部ベアリングより上方範囲における，ラダーホーンの x 軸周り慣性捩りモーメント

（m4）で，長さ l （図 5 参照）間の平均値とする。 

hJ 2  ： ラダーホーン上部ベアリングとラダーホーン下部ベアリング間の範囲における，ラダーホーンの x

軸周り慣性捩りモーメント（m4）で，高さが d から l （図 5 参照）の範囲における平均値とする。 

thJ  ： ラダーホーンの捩り剛性係数（m4）で，薄壁で形成される任意の閉断面については，次式による。 

å
=

i i

i

T
th

t
u

FJ
24

 

TF  ： ラダーホーン外壁部の平均断面積（m2） 

ju  ： ラダーホーン外壁部の平均断面積を形成する個々の板の長さ（mm） 

jt  ： ラダーホーン外壁部の平均断面積を形成する個々の板の板厚（mm） 

備考： 

thJ の値は高さ方向の平均値とし，ラダーホーンのいずれの場所についてもこの値とする。 

 
図 3 シューピースにより支持する舵 
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図 4 セミスペード型舵（1 点弾性支持の場合） 
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図 5 セミスペード型舵（2 点弾性支持の場合） 

 
 

図 6 スペード型舵 
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図 7 舵頭材を支持するラダートランクを備えるスペード型舵 

 

3.3.3 評価すべきモーメント及び力

a) 舵本体における曲げモーメント MR及びせん断力 Q1，頸部ベアリングにおける曲げモーメント Mb 並びに支持力 B1，

B2 及び B3 を評価しなければならない。

評価したモーメント及び力は，3.2，5，9.1 及び 9.2 に要求する応力解析において使用しなければならない。 

b) スペード型舵（図 6 参照）については，モーメント（N-m）及び力（N）は次式により求めることができる。 
( )
( )  

ø

ö
çç
è

æ
+

+
+=

21

2110
20 3

2
xx

xx
CM Rb

l
l  （N-m） 

30
3

l
bMB =   （N） 

32 BCB R +=  （N） 

c) 舵頭材を支持するラダートランクを備えるスペード型舵（図 7 参照）については，モーメント（N-m）及び力（N）

は次式により求めることができる。 

RM は次のいずれか大きい方の値 

( )ZRR CGCM 2102 -= l  

( )1011 l-= ZRR CGCM  

1RC  ： 舵板の 1A 部分に作用する舵力 

1RC  ： 舵板の 2A 部分に作用する舵力 

ZCG1  ： 舵板の 1A 部分の重心の垂直位置 

ZCG2  ： 舵板の 2A 部分の重心の垂直位置 

( )ZRB CGCM 2102 -= l  

( ) ( )302013 / ll ++= CRB MMB  

32 BCB R +=  

3.4 舵頭材を支持するラダートランク

3.4.1
舵頭材を内包し，舵の動きにより応力を受ける構造のラダートランクについては，曲げ及びせん断による等価応力は，

使用材料の eHR35.0 以下としなければならない。 

3.4.2 
舵頭材を内包するラダートランクであって，2.1.1 に規定する舵板によって生じる圧力がラダートランクの溶接部に作

用するものについては，ラダートランクの曲げ応力（N/mm2）は次式を満足しなければならない。 
k/80£s  

ここでラダートランクにおける材料係数 k は 0.7 以上とする。 

曲げ応力の計算において，考慮すべき長さは，ラダーストック下部ベアリングの高さの中心と，トランクが外板又はス

ケグ底に固着される点の間の距離とする。

3.4.3
ラダートランクに使用する鋼材は，炭素含有量の溶鋼分析値が 0.23％以下で，炭素等量（CEQ）が 0.41 以下の，溶接
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に適したものとしなければならない。

3.4.4
ラダートランクと外板又はスケグの底部との溶接接合は，完全溶け込み溶接としなければならない。

隅肉溶接の肩部の半径 r については，実施可能な範囲で大きくし，次の算式によらなければならない。 
k/40³s  N/mm2 の場合 mmr 60=  
k/40<s  N/mm2 の場合 11.0 Dr = ，ただし 30mm 以上とすること。 

1D は 3.2.1 の規定による。 

研削によって半径を得ても差し支えない。ディスクグラインダ研削を行う場合，溶接方向の研磨傷は避けなければなら

ない。

上記半径は，ゲージを用いて正確に確認しなければならず，少なくとも 4 つの外形側面について確認しなければならな

い。確認記録を検査員に提出しなければならない。

3.4.5
溶接の開始に先立ち，溶接準備，溶接姿勢，溶接条件，溶接材料，余熱，後熱処理及び検査手順を詳細に記載する溶接

施工要領書を本会に提出しなければならない。この溶接施工要領書は，本規則の材料及び溶接に関する適用要件に基づく

承認試験によって裏付けされたものでなければならない。

製造者は，個々の溶接を追跡調査可能とするよう，溶接，後熱処理及び点検の記録を維持しなければならない。また，

これらの記録を検査員に提出しなければならない。

3.4.6
溶接完了後，少なくとも 24 時間経過後に，非破壊試験を実施しなければならない。当該溶接部に対しては，100%の磁

粉探傷試験及び 100%の超音波探傷試験を実施しなければならない。溶接部は，亀裂，融解不足，溶け込み不良が無いも

のとしなければならない。非破壊試験の記録を検査員に提出しなければならない。

3.4.7
ラダートランクに鋼材以外の材料を用いる場合については，本会の適当と認めるところによる。

3.4.8
外板又はスケグの底板の板厚は，トランクの板厚に合ったものとしなければならない。 

4. 舵カップリング 

4.1 一般

4.1.1
カップリングは，舵頭材のトルクを十分に伝達できるよう設計しなければならない。

4.1.2
フランジによるカップリングとする場合，フランジの縁からカップリングボルト中心線までの距離は，ボルト直径の

1.2 倍以上としなければならない。水平カップリングについては，舵頭材軸より前方に，少なくとも 2 つのボルトを配置

しなければならない。

4.1.3
カップリングボルトはぴったり合うように作られたボルト（リーマボルト）としなければならない。ボルト及びナット

は，緩むことのないよう効果的に固定しなければならない。

4.1.4
スペード型舵については，カップリングフランジの厚さに対する要求値 tfが 50mm 以下の場合にのみ 4.2 の規定による

水平カップリングとすることができる。その他の場合にあっては，4.4 又は 4.5 の規定によるコーンカップリングとしな

ければならない。ハイリフト型スペード型舵については，4.4 又は 4.5 の規定によるコーンカップリングとしなければな

らない。

4.2 水平カップリング

4.2.1
カップリングボルトの直径（mm）は，次の値以上としなければならない。 

nek
kDd

r

b
b

3

62.0=  （mm） 
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D ： 6.に規定する舵頭材の直径（mm）

n ： ボルトの総数で，6 未満としてはならない。

e ： ボルトの配置の中心から各ボルトの中心線までの平均距離（mm）

kr ： 1.4.2 に規定する舵頭材の材料係数

kb ： 1.4.2 の規定によるボルトの材料係数 

4.2.2
カップリングフランジの厚さ（mm）は，次式による値以上としなければならない。 

nek
kD

t
r

f
f

3

62.0=  （mm） 

bf dt 9.0
min

=  

fk  ： 1.4.2 の規定によるカップリングフランジの材料係数 

ボルト穴を除くカップリングフランジの厚さは， ft65.0 以上としなければならない。 

ボルト穴の外側となる部分のフランジの幅は， bd67.0 以上としなければならない。 

4.2.3
カップリングフランジには，ボルトを外す時のために，本会の適当と認めるキーを備えなければならない。

ボルトの直径を 10％増す場合には，キーを省略して差し支えない。

4.2.4
水平カップリングフランジは，舵頭材と一体で鍛造されたもの又は 10.1.3 の規定により舵頭材に溶接するものとしなけ

ればならない。

4.2.5
舵本体に取り付けるカップリングフランジの接合についても 10.の規定によること。

4.3 垂直カップリング

4.3.1
カップリングボルトの直径（mm）は，次の値以上としなければならない。 

r

b
b k

k
n
Dd 81.0

=  （mm） 

nkkD rb ,,, は 4.2.1 による。ただし，n は 8 以上としなければならない。 

4.3.2
カップリングの中央についての，ボルトの断面一次モーメント（cm3）は，次の値以上としなければならない。 

300043.0 DS =  （cm3） 

4.3.3
カップリングフランジの厚さ（mm）は，次の値以上としなければならない。 

bf dt =  （mm） 

ボルト穴の外側となる部分のフランジ幅は， bd67.0 以上としなければならない。 

4.4 キー付きコーンカップリング

4.4.1
コーンカップリングについては，c が 1：8 から 1：12 のテーパを備えるものとすることが望ましい。この時，

( ) l/0 uddc -= とする。（図 8 参照） 

コーンカップリングの円錐形状は，正確にかみ合うものとしなければならない。ナットは，図 8 に示す固定板等により，

十分に固定しなければならない。

4.4.2
カップリング長さ l は，一般に， 05.1 d 以上としなければならない。 

4.4.3
舵頭材と舵の間にはキーを備えなければならない。キーのせん断面積（cm2）は，次の値以上としなければならない。 

1

55.17

eHk

F
s Rd

Qa =  （cm2） 

FQ  ： 6.による舵頭材の設計許容モーメント（N-m） 

kd  ： 舵頭材円錐部分のキー取り付け部における直径（mm） 
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1eHR  ： キー材料の最小降伏応力（N/mm2） 

 
図 8 キー付きコーンカップリング 

 

4.4.4
キーと舵頭材の当たり部及びキーとコーンカップリングの当たり部（いずれも，曲縁部分は除く。）の有効面積（cm2）

は，次の値以上としなければならない。 

2

5

eHk

F
k Rd

Qa =  （cm2） 

2eHR  ： キー，舵頭材又はカップリング部の材料の最小降伏応力（N/mm2）のうちで最も小さいもの 

4.4.5
スラッギングナットの寸法は，次のとおりとしなければならない。（図 8 参照） 

高さ ： gn dh 6.0=  

外径（大きな方の値） ： un dd 2.1= 又は gn dd 5.1=  

外ねじ直径 ： 065.0 ddg =  

4.4.6
コーンカップリング部の摩擦のみにより設計許容モーメントの 50％を伝達することを確保しなければならない。これ

は，捩りモーメント FF QQ 5.0=¢ として，4.5.3 に従って計算する押込み圧力及び押込み長さに関する規定を適用すること

で立証される。

4.5 差し込み及び抜き出しのための特別な配置のコーンカップリング

4.5.1
ストック直径が 200mm を超える場合，圧入は，油圧応用機器により結合することを推奨する。この場合，円錐形状は

より細くし，1：12 から 1：20 としなければならない。

4.5.2
油圧結合とする場合，ナットは舵頭材又はピントルに有効に固定しなければならない。ただし，舵本体にナットを固定

する固定板を用いてはならない。（図 9 参照）
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図 9 キー無しコーンカップリング 

 
備考：

せん断面積を次の値以上とする場合，固定平鋼をナット有効な固定装置とみなす。 

eH

S
S R

P
A

3
=  （mm2） 

SP  ： せん断力（N）で，次式による。 

 
ø

ö
ç
ç
è

æ
- = 6.0

2
1

1
g

e
S d

dPP m  （N） 

eP  ： 4.5.3 による押込み力（N） 

1m  ： ナットと舵本体間の摩擦係数で，一般に 1m =0.3 とする。 

1d  ： ナットと舵本体間の摩擦面の平均直径 

gd  ： ナットのねじの谷における径 

eHR  ： 固定平鋼材料の最小降伏応力（N/mm2） 

4.5.3 押込み圧力及び押込み量

舵頭材と舵本体とのカップリングにおいて捩りモーメントを安全に伝達するために，押込み長さ及び押込み圧力は，

4.5.4 及び 4.5.5 の規定により決定しなければならない。 

4.5.4 押込み圧力

押込み圧力は，次の 2 つの値のうち大きな方の値以上としなければならない。 
3

0
21 102

pmlm

F
req d

Qp =  （N/mm2） 

3
22 106

m

b
req d

Mp
l

=   （N/mm2） 

FQ  ： 6.による舵頭材の設計許容モーメント（N-m） 

md  ： 舵頭材円錐部の平均直径（mm） 

l  ： 舵頭材円錐部の長さ（mm） 

0m  ： 摩擦係数で，約 0.15 とする。 

bM  ： コーンカップリング部における曲げモーメント（例えば，スペード型舵の場合）（N-m） 

押込み圧力が舵頭材円錐部の許容面圧を超えないことを確保しなければならない。許容面圧については，次式により決

定しなければならない。 

4

2

3

)1(8.0

a

a

+

-
= eH

perm
Rp  

eHR  ： ガジョン材料の最小降伏応力（N/mm2） 

a

m

d
d

=a   

dm ： 図 8 に規定する舵頭材円錐部の平均直径（mm）

da ： ガジョンの外径（mm）で，次式による値以上としなければならない。 

ma dd 5.1=  （mm） 
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4.5.5 押込み長さ

押込み長さは（mm）次の値以上としなければならない。 

c
R

cE

dp tmmreq 8.0

2
1 21 +

 
ø

ö
ç
ç
è

æ -
=

a
Dl  （mm） 

tmR  ： 平均粗度（mm）で，約 0.01mm とする。 

c ： 4.5.1 に規定する直径のテーパ

E ： ヤング率（ 51006.2  N/mm2） 

ただし，押込み長さ（mm）は次の値を超えてはならない。 

c
R

Ec

dR tmmeH 8.0

3

6.1
42 +

+
=

a
Dl  （mm） 

備考：

油圧結合とする場合，舵頭材円錐部の要求押込み力 eP （N）は，次式により決定することができる。 

  
ø

ö
çç
è

æ
+= 02.0

2
cdpP mreqe lp  

油圧を使用する場合の摩擦係数については，参考値として 0.02 を採用しているが，機械的処理及び細部の粗度によって変化する。

結合手順により舵の重量を原因とする偏った押込みの影響が生ずる場合，規定押込み長さの決定については，本会が承認する場

合，斟酌して差し支えない。

4.5.6 ピントルベアリングの押込み圧力

ピントルベアリングに対する要求押込み圧力（N/mm2）は，次式により決定しなければならない。 

l2
014.0

m
req d

dBp =  （N/mm2） 

1B  ： ピントルベアリングの支持力（N）（図 4 参照） 

l,md  ： 4.5.3 の規定による。 

0d  ： ピントル直径（mm） 

5. 舵及び舵ベアリング 

5.1 舵本体の強度

5.1.1
舵は，舵本体が梁として扱えるよう，水平ウェブ及び垂直ウェブにより補強しなければならない。舵の後端部について

は，さらに補強することが望ましい。

5.1.2
舵本体の強度については，3.3 に従い直接計算により検証しなければならない。

5.1.3
切り欠きの無い舵について，許容応力を以下のように規定する。

・ 3.3.3 に規定する RM による曲げ応力（N/mm2） 

110=bs  

・ 3.3.3 に規定する 1Q によるせん断応力（N/mm2） 

50=tt  

・ 曲げ及びせん断による等価応力（N/mm2） 

1203 22 =+= tss bV  

舵板にコーンカップリング又はピントルナットへのアクセスのための開口がある場合，5.1.4 による許容応力を適用す

る。ただし，開口部の隅部の半径を 015.0 h 未満とする場合，より小さな許容応力値を要求することがある。この時，h0

は開口の高さとする。

5.1.4
切り欠きの有る舵（セミスペード型舵）については，次の応力値以下としなければならない。

・ RM による曲げ応力（N/mm2） 
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75=bs  

・ 1Q によるせん断応力（N/mm2） 

50=t  
・ tM による捩り応力（N/mm2） 

50=tt  

・ 曲げ及びせん断による等価応力（N/mm2）並びに曲げ及び捩りによる等価応力（N/mm2） 

1003 22
1 =+= tss bv  

1003 22
2 =+= tbv tss  

2
2

112
fBfCM RR +=  （N-m） 

21 RCQ =  （N） 

2, ff１  ： 図 10 による。 

tt  ： 捩り応力（N/mm2）で，次式による値とする。 

ht
Mt

t
l2

=t  （N/mm2） 

eCM Rt 2=  （N-m） 

2RC  ： 考慮する断面の下方の部分（A2 部分）による舵力（N） 

e ： 捩りモーメントのてこ（m）で，A2 部分の圧力中心と考慮する断面の有効断面積の中心である a-a
線の水平距離。（図 10 参照） 圧力中心については，面積 A2 部分前端から後方 233.0 c の位置と

仮定する。この時，c2 は A2 部分の平均幅とする。 
th ,,l  ： 図 10 による値（cm） 

垂直ウェブ間の距離 l は， h2.1 以下としなければならない。 

舵板の曲げ半径は，板厚の 4 倍から 5 倍以上としなければならない。いかなる場合も，50mm 以上としなければならな

い。 

備考：

全没水時の舵及び局部構造の固有振動数は，プロペラの励振力（プロペラ回転数×翼数）よりも少なくとも 10%以上高くするこ

とを推奨する。関連が有る場合，さらに高い範囲にすることを推奨する。 

 
図 10 舵における距離等 

A - B

A2

a

a

r

t

x x

a
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5.2 舵板

5.2.1
舵板の板厚（mm）については，次式により決定しなければならない。 

5.274.1 += kpat RP b  （mm） 

A
CTp R

R 310
10 +=  （kN/m2） 

a ： 板部材の防撓されていない幅の短い方の値（m） 
2

5.01.1  
ø
ö

ç
è
æ-=

b
ab  ただし 5.2³

a
b

の場合，1.0 以下とする 

b ： 板部材の防撓されていない幅の長い方の値（m） 

ただし，板厚は，9 章 2 節による船体後部の外板の板厚以上としなければならない。寸法と溶接に関し，10.1.1 の規定

を満足しなければならない。

5.2.2
舵の側板とウェブとの接合に関し，ほぞ溶接を使用してはならない。隅肉溶接を使用できない場合については，側板は

ウェブに溶接する平棒にスロット溶接にて接合しなければならない。

5.2.3
ウェブの板厚（mm）は，5.2.1 による舵板の板厚の 70％以上としなければならない。いかなる場合も，次の値以上とし

なければならない。 
kt 8min =  （mm） 

海水に暴露するウェブについては，5.2.1 に従い寸法を決定しなければならない。

5.3 舵板構造と鍛鋼又は鋳鋼の一体型部品との接合

5.3.1 一般

舵頭材又はピントルのハウジングを構成する鍛鋼又は鋳鋼の一体型部品は，一般に，2 本の水平ウェブと 2 本の垂直ウ

ェブにより舵構造に接合しなければならない。

5.3.2 舵頭材ハウジングとの接合部における最小断面係数

舵頭材ハウジングの一体型部品との接合部における，垂直ウェブ及び舵板から成る舵板構造の断面係数（cm3）につい

ては，次式による値以上としなければならない。 

4

1

2
3

1 10-
 
ø

ö
çç
è

æ -
=

k
k

H
HHdcw
E

XE
ss  （cm3） 

sc  ： 次の係数 

舵板に開口が無い場合及び開口が完全溶け込み溶接される板により密閉される場合： 0.1=sc  

舵の考慮する断面上に開口がある場合： 5.1=sc  

1D  ： 3.2.1 に規定する舵頭材の直径（mm） 

EH  ： 舵板の下端と一体型部品の上端間の垂直距離（m） 

XH  ： 考慮する断面と一体型部品の上端間の垂直距離（m） 

1, kk  ： 舵板及び舵頭材の材料係数 

5.3.3 舵頭材ハウジングとの接合部における断面係数の算出

舵頭材ハウジング部の一体型部品に接合する舵板構造の断面における断面係数については，舵の対称軸について算出し

なければならない。この断面係数の算出において考慮する舵板の幅は，次式よる値（m）以下としなければならない。 

m
Hsb X

V 2+=  

Vs  ： 2 つの垂直ウェブの間隔（m）（図 11 参照） 

HX ： 5.3.2 に規定する距離

m ： 係数で，一般に 3 とする。 

舵頭材固定ナットへのアクセス開口を完全溶け込み溶接により密閉しない場合，開口部を差し引かなければならない。

（図 11 参照）
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図 11 舵板構造と舵頭材ハウジング部との接合部横断面 

 

5.3.4 水平ウェブの板厚

一体型部品近傍の水平ウェブの板厚及び水平ウェブ間の舵板の板厚は，次式による値のうち大きな方の値以上としなけ

ればならない。 

PH tt 2.1=  

H

s
H s

d
t

2

045.0=  

Pt  ： 5.2.1 の規定による 

sd  ： 直径（mm）で，次による。 

舵頭と接合する一体型部品の場合： 1D  

ピントルと接合する一体型部品の場合： ad  

1D  ： 3.2.1 に規定する舵頭材の直径（mm） 

ad  ： 5.5.1 に規定するピントルの直径（mm） 

Hs  ： 2 つの水平ウェブの間隔（mm） 

直接計算の結果に基づき適当と認められる場合，異なる板厚とすることができる。この場合，直接計算の結果及び関連

する資料を本会に提出しなければならない。

5.3.5 一体型部品と溶接する舵板及び垂直ウェブの板厚

舵頭材ハウジング部の一体型部材と溶接する垂直ウェブ及び当該一体型部材の下方の舵板の板厚については，表 2 によ

る値以上としなければならない。

 
表 2 舵板及び垂直ウェブの板厚 

垂直ウェブ板厚（mm） 舵板板厚（mm） 
舵型 舵板に開口が

無い場合 
開口境界 

舵板に開口が

無い場合 
開口部 

シューピースで支持する舵

（図 3） 
1.2tP 1.6 tP 1.2 tP 1.4 tP 

セミスペード型舵及びスペ

ード型舵（図 4 から図 7） 
1.4 tP 2.0 tP 1.3 tP 1.6 tP 

pt ：5.2.1 の規定による。 

5.3.6 一体型部品のみみ

一体型部品は，みみを備えるものとしなければならない。舵の垂直及び水平ウェブはこれらのみみに突合せ溶接で接合

しなければならない。 
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ウェブ板厚を次の値未満とする場合，これらのみみを設ける必要は無い。

・ セミスペード型舵の下部ピントルのハウジング部一体型部品と溶接するウェブ及びスペード型舵の舵等材カップ

リング部の一体型部品と溶接する垂直ウェブの場合： 10mm 

・ その他のウェブの場合： 20mm

5.3.7
舵トルクを舵本体内部に延長したシャフトにより舵に伝達する場合，延長シャフトは，舵本体内の部分の長さの 10%

にあたる上部については， tD 又は 1D のいずれか大きい方の値の直径を備えるものとしなければならない。十分な支持を

備える場合については， tD6.0 （スペード型舵の場合は，増径した直径の 0.4 倍）まで漸次細くして差し支えない。 

5.4 舵ベアリング

5.4.1
ベアリングには，ライナ及びブッシュを備えなければならない。

最小厚さは，次による。

・ mint = 8mm （金属製材料及び合成材料） 

・ mint = 22mm （リグナム材） 

小型の船舶でブッシュを備えない場合の舵頭材あっては，就航後に機械加工を可能とするよう，直径を適当に増さなけ

ればならない。

5.4.2
適切な潤滑のための手段を備えなければならない。

5.4.3
ベアリング力は，3.3 に規定する直接計算の結果より得る。初期の概算として，ベアリング力は，次のとおり弾性支持

を考慮せずに求めることができる。

・ 2 つの支持がある標準的な舵の場合 
舵力 RC は，舵面積の重力中心からの垂直距離に応じて，支持点に分配される。 

・ セミスペード型舵の場合 

ラダーホーンでの支持力： 
c
bCB R=1  （N） 

上部ベアリングでの支持力： 12 BCB R -=  （N） 

b 及び c については，図 14 による。 

5.4.4
ベアリング面の投影面積 bA （mm2）（ベアリングの高さ×ライナ外径）は，次式による値以上としなければならない。 

q
BAb = （mm2） 

B ： 支持力（N）

q ： 表 3 による許容面圧 

5.4.5
ステンレス鋼及び耐磨耗性鋼，青銅並びに青銅－黒鉛の熱間加工材料は，非合金鋼と無視できない電位差がある。これ

を考慮した予防策が講じなければならない。

5.4.6
ベアリングの高さは，ベアリングの直径以上，直径の 1.2 倍以下としなければならない。ベアリングの高さをベアリン

グ直径未満とする場合，より高い面圧を許容し得るものとしなければならない。
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表 3 ベアリング材料の許容面圧 q 

ベアリング材料 q（N/mm2） 

リグナムバイタ 2.5 

白色合金，油潤滑 4.5 

合成材料(1) 5.5 

鋼(2)，青銅及び青銅－黒鉛の熱間加工材料 7.0 

(1) 承認された型の合成材料。ベアリング製造者の仕様書及び試験に従い，5.5N/mm2を超える面圧を認め

ることがある。ただし，10N/mm2 を超えることはできない。 

(2) 舵頭材ライナと承認された組合せで使用するステンレス鋼及び耐磨耗性鋼。試験により検証される場

合，7N/mm2 を超える面圧を認めることがある。 

シューピース及びラダーホーンのピントルベアリングの厚さについては，ピントル直径のおおよそ 1/4 とする。

5.5 ピントル

5.5.1
ピントルは 4.4 及び 4.6 に規定する条件を満足する寸法を備えるものとしなければならない。ピントルの直径（mm）は

次の値以上としなければならない。 

ra kBd 135.0=  （mm） 

1B  ： 支持力（N） 

rk  ： 1.4.2 に規定する材料係数 

5.5.2
ライナ及びブッシュの厚さは次の値以上としなければならない。また，5.4.1 に規定する最小厚さ以上としなければな

らない。 

101.0 Bt =   （mm） 

5.5.3
円錐形状のピントルの場合，テーパは次によるものとしなければならない。

・ スラッギングナットを用いる場合，直径 1：8 から 1：12 のテーパをとる。

・ オイルインジェクション及び油圧ナットを用いる場合，直径 1：12 から 1：20 のテーパをとる。

5.5.4
ピントルは，意図しない緩み及び脱落を防ぐような措置を取らなければならない。ナット及びネジ山については，4.4.5

及び 4.5.2 の規定を適宜適用する。

5.6 ベアリングクリアランス

5.6.1
金属ベアリングのクリアランスは，次の値以上としなければならない。 

0.1
1000

+bd
 （mm） 

bd  ： ブッシュ内面の直径（mm） 

5.6.2
非金属ベアリング材料を用いる場合については，ベアリングクリアランスは，材料の膨潤性及び熱膨張性を考慮して特

別に決定しなければならない。

5.6.3
クリアランスは，直径で 1.5mm 未満としてはならない。自己潤滑型ブッシを用いる場合，製造者の仕様に基づきこの

値を減じることができる。 

6. 舵頭材の設計許容モーメント 

6.1 一般

6.1.1
舵頭材の設計許容モーメントは，次式により決定しなければならない。 
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r

t
F K

DQ
3

02664.0=  

tD  ： 3.1 による舵頭材の直径（mm） 

実際に用いる舵頭材の直径 Dta を計算より得られる直径 Dt より大きなものとする場合，上記算式においては，Dt に代

えて Dta を使用しなければならない。ただし，上記算式の適用上の Dta は 1.145Dtを超える必要はない。 

7. 停止装置及び固定装置 

7.1 停止装置

7.1.1
コドラント及びチラーの動きは，両側に設ける回転止めにより制限しなければならない。回転止め及び船殻に結合する

その土台については，舵頭材の設計許容モーメントに対して使用する材料の降伏応力を超えることのない十分な強度を備

える構造のものとしなければならない。

7.2 固定装置

7.2.1
舵をいかなる位置にも固定できるよう，各操舵装置は固定装置を備えなければならない。固定装置及び船殻に結合する

その土台については，6.に規定する舵頭材の設計許容モーメントに対して使用する材料の降伏応力を超えることのない十

分な強度を備える構造のものとしなければならない。速力が 12knots を超える場合，設計許容モーメントは，速力を 12knots
とする場合の舵頭材の直径について計算することとして差し支えない。

7.3
7.3.1
停止装置及び固定装置については，D 編 15.4.8 の規定にもよらなければならない。 

8. プロペラノズル 

8.1 一般

8.1.1
以下の要件は，内径が 5m 以下のプロペラノズルに適用しなければならない。大直径のノズルについては，特別に検討

する。

8.1.2
固定ノズルの船体構造への取付けについては，特別の注意を払わなければならない。

8.2 設計圧力

8.2.1
プロペラノズルの設計圧力（kN/m2）については，次式により決定しなければならない。 

0dd cpp =  

Ap
Npd e=0  

N  ： 最大軸出力（kW） 
pA  ： プロペラ回転面の面積（m2）で，次式による。 

4
2 pDAp =  

D  ： プロペラ直径（m） 
e  ： 次式による係数。ただし，0.1 未満としてはならない。 

pA
N410221.0 - -=e  

c ： 係数で次の値（図 12 参照） 

c = 1.0 （領域 2）

c = 0.5 （領域 1 及び 3）

c = 0.35 （領域 4） 
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図 12 プロペラノズルの領域 

 

8.3 板厚

8.3.1
ノズル外板の板厚（mm）は次の値以上としなければならない。また，いかなる場合も 7.5mm 未満としてはならない。 

kttt += 0  

t0 ： 次式による板厚（mm） 

dpat 50 =  

a  ： リング状防撓材の心距（m） 

kt  ： 許容衰耗量（mm）で次式による値。 

100 £t の場合： 5.1=kt  

100 >t の場合： 
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
 
ø

ö
çç
è

æ
+= 0.3,5.01.0min 0

k
ttk  

8.3.2
領域 3 におけるノズル内部の防撓リングの板厚については，ノズル外板の板厚以上としなければならない。ただし，い

かなる場合も 7.5mm 未満としてはならない。

8.4 断面係数

8.4.1
図 12 に示す断面の中性軸周りの断面係数（cm3）は，次の値以上としなければならない。 

2
0

2bVndW =  

d  ： ノズルの内径（m） 

b  ： ノズル長さ（m） 

n  ： 係数で次の値 

n =1.0 （旋回式ノズル）

n =0.7 （固定ノズル） 

8.5 溶接

8.5.1
ノズル内側及び外側のノズル外板は，可能な限り両側連続溶接により内部の防撓リングと溶接しなければならない。外

側のノズル外板にのみ，プラグ溶接の適用を認める。 

9. ラダーホーン及びシューピースの寸法 

9.1 シューピース

9.1.1
シューピースの z 軸周りの断面係数（cm3）は，次の値以上としなければならない。 

80
1xkBWZ =  

1B  ： 3.3 の規定による。2 点支持の舵の場合，シューピースの弾性を無視すれば，その支持力 B1 は，おお

よそ CR/2となる。 

x  ： それぞれの断面の舵軸からの距離（m）で，次による。 

50min 5.0 l =x  

50max l=x  
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50l  ： 図 13 及び 3.3.2 による 

 
図 13 シューピース 
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9.1.2
y 軸周りの断面係数については，次の値以上としなければならない。

・ ラダーポスト及び舵軸が無い場合 

2
z

y
WW =  

・ ラダーポスト又は舵軸がある場合 

3
z

y
WW =  

9.1.3 
x = 50l の位置における断面積（mm2）は，次の値以上としなければならない。 

kBAs 48
1=  

9.1.4
曲げ応力及びせん断応力を考慮する等価応力（N/mm2）は，長さ 50l 以内のいかなる場所においても次の値以下としな

ければならない。 

kbv
1153 22 =+= tss  

z
b W

xB1=s  

sA
B1=t  

9.2 セミスペード型舵のラダーホーン（1 点弾性支持の場合）

9.2.1
曲げモーメント（N-m），せん断力（N）及び捩りモーメント（N-m）の分布は，次式により決定しなければならない。

・ 曲げモーメント： zBM b 1=  

dBM b 1max =  

・ せん断力：  1BQ =  
・ 捩りモーメント： 

)(1 zT eBM =  

初期寸法の決定において，ラダーホーンの撓みを無視する場合，支持力（N）は次式を用いて求めることができる。 

c
bCB R=1  

b，c，d，e(Z)及び Z については，図 14 及び図 15 による。

b は舵面の重心位置より求める。 
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図 14 ラダーホーンの寸法 

 
 

図 15 ラダーホーンに作用する荷重 
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9.2.2
ラダーホーン横方向，x 軸周りの断面係数（cm3）は，z のいかなる場所においても次の値以上としなければならない。 

67
kMW b

x =  

9.2.3
ラダーホーンのいかなる断面においても，せん断力 Q によるせん断応力（N/mm2）は次の値以下としなければならない。 

k
48

=t  

せん断応力（N/mm2）は次式により決定しなければならない。 

hA
B1=t  

hA  ： ラダーホーンの y 軸方向の有効せん断面積（mm2） 

9.2.4
ラダーホーンの z 方向のいかなる場所においても，等価応力（N/mm2）は次の値以下としなければならない。 

kTbv
120)(3 222 =++= ttss  

x

b
b W

M
=s  

310
2 hT

T
T tA

M
=t  

TA  ： 考慮する位置においてラダーホーンに囲まれる断面積（mm2） 

ht  ： ラダーホーンの板厚（mm） 

9.2.5
ラダーホーンの板厚を決定する際には，5.2 から 5.4 の規定を満足しなければならない。また，板厚（mm）は次の値以

上としなければならない。 
kLt BCSR-= 4.2min  
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9.2.6
力を適切に伝達するため，ラダーホーンの外板は，例えば縦通桁に接合する等により，適切に船尾構造と接合しなけれ

ばならない。（図 16 参照）

 
図 16 ラダーホーンと船体構造の接合 

 

9.2.7
ラダーホーンのトランスウェブは，十分な本数を船殻の隣接する甲板まで達するものとしなければならない。また，適

切な板厚を備えるものとしなければならない。

9.2.8
船殻との十分な接合を確保するため，ラダーホーンのトランスウェブと同一線上に強固な実体肋板を設けなければなら

ない。これらの実体肋板の板厚は，6 章 1 節又は 9 章 2 節による船底外板の板厚の 1.5 倍以上としなければならない。

9.2.9
ラダーホーンは，船尾倉の中心線隔壁（制水隔壁）と接合しなければならない。

9.2.10
ラダーホーンと外板の取り合い部分をなだらかに連続するものとする場合，取り合い箇所中央部分である A-A 断面に

おいて，ラダーホーンの要求断面係数の約 50%は，トランスウェブによるものとしなければならない。例えば，A-A 断

面は，取り合い部の曲がりが始まる位置の上方 0.7r の断面とする。（図 17 参照）

 
図 17 ラダーホーンと外板の取り合い部 

	 	

'
�(
)'

 

9.3 セミスペード型舵のラダーホーン（2 点弾性支持の場合）

9.3.1 曲げモーメント

ラダーホーンの一般的な断面に作用する曲げモーメント（N）は，次式により算出しなければならない。

・ ラダーホーンの下部支持点と上部支持点の間 
zFM AH 1=  

・ ラダーホーン上部支持点より上方 
)(21 luAAH dzFzFM -+=  
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1AF  ： ラダーホーン下部支持点における支持力（N）で，図 5 における B1 とする。 

2AF  ： ラダーホーン上部支持点における支持力（N）で，図 5 における B2 とする。 

z  ： 図 19 に規定する距離（m）で，同図に規定する距離 d（m）未満とする。

lud  ： ラダーホーンの底部ベアリングと上部ベアリング間の距離（m）（図 18 においては l-= ddlu ） 

 
図 18 ラダーホーンの曲げモーメント算出のための幾何学パラメーター 

 

9.3.2 せん断力

ラダーホーンの一般的な断面に作用するせん断力 HQ （N）は，次式により算出しなければならない。 

・ ラダーホーン下部ベアリングと上部ベアリングの間 

1AH FQ =  

・ ラダーホーン上部ベアリングより上方 

21 AAH FFQ +=  

21, AA FF  ： 支持力（N） 

9.3.3 トルク

ラダーホーンの一般的な断面に作用するトルク（N-m）は，次式により算出しなければならない。

・ ラダーホーン下部ベアリングと上部ベアリングの間 

)(1 ZAT eFM =  

・ ラダーホーン上部ベアリングより上方 

)(2)(1 ZAZAT eFeFM +=  

21, AA FF  ： 支持力（N） 

)(Ze  ： 図 19 に規定する捩りモーメントのてこ（m） 
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図 19 ラダーホーンの幾何学パラメーター 

 

9.3.4 せん断応力の計算

(a) ラダーホーン下部ベアリングと上部ベアリングの間の一般的な断面については，応力は次式により算出しなければ

ならない。 

St  ： 次式によるせん断応力（N/mm2） 

H

Al
S A

F
=t  

Tt  ： 中空ラダーホーンについて，次式による捩り応力（N/mm2） 

HT

T
T tF

M
2

103

=t  

実体構造のラダーホーンについては，本会の適当と認めるところによる。 

(b) ラダーホーン上部ベアリングより上方の一般的な断面については，応力は次式により算出しなければならない。 

St  ： 次式によるせん断応力（N/mm2） 

H

AAl
S A

FF 2+
=t  

Tt  ： 中空ラダーホーンについて，次式による捩り応力（N/mm2） 

HT

T
T tF

M
2

103

=t  

実体構造のラダーホーンについては，本会の適当と認めるところによる。 

21, AA FF  ： 支持力（N） 

HA  ： y 軸方向に関するラダーホーンの有効せん断面積（mm2） 

TM  ： トルク（N-m） 

TF  ： ラダーホーン外壁部の平均面積（m2） 

Ht  ： ラダーホーン外壁部の板厚（mm）で，任意のラダーホーンの断面における Tt の最大値は，tHが

最小となる位置において算出される。 

9.3.5 曲げ応力の計算

図 14 に規定する長さ d の範囲内のラダーホーンの一般的な断面については，次式により応力を算出しなければならな

い。 

Bs  ： 次式による曲げ応力（N/mm2） 

X

H
B W

M
=s  

HM  ： 考慮する断面における曲げモーメント（N-m） 

XW  ： X 軸周りの断面係数（cm3）（図 19 参照） 

9.3.6 備考

9.2.5 から 9.2.10 の規定は，2 点弾性支持の舵に対しても適用する。 
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10. 舵カップリングフランジ 

10.1
10.1.1
一体成型の鍛造若しくは鋳造フランジ又は鍛造若しくは鋳造の溶接構造のフランジを使用しない場合，舵の水平カップ

リングフランジは，板厚を増した舵本体の部材に，11 章 1 節に規定する片開先又は両開先の完全溶け込み溶接により接

合しなければならない。（図 20 参照）

 
図 20 舵の水平カップリングフランジ 

 
t  = 舵板の板厚（mm） 

ft  = 実際のフランジの板厚（mm） 

50<ft mm の場合 5
3

+=¢ ft
t （mm） 

50³ft mm の場合 ftt 3=¢ （mm） 

10.1.2
カップリングフランジは，板厚方向の強度低下に備え，適切な余裕を有するものとしなければならない。疑わしき場合，

溶接接合の妥当性に関して計算による検証を行わなければならない。

10.1.3
舵頭材（厚肉の襟部）とフランジ間の溶接接合については，図 21 によらなければならない。

 
図 21 舵頭材とカップリングフランジ間の溶接接合 

 

溶接後に機械加工に

より仕上げること。 

～
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11. 旋回式推進装置 

11.1 一般

11.1.1 配置

旋回式推進装置は，以下の機器からなる。（図 22 参照）

・ 操舵ユニット

・ ベアリング

・ 船体支持部

・ システムの舵板部

・ ポッド（ポッド推進システムの場合，電気モーターを内蔵する。）

 
図 22 旋回式推進装置 

 
 

 

11.1.2 適用

本 11.の要件は，船体支持部，舵板部及びポッドに対して適用する。

操舵ユニット及びベアリングについては，D 編の関連規定によらなければならない。

11.1.3 運転条件

船が最大速力で航行する状態における旋回式推進装置の最大旋回角度が，両方の回転方向について，設計者により規定

されなければならない。最大旋回角度は，一般に，いずれの回転方向についても 35 度以下としなければならない。

一般的に，速力に応じた旋回角度が承認用に提出される場合，本会は，航行状態における最大旋回角度を斟酌する。

11.2 配置

11.2.1 提出図面

ポッド及び舵板部の構造配置を記載する図面に加え，旋回式推進装置の支持構造の配置を示す図面を承認用に本会に提

出しなければならない。上記図面は，支持構造の寸法及び支持構造に作用する最大荷重を含むものとしなければならない。

11.2.2 固定装置

旋回式推進装置については，損傷時に装置の旋回により好ましくない方向に推進力を生じることを避けるため，機械的

に定位置に固定ができるものとしなければならない。

11.3 設計荷重

11.3.1
旋回式推進装置の外板板厚及び防撓材を考慮する際に使用する面外圧は，最大速力航行時における最大旋回角度（両方

の回転方向）について決定しなければならない。

・ 旋回式推進装置に作用する合計の力は，装置の外部表面に作用する圧力を積算することにより算出しなければなら

ない。 

・ 面外圧及び作用力の計算書を，参考として本会に提出しなければならない。 
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11.4 板部材

11.4.1 旋回式推進装置の舵板部分の板部材

旋回式推進装置の舵板部分の板厚については，5.2.1 に規定する式による値（mm）以上としなければならない。この場

合，式中の ACR / の項は，11.3 により算出する圧力と置き換えなければならない。 

11.4.2 ポッド外板

ポッド外板の板厚は，11.3 の規定による圧力に対して，6 章 1 節又は 9 章 2 節の算式による値（mm）以上としなけれ

ばならない。

11.4.3 ウェブ

ポッド推進装置の舵板部分のウェブの板厚については，11.3 の規定による圧力に対して，5.2.3 の規定により決定しな

ければならない。

11.5 防撓材

11.5.1 ポッドの防撓部材

ポッドの防撓部材の寸法は，11.3 の規定による圧力に対して，6 章 2 節又は 9 章 2 節の算式による値以上としなければ

ならない。

11.6 主要支持構造部材

11.6.1 解析基準

旋回式推進装置の主要支持構造部材の寸法は，設計者による直接計算の結果により決定しなければならない。直接計算

は，以下の要件に従って実施しなければならない。

・ 構造モデルはポッド，ポッド推進装置の舵板部分，ベアリング部及び船体支持部を含むものとしなければならない。

・ 境界条件は，旋回式推進装置の船体への結合部を表現したものとしなければならない。

・ 適用する荷重は，11.6.2 の規定によらなければならない。

・ 設計者により実行される直接計算解析（構造モデル，荷重応力計算，強度確認）を，参考として本会に提出しなけ

ればならない。 

11.6.2 荷重

旋回式推進装置の主要支持構造部材の直接計算においては，設計者は以下の荷重を考慮しなければならない。

・ 重力による荷重

・ 浮力

・ 最大速力航行時おける，最大旋回角度（両方の回転方向）について計算される最大荷重。

・ 最大旋回角度を超える旋回角度について，該当する速力において操舵可能な旋回角度について計算される最大荷重

（11.1.3 参照） 

・ プロペラの逆転による急停止に対し計算される最大荷重。

・ ポッドの 180 度旋回による急停止に対し計算される最大荷重。

11.6.3 強度確認

11.6.2 に規定する荷重条件に対し計算される主要支持構造部材のミーゼス等価応力 Es （N/mm2）が，次式を満足する

ことを確認しなければならない。 

ALLE ss £  

ALLs  ： 許容応力（N/mm2）で次の値のうち小さい方の値とする。 

ALLs  = 0.275 mR  

ALLs  = 0.55 eHR  

11.7 旋回式推進装置の船体支持部

11.7.1 解析基準

旋回式推進装置の船体支持構造部材の寸法は，設計者により直接計算の結果により決定しなければならない。直接計算

は，11.6.1 の規定に従って実施しなければならない。

11.7.2 荷重

旋回式推進装置の船体支持構造部の直接計算において考慮すべき荷重については，11.6.2 による。

11.7.3 強度確認

11.6.2 に規定する荷重条件に対し計算される船体支持部材のミーゼス等価応力 Es （N/mm2）が，次式を満足すること

を確認しなければならない。 
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ALLE ss £  

ALLs  ： 許容応力（N/mm2）で，次式による。 

ALLs = rk/65  

rk  ： 1.4.2 に規定する材料係数 

個々の事例において， Es の生じる位置及び直接計算解析の種類に応じて， ALLs を超える Es の値を認めることがある。 
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2 節 ブルワーク及びガードレール 

1. 一般 

1.1 序説

1.1.1
本節の要件は，乾舷甲板，船楼甲板及び乾舷甲板上の甲板室の一層目の頂部甲板の境界に設けるガードレール及びブル

ワークの配置に適用する。

1.2 一般

1.2.1
乾舷甲板及び乾舷甲板直上の船楼甲板並びに乾舷甲板上一層目及び船楼甲板端部の甲板室の一層目の頂部甲板には，有

効なブルワーク又はガードレールを設けなければならない。

1.2.2
ブルワーク及びガードレールの高さは，甲板上，少なくとも 1m 以上としなければならない。ただし，それらの高さが

船舶の通常の作業を阻害する恐れのある場合，適切な保護を講じ，条約要件に適合することを条件に，より低い高さを認

めることがある。

1.2.3
船楼がトランクにより連結されている場所については，乾舷甲板の暴露部の全長についてオープンレールを設けなけれ

ばならない。

1.2.4
B-100 乾舷適用船にあっては，乾舷甲板の暴露部の半分以上の長さについてオープンレールを設けなければならない。

オープンレールとしない場合，9 章 6 節 5.5.2 の規定による放水口を備えなければならない。

1.2.5
ブルワーク及び幅が 0.6B 以上のトランクであって乾舷の計算上考慮するものを備える船舶にあっては，乾舷甲板の暴

露部であってトランクを設置する部分の半分以上の長さについてオープンレールを設けなければならない。

オープンレールとしない場合，9 章 6 節 5.3.1 の規定による放水口を備えなければならない。

1.2.6
前端若しくは後端又はその両方が閉鎖されない船楼を備える船舶にあっては，船楼内に流入した海水を放水する適切な

措置を講じなければならない。

1.2.7
ブルワーク下部の放水口は，9 章 6 節 5 の要件に適合しなければならない。 

2. ブルワーク 

2.1 一般

2.1.1
原則として，ブルワークは，適当な部材により上縁を防撓し，2m を超えない間隔のステイ又はブラケットにより支持

しなければならない。

ステイ及びブラケットの遊縁は，防撓しなければならない。

ブルワークのステイ及びブラケットは，甲板下部の梁又は横防撓材に一致させて設けなければならない。

これに代えて，ステイ及びブラケットの下端部を縦通防撓材により支持することとして差し支えない。

2.1.2
B-60 乾舷又は B-100 乾舷適用船において，規則長さ LCSR-Bの船首端から 0.07LCSR-Bの範囲については，ブラケット及び

ステイの間隔を 1.2m 以下としなければならない。

2.1.3
ブルワークを断続構造とする場合，ステイ又はブラケットの寸法は，2.2 に規定する関連の寸法より増さなければなら
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ない。

2.1.4
原則として，ブルワークは舷側厚板の上縁又は梁上側板に固着してはならない。

これが不可能な場合，固着箇所の詳細については本会の適当と認めるところによる。

2.1.5
ブルワークの構造等は，本節の規定に加え，C 編 23.1.3-4.から-6.の規定にもよらなければならない。

2.2 寸法

2.2.1
高さが 1m を超えない乾舷甲板上のブルワークのグロス板厚については，6.5mm 以上としなければならない。

ブルワークの高さが 1.8m 以上の場合，ブルワークの板厚は，同様の場所に設置される船楼側壁として算出する値以上

としなければならない。

高さが 1m を超えて 1.8m 未満のブルワークについては，その板厚は線形補間により算出しなければならない。

2.2.2
ブルワークの板及びステイは，揚貨装置の操作において使用されるシュラウド又は他の索具等のためのアイプレート設

置部分及び係船又は曳航のためのムアリングパイプ又はフェアリーダ近傍について，適切な補強を行わなければならない。

2.2.3
部分的な船楼の端部において，その側壁を船楼端隔壁を超えて延長し，漸次寸法を減じながらブルワークに接続する場

合，当該部分におけるブルワークは，側壁と等しい板厚を備えるものとしなければならない。当該部分のブルワークに開

口を設ける場合，増厚又は他の適当な方法により，適切に補強しなければならない。

2.2.4
ブルワークステイの下部における断面係数は，次式による値（cm3）以上としなければならない。 

w = 77shB
2

s ： ステイの間隔（m）

hB ： ブルワークの高さ（m）で，甲板からブルワークの上縁までの距離とする。 

上記断面係数の算出においては，ステイと甲板の接合部の実際の断面を考慮しなければならない。

この時，ステイに取り付けられるバルブプレート又は面材については，これらが両面連続溶接により甲板に固着される

場合にのみ，断面係数の算出に考慮して差し支えない。

甲板に固着されない強度部材を備えるブルワークにおける最低要求断面係数の算出については，本会の適当と認めると

ころによる。

船の端部においてブルワークを舷側厚板に接合する場合，ブルワークを板幅が 600mm を超えない範囲でステイのグロ

ス断面係数の計算に含めることができる。

2.2.5
ブルワークの開口は， 3.1.2 に規定するガードレールの水平間隙と同等の船員保護を確保するよう配置しなければなら

ない。

この目的のため，水平に配置するレール又は棒に代えて，約 230mm 間隔で垂直に配置するレール又は棒とすることを

認めることがある。

2.2.6
甲板上に木材を積載する船舶の場合，C 編 1.1.3-2.及び 23.1.3-3.の規定にもよらなければならない。 

3. ガードレール 

3.1 一般

3.1.1
ガードレールを設置する場合，舷側厚板の上縁は出来る限り低くしなければならない。

3.1.2
ガードレールの最下条における間隙高さは 230mm 以下としなければならない。その他の間隙にあっては 380mm 以下と

しなければならない。 
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3.1.3
丸型ガンネル又は舷側厚板とする船舶の場合，スタンションは甲板の平坦部に設置しなければならない。

3.1.4
固定式，取り外し式又はヒンジ式のスタンションは，約 1.5m 間隔で設置しなければならない。少なくともスタンショ

ン 3 本毎にブラケット又はステイを設け，スタンションを支持しなければならない。 

取り外し式又はヒンジ式のスタンションは，垂直な状態に固定できるようなものとしなければならない。

3.1.5
特別な事由がある場合，限定した長さの範囲に限り，ガードレールに代えてワイヤロープを設けることを認める場合が

ある。

ワイヤロープは，ターンバックル等により緊張した状態にしなければならない。

3.1.6
固定スタンション又はブルワーク間であって，その長さが短い場合に限り，ガードレールに代えてチェーンを設けるこ

とを認める場合がある。
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3 節 艤装 

記号 

本節で定義されない記号については，1 章 4 節による。

EN  ： 2.1 に規定する艤装数 

 

1. 一般 

1.1 一般

1.1.1
本節の規定は，船舶の潮待ち，停泊等の際の，港内若しくは港の周辺又は外洋から遮蔽された水域における一時的な係

船について適用する。

このため，本節の要件を満足する装置は，荒天時の外洋に面した海岸における係船又は船舶の移動若しくは漂流の停止

を意図したものではない。

1.1.2
本節の要件を満足する装置は，容易に走錨することのない良好な把駐力を期待できる海底状態における係船を想定した

ものである。良好な把駐力を期待できない海底状態においては，錨の係船力は顕著に減少する。

1.1.3
ここに規定するアンカーに関する艤装数 EN の算式は，潮流速度 2.5m/s，風速 25m/s 及びチェーンケーブルの投入長と

水深の比が 6 から 10 とすることを想定している。

1.1.4
以下の規定は，一般的な状況において，一組のアンカー装置の使用することを想定している。 

2. 艤装数 

2.1 艤装数

2.1.1 一般

全ての船舶には，その艤装数に応じ，表 1 によるアンカー及びチェーンケーブルを備えなければならない。

一般に，ストックレスアンカーが採用される。

艤装数が 16000 を超える船舶の艤装については，本会の適当と認めるところによる。
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表 1 係船装置 

ストックレスアンカー スタッド付チェーンケーブル 艤装数 EN

A < EN £ B 直径（mm） 

A B N(1) 質量（kg） 全体長（m） 第 1 種

（Q1） 
第 2 種

（Q2） 
第 3 種

（Q3） 

50 70 2 180 220.0 14.0 12.5  

70 90 2 240 220.0 16.0 14.0  

90 110 2 300 247.5 17.5 16.0  

110 130 2 360 247.5 19.0 17.5  

130 150 2 420 275.0 20.5 17.5  

150 175 2 480 275.0 22.0 19.0  

175 205 2 570 302.5 24.0 20.5  

205 240 3 660 302.5 26.0 22.0 20.5 

240 280 3 780 330.0 28.0 24.0 22.0 

280 320 3 900 357.5 30.0 26.0 24.0 

320 360 3 1020 357.5 32.0 28.0 24.0 

360 400 3 1140 385.0 34.0 30.0 26.0 

400 450 3 1290 385.0 36.0 32.0 28.0 

450 500 3 1440 412.5 38.0 34.0 30.0 

500 550 3 1590 412.5 40.0 34.0 30.0 

550 600 3 1740 440.0 42.0 36.0 32.0 

600 660 3 1920 440.0 44.0 38.0 34.0 

660 720 3 2100 440.0 46.0 40.0 36.0 

720 780 3 2280 467.5 48.0 42.0 36.0 

780 840 3 2460 467.5 50.0 44.0 38.0 

840 910 3 2640 467.5 52.0 46.0 40.0 

910 980 3 2850 495.0 54.0 48.0 42.0 

980 1060 3 3060 495.0 56.0 50.0 44.0 

1060 1140 3 3300 495.0 58.0 50.0 46.0 

1140 1220 3 3540 522.5 60.0 52.0 46.0 

1220 1300 3 3780 522.5 62.0 54.0 48.0 

1300 1390 3 4050 522.5 64.0 56.0 50.0 

1390 1480 3 4320 550.0 66.0 58.0 50.0 

1480 1570 3 4590 550.0 68.0 60.0 52.0 

1570 1670 3 4890 550.0 70.0 62.0 54.0 

1670 1790 3 5250 577.5 73.0 64.0 56.0 

1790 1930 3 5610 577.5 76.0 66.0 58.0 

1930 2080 3 6000 577.5 78.0 68.0 60.0 

2080 2230 3 6450 605.0 81.0 70.0 62.0 

2230 2380 3 6900 605.0 84.0 73.0 64.0 

2380 2530 3 7350 605.0 87.0 76.0 66.0 

2530 2700 3 7800 632.5 90.0 78.0 68.0 

2700 2870 3 8300 632.5 92.0 81.0 70.0 

2870 3040 3 8700 632.5 95.0 84.0 73.0 

3040 3210 3 9300 660.0 97.0 84.0 76.0 

3210 3400 3 9900 660.0 100.0 87.0 78.0 
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ストックレスアンカー スタッド付チェーンケーブル 艤装数 EN

A < EN £ B 直径（mm） 

A B N(1) 質量（kg） 全体長（m） 第 1 種

（Q1） 

第 2 種

（Q2） 

第 3 種

（Q3） 

3400 3600 3 10500 660.0 102.0 90.0 78.0 

3600 3800 3 11100 687.5 105.0 92.0 81.0 

3800 4000 3 11700 687.5 107.0 95.0 84.0 

4000 4200 3 12300 687.5 111.0 97.0 87.0 

4200 4400 3 12900 715.0 114.0 100.0 87.0 

4400 4600 3 13500 715.0 117.0 102.0 90.0 

4600 4800 3 14100 715.0  120.0  105.0  92.0  

4800 5000 3 14700 742.5  122.0  107.0  95.0  

5000 5200 3 15400 742.5  124.0  111.0  97.0  

5200 5500 3 16100 742.5  127.0  111.0  97.0  

5500 5800 3 16900 742.5  130.0  114.0  100.0  

5800 6100 3 17800 742.5  132.0  117.0  102.0  

6100 6500 3 18800 742.5    120.0  107.0  

6500 6900 3 20000 770.0    124.0  111.0  

6900 7400 3 21500 770.0    127.0  114.0  

7400 7900 3 23000 770.0    132.0  117.0  

7900 8400 3 24500 770.0    137.0  122.0  

8400 8900 3 26000 770.0    142.0  127.0  

8900 9400 3 27500 770.0    147.0  132.0  

9400 10000 3 29000 770.0    152.0  132.0  

10000 10700 3 31000 770.0      137.0  

10700 11500 3 33000 770.0      142.0  

11500 12400 3 35500 770.0      147.0  

12400 13400 3 38500 770.0      152.0  

13400 14600 3 42000 770.0      157.0  

14600 16000 3 46000 770.0      162.0  

備考：

(1) 3.2.4 参照 

2.1.2 船舶の艤装数

艤装数 EN は，次式による値としなければならない。 

AhBEN 1.023
2

++= ⊿  

⊿  ： 夏期満載喫水線における型排水量（t） 

h  ： 夏期満載喫水線から最上層甲板室構造頂部までの有効高さ（m）で，次式による。 

å+= nhah  

h の算出においては，シアー及びトリムの影響を考慮してはならない。 

a  ： 船体中央での乾舷高さ（m）で，夏期満載喫水線から乾舷甲板までの距離とする。

nh  ： 乾舷甲板上 n 層目の船楼又は甲板室であって幅が B/4 を超えるものの船体中心線における高さ（m）。

幅が B/4 を超える甲板室が，幅が B/4 以下の甲板室の上部にある場合，幅が B/4 以下の甲板室の高さ

は無視して差し支えない。 

A  ： 夏期満載喫水線より上方の船体，船楼及び甲板室であって船の長さ LCSR-B の範囲内にあり，かつ，幅

が B/4 を超えるものの，船体中心線を通る垂直平面への投影面積（mm2）。 
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h 及び A の決定に際しては，高さが 1.5m 以上のスクリーン又はブルワークは船楼又は甲板室の一部とみなす。特に図

1 で斜線部にて示す箇所は含めなければならない。 
h 及び A の決定に際しては，ハッチコーミングの高さ及びコンテナ等のあらゆるデッキ上の荷物の高さは無視して差

し支えない。

 
図 1 艤装数算出において考慮すべきブルワーク又は固定スクリーンの有効面積 

 
 

3. 艤装 

3.1 一般

3.1.1
全てのアンカー装置，曳航ビット，係船ボラード，フェアリードクリート及びアイボルトは，設計荷重までの使用にお

いて船舶の保全性を損なうことの無いよう作成し，かつ，船体に取り付けなければならない。

3.1.2
アンカー装置の配置は，ケーブルの損傷や絡まりを防止するようなものとしなければならない。全ての運航状態に対し

てアンカーを固定するための適切な手段を備えなければならない。

3.2 アンカー

3.2.1 一般

アンカーの寸法については以下の要件を満足するものとしなければならない。

アンカーは，承認図に従って製造し，かつ，試験しなければならない。

3.2.2 一般のアンカー

個々のアンカーの要求質量については，表 1 によらなければならない。

アンカーの総質量が表 1 に規定する総質量以上である場合，それぞれのアンカーの質量については，要求質量に対し

 7%の範囲で増減して差し支えない。

一般的なストックレスアンカーのピン及び付属品を含むヘッド部の質量は，アンカー全体の質量の 60%未満としては

ならない。

ストックアンカーを用いる場合，ストックを除いた質量は，表 1 によるストックレスアンカーに対する要求質量の 80%

未満としてはならない。ストックアンカーのストックの質量は，ストックを除くアンカーの質量（ただし，接続シャック

ルを含む。）の 25%未満としてはならない。

3.2.3 高把駐力及び超高把駐力アンカー

L 編 2 章の規定に従って一般のアンカーよりも大きな把駐力を備えていることが検証された高把駐力アンカー及び超

高把駐力アンカーについては，3.2.5 又は 3.2.6 に従って試験を実施することを要しない。

高把駐力アンカー又は超高把駐力アンカーを使用する場合，当該アンカーの質量は，表 1 に規定する一般のストックレ

スアンカーに対する要求値のそれぞれ 75%又は 50%以上としなければならない。

一般に，超高把駐力アンカーは 1500kg 以下としてはならない。

3.2.4 予備アンカー

3 個のアンカーを備える場合，2 個はアンカーチェーンに連結し常時使用できるように配置しなければならない。

3 個目のアンカーは予備とみなし，船級検査の対象外とする。
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3.2.5 高把駐力アンカーの承認試験

高把駐力アンカーの承認にあたっては，多様な状態の海底土質に対して比較試験を実施しなければならない。

これらの試験により，高把駐力アンカーの把駐力が，同質量の通常のストックレスアンカーの把駐力の少なくとも 2

倍以上であることを示さなければならない。

全ての質量の範囲に関する高把駐力アンカーの承認のためには，可能な限り全ての質量範囲を代表する質量のアンカー

にて試験を実施しなければならない。この場合，少なくとも 2 種類の大きさのアンカーについて試験を実施しなければな

らない。承認するアンカーの最大のサイズは，試験を実施した最大サイズの 10 倍以下としなければならない。承認する

アンカーの最小サイズは，試験を実施した最小サイズの 0.1 倍以上としなければならない。

3.2.6 超高把駐力アンカーの承認試験

超高把駐力アンカーの承認にあたっては，柔泥若しくは沈泥，砂若しくは砂利及び固い粘土又はこれに近い混合物の少

なくとも 3 種類の海底土質に対して比較試験を実施しなければならない。これらの試験により，高把駐力アンカーの把駐

力が，同質量の通常のストックレスアンカーの把駐力の少なくとも 4 倍以上であること又はあらかじめ承認された同質量

の高把駐力アンカーの 2 倍以上であることを示さなければならない。把駐力試験における荷重については，本会が適当と

認める場合，アンカーの証明荷重以下とすることができる。

全ての質量の範囲に関する超高把駐力アンカーの承認のためには，可能な限り全ての質量範囲を代表する質量のアンカ

ーにて試験を実施しなければならない。この場合，少なくとも 3 種類の大きさのアンカーについて，上記の海底土質に対

して，質量範囲の最小のもの，中間のもの及び最大のものについて試験を実施しなければならない。

3.2.7 高把駐力アンカー及び超高把駐力アンカーの試験詳細

試験は，一般に，タグボートによって実施する。海底土質に関する試験は，その都度本会が承認する。

個々の事例において，従前に試験し，承認した同型（高把駐力又は超高把駐力）のアンカーとの比較による海上試験の

実施をもって，前述の試験に替えることを認める場合がある。

それぞれのサイズに対して，試験用に選択する 2 個のアンカー（一般に，高把駐力アンカーの試験においては一般のス

トックレスアンカーと高把駐力アンカーを，超高把駐力アンカーの試験においては一般にストックレスアンカーと超高把

駐力アンカーを，ストックレスアンカーが無い場合には高把駐力アンカーと超高把駐力アンカーを選択する。）は，同じ

質量を持つものとしなければならない。

個々のアンカーに繫がれるチェーンケーブルは，アンカーの質量に応じた直径を持ち，その長さは，実質的にアンカー

のシャンク部を水平に引っ張るようなものとしなければならない。このため，一般に送出するチェーンケーブルの長さと

水深の比は 10 程度とする。ただし，本会が特に認める場合，より低い比率として差し支えない。

それぞれのアンカーについて，海底土質に応じ，3 種類の試験を実施しなければならない。

引張力は張力計により計測しなければならない。張力計に代えて，タグの主気回転数に対応するボラードプル性能曲線

に基づく計測としても差し支えない。

アンカーの安定性及び破断について注意を払わなければならない。

3.3 アンカーのチェーンケーブル

3.3.1 材料

チェーンケーブルは，使用する鋼材の種類及び製造方法により，第 1 種チェーン（Q1），第 2 種チェーン（Q2）及び

第 3 種チェーン（Q3）に分類する。 

チェーンケーブルに用いる鋼材及びその製造方法は，製造所毎に，本会が承認したものでなければならない。チェーン

ケーブルに用いる材料及び完成したチェーンケーブル自体は，K 編及び L 編 3 章の規定に従って試験しなければならな

い。

Q1 のチェーンケーブルは，高把駐力アンカー及び超高把駐力アンカーに対して使用してはならない。

3.3.2 スタッド付チェーンの寸法

スタッド付チェーンのリンク部を含む質量及び寸法は，L 編 3 章の規定を満足するものとしなければならない。

スタッド付チェーンの直径は表 1 に示す値以上としなければならない。

3.3.3 スタッドレスチェーン

艤装数 EN が 90 未満の船舶については，スタッド付チェーンに代えて，スタッドレスのショートリンクチェーンを備

えることとして差し支えない。当該スタッドレスチェーンの強度については，L 編 3 章の規定によらなければならない。

またスタッドレスチェーンの鋼材のグレードについては，3.3.1 に規定するスタッド付チェーンと同等とする。

3.3.4 チェーンケーブルの備え付け 
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チェーンケーブルは，1 本の長さを 27.5m として製作し，それぞれをディー又はラグ無しシャックルによって連結する

ものとしなければならない。

表 1 に規定するチェーンケーブルの全体の長さは，使用する 2 個のアンカーに対して概ね同じ長さに配分しなければな

らない。

これ以外のチェーンの備え付けについては，本会の適当と認めるところによる。

船舶が潮流 2.5m/s を超える海域に投錨する可能性がある場合，アンカーの定着を強化するために，アンカーと残りの

チェーンとの間により重量のあるチェーンの装着を要求することがある。

3.4 連結ピース

3.4.1 一般

一連のチェーンケーブル同士を一般のディー型のシャックルを用いて連結する場合，アンカーもディー型の端末シャッ

クルにより直接チェーンケーブルに連結して差し支えない。

ディー型端末シャックルに代えてピンにより 2 つに分離するオープンリンクを用いることができる。この場合，3.4.2
に規定する端末リンクにおける寸法増加を適用する必要は無い。

長さの異なるチェーンケーブルをラグ無しシャックルにより連結し，そのために特別な端末リンクや直径を増したリン

クを備えない場合については，アンカーは，最初の一連のチェーンケーブルに特別なペア型のラグ無し端末シャックル又

は適合する連結ピースにより連結して差し支えない。

3.4.2 寸法

連結ピースの直径（mm）は，表 2 による値以上としなければならない。

直径を増したスタッドリンクと開端リンクとの間の連結ピースは，以下によることができる。

・ 直径 1.2d のスイベル（回り継ぎ手）

・ 直径を 1.1d に増したスタッドリンク（拡大リンク）

これとは異なる連結をする場合については，本会の適当と認めるところによる。

 
表 2 連結ピースの直径 

付属品 直径（mm） 

シャックル  1.4d 

端末リンク  1.2d 

拡大リンク  1.1d 

普通リンク  d 

（ラグなしシャックル） d 

備考：

 d： 普通リンクの直径（mm） 

3.4.3 材料

連結ピース，連結シャックル及び端末シャックルの材料及び設計については，チェーンケーブルに連結するものと同等

の強度としなければならず，L 編 3 章の規定に従って試験しなければならない。

3.4.4 予備の連結ピース

予備アンカーの装着のために，予備のペア型ラグ無し端末シャックル又は予備の連結ピースを備えなければならない。

3.5 引綱及び係船索

3.5.1 一般

表 3 に規定する引綱は，被曳航船に搭載され，他船又はタグボートにより曳航されることを意図したものである。

3.5.2 材料

引綱及び係船索は，ワイヤロープ，天然若しくは合成繊維ロープ又はワイヤと繊維の混合のものとすることができる。

表 3 に規定する破断荷重は，ワイヤロープ及び天然繊維ロープについて適用する。

ワイヤロープ及び繊維ロープについては，L 編 4 章又は 5 章の規定に従って試験しなければならない。
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表 3 引綱及び係船索 

艤装数 EN

 A< EN   B 
引綱(1) 係船索 

A B 最小長さ（m） 切断荷重（kN） N(2) 各ライン長（m） 切断荷重（kN） 

50 70 180 98.1 3 80 34 

70 90 180 98.1 3 100 37 

90 110 180 98.1 3 110 39 

110 130 180 98.1 3 110 44 

130 150 180 98.1 3 120 49 

150 175 180 98.1 3 120 54 

175 205 180 112 3 120 59 

205 240 180 129 4 120 64 

240 280 180 150 4 120 69 

280 320 180 174 4 140 74 

320 360 180 207 4 140 78 

360 400 180 224 4 140 88 

400 450 180 250 4 140 98 

450 500 180 277 4 140 108 

500 550 190 306 4 160 123 

550 600 190 338 4 160 132 

600 660 190 371 4 160 147 

660 720 190 406 4 160 157 

720 780 190 441 4 170 172 

780 840 190 480 4 170 186 

840 910 190 518 4 170 201 

910 980 190 550 4 170 216 

980 1060 200 603 4 180 230 

1060 1140 200 647 4 180 250 

1140 1220 200 692 4 180 270 

1220 1300 200 739 4 180 284 

1300 1390 200 786 4 180 309 

1390 1480 200 836 4 180 324 

1480 1570 220 889 5 190 324 

1570 1670 220 942 5 190 333 

1670 1790 220 1024 5 190 353 

1790 1930 220 1109 5 190 378 

1930 2080 220 1168 5 190 402 

2080 2230 240 1259 5 200 422 

2230 2380 240 1356 5 200 451 

2380 2530 240 1453 5 200 481 

2530 2700 260 1471 6 200 481 

2700 2870 260 1471 6 200 490 

2870 3040 260 1471 6 200 500 

3040 3210 280 1471 6 200 520 

3210 3400 280 1471 6 200 554 
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艤装数 EN

 A< EN   B 
引綱(1) 係船索 

A B 最小長さ（m） 切断荷重（kN） N(2) 各ライン長（m） 切断荷重（kN） 

3400 3600 280 1471 6 200 588 

3600 3800 300 1471 6 200 612 

3800 4000 300 1471 6 200 647 

4000 4200 300 1471 7 200 647 

4200 4400 300 1471 7 200 657 

4400 4600 300 1471 7 200 667 

4600 4800 300 1471 7 200 677 

4800 5000 300 1471 7 200 686 

5000 5200 300 1471 8 200 686 

5200 5500 300 1471 8 200 696 

5500 5800 300 1471 8 200 706 

5800 6100 300 1471 9 200 706 

6100 6500   9 200 716 

6500 6900   9 200 726 

6900 7400   10 200 726 

7400 7900   11 200 726 

7900 8400   11 200 735 

8400 8900   12 200 735 

8900 9400   13 200 735 

9400 10000   14 200 735 

10000 10700   15 200 735 

10700 11500   16 200 735 

11500 12400   17 200 735 

12400 13400   18 200 735 

13400 14600   19 200 735 

14600 16000   21 200 735 

備考：

(1) LCSR-B が 180m を超える船舶では引綱を省略することができる。

(2) 3.5.4 参照 

3.5.3 ワイヤロープ

ワイヤロープは，柔軟性のある亜鉛メッキ鋼で構成するものとし，表 4 に規定する種類のものとしなければならない。

係船ウインチに用いるワイヤであってウインチドラムに巻き込むものについては，繊維芯に代えて独立の金属芯により

構成するものとすることができる。一般にこれらのワイヤは，金属芯を含めた素線の数を 186 本以上としなければならな

い。 

表 4 ワイヤロープの構成 

ワイヤロープの構成 
切断荷重 BL（kN）  

素線数 素線の最終引張強さ（N/mm2） ワイヤの構成 

BL < 216 72 1420～1570 6 × 7－繊維芯 

216 < BL < 490 144 1570～1770 6 × 7－繊維芯 

BL > 490 216 又は 222 1770～1960 6 × 1－繊維芯 
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3.5.4 係船索の数

係船索の 1 本の切断荷重が 490kN 以上であって装備する係船索の合計の切断荷重を表 3 に規定する値以上とする場合

には，表 3 に規定する要求値より低い切断荷重の係船索を要求数より数多く装備すること又は表 3 に規定する要求値より

高い切断荷重の係船索を要求数より少なく装備することができる。

ただし，いかなる場合も装備する係船索の数は 6 本以上とし，そのいずれも切断荷重は 490kN 以上のものとしなけれ

ばならない。

3.5.5 係船索の長さ

全体の係船索の長さを表 3 に規定する個々の係船索の長さの合計値よりも大きくする場合，個々の係船索の長さについ

ては，表 3 に規定する値を 7%減じることができる。

3.5.6 合成繊維ロープと天然繊維ロープの切断荷重における同等性

一般に，繊維ロープは，ポリアミド系繊維又は同等の合成繊維によって構成しなければならない。

合成繊維ロープの切断荷重 BLS と天然繊維ロープの切断荷重 BLNの同等性は，次式によらなければならい。 

BLS = 7.4   (BLN)8/9

  ： 合成繊維ロープの切断時の伸びで，一般に 30%以上としなければならない。 

3.6 ホースパイプ

3.6.1
ホースパイプは，実績に従い設置しなければならない。

ホースパイプの位置及び傾斜は，チェーンケーブルを容易に誘導し，アンカーを効果的に収納するものとしなければな

らない。アームが旋回するアンカーの場合，揚錨操作時に船体を傷つけることが無いような配置としなければならない。

このために，チェーンケーブルの寸法に対して十分な大きさと適当な半径を備える適切な形状のボルスタを船体に取り付

けなければならない。ホースパイプ周りの船体外板については，必要に応じて補強しなければならない。

3.6.2
チェーンケーブルを容易に誘導するために，ホースパイプにはローラを装備することができる。一般的に，このローラ

の直径は，全部に打刻されたチェーンケーブルに対してはチェーンケーブルの呼び径の 10 倍以上，部分打刻されたチェ

ーンケーブル対してはその寸法の 12 倍以上としなければならない。

3.6.3
チェーンストッパ等の安全性については，本会の適当と認めるところによる。

3.7 ウインドラス

3.7.1 一般

ウインドラスは，通常は単独の鎖車を備えるもので，チェーンケーブルの寸法及びアンカーの質量に対して適切な動力

駆動のものとしなければならない。

ウインドラスは，ホースパイプを通ったチェーンケーブルの容易な誘導を妨げないように，適切な位置に据え付けなけ

ればならない。ウインドラス据付部の甲板は，適切に補強しなければならない。

3.7.2 連続運転負荷計算に関する条件

ウインドラスの駆動装置が供給できなければならない連続運転負荷 PCの計算は，以下の条件に基づく。

・ 一般のストックレスアンカー

・ ビューフォートスケールで 6 の風荷重

・ 3 ノットの潮流

・ 錨地水深 100 m
・ 浮力の影響及びホースパイプの効果を含む PC で，ホースパイプの効果はおおよそ 70%とする。

・ アンカー質量は，L 編 2 章の規定に基づき厳密に製造されている。

・ 一度に揚錨するのは単独のアンカーとする。

浮力の影響により，想定すべきチェーンの質量は，L 編 3 章の規定より小さくなるため，単位長さあたりのチェーンケ

ーブルの質量（kg/m）は次式による。 

mL = 0.0218 d2

d はチェーンケーブルの直径（mm） 

3.7.3 連続運転負荷の計算

3.7.2 の前提に基づき，ウインドラスの駆動装置は，表 5 に示す連続運転負荷（kN）を少なくとも 30 分間供給できるも
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のとしなければならない。

 
表 5 連続運転負荷 

チェーンケーブルの材質 連続運転負荷（kN） 

軟鋼（第 1 種アンカーチェーン（Q1）の場合） PC = 0.0375 d2 

高張力鋼 （第 2 種アンカーチェーン（Q2）の場合） PC = 0.0425 d2 

超高張力鋼（第 3 種アンカーチェーン（Q3）の場合） PC = 0.0475 d2 

注 1

d： チェーンケーブル直径（mm） 

3.7.4 瞬間過負荷容量

ウインドラスの駆動装置は，アンカーの急激な動きに対して，必要な瞬間過負荷容量を備えるものとしなければならな

い。

瞬間過負荷容量又は短時間の許容負荷は，連続運転負荷 PCの 1.5 倍以上としなければならず，少なくとも 2 分間維持

できるものとしなければならない。

この過負荷時の運転速度は，3.7.5 に規定する通常巻き上げ速度より低く設定して差し支えない。

3.7.5 通常巻き上げ速度

アンカー及びケーブルを巻き上げる際の通常のチェーン速度は，平均で 0.15m/s 以上としなければならない。

チェーン速度は，2 連のチェーンを完全に巻き上げる間について計測しなければならない。試験は 3 連チェーン（82.5m）

が完全に没水した状態から開始しなければならない。

3.7.6 ウインドラスのブレーキ

ウインドラスのブレーキは，アンカーの繰り出し時に駆動装置の動力供給が故障した際，アンカー及びアンカーチェー

ンを安全に停止する能力を備えたものとしなければならない。蒸気駆動以外のウインドラスには，逆転防止装置を備えな

ければならない。

ブレーキが作動し，ケーブルリフタのクラッチを切った状態のウインドラスは，チェーンの切断荷重の 45%の引張に

対し，圧力を受ける部分にいかなる永久変形も生じず，かつ，ブレーキがスリップしないものとしなければならない。

3.7.7 チェーンストッパ

チェーンストッパを備える場合，チェーンの切断荷重の 80%の引張力に耐え得るものとしなければならない。

チェーンストッパを備えない場合については，ウインドラスは，チェーンの切断荷重の 80%の張力に対し，圧力を受

ける部分にいかなる永久変形も生じず，かつ，ブレーキがスリップしないものとしなければならない。

3.7.8 青波荷重

ウインドラスを据え付ける暴露甲板の夏期満載喫水線からの高さが 0.1LCSR-B 又は 22m の小さい方の値より低い場合，

船の長さの 1/4 よりも船首側に設置するウインドラスの据付部については，青波荷重に耐え得るものとしなければならな

い。

青波圧力及び作用する範囲は以下の通りとしなければならない。（図 2 参照）

・ 鎖車軸と垂直な方向の投影面積に対し，船の長さの前端から方向から作用する圧力： 200kN/m2 

・ 鎖車軸に平行な方向の投影面積に対し，船内側及び船外側からそれぞれ作用する圧力： 150kN/m2×f  
f ： 係数で次式による。ただし，2.5 を超える必要は無い。 

f = 1+ B/H 
B ： シャフト軸に平行な方向のウインドラスの幅

H ： ウインドラスの全高 

ウインドラスを係船ウインチと一体型とする場合，係船ウインチの部分についてもウインドラスの一部として考慮しな

ければならない。
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図 2 力及び荷重の方向 

 
備考：

Py については，船体内側から及び外側から作用するものをそれぞれ検討しなければならない。（3.7.8 参照）

Py が図中に示す方向と逆の場合，yiの符号を逆とすること。 

3.7.9 青波荷重によるウインドラス据付部への荷重

ウインドラス据付部のボルト，チョック及び固定装置に作用する力は，3.7.8 に規定する青波荷重を考慮して計算しな

ければならない。

ウインドラスは 1 本以上のボルトから成る N 組ボルト群によって固定されているものとする。（図 3 参照）。

ボルト群（又は単独のボルト）i に作用する軸力 Ri は，引張り方向を正として，次式より決定しなければならない。

・ Rxi = Px h xi Ai / Ix

・ Ryi = Py h yi Ai / Iy

・ Ri = Rxi + Ryi   Rsi 

Px ： 鎖車軸と垂直に作用する力（kN）

Py ： 鎖車軸に平行に作用する力（kN）で，船体内側及び外側から作用するもののうち，ボルト群 i に作

用する力が大きくなる方の値とする。 

h ： ウインドラスの据付部からの鎖車軸までの高さ（cm）

xi，yi ： N 組のボルト群全体の重心からボルト群 i の x 及び y 軸座標（cm）で，作用する力と反対の方向を

正とする。 

Ai ： ボルト群 i の全てのボルトの断面積（cm2）

Ix，Iy ： N 組のボルト群に関する慣性力で，次式による。 

Ix =  Ai xi
2

Iy =  Ai yi
2 

Rsi ： ボルト群 i におけるウインドラスの重量による静荷重（kN） 

ボルト群 i に作用するせん断力 Fxi，Fyi及びその合成力 Fiは，次式により決定しなければならない。

・ Fxi = (Px -   g M) / N

・ Fyi = (Py -   g M) / N
・ Fi = (Fxi

2 + Fyi
2 )0.5 

  ： 摩擦係数で 0.5 とする

M ： ウインドラスの質量（t）
N ： ボルト群の数 

これらの要件に沿って算出した軸方向の引張力及び圧縮力並びに横方向の力については，船体支持構造の設計において

も考慮しなければならない。
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図 3 記号の凡例 

 
備考：

xi及び yiの座標の符号（+/-）については，上図によること。 

3.7.10 アンカー及びチェーンの荷重に対するウインドラスの強度基準

ウインドラスのフレーム及び固定装置に生じる応力は，使用する材料の降伏応力未満としなければならない。

上記の応力の算出に際しては，以下について特別な注意を払わなければならない。

・ キー溝における応力集中及びその他の応力上昇

・ 駆動装置又はアンカーチェーンの急激な始動又は停止による動的影響

・ 計算手法及び近似手法

3.7.11 ウインドラスの保護装置に関する強度基準

それぞれのボルト群 i の個々のボルトにおける引張軸応力は，3.7.9 に規定する要件に従って算出しなければならない。

水平方向の力 Fxi 及び Fyi は，3.7.9 に規定する要件に従って算出しなければならない。水平力については，通常，せん断

チョックにて支持する。

片側又は両側からのせん断力を支えるはめ込みボルトの設計に際して，個々のボルトに生じるミーゼスの等価応力

（N/mm2）は，以下の式を満足しなければならない。 

  £ 0.5  BPL

ここで  BPLは，ボルト材料の降伏応力又は耐力。 

据付けに際し，樹脂の流し込みを行う場合，強度計算の際に考慮しなければならない。

3.7.12 甲板との接合

ウインドラスのフレーム及び固定装置は，甲板に効果的に据え付けなければならない。

3.8 チェーンストッパ

3.8.1
錨泊中にチェーンケーブルの張力がウインドラスに伝わるのを防ぐために，一般に，ウインドラスとホースパイプの間

に，チェーンストッパを備えなければならない。チェーンストッパは，チェーンケーブルの破断荷重の 80%の荷重に耐

え得る能力を持つものとしなければならない。チェーンストッパを取り付ける甲板は，適切に補強しなければならない。

同様の目的で，アンカーがホースパイプ内にある時にアンカーの重量を支持し得るリギングスクリュー又はチェーンテ

ンショナーによりチェーンケーブルの 1 片を固定して差し支えない。ただし，これらの措置はチェーンストッパとみなさ

ない。

3.8.2
ウインドラスがホースパイプから離れており，チェーンストッパを備えない場合については，チェーンケーブルをウイ

ンドラスに導くための適切な措置を講じなければならない。 
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3.9 チェーンロッカ

3.9.1
チェーンロッカの容量は，全チェーンケーブル設備の収納に適したもので，チェーンケーブルをウインドラスへ直接容

易に誘導できるものとしなければならない。

3.9.2
2 本のチェーンを備える場合，それぞれが 1 本のチェーン全長を収納できるように，チェーンロッカは 2 つの区画に区

切らなければならない。

3.9.3
チェーンケーブルの船内側の終端は，連結ピースの有無に関わらず，端末シャックルを用いて，船体構造の一部を成す

適切に補強された取り付けピースに固定しなければならない。

一般にこれらの取り付けピースは，チェーンケーブルの切断荷重の 15%以上の荷重に対し耐え得るものとしなければ

ならない。

この取り付け部は，非常の際に，チェーンロッカの外部から容易にチェーンケーブルを開放できるものとしなければな

らない。

3.9.4
チェーンロッカを船首隔壁の後ろに配置する場合，境界の隔壁は水密なものとし，排水装置を備えなければならない。

3.10 フェアリード及びボラード

3.10.1
曳航，係船及び係留操作に対して適切な大きさに設計されたフェアリード及びボラードを備えなければならない。
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11 章  建造及び試験 

1 節 構造 

1. 構造詳細 

1.1 切欠き，開先

1.1.1
切欠き，開口縁等の遊縁（切欠き面）は，適切に処置し，ノッチのないようにしなければならない。切断線等は，原則

として溶接肉盛をしてはならず，滑らかに仕上げなければならない。全ての縁は，面取りをしなければならない。また，

高応力が発生する部材の縁にあっては，丸みを付けなければならない。

ガス若しくは機械切断線又はフランジの遊縁は，上述のように尖った縁とならないように仕上げなければならない。ま

た，本規定は，切断線に適用するものであり，特に舷側厚板の上縁及び溶接継手に類似する箇所，断面の変化する箇所又

は同様の不連続箇所に適用する。

1.1.2
倉口隅部については，手切りとしてはならない。

1.2 冷間加工

1.2.1
波型隔壁の冷間加工（曲げ加工，フランジ加工，型押し加工）にあっては，最小曲げ半径は 2t 以上としなければなら

ない。（t = 図面板厚）

割れを防ぐために，ガス切断のばり又はせん断切りによるかえりは，冷間加工の前に取り除かなければならない。冷間

加工後，全ての要素（特に曲げの端部）について，割れの検査を行わなければならない。縁の割れが無視できる程度の場

合を除き，割れを含む要素については全て使用してはならない。また，溶接補修は認められない。

1.3 組立て，精度

1.3.1
個々の構造要素又はブロックの組立工程において，過度の荷重が生じないようにしなければならない。個々の構造要素

の主要な歪は，可能な限り，次の組立工程の前に修復しなければならない。

構造部材は，表 1 に掲げる IACS 勧告 No.47 の規定又は本会が適当と認める工作標準の規定に従った精度で組み立てな

ければならない。主要部材にあっては，必要に応じて管理用の穴を設けなければならない。この穴は，完成時に再び溶接

盛りで塞がなければならない。

溶接完了後の歪取り及び調整にあっては，鋼材の特性に対して重大な影響を与えることのないよう行わなければならい。

疑わしき場合，適当な試験の実施を要求することがある。
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表 1 間隙の寸法（t，t1 及び t2：図面板厚） 

詳細 標準範囲 許容限界 備考 

突合せ溶接部 

 

 

a) 強度部材の場合 

a   0.15t 

b) その他 

a   0.2t  

ただし，4.0mm 以下とする。 

 

薄い方の板厚を t とす

る。 

隅肉溶接部(1) 

 

 

 

a) 強度部材及び高応力部材

の場合

a   t1 / 3 

b) その他 

a   t1 / 2 

これにより難い場合，板

厚中心に替えて，板の表

面として差し支えない。 

t3が t1未満の場合にあっ

ては，t1 に代えて t3 を使

用する。 

隅肉溶接部(2) 

 

 

 

a) 強度部材及び高応力部材

の場合

a   t1 / 3 

b) その他 

a   t1 / 2 

これにより難い場合，板

厚中心に替えて，板の表

面として差し支えない。 

t3が t1未満の場合にあっ

ては，t1 に代えて t3 を使

用する。 

T 型形鋼の面材部 

 

強度部材の場合

a   0.04b    
a = 8.0 mm  

T 型形鋼，アングル材及びバルブ

プレートの高さ 

 

 

a) 強度部材の場合 

a   0.15t 

b) その他 

a   0.2t 

a = 3.0 mm  
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詳細 標準範囲 許容限界 備考 

板部材の防撓材

 

 

d   L / 50   

備考：

「強度部材」については，以下の部材とする。 

強力甲板，内底，船底，下部スツール，横置隔壁の下部，ビルジホッパ及び単船側構造ばら積貨物船の船側肋骨 
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2 節 溶接 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の規定は，船体構造における溶接継手の準備，溶接施工及び検査に適用する。

1.1.2
船体部材の溶接は，承認された溶接士によって実施されなければならない。

1.1.3
溶接継手の種類及び母材に応じ，承認された溶接施工法及び溶接材料を使用しなければならない。

1.1.4
継手部の溶接は，承認図面に従って実施しなければならない。

1.1.5
造船所で採用する品質基準を，本会に提出しなければならない。また，個々の溶接について別に規定する場合を除き，

すべての溶接継手に当該基準を適用する。

1.1.6
完成した溶接継手は，立会する検査員の満足するものとしなければならない。

1.1.7
溶接線に割れ又は有害な内部欠陥の無いことを確認するために，試験方案によって指定された箇所の溶接について，非

破壊試験（NDE）を実施しなければならない。

1.2 溶接材料及び施工法

1.2.1
使用する溶接材料は，本会が承認したものとしなければならない。溶接材料の承認に関する要件については，M 編の

規定による。

1.2.2 
使用する溶接施工法は，本会が承認したものとしなければならない。溶接施工法の承認に関する要件については，M

編の規定による。

1.2.3
鋼材の種類及びグレードに応じ，適切な溶接材料を選択しなければならない。溶接材料の選択に関する要件については，

M 編の規定による。 

1.3 溶接士及び非破壊試験従事者

1.3.1 溶接士

手溶接及び半自動溶接は，M 編の規定に従い，本会の技能証明を受けた溶接士によって施工されなければならない。

1.3.2 自動溶接技師

自動溶接機及びその備品の制御者については，本会の適当と認めるところによる。

1.3.3 非破壊試験従事者

非破壊試験は，本会の認める団体又は規格による有資格者が実施しなければならない。

1.4 提出資料

1.4.1
承認用に提出する溶接施工計画書は，構造の溶接工事，適用する溶接施工法の種類，溶接姿勢等に関する必要な情報を

含むものとしなければならない。

1.4.2
承認用に提出する非破壊検査計画書は，試験を実施する場所及び数，適用する溶接施工法，適用する非破壊試験等に関

する必要な情報を含むものとしなければならない。 
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2. 溶接継手の種類 

2.1 一般

2.1.1
溶接継手の種類及び開先は，適用する溶接施工法に適切なものとしなければならない。

2.2 突合せ溶接

2.2.1 一般

原則として，平板の突合せ継手は，本会の承認する特別な溶接施工法を適用する場合を除き，両側溶接の完全溶込み溶

接としなければならない。

2.2.2 板厚の異なる板の溶接

図面板厚の差が 4mm を超える板の溶接を行う場合については，通常，厚い方の板にテーパを設けなければならない。

テーパは，図面板厚の差の 3 倍以上の長さとしなければならない。

2.2.3 開先加工，ルート間隙

開先加工及びルート間隙については，適用する溶接施工法及び関連する開先加工によらなければならない。

2.3 T 継手又は十字継手

2.3.1 一般

板同士の継手に加えて，桁部材の接合部及び板と防撓材のウェブの継手は，通常，図 1 に示す隅肉溶接又は十分な開先

を取った溶接としなければならない。

 
図 1 T 継手又は十字継手 

 
t ： 取付ける板の図面板厚（mm）

f ： 未溶接のルート面（mm）で， 3/tf £  とする。 

lt  ： 隅肉溶接の脚長（mm） 

tt  ： のど厚（mm） 

2.4 完全溶込み溶接

2.4.1 適用

次の接合部については，完全溶込み溶接としなければならない。

・ ラダーホーン及びシャフトブラケットと船殻構造との接合部

・ 舵板と舵頭材取り付け部との接合部

・ 貨物倉内に位置し，かつ，下部スツールを備えない立て式波形隔壁と内底板との接合部

・ 立て式波形隔壁と下部スツール頂板との接合部

・ 引張り応力が作用する梁柱と板部材との接合部（例えば，機関室，船首倉及び甲板室）

・ 中央部 0.6LCSR-B間の強力甲板，舷側厚板及び船底外板における開口端部の補強部及び管貫通部であって，開口又は

管を貫通させるための開口の寸法が 300mm を超えるもの 

・ 夏期満載喫水線より下方の海水に面する板部材のうち，建造板厚が 12mm 以下となる板部材の接合部。建造板厚が

12mm を超える場合にあっては，最大ルート面 3/Tf = （図 2 参照）の部分溶込み溶接を認めることがある。 

2.4.2
シェダープレートを波形隔壁の下端に取り付ける場合にあっては，シェダープレートは，片側からの完全溶込み溶接又

はそれと同等の溶接により，隔壁板及び下部スツール頂板に取り付けなければならない。 
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2.4.3
下部スツールの側板は，完全溶込み溶接により，下部スツールの頂板及び内底板に接合しなければならない。また，十

分な開先を取った溶接としても差し支えない。

2.4.4
下部スツールを支持する肋板については，完全溶込み溶接により，内底板に接合しなければならない。また，十分な開

先を取った溶接としても差し支えない。

2.4.5
一般に，適切な開先角度（40 度から 60 度）及びルート間隙を取らなければならない。また，必要であれば，両面溶接

において裏はつりを要求することがある。

2.5 十分な開先を取った溶接

2.5.1
十分な開先を取った溶接については，図 2 による。

 
図 2 十分な開先を取った溶接 

 

2.6 隅肉溶接

2.6.1 隅肉溶接の種類及び寸法並びに適用

図面板厚が 50mm 以下の板に関する隅肉溶接の種類及び寸法については，表 1 に規定する 5 種類に区分され，その船体

構造への適用は，表 2 の規定に従わなければならない。

上記に加え，3 章 6 節の図 19 に示す倉内肋骨のゾーン a 及び b の範囲における隅肉溶接ののど厚については，それ

ぞれ 0.44t 及び 0.4t としなければならない。この時，t は接合する 2 つの部材のうち，薄い方の部材の図面板厚とする。

 

T 

f f 

T 

a a a 

  ルート面 ( f ) : 3 mm ～ T /3 mm 
  開先角度 (a ) : 40º ～ 60 º 
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表 1 隅肉溶接の種類と寸法 

種類 隅肉溶接の種類 
取り付ける板の図面板厚 t(1) 

（mm） 

隅肉溶接の脚長 (2)(3) 

（mm） 

隅肉溶接の長さ

（mm） 

ピッチ

（mm） 

F0 両面連続溶接 t 0.7t N.A. N.A. 

t   10 0.5t + 1.0 N.A. N.A. 

10   t < 20 0.4t + 2.0 N.A. N.A. F1 両面連続溶接 

20   t 0.3t + 4.0 N.A. N.A. 

t   10 0.4t + 1.0 N.A. N.A. 

10   t < 20 0.3t + 2.0 N.A. N.A. F2 両面連続溶接 

20   t 0.2t + 4.0 N.A. N.A. 

t   10 0.3t + 1.0 

10   t < 20 0.2t + 2.0 F3 両面連続溶接 

20   t 0.1t + 4.0 

N.A. N.A. 

t   10 0.5t + 1.0 

10   t < 20 0.4t + 2.0 F4 断続溶接 

20   t 0.3t + 4.0 

75 300 

N.A. ： 適用規定なし

(1) t は取り付ける板の図面板厚とする。図 1 に示される十字継手の場合は，取り付けられる板と取り付ける

板の薄い方の板の図面板厚とする。取り付ける板はそれぞれの板厚を別々に考慮しなければならない。 

(2) 隅肉溶接の脚長は，3 章 3 節の表 1 に規定する腐食予備厚 tCに応じて，以下の修正を行うこと。 

tC > 5 の場合： 1.0mm 増す

4 < tC   5 の場合： 0.5mm 増す

3 < tC   4 の場合： 増減無し

tC   3 の場合： 0.5mm 減ずる 

(3) 脚長は最も近い 0.5mm 単位の値とする。 
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表 2 隅肉溶接の適用 

接合箇所 
区分 

部材 取付ける部材 
隅肉溶接の種類 

水密板 境界の板 F1 

部材端部のブラケット F1 

深水タンク隔壁 F3 防撓材及びカラープレー

ト 主要支持部材のウェブ及びカラープレート F2 

板（深水タンク隔壁を除く。） F4 

端部（スパンの 15%） F2 防撓材のウェブ 
組立式防撓材の面板 

その他 F4 

ブラケットを有しない桁

部材及び防撓材の端部 
甲板，外板，内底板，隔壁板 F0 

原則(1)

（本表に別

に規定する

場 合 を 除

く。） 

ブラケットを有する桁部

材及び防撓材の端部 
甲板，外板，内底板，隔壁板 F1 

防撓材 船底外板及び内底板 F3 

船首船底補強部の外板 F1 
中心線桁板 

内底板及び上記以外の外板  F2 

部分桁板を含む側桁板 船底板及び内底板 F3 

外板及び内底板 端部の肋骨心距の 2 倍の範囲 F2 

中心線桁及びホッパタンク内端となる側桁板 F2 肋板 

その他 F3 

中心線桁付きブラケット 中心線桁板，内底板及び外板 F2 

船底部及び

二重船底部 

ウェブの防撓材 肋板及び桁板 F3 

二重船側構

造の船側及

び内殻 

桁部材のウェブ 船側外板，縦通隔壁板及び桁部材のウェブ F2 

倉内肋骨及び端部ブラケ

ット 
船側外板 

3 章 6 節図 19 参

照 
単船側構造

の倉内肋骨 
倒止めブラケット 船側外板及び倉内肋骨 F1 

船体中央部 0.6LCSR-B間の船側外板 
十分な開先を取

った溶接 t   13 

その他 F1 

強力

甲板 

t < 13 船側外板 F1 

船側外板 F2 
その他の甲板 

防撓材 F4 

防撓材及び部分側桁 甲板 F3 

倉口長さの 15 %にあたる倉口隅部 F1 
ハッチコーミング 甲板 

その他 F2 

甲板 

ウェブの防撓材 コーミングのウェブ F4 

非水密隔壁構造 境界 制水隔壁 F3 
隔壁 

防撓材 隔壁板 
端部ブラケットを備えない場合に

あっては，端部（スパンの 25%） 
F1 
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表 2 隅肉溶接の適用（続き） 

接合箇所 
区分 

部材 取付ける部材 
隅肉溶接の種類 

端部（スパンの 15%） F1 船側外板，

甲板，内底

板，隔壁  
その他 F2 

タンク内及び船首から 0.125LCSR-B 

間 
F2 

断面積が 65 cm2 を超える面材 F2 

桁部材(1) ウェブ 

面材 

その他 F3 

船尾 内部材 境界及び個々の部材の取合い F2 

台板 
主機台，スラスト受台，ボイラ及

び主発電機台 
F1 

桁板 主機台及びスラスト受台 F1 台構造 桁板及びブラケット 

内底板及び

外板 
主機台及びスラスト受台 F2 

船楼端隔壁 甲板 F1 

端部（スパンの 15%） F3 
防撓材 

側壁及び甲

板 その他 F4(2) 

ブラケット

を有しない

場合 
F1 

船楼及び甲

板室(3) 
主要支持部材及び防撓材

の端部 ブラケット

を有する場

合 

側壁及び主要支持部材のウェブ 

F2 

梁柱 梁柱 柱の上下端の部材 F1 

通風筒 コーミング 甲板 F1 

舵心材となる垂直舵骨 F1 

舵板 F3 舵 舵骨 

上記を除く舵骨 F2 

(1) ハッチカバーにおいては，F0，F1，F2 の代わりに，それぞれ F1，F2，F3 とする。

(2) 片面連続溶接を適用する場合，溶接寸法は F3 としなければならない。

(3) 内部隔壁へ適用される隅肉溶接については本会の適当と認めるところによる。 

2.6.2 断続溶接

断続溶接に代えて両面連続隅肉溶接を適用する場合にあっては，隅肉溶接の脚長は F3 としなければならない。

2.6.3 小さい角度で板を取り付ける場合の隅肉溶接の寸法

板とそれに取り付ける板との角度が図 3 に示すように 90 度でない場合，大きい角度とする側の隅肉溶接の寸法につい

ては，次の算式に従って増加しなければならない。 

 
ø
ö

ç
è
æ

=¢

2
sin2

1
jll tt  

lt  ： 2.3.1 に規定する隅肉溶接の脚長（mm） 
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図 3 取付角度 

 

2.6.4 十分な開先を取った溶接

十分な開先を取った溶接の隅肉脚長については，溶接施工法試験の結果に応じ，表 1 に規定する値を 15％軽減するこ

とができる。

2.7 重ね継手溶接

2.7.1 一般

重ね継手溶接については，特定の場合について本会が承認する場合，適用することができる。重ね継手溶接は，次の箇

所について適用することができる。

・ ダブリングプレートの周囲接合部

・ 応力が非常に低い内部構造部材

2.7.2 隅肉溶接

重ね継手の隅肉溶接脚長については，F1 としなければならない。

2.8 スロット溶接

2.8.1 一般

スロット溶接は，特定の場合について本会が承認する場合，適用することができる。ただし，船体中央部 0.6LCSR-B内の

外板及び強力甲板のダブリングプレートについては，スロット溶接を適用してはならない。 

2.8.2 隅肉溶接の寸法

スロット溶接におけるスロットは，開口底部の縁の全周に完全に溶融したビードを施工できるような適切な形状を備え

るものとしなければならない。スロット溶接の隅肉溶接脚長については F1 としなければならない。また，スロットの間

隔については，本会の適当と認めるところによる。 

3. 接合部の詳細 

3.1 ビルジキールの接合部

3.1.1
3 章 6 節 6.5.2 の規定によりビルジキールと外板の間に取り付ける中間板については，ビルジ外板及びビルジキールに

溶接しなければならない。 

3.1.2
中間板及びビルジキールの突合せ溶接は，完全溶込み溶接としなければならない。また，当該箇所を船側の突合せ溶接

部から離さなければならない。

ビルジ外板の突合せ溶接部及び中間板の突合せ溶接部は，それぞれ中間板及びビルジキールとの交差部の近傍を平らに

仕上げなければならない。

3.1.3
中間板の船長方向に沿った縁部については，当該部材の板厚の 0.3 倍ののど厚 a で連続隅肉溶接しなければならない。

中間板の端部については，先端部におけるのど厚 a を，中間板の板厚の 0.5 倍としなければならない。ただし，ビルジ

外板の板厚以上としてはならない。（図 4 参照）

中間板先端部においては，中間板とビルジ外板の溶接ビードがビルジ外板と成す角度を 45 度以下とすることが望まし

い。
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図 4 ビルジキール溶接要領 

 

 

約 3h 最小
100mm 

約 1.5b 

h 

t

br   2t 
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3 節 区画試験 

1. 一般 

1.1 定義

1.1.1 ショッププライマ

ショッププライマとは，製造中の防食措置として表面処理後及び加工前に施工される薄い塗装をいう。 

1.1.2 保護塗装

保護塗装とは，構造部材を腐食から保護するための最終塗装をいう。

1.1.3 構造試験

構造試験とは，タンクの水密性及び設計の構造上の妥当性を実証するために実施される水圧試験をいう。現実的な制約

により水圧試験の実施が困難な場合（例えば，規定された水頭をタンク上端まで適用することが困難な場合。）にあって

は，これに代えて水圧空気圧試験を実施しても差し支えない。水圧空気圧試験を行う場合にあっては，可能な限りタンク

の実荷重を再現するよう試験を行わなければならない。

1.1.4 水圧空気圧試験

水圧空気圧試験とは，水圧及び空気圧を組合せた試験をいい，タンク頂板まで漲水した上で追加の空気圧を適用するこ

とによる。追加の空気圧の値は，本会が適当と認めるところによる。ただし，少なくとも 2.2 に規定する値以上としなけ

ればならない。

1.1.5 漏洩試験

漏洩試験とは，構造の水密性又は気密性を実証するために実施される空気又はその他の媒体を用いた試験をいう。

1.1.6 射水試験

射水試験とは，水圧試験又は漏洩試験が要求されない構造について，水密性又は風雨密性を実証するために行い，船体

の水密保全性に寄与する他の区画に適用する。

1.2 適用

1.2.1
本節の規定は，以下の区画及び構造に対して試験条件を規定する。

・ タンク（独立タンクを含む。）

・ 水密及び風雨密構造

1.2.2
試験の目的は，船舶の建造時及び主要な修理の際に，水密性又は風雨密性及び構造部材の強度を確認することにある。

1.2.3
これらの試験は，後工程の作業が構造強度及び水密性又は風雨密性を損ねることの無いよう，十分に完成間近の状態で，

検査員の立会いの下，実施しなければならない。 

2. 試験方法 

2.1 構造試験

2.1.1
構造試験は，ショッププライマの施工後に実施して差し支えない。

2.1.2
構造試験は，以下のいずれかの条件が満たされる場合，保護塗装の施工後に実施して差し支えない。

・ 全ての溶接作業が完了し，保護塗装施工前に検査員の十分な目視検査が行われる場合

・ 保護塗装前に漏洩試験が実施される場合

2.1.3
漏洩試験が実施されない場合，保護塗装は，以下の構造試験の後に施工することが望ましい。

・ ブロック継手の全溶接（手溶接及び自動溶接） 
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・ タンク境界線接合部の全ての隅肉溶接（手溶接）溶込み溶接（手溶接）

・ 溶込み溶接（手溶接）

2.2 漏洩試験

2.2.1
漏洩試験を行う場合にあっては，表 1 に従うものとし，試験中は 0.15×105 Pa の空気圧を維持しなければならない。

2.2.2
検査に先立ち，タンク内の空気圧を 0.20×105 Pa に上げ，この状態を安定状態まで約 1 時間保持（その間もタンク周り

に最小の人員は配置すること。）し，その後，試験圧力まで下げることを推奨する。 

2.2.3
試験に参加する人員の安全が確保されると認める場合，空気圧が 0.20×105 Pa に安定した状態で，圧力を下げることな

く試験を実施することを認めることがある。

2.2.4
溶接線には，漏洩を示す効果的な液体を塗布しなければならない。

2.2.5
試験圧力の高さまで漲水する U チューブは，試験対象の区画が圧力超過とならず，かつ，試験圧力を検証できるよう

取り付けなければならない。U チューブは，空気を供給する配管のよりも大きな断面積を備えるものとしなければならな

い。

また，試験圧力については，較正されている圧力計による確認も行わなければならない。本会は，同等の信頼性を有す

ると認めるその他の手段によることを認めることがある。

2.2.6
タンク境界線の全隅肉溶接接合部並びにタンク境界における溶込み溶接部及びブロック継手の溶接部であって自動溶

接を除くものについては，保護塗装前に漏洩試験を実施しなければならない。造船所における品質管理手順の運営を考慮

して検査員が必要と判断する場合，ブロック継手の自動溶接及びブロック内の小組み溶接（手溶接及び自動溶接）につい

て，抜取りで同様の試験を要求することがある。その他の溶接線については，検査員の十分な目視検査が行われる場合，

保護塗装の施工後に，漏洩試験を実施することができる。

2.2.7
その他の方法の採用については，検査員が適当と認めるところによる。

2.3 射水試験

2.3.1
表 1 の規定により，構造の水密性又は風雨密性を検証するために射水試験が要求される場合，射水試験は，2.0×105 Pa

以上の圧力で，1.5m 以内の距離から実施しなければならない。また，ノズルの径は 12mm 以上としなければならない。

2.4 水圧空気圧試験

2.4.1
水圧空気圧試験を実施する場合にあっては，漏洩試験と同様の予防安全策を講じなければならない。

2.5 その他の試験方法

2.5.1
本会が適当と認める場合，その他の試験方法によることを認めることがある。 

3. 試験要件 

3.1 一般

3.1.1
一般的な試験の要件については，表 1 による。
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表 1 一般試験要件  

 試験対象構造 試験種類 試験圧力 備考 

1 二重底タンク 構造試験(1) 次のうち大なる方

・ オーバーフロー上端までの水頭

・ 隔壁甲板までの水頭 

タンク隔壁については，少

なくとも当該隔壁の片側か

ら試験を実施すること 

2 二重船側タンク 構造試験(1) 次のうち大なる方

・ オーバーフロー上端までの水頭

・ タンクの最も高い部分から 2.4m
上方までの水頭  

タンク隔壁については，少

なくとも当該隔壁の片側か

ら試験を実施すること 

タンク隔壁，深水

タンク 

構造試験(1) 3 

燃料油タンク 構造試験  

次のうち大なる方 (2)

・ オーバーフロー上端までの水頭

・ タンクの最も高い部分から 2.4m

上方までの水頭 

・ 関連する設備を備える場合，安全

弁の調整圧力 

タンク隔壁については，少

なくとも当該隔壁の片側か

ら試験を実施すること 

4 バラスト兼用倉 構造試験(1) 次のうち大なる方

・ オーバーフロー上端までの水頭

・ ハッチコーミング上端までの水

頭 

 

タンクとして使用

する船首尾倉 

構造試験  次のうち大なる方

・ オーバーフロー上端までの水頭

・ タンクの最も高い部分から 2.4m
上方までの水頭 

船尾タンクの試験について

は，船尾管を取付けた後に

実施すること 

タンクとして使用

されない船首倉 

SOLAS 条約 II-1 章

Reg.14 参照 
  

5 

タンクとして使用

されない船尾倉 

漏洩試験   

6 コファダム 構造試験(3) 次のうち大なる方

・ オーバーフロー上端までの水頭

・ タンクの最も高い部分から 2.4m

上方までの水頭 

 

7 水密隔壁 SOLAS 条約 II-1 章

Reg.14(4)参照 
  

8 乾玄甲板又は隔壁

甲板より下方の水

密戸 

SOLAS 条約 II-1 章

Reg.18 参照 
  

9 複板舵 漏洩試験   

10 深水タンクの軸路 射水試験   

11 外板のドア 射水試験   

12 タンクの水密ハッ

チカバー 

射水試験   

13 ハッチカバー及び

閉鎖装置であって

水密とするもの 

射水試験   

14 チェーンロッカ

(船首隔壁の後方

にある場合) 

構造試験 頂部までの水頭  
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 試験対象構造 試験種類 試験圧力 備考 

15 独立タンク 構造試験 オーバーフロー上端までの水頭。ただ

し，0.9m 以上とすること。 
 

16 バラストトランク 構造試験 バラストポンプの最大圧力  

備考：

(1) 構造試験に代えて，2.2 に規定する条件に基づき漏洩試験又は水圧空気圧試験を適用することとして差し支えない。ただし，

それぞれの種類のタンクに対し少なくとも 1 つのタンクについては構造試験を実施しなければならない。構造試験を実施す

るタンクは，設計承認時の状況に応じて選択しなければならない。原則として，同型シリーズ船の後船については，構造試

験を実施する必要はない。ただし，タンカー及び兼用船の貨物区域境界並びに貨物又は汚染物質を隔離するタンクについて

は，構造試験を省略することはできない。構造試験において，漏洩試験によって検出されなかった深刻な欠陥が発見された

場合，全てのタンクに対して構造試験を行わなければならない。 

(2) 甲板上にハッチが有る場合，タンクの最も高い部分についてはハッチを除く甲板から計測しなければならない。ただし，大

きなハッチカバーを備える液体貨物又はバラストを積載する船倉については，タンクの最も高い部分はハッチコーミングの

上端とすること。 

(3) 本会が適当と認める場合，2.2 に規定する条件に基づき漏洩試験又は水圧空気圧試験を適用することとして差し支えない。こ

の場合，水圧空気圧試験については，適用した建造技術及び溶接手順に関連して有効と判断する場合に限る。 

(4) 既に搭載された設備（機械類，電線，配電盤，防熱等）に損傷の生じる可能性があり，射水試験が実施できない場合にあっ

ては，本会が適当と認める場合，全ての交差部及び溶接取合い部の十分な目視検査に代えることができる。必要な場合，浸

透試験又は超音波試験を要求することがある。 
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12 章  船級符号への追加の付記 

1 節 グラブ荷役 

記号 

この節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

MGR ： 使用するグラブの質量 (tons)で，空の状態の値とする。

s ： 防撓材の心距(m)で，スパン中央で測る。 

 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本節の要件に従い，指定する最大質量[X]トンのグラブによる荷役又は揚貨を行うよう設計された貨物倉を有する船舶

については，1 章 1 節 3.2 に従い，船級符号に追加で GRAB-[X]を付記する。

1.1.2
船級符号への追加の付記 GRAB-[X]は，より重いグラブ使用を禁止するものではないが，船主及びオペレータは，定期

的に又はたまにより重いグラブを使用して揚貨する場合，局部損傷及び内底板の早期切替えの可能性が増加することを十

分認識しておかなければならない。 

2. 強度要件 

2.1 要求板厚

2.1.1
内底板並びにホッパタンク斜板，下部スツール側板，横隔壁板及び内殻板の，ビルジウェルを除く内底板最下部より高

さ 3m の範囲のネット板厚については，次の値のうち大きい方の値以上としなければならない。 

・ t ： 6 章 及び 7 章で規定する板厚

・ tGR ： 2.1.2 及び 2.1.3 で規定する板厚

2.1.2
内底板のネット板厚 tGR（mm）は，次式による値としなければならない。 

( ) skMt GRGR 5028.0 +=  

2.1.3
ホッパタンク斜板，横隔壁の下部スツール側板，横隔壁板及び内殻板の，ビルジウェルを除く内底板最下部より高さ

3m の範囲のネット板厚 tGR（mm）は，次式による値としなければならない。 
( ) skMt GRGR 4228.0 +=  
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13 章 就航後の船舶，切替え基準 

1 節 船級維持 

1. 一般 

1.1 適用

1.1.1
本編の適用を受けるばら積貨物船の船級維持検査の要件は，B 編に規定される。

板厚計測は船級維持検査の重要部分であり，これらの計測の解析は船体構造の修理及び切替え範囲の決定において重要

な要因となる。

1.1.2 （削除）

1.1.3 （削除）

1.2 定義

1.2.1 局部腐食

局部腐食とは，点食，溝食，縁部の腐食，ネッキング影響又は非常に限られた範囲のその他の腐食をいう。

1.2.2 著しい腐食

著しい腐食とは，腐食形態の評価において，計測板厚が trenewal を超え，trenewal に treserve を加えた板厚未満の範囲となる

ような状態をいう。

1.2.3 甲板領域

甲板領域については，トップサイドタンク底板（トップサイドタンクが無い場合は，基線上 0.9D に相当するレベル）

より上方の，ハルガーダ強度に寄与する以下の全ての部材を含む。

・ 強力甲板の板部材

・ 梁上側板

・ 舷側厚板

・ 船側外板

・ 水平部及び垂直部を含むトップサイドタンク斜板

・ 上記板部材に取り付ける全ての縦通部材

1.2.4 船底領域

船底領域については，ホッパ斜板の上端レベルまで（ホッパタンクが無い場合は，内底板まで）のハルガーダ強度に寄

与する以下の部材を含む。

・ 竜骨

・ 船底外板

・ ビルジ外板

・ 船底縦桁

・ 内底板

・ ホッパタンク斜板

・ 船側外板

・ 上記板部材に取り付ける全ての縦通部材

1.2.5 中性軸領域

中性軸領域については，以下に例示される甲板領域と船底領域の間の板部材のみを含む。

・ 船側外板

・ 内部船殻（二重船側構造の場合）
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2 節 許容基準 

記号 

本節に規定されない記号については，1 章 4 節による。 

trenewal ： 切替え板厚（mm）。これを下回ると切替えを行わなければならない構造部材に関する許容最小板

厚（mm）で，次の値とする。

trenewal = tas_built   tC   tvoluntary_addition 
treserve ： 腐食余裕厚（mm）。2.5 年間の検査間隔において予想される板厚衰耗を考慮した板厚（mm）で，

次の値とする。

treserve = 0.5（mm） 

tC  ： 3 章 3 節に規定する腐食予備厚（mm）

tas_built ： 図面板厚（mm）で，tvoluntary_addition がある場合，これを含む。

tvoluntary_addition ： 任意追加板厚（mm）。腐食衰耗に対する追加余裕分として船主により任意で tCに追加される板厚。

tgauged ： 考慮する部材の計測板厚（mm）。船舶就航後の定期的な検査時において，一部材に対する種々の

計測により計測したものの平均板厚。 

 

1. 局部強度に関する許容基準 

1.1 適用

1.1.1
局所強度に関する許容基準を考慮すべき部材は，B 編の関連規定に定義する部材とする。

1.2 局部腐食以外の腐食に関する切替え板厚

1.2.1
各部材において，次式のとおり計測板厚 tgauged が切替え板厚未満となる場合，当該部材の切替えを行わなければならな

い。 

tgauged < trenewal 

計測板厚 tgauged が次式の状態の場合，切替えに代えて，塗料製造者の要件に従って塗装を施工する又は年次で板厚計測

を実施することとして差し支えない。塗装は，良好な状態に維持しなければならない。 

trenewal < tgauged < trenewal + treserve 

1.3 局部腐食に関する切替え板厚

1.3.1
3 章 5 節により塗装することが要求される範囲において，点食の程度が面積比で 15%（図 1 参照）を越える場合，点食

の範囲を確認するための板厚計測を実施しなければならない。面積比 15%については，板の片側における点食又は溝食

により決定する。

上記で規定する点食の程度が面積比 15%を超える場合，点食が最も激しい部分において，300mm 以上の範囲にわたっ

て表面の錆及び塗装を除去した上，当該範囲内で点食が最も深い 5 点について板厚を計測しなければならない。

点食部，溝食部又は 13 章 1 節 1.2.1 に規定するその他の局部において，最小残存板厚は以下に規定する値より大きくな

ければならない。ただし，trenewalより大きな値とする必要はない。

・ 肋骨及び端部ブラケットのウェブ及び面材においては，図面板厚の 75%

・ 船側肋骨を取り付ける船側外板，ホッパタンク及びトップサイドタンクの板部材であって肋骨から 30mm の範囲に

おいては，図面板厚の 70% 
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図 1 点食の分布図（5%から 25%までの分布） 

5％の点食

10％の点食

15％の点食

20％の点食

25％の点食

 

1.4 全体強度に関する許容基準

1.4.1 全体強度に関する許容基準の適用部材

全体強度に関する許容基準を考慮すべき部材については，13 章 1 節 1.2 に定義する甲板領域，船底領域及び中性軸領域

の部材とする。

1.4.2 切替え板厚

全体強度に関する許容基準は，以下に詳細を示す船底領域，甲板領域及び中性軸領域における評価により規定する。

a) 船底領域及び甲板領域 

板厚計測結果に基づき決定する現在のハルガーダ断面係数は，申請グロス板厚に基づき 5 章 1 節に従って計算する

断面係数の 90％未満としてはならない。

これによらない場合，船底領域及び甲板領域の現在の断面積（考慮する領域で計測された部材の断面積の合計とす

る。）は，申請グロス板厚に基づき決定する同じ部分の断面積の 90％未満としてはならない。 

b) 中性軸領域 

中性軸領域の現在の断面積（当該領域で計測された板部材の断面積の合計とする。）は，中性軸領域の申請グロス

板厚に基づき決定する断面積の 85％未満としてはならない。

考慮する横断面において，ハルガーダ強度に寄与する全ての部材の実際の衰耗が，甲板領域及び船底領域において 10％

未満，中性軸領域において 15％未満である場合，当該横断面における全体強度に関する許容基準は自動的に満足してお

り，これ以上の確認は要求されない。
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改正規則及び同規則の附則 
 

2014 年 3 月 1 日から 2015 年 2 月 28 日までに制定された鋼船規則 CSR-B 編の一部を改正する規則の主な内

容及び同規則の附則は，次のとおりである。

I 2015 年 2 月 27 日付改正 （規則 第 15 号） 

1 章 

1 節 1.1.1 を改めた。 

 附則

1. この規則は，2015 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。

2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，この規則による規定にかかわらず，なお

従前の例によることができる。

*建造契約とは，最新版の IACS Procedural Requirement(PR) No.29 に定義されたものをい

う。 

 
IACS PR No. 29 (Rev. 0, July 2009) 

英文（正） 仮訳 
1. The date of  contract for construction  of a vessel is the date on 

which the contract to build the vessel is signed between the 
prospective owner and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all the vessels included 
in the contract are to be declared to the classification society by the 
party applying for the assignment of class to a newbuilding. 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者と造船所との間で建
造契約のサインが交わされた日をいう。なお，この契約日及び
契約を交わす全ての船舶の建造番号（船番等）は，新造船に対
し船級登録を申込む者によって，船級協会に申告されなければ
ならない。 

2. The date of  contract for construction  of a series of vessels, 
including specified optional vessels for which the option is 
ultimately exercised, is the date on which the contract to build the 
series is signed between the prospective owner and the shipbuilder.

 For the purpose of this Procedural Requirement, vessels built under 
a single contract for construction are considered a  series of vessels  
if they are built to the same approved plans for classification 
purposes. However, vessels within a series may have design 
alterations from the original design provided:
(1) such alterations do not affect matters related to classification, 

or 
(2) If the alterations are subject to classification requirements, 

these alterations are to comply with the classification 
requirements in effect on the date on which the alterations are 
contracted between the prospective owner and the shipbuilder 
or, in the absence of the alteration contract, comply with the 
classification requirements in effect on the date on which the 
alterations are submitted to the Society for approval.  

 The optional vessels will be considered part of the same series of 
vessels if the option is exercised not later than 1 year after the 
contract to build the series was signed. 

2. オプションの行使権が契約書に明示されている場合，オプシ
ョン行使によるシリーズ船の「建造契約日」は，予定所有者と
造船所との間で建造契約のサインが交わされた日をいう。本
Procedural Requirement の適用において，1 つの建造契約書に基
づく船舶が同一の承認図面によって建造される場合は，シリー
ズ船と見なす。しかしながら，以下の条件を満たす設計変更に
あっては，シリーズ船は原設計から設計変更を行うことができ
る。 

 
(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさない， 

又は， 
(2) 設計変更が船級規則の対象となる場合，当該変更が予定所

有者と造船所との間で契約された日に有効な船級規則に
適合している，又は設計変更の契約が無い場合は承認のた
めに図面が船級協会に提出された日に有効な船級規則に
適合している。 

オプションによる建造予定船は，シリーズ船の建造契約が結ば
れてから 1 年以内にオプションが行使される場合，シリーズ船
として扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to include additional 
vessels or additional options, the date of  contract for construction  
for such vessels is the date on which the amendment to the contract, 
is signed between the prospective owner and the shipbuilder. The 
amendment to the contract is to be considered as a  new contract  to 
which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加のオプションを含める
契約の変更がなされた場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。この契約変更は前 1.
及び 2.に対して，「新しい契約」として扱わなければならない。 

4. If a contract for construction is amended to change the ship type, the 
date of  contract for construction  of this modified vessel, or 
vessels, is the date on which revised contract or new contract is 
signed between the Owner, or Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更があった場合，改造
された船舶の「建造契約日」は，予定所有者と造船所との間で
契約変更又は新規契約のサインが交わされた日をいう。 

Note: 
This Procedural Requirement applies from 1 July 2009. 

備考： 
1. 本 PR は，2009 年 7 月 1 日から適用する。 
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2015 年 2 月 27 日 規則第 15 号 
鋼船規則の一部を改正する規則 
 
「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 

 

CSR-B 編 ばら積貨物船のための共通構造規則 

1 章 一般原則 

1 節 適用 

1. 通則 

1.1 構造要件 

 

1.1.1 を次のように改める。 

 
1.1.1 
本編の規定は，本会に船級登録する船舶であって 2006 年 4 月 1 日以降から 2015 年 6 月

30 日までの間に建造契約が行われるたものに適用する。 
（注記） 
『建造契約』とは，予定される船主と造船所との間で船舶を建造する契約が調印さ

れた日をいう。『建造契約』の日に関する詳細については，IACS Procedural 
Requirement No.29 を参照すること。 
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附  則 
 

1. この規則は，2015 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，この規則による規定にかかわ

らず，なお従前の例によることができる。 
*建造契約とは，最新版の IACS Procedural Requirement(PR) No.29 に定義されたも

のをいう。 

 
IACS PR No. 29 (Rev. 0, July 2009) 

英文（正） 仮訳 
1. The date of “contract for construction” of a vessel is the date on 

which the contract to build the vessel is signed between the 
prospective owner and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all the vessels included 
in the contract are to be declared to the classification society by the 
party applying for the assignment of class to a newbuilding. 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者と造船所との間で建
造契約のサインが交わされた日をいう。なお，この契約日及び
契約を交わす全ての船舶の建造番号（船番等）は，新造船に対
し船級登録を申込む者によって，船級協会に申告されなければ
ならない。 

2. The date of “contract for construction” of a series of vessels, 
including specified optional vessels for which the option is 
ultimately exercised, is the date on which the contract to build the 
series is signed between the prospective owner and the shipbuilder. 

 For the purpose of this Procedural Requirement, vessels built under 
a single contract for construction are considered a “series of vessels” 
if they are built to the same approved plans for classification 
purposes. However, vessels within a series may have design 
alterations from the original design provided: 
(1) such alterations do not affect matters related to classification, 

or 
(2) If the alterations are subject to classification requirements, 

these alterations are to comply with the classification 
requirements in effect on the date on which the alterations are 
contracted between the prospective owner and the shipbuilder 
or, in the absence of the alteration contract, comply with the 
classification requirements in effect on the date on which the 
alterations are submitted to the Society for approval.  

 The optional vessels will be considered part of the same series of 
vessels if the option is exercised not later than 1 year after the 
contract to build the series was signed. 

2. オプションの行使権が契約書に明示されている場合，オプシ
ョン行使によるシリーズ船の「建造契約日」は，予定所有者と
造船所との間で建造契約のサインが交わされた日をいう。本
Procedural Requirement の適用において，1 つの建造契約書に基
づく船舶が同一の承認図面によって建造される場合は，シリー
ズ船と見なす。しかしながら，以下の条件を満たす設計変更に
あっては，シリーズ船は原設計から設計変更を行うことができ
る。 

 
(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさない， 

又は， 
(2) 設計変更が船級規則の対象となる場合，当該変更が予定所

有者と造船所との間で契約された日に有効な船級規則に
適合している，又は設計変更の契約が無い場合は承認のた
めに図面が船級協会に提出された日に有効な船級規則に
適合している。 

 
 
オプションによる建造予定船は，シリーズ船の建造契約が結ば
れてから 1 年以内にオプションが行使される場合，シリーズ船
として扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to include additional 
vessels or additional options, the date of “contract for construction” 
for such vessels is the date on which the amendment to the contract, 
is signed between the prospective owner and the shipbuilder. The 
amendment to the contract is to be considered as a “new contract” to 
which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加のオプションを含める
契約の変更がなされた場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。この契約変更は前 1.
及び 2.に対して，「新しい契約」として扱わなければならない。

4. If a contract for construction is amended to change the ship type, the 
date of “contract for construction” of this modified vessel, or 
vessels, is the date on which revised contract or new contract is 
signed between the Owner, or Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更があった場合，改造
された船舶の「建造契約日」は，予定所有者と造船所との間で
契約変更又は新規契約のサインが交わされた日をいう。 

Note:  
This Procedural Requirement applies from 1 July 2009. 

備考：  
1. 本 PR は，2009 年 7 月 1 日から適用する。 
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